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 現在わが国で流通している化学物質は工業的に生産されているものだけで数万種に及ぶとい

われ、その用途・種類は多岐・多様にわたっていますが、その生産・使用・廃棄の仕方によっ

ては人の健康や生態系に影響を及ぼすおそれがあるものも数多くあります。また、これらの化

学物質の中には、大気、水、土壌等の複数の媒体を通じて、人間や他の生物が長期間にわたっ

て曝露されるものもあり、そのような化学物質の挙動や影響については未解明な部分が数多く

残されています。 

 これらの課題に的確に対応していくためには、化学物質が環境汚染を通じて人の健康や生態

系に与える影響を生じさせるおそれを「環境リスク」として捉え、その科学的な評価を着実に

進めるとともに、未然防止の観点からこれを総体的に低減させる必要があり、平成24年4月に閣

議決定された第四次環境基本計画においても、包括的な化学物質対策の確立と推進のための取

組として、科学的な環境リスク評価を効率的に推進すること等が施策の基本的な方向性として

示されているところです。 

 環境省（旧環境庁）では平成9年4月に環境リスク評価室を設置し、化学物質の環境リスク評

価に関する検討を進めてまいりました。平成14年3月にはその成果を「化学物質の環境リスク評

価 第１巻」としてとりまとめ、それ以降、これまでに第14巻まで順次とりまとめを行い、公表

してきました。 

 第14巻の公表以降、引き続き、環境省においては、数多くの研究者・専門家や国立研究開発

法人国立環境研究所の協力を得て、さらなる物質について環境リスク評価を実施してきました。

その成果が、平成28年12月に開催された中央環境審議会環境保健部会化学物質評価専門委員会

での審議を経て、「化学物質の環境リスク評価 第15巻」としてとりまとめられました。今回の

とりまとめにより、これまでに347物質（うち95物質は生態リスク初期評価のみを実施）の環境

リスク初期評価がとりまとめられたことになります。 

 今後、環境省では、平成21年度に改正された「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法

律」（化学物質審査規制法）におけるリスク評価等の進展を踏まえ、環境中に存在する幅広い

化学物質を対象として、化学物質審査規制法等の個別法の下でのリスク評価ではカバーできな

い物質や曝露経路を中心に、さらに内容の充実を図り、化学物質の環境安全性に関する重要な

知見を提供していきたいと考えております。 

 最後になりましたが、本誌に収録された調査、とりまとめにご協力いただいた多くの研究者、

専門家をはじめとした全ての関係の皆様に深く感謝の意を表するとともに、本誌が関係各位に

活用され我が国の化学物質対策に大いに役立つものとなることを念願いたします。 

 

平成29年3月 

 

環境省環境保健部環境リスク評価室  
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第１編 

 

 

 

化学物質の環境リスク初期評価等 

（第１５次とりまとめ） 

  



 

Ⅰ．化学物質の環境リスク初期評価（第１５次とりまとめ）の結果の概要 

 

１．はじめに 

世界で約１０万種、我が国で約５万種流通していると言われる化学物質の中には、人

の健康及び生態系に対する有害性を持つものが多数存在しており、適正に取り扱われな

ければ、環境汚染を通じて人の健康や生態系に好ましくない影響を与えるおそれがある。 

このような悪影響の発生を未然に防止するためには、潜在的に人の健康や生態系に有

害な影響を及ぼす可能性のある化学物質が、大気、水質、土壌等の環境媒体を経由して

環境の保全上の支障を生じさせるおそれ（環境リスク）について、科学的な観点から定

量的な検討と評価を行い、その結果に基づいて、必要に応じ、環境リスクを低減させる

ための対策を進めていく必要がある。 

  

２．環境リスク初期評価の概要 

 (1) 実施主体 

環境省環境保健部環境リスク評価室では、平成９年度から化学物質の環境リスク初

期評価に着手し、国立研究開発法人国立環境研究所環境リスク・健康研究センターの

協力を得て、その結果をこれまで１４次にわたり取りまとめ、「化学物質の環境リス

ク評価」（第１巻～第１４巻）として公表している。 

この環境リスク初期評価の結果の取りまとめに当たっては、中央環境審議会環境保

健部会化学物質評価専門委員会において審議していただいている。 

 

  (2) 位置付け 

環境リスク初期評価は、多数の化学物質の中から相対的に環境リスクが高い可能性

がある物質を、科学的な知見に基づいてスクリーニング（抽出）するための最初のス

テップである。 

環境リスク初期評価において、「詳細な評価を行う候補」及び「関連情報の収集が 

必要」と評価された物質については、関係部局等との連携と分担の下で、必要に応じ

た対応（「詳細な評価を行う候補」とされた場合には、より詳細なリスク評価の実施、

規制法に基づく排出抑制等、「関連情報の収集が必要」とされた場合には継続的な環

境濃度の監視、より高感度な分析法の開発等）を図ることとしている。 
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図 環境リスク初期評価による取組の誘導と化学物質に係る情報の創出 

 

 (3) 構成 

環境リスク初期評価は、人の健康に対するリスク（健康リスク）評価と生態系に対

するリスク（生態リスク）評価から成り立っており、以下の３段階を経て、リスクの

判定を行っている。 

 

①有害性評価      人の健康及び生態系に対する有害性を特定し、用量（濃度） 

－反応（影響）関係の整理 

②曝露評価       人及び生態系に対する化学物質の環境経由の曝露量の見積

もり 

 ③リスクの程度の判定  有害性評価と曝露評価の結果を考慮 

 

 (4)対象物質 

環境省内の関係部局や有識者から、各々の施策や調査研究において環境リスク初期

評価を行うニーズのある物質（非意図的生成物質や天然にも存在する物質を含む。）

を聴取するとともに、環境モニタリング調査結果において検出率が高かった物質等の

中から有識者の意見等を踏まえ、優先度が高いと判断されたものを選定している。 

 

  (5) 評価の方法 

化学物質の環境リスク初期評価ガイドラインに基づいてリスクの判定を行い、リ

スクの判定ができない場合には情報収集の必要性に関する総合的な判定を実施して

いる。 

－2－



 

 

 

（参考１）リスクの判定（例） 

健康リスク：無毒性量等を予測最大曝露量（又は予測最大曝露濃度）で除した

MOE（Margin of Exposure）を求めて判定します。 

MOE 判  定 

10未満 

10以上100未満 

100以上 

算出不能 

 詳細な評価を行う候補と考えられる。 

 情報収集に努める必要があると考えられる。

 現時点では作業は必要ないと考えられる。 

 現時点ではリスクの判定ができない。 
 
生態リスク：予測環境中濃度（PEC）と予測無影響濃度（PNEC）との比較によ

り行います。 

PEC/PNEC 判  定 

１以上 

0.1以上１未満 

0.1未満 

情報不十分 

 詳細な評価を行う候補と考えられる。 

 情報収集に努める必要があると考えられる。

 現時点では作業は必要ないと考えられる。 

 現時点ではリスクの判定はできない。 

 

（参考２）情報収集の必要性に関する総合的な判定 

リスクの判定結果を踏まえつつ、化学物質の製造量、用途、物性、化学物質排

出把握管理促進法による届出排出量を用いたモデル等による環境濃度の推定結

果等の情報に基づいて、専門的な観点から、更なる情報収集の必要性について総

合的な判定等を実施する。 

 

 なお、初期評価を実施する際には、その趣旨に鑑み、環境リスクが高い物質を見逃

してしまうことのないよう、有害性評価においては複数の種について毒性データが利

用可能な場合には感受性がより高い種のデータを利用する、曝露評価においては原則

として検出最大濃度を利用する等、安全側に立脚した取扱いを行っている。 
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３．環境リスク初期評価（第１５次とりまとめ）の結果の概要 

 (1) 対象物質 

今回の第１５次とりまとめにおいては、環境リスク初期評価（健康リスクと生態リ

スクの双方を対象）を１４物質について、生態リスク初期評価を１物質について、そ

れぞれ取りまとめた。 

 

 (2) 結果 

①環境リスク初期評価（健康リスクと生態リスクの双方を対象） 

 対象とした１４物質の環境リスク初期評価の結果を、今後の対応の観点から整理

をすると、以下のとおりとなる。 

 今回の第１５次とりまとめにより、これまでに２５２物質の環境リスク初期評価

が取りまとめられたことになる。 

 

 健康リスク初期評価 生態リスク初期評価 
A. 
詳細な評価を行う候補 
 

【１物質】 

・1,2,3-トリメチルベンゼン（室内

空気の吸入曝露） 

【１物質】 

・アンチモン及びその化合物 

B. 
関連情
報の収
集が必
要 
 
 
 
 
 
 
 

B1 

リスクはＡより低い

と考えられるが、引

き続き、関連情報の

収集が必要 

【５物質】 

・アンチモン及びその化合物（経

口曝露、一般環境大気の吸入曝

露*） 

・グルタルアルデヒド（一般環境

大気の吸入曝露） 

・四塩化炭素（一般環境大気の吸

入曝露） 

・o-ジクロロベンゼン（一般環境

大気の吸入曝露*） 

・N,N-ジメチルアセトアミド（経

口曝露、一般環境大気の吸入吸

入曝露*） 

【４物質】 

・四塩化炭素 

・o-ジクロロベンゼン 

・タリウム及びその化合物 

・メチル＝ドデカノアート 

B2 

リスクの判定はでき

ないが、総合的に考

えて、関連情報の収

集が必要 

【３物質】 

・四塩化炭素（室内空気の吸入曝

露） 

・タリウム及びその化合物（経口

曝露） 

・テルル及びその化合物（経口曝

露） 

【１物質】 

・テルル及びその化合物 

C. 
現時点では更なる作業の必要
性は低い 
 
 
 

【６物質】 

・3,5-キシレノール** 

・2-クロロニトロベンゼン 

・4,4’-ジアミノジフェニルエー

テル 

【８物質】 

・3,5-キシレノール** 

・グルタルアルデヒド** 

・2-クロロニトロベンゼン 

・4,4’-ジアミノジフェニルエー

－4－



 

 

 
 
 

・2-(ジ-n-ブチルアミノ)エタノー

ル 

・メチル＝ドデカノアート 

・2-メチルプロパン-2-オール 

テル 

・2-(ジ-n-ブチルアミノ)エタノ

ール 

・N,N-ジメチルアセトアミド** 

・1,2,3-トリメチルベンゼン 

・2-メチルプロパン-2-オール**

＊ガイドラインに従い算出されたMOEやPEC/PNEC比では「現時点では更なる作業の必要性は

低い」となるが、諸データ及び専門的な見地から総合的に判断して、引き続き、関連情報の収

集が必要と考えられた物質。 

＊＊MOEやPEC/PNEC比が設定できず「リスクの判定はできない」となったが、諸データ及び専

門的な見地から総合的に判断して、現時点では更なる作業の必要性は低いと考えられた物質。 

 

 ②追加的に実施した生態リスク初期評価 

対象とした１物質の生態リスク初期評価結果を、今後の対応の観点から整理すると、

以下のとおりとなる。 

今回の第１５次とりまとめにより、上記環境リスク初期評価の２５２物質に加え、こ

れまでに９５物質の生態リスク初期評価が取りまとめられたことになる。 

 

A. 
詳細な評価を行う候補 

【０物質】 

 

B. 
関連情
報の収
集が必
要 

 
 
 
 
 
 

 

B1 

リスクはＡより低い

と考えられるが、引

き続き、関連情報の

収集が必要 

【０物質】 
 

B2 

リスクの判定はでき

ないが、総合的に考

えて、関連情報の収

集が必要 

【０物質】 

 

C. 
現時点では更なる作業の必要
性は低い 

【１物質】 

・ビス(4-アミノシクロヘキシル)メタン 

 

４．今後の対応 

(1) 結果の公表 

○ 環境リスク初期評価の結果は、「化学物質の環境リスク初期評価：第１５巻」とし

て取りまとめるとともに、インターネット上で公表する（下記アドレス参照）。 

   http://www.env.go.jp/chemi/risk/index.html 

○ また、環境リスク初期評価により得られた科学的知見を、一般消費者が日常生活に

おいて、企業が経済活動において、より容易に活用することができるよう、物質ご

とに初期評価の結果を要約したプロファイルを作成し、インターネット上で公表す

る。 

－5－



 

 

 

(2) 関係部局等との連携 

○ 「詳細な評価を行う候補」とされた化学物質については、規制当局である関係部

局、自治体等へ情報提供を行い、緊密な連携を図ることにより、各主体における取
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への活用を求めることとしている。 

※今回の対象物質：1,2,3-トリメチルベンゼン（室内空気の吸入曝露の健康リスク）、

アンチモン及びその化合物（生態リスク） 

また、「関連情報の収集が必要」とされた化学物質については、個々の評価の内

容を踏まえて関係部局との連携等を確保し、環境中の存在状況や有害性に係る知見

等の充実を図るものとする。 

 

(3) 再度の環境リスク初期評価の実施 

「関連情報の収集が必要」とされた物質については、関連情報を収集の上、適宜、

環境リスク初期評価の対象物質とすることについて検討する。 

また、既に初期評価を行った物質についても、その後内外で毒性データや曝露デー

タの更新や評価手法の見直し等が行われたものについては、再評価を行い、逐次、再

評価結果を公表する。 

 

(4）今後の対応 

○ 環境リスク初期評価ガイドラインについて、今後も必要に応じて適切に見直しを

図る。 

○ OECD等における試験法及び評価手法に関する検討状況を適切に把握し、新たな知

見等を環境リスク初期評価に速やかに反映させる。 

○ QSAR（定量的構造活性相関）については既に諸外国で活用が進められているとこ

ろである。現在、生態リスク初期評価においては、生態毒性に関する試験を実施し

て得られた実測値に基づき評価を行っているが、毒性データが不足する物質につい

ては、必要に応じてQSAR予測値を算出するとともに、当面は専門家判断の根拠の

一つとしてQSAR予測値を活用していく。生態リスク初期評価について専門家判断

による評価事例を積み重ねた後に、QSAR予測値の扱いを再度検討する。 

○ 改正化学物質審査規制法の下でスクリーニング評価及びリスク評価が進められて

いること等を踏まえ、以下に示す物質を母集団とし､用途ごとの規制法のみによる

対応ではカバーできない物質や用途が多岐にわたる物質など､総合的な化学物質管

理が必要な物質等に重点を置き、さらに環境リスク初期評価を進める。 

 

〈 化学物質の環境リスク初期評価を行う物質の母集団（例） 〉 

・環境省内の関係部署から環境リスク初期評価を行うニーズのある物質 

・諸外国でリスク評価・管理の対象とされている物質 

・モニタリングにおいて検出され､その結果の評価が必要とされる物質 

・非意図的生成物質 

・天然にも存在する物質 
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曝

露
デ

ー
タ

、
P
R
T
R
デ

ー
タ

を
用

い
た

濃
度

予
測

結
果

、
媒

体
別

分
配

割
合

の
予

測
結

果
、

水
中

や
大

気
中

で
の

半
減

期
、

生
産

量
、

物
性

な
ど

を
考

慮
し

た
。

－

無
毒

性
量

等

（
注

９
）

総
合

的
な

判
定

と
し

て
、

飲
料

水
や

地
下

水
な

ど
の

過
去

の
曝

露
量

や
曝

露
濃

度
、

P
R
T
R
デ

ー
タ

を
用

い
た

濃
度

予
測

結
果

な
ど

を
考

慮
し

た
。

（
注

1
0
）

Ｍ
Ｏ

Ｅ
の

算
出

に
当

た
っ

て
は

、
発

が
ん

性
を

考
慮

し
た

。

 
 
 
 
 
 
 
 
健

康
リ

ス
ク

評
価

分
科

会
に

よ
る

総
合

的
な

判
定

に
よ

り
下

記
の

通
り

分
類

し
た

。
ま

た
、

リ
ス

ク
判

定
が

で
き

た
場

合
で

も
、

必
要

に
応

じ
て

総
合

的
な

判
定

を
実

施
し

た
。

　
　

　
（

○
）

：
情

報
収

集
等

を
行

う
必

要
性

は
低

い
と

考
え

ら
れ

る
、

　
（

▲
）

：
情

報
収

集
等

を
行

う
必

要
性

が
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
、

　
（

■
）

：
詳

細
評

価
を

行
う

候
補

と
考

え
ら

れ
る

。

（
注

1
1
）

曝
露

情
報

取
得

の
必

要
性

な
ど

を
考

慮
し

た
。

（
注

６
）

再
評

価
物

質
に

つ
い

て
は

、
過

去
に

お
い

て
第

何
次

の
と

り
ま

と
め

で
公

表
し

た
か

を
示

す
。

（
注

４
）

○
：

現
時

点
で

は
作

業
は

必
要

な
い

、
　

▲
：

情
報

収
集

に
努

め
る

必
要

が
あ

る
、

　
■

：
詳

細
な

評
価

を
行

う
候

補
、

　
×

：
現

時
点

で
は

リ
ス

ク
の

判
定

は
で

き
な

い
。

（
注

１
）

－
：

リ
ス

ク
評

価
の

指
標

が
設

定
で

き
な

か
っ

た
、

あ
る

い
は

予
測

最
大

曝
露

量
・

濃
度

が
設

定
で

き
な

か
っ

た
場

合
、

Ｍ
Ｏ

Ｅ
・

過
剰

発
生

率
（

が
ん

）
の

算
出

が
で

き
な

か
っ

た
場

合
。

 
 
 
 
(
－

)
：

評
価

の
対

象
外

、
あ

る
い

は
評

価
を

実
施

し
な

か
っ

た
場

合
。

無
毒

性
量

等

12
1
,
2
,
3
-
ト

リ
メ

チ
ル

ベ
ン

ゼ
ン

[
5
2
6
-
7
3
-
8
]

経
口

○

－

吸
入

無
毒

性
量

等
2.

2
m

g/
m

3
ラ

ッ
ト

無
毒

性
量

等
10

0

回
転

棒
試

験
の

成
績

低
下

、
気

管
支

杯
細

胞
の

増
加

肝
臓

相
対

重
量

の
増

加
0.

40
m

g/
kg

/d
ay

ラ
ッ

ト

13
メ

チ
ル

＝
ド

デ
カ

ノ
ア

ー
ト

[
1
1
1
-
8
2
-
0
]

経
口

m
g/

kg
/d

ay
ラ

ッ
ト

最
高

用
量

で
影

響
な

し
○

－

吸
入

無
毒

性
量

等
－

m
g/

m
3

－

14
2
-
メ

チ
ル

プ
ロ

パ
ン

-
2
-
オ

ー
ル

[
7
5
-
6
5
-
0
]

経
口

吸
入

9.
0

○

－
ラ

ッ
ト

マ
ウ

ス
貧

血
、

肝
臓

相
対

重
量

の
増

加
体

重
増

加
の

抑
制

、
肝

臓
相

対
重

量
の

増
加

ラ
ッ

ト
体

重
増

加
の

抑
制

無
毒

性
量

等
29

m
g/

m
3

（
注

２
）

リ
ス

ク
評

価
の

指
標

：
本

評
価

は
基

本
的

に
安

全
サ

イ
ド

に
立

っ
た

ス
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
と

し
て

実
施

し
て

い
る

こ
と

、
情

報
の

質
、

量
は

化
学

物
質

に
よ

り
大

き
く

異
な

る
こ

と
か

ら
、

化
学

物
質

間
の

相
対

的
な

毒
性

強
度

を
比

較
す

る
よ

う
な

場
合

等
に

は
、

こ
の

数
値

 
 
 
 
 
 
 
 
を

単
純

に
使

用
す

る
の

で
は

な
く

、
更

な
る

詳
細

な
検

討
を

行
う

こ
と

が
必

要
。

 
 
 
 
 
 
 
 
無

毒
性

量
等

：
長

期
間

の
連

続
曝

露
に

補
正

し
た

N
O
A
E
L
（

長
期

毒
性

以
外

の
知

見
を

採
用

し
た

場
合

等
）

又
は

N
O
A
E
L
相

当
（

L
O
A
E
L
を

1
0
で

除
し

た
場

合
等

）
の

値
。

（
注

３
）

Ｍ
Ｏ

Ｅ
：

無
毒

性
量

等
を

予
測

最
大

曝
露

量
、

あ
る

い
は

予
測

最
大

曝
露

濃
度

で
除

し
た

値
。

但
し

、
無

毒
性

量
等

を
動

物
実

験
か

ら
設

定
し

た
場

合
に

は
1
0
で

除
し

、
さ

ら
に

ヒ
ト

で
発

が
ん

作
用

が
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
場

合
に

は
最

大
1
0
で

除
し

て
算

出
す

る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
ま

た
、

無
毒

性
量

等
を

発
が

ん
性

か
ら

設
定

し
た

場
合

に
は

原
則

1
0
で

除
し

て
算

出
す

る
。

（
注

５
）

リ
ス

ク
評

価
の

指
標

が
設

定
で

き
な

い
場

合
や

曝
露

情
報

が
把

握
さ

れ
て

い
な

い
た

め
に

Ｍ
Ｏ

Ｅ
・

過
剰

発
生

率
（

が
ん

）
の

算
出

が
で

き
ず

、
リ

ス
ク

の
判

定
が

で
き

な
か

っ
た

場
合

で
も

、
関

連
情

報
か

ら
情

報
収

集
等

の
必

要
性

に
つ

い
て

推
定

で
き

た
場

合
に

は
、
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動
物

影
響
評
価
指
標

（
エ
ン
ド
ポ
イ
ン
ト
）

曝
露

の
媒

体
動

物
影

響
評
価
指
標

（
エ
ン
ド
ポ
イ
ン
ト
）

曝
露

の
媒

体

飲
料

水
－

µ
g/

kg
/d

ay
M
O
E

－
×

飲
料

水
－

µ
g/

kg
/d

ay
M
O
E

－
×

淡
水

0.
01

6
µ

g/
kg

/d
ay

M
O
E

2,
50

0
○

地
下

水
－

µ
g/

kg
/d

ay
M
O
E

－
×

一
般

環
境

大
気

－
µ

g/
m

3
M
O
E

－
×

（
▲

）
一

般
環

境
大

気
0.

00
86

µ
g/

m
3

M
O
E

19
▲

▲

室
内

空
気

－
µ

g/
m

3
M
O
E

－
×

×
室

内
空

気
－

µ
g/

m
3

M
O
E

－
×

×

飲
料

水
・

食
事

－
µ

g/
kg

/d
ay

M
O
E

－
×

飲
料

水
－

µ
g/

kg
/d

ay
M
O
E

－
×

地
下

水
・

食
物

<
0.

04
2

µ
g/

kg
/d

ay
M
O
E

>
10

0,
00

0
○

淡
水

0.
00

13
 

µ
g/

kg
/d

ay
M
O
E

3,
00

0,
00

0
○

一
般

環
境

大
気

0.
12

µ
g/

m
3

M
O
E

20
▲

【
▲

】
一

般
環

境
大

気
0.

12
µ

g/
m

3
M
O
E

63
0

○
（

▲
）

室
内

空
気

<
0.

2
µ

g/
m

3
M
O
E

>
12

▲
【

▲
】

室
内

空
気

－
µ

g/
m

3
M
O
E

－
×

（
○

）

m
g/

kg
/d

ay

健
康

リ
ス

ク
初

期
評

価
 
再

評
価

物
質

の
新

旧
結

果
（

再
評

価
を

実
施

し
た

２
物

質
を

再
掲

）
 

第
9
次

無
毒

性
量

等

総
合

的
な

判
定

(
注

２
,
５

,
６

,

７
,
８

)

○

リ
ス

ク
の

判
定

（
注

５
）

曝
露

評
価

（
注

２
）

・
有

害
性

の
知

見
に

つ
い

て
は

変
更

な
し

。
・

曝
露

デ
ー

タ
を

見
直

し
た

が
、

総
合

的
な

判
定

結
果

に
変

更
は

な
か

っ
た

。

（
○

）

尿
細

管
再

生
○

鼻
の

刺
激

症
状

、
体

重
増

加
の

抑
制

・
経

口
曝

露
に

つ
い

て
は

曝
露

デ
ー

タ
を

見
直

し
た

が
、

総
合

的
な

判
定

結
果

に
変

更
は

な
か

っ
た

。
・

吸
入

曝
露

に
つ

い
て

は
、

有
害

性
の

知
見

及
び

曝
露

デ
ー

タ
の

見
直

し
に

よ
り

、
一

般
環

境
大

気
の

吸
入

曝
露

の
総

合
的

な
判

定
結

果
に

変
更

は
な

か
っ

た
。

室
内

空
気

に
つ

い
て

は
「

情
報

収
集

等
を

行
う

必
要

性
は

低
い

と
考

え
ら

れ
る

」
に

変
更

さ
れ

た
。

肝
臓

相
対

重
量

の
増

加
、

肝
細

胞
肥

大

マ
ウ

ス

ラ
ッ

ト

予
測

最
大

曝
露

量
・

濃
度

予
測

最
大

曝
露

量
・

濃
度

と
り

ま
と

め

曝
露

評
価

（
注

２
）

変
　
更
　
概
　
要

総
合

的
な

判
定

（
注

５
,
６

）

腎
臓

重
量

の
減

少

0.
00

16
m

g/
m

3

m
g/

kg
/d

ay
0.

40

有
 
害

 
性

 
の

 
知

 
見

（
注

２
）

無
毒

性
量

等

　
（
注
８
）
　
パ
イ
ロ
ッ
ト
事
業
で
は
、
「
総
合
的
な
判
定
」
は
表
記
さ
れ
て
い
な
い
。

（
注

４
）

 
「

リ
ス

ク
の

判
定

」
は

、
第

５
次

と
り

ま
と

め
で

は
「

リ
ス

ク
評

価
の

結
果

」
と

い
う

項
目

名
で

表
記

さ
れ

て
い

る
。

（
注

５
）

 
○

：
現

時
点

で
は

作
業

は
必

要
な

い
、

▲
：

情
報

収
集

に
努

め
る

必
要

が
あ

る
、

■
：

詳
細

な
評

価
を

行
う

候
補

、
×

：
現

時
点

で
は

リ
ス

ク
の

判
定

は
で

き
な

い
。

（
注

７
）

総
合

的
な

判
定

の
欄

に
お

い
て

、
パ

イ
ロ

ッ
ト

事
業

の
評

価
内

容
を

第
６

次
と

り
ま

と
め

以
降

の
表

記
形

式
で

記
載

す
る

と
、

【
　

】
内

に
示

し
た

よ
う

に
な

る
。

（
注

１
）

 
表

中
の

網
掛

け
は

、
前

回
評

価
結

果
か

ら
の

変
更

箇
所

を
示

す
。

（
注

２
）

 
－

：
無

毒
性

量
等

が
設

定
で

き
な

か
っ

た
、

あ
る

い
は

予
測

最
大

曝
露

量
・

濃
度

が
設

定
で

き
な

か
っ

た
場

合
、

Ｍ
Ｏ

Ｅ
の

算
出

が
で

き
な

か
っ

た
場

合
、

総
合

的
な

判
定

が
行

わ
れ

な
か

っ
た

場
合

。
　

　
（

－
）

：
評

価
の

対
象

外
、

あ
る

い
は

評
価

を
実

施
し

な
か

っ
た

場
合

。

　
　

　
 
 
（

○
）

：
情

報
収

集
等

を
行

う
必

要
性

は
低

い
と

考
え

ら
れ

る
、

（
▲

）
：

情
報

収
集

等
を

行
う

必
要

性
が

あ
る

と
考

え
ら

れ
る

、
（

■
）

：
詳

細
評

価
を

行
う

候
補

と
考

え
ら

れ
る

。

Ｍ
Ｏ

Ｅ
（

注
２

,
３

）

が
ん

の
過

剰
発

生
率

リ
ス

ク
の

判
定

(
注

４
,
５

)

Ｍ
Ｏ

Ｅ
（

注
２

,
３

）

が
ん

の
過

剰
発

生
率

番 号
物

 質
 名

（
Ｃ

Ａ
Ｓ

番
号

）

3
グ

ル
タ

ル
ア

ル
デ

ヒ
ド

[
1
1
0
-
3
0
-
8
]

経
口

ラ
ッ

ト

ラ
ッ

ト

マ
ウ

ス

m
g/

m
3

0.
75

7
パ

イ
ロ

ッ
ト

事
業

43

前
回

の
評

価
結

果

ラ
ッ

ト

【
○

】

腎
臓

重
量

の
減

少
ラ

ッ
ト

（
注

６
）

 
リ

ス
ク

評
価

の
指

標
が

設
定

で
き

な
い

場
合

や
曝

露
情

報
が

把
握

さ
れ

て
い

な
い

た
め

に
Ｍ

Ｏ
Ｅ

が
算

出
で

き
ず

、
リ

ス
ク

の
判

定
が

で
き

な
か

っ
た

場
合

で
も

、
関

連
情

報
か

ら
情

報
収

集
等

の
必

要
性

に
つ

い
て

推
定

で
き

た
場

合
に

は
、

健
康

リ
ス

ク
評

価
分

科
会

に
よ

る
総

合
的

な
判

定
に

よ
り

下
記

の
通

り
分

類
し

た
。

 
 
 
 

（
注

３
）

 
Ｍ

Ｏ
Ｅ

：
無

毒
性

量
等

を
予

測
最

大
曝

露
量

、
あ

る
い

は
予

測
最

大
曝

露
濃

度
で

除
し

た
値

。
但

し
、

無
毒

性
量

等
を

動
物

実
験

か
ら

設
定

し
た

場
合

に
は

1
0
で

除
し

、
さ

ら
に

ヒ
ト

で
発

が
ん

作
用

が
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
場

合
に

は
最

大
1
0
で

除
し

て
算

出
す

る
。

 

曝
露

経
路

有
 
害

 
性

 
の

 
知

 
見

（
注

２
）

0.
40

m
g/

kg
/d

ay

鼻
の

刺
激

症
状

、
体

重
増

加
の

抑
制

o-
ジ

ク
ロ

ロ
ベ

ン
ゼ

ン
[
9
5
-
5
0
-
1
]

肺
炎

と
好

酸
球

増
多

症腎
尿

細
管

の
変

化

第
１

５
次

と
り

ま
と

め
評

価
結

果
（

注
１

）

吸
入

経
口

ラ
ッ

ト

43
m

g/
kg

/d
ay

吸
入

m
g/

m
3

0.
02

4
m

g/
m

3

0.
00

16
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4
2

5

0
.
8

0
.
0
8

－
－

－
－

－
－

－
－

<
0
.
0
0
2
3

<
0
.
0
0
4

<
0
.
0
0
2
3

<
0
.
0
0
4

<
0
.
0
0
3
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<
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<
0
.
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<
0
.
0
0
0
3

0
.
3
5

0
.
3

<
0
.
5

<
0
.
4

0
.
0
3
2

>
0
.
0
3

0
.
1
0

>
0
.
1

<
0
.
0
2
5

<
0
.
0
0
0
8

0
.
0
4
3

0
.
0
0
1

7
3

－

0
.
0
3
7

－

－
－

0
.
0
1
5

0
.
2

<
0
.
0
1
9

<
0
.
0
0
2

<
0
.
0
1
9

<
0
.
0
0
2

0
.
0
1
1

0
.
0
0
3

<
0
.
0
0
4
8

<
0
.
0
0
1

0
.
0
1
7

0
.
3

0
.
0
3
8

0
.
6

2
.
3

－

1
.
7

－

（
注

1
）

　
実

測
値

に
基

づ
く

P
E
C
、

及
び

P
E
C
/
P
N
E
C
比

の
上

段
は

公
共

用
水

域
（

淡
水

）
、

下
段

は
公

共
用

水
域

（
海

水
）

。

（
注

2
）

　
○

：
現

時
点

で
は

作
業

は
必

要
な

い
、

▲
：

情
報

収
集

に
努

め
る

必
要

、
■

：
詳

細
な

評
価

を
行

う
候

補
、

×
：

現
時

点
で

は
生

態
リ

ス
ク

の
判

定
は

で
き

な
い

。

（
注

3
）

　
生

態
リ

ス
ク

評
価

分
科

会
に

お
い

て
関

連
情

報
を

総
合

的
に

勘
案

し
た

判
定

を
示

し
た

。

（
注

4
）

　
再

評
価

物
質

に
つ

い
て

は
、

過
去

に
お

い
て

第
何

次
の

と
り

ま
と

め
で

公
表

し
た

か
を

示
し

た
。

（
注

5
）

　
P
E
C
を

設
定

で
き

な
か

っ
た

物
質

：
公

共
用

水
域

・
水

質
の

濃
度

が
大

幅
に

増
加

し
て

い
る

可
能

性
が

低
い

点
を

考
慮

し
た

。

（
注

6
）

　
P
R
T
R
デ

ー
タ

を
用

い
た

濃
度

予
測

結
果

を
考

慮
し

た
。

（
注

7
）

　
限

度
試

験
結

果
又

は
限

度
試

験
相

当
の

試
験

結
果

の
た

め
P
N
E
C
を

設
定

し
な

か
っ

た
物

質
：

得
ら

れ
た

有
害

性
情

報
を

考
慮

し
た

。

（
注

8
）

　
過

去
の

実
測

デ
ー

タ
を

考
慮

し
た

。

第
2
次

パ
イ

ロ
ッ

ト
事

業

－
3
2

グ
ル
タ
ル
ア
ル
デ
ヒ
ド

1
0
0

1

藻
類

緑
藻

類

1
0
0

<
甲

殻
類

オ
オ

ミ
ジ

ン
コ

○

1
0
0

N
O
E
C
 
繁

殖
阻

害

慢
性

○

1
.
2

▲ ▲

I
C
5
0
 
生

長
阻

害

甲
殻

類
オ

オ
ミ

ジ
ン

コ

▲

1
0

7
4
4
0
-
2
8
-
0

（
タ

リ
ウ

ム
）

▲

1
1

1
3
4
9
4
-
8
0
-
9

（
テ

ル
ル

）
▲

(
注

8
)

▲
▲

－

E
C
5
0
 
遊

泳
阻

害
－

○
慢

性

甲
殻

類
オ

オ
ミ

ジ
ン

コ

5
2
6
-
7
3
-
8

1
2

藻
類

緑
藻

類

急
性

タ
リ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

1
,2
,3
-
ト
リ
メ
チ
ル

ベ
ン
ゼ
ン

テ
ル

ル
及

び
そ
の

化
合

物

×
○

(
注

7
)

1
0
0

N
O
E
C
 
生

長
阻

害

－

1
3

1
1
1
-
8
2
-
0

メ
チ
ル

＝
ド
デ
カ
ノ
ア
ー
ト

藻
類

緑
藻

類
慢

性
N
O
E
C
 
生

長
阻

害
1
0
0

0
.
0
5
9

1
4

7
5
-
6
5
-
0

2
-
メ
チ
ル

プ
ロ
パ

ン
-
2
-
オ
ー
ル

－
－

－
－

－

1
0
0

番
号

C
A
S
番

号
物

質
名

○

○
(
注

5
)

急
性

×

○

L
C
5
0
 
死

亡
1
0
0

9
.
3

1
0
0

N
O
E
C
 
成

長
阻

害

1
0
0

慢
性

5
.
3

■

有
害

性
評

価
（

P
N
E
C
の

根
拠

）

1

ア
セ

ス
メ

ン
ト

係
数

エ
ン

ド
ポ

イ
ン

ト

■ ○

1
0

藻
類

緑
藻

類

5

3
,5
-
キ
シ
レ
ノ
ー
ル

1
0
8
-
6
8
-
9

甲
殻

類
　

オ
オ

ミ
ジ

ン
コ

／
魚

類
　

キ
ン

ギ
ョ

－

第
6
次

－－

第
9
次

○
(
注

6
)

9
.
2

予
測

無
影

響
濃

度
P
N
E
C
(
µ
g
/
L
)

評
価

結
果

(
注

2
,
 
3
)

P
E
C
/
P
N
E
C
比

（
注

1
）

生
態

リ
ス

ク
初

期
評

価
結

果
一

覧
（

1
4
物

質
）

予
測

環
境

中
濃

度
P
E
C
(
µ
g
/
L
)

（
注

1
）

○

過
去

の
公

表
(
注

4
)

P
E
C
/
P
N
E
C
比

に
よ

る
判

定
(
注

2
)

×

ア
ン
チ
モ
ン
及

び
そ
の

化
合

物
魚

類
マ

ダ
イ

急
性

7
4
4
0
-
3
6
-
0

（
ア

ン
チ

モ
ン

）

L
C
5
0
 
死

亡

○
3
.
8

－
×

－－

○

－
○

(
注

6
,
7
)

1
2

0
.
0
8
1

▲▲

生
物

種

魚
類

フ
ァ

ッ
ト

ヘ
ッ

ド
ミ

ノ
ー

急
性

急
性

/
慢

性

甲
殻

類
ヨ

コ
エ

ビ
属

急
性

L
C
5
0
 
死

亡
1
,
0
0
0

2
2

1
,
0
0
0

1
0
0

N
O
E
C
 
生

長
阻

害

I
C
5
0
 
遊

泳
阻

害

／
T
L
m
 
死

亡

N
O
E
C
 
生

長
阻

害

－

慢
性

－
－

慢
性

急
性

藻
類

緑
藻

類

7

1
0
2
-
8
1
-
8

2
-
(ジ

-
n
-
ブ
チ
ル

ア
ミ
ノ
)エ

タ
ノ
ー
ル

2

－
9

1
2
7
-
1
9
-
5

8

N
,N

-
ジ
メ
チ
ル

ア
セ
ト
ア
ミ
ド

3
1
1
1
-
3
0
-
8

8
8
-
7
3
-
3

1
0
1
-
8
0
-
4

2
-
ク
ロ
ロ
ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゼ
ン

4
,4
’
-
ジ
ア
ミ
ノ
ジ
フ
ェ
ニ
ル

エ
ー
テ
ル

四
塩

化
炭

素
6

o
-
ジ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン

5
6
-
2
3
-
5

9
5
-
5
0
-
1

4
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<
0
.
0
1
4

<
0
.
0
0
0
2

<
0
.
0
1
4

<
0
.
0
0
0
2

（
注

1
）

　
実

測
値

に
基

づ
く

P
E
C
、

及
び

P
E
C
/
P
N
E
C
比

の
上

段
は

公
共

用
水

域
（

淡
水

）
、

下
段

は
公

共
用

水
域

（
海

水
）

。

（
注

2
）

　
○

：
現

時
点

で
は

作
業

は
必

要
な

い
、

▲
：

情
報

収
集

に
努

め
る

必
要

、
■

：
詳

細
な

評
価

を
行

う
候

補
、

×
：

現
時

点
で

は
生

態
リ

ス
ク

の
判

定
は

で
き

な
い

。

（
注

3
）

　
生

態
リ

ス
ク

評
価

分
科

会
に

お
い

て
関

連
情

報
を

総
合

的
に

勘
案

し
た

判
定

を
示

し
た

。

（
注

4
）

　
再

評
価

物
質

に
つ

い
て

は
、

過
去

に
お

い
て

第
何

次
の

と
り

ま
と

め
で

公
表

し
た

か
を

示
し

た
。

○
○

－
1

1
7
6
1
-
7
1
-
3
ビ
ス
(4
-
ア
ミ
ノ
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
)メ

タ
ン

甲
殻
類

オ
オ
ミ
ジ
ン
コ

急
性

E
C
5
0
 
遊
泳
阻
害

1
0
0

6
8

番
号

C
A
S
番

号
物
質
名

有
害
性
評
価
（
P
N
E
C
の
根
拠
）

ア
セ
ス

メ
ン
ト

係
数

予
測

無
影
響
濃
度

P
N
E
C
(
µ
g
/
L
)

予
測

環
境
中
濃
度

P
E
C
(
µ
g
/
L
)

（
注

1
）

生
態

リ
ス

ク
初

期
評

価
結

果
一

覧
（

1
物

質
：

追
加

実
施

分
）

P
E
C
/

P
N
E
C
比

（
注

1
）

P
E
C
/
P
N
E
C
比

に
よ
る
判
定

(
注

2
)

評
価

結
果

(
注

2
,
3
)

過
去
の

公
表

(
注

4
)

生
物
種

急
性
/
慢
性

エ
ン
ド
ポ
イ
ン
ト
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1
4
0

<
0
.
6

4
2

5

1
5

<
0
.
0
7

0
.
8

0
.
0
8

0
.
4

0
.
0
4

－
－

<
0
.
3

<
0
.
0
3

－
－

0
.
5

0
.
0
1

○
0
.
3
5

0
.
3

0
.
5

0
.
0
1

○
<
0
.
5

<
0
.
4

<
0
.
0
1

－
×

0
.
0
3
2

>
0
.
0
3

<
0
.
0
4

－
×

0
.
1
0

>
0
.
1

（
注

1
）

　
－

：
P
E
C
が

設
定

で
き

な
か

っ
た

場
合

、
あ

る
い

は
P
E
C
/
P
N
E
C
比

の
算

出
が

で
き

な
か

っ
た

場
合

を
示

す
、

（
－

）
：

評
価

の
対

象
外

、
あ

る
い

は
評

価
を

実
施

し
な

か
っ

た
場

合
を

示
す

。

（
注

2
）

　
実

測
値

に
基

づ
く

P
E
C
、

及
び

P
E
C
/
P
N
E
C
比

、
評

価
結

果
の

上
段

は
公

共
用

水
域

（
淡

水
）

、
下

段
は

公
共

用
水

域
（

海
水

）
。

（
注

3
）

　
○

：
現

時
点

で
は

作
業

は
必

要
な

い
、

▲
：

情
報

収
集

に
努

め
る

必
要

、
■

：
詳

細
な

評
価

を
行

う
候

補
、

×
：

現
時

点
で

は
生

態
リ

ス
ク

の
判

定
は

で
き

な
い

。

（
注

4
）

　
生

態
リ

ス
ク

評
価

分
科

会
に

お
い

て
関

連
情

報
を

総
合

的
に

勘
案

し
た

判
定

を
示

し
た

。

（
注

5
）

　
表

中
の

網
掛

け
は

、
前

回
評

価
結

果
か

ら
の

変
更

箇
所

を
示

す
。

（
注

6
）

　
第

8
次

と
り

ま
と

め
ま

で
は

「
P
E
C
/
P
N
E
C
比

に
よ

る
判

定
」

は
表

記
さ

れ
て

い
な

い
が

、
現

在
の

表
記

形
式

で
記

載
す

る
と

【
　

】
内

に
示

し
た

よ
う

に
な

る
。

【
○

】

○
○

9
.
3

■

第
9
次

藻
類

緑
藻

類
藻

類
緑

藻
類

急
性

I
C
5
0

生
長

阻
害

1
0
0

1
0

【
×

】
魚

類
マ

ダ
イ

急
性

L
C
5
0
 
死

亡
1
0
0

甲
殻

類
オ

オ
ミ

ジ
ン

コ
急

性
L
C
5
0
 
死

亡

評
価

結
果

(
注
2
,
3
)

予
測

環
境

中
濃

度
 
P
E
C

(
µ
g
/
L
)
(
注

1
,
2
)

P
E
C
/

P
N
E
C
比

（
注

1
,
2
）

P
E
C
/

P
N
E
C
比

に
よ

る
判

定
(
注

3
)

エ
ン

ド
ポ

イ
ン

ト

評
価

結
果

(
注

3
,
4
)

と
り

ま
と

め

有
害

性
評

価
（

P
N
E
C
の

根
拠

）
(
注
1
)

ア
セ

ス
メ

ン
ト

係
数

(
注

1
)

予
測

無
影

響
濃

度
 
P
N
E
C

(
µ
g
/
L
)
(
注

1
)

急
性

/
慢

性

番
号

環
境 7

o
-
ジ

ク
ロ

ロ
ベ

ン
ゼ

ン
（

9
5
-
5
0
-
1
）

環
境 3

グ
ル

タ
ル

ア
ル

デ
ヒ

ド
（

1
1
1
-
3
0
-
8
）

生
態

リ
ス

ク
初

期
評

価
 
再

評
価

物
質

の
新

旧
結

果
 
（

再
評

価
を

実
施

し
た

4
物

質
を

再
掲

）

前
回

の
評

価
結

果
第

1
5
次

と
り

ま
と

め
評

価
結

果
(
注

5
)

有
害

性
評

価
（

P
N
E
C
の

根
拠

）
(
注

1
)

ア
セ

ス
メ

ン
ト

係
数

(
注

1
)

予
測

無
影

響
濃

度
P
N
E
C
(
µ
g
/
L
)

(
注
1
)

予
測

環
境

中
濃

度
P
E
C
(
µ
g
/
L
)

(
注
1
,
2
)

物
質

名
（

C
A
S
番

号
）

P
E
C
/

P
N
E
C
比

（
注
1
,
2
）

変
更

概
要

生
物

種
急

性
/

慢
性

エ
ン

ド
ポ

イ
ン

ト
生

物
種

P
E
C
/

P
N
E
C
比

に
よ

る
判

定
(
注
3
,
6
)

N
O
E
C

繁
殖

阻
害

1
0
0

<
1

▲
▲

甲
殻

類
オ

オ
ミ

ジ
ン

コ
慢

性
N
O
E
C

繁
殖

阻
害

1
0
0

<
1

パ
イ

ロ
ッ

ト
事

業

甲
殻

類
オ

オ
ミ

ジ
ン

コ
【

×
】

　
新

し
い

水
質

調
査

結
果

を
入

手
し

、
P
E
C

が
変

更
さ

れ
た

。
　

生
態

毒
性

に
関

す
る

知
見

を
新

た
に

入
手

し
た

が
、

P
N
E
C
の

変
更

は
な

か
っ

た
。

　
評

価
結

果
は

、
「

情
報

収
集

に
努

め
る

必
要

が
あ

る
」

と
さ

れ
た

。

環
境 6

四
塩

化
炭

素
（

5
6
-
2
3
-
5
）

甲
殻

類
オ

オ
ミ

ジ
ン

コ
急

性
L
C
5
0
 
死

亡
1
,
0
0
0

3
5

第
2
次

藻
類

緑
藻

類
慢

性
N
O
E
C

生
長

阻
害

1
0
0

1
.
2

▲
▲

　
新

し
い

水
質

調
査

結
果

を
入

手
し

、
P
E
C

が
変

更
さ

れ
た

。
　

生
態

毒
性

に
関

す
る

知
見

を
新

た
に

入
手

し
、

P
N
E
C
も

変
更

さ
れ

た
。

　
評

価
結

果
は

、
「

情
報

収
集

に
努

め
る

必
要

が
あ

る
」

と
さ

れ
た

。

慢
性

　
新

し
い

水
質

調
査

結
果

を
入

手
し

、
P
E
C

が
変

更
さ

れ
た

。
　

生
態

毒
性

に
関

す
る
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Ⅱ．化学物質の環境リスク初期評価 

 

（Ⅰ）化学物質の環境リスク初期評価ガイドライン（平成26年12月版） 

 

 本ガイドラインは、化学物質の人の健康及び環境中の生物に対する環境リスクの初期評価

を行うための指針として、評価作業の手順等を整理したものであり、曝露評価、健康リスク

初期評価及び生態リスク初期評価の３部より構成される。 

 なお、本ガイドラインの記述は、環境リスクに係る評価手法の国際的動向等を踏まえ、適

宜改定等を行うものとする。 

 

１．曝露評価 

 化学物質の健康リスク及び生態リスクのそれぞれに係る初期評価において必要となる曝

露量の評価を行うものである。 

 

２．健康リスク初期評価 

 化学物質の人の健康に対する有害性の評価を行った上で、その物質の環境に由来する曝

露が人の健康に及ぼすリスクについてスクリーニング的な評価を行うものである。 

 

３．生態リスク初期評価 

 化学物質の水生生物に対する生態毒性の評価を行った上で、その物質の水質からの曝露

が環境中の生物に及ぼすリスクについてスクリーニング的な評価を行うものである。 
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［１］曝露評価 

 

１．評価の方法の概要 

 

 環境中等における化学物質濃度の実測データをもとに、化学物質の健康リスク及び生態

リスクのそれぞれに係る初期評価において必要となる曝露量の評価を行うものである。 

 

 (1) 健康リスク初期評価のための曝露量の評価 

 化学物質の健康リスク初期評価においては、わが国の一般的な国民が受ける曝露量を

問題として、基本的には人が日常的に生活を送る場における化学物質の環境からの曝露

を中心に評価することとし、安全側に立った評価の観点からその大部分がカバーされる

高濃度側のデータによって人の曝露量の評価を行う。人に対する化学物質の曝露の総量

を把握する観点から、食事等についても評価対象とする。発生源近傍の測定データにつ

いては、周辺の居住実態等を踏まえて評価を行う。 

 

(2) 生態リスク初期評価のための予測環境中濃度（ PEC： Predicted Environmental 

Concentration）の評価 

 化学物質の生態リスク初期評価においては、水生生物の生存・生育を確保する観点か

ら、基本的には水生生物の生息が可能な環境を保持すべき公共用水域における曝露につ

いて評価することとし、安全側に立った評価の観点からその大部分がカバーされる高濃

度側のデータによって予測環境中濃度の評価を行う。発生源近傍の測定データについて

は、周辺の水環境の状況を踏まえて評価を行う。 

 

２．評価作業の具体的手順 

 2.1 物質に関する基礎的事項 

 （1）掲載すべき項目 

   ① 分子式・分子量・構造式 

・物質名（別の呼称） 

・CAS番号、化審法官報公示整理番号、化管法（PRTR法）政令番号（第一種及び第

二種指定化学物質）、RTECS番号 

・分子式、分子量、換算係数、構造式 

   ② 物理化学的性状 

・融点、沸点、密度または比重、蒸気圧 

・分配係数（1-オクタノール／水）（log Kow）、解離定数（pKa）、水溶性 

   ③ 環境運命に関する基礎的事項 

・生物分解性：好気的分解（化審法の判断を含む）、嫌気的分解 

・化学分解性：OHラジカルとの反応性（大気中）、オゾンとの反応性（大気中）、

硝酸ラジカルとの反応性（大気中）、加水分解性 

・生物濃縮性：生物濃縮係数（BCF） 

・土壌吸着性：土壌吸着定数（Koc） 
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   ④ 製造輸入量等及び用途 

・生産量・輸入量等 

・用途 

   ⑤ 環境施策上の位置付け 

 環境基本法に基づく環境基準のほか、化審法に基づく監視化学物質、化管法に基

づく指定化学物質、有害大気汚染物質優先取組物質、有害大気汚染物質に該当する

可能性がある物質、水質汚濁に係る要監視項目、水環境保全に向けた取組のための

要調査項目、水生生物保全に係る水質目標を優先的に検討すべき物質等、環境施策

上の位置付けについて明示する。 

 

 （2）参照する情報源と知見の採用方法 

   ①ハンドブック等書籍 

ア. 長年にわたり広く活用されていること、複数の報告値について信頼性を評価し

ていること等を考慮しつつ、以下の順でハンドブック等の情報を参照する。 

     (ｱ) 物理化学的性状及び環境運命 

      ・CRC Handbook of Chemistry and Physics 

      ・The Merck Index 

      ・Exploring QSAR Hydrophobic, Electronic, and Steric Constants 

      ・Handbook of Physical Properties of Organic Chemicals 

      ・Handbook of Environmental Data on Organic Chemicals 

      ・Handbook of Aqueous Solubility Data 

      ・Handbook of Environmental Degradation Rates     等 

     (ｲ)  製造輸入量及び用途 

      ・化審法の一般化学物質等の製造・輸入数量 

      ・化学工業統計年報 

      ・化学物質の製造・輸入量に関する実態調査 

      ・OECDに報告している生産量及び輸入量 

      ・化学物質排出把握管理促進法（化管法）の製造・輸入量区分 

      ・化学物質ファクトシート 等 

イ.物性値等については、可能な限りこれらに記載されている原著論文等を入手し、

信頼性の確認を行った上で最も信頼できると考えられるものを採用する。信頼性

の確認を行った場合は、その原著論文等を引用文献とする。原著論文が確認でき

ず物性値を１つに絞りきれなかった場合は、複数の値を併記する。 

   ② モデル計算による推定値 

 物性の実測値が得られない場合は、モデル計算により推定した値を検討する。計

算値を採用した際には、用いたモデル名を引用する。外国政府機関等において環境

政策等の場面で活用されているモデルや、市販されており広く利用されているモデ

ルとしては、例えば以下のものが挙げられる。 

・EPI Suite（Estimation Programs Interface Suite）（USEPA）：米国EPAの Office of 

Pollution Prevention and Toxics (OPPT)が提供している物理化学的性質及び環境動
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態を予測するためのWindowsプログラムの集合であり、KOWWIN（1-オクタノー

ル／水分配係数）、AOPWIN（大気中でのOHラジカル及びオゾンとの反応速度）、

BCFBAF（生物濃縮係数）等のサブプログラムからなる。 

   ③ データベース 

 物性値等については、Hazardous Substances Data Bank等のデータベースを参照し、

可能な限りこれらに記載されている原著論文等を入手して信頼性等を確認する。信

頼性の確認ができた場合は、その原著論文等を引用文献とする。値の信頼性の確認

が困難なものは、他の情報源による情報よりも優先順位を下げる。 

 

 2.2 曝露評価 

 (1) 化学物質の排出量の把握 

① 化学物質排出把握管理促進法（化管法）の第一種指定化学物質については、同法に

基づき公表された直近のPRTRデータにより排出量及び移動量を把握する。 

② PRTR公表データにおいて媒体別の集計が行われていない届出外排出量については、

「PRTR届出外排出量の推計方法等の詳細」（経済産業省及び環境省）を参照して媒体

別に配分した上で、対象物質の環境中への推定排出量を媒体別に求める。 

 

 (2) 媒体別分配割合の予測 

① 2.1 (1)で収集・整理した物性情報をパラメータとし、Mackay Level IIIタイプの多媒

体モデルを用いて、対象物質の媒体別の分配を予測する。モデルの精度を考慮し、大

気、水質等の環境媒体に最終的に分配される重量比を求める。 

② PRTRデータが得られる化管法第一種指定化学物質については、2.2 (1)において整理

した対象物質の環境中への排出量を用いて媒体別分配割合の予測を行う。多媒体モデ

ルの内環境（予測対象地域）はPRTR 排出量が最も多い都道府県、および各媒体への

排出量が最も多い都道府県を設定し、外環境は日本全国から内環境をさし引いた部分

と設定する。 

③ PRTRデータが得られない場合は、環境中への排出量については、大気、水域及び土

壌に個々に1,000kg/hr排出された場合、並びにこの３媒体それぞれに1,000kg/hrずつ同

時に排出された場合の計４ケースについて予測を行う。 

 

 (3) 各媒体中の存在量の概要 

  1) 環境実測データ等の収集 

  ① 行政機関による調査 

   ア．データソース 

    (ｱ) 環境省 

     ・化学物質環境実態調査（化学物質と環境） 

     ・内分泌攪乱化学物質環境実態調査 

     ・水質調査（地下水を含む） 

      ・公共用水域水質調査結果（環境基準項目） 

      ・要監視項目調査結果（要監視項目） 
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      ・水環境中の要調査項目存在状況調査（要調査項目） 

     ・大気調査 

      ・有害大気汚染物質モニタリング調査            等 

    (ｲ) その他の機関 

     ・厚生労働省：水道統計 水質編 

     ・国土交通省：水環境における内分泌撹乱物質に関する実態調査結果 

     ・地方公共団体が独自で実測したデータ             等 

   イ．収集条件 

 過去10年以内の実測データを収集することとし、これにより得られない場合は逐

次それ以前の実測データを収集する。なお経年的に調査が行われている場合は、直

近３年間の実測データを採用する。 

  ② 既存知見 

   ア．データソース 

・文献データベース：JDreamIII 

    ・インターネット検索                     等 

   イ．収集条件 

 過去10年以内に公表された国内文献を優先的に収集することとし、これが得られ

ない場合は逐次それ以前の国内文献を収集するとともに、海外の知見の収集を検討

する。 

  2) 信頼性の確認 

 得られた実測データについては、調査地点、測定方法、分析方法等を精査し、曝露

評価への利用も含めて信頼性の確認を行う。 

  3) 各環境媒体中の存在状況の整理 

 各対象物質について媒体別の濃度情報を整理して濃度調査表を作成し、これをもとに

各媒体中の存在状況を一覧表にまとめる。表に記載する環境中濃度（最小値、最大値、

算術平均値、幾何平均値等）は地点別データから算出する。 

① 地点別データの設定 

 ア．測定が年間１回のみの地点 

・年間の測定回数が１回の場合は、その実測データを地点別データ（同一地点で複数

の試料を採取している場合には各実測データの算術平均値）とする。ただし、農薬

等排出される時期が限られている物質については、測定時期を考慮して採用を決め

る。 

   イ．測定が年間複数回（２回以上）行われている地点 

・同一地点で１年間に複数回の測定が行われている場合は、検出下限値未満のデータ

は検出下限値の1/2として、各実測データを算術平均し、算術平均値を地点別データ

とする。 

・地点別データが検出下限値未満の場合は、不検出として扱う。 

② 各媒体中の存在状況 

 ア．検出限界値の取扱い 

・同一の調査で統一検出限界値が設定されている場合、地点別データが統一検出限界
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値未満の場合は不検出データとして扱う。ただし、統一検出下限値未満であるが検

出されている地点別データは欄外に記載する。 

   イ．最小値の選定方法 

・全ての地点で検出データが得られているときには、最も小さい値を最小値とする。 

・不検出データと検出データが混在する場合には、最も低い検出下限値の不検出デー

タと検出データの最低値を比較し、小さい方を最小値とする。 

・検出データが全く得られないときには、最も低い検出下限値の不検出データを最小

値とする。 

   ウ．最大値の選定方法 

・全ての地点で検出データが得られているときには、最も大きい値を最大値とする。 

・不検出データと検出データが混在する場合は、原則として検出データのうち最も大

きい値を最大値とする。ただし、不検出データの検出下限値が最大検出濃度を上回

っている地点において、特定の発生源の存在などにより最大検出濃度以上の濃度が

存在する可能性がある場合には、最大値はその検出下限値未満とする。 

・検出データが全く得られないときには、最も大きい検出下限値の不検出データを最

大値とする。 

・最大濃度の検出原因が通常でない活動（事故等）により生じた場合、もしくはその

蓋然性が高いと見なされる場合には採用しない。 

   エ．算術平均値・幾何平均値の算定 

・不検出データを検出下限値の1/2として、全ての地点別データから算術平均値及び幾

何平均値を求める。 

・算術平均値または幾何平均値が最も大きい検出下限値を下回る場合には、平均値は

検出下限値未満とする。 

・検出データが全く得られないときには、平均値は最も大きい検出下限値の不検出デ

ータを用いる。 

・2.2 (3) 3)②ウ．において採用しない環境濃度は、算術平均値及び幾何平均値の算出

に用いない。 

 

 (4) 濃度・曝露量の推定 

  1)記載方法 

 収集できる地点別データが限られることから、それを考慮して記載する。 

① データ数による記載 

   ・データ数が100以上の場合：数値そのものを記載 

・データ数が6～100の場合：「～程度」と記載 

・データ数が3～5の場合：「概ね～」と記載 

・データ数が1～2の場合：「評価に耐えるデータは得られなかった」又は「～の報告

がある」と記載 

・データがない場合：「データは得られなかった」と記載 

② 空間的な偏り 

・全国的な地点別データがある場合：数値そのものを記載 
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・限られた地域のデータのみの場合：「限られた地域で～」と記載 

・発生源周辺あるいは諸外国でのデータは、事例紹介として「～工場周辺では～の報

告がある」、「～国では～の報告がある」などと記載する。 

③ 測定時期 

・10年以上前のデータしかなく、化学物質の排出状況等は現在とあまり変わらない状

況と判断できる場合：「過去のデータではあるが～」と記載 

・10年以上前のデータしかなく、当時と現在では化学物質の排出状況等が異なると考

えられる場合：「過去のデータとして～」と記載 

・10年以上前のデータしかなく、化学物質の排出状況等の情報が乏しく、当時と現在

との比較ができない場合：「評価に耐えるデータは得られなかった」と記載 

  2)人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

 人に対する一日曝露量の推定を行う。 

  ①各媒体中濃度の設定 

 実測値をもとに設定する。安全側に立った評価の観点から高濃度側のデータによる

評価を行うため、当面はデータの信頼性を確認した上で得られた最大濃度を評価に用

いることとする。平均値と最大値として整理する。 

  ②一日曝露量の算出 

 上記濃度をもとに、一日曝露量を算出する。 

   ア． １日曝露量の算出媒体：大気、飲料水または地下水、土壌及び食事とする。ただ

し、地下水のデータが得られない場合や地下水よりも公共用水域・淡水で高濃度で

の検出がある場合には、公共用水域・淡水を算出媒体に加える。 

   イ． １日曝露量の算出式 

     ・大気からの曝露量 

      （濃度 µg/m3）×（１日呼吸量：15m3/day）÷（体重：50kg） 

     ・飲料水からの曝露量 

      （濃度 µg/L）×（１日飲水量：2L/day）÷（体重：50kg） 

     ・土壌からの曝露量 

      （濃度 µg/g）×（１日摂取量：0.11g/day）÷（体重：50kg） 

     ・食事からの曝露量 

      （濃度 µg/g）×（１日食事量：2,000g/day）÷（体重：50kg） 

 ここで用いている大気の１日呼吸量及び飲料水の１日飲水量は、わが国の各種

行政推計において通常用いられている値として採用する。土壌の１日摂取量

0.11g/dayは、「土壌中のダイオキシン類に関する検討会第一次報告」（平成11年7

月）に示された大人と子供の１日土壌摂食量を基に算出した生涯平均値として設

定されたものであり、食事の１日食事量2,000g/dayは、食事の際の飲料水等も加え

た陰膳調査試料の重量の実績に基づいて設定したものである。 

  ③曝露量の評価 

 化管法に基づく届出排出量が得られる場合は、モデル等（別添1）で大気中および

公共用水域濃度を推定し、さらに曝露量を推定して実測データの取得の必要性等に

ついて考察する。実測データに基づく曝露量が算出できないあるいは信頼できる値
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が得られない場合は、物性や媒体別分配割合などを考慮して曝露量を評価し、実測

データが必要と判断された媒体については根拠も含めて記述する。 

 また、実測データが得られていなくても入手できた情報から曝露量の推定が可能

と考えられる場合は、これをもとに曝露量を試算し、実測データの取得の必要性等

について考察する。例えば、食物中濃度の情報が得られていない場合は、魚類中濃

度の実測値または推定値を用いて、魚介類の１日摂取量をもとに魚類摂取による経

口曝露量を推定する。魚類中濃度の実測値が得られない場合は、水質中濃度と生物

濃縮係数から推定を行う。これを健康リスク初期評価における無毒性量等、ユニッ

トリスク等と比較する。 

 評価にあたっては、自然由来の可能性や用途等に留意する。 

  3)水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

  ①各媒体中濃度の設定 

 実測値をもとに設定する。設定の考え方は2.2 (4) 2)①に同じ。 

  ②予測環境中濃度の評価 

 予測環境中濃度は全国的な分布を把握した上で設定することとし、データ数が少な

い、地域的な偏りがある場合などについては2.2 (4) 1）の記載方法に準じて記述する。 

化管法に基づく届出排出量が得られる場合は、モデル等（別添1）で公共用水域濃度

を推定し、実測データの取得の必要性等について考察する。 

評価にあたっては、自然由来の可能性や用途等に留意する。無機系物質では人為的

な影響を検討し、予測環境中濃度を設定する（別添2）。 

 

 (5)実測に関する検討 

① 実測の必要性の検討 

 文献調査等からは対象物質の濃度・曝露量に関する情報が得られなかった場合は、

以下の点を考慮して測定の必要性を検討する。 

・環境中の化学物質が蓄積される可能性（対象物質の性状、媒体間分配予測の結果等

に基づき推測） 

・化学物質の製造輸入量、排出量等 

・哺乳類に対する経口曝露実験から得られる無毒性量（NOAEL）等の値の1／1,000に

相当する濃度の把握に十分な検出下限値の達成可能性 

・水生生物に対する毒性試験から得られた予測無影響濃度（PNEC）の1／10に相当す

る濃度の把握に十分な検出下限値の達成可能性 

  ② 判断後の対応 

   ア．濃度測定が必要と判断した場合 

 測定・分析方法の妥当性を検討する。 

   イ．濃度測定が不要と判断した場合 

 不要とした根拠を明確にする。 

 

 

－20－



［２］健康リスク初期評価 

 

１．評価の方法の概要 

 

(1) 健康リスクの初期評価は、ヒトの健康に対する化学物質のリスク評価をスクリーニン

グとして行うものであり、国際的にも信頼できる主要な評価文書等を有効に活用して実

施する。 

 

(2) 化学物質の有害性として、一般毒性及び生殖・発生毒性等の非発がん影響並びに発が

ん性（良性腫瘍の情報も含む。）を対象とし、その有害性に閾値があると考えられる場

合と閾値がないと考えられる場合の両方についてそれぞれ初期評価に用いる指標を設定

する。 

 

(3) 閾値があると考えられる有害性については、NOAEL（無毒性量）、LOAEL（最小毒性

量）、NOEL（無影響量）及びLOEL（最小影響量）の情報のうち、信頼性のある最小値

から評価に用いる指標として「無毒性量等」を設定し、これを曝露評価の結果から得られ

た「予測最大曝露量」あるいは「予測最大曝露濃度」で除してMOE（Margin of Exposure）

を算出する。 

 

(4) 閾値がないと考えられる有害性については、「予測最大曝露量」あるいは「予測最大

曝露濃度」に相当するがんの過剰発生率等を算出する。 

 

(5) 上記により求めた結果を総合的に検討し、今後、環境に由来する化学物質の健康リス

クについて詳細な評価を行う候補等を選定する。 

 

２．評価の上での留意点 

 

(1) 化学物質の発がん性については一般的に閾値がないと考えられているが、物質によっ

ては閾値があるものの存在も知られている。しかし、同じ化学物質であっても評価機関

によって発がん性の閾値についての判断が異なる場合が多く、単一の評価に統一されて

いる状況にはない。また、発がん性の定量的なリスク評価についても、国際的に統一さ

れた標準的な手法が確立されている状況にはない。このため、定量的な発がんリスク評

価については、スクリーニングという本評価の目的を踏まえ、幅広く情報収集を行った

上で評価を行うこととする。 

 

(2) 定量的な発がんリスク評価は、ヒトで発がん作用があると考えられる化学物質を対象

に実施する。なお、実験動物で発がん性が認められるものの、ヒトでの証拠が限定され

たものや不十分なものなど、ヒトでの発がん性が不確実な物質については、遺伝子傷害
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性等の情報を十分に検討した上で定量的な発がんリスク評価の必要性を判断するが、得

られた結果については不確実性の大きなものであることに留意する。 

 

３．有害性等の情報の収集・整理 

 

評価対象化学物質について既存の評価文書等がある場合には、それらを有効に活用し

て文献調査を省力化し、作業のスピード化、効率化を図るとともに、それらの評価以降

の文献についてはデータベースの検索等を実施して情報収集を図る。なお、国際機関等

が設定した耐容1日摂取量（TDI）及び許容1日摂取量（ADI）の根拠になったNOAEL

（LOAEL）等、あるいは発がん性の定量的なリスク評価のために設定されたスロープフ

ァクター等の情報については、それらを有効に活用する。 

 

(1) 利用する評価文書等 

・世界保健機関 (WHO)：Guidelines for Drinking-Water Quality 

・世界保健機関 (WHO)：Guidelines for Air Quality 

・国際がん研究機関 (IARC)：IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans 

・国際化学物質安全性計画 (IPCS)：Environmental Health Criteria (EHC) 

・国際化学物質安全性計画  (IPCS)：Concise International Chemical Assessment Document 

(CICAD) 

・FAO/WHO合同残留農薬会議 (JMPR)：FAO Meeting Report ; Evaluation of the toxicity of pesticide 

residues in food 

・FAO/WHO合同食品添加物専門家会議 (JECFA)：FAO Nutrition Meetings Report Series ;  

Toxicological evaluation of some antimicrobials, antioxidants, emulsifiers, stabilizers, 

flour-treatment agents, acids and bases 

・経済協力開発機構 (OECD)：SIDS Initial Assessment Report 

・米国環境保護庁 (USEPA)：Integrated Risk Information System (IRIS) 

・米国産業衛生専門家会議 (ACGIH)：Documentation of the Threshold Limit Values and Biological 

Exposure Indices 

・日本産業衛生学会 (JOH)：許容濃度提案理由書 

・その他、国内外のリスク評価、許容濃度、ADI等の設定に係る文書類等 

 

(2) 評価文書等の引用文献以外の文献 

 評価文書等の引用文献以外のものについては、下記の要領で検索を実施する。 

○検索対象データーベース 

 JST、MEDLINE、J-MEDLINE及びTOXLINE 

○検索キーワードの検討 

・中・長期毒性 

 化学物質名／CASNo. 
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 亜急性毒性／亜慢性毒性／慢性毒性／免疫毒性／神経毒性 

・発生・生殖毒性 

 化学物質名／CASNo. 

 発生毒性／生殖毒性／催奇形性／繁殖毒性 

・発がん性 

 化学物質名／CASNo. 

 発がん性／がん原性／催腫瘍性／変異原性／遺伝（子）毒性 

○文献検索遡及年 

 1985年以降発行の学術雑誌(評価文書等の策定時期に応じて設定) 

○評価対象物質の情報収集項目 

 物性情報と有害性情報を収集する。 

・物性情報 

 分子量、化学式、融点（℃）、沸点（℃）、比重、水への溶解度（g/100g）、蒸気

圧(mmHg)、分配係数（1-オクタノール/水）、分解性、生物濃縮係数、生産量（t/

年）、用途、情報の出典 等 

・有害性情報 

 体内動態・代謝、急性毒性、中・長期毒性、生殖・発生毒性、ヒトへの影響（疫学

調査等）、発がん性、その他の有害性情報 等 

 

(3) 有害性情報の整理 

 有害性情報を整理し、次の項目に沿って別添の形でとりまとめる。 

① 体内動態・代謝 

 体内動態、代謝等の概要を記す。 

② 一般毒性及び生殖・発生毒性 

ア．急性毒性 

 半数致死量等の急性毒性試験、ヒトでの主な急性症状等の概要を記す。 

イ．中・長期毒性 

 適当なNOAEL（LOAEL）等が得られる文献の試験の概要等を記す。 

ウ．生殖・発生毒性 

 適当なNOAEL（LOAEL）等が得られる文献の試験の概要等を記す。 

エ．ヒトへの影響 

 疫学調査等の概要を記す。NOAEL（LOAEL）等が得られた場合は、それを記す。 

③ 発がん性 

ア．主要な機関による発がんの可能性の分類 

 国際的に主要な機関による発がんの可能性の分類について記す。 

イ．発がん性の知見 

(ｱ) 遺伝子傷害性に関する知見 

 発がんに関与する遺伝子傷害性の情報の概要を記す。また、発がんメカニズム等
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が既知の場合にはその概要を示す。 

(ｲ) 実験動物に関する発がん性の知見 

 実験動物での発がん性に関する主要な文献の概要を記す。また、スロープファク

ターやユニットリスク等の知見が得られた場合には、その概要を記す。 

(ｳ) ヒトに関する発がん性の知見 

 ヒトでの発がん性に関する主要な文献の概要を記す。また、スロープファクター

やユニットリスク等の知見が得られた場合には、その概要を記す。 

 

(4) 有害性情報を整理する上での留意点 

① 非発がん影響におけるNOAEL（LOAEL）等の取り扱い 

 同じ実験結果であっても評価機関によってNOAEL（LOAEL）等の評価が異なる場合

が少なくない。このため、元論文の表記を踏まえ、専門家による評価を行って、NOAEL

（LOAEL）等の値を決定することとする。 

 NOAELとNOEL、LOAELとLOELについても同様の扱いとする。 

② 閾値があると考えられる発がん性の取り扱い 

 閾値があると考えられる発がん性については、評価文書等で具体的に閾値が示され

ている場合にその値をNOAELとして採用する。発がん試験や遺伝子傷害性等の知見か

ら、その発がん性には閾値があると考えられるものの、閾値が示されていない場合に

は、その旨を記載する。 

③ 曝露状況によるNOAEL（LOAEL）等の補正 

 曝露状況に応じてNOAEL（LOAEL）等の補正を行い、連続曝露を受けた場合の値に

換算する。例えば、動物実験条件が6時間/日、5日/週の吸入試験では、以下の換算式に

より、1日24時間、1週7日間に平均化した値に補正する。 

））等（（
日

日

時間

時間
）＝補正値（  3 3 mg/mLOAELNOAEL  

 7

 5
  

 24

 6
mg/m   

 また、動物実験条件が6日/週の経口試験では、以下の換算式により、1週7日間に平均

化した値に補正する。 

））等（（
日

日
）＝補正値（ mg/kg/dayLOAELNOAEL  

 7

 6
 mg/kg/day   

 ただし、ヒトの場合には、8時間/日、5日/週の労働条件を仮定すると補正係数は×1/4.2

となるが、祝祭日や有給休暇の取得、曝露状況把握の不確かさ等を考慮し、安全を見

込んで原則として×1/5を採用する。また、発がんリスク評価における平均生涯曝露等

については、原則として元論文あるいは評価文書の値を採用する。 

 

４．健康リスクの評価 

 

 (1) 評価に用いる指標の設定 

 健康リスクの初期評価は、化学物質の有害性に閾値があると考えられる場合と閾値が

ないと考えられる場合に分けて、初期評価のための指標を設定して実施する。 
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① 有害性に閾値がある場合の評価 

 有害性に閾値がある場合は、一般毒性及び生殖・発生毒性等の非発がん影響と発が

ん性に閾値があると考えられる場合が該当する。これらについては、評価に用いる指

標として無毒性量等を下記の手順で設定する。 

ア．無毒性量等の設定のためのNOAEL（LOAEL）等の評価 

非発がん影響及び発がん性の知見から得られたNOAEL（LOAEL）等の情報の中か

ら、曝露状況による補正を行い、経口曝露及び吸入曝露について、それぞれ信頼性の

ある最も低用量、あるいは低濃度での知見を採用する。 

イ．無毒性量等の設定 

上記で選定した知見をもとに、無毒性量等を設定する。 

ただし、LOAELあるいはLOELの知見を採用した場合と長期間曝露以外の知見を採

用した場合には、それぞれ下記による補正を行って無毒性量等とする。 

(ｱ) 非発がん影響においてLOAELを採用した場合には、これをNOAELに変換する必要

があるが、初期評価であることを踏まえ、安全サイドに立ってLOAELを10で除し、

NOAEL相当の値とする（LOELからNOELを求める場合についても同様の取り扱い

とする。）。 

(ｲ) 一般毒性において長期間にわたる曝露以外の知見を採用した場合には、原則として

その値を10で除して長期間曝露に相当する値として取り扱う。 

② 有害性に閾値がない場合の評価 

 発がん性に閾値がないと考えられる場合が該当する。 

ア．量－反応関係の設定 

経口曝露については曝露量（mg/kg/day）とがんの過剰発生率との量－反応関係を

示すスロープファクターを、吸入曝露については曝露濃度（µg/m3）とがんの過剰発

生率との量－反応関係を示すユニットリスクを初期評価に用いる指標としてそれぞ

れ設定する。なお、複数のスロープファクターやユニットリスクの情報が得られた場

合には、初期評価であることを踏まえ、安全サイドに立った値を採用する。 

イ．その他の量－反応関係（参考） 

その他の定量的な評価手法として、カナダ厚生省により開発された

Exposure/Potency Indexを用いる手法（ヒトの曝露量、曝露濃度とがんの生涯過剰発生

率が5%になる曝露量TD05、曝露濃度TC05（ともに95％信頼限界の下限値ではない。）

を比較する手法）があり、がんの生涯過剰発生率として1％を用いる場合などもある。

このため、この手法に関する情報が得られた場合には、参考として有効に活用する。

なお、複数の情報が得られた場合には、初期評価であることを踏まえ、安全サイドに

立った値を採用する。 

 

(2) ヒトの曝露量及び曝露濃度 

○曝露評価の結果求められた予測最大曝露量あるいは予測最大曝露濃度を利用する。 

○経口曝露については、飲料水と食物及び土壌からの曝露量の合計と、井戸水（地下水）
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と食物及び土壌からの曝露量の合計をそれぞれ利用する。なお、地下水のデータが得ら

れず、淡水（公共用水域）のデータしか利用できない場合、地下水のデータよりも淡水

のデータの方が高濃度の場合には、淡水のデータを利用する。 

○吸入曝露については、一般環境大気及び室内空気のそれぞれとする。 

○限られた地域のデータや過去のデータ、化管法に基づく予測結果が得られた場合には、

参考として利用する。 

○経口曝露量と吸入曝露濃度の相互変換等 

原則として、曝露経路間の補正は実施しないが、経口曝露量から吸入曝露濃度へ、あ

るいは吸入曝露濃度から経口曝露量へ変換する必要が生じた場合には、ヒトの1日当り

の呼吸量15 m3、体重50 kgを仮定して以下の換算式により計算するものとする。 

経口曝露量（mg/kg/day）＝吸入曝露濃度（mg/m3）×15 m3/day÷50kg 

 

(3) 健康リスクの初期評価結果 

① リスク指標の算出等 

ア．有害性に閾値があると考えられる場合 

無毒性量等を予測最大曝露量、あるいは予測最大曝露濃度で除してmargin of 

exposure（以下「MOE」という。）を求め、これによる評価を行う場合には、判定基

準として下表の区分を用いる。 

なお、MOEの算出においては、下記の点に留意する。 

(ｱ) MOEの算出にはヒトに対する無毒性量等を用いるが、無毒性量等が動物実験結果よ

り設定された場合には、ヒトに適用するために10で除して算出する。 

(ｲ) 無毒性量等を非発がん影響から設定した場合であっても、ヒトで発がん作用がある

と考えられる場合には、さらに最大10で除して算出する。 

(ｳ) 無毒性量等を発がん性から設定した場合には、その影響の重大性を踏まえてさらに

原則10（場合により1～10）で除して算出する。 

 
 

MOE 判 定 

10 未満 詳細な評価を行う候補と考えられる。 

10 以上 100 未満 情報収集に努める必要があると考えられる。 

100 以上 現時点では作業は必要ないと考えられる。 

算出不能 現時点ではリスクの判定ができない。 

 

イ．有害性に閾値がないと考えられる場合 

(ｱ) 過剰発生率による評価 

予測最大曝露量におけるがんの過剰発生率をスロープファクターから、あるいは予

測最大曝露濃度におけるがんの過剰発生率をユニットリスクから求め、これによる評

価を行う場合には、判定基準として下表の区分を用いる。 
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過剰発生率 判 定 

10-5 以上 詳細な評価を行う候補と考えられる。 

10-6 以上 10-5 未満 情報収集に努める必要があると考えられる。 

10-6 未満 現時点では作業は必要ないと考えられる。 

算出不能 現時点ではリスクの判定ができない。 
 

 

(ｲ) EPIによる評価（参考） 

参考としてカナダのExposure/Potency Index手法を用いる場合には、予測最大曝露量

をTD05で、予測最大曝露濃度をTC05で除した値（EPI）を求め、これによる評価を行

う場合には、判定基準として下表の区分を用いる。 
 

EPI 判 定 

2.0×10-4 以上 詳細な評価を行う候補と考えられる。 

2.0×10-5 以上2.0×10-4 未満 情報収集に努める必要があると考えられる。 

2.0×10-5 未満 現時点では作業は必要ないと考えられる。 

算出不能 現時点ではリスクの判定ができない。 
 

注：カナダでのリスクレベルの取り扱い及びTD05・TC05の算出方法等を考慮し、2.0
×10-6を2.0×10-5に修正して用いることとする。 
なお、1％のがんの生涯過剰発生率（TD01、TC01）を用いる場合には、5％時の

EPI 区分をそれぞれ5倍した10-3以上、10-4以上10-3未満、10-4未満となる。 

② 健康リスクの初期評価の総合的な判定及び評価 

 上記のア及びイによって算出されたMOE及びがんの過剰発生率、並びに参考として

のEPIを総合的に検討し、曝露経路毎に判定及び評価を示す。 

 

５．評価に用いた指標の利用上の注意 

  本評価は、化学物質のヒト健康に対するリスク評価を、基本的に安全サイドに立った

スクリーニングとして行うものであり、評価に用いた指標（無毒性量等、スロープファ

クター・ユニットリスク、TD05・TC05）はこの目的のために設定、あるいは採用したも

のである。また、その際には、ヒトや実験動物等から得られた多様な知見を考慮してい

るが、これらの情報の質、量は化学物質によって大きく異なる。 

  このため、基準値を設定する際や、化学物質間の相対的な毒性強度を比較するような

場合には、評価に用いた指標を単純に使用するのではなく、更なる詳細な検討を行うこ

とが必要とされる。 
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（別添様式）健康リスクの初期評価 

 

(１) 体内動態・代謝 

(２) 一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 
 

表3.1 急性毒性 
 

動物種 経路 致死量、中毒量等 

   

   

 

② 中・長期毒性  

③ 生殖・発生毒性 

④ ヒトへの影響 

(３) 発がん性 

①主要な機関による発がんの可能性の分類 
 

表3.2  主要な機関による発がんの可能性の分類 
 

機関（年） 分  類 

WHO IARC   

EU EU   

USA 

EPA   

ACGIH   

NTP   

日本 日本産業衛生学会   

ドイツ DFG   
 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

(４) 健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

② 健康リスクの初期評価結果 
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表3.3 経口曝露による健康リスク（MOEの算定） 
 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 
飲料水・食物・土壌   

 ＊ 
 

地下水・食物・土壌    

注：＊には、無毒性量等の設定根拠となった知見において用いられた動物種を記載する。 

 

 

表3.4 経口曝露による健康リスク（がん過剰発生率及びEPIの算定） 
 

曝露経路・媒体 予測最大曝露量 ｽﾛｰﾌﾟﾌｧｸﾀｰ 過剰発生率 TD05 EPI 

経 

口 

飲料水・食物・土壌  
 

 
 

 

地下水・食物・土壌    

 

 

表3.5 吸入曝露による健康リスク（MOEの算定） 
 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気   

 ＊ 
 

室内空気    

注：＊には、無毒性量等の設定根拠となった知見において用いられた動物種を記載する。 

 

 

表3.6 吸入曝露による健康リスク（がん過剰発生率及びEPIの算定） 
 

曝露経路・媒体 予測最大曝露濃度 ﾕﾆｯﾄﾘｽｸ 過剰発生率 TC05 EPI 

吸

入 

環境大気  
 

 
 

 

室内空気    

 

 

(５) 引用文献 
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［３］生態リスク初期評価 

 

１．評価の方法の概要 

 

(1) ここで行う生態リスクの初期評価は、OECDの評価方法に準じて化学物質の水生生物

に対するスクリーニング的なリスク評価を行うものであり、既存のデータベース、評価

文書等より得られる知見を活用して効率的に実施する。 

 

(2) 化学物質の水生生物に対する生態毒性に関する知見に基づき、化学物質が環境中の生

物に対して有害な影響を及ぼさないと予想される濃度として設定される予測無影響濃度

（PNEC：Predicted No Effect Concentration）を導く。ここでは原則として生態毒性に関す

る試験等を通じて得られた実測値を用いることとする。なお、定量的構造活性相関

（QSAR：Quantitative Structure-Activity Relationship）による予測値の活用については、当

面、専門家判断の根拠の一つとし、評価事例を積み重ねた後にQSAR予測値の評価への

扱いを再度検討する。 

 

(3) 曝露評価の結果求められた予測環境中濃度（ PEC ： Predicted Environmental 

Concentration）と(2)により設定された予測無影響濃度（PNEC）の比較を行うことにより、

詳細な評価を行う候補物質等を選定する。 

 

２．評価作業の具体的手順 

 

(1) 生態毒性に関する知見の整理 

① 対象とする試験生物 

 当面はOECDのSIDS（Screening Information Data Sets）が要求する生物群（藻類、甲

殻類及び魚類）を考慮し、次のとおりとする。 

ア．対象とする生物群 

 藻類、甲殻類、魚類及びその他の４生物群とする。 

イ．対象とする生物の生息域 

 生息域は日本国内の淡水域及び海域に限定せず、全ての生物を対象とする。 

② 化学物質の生態毒性に関する知見の収集・整理 

ア．生態毒性に関する知見の収集 

 以下の情報源を参照して、評価対象物質の生態毒性に関する知見を抽出する。 

(ｱ) 参照する情報源 

・環境省（庁）生態影響試験結果 

・ECOTOX（ECOTOXicology database : U.S. EPA） 

・SIAR（SIDS Initial Assessment Report: OECD） 

・EU RAR（European Union Risk Assessment Report） 
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・ECHA（European Chemical Agency）のInformation on Registered Substances 

・ IUCLID （ International Uniform Chemical Information Database: European 

Commission） 

・EHC（Environmental Health Criteria: IPCS） 

・CICAD（Concise International Chemical Assessment Document: IPCS） 

・諸外国における水質目標値策定関連資料 

・各種学会誌（日本環境毒性学会、日本水環境学会、The Society of Environmental 

Toxicology and Chemistry等）等 

(ｲ) 確認すべき情報 

・対象生物：生物群／学名／一般名／生長（成長）段階 等 

・試験内容：エンドポイント／影響／曝露方法／曝露期間(日) 等 

・試験条件：試験場所／試験用水／水温／硬度／アルカリ度／溶存酸素量／ 

      pH／塩分 等 

・毒 性 値：濃度 

・出  典：引用文献 

イ．知見の整理 

(ｱ) 一覧表の作成 

 収集した情報から、対象生物を藻類、甲殻類、魚類及びその他の4生物群に分け

て一覧表を作成する。 

(ｲ) 毒性情報シートの作成 

   評価において参照すべき知見の原論文、原報告等は原則として入手することと

し、これをもとに以下の項目を盛り込んだ「毒性情報シート」を作成する。 

・被験物質：物質名、製造元、純度、物理化学的性状 

・試験の概要：試験目的、試験、ガイドライン等、GLP、実施年度 

・供試生物：分類、生物種名、年齢、体長、体重、馴化、給餌、供試数 等 

・試験溶液等：助剤（含 使用量）、試験用水、調製方法 

・試験濃度：試験濃度（公比）、実測方法、測定頻度 等 

・試験条件：試験場所、試験方法、試験環境（水温、pH、硬度、DO等） 

・曝露期間 

・エンドポイント、影響内容 

・試験結果：解析方法、算出方法、毒性値 

・コントロールにおける影響 

・供試生物の状況 

・出典 

ウ．試験方法及びデータの信頼性の検討 

(ｱ) 試験方法の確認における留意事項 

 試験方法については、実測／設定濃度、対照群の反応、試験生物の感受性、水

質、濃度を考慮する。死亡、成長、繁殖のようなエンドポイントは、その他のエ
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ンドポイント（例：生化学パラメータ）よりも重点をおき、死亡・成長・繁殖、

全ての毒性データが揃っている場合は、原則として、これらの毒性データの中か

ら無影響濃度（NOEC：No Observed Effect Concentration）を選定する。また、急

性毒性で最も感受性の高い種の慢性毒性データがない場合等については、試験結

果に明記する。なお、生化学パラメータ等その他のエンドポイントに関して、個

体群の変化と明瞭な関連性が認められている場合はその試験結果も考慮する。 

(ｲ) 試験の信頼性および採用の可能性の検討 

 試験の信頼性は、国内外で認められたテストガイドラインやそれに準じた方法

への準拠、試験条件、試験生物、対象物質の物理化学的性状等を踏まえて検討し、

４段階（A. 試験は信頼できる、B. 試験は条件付きで信頼できる、C. 試験の信

頼性は低い、D. 信頼性の判定不可）に分類する。また、原著の入手が困難な場

合であっても、参照した情報源において試験内容の記載が十分に詳細であれば、

その情報をもとに信頼性を分類することができる。 

このほか、非公表の報告書など原著の入手が困難で試験の信頼性が確認できな

い知見であっても、試験の信頼性について本初期評価と同等に検討していると考

えられるリスク評価書等において信頼できるとして採用されているものについ

ては、信頼性を「E」（信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認

したものではない）と分類した上で、参考値として毒性値の一覧表に記載する。

ただし、参照したリスク評価書等（本初期評価と同等に信頼性を検討していると

考えられるものに限る）でKlimisch code（1. 信頼性有り、2. 信頼性有り(制限付

き)、3. 信頼性なし、4. 評価不能）を用いて分類されている場合は、その結果を

引用することができる。 

採用の可能性は、曝露期間、エンドポイント、影響内容等を踏まえて毒性値の

採用の適否を検討し、３段階（A. 毒性値は採用できる、B. 毒性値は条件付きで

採用できる、C. 毒性値は採用できない）に分類する。ただし、原著を入手でき

ない場合でも、一定の信頼性を有すると考えられ、参照したリスク評価書等の記

載内容が十分に詳細であるならば採用の可能性を判断し、本初期評価に利用でき

る。 

 なお、PNECの算出に採用できる毒性データが無い場合は、生態影響試験を実

施すべき物質等として明記し、生態リスク評価を延期する。 

エ．生態毒性データのとりまとめにおける留意事項 

 生態毒性データは、以下の事項に留意してとりまとめる。 

(ｱ) 複数データの取り扱い 

 同一生物群で複数の毒性データが得られる場合には、次の考え方で整理する。 

・エンドポイント及び曝露期間が同一の場合は、毒性値の小さいものを採用す

る。 

・エンドポイントや曝露期間が異なる場合は、これらのエンドポイント等の重

大性等を考慮する。 
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(ｲ) 最小影響濃度（LOEC：Lowest Observed Effect Concentration）のみが得られてい

る場合の無影響濃度（NOEC）算出方法 

 最小影響濃度（LOEC）とされている実験濃度の１段階低い実験濃度を無影響

濃度（NOEC）とする。ただし、各濃度区の幅が大きく、LOECとNOECの差が3.2

倍を超える場合は、最大許容濃度（MATC：Maximum Acceptable Toxicant 

Concentration、LOECとNOECの幾何平均値）の採用も考慮する。 

例）試験濃度が0、3.7、7.9、13、23、52µg/Lであり、LOECが23µg/Lの場合は、

NOECは13µg/Lとなる。試験濃度の公比が1.5でLOECが23µg/Lの場合は、

NOECは15µg/Lとなる。 

(ｳ) 藻類に対する急性毒性と慢性毒性の取り扱いについて 

 藻類については、72時間以上の試験期間でNOECが算出されている場合、慢性

毒性値として扱うことができる。 

(ｴ) 藻類のエンドポイントについて 

 藻類については、原則として生長速度から求める方法（速度法）により算出さ

れた毒性値を用いる。 

(ｵ) 藻類毒性試験での不安定な物質等の取扱いについて 

 濃度変化の著しい不安定な物質（設定濃度の±20%超）において、分解や揮散

による減少と考えられる場合は各試験時の実測濃度の幾何平均値等を用いること

とし、吸着と考えられる場合や判断が困難なものについては、その旨明記した上

で初期実測濃度等を用いることとする。 

(ｶ) 水溶解度を超える毒性値の取扱いについて 

 明らかに水溶解度を超えて算出されている毒性値は、信頼性が低いものと判断

する。 

 

(2) 予測無影響濃度（PNEC）の設定 

① アセスメント係数の設定の考え方 

 限られた試験データをもとに化学物質の予測無影響濃度（PNEC）を求めるため、得

られた毒性値をOECDにおける検討を参考として設定した次表のアセスメント係数で

除する。 

表１ 予測無影響濃度（PNEC）の設定に使用されるアセスメント係数 

分類 アセスメント係数 

藻類、甲殻類及び魚類のうち、1～2の生物群について信頼性のある急性

毒性値がある。 
1,000 

藻類、甲殻類及び魚類の3つの生物群全てについて信頼性のある急性毒性

値がある。 
100 

藻類、甲殻類及び魚類のうち、1～2の生物群について信頼性のある慢性

毒性値がある 
100 

藻類、甲殻類及び魚類の3つの生物群全てについて信頼性のある慢性毒性

値がある。 
10 
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 これは、次の各段階を外挿するという考え方で設定されている。 

・急性毒性値（EC50、LC50等）から慢性毒性値（NOEC）への外挿：アセスメント係数

10 

・感受性の種間差（藻類、甲殻類及び魚類の3生物群のうち、知見の得られたものが1ま

たは2生物群のみの場合から、3生物群全てについて知見が得られた場合への外挿）：

アセスメント係数10 

・最も低い慢性毒性値（3生物群の知見が揃った場合）から野外の状況への外挿：アセス

メント係数10 

② 予測無影響濃度（PNEC）の導出 

ア．導出の方法 

 急性毒性値及び慢性毒性値のそれぞれについて、信頼できる知見のうち生物群（藻

類、甲殻類、魚類及びその他）ごとに値の最も小さいものを整理し、そのうちその

他の生物以外の最も小さい値に対して情報量に応じたアセスメント係数を適用する

ことにより、予測無影響濃度（PNEC）を求める。これにより得られた２つのPNEC

のうち小さい方の値を、当該物質のPNECとして採用する。 

イ．慢性データの入手が可能な場合のPNEC値の算出例 

 次の点を考慮し、10～100のアセスメント係数を最も小さい無影響濃度に適用す

る。 

(ｱ) 魚類、甲殻類及び藻類のうち1または2生物群についての慢性毒性値（NOEC）

が得られた場合は、アセスメント係数100を最も小さいNOECに適用することによ

りPNECを求める。これを最も小さい急性データより得られたPNECと比較し、低

い方のPNECを採用する。 

(ｲ) 魚類、甲殻類及び藻類の3生物群全てについての慢性毒性値（NOEC）が得られ

た場合は、アセスメント係数10を最も小さいNOECに適用する。魚類、甲殻類及

び藻類のうち2生物群についてのみNOECが得られた場合であっても、最も感受性

が高い種の知見が得られたという確信があれば、アセスメント係数として100で

なく10を適用することが可能である。 

 

 (3) 生態リスクの判定 

① 判定の考え方 

ア．生態リスクの判定は、安全側の評価を行う観点から高濃度側の実測値に基づき設

定された予測環境中濃度（PEC）と、予測無影響濃度（PNEC）との比較により行う。 

イ．限られたデータに基づくスクリーニングとしての初期評価であることを踏まえ、

次の3段階で判定を行う。 
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評価の分類 

PEC／PNEC＜0.1 現時点では作業は必要ないと考えられる。 

0.1≦PEC／PNEC＜1 情報収集に努める必要があると考えられる。 

1≦PEC／PNEC 詳細な評価を行う候補と考えられる。 

（情報が不十分な場合） 現時点ではリスクの判定はできない。 

 

② 判定を踏まえた提言等 

評価の結果「判定不能」とされた物質等について、水生生物に対する有害性が高い

こと、化管法に基づく届出排出量を用いた公共用水域濃度の推定によりリスクが高く

なることが予測されること、生産量が多いこと、開放系用途に用いられていること、

水環境中に高い比率で分配され容易には分解されないと予測されること等を総合的に

勘案して、水生生物に対するリスクが高くなる可能性が見込まれる場合には、必要な

情報を充実させて再度初期評価を行うことを提言する。各項目の評価の視点は次のと

おり。 

ア．水生生物に対する有害性（生態毒性）：国際的に認められている生態毒性のラン

ク、又は化学物質排出把握管理促進法、化学物質審査規制法等国内法での生態影響

の判断基準等を考慮して、PNEC値が10～100µg/L程度以下の物質に着目する。 

イ．化管法に基づく届出排出量から推定した公共用水域濃度と予測無影響濃度（PNEC）

の比が0.1以上である物質に着目する。 

ウ．生産量：OECDでの高生産量（年間生産量1,000t以上）あるいは米国TSCAでの毒性

試験実施条件（106ポンド（450t））を考慮して、年間100～1,000t程度以上の物質に

着目する。 

エ．開放系用途：環境中に放出される可能性が高いものとして、界面活性剤等のよう

な開放系用途に用いられる物質に着目する。 

オ．水環境中への分配等：水質中の分配率が高く、著しい分解性を示さない物質に着

目する。また、生物に対する蓄積性が高い物質についても留意する。 
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（別添様式）生態リスクの初期評価 

(1) 水生生物に対する毒性値の概要 

 

表4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 

 

急

性 

慢

性 

毒性値 

[µg/L] 

生物名 生物分類

／和名 

エンドポイント

／影響内容 

曝露期間 

[日] 

試験の

信頼性 

採用の

可能性

文献. 

No. 

 藻類          

 甲殻類          

 魚類          

 その他          

毒性値（太字）：PNEC算出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）：PNEC算出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 

A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、 

D：信頼性の判定不可、E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものでは

ない 

採用の可能性：PNEC導出への採用の可能性ランク 

A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 

影響内容 

 

1）藻類 

2）甲殻類 

3）魚類 

4）その他生物 

 

(2) 予測無影響濃度（PNEC）の設定 

 

(3) 生態リスクの初期評価結果 

 

表4.2 生態リスクの初期評価結果 

水質 平均濃度 最大濃度（PEC ) PNEC 
PEC/ 

PNEC比 

 公共用水域・淡水     

 公共用水域・海水     
注：1）水質中濃度の（ ）内の数値は測定年度を示す  

2）公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 

 (4) 引用文献等 

－37－



 

別添１ 

 

化管法に基づく排出量データを用いた環境中濃度の推定について 

 

化学物質排出把握管理促進法（化管法）に基づく届出排出量を用いて我が国における高

濃度側の大気及び公共用水域・淡水（河川）中の化学物質濃度を推定し、実測データに基

づく曝露評価に活用した。大気及び公共用水域・淡水（河川）中濃度の推定方法は次のと

おり。 

１ 大気濃度の推定方法 

大気濃度は、経済産業省－低煙源工場拡散モデル (Ministry of Economy , Trade and 

Industry － Low rise Industrial Source dispersion Model) METI-LIS モデルを用いて推定する。

環境中への排出量は、化管法に基づく大気への届出排出量を用い、高排出事業所近傍の濃

度を推定する。気象条件は、排出事業所近傍のアメダス測定局観測結果を用いる。 

排出事業所近傍の高濃度推定では、排出事業所より 1km 以内の除外を基本とする。予測

モデルの諸条件を以下に示す。 

 

(諸条件) 

・予測の範囲：事業所近傍約10km四方(100×100の計算点を設定) 

・予測期間：1年間の平均値（1時間毎に予測を行った上で平均） 

・予測濃度高さ：1.5m 

・事業所煙源高さ：10m 

・事業所稼働状況：365日24時間連続稼働 

・浮力上昇：考慮しない 

・ダウンウォッシュ：考慮しない 

・風向・風速に対する乱数発生回数：3 
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２ 公共用水域・淡水（河川）中濃度の推定方法 
公共用水域・淡水（河川）中濃度は、環境中への排出量として化管法に基づく公共用

水域淡水への届出排出量を河道構造データベース1の平水流量で除して河川中濃度を推

定する。濃度の推定にあたっては、河川による希釈のみを考慮し、化学物質の分解等は

考慮しない。 

排出事業所近傍の高濃度には、排出事業所下流にある直近の環境基準点（補助点含む）

における予測濃度の最大値を採用する。推定に用いる諸条件を以下に示す。 

 

(諸条件) 

・流量：平水流量（1年を通じて185日はこれを下らない流量） 

・環境運命：希釈のみ考慮（化学物質の分解、沈降、揮発等は考慮しない） 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1河道構造データベース：環境動態モデルにおいて、日本全国の実河川の河道ネットワーク構造を実現するために作成されたデ

ータベースである。国土数値情報、流量年報などに基づいて作成されている。国土数値情報においては、全国は、平均面積約

9.6 km2、平均河道長さ 5.7km の単位流域に区分されており、単位流域毎に流量が設定されている。流量は水系内に位置する流

量観測点の内、最上流の流量を基にした比流量（単位面積あたりの流量）を水系全体に適用し求めた値である。水系内に流量

観測点が無い場合は、近接する水系の比流量を用いている。 
【参考文献】 
鈴木規之ら（2003）：環境動態モデル用河道構造データベース. 国立環境研究所研究報告 第 179 号 R-179 (CD)-2003． 
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別添２ 

無機系物質の生態リスク初期評価について 

 

Ⅰ 曝露評価 

公共用水域に存在する無機系物質は、必ずしも全てが人間活動に由来するものではなく、

自然由来により高濃度となる場合もある。環境施策の検討を視野に入れた化学物質の環境

リスク初期評価においては、人為起源の環境リスクを中心に評価を行う必要があるため、

以下の考え方で曝露評価を行う。 

１ 予測環境中濃度（PEC）の設定に関する基本的な考え方 

化学物質の環境リスク初期評価における曝露評価では、環境施策の検討を視野に入れ、

基本的には安全側に立った評価の観点からその大部分がカバーされる高濃度側のデータに

より予測環境中濃度を設定することとしている。 

無機系物質については、自然由来により高濃度が観測される可能性も考えられるので、

予測環境中濃度を設定する際に、その地点の検出濃度が人為的な排出に由来するものか、

自然由来によるものかについて、可能な範囲で確認する。自然由来により高濃度となって

いることが明らかな地点は、検討対象から外すこととし、このような判断ができる地点が

ない場合は、検討対象とする。 

２ 人為的な排出・自然由来に関する判断 

測定地点における人為的な排出の寄与の有無に関する判断は、主として PRTR データを

用いて行う。自然由来か否かの判断は、主として河川堆積物中の元素濃度測定結果1)をも

とに行う。環境省の公共用水域水質測定結果や環境基準の検討のための委員会報告等にお

いて、測定された無機系物質が人為起源か否か、自然由来か否かの判断がなされている地

点については、その情報をもとに判断する。このほか、鉱山や温泉などの情報も考慮する。 

 

【引用文献】 

1) (独)産業技術総合研究所：日本の地球化学図．

(http://riodb02.ibase.aist.go.jp/geochemmap/index.htm) 
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Ⅱ 生態リスク初期評価 

無機系物質は環境中において様々な化学形態で存在し、環境条件により変化する。水生

生物に対する毒性値は、化学形態により異なることもあるが、環境中における化学形態別

の濃度等は必ずしも得ることができない。これらを踏まえ、以下の考え方で生態リスク初

期評価を行う。 

１ 有害性情報を収集する化合物の範囲 

無機系物質の有害性情報を収集する化合物は、化学物質排出把握管理促進法の対象物質

例を参考とし、対となる無機イオンに毒性がある化合物、有機金属、特異な生理活性を有

する農薬等は、「無機元素及びその化合物」というカテゴリーとは別にそれぞれ単独でリス

ク評価を行うべきものと判断して、有害性情報を収集する対象から除外する。 

２ 有害性情報を収集する試験条件 

無機系物質の水生生物への毒性に影響を及ぼす可能性がある項目として、硬度、pH、フ

ミン酸等の溶存有機物（DOM:Dissolved Organic Matter）等が挙げられるが、これらの項目

は水域により異なる。安全側の評価を行う観点から、毒性試験が行われた水質条件は我が

国の平均的な値に限定せず、有害性情報を広く収集して評価を行う。なお、標準試験法の

試験条件を大幅に逸脱する毒性値は、これまで評価を実施してきた有機化合物と同様に、

有害性評価に用いない。 

毒性値は評価対象元素当たりに換算し、有害性評価を行う。 

３ 環境中の主要な酸化数に基づく生態リスク初期評価 

無機系物質では、酸化数により毒性が異なる場合があるため、収集した毒性値は被験物

質の価数毎に整理した上で有害性評価を行い、環境中での主要な酸化数を踏まえてリスク

評価を行う。なお、酸化数毎に環境中濃度が測定されているものは限られているため、一

般に測定されている全量、または溶存態（溶解性）の測定値もリスク評価に用いることが

できるものとする。 
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別添３ 

 

環境中で分解性や反応性が高い化学物質の環境リスク初期評価について 
 

 

健康リスク初期評価は化学物質の環境に由来する曝露が人の健康に及ぼすリスクについ

て、生態リスク初期評価は化学物質の水質からの曝露が環境中の生物に及ぼすリスクにつ

いてスクリーニング的な評価を行うことを目的としている。 

環境中に排出された化学物質は、自然的作用による分解（加水分解、酸化、光分解、微

生物による生分解、等）を受けることがあるため、リスク評価は化学物質の環境中での挙

動を考慮して進めなければならない。 

リスク評価の対象となる化学物質（親物質）がある媒体中で急速に分解し、人や環境中

の生物に親物質の曝露がないと考えられる場合には、その媒体に限っては親物質の評価を

行わない場合がある。なお、必要に応じて親物質の分解によって生成する物質（子物質）

の評価を提言する。 

環境中で分解性や反応性が高い化学物質の環境リスク初期評価における曝露評価及び有

害性評価の基本的な考え方は次のとおり。 

 

Ⅰ 曝露評価 

曝露情報は、初期評価対象物質の情報を収集する。得られた初期評価対象物質の環境実

測データは、分解性を考慮して測定方法、分析方法等を精査し、信頼性の確認を行う。人

や水生生物に対する曝露の推定は、信頼できる環境実測データに基づいて行う。 

信頼できる環境実測データが得られなかった場合には、大気では排出源より 1km 地点、

公共用水域では排出源下流にある直近の環境基準点（補助点を含む）を目安に実測の必要

性に関する検討を行う。実測濃度の測定は不要と判断した場合には、不要とした根拠を明

確にする。 

Ⅱ 有害性評価 

親物質そのものの曝露を反映した有害性情報が得られない場合には、有害性評価を行わ

ない。 

なお、親物質を被験物質とした有害性に関する知見は、参考情報として記載し、必要に

応じて子物質の評価を提言する。 
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本物質は、第 6 次とりまとめにおいて生態リスク初期評価結果を公表した。今回、健康リス

ク初期評価の実施に併せて、改めて生態リスクについても初期評価を行った。 

 

１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

1) アンチモン 

物質名： アンチモン 
CAS 番号：7440-36-0 
化審法官報公示整理番号： 
化管法政令番号：1-31(アンチモン及びその化合物) 
RTECS 番号：CC4025000 

元素記号：Sb 

原子量：121.76 
換算係数：1 ppm = 4.98 mg/m3 (気体、25℃) 

 
 

No. 物質名 CAS No. 
化審法官報 
公示整理番号 

RTECS 
番号 

分子量 化学式 

2) 
アンチモン酸ナ

トリウム(Ｖ) 
15432-85-6 

1-506 
(アンチモン酸ナト

リウム) 
― 192.75 NaSbO3 

3) 
三塩化アンチモ

ン(Ⅲ) 
10025-91-9 

1-256 
(塩化アンチモン) 

CC4900000 228.12 SbCl3 

4) 
五塩化アンチモ

ン(Ｖ) 
7647-18-9 

1-256 
(塩化アンチモン) 

CC5075000 299.03 SbCl5 

5) 
酒石酸アンチモ

ンカリウム(Ⅲ) 
11071-15-1 2-2953 CC7350000 613.83 C8H4K2O12Sb2 

6) 
酒石酸アンチモ

ンナトリウム

(Ⅲ) 
34521-09-0 2-2954 CC8050000 581.61 C8H4Na2O12Sb2

7) 
三酸化二アンチ

モン(Ⅲ) 
1309-64-4 

1-543 
(酸化アンチモン) 

CC5650000 291.52 Sb2O3 

8) 
五酸化二アンチ

モン(Ｖ) 
1314-60-9 

1-543 
(酸化アンチモン) 

CC6300000 323.52 Sb2O5 

9) 
水素化アンチモ

ン(-Ⅲ) 
7803-52-3 ― WJ0700000 124.78 H3Sb 

10) 
三フッ化アンチ

モン(Ⅲ) 
7783-56-4 

1-341 
(フッ化アンチモン)

CC5150000 178.76 SbF3 

11) 
五フッ化アンチ

モン(Ⅴ) 
7783-70-2 

1-341 
(フッ化アンチモン)

CC5800000 216.75 SbF5 

12) 
ヘキサヒドロキ

ソアンチモン酸

カリウム(Ｖ) 
12208-13-8 

1-458 
(アンチモン酸カリ

ウム) 
― 262.90 H6KO6Sb 

［1］アンチモン及びその化合物 
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No. 物質名 CAS No. 
化審法官報 
公示整理番号 

RTECS 
番号 

分子量 化学式 

13) 
ヘキサヒドロキ

ソアンチモン酸

ナトリウム(Ｖ) 
33908-66-6 

1-506 
(アンチモン酸ナト

リウム) 
― 246.79 H6NaO6Sb 

14) 
三硫化二アンチ

モン(Ⅲ) 
1345-04-6 

1-567 
(三硫化アンチモン)

CC9450000 339.72 Sb2S3 

（注）物質名に併記したローマ数字は、酸化数を示す。 

 

（2）物理化学的性状 

本物質の性状は以下の通りである。 
No. 化学式 性状 
1) Sb 常温で光沢のある銀白色の硬くてもろい金属である1) 。 
2) NaSbO3 常温で無臭の白色粉末である2) 。 
3) SbCl3 常温で白色～黄色の結晶である3) 。 
4) SbCl5 常温では無色ないし淡黄色の液体である4) 。 
5) C8H4K2O12Sb2 透明な結晶である10) 。 
6) C8H4Na2O12Sb2 無色の美しい光沢のある結晶である11) 。 
7) Sb2O3 常温で白色の固体である1) 。 
8) Sb2O5 常温で無臭の白色粉末である4) 。 
9) H3Sb 無色の気体である7) 。 
10) SbF3 無色、斜方晶系結晶で潮解性がある11) 。 
11) SbF5 無色油状の液体である11) 。 
12) H6KO6Sb 無色のもろい結晶である11) 。 
13) H6NaO6Sb 常温で白色の固体である5) 。 

14) Sb2S3 
黒灰色で金属光沢をもつ斜方晶系晶（安定型）7)、赤橙色の無定形沈殿（不

安定型）7)、常温で無臭の灰色～黒色の固体である6) 。 

 
No. 化学式 融点 沸点 密度 

1) Sb 
630.628℃12)、630℃13)、

630.7℃14)、 
>600℃(1.01×105 Pa)8) 

1,587℃(760 
mmHg)12) 、1,587℃14)、

1,635℃13) , 14)、1,440℃ 

13), 14)、>600℃(758 
mmHg) 8) 

6.68 g/cm3 12) , 13)、6.697 
g/cm3 14)、 
7.05 (21.8℃) 8) 

2) NaSbO3 >600℃(1×105 Pa) 2) >600℃(750 mmHg) 2) 4.75 (23.5℃) 2) 

3) SbCl3 
73.4℃12) , 14)、73℃13)、72
～78℃3) 

220.3℃(760 mmHg)12)、

220.3℃14)、223.5℃13) 
3.14 g/cm3 12) , 14)、3.15 
(22.5℃) 3) 

4) SbCl5 4℃12)、3.5℃13)、3.2℃14) 140℃(760 mmHg) (分
解) 12)  

2.34 g/cm3 12) , 14) 

5) C8H4K2O12Sb2 >235℃(分解して着色) 11)  2.607 g/cm3 (常温)11) 
6) C8H4Na2O12Sb2    

7) Sb2O3 
655℃13)、656℃14)、

>400℃ (約 1atm) 15) 
1,425℃13) , 14)、 

1,550℃ (昇華) 14) 
5.67 g/cm3 14)、5.9 (24℃) 

15) 

8) Sb2O5 
分解する12) , 14)、 
>600℃4) 

>600℃4) 3.78 g/cm3 12) , 14)、 
4.29 (21.7℃) 4) 

9) H3Sb 
-88℃12) ,13) , 14) -17℃ (760 mmHg)12)、

-18.4℃13) 、-17℃14) 
蒸気密度：4.344 (空気

=1) (15℃) 14) 
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No. 化学式 融点 沸点 密度 

10) SbF3 287℃12)、292℃13) , 14) 
376℃ (760 mmHg)12)、

376℃13)、319℃14) 
4.38 g/cm3 12)、 
4.379 g/cm3 14) 

11) SbF5 8.3℃12)、8.3℃13) , 14) 
141℃ (760 mmHg)12)、

141℃ 13) , 14) 

3.10 g/cm3 12) , 14) 

12) H6KO6Sb    
13) H6NaO6Sb >600℃5) >600℃5) 3.27 (21.4℃)5) 

14) Sb2S3 
550℃12)、550℃13) ,14)、

655℃16)、506℃ (750～
760 mmHg) 6) 

～1,150℃14)、>600℃6)、

1,550℃16) 
4.562 g/cm3 12) , 14)、4.73 
(21.5℃) 6) 

 
No. 化学式 蒸気圧 log Kow 解離定数 
1) Sb    
2) NaSbO3    
3) SbCl3    
4) SbCl5    
5) C8H4K2O12Sb2    
6) C8H4Na2O12Sb2    
7) Sb2O3    
8) Sb2O5    
9) H3Sb    
10) SbF3    
11) SbF5    
12) H6KO6Sb    
13) H6NaO6Sb    
14) Sb2S3    

 
No. 化学式 水溶性(水溶解度) 
1) Sb 18.2±1.1 mg/L (pH=4.6) 8) 
2) NaSbO3 247±76 mg/L (20℃、pH=6) 2) 
3) SbCl3 加水分解し、大量の白色沈殿物を生成する3) 。 

4) SbCl5 
少量の水により一水和物、四水和物を生成し、多量の水により加水分解し

て五酸化二アンチモンを生成する13) 。 
5) C8H4K2O12Sb2 5.3×105 mg/1,000 g (8.7℃) 11)、1.78×105 mg/1,000 g (50℃) 11) 
6) C8H4Na2O12Sb2  

7) Sb2O3 

19.7 mg/L (20℃、pH=5) 15)、25.6 mg/L (20℃、pH=7) 15)、28.7 mg/L (20℃、pH=9) 
15)、0.12 mg/L (17.8℃、pH=7.8～8.08) 15)、2.76 mg/L (22.2℃、pH=約 8.1) 15)、

約 2.9 mg/L (22℃、pH=約 8) 15)、約 2.7 mg/L (22℃、pH=約 7) 15)、約 2.6 mg/L 
(22℃、pH=約 6) 15) 

8) Sb2O5 3×103 mg/1,000g (20℃) 12)、453±11 mg/L (20±1℃、pH=3) 4) 
9) H3Sb 4.1×103 mg/L (0℃)17) 

10) SbF3 
4.92×106mg/1,000 g (25℃) 12)、4.43×106mg/1,000 g (20℃) 13)、 
4.924×106mg/1,000 g (25℃) 14) 

11) SbF5  

12) H6KO6Sb 2.82×104 mg/1,000g (20℃) 11) 
13) H6NaO6Sb 300 mg/1,000g 9)、594±26 mg/L (pH=約 6.6) 5) 
14) Sb2S3 944 µg/L (pH=約 6.1) 6)、43.5±2.5 mg/L (pH=約 5.2) 6) 
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（3）環境運命に関する基礎的事項 

ヘキサヒドロキソアンチモン(Ⅴ)酸ナトリウムの分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性・生物濃縮性（難分解性であるが高濃縮性ではないと判断される物質18)） 

生物濃縮係数 (BCF)： 

0.84（試験生物：コイ、試験期間：4 週間、試験濃度：200 µg/L）19) 

< 5.6（試験生物：コイ、試験期間：4 週間、試験濃度：20µg/L）19) 

①大気 

大気中に排出されたアンチモン化合物は、それ自身が粒子状物質を生成するか、他の粒子

状物質に吸着した形で存在するとされ、風により拡散され、重力沈降、乾性沈着及び湿性沈

着により大気から除去される20)。粒径が 5 μm 以上の粒子の半減期は数時間とされている20)。 

アンチモン化合物は、燃焼や焼却により三酸化二アンチモンとして排出され、大気中では

3 価から 5 価になる傾向がある21) 。 

②水域 

土壌の風化作用や人為由来により環境水に排出されたアンチモン化合物は、河川により運

搬され、河口域のような堆積作用が高いところで沈降するとされている20) 。アンチモン化合

物は底質に強く吸着され易く、鉄やマンガン、アルミニウム水酸化物と会合しているとされ

ている20) 。水域におけるアンチモンの挙動は解明されていないが、淡水域及び海域において

溶存態のうち大部分が 5 価で存在しており Sb(OH)6
-が主要な成分とされている20) 。好気的条

件下で数パーセント、嫌気的条件下で大部分のアンチモン化合物が Sb(OH)3 の様な 3 価の状

態で存在しているとされている20) 。また、推定よりも高い濃度の 3 価アンチモンが、好気的

条件下で検出されている21) 。 

嫌気的条件下では 3 価のアンチモンのチオ体も存在しているとされている20)。嫌気的な底

質においてアンチモン化合物は微生物により還元又はメチル化され、揮発性を有するメチル

化されたアンチモン化合物が生成される20)。生成されたものは溶解性を有すると共に、速や

かに酸化される20) 。 

モノ又はジメチル化アンチモン酸は海域及び河口域に存在するとされており、バルト海に

おける調査では水相における溶存アンチモン化合物の 10%を占めていたとされている。アン

チモン化合物は水生生物中において生物濃縮しないとされている20) 。 

水域に排出されたアンチモン塩は酸化物もしくはアンチモン酸塩の形態をとるとされ、主

要な成分は Sb(OH)6
-又は Sb(OH)5 とされている。典型的な環境水の酸化還元電位幅において

酸化物は安定であり、環境水中で一般的に見られる濃度域では十分に溶解した状態で存在す

る。還元環境下では、Sb(OH)3や Sb(OH)4
-、Sb2S4

4-のような 3 価の種が主要な成分とされてい

る20) 。 

多摩川水系における河川水中のアンチモンは、5 価が 99%以上を占め、3 価は検出限界以

下が多かったという報告がある22) 。 

アンチモンの形態別安定性は、3価のアンチモンを 20℃、4℃で 7日間保存したサンプルで

は、それぞれ約 15 %、約 3 %が 5 価に形態変化したという報告がある23) 。また、EDTA を添

加すると室温放置 7 日後には約 3.5 %が 5 価に形態変化し、EDTA が形態変化の抑制効果があ
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るという報告がある23) 。 

アンチモンの休廃止鉱山が存在した地域の周辺では、底質中の 3 価／5 価のアンチモン比

は 5 価アンチモンが 60～84%、河川水と底質の分配係数（Kd）は 8.8×102～9.0×103 L/kg、

河川水中アンチモンの溶存態と懸濁態の分配係数（Kd）は 34～1.0×103 L/kg の報告がある24) 。 

③陸域 

アンチモン化合物の土壌中における吸着性や移動性を作用するものとして、土壌の性質、

沈着した際のアンチモン化合物の形態、pH が挙げられる。いくつかの洗脱試験において、

アンチモン化合物は大部分の土壌及び底質に強く吸着されるとされている。試験時間を延ば

すとより移動性が減少するとされている。汚染土壌の土壌表面がより濃度が高い点からもア

ンチモンの移動性が欠けていることが分かる。土壌に吸着したアンチモン化合物の濃度は鉄、

マンガン、アルミニウム濃度と相関があるが有機炭素とは相関が無いとされている。pH が

高い又は低い場合、洗脱が著しいとされている20) 。 

土壌中でのアンチモン化合物の形態及び形態の変化に関する情報は少ない20)。風化の際、

硫化物が酸化物に変化するとされている20) 。 

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量等 

アンチモンのマテリアルフローを図 1 に示す25)。 

 
素材原料

アンチモン鉱石 塊・粉（金属アンチモン）

輸入量 6,540 t

輸出量 325 t

酸化アンチモン
（ほぼ三酸化アンチモン）

国内生産量 4,942 t

輸入量 4,162 t

輸出量 1,474 t

高純度三酸化アンチモン

国内生産量 ―  t

輸入量 ―  t

輸出量 ―  t

※原料の三酸化アンチモン
輸入量は33t

製品・主要用途

難燃助剤（アンチモン）

需要量 3,537 t

PET重合触媒

需要量 ―

ブレーキ摩擦材

三酸化需要量 ―

三硫化需要量 ―

顔料

需要量 184 t

電子部品材料

需要量 ―

ガラス

需要量 18 t

火薬

需要量 ―

鉛蓄電池

需要量 235 t

特殊鋼

需要量 259 t

硬鉛鋳物

需要量 11 t

その他

需要量 59 t

自動車 家電
建築関連

繊維、
成形材料

自動車

各種顔料
（耐候剤）等

バリスタ・コン
デンサ等

光学ガラス等

花火

鉛蓄電池

化学装置等

ハンダ等

三硫化アンチモン

輸入量 321 t

輸出量 ―

※全量輸入、国内で粒度調整鉛、銅鉱石製錬副産物

※ 「金属アンチモン地金」の
国内生産量にカウントされていない

アンチモン合金

金属アンチモン地金

国内生産量 94 t

使用済み
蓄電池

直接の輸出入なし 国内生産あり 輸出入のみ
製造フロー

（国内製造あり）
製造フロー

（国内製造なし）
リサイクルのフ
ロー

※ 最終製品での需要量は需要の大きい三酸化・三硫化・金属アンチモンのみのもので、酢酸・五酸化・三塩化・
五塩化アンチモンは含まれていない。

※三硫化アンチモンを除き、製品の需要量＝国内で生産又は国内に輸入された素材の需要量であり、製品の輸出入量は
考慮していない。

※純分換算率：三酸化アンチモン82.5％、三硫化アンチモン71.0％  
図 1 アンチモンのマテリアルフロー(2014) 
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アンチモン化合物の化審法に基づき公表された一般化学物質としての製造・輸入数量の推

移を表 1.1 に示す26) 。 

 

表 1.1 製造・輸入数量（t）の推移 

平成（年度） 22 23 24 25 26 

塩化アンチモン X 1,000 未満 X X X 

酒石酸アンチモンカリウム ―c) X X X X 

酒石酸アンチモンナトリウム X X X X X 

フッ化アンチモン ―c) ―c) X ―c) ―c) 

アンチモン酸ナトリウム 1,000 未満 1,000 未満 1,000 未満 1,000 未満 1,000 未満

酸化アンチモン 20,000 20,000 10,000 10,000 8,000 

三硫化二アンチモン X 1,000 未満 1,000 未満 1,000 未満 X 
注：a) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含んでいない値を示す。 

      b) 「X」は届出事業者が 2 社以下のため、製造・輸入数量は公表されていない。 
         c) 公表されていない。 

 

アンチモン及びその化合物の OECD に報告している生産量は、三酸化二アンチモンとして

1,000～10,000t 未満である。 

五酸化二アンチモン、三酸化二アンチモン、アンチモン酸ソーダの生産量の推移を表 1.2

に示す28) 。 

 

表 1.2 生産量（t）の推移 

平成(年) 17 18 19 20 21 

酒石酸アンチモンカリウム

(3 水和物) 100 a) 100 a) 100 a) 100 a) 100 a) 

五酸化二アンチモン 約 300 約 300 約 300 約 300 約 300 

三酸化二アンチモン 7,792 7,778 7,939 6,934 4,764 

アンチモン酸ソーダ 約 150 約 150 約 150 約 150 約 150 

平成(年) 22 23 24 25 26 

酒石酸アンチモンカリウム

(3 水和物) 100 a) 100 a) 100 a) 100 a) 100 a) 

五酸化二アンチモン 約 300 約 300 約 300 約 300 約 300 

三酸化二アンチモン 6,846 ― b) ― b) ― b) 5,990 

アンチモン酸ソーダ 約 350 約 350 約 350 約 350 約 350 
注：a) 推定値 
  b) 公表されていない。 

   

② 輸入量 

アンチモン及びその化合物の OECD に報告している輸入量は、三酸化二アンチモンとして

1,000～10,000t 未満である。 
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アンチモンの酸化物、三硫化二アンチモン、アンチモン及びその製品（くずを含む）の輸

入量の合計値の推移を表 1.3 に示す 29)。 

 

表 1.3 輸入量の推移 

平成(年) 18 19 20 21 22 

輸入量(t) 15,741 15,915 15,235 8,701 14,461 

平成(年) 23 24 25 26 27 

輸入量(t) 12,728 11,721 10,407 12,034 10,226 
注：普通貿易統計(少額貨物(1 品目が 20 万円以下)、見本品等を除く)品別国別表より集計。 

 

③ 輸出量 

アンチモンの酸化物、アンチモン及びその製品（くずを含む）の輸出量の合計値の推移を

表 1.4 に示す29) 。 

 

表 1.4 輸出量の推移 

平成(年) 18 19 20 21 22 

輸出量(t) 2,486 2,636 2,209 2,070 2,538 

平成(年) 23 24 25 26 27 

輸出量(t) 2,261 2,050 2,222 2,081 1,875 
注：普通貿易統計(少額貨物(1 品目が 20 万円以下)、見本品等を除く)品別国別表より集計。 

 

④ 用途 

アンチモンは、鉛との合金としてバッテリーの電極、イリジウムやガリウムとの合金とし

て半導体に使用されている。また、潤滑剤、ケーブル皮膜材料、陶器、ガラスなど製造の際

の原料として使用されている1) 。 

アンチモン酸ナトリウムの主な用途は、無水物では合成樹脂の難燃助剤、三水和物では光

学用ガラスの清澄剤、ほうろう、陶磁器乳白剤とされている30)。 

五酸化二アンチモンの主な用途は、各種樹脂・繊維の難燃剤、顔料、ガラス清澄剤、電子

材料用原料とされている30) 。 

三酸化二アンチモンは、プラスチック、ビニル電線、カーテン、帆布、紙や塗料などの難

燃助剤として使われている。また、ガラス清澄剤（ガラスの気泡を除去するために添加）、

塗料、黄色顔料などにも使用されている1) 。 

五塩化アンチモンの主な用途は、フルオレンガス触媒、塩素化触媒とされている30)。 

三塩化アンチモンの主な用途は、顔料、触媒、媒染剤等とされている30) 。 

ヘキサヒドロキソアンチモン酸カリウムは、ナトリウム塩の定性的な検出に使われてい

る31) 。 

酒石酸アンチモンカリウムの主な用途は、塩化ビニル樹脂の退色抑制阻止剤、染色（木綿、

皮、毛、ナイロンなどの直接染料、塩基性染料、酸性染料の固着媒染剤）、顔料、香粧品、殺

虫剤とされている30) 。このほか、フラットパネルディスプレイの導電性付与剤にも用いられ
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ているとされ、国内の 2 大用途は染料の固着剤（2006 年の需要量 20 t）と導電性付与剤（2006

年の需要量 20 t）とされている32) 。 

このほか、人為発生源として、石炭の燃焼、廃棄物や汚泥の焼却、埋立処分場からの浸出

水などが挙げられている33) 。 

自然発生源として、大気へは風による土壌の巻き上げ、火山、海のしぶき、森林火災、生

物由来が、水域へは土壌の攪乱や風化によるアンチモンの流入が挙げられる33) 。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

アンチモン及びその化合物は、化学物質排出把握管理促進法第一種指定化学物質（政令番

号:31）に指定されている。 

アンチモン及びその化合物は、有害大気汚染物質に該当する可能性のある物質に選定されて

いる。 

アンチモンは、水質汚濁に係る要監視項目に選定されている。アンチモン及びその化合物は、

水道水質管理目標設定項目に位置づけられている。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

（1）環境中への排出量 

本物質は化管法の第一種指定化学物質である。同法に基づき公表された、平成 26 年度の届

出排出量1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体 2),3) から集計した排出量等を

表 2.1 に示す。なお、届出外排出量非対象業種・家庭・移動体の推計はなされていなかった。 

 

表 2.1 化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 26 年度） 

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 2,016 4,916 0.1 332,760 465 548,792 3,953 - - - 339,692 3,953 343,645

アンチモン及びその化合物

業種等別排出量(割合) 2,016 4,916 0.1 332,760 465 548,792 3,953 0 0 0

1,191 2,447 0 332,760 11 54,794 0 届出 届出外

(59.1%) (49.8%) (100%) (2.4%) (10.0%) 99% 1%

3,142

(79.5%)

9 1,395 0 0 66 78,179 39

(0.4%) (28.4%) (14.1%) (14.2%) (1.0%)

0 163 0 0 131 49,943 722

(3.3%) (28.1%) (9.1%) (18.3%)

0.4 570 0 0 0 25,885

(0.02%) (11.6%) (4.7%)

377 0 0 0 0 44,106 0

(18.7%) (8.0%)

90 259 0 0 1 165,990 0

(4.5%) (5.3%) (0.2%) (30.2%)

257 75 0 0 6 95,485 0

(12.8%) (1.5%) (1.3%) (17.4%)

50

(1.3%)

42 0.1 0 0 0 437 0

(2.1%) (0.002%) (0.08%)

20 7 0 0 0.2 14,453 0.0

(1.0%) (0.1%) (0.04%) (2.6%) (0.0008%)

16 0 0.1 0 0 1,235 0

(0.8%) (100%) (0.2%)

14 0 0 0 0 14,247 0

(0.7%) (2.6%)

0.1

(0.003%)

0.1

(0.002%)

0.1

(0.001%)

0.0

(0.001%)

0.0

(0.0005%)

0.0

(0.00003%)

0.0

(0.00003%)

0 0 0 0 0 3,200

(0.6%)

0 0 0 0 250 840

(53.7%) (0.2%)

一般機械器具製造業

ゴム製品製造業

医療業

自然科学研究所

計量証明業

高等教育機関

商品検査業

食料品製造業

機械修理業

電子応用装置製造業

衣服・その他の

繊維製品製造業

窯業・土石製品

製造業

総排出量の構成比(%)

非鉄金属製造業

下水道業

化学工業

繊維工業

鉄鋼業

輸送用機械器具

製造業

プラスチック製品

製造業

電気機械器具製造業

低含有率物質

金属製品製造業

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計

 

 

本物質の平成 26 年度における環境中への総排出量は、約 340 t となり、そのうち届出排出量

は約 340 t で全体の 99%であった。届出排出量のうち 2 t が大気、4.9 t が公共用水域、0.0001 t
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が土壌へ排出されるとしており、公共用水域への排出量が多い。この他に埋立処分が約 330 t、

下水道への移動量が 0.47 t、廃棄物への移動量が約 550 t であった。届出排出量の主な排出源は、

大気への排出が多い業種は非鉄金属製造業（59%）、輸送用機械器具製造業（19%）、電気機械

器具製造業（13%）であり、公共用水域への排出が多い業種は非鉄金属製造業（50%）、化学工

業（28%）、鉄鋼業（12%）であった。 

表2.1に示したようにPRTRデータでは、届出排出量は媒体別に報告されているが、届出外排

出量の推定は媒体別には行われていないため、届出外排出量対象業種の媒体別配分は届出排出

量の割合をもとに行った。届出排出量と届出外排出量を媒体別に合計したものを表 2.2 に示

す。 

 
表 2.2 環境中への推定排出量 

媒   体 推定排出量(kg) 

大   気 

水   域 

土   壌 

3,056  

7,828  

 0.1  

 

また、Nriagu4) は、アンチモン発生源として石炭燃焼（電力、産業用・家庭用）、非鉄金属鉱

業（採掘、Pb 製造、Cu-Ni 製造、Zn-Cd 製造）、非鉄金属二次製品製造、鉄鋼業、ごみ焼却（一

般廃棄物、下水汚泥）を挙げており、大気への排出量（1983 年における全世界の排出量）を推

計している。貴田ら5) は、日本全体の石炭火力による電力供給量（平成 12 年度）と Nriagu によ

る石炭焼却の排出係数を用いたアンチモンの年間排出量を 41～206 t と推計している。 

貴田ら6) は、日本のごみ排出量 5,000 万トン／年の 3/4 が焼却されたと仮定し、アンチモンの

一般廃棄物焼却炉から年間排出量を 0.3 t未満、野焼き等の非制御燃焼を仮定した場合には 445 t

と推計している。 

なお、日本で年間排出される主要な小型家電 9 品目の基板に存在するアンチモン量は、12,087 

kg/年と推計されている7)。1998 年製の使用済みパソコンに含まれるアンチモン量は、デスクト

ップ型の本体に 190 mg/kg、デスクトップ型の基板に 58 mg/kg、ノート型の基板に 53 mg/kg と

の報告がある8) 。 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

アンチモン及びその化合物の化学形態は環境中で様々に変化するため、媒体別分配割合の予

測を行うことは適切ではない。したがって、アンチモン及びその化合物の媒体別分配割合の予

測は行わなかった。 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.3 に示す。

なお、得られた環境中濃度は化学形態別の濃度ではなく、全アンチモンの濃度である。 
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表 2.3 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a) 検出 
検出率 調査地域 測定年度 文 献 

平均値 a) 平均値 下限値 b)

                      

一般環境大気  µg Sb/m3 0.00071 0.0011 0.00013 0.0028 ―c) 13/13 全国 2014 9) 

  0.00069 0.0010 0.00013 0.0022 ―c) 13/13 全国 2013 10) 
  0.00069 0.0014 0.000077 0.0057 ―c) 13/13 全国 2012 11) 
  0.00066 0.0014 0.000075 0.0058 ―c) 13/13 全国 2011 12) 
  0.0019 0.0020 0.0010 0.0031 ―c) 7/7 東京都、

大阪府 

2010 13) 

  0.0019 0.0021 0.00096 0.0033 ―c) 3/3 東京都 2009 14) 
  0.0030 0.0033 0.0018 0.0059 ―c) 7/7 東京都、

大阪府 

2008 15) 

  0.0029 0.0037 0.00064 0.0085 ―c) 12/12 全国 2007 16) 
  0.0031 0.0034 0.0011 0.0069 ―c) 9/9 全国 2006 17) 
             

室内空気 µg Sb/m3          

             

食物 d) µg Sb/g          
             

飲料水 µg Sb/L <20.0 <20.0 <0.1 5.0 e) 0.1～20.0 56/2354 全国 2014 18) 
  <15.0 <15.0 <0.1 3.0 e) 0.1～15.0 76/2276 全国 2013 19) 
  <15.0 <15.0 <0.1 5.4 e) 0.1～15.0 74/2259 全国 2012 20) 
  <15.0 <15.0 <0.1 5.0 e) 0.1～15.0 62/2211 全国 2011 21) 
  <15.0 <15.0 <0.1 4.1 e) 0.1～15.0 70/2187 全国 2010 22) 
  <15.0 <15.0 <0.1 2.8 e) 0.1～15.0 65/2083 全国 2009 23) 
  <15.0 <15.0 <0.1 4.1 e) 0.1～15.0 83/1923 全国 2008 24) 
  <15.0 <15.0 <0.1 3.6 e) 0.1～15.0 83/1876 全国 2007 25) 
  <2.0 <2.0 <0.1 4.1 e) 0.1～2.0 77/1762 全国 2006 26) 
           

地下水 µg Sb/L <2 <2 <0.2 4 0.2～2 19/281 全国 2014 27) 
  <2 <2 <0.2 5 0.2～2 26/307 全国 2013 28) 
  <2 <2 <0.2 3 0.2～2 26/292 全国 2012 29) 

  <2 <2 <0.2 5 0.2～2 19/311 全国 2011 30) 
  <2 <2 <0.2 3 0.2～2 25/306 全国 2010 31) 
  <2 <2 <0.2 3 0.2～2 17/332 全国 2009 32) 
  <2 <2 <0.2 3 0.2～2 16/386 全国 2008 33) 
  <5 <5 <0.2 4 f) 0.2～5 16/438 全国 2007 34) 
  <5 <5 <0.2 21 0.2～5 13/380 全国 2006 35) 
           

土壌 f) µg Sb/g － 0.78 0.047 7.4 － －/78 全国 － 36) 
             

公共用水域・淡水   µg Sb/L <10 <10 <0.1 110 
(34 g)) 

0.1～10 106/801 全国 2014 37) 

  <10 <10 <0.1 140 
(42 g)) 

0.1～10 114/815 全国 2013 38) 

  <2 <2 <0.1 150 
(28 g)) 

0.1～2 108/821 全国 2012 39) 

  <10 <10 <0.1 140 0.1～10 88/872 全国 2011 40) 
  <2 <2 <0.1 160 0.1～2 97/884 全国 2010 41) 
  <20 <20 <0.1 160 0.2～20 95/833 全国 2009 42) 
  <2 <2 <0.1 130 0.2～2 89/747 全国 2008 43) 
  <10 <10 <0.1 240 0.1～10 101/830 全国 2007 44) 
  <10 <10 <0.2 190 0.2～10 84/686 全国 2006 45) 
             

公共用水域・海水   µg Sb/L <2 <2 <0.2 2 
(0.2 g))

0.2～2 5/75 全国 2014 37) 

  <2 <2 <0.2 0.7 e) , g) 0.2～2 5/82 全国 2013 38) 
  <5 <5 <0.3 0.8 e), g) 0.5～5 6/69 全国 2012 39) 
  <2 <2 <0.2 <2 0.2～2 0/67 全国 2011 40) 
  <2 <2 <0.5 1 e) 0.5～2 1/70 全国 2010 41) 
  <20 <20 <0.2 1 e) 0.2～20 5/69 全国 2009 42) 
  <2 <2 <0.2 2 0.2～2 2/82 全国 2008 43) 
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媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a) 検出 
検出率 調査地域 測定年度 文 献 

平均値 a) 平均値 下限値 b)

  <2 <2 <0.2 22 0.2～2 10/87 全国 2007 44) 
  <2 <2 <0.2 1 e) 0.2～2 8/81 全国 2006 45) 
           

底質(公共用水域・淡水) h) µg Sb/g 0.034 0.077 0.002 0.28 ―c) 15/15 名古屋市 2008 46) 
                      

底質(公共用水域・海水) h) µg Sb/g 0.024 0.029 0.01 0.08 ―c) 13/13 名古屋市 2008 46) 
           

魚類(公共用水域・淡水) µg Sb/g          

           

魚類(公共用水域・海水) µg Sb/g          

             

注：a) 最大値又は幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 
   b) 検出下限値の欄の斜体で示されている値は、定量下限値として報告されている値を示す。 
   c) 公表されていない。 
   d) マーケットバスケット方式により国内 6 都市で採取した食品による一日摂取量（平均値）2.90 µg Sb/day の

報告がある47)。 
   e) 最大濃度を上回る下限値による不検出データが報告されているため、最大濃度よりも高濃度の地点が存在

する可能性がある。 
   f) 原著の値を転記。濃度データは各調査地点（78 地点）の平均値による集計値ではなく、各サンプル（514 検

体）の濃度データを集計したもの。調査地点は、森林が最も多いが、農地も含まれている。 
   g) 人為由来の可能性が高い測定結果。 
   h) 過去のデータではあるが限られた地域を調査対象とした底質調査において淡水では最大 10 µg Sb/g (1998)、

海水では最大 0.39 µg Sb/g (1997)の報告46) がある。 
 

（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

一般環境大気、飲料水、公共用水域・淡水及び食物の実測値を用いて、人に対する曝露の推

定を行った（表 2.4）。化学物質の人による一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸量、

飲水量、食事量及び土壌摂取量をそれぞれ 15 m3、2 L、2,000 g 及び 0.11 g と仮定し、体重を 50 

kg と仮定している。食物からの一日曝露量は、報告されている一日摂取量を体重 50 kg で除し

て算出した。 

 
表 2.4 各媒体中の濃度と一日曝露量 

  媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

        

  大 気     

  一般環境大気 0.00071 µg Sb/m3程度 (2014) 0.00021 µg Sb/kg/day 程度 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

平      

  水 質    

 飲料水 15.0 µg Sb/L 未満 (2012) 0.60 µg Sb/kg/day 未満 

  地下水 2 µg Sb/L 未満 (2013) 0.08 µg Sb/kg/day 未満 

均  公共用水域・淡水 10 µg Sb/L 未満 (2014) 0.4 µg Sb/kg/day 未満 

      

  食 物 濃度データは得られなかった 0.058 µg Sb/kg/day 程度 

  土 壌 データは得られなかった（過去のデータ

ではあるが 0.78 µg Sb/g（算術平均値）

程度） 

データは得られなかった（過去のデータ

ではあるが 0.0017 µg Sb/kg/day（算術平

均値）程度） 
       

  大 気   

  一般環境大気 0.0057 µg Sb/m3程度 (2012) 0.0017 µg Sb/kg/day 程度 
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  媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

     

最 水 質   

 飲料水 5.4 µg Sb/L (2012) 0.22 µg Sb/kg/day 

大  地下水 5 µg Sb/L (2013) 0.2 µg Sb/kg/day 

 公共用水域・淡水 150 µg Sb/L (2012) 6 µg Sb/kg/day 

値     

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった（過去のデータ

ではあるが 7.4 µg Sb/g 程度） 
データは得られなかった（過去のデータ

ではあるが 0.016 µg Sb/kg/day 程度） 
    

 

吸入曝露の予測最大曝露濃度は、表 2.4 に示すとおり、一般環境大気のデータから 0.0057 µg 

Sb/m3程度となった。一方、化管法に基づく平成 26 年度の大気への届出排出量をもとに、プル

ーム・パフモデル48)を用いて推定した大気中濃度の年平均値は、最大で 0.11 µg Sb/m3 となっ

た。 

 
表 2.5 人の一日曝露量 

媒 体 平均曝露量（μg Sb/kg/day） 予測最大曝露量（μg Sb/kg/day）

大 気 
 一般環境大気 0.00021 0.0017 

 室内空気   

   飲料水 0.60 0.22 

水 質  地下水 (0.08) (0.2) 

   公共用水域・淡水 0.4 6 

 食 物   0.058 0.058 

 土 壌   （過去のデータではあるが 0.0017）（過去のデータではあるが 0.016）

経口曝露量合計 ケース 1 0.058+0.60 0.278 

   ケース 2 0.058+0.4 6.058 

 参考値 1 0.0597+0.60 0.294 

  参考値 2 0.0597+0.4 6.074 

 総曝露量 ケース 1 0.05821+0.60 0.2797 

 ケース 2 0.05821+0.4 6.0597 

 参考値 1 0.05991+0.60 0.2957 

  参考値 2 0.05991+0.4 6.09 

注：1) アンダーラインを付した値は、曝露量が「検出下限値未満又は定量下限値未満」とされたものであることを

示す。 
2) （  ）内の数字は、経口曝露量合計の算出に用いていない。 
3) 食物の予測最大曝露量は、原著に摂取量の最大値が報告されていないため平均値を記載している。 
4) ケース 1 は飲料水を、ケース 2 は淡水を摂取していると仮定して計算したもの。 
5) 参考値 1、参考値 2 は、それぞれケース 1、ケース 2 に過去の土壌のデータを加えた場合を示す。 
6) 総曝露量は、吸入曝露として一般環境大気を用いて算定したものである。 

 

経口曝露の予測最大曝露量は、表 2.5 に示すとおり、飲料水及び食物のデータから算定する

と 0.28 µg Sb/kg/day であり、公共用水域・淡水及び食物のデータから算定すると 6.1 µg 

Sb/kg/day であった。一方、化管法に基づく平成 26 年度の公共用水域・淡水への届出排出量を

全国河道構造データベース49)の平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定すると、
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最大で 13 μg Sb/L となった。推定した河川中濃度を用いて経口曝露量を算出すると 0.52 μg 

Sb/kg/day となった。 

 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.6 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を人為由来の可能性が高いデータ

から設定すると、公共用水域の淡水域では 42 µg Sb/L、海域では 0.8 µg Sb/L 程度となった。 

化管法に基づく平成 26 年度の公共用水域・淡水への届出排出量を全国河道構造データベー

ス49)の平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定すると、最大で 13 μg Sb/L とな

った。 

 
表 2.6 公共用水域濃度 

水 域 平   均 最 大 値 

淡 水 10 µg Sb/L 未満 (2014) 42 µg Sb/L (2013) 

海 水 5 µg Sb/L 未満程度 (2012) 0.8 µg Sb/L 程度 (2012) 

注：1) 環境中濃度での（ ）内の数値は測定年度を示す。 
    2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む。 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

三塩化アンチモン 1.5 mg/kg をラットに静脈内投与した結果、96 時間で投与したアンチモン

の 22.4％が尿中に、24.6％が糞中に排泄されたが、そのほとんどが 24 時間以内の排泄であった。

胆汁中へは 7 時間で投与量の約 10％が排泄された 1) 。 

二酸化三アンチモン 200 mg をラットに単回強制経口投与した結果、8 日間で投与量の 3.2％

が尿中に排泄され、そのほとんどが 2～5 日後までの排泄であった。また、2％の濃度で餌に混

ぜて 8 ヶ月間投与した結果、体内のアンチモン濃度は胃内容物を除くと甲状腺で最も高く、次

いで肝臓、胃腸管組織、脾臓、腎臓、心臓の順であったが、甲状腺での濃度は肝臓の 10 倍高か

った。糞尿中への排泄は 2 相性で糞中への排泄が圧倒的に多く、糞中排泄量は投与期間終了か

ら 7 日後まで急速に減少し、その後は 30 日間以上にわたって徐々に減少した。尿中排泄量は 5

～6 日後までやや急速に減少し、その後はゆっくりと減少して、20 日後頃に糞中排泄量を上回

るようになり、48 日後も尿中への排泄がみられた 2) 。 

二酸化三アンチモン 119 mg/m3（平均粒径 1.3 µm）をラットに 80 時間吸入させた結果、1 日

当たりの尿中排泄量は曝露終了後の 3 日間で平均 12 µg（約 60 µg/kg/day）であったが、4 日目

には 2 µg 未満となった 2) 。0.25、1.08、4.92、23.46 mg/m3（空気動力学的質量中央粒径 MMAD 

3.1～4.8 µm）を 13 週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させたラットでは、アンチモンの肺への蓄積

は 2 相性であり、雄は 2 週間後、雌は 4 週間後から緩慢となったが、各群の第 2 相の蓄積速度

に明らかな差はなく、平衡に達することもなかった。0.06、0.51、4.50 mg/m3（MMAD 3.8～4.6 µm）

を 52 週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた場合には、いずれの群も 6 ヶ月までにほぼ平衡状態

に達した。13 週間又は 52 週間曝露終了後の肺からの消失は 1 相性であり、曝露終了時の二酸化

三アンチモン濃度と半減期は線形関係にあり、肺中濃度が 10 µg/g の場合に約 3 ヶ月、2,000 µg/g

の場合に約 10 ヶ月の半減期であった 3) 。122Sb 及び 124Sb でラベルした 1.52 mg/kg（体積中央粒

径 7.0 µm）を気管内投与したハムスターでは、放射活性は肺から 2 相性で消失し、半減期は第

1 相が 40 時間、第 2 相が 20～40 日であり、190 日後には投与量の 60％が肺に、7％が肝臓に、

0.1～0.2％が腎臓や胃、気管に残存していた。同様にして 13.3、19.5 µm の粒子を投与した場合

には、190 日後の肺で 49％、45％、肝臓で 9％、13％、腎臓や胃、気管で 0.2～0.6％、0.2～0.4％

の残存がみられ、粒径の増加に伴う肺での減少と肝臓での増加は粘膜線毛輸送による排出と消

化管での吸収を示唆するものと考えられた 4) 。 
124Sb でラベルした酒石酸アンチモンを 3 価又は 5 価に調整してシリアンハムスターに強制経

口投与（1 mL）した結果、いずれの場合も全身の放射活性は 1 日未満の半減期で消失し、4 日

後の体内残留は投与量の 1.6％（3 価）、2％（5 価）であり、その 61％、64％が消化管内にあっ

た。また、それらの粒子（空気動力学的放射活性中央粒径 AMAD 1.6 µm）をハムスターの鼻部

に曝露して吸入させた結果、全身の放射活性は 2 相性で消失し、1 日後には曝露直後の 65％（3

価）、60％（5 価）まで減少し、1 日後の 90％が 7 日後までに消失した。第 2 相の半減期は約 16

日であり、排泄パターンには価数による違いはなかった。体内分布にも価数による大きな違い

はなく、肝臓、大腿骨、皮膚で高かったが、肝臓では 3 価＞5 価の関係にあってその差は 5 日後

に最大となり、5 価では終了時（32 日後）まで大腿骨＞肝臓の関係にあったが、3 価では 15 日
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後まで肝臓＞大腿骨の関係にあった 5) 。また、異なった粒径（AMAD 0.3、0.7、1.6 µm）に調整

してマウスの頭部に 10 分間曝露した結果、全身の放射活性は 2 相で消失し、第 2 相の半減期は

0.3 及び 0.7 µm 群で 39 日、1.6 µm 群で 28 日であり、1.6 → 0.3 µm の粒径変化は 52 日後の体

内濃度で肺では 8.6 倍の増加、大腿骨では 3.3 倍の減少をもたらすと見積もられた 6) 。 

ヒトでは、酒石酸アンチモンカリウムを誤って経口摂取した中毒事例からアンチモンの吸収

率は 5％と見積もられた 7) 。原子炉配管切断時の事故で 125Sb の酸化物粉じん（AMAD 5 µm 程

度）を吸入した炉労働者では、肺の放射活性の半減期は非喫煙者で 600～1,100 時間、喫煙者で

1,700～3,700 時間であり、事故から 180 日後でも初期肺胞沈着量（事故の 7 日後）の 51％以上

が肺に残留していた 8) 。 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 9) 

【アンチモン】 
動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 100 mg/kg 

 

【三酸化二アンチモン】 
動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 >34,600 mg/kg 
ウサギ 経皮 LDLo 2,000 mg/kg 

 

【三塩化アンチモン】 
動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 525 mg/kg 

モルモット 経口 LD50 574 mg/kg 
 

【五塩化アンチモン】 
動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 1,115 mg/kg 

モルモット 経口 LD50 900 mg/kg 
ラット 吸入 LC50 720 mg/m3 (2 hr) 
マウス 吸入 LC50 620 mg/m3  

注：（ ）内の時間は曝露時間を示す。 
 

【酒石酸アンチモン】 
動物種 経路 致死量、中毒量等 
ウサギ 経口 LDLo 115 mg/kg 

 

【酒石酸アンチモンカリウム】 
動物種 経路 致死量、中毒量等 
ヒト 経口 LDLo 1,857 µg/kg 

ラット 経口 LD50 115 mg/kg 
マウス 経口 LD50 600 mg/kg 
マウス 経口 LDLo 600 mg/kg 
ウサギ 経口 LD50 115 mg/kg 
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【水素化アンチモン】 
動物種 経路 致死量、中毒量等 
マウス 吸入 LCLo 100 ppm[510 mg/m3] (1 hr) 
マウス 吸入 LCLo 500 mg/m3 (20 min) 

モルモット 吸入 LCLo 92 ppm[469 mg/m3] (1 hr) 
モルモット 吸入 LCLo 500 mg/m3 (20 min) 
ウサギ 吸入 LCLo 500 mg/m3 (20 min) 
ネコ 吸入 LCLo 40 ppm[204 mg/m3] (1 hr) 
ネコ 吸入 LCLo 500 mg/m3 (20 min) 
イヌ 吸入 LCLo 40 ppm[204 mg/m3] (1 hr) 
イヌ 吸入 LCLo 500 mg/m3 (20 min) 
イヌ 吸入 LCLo 200 mg/m3 (1 hr) 

注：（ ）内の時間は曝露時間を示す。 

 

【三ふっ化アンチモン】 
動物種 経路 致死量、中毒量等 
マウス 経口 LD50 804 mg/kg 

 

【五ふっ化アンチモン】 
動物種 経路 致死量、中毒量等 
マウス 吸入 LC50 270 mg/m3 

 

アンチモンは眼に機械的刺激を引き起こすことがあり、眼に入ると発赤や痛みを生じる。

経口摂取すると腹痛、嘔吐、下痢を生じ、吸入ではさらに咳の症状も加わる 10) 。 

三酸化二アンチモンは眼、皮膚、気道を軽度に刺激する。吸入すると咳、頭痛、吐き気、

咽頭痛、嘔吐を生じ、経口摂取ではさらに腹痛や下痢、胃の灼熱感の症状も加わる。眼に入

ると発赤、痛み、皮膚に付くと発赤、痛み、水疱を生じる 11) 。 

三塩化アンチモンは気道に対して腐食性を示し、吸入すると咽頭痛、咳、灼熱感、息切れ、

腹痛を生じ、肺水腫を引き起こすことがある。経口摂取すると腐食性を示し、灼熱感、胃痙

攣、吐き気、嘔吐、ショック/虚脱を生じる。眼、皮膚に対して腐食性を示し、痛みや発赤、

重度の熱傷を生じる 12)
 。 

 

② 中・長期毒性 

ア）Wistar ラット雌雄各 12 匹を 1 群とし、0、0.1、0.5、2％の濃度で三酸化二アンチモンを

餌に混ぜて 90 日間投与した結果、一般状態や体重、生存率に影響はなかった。2％群の雌

雄で血清 ALP の有意な低下と雌で血清 GOT（AST）の有意な増加、雌雄で肝臓重量の軽度

（約 10％）な増加などの変化がみられたが、肝臓を含むいずれの組織にも影響がなかった

ことから、偶発的な変化と考えられた。摂餌量から求めた用量は雄で 0、70、352、1,408 mg 

Sb/kg/day、雌で 0、81、413、1,750 mg Sb/kg/day であった 13) 。この結果から、NOAEL を 2％

（雄 1,408 mg Sb/kg/day、雌 1,750 mg Sb/kg/day）以上とする。 

 

イ）Wistar ラット雄 12～15 匹を 1 群とし、0、0.5、1、2％の濃度でアンチモンを餌に混ぜて

24 週間投与した結果、0.5％以上の群で体重増加の抑制、肝細胞索の乱れ及び混濁腫脹、1％
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以上の群で白血球数の減少、2%群でヘマトクリット値及びヘモグロビン濃度の減少、脾臓

及び精巣相対重量の増加と肝臓相対重量の減少などがみられたが、体重への影響以外はい

ずれも軽度であった。なお、摂餌量から求めた 2％群のアンチモン摂取量は約 1,300 

mg/kg/day と見積もられた 14) 。 

 

ウ）Fischer 344 ラット雌雄各 10 匹を 1 群として 0、0.015、0.030、0.065、0.125、0.25％（0、

16、28、59、94、168 mg /kg/day）、B6C3F1マウス雌雄各 10 匹を 1 群として 0、0.03、0.065、

0.125、0.25、0.5％（0、59、98、174、273、407 mg/kg/day）の濃度で酒石酸アンチモンカ

リウムを飲水に添加して 14日間投与した結果、ラットでは 0.25％群の雌雄で肝臓相対重量、

雌で腎臓相対重量の増加がみられ、雄の尿細管上皮における好酸性小体の明瞭化がみられ

た以外には、影響はなかった。マウスでは 0.5％群の雌 1 匹が死亡し、0.25％以上の群の雄

及び 0.5％群の雄で体重増加の有意な抑制が最初の 8 日間にみられたが、0.5％群の雄を除く

各群では 16 日後までに体重への影響は消失した。0.5％群の雌雄の全数で主に小葉中心性の

肝細胞空胞化を認め、雄 1 匹及び雌 3 匹の前胃では過形成変化を伴った扁平上皮の壊死、

炎症及び潰瘍形成がみられた 15) 。この結果から、NOAEL をラットで 0.125％（94 mg/kg/day 

(34 mg Sb/kg/day)）、マウスで 0.25％（273 mg/kg/day (100 mg Sb/kg/day)）とする。 

 

エ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、0.00005、0.0005、0.005、0.05％（雄 0、

0.06、0.56、5.58、42.17 mg Sb/kg/day、雌 0、0.06、0.64、6.13、45.69 mg Sb/kg/day）の濃度

で酒石酸アンチモンカリウムを飲水に添加して 13 週間投与した結果、死亡や一般状態に影

響はなかったが、0.05％群の飲水量は対照群や低濃度群の約 35％少なく、0.05％群の雄で 6

週以降、雌で 12 週以降に体重増加の有意な抑制を認めた。0.00005％以上の群の雌雄で肝細

胞核の大小不同、雌で脾洞の過形成、0.0005％以上の群の雄で赤脾髄のうっ血、雌で血糖値

低下、0.005％群の雌で胸腺相対重量の減少、0.005％以上の群の雌で甲状腺ホルモン結合タ

ンパク比の上昇、0.05％群の雌雄で摂餌量の減少、腎臓相対重量の増加、血清クレアチニン

及び ALP の低下、肝細胞の線維化、雄で血尿、雌で血清コレステロール及び総タンパク質

の低下などがみられた。この結果から、著者らは 0.00005％以上の群でみられた肝細胞核の

大小不同、脾洞の過形成は適応反応であると考え、0.0005％以上の群の赤脾髄のうっ血、血

糖値低下を指標として NOAEL を 0.00005％（0.06 mg Sb/kg/day）とした 16) 。しかし、肝細

胞核の大小不同、脾洞の過形成等の形態学的変化、血糖値低下などの血液生化学的変化は

いずれも明らかな毒性の徴候を伴わず、用量依存性に乏しく、対照群にも普通にみられ、

正常な生理学的範囲に収まるもので適応反応と考えられることから、0.05％群でみられた体

重増加の抑制、飲水量及び摂餌量の減少を指標に NOAEL は 0.005％（雌雄平均で 6.0 mg 

Sb/kg/day）が適切と考えられた 17) 。これらの結果から、NOAEL を 6.0 mg Sb/kg/day とする。 

 

オ）Long-Evans ラット及び CD マウス雌雄各 51～59 匹を 1 群とし、0、0.0005％の濃度で酒

石酸アンチモンカリウムを飲水に添加して生涯にわたって投与した結果、ラットでは体重

への影響はなかったが、0.0005％群の雌雄の寿命は有意に短かった。また、28 ヶ月齢時に

実施した血液及び尿の検査では 0.0005％群の雌雄で血糖値の有意な低下、雄でコレステロ

ールの有意な増加、雌でコレステロールの有意な減少を認めた。一方、マウスでは体重や
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生存期間、組織等への影響はなかった 18, 19) 。しかし、寿命を評価指標とした試験は稀で多

くの交絡要因の影響を受けやすく、コレステロールの変化も雌雄で異なり、ラットの試験

時には肺炎の発生もあったことから、本試験結果の信頼性は低いと考えられた 17) 。 

 

カ）Fischer 344 ラット雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、0.25、1.08、4.92、23.46 mg/m3（MMAD 3.1

～4.8 µm）の三酸化二アンチモンを 13 週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、0.25 mg/m3

以上の群の雌雄各 30％で角膜異常がみられ、23.46 mg/m3群の雄で体重増加の有意な抑制、

4.92 mg/m3以上の群の雄及び 23.46 mg/m3群の雌で肺の絶対及び相対重量の有意な増加を認

め、27 週間の回復期間内も 23.46 mg/m3 群の肺重量は高いままであった。対照群を含む全

群で慢性間質性肺炎がみられ、発生率及び重篤度は各群で同程度であったが、回復期間内

には 23.46 mg/m3群で最も頻繁にみられ、肉芽腫性炎も 23.46 mg/m3 群の回復期間内に高い

頻度でみられた。4.92 mg/m3以上の群の雌雄で肺胞マクロファージ、0.25 mg/m3以上の群の

雌雄で粒子状異物を含む肺胞マクロファージの増加を認め、それらの発生率及び重篤度は

曝露期間内よりも回復期間の方が高かった 3) 。なお、対照群を含む全群に肺炎がみられた

ことから、NOAEL 等の評価はしない。 

 

キ）Fischer 344 ラット雌雄各 65 匹を 1 群とし、0、0.06、0.51、4.50 mg/m3（MMAD 3.8～4.6 µm）

の三酸化二アンチモンを 52 週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、体重や一般状態、

血液、血液生化学に影響はなく、肺重量にも影響はなかった。対照群を含む全群で同程度

にみられた慢性間質性肺炎は 1 年間の回復期間後には 0.51 mg/m3 以上の群の雌及び 4.50 

mg/m3群の雄で重症度が増加し、ほぼ全数にみられるようになった。また、0.06 mg/m3以上

の群の雌雄で肺胞や血管周囲、細気管支周囲、気管支周囲のリンパ節でマクロファージや

粒子状異物を含むマクロファージの増加を認め、それらの発生率及び重篤度は曝露期間内

よりも回復期間の方が高かった 3) 。なお、対照群を含む全群に肺炎がみられたことから、

NOAEL 等の評価はしない。 

 

ク）Fischer 344 ラット雌 49～51 匹を 1 群とし、0、1.6、4.2 mg Sb/m3（粒径 0.4～0.44 µm）の

三酸化二アンチモンを 1 年間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、1.6 mg Sb /m3以上の

群の肺で重量増加、限局性線維症、腺腫様増殖、多核巨細胞、着色したマクロファージが

みられたとした報告があった 20) 。 

 

ケ）Wistar Han ラット及び B6C3F1マウス雌雄各 5 匹を 1 群とし、0、3.75、7.5、15、30、60 mg/m3

（MMAD 1.3～1.5 µm）の三酸化二アンチモンを 2 週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結

果、体重や一般状態、生存率に影響はなかった。ラットでは 30 mg/m3以上の群の雄で肺相

対重量、雌で肺の絶対及び相対重量、60 mg/m3群の雄で肺絶対重量の有意な増加、3.75 mg/m3

以上の群の雌雄の肺で異物、30 mg/m3以上の群の雌雄で慢性活動性肺炎の発生率に有意な

増加を認めた。また、3.75、7.5、15 mg/m3群の雌各 1 匹、30 mg/m3以上の群の雌雄各 2～3

匹で喉頭蓋に軽微な扁平上皮化生がみられた。マウスでは 3.75 mg/m3以上の群の雌及び 60 

mg/m3群の雄で肺相対重量、7.5 mg/m3以上の群の雄及び 15 mg/m3以上の群の雌で肺絶対重

量の有意な増加、3.75 mg/m3以上の群の雌雄の肺で異物、30 mg/m3 以上の群の雌雄で喉頭
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蓋の扁平上皮化生の発生率に有意な増加を認め、15 mg/m3群の雄 1 匹、3.75、7.5、15 mg/m3

群の雌各 2～3匹でも喉頭蓋の扁平上皮化生がみられた 21) 。この結果から、ラットでNOAEL

を 15 mg/m3（曝露状況で補正：2.68 mg/m3 (2.2 mg Sb/m3)）、マウスで LOAEL を 3.75 mg/m3

（曝露状況で補正：0.67 mg/m3 (0.56 mg Sb/m3)）とする。なお、引用文献 21) の知見は NTP

の中間報告（2016 年 12 月時点）であるが、検査データの信頼性を鑑みて、本初期評価とし

て採用した（以下、同じ）。 

 

コ）Wistar Han ラット雌雄各 60 匹を 1 群とし、0、3、10、30 mg/m3（MMAD 0.9～1.5 µm）

の三酸化二アンチモンを 105 週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、10 mg/m3以上の

群の雌で生存率の有意な低下を認め、肺の蛋白症が主要な死因であった。30 mg/m3群の雄

及び 3 mg/m3以上の群の雌で体重増加の抑制、10 mg/m3以上の群の雌雄で異常呼吸、チア

ノーゼ、痩せがみられ、12 ヶ月時の途中剖検では 3 mg/m3以上の群の雌雄で肺の絶対及び

相対重量の有意な増加、10 mg/m3 以上の群の雄で肝臓相対重量の有意な増加を認めた。3 

mg/m3 以上の群の雌雄の肺で異物、慢性活動性炎症、化膿性肺胞炎症、血管周囲性のリン

パ球浸潤、蛋白症、肺胞上皮過形成、細気管支上皮過形成、線維化、気管支及び縦隔リン

パ節で異物、リンパ組織過形成、雌の網膜で萎縮の発生率に有意な増加を認め、異物は喉

頭や気管、鼻腔でも有意に増加した。また、10 mg/m3以上の群の雌及び 30 mg/m3 群の雄の

尿細管で硝子滴の蓄積、30 mg/m3 群の雌雄の鼻腔で呼吸上皮の過形成及び扁平上皮化生、

膵臓で動脈の慢性活動性炎症や壊死、腸間膜動脈の慢性活動性炎症、骨髄で造血組織の過

形成、雄で眼の毛様体の急性炎症、雌で腎症の発生率に有意な増加を認めた 21) 。この結果

から、LOAEL を 3 mg/m3（曝露状況で補正：0.54 mg/m3 (0.45 mg Sb/m3)）とする。 

 

サ）B6C3F1マウス雌雄各 60 匹を 1 群とし、0、3、10、30 mg/m3（MMAD 0.9～1.5 µm）の三

酸化二アンチモンを 105 週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、10 mg/m3以上の群の

雌雄で生存率の有意な低下を認め、雄では肺の炎症と肺胞/細気管支癌、雌では肺の炎症と

悪性リンパ腫が主な死因であった。3 mg/m3以上の群の雄及び 10 mg/m3以上の群の雌で体

重増加の抑制、3 mg/m3 以上の群の雌雄で異常呼吸、痩せがみられ、12 ヶ月時の途中剖検

では 3 mg/m3以上の群の雄及び 10 mg/m3以上の群の雌で肺の絶対及び相対重量、10 mg/m3

以上の群の雌雄で胸腺の絶対及び相対重量の有意な増加を認めた。3 mg/m3以上の群の雌雄

の肺で異物、リンパ球浸潤、慢性活動性炎症、肺胞の線維化、胸膜の線維化及び炎症、肺

胞上皮過形成、細気管支上皮過形成、気管支リンパ節で異物、リンパ組織過形成、縦隔リ

ンパ節や喉頭、気管、鼻腔で異物の発生率に有意な増加を認めた。また、3 mg/m3以上の群

の雄及び 10 mg/m3以上の群の雌の縦隔リンパ節でリンパ組織過形成、骨髄で造血組織の過

形成、3 mg/m3以上の群の雌及び 10 mg/m3以上の群の雄の胸腺で細胞枯渇、10 mg/m3以上

の群の雌雄の喉頭で呼吸上皮過形成、10 mg/m3以上の群の雄及び 30 mg/m3群の雌の喉頭で

呼吸上皮の扁平上皮化生、10 mg/m3以上の群の雌雄の心臓で心外膜の慢性活動性炎症、30 

mg/m3 群の雄の前胃で慢性活動性炎症、雌の脾臓で造血細胞の増殖などの発生率に有意な

増加を認めた 21) 。この結果から、LOAEL を 3 mg/m3（曝露状況で補正：0.54 mg/m3 (0.45 mg 

Sb/m3)）とする。 
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③ 生殖・発生毒性 

ア）Wistar ラット雄 7～8 匹を 1 群とし、0、12、1,200 mg/kg/day の三酸化二アンチモン、27.4 

mg/kg/day の酒石酸アンチモンカリウムを 4 週間（3 日/週）強制経口投与した結果、体重や

精巣、精巣上体、腹側前立腺、精嚢の重量に影響はなく、精子の数や運動性、形態にも影

響はなかった。三酸化二アンチモンの 12 mg/kg/day 群で 1/8 匹、1,200 mg/kg/day 群で 1/7 匹

に排精の遅延がみられたが、その頻度はいずれも 1％未満であった 22) 。 

 

イ）CD-1 マウス雄 8～10 匹を 1 群とし、0、12、1,200 mg/kg/day の三酸化二アンチモン、27.4 

mg/kg/day の酒石酸アンチモンカリウムを 4 週間（5 日/週）強制経口投与した結果、体重や

精巣、精巣上体、腹側前立腺、精嚢の重量に影響はなく、精子の数や運動性、形態にも影

響はなかった。三酸化二アンチモンの 12 mg/kg/day 群で 1/10 匹に精上皮の剥脱がみられ、

その頻度は 50％を超えたが、1,200 mg/kg/day 群には明瞭な剥脱頻度の増加はなかった 22) 。 

 

ウ）Sprague-Dawley ラット雌 5 匹を 1 群とし、0、0.39、0.73、1.48、6.07 mg/m3（MMAD 1.59

～1.96 µm）の三酸化二アンチモンを妊娠 0 日から妊娠 19 日まで鼻部に曝露（6 時間/日）

して実施した用量設定の予備試験では、母ラットに影響はなかったが、6.07 mg/m3 群の胎

仔で軽度の発育遅延（体重、頭臀長）がみられた。このため、雌 26 匹を 1 群とし、0、2.6、

4.4、6.3 mg/m3（MMAD 1.59～1.82 µm）を同様に吸入させた結果、2.6 mg/m3以上の群で肺

重量の有意な増加、肺胞マクロファージの着色と炎症、赤血球量の有意な増加を認めたが、

着床数や胎仔の体重、頭臀長、性比、外表、内臓、骨格に影響はなかった 23) 。この結果か

ら、母ラットで LOAEL を 2.6 mg/m3（曝露状況で補正：0.65 mg/m3 (0.54 mg Sb/m3)）、胎仔

で NOAEL を 6.3 mg/m3（曝露状況で補正：1.6 mg/m3 (1.3 mg Sb/m3)）以上とする。 

 

エ）雌ラット（系統不明）6～7 匹を 1 群とし、0、0.027、0.082、0.27 mg/m3（粒径不明）の

三酸化二アンチモンを妊娠期間中（21 日間連続）に吸入させた結果、母ラットの体重に影

響はなかったが、0.082 mg/m3群の胎仔で低体重、0.082 mg/m3以上の群で着床前後の胚損失

や胎仔死亡の増加、胎仔の肝臓周辺部及び脳くも膜の出血、腎盂及び脳室の拡張がみられ

たとした報告があったが、詳細は不明であった 24) 。 

 

④ ヒトへの影響 

ア）手作りケーキのレシピに記載のあった酒石酸水素カリウムと混同し、酒石酸アンチモン

カリウム（推定 6 g）を用いたケーキを食べた 4 人では、入院時に重篤な腹部痙攣、吐き気、

持続性嘔吐、水様便がみられ、酸素分圧低下のため、酸素吸入が必要であったが、3 人は治

療により、12 日後に退院し、その後の経過も良好であった。残る 1 人は 93 歳の高齢者で慢

性心臓病、心筋梗塞、慢性閉塞性肺疾患の既往歴があり、入院時には著しいチアノーゼと

吐血がみられ、間もなくして切迫心不全と切迫呼吸不全を発症し、2 日目には広範な消化管

出血を起こし、3 日目に多臓器不全で死亡した 7) 。 

 

イ）ろう付け棒製造工場のアンチモン溶融工程に従事し、皮膚炎を発症した28歳の労働者は、
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破砕したアンチモン鋳塊をるつぼで溶融する作業に 3 年間従事しており、前腕、胴、額に

小胞状の丘疹や膿疱の発疹を生じた。アンチモンの気中濃度は 0.39 mg Sb/m3（8 時間加重

平均）、尿中濃度は 53.2 µg Sb/L であった。また、同じ作業に従事した 33 歳の労働者では

腕に小胞状の丘疹や膿疱、胴体部に乾燥した湿疹様斑点がみられ、31 歳のもう 1 人では、

前腕に紅斑状の丘疹、脚と背に丘疹がみられた。3 人とも配置転換によりアンチモン関連作

業から離れると皮膚炎は完治した。金属アンチモンは溶融過程で蒸発し、空気中で凝固す

る際に酸化されて三酸化二アンチモンのフュームを生じることから、金属アンチモンの粉

じんや三酸化二アンチモンのフュームによる皮膚炎と考えられた 25) 。 

 

ウ）イタリアの壁面装飾タイル製造工場 5 ヶ所のエナメル職人 126 人、装飾職人 64 人を対象

とした金属酸化物顔料等のパッチテストでは、各 1 人が三酸化二アンチモンに陽性反応を

示し、そのうち 1 人は皮膚炎患者であった 26) 。 

 

エ）旧ユーゴスラビアのアンチモン製錬工場に 9～31 年間勤務し、専ら精錬工としての作業

に従事し、じん肺に罹患した男性労働者 51 人の調査では、アンチモン酸化物曝露の特徴で

あるオレンジ色の着色は前歯にみられなかったが、31 人に色素沈着と小水疱性あるいは嚢

胞性発疹を特徴とした「アンチモン皮膚炎」がみられ、夏場の暑い時期や溶鉱炉そばの暑

い場所での作業時に発症することが多かった。しかし、胸部 X 線検査や臨床所見、肺機能

検査の結果には特徴がなく、他のじん肺と同様の結果であったことから、アンチモンとじ

ん肺との関連は不明であった 27) 。 

 

オ）旧ソ連のアンチモン冶金工場で働く女性労働者 318 人、対照群 115 人を対象にして 1962

～1964 年に実施した調査では、月経周期の異常が曝露群の 61.2％、対照群の 35.7％、自然

流産が曝露群の 12.5％、対照群の 4.1％、未熟児出産が曝露群の 3.4％、対照群の 1.2％にみ

られ、新生児の体重は両群でほぼ同じであっても、その後の体重増加の遅延が曝露群でみ

られた。曝露群の血液からは対照群の 12～16 倍のアンチモンが検出され、曝露群の労働者

では母乳や羊水、胎盤、臍帯血からもアンチモンが検出された 28) 。このため、著者はアン

チモンによる影響と結論したが、不明な点が多く、信頼性は低いと考えられた。 

 

（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
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表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC (1989) 2B 
 
3 

三酸化二アンチモン：ヒトに対して発がん性があるか

もしれない 
三硫化二アンチモン：ヒトに対する発がん性について

は分類できない 

EU EU (2008) 2 三酸化二アンチモン：ヒトに対して発がん性であると

みなされるべき物質 

 EPA －  

USA ACGIH (1975) A2 三酸化二アンチモン製造：ヒト発がん物質の疑いあり

 NTP － 

日本 日本産業衛生学会 

(1991) 

第 2
群 B

三酸化二アンチモン：ヒトに対しておそらく発がん性

があると判断できる物質のうち、証拠が比較的十分で

ない物質 

ドイツ DFG (2005) 2 ヒトに対して発がん性があると考えられる物質 
 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、三酸化二アンチモンは代謝活性化系（S9）添加の有無にかかわらず

ネズミチフス菌 29,30) 、大腸菌 30) 、マウスリンパ腫細胞（L5178Y）30) で遺伝子突然変異を

誘発しなかったが、S9 無添加の枯草菌で DNA 傷害 29, 31) 、チャイニーズハムスター肺細胞

（V79）29) 、ヒト末梢血リンパ球 32) で姉妹染色分体交換を誘発し、S9 添加の有無にかかわ

らずヒト末梢血リンパ球で染色体異常を誘発した 30) 。 

三塩化アンチモンは S9 添加の有無にかかわらずネズミチフス菌 29, 33) で遺伝子突然変異

を誘発しなかったが、S9 無添加の枯草菌で DNA 傷害 29, 31) 、チャイニーズハムスター肺細

胞（V79）29) 、ヒト末梢血リンパ球 32) で姉妹染色分体交換を誘発し、チャイニーズハムス

ター肺細胞（V79）34) 、チャイニーズハムスター卵巣細胞（CHO-K1）35) 、ヒト気管支上皮

細胞（BES-6）35) 、ヒト線維芽細胞 35) 、ヒト末梢血リンパ球 36) で小核を誘発した。大腸

菌で DNA 傷害を誘発しなかったが 37) 、ヒト末梢血リンパ球で DNA 傷害を誘発した 36) 。 

五酸化二アンチモン 29) 、五塩化アンチモン 29) 、酒石酸アンチモンカリウム 38) は S9 添

加の有無にかかわらずネズミチフス菌で遺伝子突然変異を誘発しなかった。 

in vivo 試験系では、三酸化二アンチモンは経口投与したマウスの骨髄細胞で染色体異常

を誘発したが 39) 、小核を誘発しなかった 30) 。経口投与したラットの肝臓で不定期 DNA 合

成を誘発しなかった 30) 。吸入曝露したラットの末梢血赤血球で小核を誘発しなかったが、

マウスでは小核を誘発し、ラットの肺細胞、白血球、マウスの白血球で DNA 傷害を誘発し

なかったが、マウスの肺細胞で DNA 傷害を誘発した 21) 。三酸化二アンチモンに職業曝露

した労働者の末梢血リンパ球で小核、姉妹染色分体交換の誘発はみられなかったが、酸化

的 DNA 傷害の誘発を認め、アンチモンの遺伝子傷害性における酸化的 DNA 傷害の関与が

示唆された 40) 。 
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○ 実験動物に関する発がん性の知見 

Long-Evans ラット及び CD マウス雌雄各 51～59 匹を 1 群とし、0、0.0005％の濃度で酒

石酸アンチモンカリウムを飲水に添加して生涯にわたって投与した結果、ラット及びマウ

スの雌雄で腫瘍の発生率に有意な増加はなかった 18, 19) 。 

Fischer 344 ラット雌 49～51 匹を 1 群とし、0、1.6、4.2 mg Sb/m3（粒径 0.4～0.44 µm）の

三酸化二アンチモンを 1 年間（6 時間/日、5 日/週）吸入させ、その後 1 年間飼育した結果、

4.2 mg Sb/m3群で細気管支/肺胞腫瘍（硬癌、腺腫、扁平上皮癌）の発生率に有意な増加を

認めたが、その他の組織では腫瘍の発生率に有意差はなかったとした報告があった 20) 。 

Wistar ラット雌雄各 90 匹を 1 群とし、0、45 mg/m3（MMAD 2.80 µm）の三酸化二アンチ

モン、36～40 mg/m3（MMAD 4.78 µm）のアンチモン鉱石（主に三硫化二アンチモン）を

52 週間（7 時間/日、5 日/週）吸入させ、その後 20 週間飼育した結果、三酸化二アンチモ

ン曝露群の雌、アンチモン鉱石曝露群の雌で肺腫瘍の発生率に有意な増加を認めた。雄で

はいずれの群にも肺腫瘍の発生はなく、肺を除く組織では雌雄ともに腫瘍の発生率に有意

な増加はなかった。なお、不純物として含まれるヒ素の影響が懸念されたことから、ヒ素

の体内濃度を測定した結果、12 ヶ月後の血液中ヒ素濃度は各群の雌で有意に高かった 41) 。 

Fischer 344 ラット雌雄各 65 匹を 1 群とし、0、0.06、0.51、4.50 mg/m3（MMAD 3.8～4.6 µm）

の三酸化二アンチモンを 52 週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、腫瘍の発生率に増

加はなかった 3) 。 

Wistar Han ラット雌雄各 60 匹を 1 群とし、0、3、10、30 mg/m3（MMAD 0.9～1.5 µm）

の三酸化二アンチモンを 105 週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、30 mg/m3群の雄

で良性の褐色細胞腫、雌で良性の褐色細胞腫、良性＋悪性の褐色細胞腫の発生率に有意な

増加を認め、10 mg/m3以上の群の雌雄で細気管支/肺胞腺腫、雄で細気管支/肺胞の腺腫＋癌

の発生率に増加がみられた。また、30 mg/m3 群の雌 3/50 匹の肺にみられた嚢胞性角化上皮

腫又は扁平上皮癌は自然発生率（0％）を上回っていた 21) 。 

B6C3F1マウス雌雄各 60 匹を 1 群とし、0、3、10、30 mg/m3（MMAD 0.9～1.5 µm）の三

酸化二アンチモンを 105 週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、3 mg/m3以上の群の雌

雄の肺で細気管支/肺胞の癌、腺腫＋癌、雌で細気管支/肺胞腺腫、悪性リンパ腫の発生率に

有意な増加を認めた。また、30 mg/m3群の雄の皮膚で線維性組織球腫、線維性組織球腫＋

線維肉腫の発生率に有意な増加を認め、雌 2/50 匹にみられた扁平上皮癌は自然発生率（0％）

を上回っていた 21) 。 

これらの結果から、NTP（2016）は Wistar Han ラットの雌雄で幾つかの発がん性の証拠

があり、B6C3F1マウスの雌雄で明らかな発がん性の証拠があったとしている 21)。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

旧ユーゴスラビアのアンチモン製錬工場に 9～31 年間勤務し、専ら精錬工としての作業

に従事し、じん肺に罹患した男性労働者 51 人の調査では、がんの発生率が増加したという

データはなかった 27) 。 

スウェーデンのアンチモン製錬工場の労働者で 1976 年から 1978 年に死亡した 40 人（平

均年齢 66.6 歳、悪性腫瘍 15 人、循環器疾患 17 人、その他 8 人）、工場から約 50 km 離れ
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た対照地方の死亡者 11 人（平均年齢 67.5 歳、心筋梗塞 7 人、脳出血 3 人、器質性大動脈疾

患 1 人）について体内のアンチモン濃度を調べた結果、労働者の肺のアンチモン濃度は対

照群の 12 倍と有意に高く、退職後の経過年数に応じて濃度が低下する傾向はなかった。肺

がんで死亡した労働者は 6 人であったが、他の悪性腫瘍や循環器疾患、その他の死因で死

亡した労働者との間で、肺のアンチモン濃度に有意差はなかった。肝臓、腎臓のアンチモ

ン濃度については、労働者群と対照群で差はなかった 42) 。 

イギリスのアンチモン製錬工場に 1961 年 1 月 1 日時点で勤務していた男性労働者 1,420

人を対象にした死因調査では、1992 年末までに 357 人が死亡していた。労働者をアンチモ

ン部門、ジルコン砂部門、メンテナンス部門、その他の部門に分け、工場のある地域の男

性人口からがんの期待値を求めると、アンチモン部門で肺がん、メンテナンス部門で全が

ん、肺がん、肺・胃以外のがんの観察値は有意に高かった。また、肺がんの観察値は 1961

年以前に雇用されたアンチモン部門、メンテナンス部門の労働者で有意に高く、アンチモ

ン部門の労働者では最初の曝露から肺がんによる死亡までに最低20年の潜伏期間が認めら

れたが、勤続年数と肺がん死亡との間には関連は認められなかった。なお、労働者は他に

も多くの化学物質に曝露されているために、この増加をもたらした化学物質を特定できな

かった 43) 。 

テキサス州のアンチモン製錬工場で 1937 年から 1971 年の間に 3 ヶ月以上雇用された男

性労働者 1,014 人を対象とした調査では、同州の男性人口から求めた肺がんの標準化死亡比

（SMR）は 1.39（90% CI: 1.01～1.88）と有意に高く、雇用期間が長くなると、SMR は高く

なる傾向がみられた。しかし、交絡因子の影響が懸念されることや適切な対照群が得られ

ていないことから、結論できないとされている 44) 。 

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性及び生殖・発生毒性等に関する知見が得られている。発

がん性については動物実験で発がん性を示唆する結果が得られているものの、ヒトでの知見

は十分でなく、ヒトに対する発がん性の有無については判断できない。このため、閾値の存

在を前提とする有害性について、非発がん影響に関する知見に基づき無毒性量等を設定する

こととする。 

経口曝露については、中・長期毒性エ）に示した酒石酸アンチモンカリウム投与のラット

の試験から得られた NOAEL 6.0 mg Sb/kg/day（体重増加の抑制）を慢性曝露への補正が必要

なことから 10 で除した 0.60 mg Sb/kg/day が信頼性のある最も低用量の知見と判断し、これを

無毒性量等に設定する。 

吸入曝露については、NTP の中間報告（2016 年 12 月時点）であるが、中・長期毒性コ）

に示した三酸化二アンチモン曝露のラットの試験及び中・長期毒性サ）に示した三酸化二ア

ンチモン曝露のマウスの試験から得られた LOAEL 0.45 mg Sb/m3（体重増加の抑制、肺の重量

増加、炎症など）を LOAEL であることから 10 で除した 0.045 mg Sb/m3が信頼性のある最も

低濃度の知見と判断し、これを無毒性量等に設定する。なお、三酸化二アンチモンについて

は、吸入曝露の発がん性試験によって複数の動物種で発がん性の証拠が得られており、IARC
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は「2B」に分類していることから、吸入曝露した三酸化二アンチモンのリスク評価に当たっ

ては発がん性の考慮が必要と考えられた。 

 

② 健康リスクの初期評価結果 
 

     表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 

飲料水 
・食物 

0.058 µg Sb/kg/day 以上

0.60 µg Sb/kg/day 未満
0.28 µg Sb/kg/day 

0.60 mg Sb/kg/day ラット 
210 

公共用水域・

淡水・食物 
0.058 µg Sb/kg/day 以上

0.4 µg Sb/kg/day 未満 
6.1 µg Sb/kg/day 9.8 

 

経口曝露については、飲料水と食物を摂取すると仮定した場合、平均曝露量は 0.058 µg 

Sb/kg/day 以上 0.60 µg Sb/kg/day 未満、予測最大曝露量は 0.28 µg Sb/kg/day であった。無毒性

量等 0.60 mg Sb/kg/day と予測最大曝露量から、動物実験結果より設定された知見であるため

に 10 で除して求めた MOE（Margin of Exposure）は 210 となる。また、公共用水域・淡水と

食物を摂取すると仮定した場合、平均曝露量は 0.058 µg Sb/kg/day 以上 0.4 µg Sb/kg/day 未満、

予測最大曝露量は 6.1 µg/kg/day であり、MOE は 9.8 となる。MOE の算出に用いた予測最大

曝露量は、ほぼ公共用水域・淡水が寄与（98%程度）していたが、アンチモンは公共用水域

及び地下水における水質汚濁に係る要監視項目（指針値：20 µg Sb/L 以下）として指針値が

設定されており、公共用水域等の監視が既に実施されている。指針値設定以降の公共用水域・

淡水の測定結果（平成 16～26 年度）45～55) をみると、指針値超過率は 1％以下の低い水準で推

移しているものの、広範囲に検出がみられる。地下水については、平成 19 年度以降、指針値

超過はみられない 56～66) 。一方、化管法に基づく平成 26 年度の公共用水域・淡水への届出排

出量をもとに推定した高排出事業所の排出先河川中濃度から算出した最大曝露量は 0.52 

µg/kg/day であったが、参考としてこれから算出した MOE は 120 となる。 

従って、本物質の経口曝露については、飲料水や地下水の濃度は指針値を満足しているも

のの、公共用水域・淡水と食物を摂取すると仮定した場合の MOE は 10 を下回ることから、

公共用水域・淡水については検出状況の推移を見守りつつ、健康リスクの評価に向けて経口

曝露の情報収集等を行う必要性があると考えられる。 
 
        表 3.4 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 0.00071 µg Sb/m3程度 0.0057 µg Sb/m3程度 

0.045 mg Sb/m3 
ラット 
マウス 

160 

室内空気 － － － 
 

吸入曝露については、一般環境大気中の濃度についてみると、平均曝露濃度は 0.00071 µg 

Sb/m3程度、予測最大曝露濃度は 0.0057 µg Sb/m3程度であった。無毒性量等 0.045 mg Sb/m3

と予測最大曝露濃度から、三酸化二アンチモン曝露の動物実験結果より設定された知見であ

るために 10 で除し、さらに発がん性を考慮して 5 で除して求めた MOE は 160 となる。一方、

化管法に基づく平成26年度の大気への届出排出量をもとに推定した高排出事業所近傍の大気

中濃度（年平均値）の最大値は 0.11 µg Sb/m3であったが、参考としてこれから算出した MOE

は 8 となる。 
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

従って、本物質の一般環境大気の吸入曝露については、健康リスクの評価に向けて吸入曝

露の情報収集等を行う必要性があると考えられる。 
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４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を、3 価及び 5 価のアンチモンについて行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、その信頼性及び採用の可能性を確

認したものを生物群（藻類、甲殻類、魚類及びその他の生物）ごとに整理すると、3 価アンチモ

ンは表 4.1.1、5 価アンチモンは表 4.1.2 のとおりとなった。 

 
表 4.1.1 水生生物に対する毒性値の概要 

【3価アンチモン】 

生物群 
急

性 
慢

性 
毒性値

[µg Sb/L] 

硬度 
[mg/L] 
／塩分 

生物名 生物分類／和名
エンドポイント

／影響内容 
曝露期間 
［日］

試

験

の

信

頼

性 

採

用

の

可

能

性 

文献No. 
被験 
物質 

藻 類  ○ 200  ― 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 NOEC  GRO 4 D C 1)-9607 Sb2O3

  ○ 396 24 
Pseudokirchnerella 
subcapitata 

緑藻類 
NOEC 
GRO (RATE)

3 D C 4)-2 Sb2O3 

 ○  730  ― 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 EC50   GRO 3 D C 1)-9607 Sb2O3

  ○ 2,110  36～54 
Pseudokirchnerella 
subcapitata 緑藻類 

NOEC 
GRO (RATE)

3 B B 4)-1 SbCl3 

 ○  >2,400 24 
Pseudokirchnerella 
subcapitata 

緑藻類 
EC50 

GRO (RATE)
3 D C 4)-2 Sb2O3 

  ○ 4,150  ― 
Skeletonema 
costatum 

珪藻類 NOEC  GRO 4 D C 1)-83925 Sb2O3

 ○  >4,150  ― 
Skeletonema 
costatum 珪藻類 EC50  GRO 4 D C 1)-83925 Sb2O3

 ○  7,900 塩分36 Isochrysis galbana 
コッコリサス

藻類 
IC50    
GRO (AUG) 

3 B B 1)-102702 Sb2O3

 ○  10,800  塩分36 Synechococcus sp. 藍藻類 
IC50    
GRO (AUG) 

3 B B 1)-102702 Sb2O3

 ○  15,100  塩分36 Prasinococcus sp. 
プラシノコッ

クス属 
IC50    
GRO (AUG) 

3 B B 1)-102702 Sb2O3

 ○  24,200  塩分36 
Tetraselmis 
tetrathele 

クロロデンド

ロン藻類 
IC50    
GRO (AUG) 

3 C C 1)-102702 Sb2O3

 ○  >36,600 36～54 
Pseudokirchnerella 
subcapitata 

緑藻類 
EC50 

GRO (RATE)
3 B B 4)-1 SbCl3 

甲殻類 ○  1,635 38～45 
Macrobrachium 
nipponense テナガエビ LC50  MOR 4 D C 1)-157895 SbCl3 

 
 ○ 1,740 231～250 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 21 B B 4)-3 SbCl3 

 

○  1,963  38～45 
Macrobrachium 
nipponense 

テナガエビ LC50  MOR 4 D C 3)-2015143 SbCl3 
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生物群 
急

性 
慢

性 
毒性値

[µg Sb/L] 

硬度 
[mg/L] 
／塩分 

生物名 生物分類／和名
エンドポイント

／影響内容 
曝露期間 
［日］

試

験

の

信

頼

性 

採

用

の

可

能

性 

文献No. 
被験 
物質 

甲殻類 ○  2,510  250 Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 2 B B 3)-2015142 Sb2O3

 

○  4,100  45 Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 2 B B 3)-2015144 SbCl3 

魚 類  ○ >7.5 28～40 
Pimephales 
promelas 

ファットヘッ

ドミノー（胚）

NOEC  
GRO / MOR 

33 - 35
(～孵化後 

30日) 
B C 1)-10427 Sb2O3

   580 195 
Oncorhynchus 
mykiss 

ニジマス LC50  MOR 
28 

(～孵化後 
4日) 

A ― 1)-5305 SbCl3 

   3,600 ― 
Oreochromis 
mossambicus カワスズメ 

NOEC 
GRO/BCM 

16 B ― 1)-19302 SbCl3 

 

○  9,000 20 
Pimephales 
promelas 

ファットヘッ

ドミノー 
TLm  MOR 4 C C 1)-2042 SbCl3 

   11,300 195 Carassius auratus キンギョ LC50  MOR 
7 

(～孵化後 
4日) 

A ― 1)-5305 SbCl3 

 

○  12,400 塩分33.7 Pagrus major マダイ LC50  MOR 4 B B 1)-61468 SbCl3 

 

○  14,050 38～45 Cyprinus carpio コイ LC50  MOR 4 B B 1)-98033 SbCl3 

 

○  14,400 48.5 
Pimephales 
promelas 

ファットヘッ

ドミノー 
LC50  MOR 4 B B 1)-61178 SbCl3 

 

○  17,000 400 
Pimephales 
promelas 

ファットヘッ

ドミノー 
TLm  MOR 4 C C 1)-2042 SbCl3 

その他   300 195 
Gastrophryne 
carolinensis 

ジムグリガエ

ル科（胚） 
LC50  MOR 

7 
(～孵化後 

4日) 
B ― 1)-5305 SbCl3 

 ○  1,770 85～103 
Chlorohydra 
viridissima 

クロロヒドラ

属 
LC50  MOR 4 B B 4)-4 SbCl3 

 ○  1,950 85～103 Hydra oligactis ヒドラ属 LC50  MOR 4 B B 4)-5 SbCl3 

 ○  4,100 85～103 Chironomus dilutus ユスリカ属 LC50  MOR 4 B B 4)-6 SbCl3 

 

○  6,000 不明 
Tetrahymena 
pyriformis 

テトラヒメナ

属 
IC50  POP 

36時間

（MT法） 
A A 1)-16142 SbCl3 

 
 ○ 12,500 60.5 Lemna minor コウキクサ NOEC  GRO 4 D C 1)-61178 SbCl3 

 

○  16,000 不明 
Tetrahymena 
pyriformis 

テトラヒメナ

属 
IC50  POP 

9時間 
（FT法）

A A 1)-16142 SbCl3 

 

○  >20,000 不明 
Caenorhabditis 
elegans 

カンセンチュ

ウ科 
LC50  MOR 4 A B 1)-3437 SbCl3 

急性／慢性：○印は該当する毒性値 

毒性値（太字）：PNEC 導出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）： PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
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A：試験は信頼できる、B：試験はある程度信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可、 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値はある程度採用できる、C：毒性値は採用できない、 
―：採用の可能性は判断しない 

エンドポイント 

EC50（Median Effective Concentration）：半数影響濃度、LC50（Median Lethal Concentration）：半数致死濃度、 

IC50（Median Inhibition Concentration）：半数阻害濃度、NOEC（No Observed Effect Concentration）：無影響濃度、 

TLm（Median Tolerance Limit）：半数生存限界濃度 

影響内容 

GRO（Growth）：生長（植物）又は成長（動物）、IMM（Immobilization）：遊泳阻害、MOR（Mortality）：死亡、 

REP（Reproduction）：繁殖、再生産、POP（Population Change）：個体群の変化（増殖）、 

BCM（Biochemical Effect）：生化学的影響 

毒性値の算出方法 

AUG (Area Under Growth Curve)：生長曲線下の面積により求める方法（面積法） 

RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

（ ）内：試験条件 

MT 法（Microplate technique) ：試験容器にマイクロプレートを用いた方法 

FT 法（Flask technique) ：試験容器にフラスコを用いた方法 
 

 

3 価アンチモンについて、評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒

性値及び慢性毒性値のそれぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のた

めに採用した。その知見の概要は以下のとおりである。 

 

1）藻 類 

Satohら1)-102702は、コッコリサス藻類Isochrysis galbanaの生長阻害試験を実施した。被験物質

には三酸化二アンチモン (III) が用いられた。設定試験濃度は0（対照区）、0.78、1.56、3.13、

6.25、12.5、25.0、50.0、100 mgSb/L（公比 2）であった。試験用水にはダイゴIMK培地（塩分

36）が用いられた。面積法による72時間半数生長阻害濃度 (IC50) は、設定濃度に基づき7,900 

µgSb/Lであった。 

また、OECD テストガイドライン No.201 及び ISO の試験方法 (ISO 8692, 2002) に準拠して、

緑藻類 Pseudokirchneriella subcapitata の生長阻害試験が実施された 4)-1。被験物質には、三塩化

アンチモン (III) が用いられた。設定試験濃度は 0（対照区）、1.0、1.8、3.2、5.6、10、18、32 

mg/L（公比 約 1.8）であった。被験物質の初期実測濃度は、<0.001（対照区）、1.22、2.11、4.00、

6.73、12.2、21.9、36.6 mg Sb/L であった。速度法による 72 時間無影響濃度 (NOEC) は、初期

実測濃度に基づき 2,110 µg Sb/L であった。 

 

2）甲殻類 

Waaijers ら 1)-2015142 は OECD テストガイドライン No.202 (2004) に準拠して、オオミジンコ

Daphnia magna の急性遊泳阻害試験を実施した。被験物質には三酸化二アンチモン (III) が用い

られた。試験は止水式で行われ、設定試験濃度区は対照区及び 4 濃度区であった。試験用水に

は、硬度約 250 mg/L (CaCO3換算) の ISO 培地が用いられた。被験物質の実測濃度（対照区以外）

は、0.85、2.15、3.02、3.16 mg/L であった。遊泳阻害に関する 48 時間半数影響濃度 (EC50) は、

実測濃度に基づき 2,510 µgSb/L であった。 

また、OECD テストガイドライン No.211 に準拠して、オオミジンコ Daphnia magna の繁殖試

験が実施された 4)-4。被験物質には三塩化アンチモン (III) が用いられた。試験は半止水式（週 3
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回換水）で行われ、設定試験濃度は 0（対照区）、56、100、180、320、560、1,000、1,800、3,200、

5,600、10,000 µg Sb/L（公比約 1.8）であった。試験溶液の調製の際、1N 塩酸を用いて pH7.3 に

調整した。試験用水には、硬度 231～250 mg/L (CaCO3換算) の ISO 培地が用いられた。被験物

質の初期実測濃度は、<2（対照区）、46.4、90.5、166、300、561、948、1,708、2,990、5,580 

µgSb/L であった。繁殖阻害（繁殖率）に関する 21 日間無影響濃度 (NOEC) は、初期実測濃度

に基づき 1,740 µg Sb/L であった。 

 

3）魚 類 

Takayanagi1)- 61468は、米国 ASTM の試験方法 (E729-96,1998) に準拠して、マダイ Pagrus major

の急性毒性試験を実施した。被験物質には三塩化アンチモン (III) が用いられた。試験は止水式

で行われ、設定試験濃度の範囲は 7.8～25.7 mg Sb/L であった。試験用水には、活性炭処理した

塩分 33.7 の濾過海水が用いられた。96 時間半数致死濃度 (LC50) は、設定濃度に基づき 12,400 µg 

Sb/L であった。 

 

4）その他の生物 

クロロヒドラ属Chlorohydra viridissimaの急性毒性試験が実施された4)-4。試験は止水式で行わ

れ、被験物質には三塩化アンチモン (III) が用いられた。設定試験濃度は0（対照区）、0.5、1.0、

2.5、5.0、6.25 mg Sb/L（公比1.25～2.5）であり、試験溶液の硬度は83～103 mg/L (CaCO3換算) で

あった。被験物質の実測濃度は0（対照区）、1.11、1.50、2.54、4.59、5.39 mg Sb/Lであった。

96時間半数致死濃度 (LC50) は、実測濃度に基づき1,770 µg Sb/Lであった。 

 

 
表 4.1.2 水生生物に対する毒性値の概要 

【5価アンチモン】 

生物群 
急

性 
慢

性 
毒性値 

[µg Sb/L] 

硬度 
[mg/L]
／塩分 

生物名 生物分類／和名
エンドポイント

／影響内容 
曝露期間

［日］

試

験

の

信

頼

性 

採

用

の

可

能

性 

文献No. 被験物質

藻 類  ○ 111,000*1 24 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

NOEC 
GRO (RATE)

3 A A 2) K[Sb(OH)6]

 ○  >111,000*1 24 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
EC50 
GRO (RATE)

3 A A 2) K[Sb(OH)6]

甲殻類  ○ 29,300 60～70 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 21 A A 2) K[Sb(OH)6]

 ○  >110,000*1 50 Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 2 A A 2) K[Sb(OH)6]

 ○  >231,000 286 Daphnia magna オオミジンコ LC50  MOR 1 B B 1)-5718 K[Sb(OH)6]

魚 類 ○  930 塩分33.7 Pagrus major マダイ LC50  MOR 4 B B 1)-61468 SbCl5 

 ○  6,900 塩分33.7 Pagrus major マダイ LC50  MOR 4 B B 1)-61468 K[Sb(OH)6]
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生物群 
急

性 
慢

性 
毒性値 

[µg Sb/L] 

硬度 
[mg/L]
／塩分 

生物名 生物分類／和名
エンドポイント

／影響内容 
曝露期間

［日］

試

験

の

信

頼

性 

採

用

の

可

能

性 

文献No. 被験物質

魚 類 ○  >111,000*1 70 Oryzias latipes メダカ LC50  MOR 4 B B 2) K[Sb(OH)6]

その他 ○  >219,000 230 Lemna minor コウキクサ 
EC50 
GRO (RATE)

7 A A 1)-152265 K[Sb(OH)6]

急性／慢性：○印は該当する毒性値 

毒性値（太字）：PNEC 導出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）： PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験はある程度信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可、 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値はある程度採用できる、C：毒性値は採用できない、 
―：採用の可能性は判断しない 

エンドポイント 

EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、 

NOEC (No Observed Effect Concentration)：無影響濃度 

影響内容 

GRO (Growth)：生長（植物）、IMM（Immobilization）：遊泳阻害、MOR（Mortality）：死亡、 

REP (Reproduction)：繁殖、再生産 

毒性値の算出方法 

RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

 

*1 限度試験（毒性値を求めるのではなく、定められた濃度において影響の有無を調べる試験）により得られた値 

 

 

5 価アンチモンについて、評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒

性値及び慢性毒性値のそれぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のた

めに採用した。その知見の概要は以下のとおりである。 

 

1）藻 類 

環境省 2)は「新規化学物質等に係る試験の方法について（化審法テストガイドライン）」(2006) 

に準拠して、緑藻類Pseudokirchneriella subcapitataの生長阻害試験を実施した。被験物質にはヘ

キサヒドロキソアンチモン (V) 酸カリウムが用いられた。設定試験濃度は 0（対照区）、30、

70、100 mg Sb/L（限度試験）であった。被験物質の実測濃度（試験開始時及び終了時の算術平

均値）は、0.00240（対照区）、32.5、77.0、111 mg Sb/L であり、試験開始時及び終了時におい

て、それぞれ設定濃度の 109～113%及び 108～110%であった。毒性値の算出には実測濃度が用

いられた。濃度区においても対照区と同様に生長阻害は見られず、速度法による 72 時間半数影

響濃度 (EC50) は 111,000 µg Sb/L超、72時間無影響濃度 (NOEC) は 111,000 µg Sb/Lとされた。 

 

2）甲殻類 

環境省 2)は「新規化学物質等に係る試験の方法について（化審法テストガイドライン）」(2006) 

に準拠して、オオミジンコ Daphnia magna の急性遊泳阻害試験を実施した。被験物質にはヘキ

サヒドロキソアンチモン (V) 酸カリウムが用いられた。試験は止水式（密閉容器使用）で行わ
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れ、設定試験濃度は 0（対照区）、100 mgSb/L（限度試験）であった。試験用水には、硬度 50 mg/L 

(CaCO3 換算) の脱塩素水道水が用いられた。被験物質の実測濃度（試験開始時及び終了時の算

術平均値）は、0.0227（対照区）、110 mgSb/L であり、試験開始時及び終了時において、それぞ

れ設定濃度の 109%及び 110%であった。濃度区においても対照区と同様に遊泳阻害は見られず、

48 時間半数影響濃度 (EC50) は、実測濃度に基づき 110,000 µgSb/L 超とされた。 

また、環境省 2)は OECD テストガイドライン No.211 (2008) に準拠して、オオミジンコ Daphnia 

magna の繁殖試験を実施した。被験物質にはヘキサヒドロキソアンチモン (V) 酸カリウムが用

いられた。試験は半止水式 (48 又は 72 時間毎に換水) で行われ、設定試験濃度は 0（対照区）、

6.25、12.5、25.0、50.0 mgSb/L（公比 2.0）であった。試験用水には、硬度 59 mg/L (CaCO3換算) 

の脱塩素水道水が用いられた。被験物質の実測濃度（時間加重平均値）は 0.00047（対照区）、

7.50、14.4、29.3、59.6、120 mg Sb/L であり、0、9、18 日後の換水時及び 2、11、21 日後の換水

前において、それぞれ設定濃度の 109～120%及び 115～123%であった。繁殖阻害（累積産仔数）

に関する 21 日間無影響濃度 (NOEC) は、実測濃度に基づき 29,300 µgSb/L であった。 

 

3）魚 類 

Takayanagi1)-61468は、米国 ASTM の試験方法 (E729-96, 1998) に準拠して、マダイ Pagrus major

の急性毒性試験を実施した。被験物質には五塩化アンチモン (V) が用いられた。試験は止水式

で行われ、設定試験濃度の範囲は 0.40～1.06 mgSb/L であった。試験用水には、活性炭処理した

塩分 33.7 の濾過海水が用いられた。96 時間半数致死濃度 (LC50) は、設定濃度に基づき 930 

µgSb/L であった。 

 

4）その他の生物 

Duesterら1)-152265は、国際標準化機構の試験方法 (ISO 20079) に準拠し、コウキクサLemna minor

の生長阻害試験を実施した。被験物質としてヘキサヒドロキソアンチモン (V) 酸カリウムが用

いられた。試験は止水式で行われ、試験培地には改変Steinberg培地（硬度約230 mg/L、CaCO3

換算）が用いられた。最高濃度区においても影響は見られず、速度法による7日間半数影響濃度 

(EC50) は、実測濃度に基づき219,000 µgSb/L超とされた。 

 

（2）予測無影響濃度（PNEC）の設定 

3 価アンチモンと 5 価アンチモンのそれぞれを対象として、急性毒性及び慢性毒性のそれぞ

れについて、上記本文で示した毒性値に情報量に応じたアセスメント係数を適用し予測無影響

濃度 (PNEC) を求めた。 

 

【3価アンチモン】 

急性毒性値 

藻 類 Isochrysis galbana 72 時間 EC50（生長阻害） 7,900 µgSb/L 

甲殻類 Daphnia magna 96 時間 EC50（遊泳阻害） 2,510 µgSb/L 

魚 類 Pagrus major 96 時間 LC50  12,400 µgSb/L 

その他 Chlorohydra viridissima 96 時間 LC50 1,770 µgSb/L  
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アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類、魚類）及びその他の生物について信頼で

きる知見が得られたため］ 

これらの毒性値のうち、その他の生物を除いた最も小さい毒性値（甲殻類の 2,510 µgSb/L）

をアセスメント係数 100 で除することにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 25 µgSb/L が得ら

れた。 

 

慢性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 NOEC（生長阻害） 2,110 µgSb/L

甲殻類 Daphnia magna 21 日間 NOEC（繁殖阻害） 1,740 µgSb/L

アセスメント係数：100［2 生物群（藻類及び甲殻類）の信頼できる知見が得られたため］ 

 これらの毒性値のうち、小さい方の値（甲殻類の 1,740 µgSb/L）をアセスメント係数 100 で

除することにより、慢性毒性値に基づく PNEC 値 17 µgSb/L が得られた。 

 

【5価アンチモン】 

急性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 EC50（生長阻害）  111,000 µgSb/L 超 

甲殻類 Daphnia magna 48 時間 EC50（遊泳阻害） 110,000 µgSb/L 超 

魚 類 Pagrus major 96 時間 LC50 930 µgSb/L 

その他 Lemna minor 7 日間 EC50（生長阻害） 219,000 µgSb/L 超 

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類、魚類）及びその他の生物について信頼で

きる知見が得られたため］ 

 これらの毒性値のうち、その他の生物を除いた最も小さい値（魚類の 930 µgSb/L）をアセス

メント係数 100 で除することにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 9.3 µgSb/L が得られた。 

 

慢性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 NOEC（生長阻害） 111,000 µgSb/L

甲殻類 Daphnia magna 21 日間 NOEC（繁殖阻害） 29,300 µgSb/L

アセスメント係数：100［2 生物群（藻類及び甲殻類）の信頼できる知見が得られたため］ 

 これらの毒性値のうち、小さい方（甲殻類の 29,300 µgSb/L）をアセスメント係数 100 で除す

ることにより、慢性毒性値に基づく PNEC 値 290 µgSb/L が得られた。 

 

したがって、本評価における PNEC としては、より生態影響が大きいと考えられる 5 価アン

チモンの 9.3 µgSb/L を採用する。 
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（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 4.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 10 µgSb/L 未満 (2014) 42 µgSb/L (2013) 
9.3 

µgSb/L 

5 

公共用水域・海水 5 µgSb/L 未満程度 (2012) 0.8 µgSb/L 程度 (2012) 0.08 

 注：1) 環境中濃度での（ ）内の数値は測定年度を示す  

      2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 

 

 

 

 

 

本物質の公共用水域における濃度は、平均濃度でみると淡水域で 10 µgSb/L未満、海水域で 5 

µgSb/L 未満程度であった。安全側の評価値として設定された予測環境中濃度 (PEC) は、淡水

域で 42 µgSb/L、海水域で 0.8 µgSb/L 程度であった。なお、得られた環境中濃度は化学形態別で

はなく、全アンチモンとしての濃度である。 

環境中のアンチモン濃度が全て 5 価のものであると仮定し、予測環境中濃度 (PEC) と予測

無影響濃度 (PNEC) の比を求めると、淡水域で 5、海水域で 0.08 となるため、本物質は詳細な

評価を行う候補であると考えられる。 

なお、PNEC の算出に用いた 5 価アンチモンでは、魚類の信頼できる毒性値が海産魚類のマ

ダイと淡水魚類のメダカで大きく異なっていることから、今後は水域別（淡水域と海水域等）

評価の実施等の検討を進める必要があると考えられる。 

 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要 
ないと考えられる。 

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］
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１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名：3,5-キシレノール 

（別の呼称：3,5-ジメチルフェノール） 

CAS 番号：108-68-9 
化審法官公示整理番号：3-521（ジアルキル（C＝1～5）フェノール）、4-57（ポリ（1

～3）アルキル（C＝1～3）ポリ（1～3）ヒドロキシポリ（1～5）フェニル）

化管法政令番号： 
RTECS 番号：ZE6475000 

分子式：C8H10O 

分子量：122.16 
換算係数：1 ppm = 5.00 mg/m3（気体、25℃） 
構造式： 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

（2）物理化学的性状 

本物質は白色から淡黄色固体であり、フェノール臭がある1)。 

融点 63.4℃ 2)、63.6℃ 3)、64℃ 4) 

沸点 
221.71℃ (760 mmHg) 2)、221.7℃ (760 mmHg) 3)、

219～222℃ 4)、221℃ (740 mmHg) 5) 

密度 0.9680 g/cm3 (20℃) 2) 

蒸気圧 0.020 mmHg (=2.7Pa) (25℃) 4) 

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(log Kow) 2.35 2) , 3) , 6)、2.06 4)、2.55 4) 

解離定数（pKa） 10.19 (25℃) 3) 

水溶性（水溶解度） 
4.88×103 mg/L (25℃) 3)、4.9×103 mg/L (25℃) 4)、

4.887×103 mg/L (25℃) 4) , 7)、6.2×103 mg/1000g 
(29℃) 2) 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性 

好気的分解（難分解性 8) ） 

分解率：BOD 0%、HPLC 1%  

（試験期間：4 週間、被験物質濃度：100 mg/L、活性汚泥濃度：30 mg/L）9) 

化学分解性  

OH ラジカルとの反応性（大気中） 

［2］3,5-キシレノール 
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反応速度定数： 110×10-12 cm3/(分子･sec)（測定値）10) 

半減期：0.58～5.8 時間 （OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 11)と仮定し計

算） 

加水分解性 
加水分解性の基を持たない 12) 

 

生物濃縮性 

 生物濃縮係数 (BCF)：17（BCFBAF 13) により計算） 

 

土壌吸着性 

 土壌吸着定数 (Koc)：480（KOCWIN 14) により計算）  

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

キシレノール類には、合成品とタールからの分別蒸留品があり、合成品では 2,6-体が主要

なものとされ、タール系キシレノールには、2,4-体、2,5-体、3,5-体の混合体が含有されてい

る15) 。 

化審法に基づき公表された製造・輸入数量の推移を表 1.1 に示す16) 。 

 

表 1.1 製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 22 23 24 25 26 

製造・輸入数量(t) a) 
20,000 b) 20,000 b) 10,000 b) 10,000 b) 30,000 b) 

X c),d) X c),d) 3,000 c) X c),d) X c),d) 

注：a) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含んでいない値を示す。 
b) ジアルキル(C=1～5)フェノールとして届け出られた製造数量及び輸入数量を合計した数量。 
c) ポリ(1～3)アルキル(C=1～3)ポリ(1～3)ヒドロキシポリ(1～5)フェニルとして届け出られた 

製造数量及び輸入数量を合計した数量。 
d) 届出事業者が 2 社以下のため、製造・輸入数量は公表されていない。 

 

「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」による製造（出荷）及び輸入量を表 1.2 に

示す17)。 

表 1.2 製造（出荷）及び輸入量 

平成(年度) 13 16 19 

製造（出荷）及び 
輸入量 a) 

100～1,000 b) 
t/年未満 

10,000～100,000 b) 
t/年未満 

100,000～1,000,000 b) 
t/年未満 

― c),d) 
100～1,000 d) 

t/年未満 
10～100 d) 

t/年未満 
注：a) 化学物質を製造した企業及び化学物質を輸入した商社等のうち、1 物質 1 トン以上の製造又は輸入を 

した者を対象に調査を行っているが、全ての調査対象者からは回答が得られていない。 
b) ジアルキル(C=1～5)フェノールとして提出された製造量及び輸入量を合計した値。 
c) 公表されていない。 
d) ポリ(1～3)アルキル(C=1～3)ポリ(1～3)ヒドロキシポリ(1～5)フェニルとして提出された製造量及び 

輸入量を合計した値。 

－89－



2 3,5-キシレノール 

3 

② 用 途 

本物質は、農薬（殺虫剤、除草剤）、医薬品（殺菌剤、ビタミン）、工業薬品（抗酸化剤、

潤滑油添加剤）、高分子（可塑剤、コーティング、積層板）、染料原料とされている18)。 

本物質は、殺虫剤 N-メチルカルバミン酸-3,5-キシリル（別の呼称 XMC、CAS No. 2655-14-3）

の分解により生成するが、農薬登録は 2009 年 1 月 13 日に失効している。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

キシレノール類（ジメチルフェノール類）は、水環境保全に向けた取組のための要調査項目

に選定されていたが、平成 26 年 3 月改訂の要調査項目リストから除外された。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

（1）環境中への排出量 

本物質は化学物質排出把握管理促進法（化管法）第一種指定化学物質ではないため、排出量

及び移動量は得られなかった。 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

化管法に基づく排出量が得られなかったため、Mackay-Type Level III Fugacity Model1) により

媒体別分配割合の予測を行った。結果を表 2.1 に示す。 

 
表 2.1 Level Ⅲ Fugacity Model による媒体別分配割合（％） 

排出媒体 大気 水域 土壌 大気/水域/土壌

排出速度（kg/時間） 1,000 1,000 1,000 1,000（各々）

大 気 0.7 0.0 0.0 0.0 
水 域 2.6 95.8 2.1 4.4 
土 壌 96.6 0.7 97.9 95.5 
底 質 0.1 3.5 0.1 0.2 
注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの。 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.2 に示

す。 

 
表 2.2 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値
検出 

検出率 調査地域 測定年度 文 献 
平均値 平均値 下限値

                      

一般環境大気  µg/m3 <0.0014 <0.0014 <0.0014 <0.0014 0.0014 0/1 川崎市 － 2) 

             

室内空気  µg/m3          

             
食物 µg/g          
             
飲料水 µg/L          
             

地下水 µg/L          

             
土壌 µg/g          
             

公共用水域・淡水   µg/L <0.005 0.005 <0.005 0.076 0.005 3/47 全国 2001 3) 

  <0.5 <0.5 <0.08 <0.5 0.08～0.5 0/4 
北海道、

新潟県、 
1982 4) 
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媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値
検出 

検出率 調査地域 測定年度 文 献 
平均値 平均値 下限値

大阪府 
           

公共用水域・海水   µg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.005 0/3 
愛媛県、

広島県、

三重県 
2001 3) 

  <0.5 <0.5 <0.08 <0.5 0.08～0.5 0/7 
北海道、

新潟県、 
広島県 

1982 4) 

           

底質(公共用水域・淡水)  µg/g <0.02 <0.02 <0.0008 <0.02 0.0008～
0.02 

0/4 
北海道、

新潟県、 
大阪府 

1982 4) 

           

底質(公共用水域・海水)  µg/g <0.02 <0.02 <0.0002 0.0015 0.0002～
0.02 

3/7 
北海道、

新潟県、 
広島県 

1982 4) 

           

魚類(公共用水域・淡水) µg/g          

           

魚類(公共用水域・海水) µg/g          

             

 

（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

公共用水域・淡水の実測値を用いて、人に対する曝露の推定を行った（表 2.3）。化学物質の

人による一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸量、飲水量及び食事量をそれぞれ 15 

m3、2 L 及び 2,000 g と仮定し、体重を 50 kg と仮定している。 

 

表 2.3 各媒体中の濃度と一日曝露量 
  媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

        

  大 気     

  一般環境大気 データは得られなかった（限られた地域

で 0.0014 µg/m3未満の報告がある） 
データは得られなかった（限られた地域

で 0.00042 µg/kg/day 未満の報告がある）

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

平      

  水 質    

  飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

  地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

均 公共用水域・淡水 過去のデータではあるが 0.005 µg/L 未満

程度(2001) 
過去のデータではあるが 0.0002 
µg/kg/day 未満程度 

      

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

       

  大 気   

最 一般環境大気 データは得られなかった（限られた地域

で 0.0014 µg/m3未満の報告がある） 
データは得られなかった（限られた地域

で 0.00042 µg/kg/day 未満の報告がある）

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

大     

 水 質   

値 飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 
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  媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

  地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

最 公共用水域・淡水 過去のデータではあるが 0.076 µg/L 程度
(2001) 

過 去 の デ ー タ で は あ る が 0.0030
µg/kg/day 程度 

      

大 食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

値    

 

吸入曝露の予測最大曝露濃度を設定できるデータは得られなかった。なお、限られた地域を

調査対象とした一般環境大気のデータから 0.0014 µg/m3未満の報告があった。 

 
表 2.4 人の一日曝露量 

媒 体 平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

大 気 
 一般環境大気 (限られた地域で 0.00042) (限られた地域で 0.00042) 

 室内空気   

   飲料水   

水 質  地下水   

   公共用水域・淡水 （過去のデータではあるが 0.0002）（過去のデータではあるが 0.0030）

 食 物     

 土 壌     

 経口曝露量合計   

  参考値 1 0.0002 0.0030 

 総曝露量   

  参考値 1 0.0002 0.0030 

注：1) アンダーラインを付した値は、曝露量が「検出下限値未満」とされたものであることを示す。 
2) （  ）内の数字は、経口曝露量合計の算出に用いていない。 
3) 参考値 1 は、過去の公共用水域・淡水のデータを用いた場合を示す。 

 

経口曝露の予測最大曝露量を算定できるデータは得られなかった。なお、過去のデータでは

あるが公共用水域・淡水から算定すると 0.0030 µg/kg/day 程度となった。 

物理化学的性状から考えて生物濃縮性は高くないと推測されることから、本物質の環境媒体

から食物経由の曝露量は少ないと考えられる。 

 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.5 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定できるデータは得られなか

った。なお、過去のデータではあるが公共用水域の淡水域では 0.076 µg/L 程度、同海水域では

概ね 0.005 µg/L 未満となった。 
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表 2.5 公共用水域濃度 

水 域 平    均 最 大 値 

 
淡 水 

 
 
 

海 水 

データは得られなかった 
[過去のデータではあるが 0.005 

µg/L 未満程度 (2001)] 
 

データは得られなかった 
[過去のデータではあるが概ね

0.005 µg/L 未満 (2001)] 

データは得られなかった 
[過去のデータではあるが 0.076 

µg/L 程度 (2001)] 
 

データは得られなかった 
[過去のデータではあるが概ね

0.005 µg/L 未満 (2001)] 
注：1) 環境中濃度での（ ）内の数値は測定年度を示す。 
    2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む。 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

ウサギに本物質 1,000 mg/kg を単回強制経口投与して尿中の代謝物を調べた結果、投与量の

83％がグルクロン酸抱合体、10％が硫酸抱合体であり、未変化の本物質は 1％と少なく、この他

に少量の 2,5-ジヒドロ-1,3-ジメチルベンゼンが検出された。なお、尿中代謝物の組成は他の異性

体でも類似しており、64～77％がグルクロン酸抱合体、8～16％が硫酸抱合体、1～3％が未変化

体であった 1) 。 

 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 2) 

動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 608 mg/kg 
マウス 経口 LD50 477 mg/kg 
ウサギ 経口 LD50 1,313 mg/kg 
ラット 吸入 LC > 4 mg/m3 

 

本物質の影響はフェノールに類似しており、皮膚、眼に対して腐食性を示し、経口摂取で

も腐食性がみられる。吸入すると気道を刺激し、咳、眩暈、頭痛を生じ、経口摂取すると灼

熱感、腹痛、吐き気、嘔吐、下痢、眩暈、頭痛、ショック/虚脱を生じる。眼に入ると発赤、

痛み、重度の熱傷を生じる。皮膚に付くと灼熱感、皮膚熱傷を生じ、吸収されて眩暈等を生

じる可能性がある 3) 。 

 

② 中・長期毒性 

ア）Sprague-Dawley ラット雌雄各 3 匹を 1 群とし、0、250、500、1,000 mg/kg/day を 7 日間強

制経口投与した結果、1,000 mg/kg/day 群で軽度から中程度の流涎、被毛の汚れ、嗜眠を 4

日後から認めるようになり、これらの症状は 500 mg/kg/day 群でも軽度にみられた。250 

mg/kg/day 以上の群で体重増加及び摂餌量の軽度抑制傾向がみられたが、剖検で異常はなく、

臓器重量への影響もなかった 4) 。 

 

イ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 5 匹を 1 群とし、0、30、100、300 mg/kg/day を 28 日間（7

日/週）強制経口投与した結果、300 mg/kg/day 群で流涎、被毛の濡れを認め、100 mg/kg/day

群でも散発的にみられた。100 mg/kg/day 以上の群で体重増加の抑制を認めたが、血液や血

液生化学、臓器重量や組織に影響はなかった 4) 。この結果から、NOAEL を 30 mg/kg/day

とする。 
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③ 生殖・発生毒性 

ア）Sprague-Dawley ラット雌雄各 5 匹を 1 群とし、0、30、100、300 mg/kg/day を 28 日間（7

日/週）強制経口投与した結果、雌雄の生殖器に影響はなかった 4) 。 

 

④ ヒトへの影響 

ア）臭気パネリスト 13 人で実施した臭気試験では、本物質の臭いとしてインク様、甘い匂い

とした回答が同比率で最も多かった。また、男女各 1 人で実施した臭気閾値試験の結果は

16 µg/m3、83 µg/m3（幾何平均値 36 µg/m3）であった 5) 。 

 

イ）長期入院の男性患者（59 才）が消毒用のキシレノール剤（異性体混合物）を誤飲して死

亡した症例では、症状の経過がフェノール類による中毒と類似しており、誤飲直後に腸音

の亢進、吐き気、嘔吐が現れ、その後、重度の代謝性アシドーシス、低血圧、心不全及び

腎不全が現れて 16 時間後に死亡した。なお、患者の飲んだキシレノールには吸収を促進す

るアルコールが含まれていた 6) 。 

 

（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
 

表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC －  

EU EU －  

 EPA －  

USA ACGIH －  

 NTP － 

日本 日本産業衛生学会 －  

ドイツ DFG －  

 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、代謝活性化系（S9）添加の有無にかかわらずネズミチフス菌 7, 8, 9) 、

大腸菌 9) で遺伝子突然変異、酵母 9) で遺伝子変換を誘発しなかった。また、S9 無添加のラ

ット肝細胞（RL4）で染色体異常 9) を誘発しなかった。 

in vivo 試験系では、経口投与したマウスの骨髄細胞で小核を誘発しなかった 10) 。 
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○ 実験動物に関する発がん性の知見 

Sutter マウス雌 30 匹を 1 群とし、本物質 10％のベンゼン溶液 25 µL（2.5 mg 相当）を 20

週間（2 回/週）背部に塗布して皮膚腫瘍の発生状況を観察した結果、生存した 22 匹中の

55％に乳頭腫、5％に癌の発生を認め、28 週間後には 14％に癌の発生がみられるようにな

った。また、30 匹の背部にイニシエーターとして 9,10-ジメチル-1,2-ベンゾアン卜ラセン

（DMBA）0.3％のベンゼン溶液 25 µL を背部に 1 回塗布し、1 週間後から同じ部位に本物

質 20％のベンゼン溶液 25 µL（5 mg 相当）を 15 週間（2 回/週）塗布した結果、生存した

20 匹中の 40％に乳頭腫の発生を認め、癌の発生はなかったが、23 週間後には 5％に癌の発

生がみられるようになった。一方、0.3％の DMBA 溶液を塗布しただけの対照群（20 匹）

では 15 週間後に生存していた 16 匹中の 13％に乳頭腫の発生を認め、53 週間後に 6％に癌

の発生がみられるようになった。0.3％DMBA 溶液の塗布後、ベンゼンのみの塗布を繰り返

した対照群（32 匹）では 24 週間後に 27 匹が生存しており、その 11％に乳頭腫がみられた

が、癌の発生はなかった 11) 。著者らはこれらの結果から、本物質にはプロモーター作用が

あると結論したが、溶媒に用いたベンゼンは発がん物質であるため、結果の解釈は難しい。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

ヒトでの発がん性に関して、知見は得られなかった。 

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性に関する知見が得られているが、生殖・発生毒性に関す

る知見は得られていない。発がん性については十分な知見が得られず、ヒトに対する発がん

性の有無については判断できない。このため、閾値の存在を前提とする有害性について、非

発がん影響に関する知見に基づき無毒性量等を設定することとする。 

経口曝露については、中・長期毒性イ）に示したラットの試験から得られた NOAEL 30 

mg/kg/day（流涎、体重増加の抑制）を慢性曝露への補正が必要なことから 10 で除した 3.0 

mg/kg/day が信頼性のある最も低用量の知見と判断し、これを無毒性量等に設定する。 

吸入曝露については、無毒性量等の設定ができなかった。 

 

② 健康リスクの初期評価結果 
 

      表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 
飲料水 － － 

3.0 mg/kg/day ラット 
－ 

地下水 － － － 
 

経口曝露については、曝露量が把握されていないため、健康リスクの判定はできなかった。 

なお、公共用水域・淡水の最大値として過去に報告（2001）のあった値から算出した経口
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

曝露量は 0.0030 µg/kg/day 程度であったが、参考としてこれと無毒性量等 3.0 mg/kg/day から、

動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除して求めた MOE（Margin of Exposure）

は 100,000 となる。環境媒体から食物経由で摂取される曝露量は少ないと推定されることから、

その曝露を加えても MOE が大きく変化することはないと考えられる。このため、本物質の経

口曝露による健康リスクの評価に向けて経口曝露の情報収集等を行う必要性は低いと考えら

れる。 

 
 
      表 3.4 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 － － 

－ － 
－ 

室内空気 － － － 
 

吸入曝露については、無毒性量等が設定できず、曝露濃度も把握されていないため、健康

リスクの判定はできなかった。 

なお、吸収率を 100％と仮定し、経口曝露の無毒性量等を吸入曝露の無毒性量等に換算する

と 10 mg/m3 となるが、参考としてこれと限られた地域の一般環境大気のデータとして報告の

あった最大値 0.0014 µg/m3未満から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除

して求めた MOE は 710,000 超となる。このため、本物質の一般環境大気の吸入曝露による健

康リスクの評価に向けて吸入曝露の情報収集等を行う必要性は低いと考えられる。 
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４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、その信頼性及び採用の可能性を確

認したものを生物群（藻類、甲殻類、魚類及びその他の生物）ごとに整理すると表 4.1 のとおり

となった。 

 

表 4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急 

性 
慢 
性 

毒性値 
[µg/L] 

生物名 生物分類／和名
エンドポイント

／影響内容 
曝露期間 

[日] 
試験の

信頼性 
採用の

可能性 
文献 No.

藻 類  ○ 50,000 
Chlorella 
pyrenoidosa 

トレボウクシ

ア藻類 
NOEC  GRO 3 C C 1)-2232 

 ○  80,800*1 Chlorella 
pyrenoidosa 

トレボウクシ

ア藻類 
EC50 
GRO (RATE) 2 C C 1)-2232 

甲殻類 ○  14,500 
Crangon 
septemspinosa 

エビジャコ属 LC50   MOR 4 C C 1)-5810 

 ○  22,000 Daphnia magna オオミジンコ IC50   IMM 1 B B 1)-3379 

魚 類 ○  22,000 Carassius auratus キンギョ TLm   MOR 4 B B 1)-623 

その他 ○  94,200 Tetrahymena 
pyriformis 

テトラヒメナ

属 
IGC50   POP 2 B B 2)-2012250

急性／慢性：○印は該当する毒性値 

毒性値（太字）：PNEC 導出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）： PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験はある程度信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可、 

E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値はある程度採用できる、C：毒性値は採用できない、 
―：採用の可能性は判断しない 

エンドポイント 
EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、IC50 (Median Immobilization Concentration)：半数遊泳阻害濃度、 
IGC50 (Median Growth Inhibitory Concentration)：半数増殖阻害濃度、LC50 (Median Lethal Concentration) : 半数致死濃度、 
NOEC (No Observed Effect Concentration)： 無影響濃度、TLm (Median Tolerance Limit)：半数生存限界濃度、 

影響内容 
GRO (Growth)：生長（植物）、IMM (Immobilization)：遊泳阻害、MOR (Mortality)：死亡、 
POP (Population change)：個体群の変化（増殖） 

毒性値の算出方法 
RATE：生長速度より求める方法（速度法） 
 

*1 文献に基づき再計算した値 

 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 
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1）甲殻類 

Devillers1)-3379は、多少改変したフランス規格協会 (AFNOR) の方法 (T90-301, 1974) に準拠し

て、オオミジンコ Daphnia magna の急性遊泳阻害試験を実施した。試験は止水式（密閉容器使

用）で行われ、設定試験濃度は 0（対照区）、0.1、0.35、1、3.5、10、35、100、350 mg/L（公

比 約 3）であった。試験溶液の調製には、助剤としてアセトンが 0.1 mL/L 未満の濃度で用いら

れた。24 時間半数遊泳阻害濃度 (IC50) は、設定濃度に基づき 22,000 µg/L であった。 

 

2）魚 類 

Bridie ら 1)-623は、米国 APHA の試験方法 (Method No.231, 1971) を揮発性物質用に改変したも

のに従って、キンギョ Carassius auratus の急性毒性試験を実施した。試験は止水式で実施され、

試験用水には硬度 282 mg/L (CaCO3 換算) の水道水が用いられた。96 時間半数生存限界濃度 

(TLm) は、実測濃度に基づき 22,000 µg/L であった。 

 

3）その他の生物 

McLeeseら2)-2012250は、テトラヒメナ属Tetrahymena pyriformisの増殖阻害試験を実施した。試験

は止水式で行われ、設定試験濃度区は対照区及び5濃度区であった。試験にはプロテオース・ペ

プトン培地 (Schultz, 1983) が用いられた。48時間半数増殖阻害濃度 (IGC50) は、設定濃度に基

づき94,200 µg/Lであった。 

 

（2）予測無影響濃度（PNEC）の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した最小毒性値に情報量に応じた

アセスメント係数を適用し、予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 

 

急性毒性値 

甲殻類 Daphnia magna 24 時間 IC50（遊泳阻害） 22,000 µg/L 

魚 類 Carassius auratus 96 時間 TLm（死亡） 22,000 µg/L 

その他 Tetrahymena pyriformis 48 時間 IGC50（増殖阻害） 94,200 µg/L 

アセスメント係数：1,000［2 生物群（甲殻類、魚類）及びその他の生物について信頼できる

知見が得られたため］ 

これらの毒性値のうち、その他の生物を除いた値（甲殻類及び魚類の 22,000 µg/L）をアセス

メント係数 1,000 で除することにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 22 µg/L が得られた。 

 

慢性毒性については信頼できる知見が得られなかったため、本物質の PNEC としては甲殻類

及び魚類の急性毒性値から得られた 22 µg/L を採用する。 
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（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 4.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 

データは得られなかった 
[過去のデータではあるが

0.005 µg/L 未満程度(2001)]

データは得られなかった 
[過去のデータではあるが

0.076 µg/L 程度 (2001)] 
22 

µg/L 

― 

公共用水域・海水 
データは得られなかった 
[過去のデータではあるが

概ね 0.005 µg/L 未満(2001)]

データは得られなかった 
[過去のデータではあるが

概ね 0.005 µg/L未満(2001)] 
― 

 注：1) 環境中濃度での（     ）内の数値は測定年度を示す 
      2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 
 
 

  

 

 

 

 

本物質については、予測環境中濃度 (PEC) を設定できるデータが得られなかったため、生態

リスクの判定はできなかった。 

過去の公共用水域の淡水域及び海水域の濃度 (0.076 µg/L 程度及び概ね 0.005 µg/L 未満) と予

測無影響濃度 (PNEC) の比は 0.1 よりも小さくなる。 

本物質については、2001 年度以降の顕著な製造輸入量の増加や環境中への排出量の増加は報

告されておらず、新たな情報収集をする必要性は低いと考えられる。 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］
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本物質は、第 9 次とりまとめにおいて環境リスク初期評価結果を公表した。今回、新たに環

境実測データ（大気）が得られたため、改めて初期評価を行った。 

 
１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名： グルタルアルデヒド 

（別の呼称：グルタルジアルデヒド） 

CAS 番号：111-30-8 

化審法官報公示整理番号：2-509 
化管法政令番号：1-85 
RTECS 番号：MA2450000 
分子式：C5H8O2 
分子量：100.12 
換算係数：1 ppm = 4.09 mg/m3 (気体、25℃) 
構造式： 

O
C
H

H2
C

C
H2

H2
C

C
H

O

 

 
（2）物理化学的性状 

本物質は常温で無色透明の液体で、揮発性物質である 1)。 

融点 -14℃ 2) , 3)、-18℃ 3) 

沸点 

176℃ (760 mmHg) 2)、 
187～189℃ (分解、760 mmHg) 5)、 
188℃ (分解) 6)、238～239℃ 3)、101.5℃ (740 mmHg、
50%溶液) 4) 

密度 0.99～1.13 (20℃) 3)、1.13 (20℃、50%溶液) 4) 

蒸気圧 

17 mmHg (=2.2×103 Pa) (20℃) 3)、 
0.6 mmHg (=80 Pa) (30℃) 7)、 
15 mmHg (=2×103 Pa) (20.1℃) 4) 
21 mmHg (=2.8×103 Pa) (20.1℃)4) 
23 mmHg (=3×104 Pa) (26.3℃、50%溶液) 4) 

分配係数(1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水)(log Kow) -0.22 (25℃) 3)、-0.36 (23℃、pH=7) 4) 

解離定数(pKa) 解離しない 4) 

水溶性(水溶解度) 自由混和 2), 3)、混和 4) 

 
（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性 

好気的分解（分解性が良好と判断される物質 8) ） 

分解率：BOD 59%、TOC 86%、HPLC 100%  

［3］グルタルアルデヒド 
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（試験期間：4 週間、被験物質濃度：100 mg/L、活性汚泥濃度：30 mg/L）9) 

 

化学分解性 

OH ラジカルとの反応性（大気中） 

反応速度定数：23.8×10-12 cm3/(分子･sec)（25℃、測定値）6) 

半減期：2.7～27 時間（OH ラジカル濃度を 3×106～3×105 分子/cm3 10)と仮定し計算）

水中安定性 

 半減期：508 日(pH=5、25℃、測定値) 11)  

 半減期：102 日(pH=7、25℃、測定値) 11) 

 半減期：394 日(pH=7、25℃、測定値) 4) 

 半減期： 46 日(pH=9、25℃、測定値) 11) 

 

生物濃縮性 

 生物濃縮係数(BCF)：3.2（BCFBAF 12) により計算） 

 

土壌吸着性 

土壌吸着定数(Koc)：210 (25℃、sandy loam) 4)、500 (25℃、silty clay loam) 4)、340 (25℃、

silt loam) 4)、460 (25℃、loamy sand) 4)、120 (25℃、sediment) 4)、1

（KOCWIN 13) により計算） 

 

 
（4）製造輸入量等及び用途 

① 生産量・輸入量等 

本物質の化審法に基づき公表された一般化学物質としての製造・輸入数量の推移を表 1.1

に示す 14) 。 

 

表 1.1 製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 22 23 24 25 26 

製造・輸入数量(t) a) 1,000 未満 1,000 未満 1,000 未満 1,000 未満 1,000 未満 

注：a) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含んでいない値を示す。 

 

「化学物質の製造・輸入数量に関する実態調査」によると、本物質の平成 16 年度における

製造（出荷）及び輸入量は 1,000～10,000 t/年未満であり 15)、平成 19 年度は 100～1,000 t/年未

満である 15) 。本物質の化学物質排出把握管理促進法（化管法）における製造・輸入量区分は、

100 t 以上である 16) 。 

 

② 用 途 

本物質の主な用途は、皮のなめし剤、紙・プラスチックなどへの定着剤、内視鏡や手術器

具類などの殺菌消毒剤、クーリングタワー等の殺藻剤、畜鶏舎や養鶏用器具機材の殺菌・消
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毒剤、レントゲン写真の現像液である 1) 。 

 
（5）環境施策上の位置付け 

本物質は、化学物質排出把握管理促進法第一種指定化学物質（政令番号:85）に指定されてい

る。 

本物質は、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質に選定されている。 

なお、本物質は、旧化学物質審査規制法（平成 15 年改正法）において第二種監視化学物質（通

し番号:1033）に指定されていた。また、本物質は、水環境保全に向けた取組のための要調査項

目に選定されていたが、平成 26 年 3 月改訂の要調査項目リストから除外された。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

 

（1）環境中への排出量 

本物質は化管法の第一種指定化学物質である。同法に基づき公表された、平成 26 年度の届出

排出量 1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体 2),3)から集計した排出量等を表 2.1

に示す。なお、届出外排出量非対象業種・家庭・移動体の推計はなされていなかった。 
 
表 2.1  化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 26 年度）  

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 78 61 0 0 178 874 4,522 - - - 138 4,522 4,660

グルタルアルデヒド

業種等別排出量(割合) 78 61 0 0 178 874 4,522 0 0 0

3,359 届出 届出外

(74.3%) 3% 97%

488

(10.8%)

364

(8.0%)

112

(2.5%)

56 0 0 0 0 66 0.2

(72.3%) (7.6%) (0.004%)

6 0 0 0 2 0 47

(7.6%) (1.2%) (1.0%)

0.4 49 0 0 147 360

(0.5%) (80.7%) (82.5%) (41.2%)

26

(0.6%)

15 10 0 0 0 320 0.0

(19.4%) (15.8%) (36.6%) (0.0001%)

21

(0.5%)

19

(0.4%)

15

(0.3%)

13

(0.3%)

12

(0.3%)

12

(0.3%)

9

(0.2%)

8

(0.2%)

0 2 0 0 29 68 3

(3.5%) (16.3%) (7.8%) (0.06%)

4

(0.08%)

3

(0.07%)

3

(0.06%)

2

(0.05%)

0.7

(0.02%)

0.6

(0.01%)

0.3

(0.007%)

木材・木製品製造業

出版・印刷・同関連

産業

化学工業

商品検査業

食料品製造業

輸送用機械器具

製造業

倉庫業

非鉄金属製造業

洗濯業

高等教育機関

電気機械器具製造業

自然科学研究所

計量証明業

ゴム製品製造業

パルプ・紙・紙加工品

製造業

医薬品製造業

石油製品・石炭製品

製造業

なめし革・同製品

・毛皮製造業

窯業・土石製品

製造業

一般機械器具製造業

総排出量の構成比(%)

下水道業

繊維工業

精密機械器具製造業

医療業

プラスチック製品

製造業

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計

 

－108－



3 グルタルアルデヒド 

 

 5

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 78 61 0 0 178 874 4,522 - - - 138 4,522 4,660

グルタルアルデヒド

業種等別排出量(割合) 78 61 0 0 178 874 4,522 0 0 0

0.2 0 0 0 0 60 届出 届出外

(0.3%) (6.9%) 3% 97%

0.2

(0.004%)

0.2

(0.004%)

0.2

(0.004%)

0.1

(0.002%)

0.1

(0.002%)

0.1

(0.002%)

0.0

(0.0007%)

0.0

(0.0004%)

0.0

(0.0004%)

0.0

(0.00002%)

合計

総排出量の構成比(%)

その他の製造業

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量

熱供給業

金属製品製造業

石油卸売業

電気業

ガス業

産業廃棄物処分業

鉄鋼業

農薬製造業

飲料・たばこ・飼料

製造業

機械修理業

 

本物質の平成 26 年度における環境中への総排出量は、約 4.7 t となり、そのうち届出排出量

は約 0.14 t で全体の 3%であった。届出排出量のうち 0.078 t が大気へ、0.061 t が公共用水域へ排

出されるとしており、大気への排出量が多い。この他に下水道への移動量が約 0.18 t、廃棄物へ

の移動量が約 0.87 t であった。届出排出量の主な排出源は、大気への排出量が多い業種は、プ

ラスチック製品製造業（72%）、なめし皮・同製品・毛皮製造業（19%）であり、公共用水域へ

の排出が多い業種は、医薬品製造業（81%）であった。 

表 2.1 に示したように PRTR データでは、届出排出量は媒体別に報告されているが、届出外

排出量の推定は媒体別には行われていないため、届出外排出量対象業種の媒体別配分は届出排

出量の割合をもとに行った。届出排出量と届出外排出量を媒体別に合計したものを表 2.2 に示す。 

 
表 2.2 環境中への推定排出量 

媒  体 推定排出量(kg) 

大  気 

水  域 

土  壌 

729   

3,930   

0   

 
（2）媒体別分配割合の予測 

本物質の環境中の媒体別分配割合を、表 2.1 に示した環境中への推定排出量と下水道への移

動量を基に、USES3.0 をベースに日本固有のパラメータを組み込んだ Mackay-Type Level III 多

媒体モデル 4)を用いて予測した。予測の対象地域は、平成 26 年度に環境中及び公共用水域への

排出量が最大であった埼玉県（公共用水域への排出量 0.58 t、大気への排出量 0.000033 t）と大

気への排出量が最大であった静岡県（大気への排出量 0.056 t、公共用水域への推定排出量 0.081 

t）とした。予測結果を表 2.3 に示す。 
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表 2.3 媒体別分配割合の予測結果 

媒 体 

分配割合(%) 
上段：排出量が最大の媒体、下段：予測の対象地域 

環境中 大気 公共用水域 

埼玉県 静岡県 埼玉県 

大 気 0.1 0.9 0.1 

水 域 92.5 90.7 92.5 

土 壌 0.1 1.4 0.1 

底 質 7.2 7.0 7.2 
注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの。 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.4 に示す。 

 
表 2.4 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 

平均値 a) 
算術 
平均値

最小値 最大値 a) 検出 
下限値

検出率 調査地域 測定年度 文 献

                      

一般環境大気  µg/m3 0.0035 0.0040 0.0011 0.0086 0.00089 15/15 全国 2014 5) 

                      

室内空気 µg/m3                   

                      

食物 µg/g                   
                      

飲料水 µg/L                   
                      

地下水 µg/L < 0.3 < 0.3 < 0.3 < 0.3 0.3 0/15 全国 2000 6) 
                 

土壌 µg/g                   
                      

公共用水域・淡水   µg/L < 0.3 < 0.3 < 0.3 0.4 0.3 2/65 全国 2000 6) 
             

公共用水域・海水   µg/L < 0.3 < 0.3 < 0.3 < 0.3 0.3 0/11 全国 2000 6) 
            

底質(公共用水域・淡水) µg/g < 0.007 < 0.007 < 0.007 < 0.007 0.007 0/14 全国 2002 7) 
                     

底質(公共用水域・海水) µg/g < 0.007 < 0.007 < 0.007 < 0.007 0.007 0/10 全国 2002 7) 
           

魚類(公共用水域・淡水) µg/g          
           

魚類(公共用水域・海水) µg/g          
           

注：a) 最大値または幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 

 

（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

一般環境大気の実測値を用いて、人に対する曝露の推定を行った（表 2.5）。化学物質の人に

よる一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸量、飲水量及び食事量をそれぞれ 15 m3、2 L

及び 2,000 g と仮定し、体重を 50 kg と仮定している。 
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表 2.5 各媒体中の濃度と一日曝露量 
  媒 体 濃 度 一 日 曝 露 量 

  大気   

  一般環境大気 0.0035 µg/m3程度 (2014) 0.0011 µg/kg/day 程度 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

平     

  水質   

  飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

  地下水 過去のデータではあるが 0.3 µg/L 未満程

度 (2000) 
過去のデータではあるが 0.012 µg/kg/day
未満程度 

均 公共用水域・淡水 過去のデータではあるが 0.3 µg/L 未満程

度 (2000) 
過去のデータではあるが 0.012 µg/kg/day
未満程度 

      

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

      

  大気   

  一般環境大気 0.0086 µg/m3程度 (2014) 0.0026 µg/kg/day 程度 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

最     

 水質   

大 飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

  地下水 過去のデータではあるが 0.3 µg/L 未満程

度 (2000) 
過去のデータではあるが 0.012 µg/kg/day
未満程度 

値 公共用水域・淡水 過去のデータではあるが 0.4 µg/L 程度
(2000) 

過去のデータではあるが 0.016 µg/kg/day
程度 

      

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

        

 

吸入曝露の予測最大曝露濃度は、表 2.5に示すとおり、一般環境大気のデータから 0.0086 µg/m3

程度となった。一方、化管法に基づく平成 26 年度の大気への届出排出量をもとに、プルーム・

パフモデル 8) を用いて推定した大気中濃度の年平均値は、最大で 0.0076 µg/m3となった。 

 
表 2.6 人の一日曝露量 

媒 体 平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

大 気 
 一般環境大気 0.0011 0.0026 

 室内空気   

   飲料水   

水 質  地下水 (過去のデータではあるが 0.012) (過去のデータではあるが 0.012)

   公共用水域・淡水 (過去のデータではあるが 0.012) (過去のデータではあるが 0.016)

 食 物     

 土 壌     

 経口曝露量合計   

  参考値 1 0.012 0.016 

 総曝露量 0.0011 0.0026 

  参考値 1 0.0011+0.012 0.0186 
注：1) アンダーラインを付した値は、曝露量が「検出(定量)下限値未満」とされたものであることを示す。 
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2)（ ）内の数字は、経口曝露量合計の算出に用いていない。 
3) 総曝露量は、吸入曝露として一般環境大気を用いて算定したものである。 
4) 参考値 1 は、過去の公共用水域・淡水のデータを用いた場合を示す。 

 

経口曝露の予測最大曝露量を設定できるデータは得られなかった。なお、公共用水域・淡水

のデータから経口曝露の予測最大曝露量を算定すると過去のデータではあるが 0.016 µg/kg/day

程度であった。一方、化管法に基づく平成 26 年度の公共用水域・淡水への届出排出量を全国河

道構造データベース 9)の平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定すると、最大

値で 0.8 μg/L となった。推定した河川中濃度を用いて経口曝露量を算出すると 0.03 µg/kg/day と

なった。 

物理化学的性状から考えて生物濃縮性は高くないと推測されることから、本物質の環境媒体

から食物経由の曝露量は少ないと考えられる。 

 
 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.7 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定できるデータは得られなか

った。なお、公共用水域の淡水域では過去のデータではあるが 0.4 µg/L 程度、同海水域では過

去のデータではあるが 0.3 µg/L 未満程度となった。 

化管法に基づく平成 26 年度の公共用水域・淡水への届出排出量を全国河道構造データベース

の平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定すると、最大で 0.8 μg/L となった。 

 
表 2.7 公共用水域濃度 

水 域 平   均 最 大 値 

淡 水 
データは得られなかった 
［過去のデータではあるが 0.3
µg/L 未満程度 (2000)］ 

データは得られなかった 
［過去のデータではあるが 0.4 
µg/L 程度 (2000)］ 

海 水 
データは得られなかった 
［過去のデータではあるが 0.3
µg/L 未満程度 (2000)］ 

データは得られなかった 
［過去のデータではあるが 0.3 
µg/L 未満程度 (2000)］ 

         注：1) 環境中濃度での（ ）内の数値は測定年度を示す。 
         2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む。 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

ヒトの腹部から角質を分離した表皮、胸部及び腹部から薄い角質層、足裏から厚い角質層を

採取し、10％の本物質水溶液を 1 時間適用した結果、本物質は厚い角質層を透過しなかったが、

表皮では 2.8～4.4％、薄い角質層では 3.3～13.8％が透過した 1) 。 
14C でラベルした本物質の 0.75％、7.5％水溶液について、ラット、マウス、モルモット、ウ

サギの背部皮膚、ヒト（女性）の胸部皮膚を用いて 6 時間実施した in vitro 透過実験では、放射

活性の透過率は 0.75％溶液で平均 0.5％（雌ラットの 0.05％～雄マウスの 1.73％）、7.5％溶液で

平均 0.7％（雄ラットの 0.08％～雌ウサギの 1.55％）であり、ヒトでは両濃度の溶液とも約 0.2％

であった。また、透過速度は雄ラットの 0.80 mg/cm2/hr から雌ウサギの 2.5 mg/cm2/hr の範囲に

あり、ヒトでは 1.6 mg/cm2/hr であった。本物質にはタンパク質との結合作用が報告されている

ことから、本物質の取り込み過程での皮膚タンパク質との結合が透過率の低かった原因として

考えられた 2) 。 
14C でラベルした本物質の 0.075、0.75％水溶液をラットに 0.2 mL（0.55～0.85 mg/kg、6.2～8.2 

mg/kg）、ウサギに 2.5 mL（0.60～0.64 mg/kg、5.9～7.4 mg/kg）静脈内投与したところ、24 時間

で投与した放射活性の大部分（ラットで 64～78％、ウサギで 22～71％）が呼気中に CO2として

排泄され、尿中にはラットで 7.3～12％、ウサギで 15～28％、糞中にはラットで 2.5～4.5％、ウ

サギで 0.18～1.5％が排泄された。呼気中 14CO2の約 80％は投与後 4時間以内のものであったが、

投与量の増加（0.075→0.75％）によって CO2 排泄割合の低下、尿・糞中及び体内残留割合の増

加がみられ（特にウサギで顕著）、0.75％溶液の投与では排泄プロセス飽和の可能性が示唆され

た。一方、0.075、0.75、7.5％水溶液をラットに、0.75、7.5％水溶液をウサギに 24 時間塗布（背

部）したところ、ラットで 4.1～8.7％、ウサギで 33～53％が吸収され、24 時間で 14CO2の排泄

はラットで塗布量の 0.57～3.2％、ウサギで 2.4～17％であり、尿中にはラットで 0.54～1.7％、

ウサギで 2.1～12％、糞中にはラットで 0.47～1.1％、ウサギで 0.45～1.1％が排泄され、主要な

排泄経路は 0.075、0.75％群で尿中、7.5％群で 14CO2であった。また、静脈内投与したラット及

びウサギで 24 時間後の放射活性は血球、脾臓、肺、肝臓、腎臓、骨髄で高く、0.75％群のこれ

ら組織での放射活性は 0.075％群の 10 倍以上高く、ウサギの脾臓では 100 倍以上も高かった。

しかし、皮膚適用の場合には塗布部周辺の皮膚で放射活性は最も高く、特定の臓器組織に放射

活性の蓄積はみられなかった。血漿中放射活性の半減期は比較的長く、ラットでは静脈内投与

で約 10 時間、皮膚適用で 40～110 時間、ウサギでは静脈内投与で 14～30 時間、皮膚適用で 17

～99 時間であった 3, 4) 。 

本物質の主要な代謝経路として、他のジアルデヒド類と同様に、アルデヒドデヒドロゲナー

ゼによって対応するモノカルボン酸あるいはジカルボン酸に先ず酸化された後、酸性中間体へ

の酸化を経て最終的に CO2 となる経路が推定されている。ラット及びウサギに静脈内投与、皮

膚適用した実験では、尿中代謝物として両種に共通した 3 種類、さらにウサギで 1 種類のピー

クがみられたが 3, 4) 、代謝物の同定は実施されていない。 
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（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 5)  

表 3.1 急性毒性 

動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 134 mg/kg 
ラット 経口 LD50 140 mg/kg 
マウス 経口 LD50 100 mg/kg 
マウス 経口 LD50 231 mg/kg 

モルモット 経口 LD50 50 mg/kg 
ラット 吸入 LC50 480 mg/m3 (4 hr) 
ウサギ 吸入 TCLo 500 ppm [ 2,050 mg/m3 ] 
ラット 経皮 LD50 > 2,500 mg/kg 
マウス 経皮 LD50 > 5,840 mg/kg 
ウサギ 経皮 LD50 560 µL/kg 

注：（ ）内の時間は曝露時間を示す 

 

本物質は眼、皮膚、気道を刺激する。吸入すると咳、頭痛、息苦しさ、吐き気、喘鳴を起こ

し、経口摂取すると腹痛、吐き気、下痢、嘔吐を起こす。眼に入ると発赤、痛み、皮膚に付く

と発赤を生じる 6) 。 
 

② 中・長期毒性  

ア）Fischer 344 ラット雌雄 20～30 匹を 1 群として 0、0.005、0.025、0.1％、CD-1 マウス雌雄

20～30 匹を 1 群として 0、0.01、0.025、0.1％、ビーグル犬雌雄各 4 匹を 1 群として 0、0.005、

0.015、0.025％の濃度で 13 週間飲水投与した結果、イヌでは 0.015％以上の群で時折嘔吐が

みられた以外には、投与に関連した死亡や徴候はなかった。ラットでは投与期間中に体重

及び摂餌量の減少がみられ、用量に依存した飲水量の減少がラット及びイヌで中・高濃度

群、マウスで高濃度群にみられた。また、中・高濃度群のラット及びマウスで尿比重及び

腎臓相対重量の増加を伴った尿量の減少を認めたが、血液や組織の検査に異常はなかった。

これらの結果は、本物質を含む飲水の味覚又は刺激性に対する忌避による飲水量の減少と

いう生理的反応を示唆しており、NOELはラットで 0.005％（5～7 mg/kg/day）、イヌで 0.005％

（3.2～3.3 mg/kg/day）、マウスで 0.01％（25～31 mg/kg/day）とされている 7～10) 。 

 

イ）Fischer 344 ラット雌雄各 100 匹を 1 群とし、0、0.005、0.025、0.1％の濃度（雄で 0、4、

17、64 mg/kg/day、雌で 0、6、25、86 mg/kg/day）で 104 週間飲水投与した結果、0.005％以

上の群の雄及び 0.025％以上の群の雌で腎臓重量の減少、0.025％以上の群の雌雄で摂餌量

及び飲水量の減少、尿量の減少、尿浸透圧の増加に有意差を認めた。0.025％以上の群の雄

及び 0.1％群の雌で体重増加の抑制傾向もみられた。しかし、これらの変化は飲水の味覚又

は刺激性に対する忌避による飲水量減少の適応反応と考えられた。また、0.005％以上の群

の雌及び 0.1％群の雄で骨髄の過形成、0.025％群の雌及び 0.1％群の雌雄で尿細管色素沈着

の発生率に有意な増加がみられたが、これらも対照群を含む全群の雌雄で高率にみられた

LGL 白血病に伴う溶血性貧血に関連した影響と考えられ、0.025％以上の群の雄でみられた

有核赤血球、顆粒性大リンパ球の有意な増加も LGL 白血病を反映した変化であった。この
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他には、主に 0.1％群の前胃で胃炎、浮腫、扁平上皮の過形成がみられた 11) 。上記のよう

に著者らは腎臓重量の減少を飲水量の減少による適応反応としているが、0.005％群での飲

水量の減少は有意な変化ではなかった。この結果から、LOAEL を 0.005％（4 mg/kg/day）

とする。 

 

ウ）CD ラット雌雄各 28 匹を 1 群とし、0、0.005、0.025、0.1％の濃度で交尾前 10 週から妊

娠、授乳期間を通して飲水投与し、得られた F1にも同様に投与して実施した二世代試験の

結果、投与に関連した徴候や組織への影響はなかったが、主に 0.025％以上の群で飲水量、

0.1％群で摂餌量の有意な減少を認め、0.025％以上の群の F0雄、0.1％群の F1雌、F0雄で体

重増加の有意な抑制が一時的あるいは間欠的にみられた。この結果から、NOEL は 0.005％

（4.3～6.7 mg/kg/day）とされている 12) 。 

 

エ）Fischer 344 ラット雌雄各 20 匹を 1 群とし、0、21、49、194 ppb を 13 週間（6 時間/日、5

日/週）吸入させた結果、曝露に関連した影響として 49 ppb 以上の群で刺激による鼻周囲の

濡れや鼻汁がみられたが、1、3 ppm を 9 日間同様に吸入させた別の実験でみられたような

鼻粘膜の扁平上皮化生や嗅上皮の萎縮はなく、その他の組織への影響も全群でなかった。

雄の 49 ppb 以上の群で試験期間を通して体重増加の有意な抑制を認め、雌の 194 ppb 群で

も 4 週目まで体重増加の有意な抑制がみられた。また、194 ppb 群の雌雄でクレアチニンキ

ナーゼ（CK）の有意な増加を認め、194 ppb 群の雄各 1 匹に心外膜炎、心筋炎、心筋線維

症がそれぞれみられたが、これらの雄ラットで CK、HBDH（α-hydroxybutyrate dehydrogenase）

及び LDH の値は正常であるなど、一貫した所見がみられなかったことから、心筋の変性と

本物質の曝露は無関係のように思われた。この他、主要臓器の重量や組織等にも影響はみ

られなかった 13) 。この結果から、NOAEL を 21 ppb（曝露状況で補正：3.8 ppb）とする。 

 

オ）Fischer 344/N ラット、B6C3F1マウス雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、62.5、125、250、500、

1,000 ppb を 13 週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、ラットでは 1,000 ppb 群の雌雄

で体重増加の有意な抑制、500 ppb 群の雌で体重増加の抑制傾向がみられ、250 ppb 以上の

群の雌で腎臓相対重量の増加、1,000 ppb 群の雌雄で心臓、雄で腎臓及び精巣の各相対重量

の増加、雌で胸腺相対重量の減少にわずかだが有意な変化を認めた。また、1,000 ppb 群の

雌雄で鼻腔前部の呼吸上皮及び嗅上皮に過形成、扁平上皮化生、落屑などを高率に認め、

これらの鼻腔病変は 250、500 ppb 群でもみられた。マウスでは 1,000 ppb 群の雌雄全数、

500 ppb 群の雌 2 匹が死亡し、62.5 ppb 以上の群の雄及び 250 ppb 以上の群の雌で体重増加

の有意な抑制、62.5 ppb 以上の群の雌雄で腎臓、雄で精巣、雌で肺及び肝臓、125 ppb 以上

の群の雄で心臓及び肺の各相対重量に有意な増加を認めた。また、62.5 ppb 以上の群の雌、

500 ppb 以上の群の雄で鼻腔の炎症、1,000 ppb 群の雌雄の鼻腔で落屑、咽頭で扁平上皮化

生を高率に認め、鼻腔で呼吸上皮の扁平上皮化生、咽頭で壊死などもみられた 14) 。なお、

同様にしてラット及びマウスに 1、4 日、6、13 週間吸入させた後に、トリチウムチミジン

で処置して気道の細胞増殖性を調べた試験では、鼻腔で急性/亜急性の細胞毒性反応と関連

し、類似した濃度－反応関係による細胞増殖性指標（ULLI）の明瞭な増加がみられた 14, 15) 。
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この結果から、ラットで NOAEL を 125 ppb（曝露状況で補正：22 ppb）、マウスで LOAEL

を 62.5 ppb（曝露状況で補正：11 ppb）とする。 

 

カ）B6C3F1マウス雌雄各 30～50 匹を 1 群とし、0、100 ppb を 52、78 週間（6 時間/日、5 日/

週）吸入させた結果、100 ppb 群の雌で体重増加の有意な抑制を認めた。また、鼻腔では

100 ppb 群の雌雄で扁平上皮の過形成を高率で認め、鱗片状及び炎症性の落屑だけでなく、

表皮のびらん及び潰瘍もみられ、これらの変化は曝露期間の長さに依存していた 16) 。この

結果から、LOAEL を 100 ppb（曝露状況で補正：18 ppb）とする。 

 

キ）Fischer 344/N ラット、B6C3F1マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、ラットに 0、250、500、750 

ppb、マウスに 0、62.5、125、250 ppb を 104 週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、

ラットでは 500 ppb 以上の群の雌で生存率の有意な低下を認め、250 ppb 以上の群の雄及び

500 ppb 以上の群の雌で体重増加も抑制傾向にあった。曝露に関連した傷害は鼻腔（主に前

部）に限られ、250 ppb 以上の群の雌雄で扁平上皮の過形成及び炎症、500 ppb 以上の群の

雌雄で呼吸上皮の過形成、扁平上皮化生、雌で呼吸上皮の炎症、嗅上皮の硝子滴変性、750 

ppb 群の雌雄で杯細胞の過形成、雄で嗅上皮の硝子滴変性の発生率に有意な増加を認めた。

マウスでは生存率に影響はなく、体重も 250 ppb 群の雌で抑制傾向がみられた程度であっ

たが、鼻腔の呼吸上皮に病変がみられ、62.5 ppb 以上の群の雌で硝子滴変性、125 ppb 以上

の群の雌及び 250 ppb 群の雄で扁平上皮化生、250 ppb 群の雌で炎症の発生率に有意な増加

を認めた 17, 18) 。この結果から、ラットで LOAEL を 250 ppb（曝露状況で補正：45 ppb）、

マウスで LOAEL を 62.5 ppb（曝露状況で補正：11 ppb）とする。 
 

③ 生殖・発生毒性 

ア）Sprague-Dawley ラット雌雄各 28 匹を 1 群とし、0、0.005、0.025、0.1％の濃度で交尾前

10 週から妊娠、授乳期間を通して飲水投与し、得られた F1にも同様に投与して実施した二

世代試験の結果、いずれの世代でも交尾率や受胎率、出産率、仔の数や生存率などに影響

はなく、投与に関連した病理組織学的な影響も親及び仔になかった。しかし、0.025％以上

の群の F0雄、0.1％群の F1雌、F0雄で体重増加の有意な抑制が散発的にみられ、0.1％群で

哺育 21 日から 28 日の仔（F1及び F2）の体重は有意に低かった。この結果から、仔の NOEL

は 0.025％（親の投与量で 18～30 mg/kg/day）、生殖毒性の NOEL は 0.1％（69～100 mg/kg/day）

超とされている 12)。 

 

イ）Wistar ラット雌 21～26 匹を 1 群とし、0、25、50、100 mg/kg/day を妊娠 6 日から妊娠 15

日まで強制経口投与した結果、100 mg/kg/day 群の母ラットで生存率の低下、体重増加の抑

制、摂餌量の減少、胎仔の低体重に有意差を認めたが、着床後胚損失率に有意な変化はな

く、奇形の発生率増加もなかった 19) 。この結果から、NOAEL を 50 mg/kg/day とする。 

 

ウ）Wistar ラット雌 25 匹を 1 群とし、0、0.005、0.025、0.075 ％の濃度（約 0、5、26、68 mg/kg/ 

day）で妊娠 6 日から妊娠 16 日まで飲水投与した結果、0.025％群で軽度の、0.075％群で明

瞭な飲水量の減少を認め、飲水の味又は臭いに対する嫌悪によるものと思われた。しかし、
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催奇形性を含めて胎仔に影響はなかった 20) 。この結果から、NOEL を母ラットで 0.005％

（約 5 mg/kg/day）、胎仔で 0.075％（約 68 mg/kg/day）以上とする。 

 

エ）CD-1 マウス雌 18～48 匹を 1 群とし、0、16、20、24、40、50、100 mg/kg/day を妊娠 6

日から妊娠 15 日まで強制経口投与した結果、24 mg/kg/day で 29 匹中 1 匹、40 mg/kg/day 群

で 35 匹中 6 匹、50 mg/kg/day 群で 48 匹中 12 匹、100 mg/kg/day 群で 35 匹中 19 匹が死亡し、

16、24、100 mg/kg/day 群で体重増加の有意な抑制を認めた。胎仔では、16 mg/kg/day 群で

体重が有意に低く、100 mg/kg/day 群で内臓系及び骨格系の奇形発生率に有意な増加を認め

た。しかし、100 mg/kg/day 群での母マウスの死亡率や体重への影響を考慮すると、奇形の

発生は本物質の催奇性によるものでなく、母体への毒性によるものと考えられた 21) 。 

 

オ）ヒマラヤウサギ雌 15 匹を 1 群とし、0、5、15、45 mg/kg/day を妊娠 7 日から妊娠 19 日

まで強制経口投与した結果、45 mg/kg/day 群で摂餌量及び体重の著明な減少を認め、ほと

んどすべてのウサギで軟便や下痢に続いて糞がみられなくなり、数匹では敷きわらに出血

跡もあった。45 mg/kg/day 群では妊娠 9～11 日に 5 匹が死亡したが、消化管には発赤や浮

腫、潰瘍などの刺激症状がみられた。また、45 mg/kg/day 群では子宮重量の著明な減少が

みられて着床後胚損失は著しく、生存していたウサギ 10 匹中 9 匹に生存胎仔はなく、わず

かに得られた生存胎仔 4 匹の体重は有意に低かったが、奇形や変異の発生増加はみられな

かった 22) 。この結果から、NOAEL を 15 mg/kg/day とする。 

 

カ）Fischer 344/N ラット、B6C3F1マウス雌雄各 10 匹を 1 群とし、ラットに 0、62.5、250、

1,000 ppb、マウスに 0、62.5、250、500 ppb を 13 週間（6.5 時間/日、5 日/週）吸入させた

結果、ラットでは 1,000 ppb 群の雌雄で体重増加の有意な抑制、雄で精巣相対重量の有意な

増加を認めたが、精子の数や運動性、雌の性周期に影響はなかった。マウスでは 62.5 ppb

以上の群の雄で体重増加の有意な抑制、精巣相対重量の有意な増加、250 ppb 以上の群の雌

で体重増加の有意な抑制、発情周期の有意な変化（発情期及び発情間期の延長、発情後期

の短縮）を認めたが、精子の数や運動性に影響はなかった 14) 。この結果から、ラットで

NOAEL を 250 ppb（曝露状況で補正：48 ppb）、マウスで LOAEL を 62.5 ppb（曝露状況で

補正：12 ppb）とする。 

 

キ）Fischer 344/N ラット、B6C3F1マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、ラットに 0、250、500、750 

ppb、マウスに 0、62.5、125、250 ppb を 104 週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、

ラット、マウスともに雌雄生殖器に投与に関連した影響はみられなかった 17) 。 
 

④ ヒトへの影響 

ア）本物質による眼や鼻の感覚刺激の閾値として、0.24～0.26 ppm あるいは 0.3 ppm、臭気閾

値として 0.04 ppm とした値が報告されている 23) 。 

 

イ）本物質は強い殺菌力を有し、内視鏡等の医療器具等の殺菌消毒剤として広く利用されて

おり、国内外の医療機関でこれを取り扱う労働者で眼や鼻の刺激、皮膚炎、咽頭痛、頭痛、
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咳嗽・喘息、悪心・嘔吐などの健康障害が報告されている 24～29) 。このため、その防止に

ついて通達が出されており、0.05 ppm の気中濃度を目安として設定した上で、保護具等の

着用による曝露防止が求められている 30) 。 

 

ウ）59 ヶ所の内視鏡検査部門の現役看護師 348 人、健康上の理由で退職した同部門の元看護

師 18 人を対象としたイギリスの調査では、現役看護師の 91.4％、退職者の 100％が主に本

物質に、残りはスクシンアルデヒドとホルムアルデヒドの混合剤（SF 剤）に曝露されてお

り、本物質曝露の現役看護師の 44％、退職者の 44.4％、SF 剤曝露の現役看護師の 56.7％に

職業性の接触皮膚炎がみられた。また、本物質曝露の現役看護師では眼、鼻、下気道の自

覚症状はそれぞれ 13.5％、19.8％、8.5％にあり、退職者では 50％、61.1％、66.6％にあっ

た。肺機能検査では、予測一秒量に対するパーセント値（%FEV1）に喫煙者と非喫煙者、

有症者と非有症者との間で有意な差はなく、退職者の値（93.82、95％CI：88.53～99.11）

は本物質曝露の現役看護師（104.08、95％CI：102.35～105.73）に比べて有意に低かったが、

気管支喘息の所見はなかった。皮膚プリックテストでは、6％にラテックスの陽性反応がみ

られ、これと眼刺激や皮膚炎との間には有意な関連がみられたが、鼻刺激や下気道症状と

の間に関連はなかった。本物質のピーク濃度は幾何平均で 0.06 mg/m3（<0.001～1.08 mg/m3）

であり、ピーク濃度と慢性気管支炎（喫煙や作業期間・時間などで調整後）及び鼻刺激（排

気形式で調整後）との間でのみ、有意な関係がみられた 31) 。 

 

エ）スウェーデンの病院で本物質を取り扱っていた曝露群（39 人）、対照群（68 人）の調査

では、過去 6 ヶ月の間に鼻炎や鼻閉、咽頭痛、頭痛、吐き気、湿疹、手の発疹などがあっ

たという訴えが曝露群に有意に多く、これら症状の数と本物質の曝露頻度との間には量－

反応関係がみられた。本物質の職場濃度は検出限界値未満であったが、個人サンプラーに

よる測定値（15 分間）は 0.0024 ppm 未満～0.044 ppm（1 例のみ 0.14 ppm）の範囲にあり、

幾何平均は 0.012 ppm であった 29) 。一方、オーストラリアの病院の調査では、曝露群の看

護師（135 人）は対照群（132 人）に比べて皮膚、眼、喉の症状の他にも頭痛、疲労を過去

1 年間に経験したという訴えが有意に多かったが、鼻や肺の症状、吐き気、ストレスの訴

えに有意差はなかった。個人サンプラー（72 例）による測定（15 分間）では 4 例が 0.2 ppm

超、10 例が 0.1～0.2 ppm の範囲にあり、幾何平均は 0.032 ppm であった。週当りの本物質

取扱い時間数が多いほど訴えの頻度も多い傾向にあったが、気中濃度や累積曝露量との間

には量－反応関係はなく、曝露濃度測定日の業務終了後に実施した質問調査でも、有意差

はなかったことから、皮膚や眼、喉の症状の発生は気中濃度と関係ないように思われた 32) 。

我が国で 20 施設を対象に実施された調査では、本物質の気中濃度は 0.036 ppm 以下で、自

覚症状として異臭、手荒れ等があったが、ひどい症状の訴えはなかったとされている 26) 。 

 

オ）1959～1992 年に本物質の製造又は流通に従事した労働者 218 人の調査では、1977～1992

年にかけて 0.01～0.34 ppm の本物質に日常的に曝露されていたが、本物質による皮膚及び

呼吸器の感作、アレルギー性の眼瞼結膜炎、がんの過剰発生はなかった 33) 。 
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カ）1980 年にフィンランドの病院で殺菌消毒作業に従事していた全スタッフ 1,443 名、対照

群とした看護助手 1,179 名の調査では、自然流産の発生率は殺菌消毒作業に従事していた

スタッフで 11.3％、対照群では 10.6％で有意差はなかったが、妊娠中に殺菌消毒作業に従

事したスタッフの自然流産発生率 16.7％は従事しなかったスタッフの発生率 5.6％に比べ

て有意に高く、年齢、経産数、喫煙、飲酒等で調整後も発生率は有意に高かった。しかし、

殺菌消毒剤のうち、エチレンオキサイド曝露と自然流産の発生率増加との間には関連がみ

られたものの、本物質又はホルムアルデヒドの曝露では関連はみられず、本物質の曝露は

自然流産の増加とは関係なかった 34)。また、1973～1979 年の間に自然流産（217 例、対照

群 571 例）又は奇形児の出産（46 例、対照群 128 例）があった看護師を対象にした調査で

も、本物質の曝露によるこれらリスクの有意な増加はなかった 35) 。 

 

（3）発がん性 

①主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2 に示

すとおりである。 
 

 

表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関（年） 分  類 

WHO IARC －  

EU EU －  

USA 

EPA －  

ACGIH（1999 年） A4 ヒトに対する発がん性物質として分類できない 

NTP －  

日本 日本産業衛生学会 －  

ドイツ DFG －  
 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、TA102 や TA104 等のネズミチフス菌 17, 36, 37, 38) 、大腸菌 39) 、代謝活

性化系非存在下のマウスリンパ腫細胞（L5178Y）17) 及びヒトリンパ芽球様細胞（TK6）40) で

遺伝子突然変異、チャイニーズハムスター卵巣（CHO）細胞で姉妹染色分体交換 17) 、大腸

菌で DNA－タンパク質架橋 41) を誘発したが、TA98 や TA1537 等のネズミチフス菌 42) 、

CHO 細胞 43,44) で遺伝子突然変異を誘発しなかった。また、ラット肝細胞で姉妹染色分体交

換、不定期 DNA 合成 44) 、CHO 細胞で染色体異常を誘発しなかったが、最高用量群でのみ

誘発がみられたとした報告もあった 17, 40) 。 

in vivo 試験系では、腹腔内投与したマウスの骨髄細胞で染色体異常を誘発したが 17) 、シ

ョウジョウバエで伴性劣性致死突然変異 17) 、経口投与したラットの骨髄細胞で、染色体異

常 45)、肝細胞で不定期 DNA 合成 46) 、マウスで優性致死 47) 、吸入または経口投与 したマ
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ウスの末梢血赤血球 17, 48) 、腹腔内投与したマウスの骨髄細胞 17) で小核を誘発しなかった。 

 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

Fischer 344 ラット雌雄各 100 匹を 1 群とし、0、0.005、0.025、0.1％の濃度（雄で 0、4、

17、64 mg/kg/day、雌で 0、6、25、86 mg/kg/day）で 104 週間飲水投与した結果、対照群を

含む全群の雌雄で大型顆粒リンパ球白血病（LGL 白血病）の発生率が増加し、0.005％以上

の群の雌では有意差を認めた。しかしながら、この系統のラットでは LGL 白血病の自然発

生率が高いため、結論づけることは困難とされている 11) 。 

B6C3F1マウス雌雄各 30～50 匹を 1 群とし、0、100 ppb を 52、78 週間（6 時間/日、5 日/

週）吸入させた結果、投与に関連した腫瘍の発生増加はみられなかった 16) 。 

Fischer 344 ラット及び B6C3F1マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、ラットに 0、250、500、

750 ppb、マウスには 0、62.5、125、250 ppb を 104 週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた

結果、ラット及びマウスで投与に関連した腫瘍の発生増加はみられなかった 17)。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

1959～1978年に本物質の生産に 1日以上従事した労働者 186人を対象として 1988年まで

の死亡を調査した結果、がんによる死亡は 4 人（胃、肺、脳、リンパ肉腫が各 1 人）で、

米国白人男性人口から求めた標準化死亡比（SMR）は 0.65（95％CI：0.2～1.7）であり、が

んの過剰死亡はみられなかった 33) 。工場内の本物質の気中濃度は 1977～1988 年（1982 年

を除く）で 0.01～0.17 ppm であったが、労働者は本物質以外にも複数の化学物質に曝露さ

れていた。 

上記コホートの曝露群からパート労働者 5 人を除き、調査から漏れていた 7 人を新たに

加えた 188 人、対照群として同時期に非曝露部門にいた労働者 3,173 人について 1999 年末

の生存状況を調査した結果、対照群は 99,730 人･年、0～100 ppb･年群で 2,934 人･年、100 

ppb・年超群で 2,805 人･年であり、全死因の SMR はそれぞれ 0.8（95％CI: 0.8～0.9）、0.5

（同 0.2～0.8）、0.7（同 0.4～1.0）で期待値よりも低かった。また、がんによる死亡は 0.9

（95％CI:0.8～1.0）、0.9（同 0.4～1.9）、0.6（同 0.2～1.4）でいずれも期待値より低く、

呼吸器系のがんの SMR も 0.9（95％CI: 0.7～1.1）、1.0（同 0.2～3.0）、0.3（同 0.0～1.5）

と同様で、曝露の増加に伴って増加傾向を示す腫瘍はなく、曝露群の労働者では白血病、

鼻腔や上咽頭のがんによる死亡者もなかった。なお、曝露群の労働者で喫煙率が低いとい

うこと以外に喫煙データがなかったため、仮に呼吸器系のがんで死亡した曝露群の労働者

全員が非喫煙者であったとすると、本物質の曝露を原因とした呼吸器系がんの発生率増加

があったと判断せざるを得ないが、その可能性は低いとしている 49) 。 

死体防腐処理業者や葬儀業者、解剖学者、病理学者はホルマリンの他にも本物質に曝露

されることがあり、これらの業種を対象とした疫学調査では白血病や脳、大腸、前立腺の

発がんリスクの増加が認められている 50～53) 。 
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（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性及び生殖・発生毒性等に関する知見が得られているが、

発がん性については十分な知見が得られず、ヒトに対する発がん性の有無については判断で

きない。このため、閾値の存在を前提とする有害性について、非発がん影響に関する知見に

基づき無毒性量等を設定することとする。 

経口曝露については、中・長期毒性イ）に示したラットの試験から得られた LOAEL 4 

mg/kg/day（腎臓重量の減少）を LOAEL であるために 10 で除した 0.40 mg/kg/day が信頼性の

ある最も低用量の知見と判断し、これを無毒性量等に設定する。 

吸入曝露については、中・長期毒性エ）に示したラットの試験から得られた NOAEL 21 ppb

（鼻の刺激症状、体重増加の抑制）を曝露状況で補正して 3.8 ppb とし、慢性曝露への補正が

必要なことから 10 で除した 0.38 ppb（0.0016 mg/m3）が信頼性のある最も低濃度の知見と判

断し、これを無毒性量等に設定する。 
 

② 健康リスクの初期評価結果 

  
 表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 
飲料水 － － 

0.40 mg/kg/day ラット 
－ 

公共用水

域・淡水 
－ － － 

 
経口曝露については、曝露量が把握されていないため、健康リスクの判定はできなかった。 

なお、公共用水域・淡水の最大値として過去に報告（2000）のあった値から算出した経口

曝露量は 0.016 µg/kg/day 程度であったが、参考としてこれと無毒性量等 0.40 mg/kg/day から、

動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除して求めた MOE（Margin of Exposure）

は 2,500 となる。また、化管法に基づく平成 26 年度の公共用水域・淡水への届出排出量をも

とに推定した高排出事業所の排出先河川中濃度から算出した最大曝露量は 0.03 µg/kg/day で

あったが、参考としてこれから算出した MOE は 1,300 となる。環境媒体から食物経由で摂取

される曝露量は少ないと推定されることから、その曝露を加えても MOE が大きく変化するこ

とはないと考えられる。このため、本物質の経口曝露による健康リスクの評価に向けて経口

曝露の情報収集等を行う必要性は低いと考えられる。 
 
 

 表 3.4 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 0.0035 µg/m3程度 0.0086 µg/m3程度 

0.0016 mg/m3 ラット 
19 

室内空気 － － － 
 
吸入曝露については、一般環境大気中の濃度についてみると、平均曝露濃度は 0.0035 µg/m3

程度、予測最大曝露濃度は 0.0086 µg/m3程度であった。無毒性量等 0.0016 mg/m3と予測最大

曝露濃度から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除して求めた MOE は 19
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

となる。また、化管法に基づく平成 26 年度の大気への届出排出量をもとに推定した高排出事

業所近傍の大気中濃度（年平均値）の最大値は 0.0076 µg/m3 であったが、参考としてこれか

ら算出した MOE は 21 となる。 

従って、本物質の一般環境大気の吸入曝露による健康リスクについては、情報収集に努め

る必要があると考えられる。 
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４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、その信頼性及び採用の可能性を確

認したものを生物群（藻類、甲殻類、魚類及びその他の生物）ごとに整理すると表 4.1 のとお

りとなった。 

 
表 4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急 

性 
慢 
性 

毒性値 
[µg/L] 

生物名 生物分類／和名
エンドポイント

／影響内容 
曝露期間

[日] 
試験の

信頼性 
採用の

可能性 
文献 No.

藻 類  ○ 340 Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

NOEC    
GRO (RATE) 

3 A A 2) 

  ○ 625 
Desmodesmus 
subspicatus 緑藻類 

NOEC   
GRO (AUG) 

4 B B 5)-1 

  ○ 700 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

NOEC   
GRO (FCC) 

4 A B 1)-80119

 ○  1,000 Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

IC50    
GRO (FCC) 

4 B B 1)-80119

 ○  1,900 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

EC50    
GRO (RATE) 

3 A A 2) 

  ○  3,900 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 ILm   GRO 4 B B 5)-2 

 ○  13,200 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

EC50    
GRO (RATE) 

2 B B 1)-94088

甲殻類  ○ 220 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 21 A A 2) 

 ○  350 Daphnia magna オオミジンコ LC50   MOR 2 D C 5)-3 

  ○ 2,100 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 21 B B 5)-4 

  ○ 2,400 Ceriodaphnia dubia
ニセネコゼミジ

ンコ 
NOEC  MOR 8 B B 1)-80119

 ○  3,000 Acartia tonsa アカルチア属 LC50   MOR 2 A A 4)-1 

  ○ 4,900 Ceriodaphnia dubia
ニセネコゼミジ

ンコ 
NOEC  REP 8 B B 1)-80119

 ○  5,500 Americamysis bahia アミ科 LC50   MOR 4 A A 4)-2 

 ○  8,700 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 A A 2) 

 ○  16,300 Daphnia magna オオミジンコ LC50   MOR 2 B B 5)-5 
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生物群 
急 

性 
慢 
性 

毒性値 
[µg/L] 

生物名 生物分類／和名
エンドポイント

／影響内容 
曝露期間

[日] 
試験の

信頼性 
採用の

可能性 
文献 No.

甲殻類 ○  41,000 
Palaemonetes 
vulgaris テナガエビ科 LC50   MOR 4 B B 5)-6 

 ○  465,000 Carcinus maenas ミドリガニ LC50   MOR 4 B B 5)-7 

魚 類  ○ 1,300*1 Oncorhynchus 
mykiss ニジマス（胚） NOEC  HAT 62 B B 1)-80119

 ○  5,500 Danio rerio 
ゼブラフィッシ

ュ 
LC50   MOR 4 B B 3)-2016148

 ○  8,800 Oryzias latipes メダカ LC50   MOR 4 A A 2) 

 ○  11,200 
Lepomis 
macrochirus ブルーギル LC50   MOR 4 D C 5)-8 

その他 ○  2,100 
Crassostrea 
virginica 

バージニアガキ

（幼体） 
LC50   MOR 2 D C 5)-9 

 ○  73,800 Lemna minor コウキクサ EC50   GRO 7 C C 3)-2016148

急性／慢性：○印は該当する毒性値 

毒性値（太字）：PNEC 導出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）： PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない、 
―：採用の可能性は判断しない 

エンドポイント 

EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、IC50 (Median Inhibition Concentration)：半数阻害濃度、 

ILm (Median Inhibitory Limit)：半数阻害濃度、LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、 

NOEC (No Observed Effect Concentration)：無影響濃度 

影響内容 

GRO (Growth)：生長（植物）、HAT (Hatch)：ふ化、IMM (Immobilization)：遊泳阻害、MOR (Mortality)：死亡、 

REP (Reproduction)：繁殖、再生産 

毒性値の算出方法 

AUG (Area Under Growth Curve)：生長曲線下の面積により求める方法（面積法） 

FCC (Final Cell Concentration [or Counts])：試験終了時の藻類の細胞密度（または細胞数）より求める方法 

RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

 

*1 曝露 34 日目までのふ化阻害に基づく毒性値 

 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 

 

1） 藻 類 

Sano ら 1)-80119 は、米国 ASTM の試験方法 (E1218-97a, 1998) 及び米国 EPA の試験方法

(EPA-821-T-02-013, 2002) に準拠し、緑藻類 Pseudokirchneriella subcapitata の生長阻害試験を実
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施した。設定試験濃度区は対照区及び 5 濃度区であった。試験培地は、ろ過滅菌水（硬度 20 mg/L、

CaCO3 換算）を用いて調製され、EDTA が添加された。被験物質の実測濃度は、曝露 5 日目に

は平均で 27%減少し、2 mg/L 以下の濃度区では約 50%減少した。96 時間半数生長阻害濃度 (IC50) 

は、実測濃度に基づき 1,000 µg/L であった。 

また、環境省 2)は「新規化学物質等に係る試験の方法について（化審法テストガイドライン）」

(2006 改正) に準拠し、緑藻類 Pseudokirchneriella subcapitata の藻類生長阻害試験を GLP 試験と

して実施した。設定試験濃度は 0（対照区）、0.32、0.56、1.0、1.8、3.2、5.6 mg/L（公比 1.8）

であった。被験物質の実測濃度は、藻体接種区では試験終了時に設定濃度の 50～101%に低下し、

藻体未接種区では試験期間を通して設定濃度の 100～110%であった。毒性値の算出には藻体未

接種区の実測濃度（0、48、72 時間後の算術平均値）が用いられた。速度法による 72 時間無影

響濃度 (NOEC) は 340 µg/L であった。 

 

2） 甲殻類 

アカルチア属Acartia tonsaの急性毒性試験が実施された 4)-1。試験は半止水式（密閉容器使用、

24 時間後換水）で行われ、設定試験濃度は 0（対照区）、0.1、0.25、0.6、1.4、3.2、7、16 mg/L 

（公比 2.3）であった。試験には濾過天然海水（塩分 32）が用いられた。被験物質の実測濃度は

0（対照区）、0.04、0.16、0.40、0.70、1.69、3.70、8.41 mg/L であった。48 時間半数致死濃度 (LC50) 

は、実測濃度に基づき 3,000 µg/L であった。 

また、環境省 2)は「新規化学物質等に係る試験の方法について（化審法テストガイドライン）」

(2006 改正) に準拠し、オオミジンコ Daphnia magna の繁殖試験を GLP 試験として実施した。

試験は半止水式（週 3 回換水）で、設定試験濃度は 0（対照区）、0.22、0.46、1.0、2.2、4.6、

10 mg/L（公比 2.2）であった。試験用水には Elendt M4 培地（硬度 248 mg/L、CaCO3換算）が

用いられた。被験物質の実測濃度は、換水前後において、それぞれ設定濃度の 0～85%及び 76

～99%であった。毒性値の算出には実測濃度（時間加重平均値、一部推定値を含む）が用いら

れた。繁殖阻害（累積産仔数）に関する 21 日間無影響濃度 (NOEC) は 220 µg/L であった。 

 

3） 魚 類 

Pereiraら 3)-2016148はOECDテストガイドラインNo.203 (1992)に準拠し、ゼブラフィッシュDanio 

rerio の急性毒性試験を実施した。試験は止水式で行われ、設定試験濃度は 0（対照区）、1.2、

2.8、4.2、5.8、7.2 mg/L であった。96 時間半数致死濃度 (LC50) は、設定濃度に基づき 5,500 µg/L

であった。 

また、Sano ら 1)-80119 は米国 ASTM の試験方法 (E1241-92, 1998) 及び Canaria らの試験方法

(1999) に従って、ニジマス Oncorhynchus mykiss の胚を用いて魚類初期生活段階毒性試験を実施

した。設定試験濃度区は対照区及び 5 濃度区（胚から卵嚢仔魚期）であった。試験用水には、

米国 EPA の試験方法 (EPA-821-T-02-013, 2002) に基づく再調整水（硬度 140 mg/L、CaCO3換算）

が用いられた。被験物質の実測濃度（時間加重平均値、対照区は除く）は 0.6、1.3、2.5、5.1、

13.6 mg/L であり、設定濃度の 20%程度減少していたため、毒性値の算出には実測濃度が用いら

れた。曝露 34日目までのふ化阻害に基づく 62日間無影響濃度 (NOEC) は 1,300 µg/Lであった。 
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（2）予測無影響濃度(PNEC)の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した毒性値に情報量に応じたアセ

スメント係数を適用し予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 

 

急性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 96 時間 IC50（生長阻害） 1,000 µg/L

甲殻類 Acartia tonsa 48 時間 LC50 3,000 µg/L

魚 類 Danio rerio 96 時間 LC50 5,500 µg/L

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類及び魚類）について知見が得られたため］ 

これらの毒性値のうち、最も小さい値（藻類の 1,000 µg/L）をアセスメント係数 100 で除する

ことにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 10 µg/L が得られた。 

 

慢性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 NOEC（生長阻害） 340 µg/L

甲殻類 Daphnia magna 21 日間 NOEC（繁殖阻害） 220 µg/L

魚 類 Oncorhynchus mykiss 62 日間 NOEC（ふ化阻害） 1,300 µg/L

アセスメント係数：10［3 生物群（藻類、甲殻類及び魚類）の知見が得られたため］ 

これらの毒性値のうち、最も小さい値（甲殻類の 220 µg/L）をアセスメント係数 10 で除する

ことにより、慢性毒性値に基づく PNEC 値 22 µg/L が得られた。 

 

本物質の PNEC としては藻類の急性毒性値から得られた 10 µg/L を採用する。 

 

 
（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 4.2 生態リスクの初期評価結果 

注：1) 水質中濃度の（   ）内の数値は測定年度を示す 

2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 

データは得られなかった

［過去のデータではあるが

0.3 µg/L未満程度 (2000)］

データは得られなかった 

［過去のデータではある

が0.4 µg/L程度 (2000)］ 
10 

µg/L 

― 

公共用水域・海水 

データは得られなかった

［過去のデータではあるが

0.3 µg/L未満程度 (2000)］

データは得られなかった 

［過去のデータではあるが

0.3 µg/L未満程度 (2000)］ 
― 
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本物質については、予測環境中濃度 (PEC) を設定できるデータが得られなかったため、生態

リスクの判定はできなかった。 

過去の公共用水域の淡水域及び海水域の濃度 (0.4 µg/L 程度及び 0.3 µg/L 未満程度) と予測無

影響濃度 (PNEC) の比は 0.1 よりも小さくなる。 

また、化管法に基づく平成 26 年度の公共用水域・淡水への届出排出量を全国河道構造データ

ベースの平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定すると、最大で 0.8 μg/L とな

るが、この値と予測無影響濃度 (PNEC) の比も 0.1 よりも小さくなる。 

したがって、本物質については新たな情報を収集する必要性は低いと考えられる。 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要 
ないと考えられる。 

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］ 
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１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名：2-クロロニトロベンゼン 
（別の呼称：1-クロロ-2-ニトロベンゼン、2-クロロ-1-ニトロベンゼン、o-クロロニトロ

ベンゼン、o-ニトロクロロベンゼン） 
CAS 番号：88-73-3 
化審法官公示整理番号：3-442（モノクロロ ニトロベンゼン） 
化管法政令番号：1-112 
RTECS 番号：CZ0875000 

分子式：C6H4ClNO2 

分子量：157.55 
換算係数：1 ppm = 6.44 mg/m3（気体、25℃） 
構造式： 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

（2）物理化学的性状 

本物質は常温で黄色の固体である1)。 

融点 32.1℃2)、32～33℃ 3)、32.5℃4) , 5)、約 32℃6) 

沸点 
246.2℃ (760 mmHg) 2)、245～246℃ 3)、245.5℃
(760 mmHg) 4)、245.7℃ 5) 

密度 1.368 g/cm3 (242℃) 2)、1.305 g/cm3 3) 

蒸気圧 
0.044 mmHg (=5.8 Pa) (20℃) 5)、 
0.03 mmHg (=4.0 Pa) (20℃) 6) 

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(log Kow) 2.24 4) , 7)、2.2 5) 

解離定数（pKa）  

水溶性（水溶解度） 
441 mg/1000g (20℃) 2)、441 mg/L (20℃) 6) , 4)、590 

mg/L (20℃) 5)、441.2 mg/L (20℃)8) 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性 

好気的分解（分解性が良好でないと判断される物質 9) ） 

分解率：BOD 0%、GC 3.8% 、UV-VIS 0% 

（試験期間：2 週間、被験物質濃度：100 mg/L、活性汚泥濃度：30 mg/L）10) 

 

化学分解性  

［4］2-クロロニトロベンゼン            
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OH ラジカルとの反応性（大気中） 

反応速度定数：0.17×10-12 cm3/(分子･sec)（AOPWIN 11) により計算） 

半減期： 31～310 日（OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 12) と仮定し、一

日を 12 時間として計算） 

加水分解性 
環境中では加水分解しない化学構造と考えられる8) 

 

生物濃縮性（濃縮性がない又は低いと判断される物質 9) ） 

 生物濃縮係数 (BCF)：  

7.0～20.8（試験生物：コイ、試験期間：8 週間、試験濃度：0.25 mg/L）13) 

7.4～22.3（試験生物：コイ、試験期間：8 週間、試験濃度：0.025 mg/L）13) 

 

土壌吸着性 

 土壌吸着定数 (Koc)：370（KOCWIN 14) により計算） 

 

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

化審法に基づき公表された製造・輸入数量の推移を表 1.1 に示す15),16),17) 。 

 

表 1.1 製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 21 22 23 24 25 26 

製造・輸入数量(t) a) 216 b),c) 7,000d),e) 4,000 d),e) 1,000 未満 d),e) X d),e) ,f) X d), e) ,f) 

注：a) 平成 22 年度以降の製造・輸入数量の届出要領は、平成 21 年度までとは異なっている。 
b) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業所内での自家消費分を含んでいない値を示す。 
c)  2-クロロニトロベンゼンとしての値を示す。 
d) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含んでいない値を示す。 
e) モノクロロニトロベンゼンとして届け出られた製造数量及び輸入数量を合計した数量。平成 22 年度

以降は優先評価化学物質となった p-クロロニトロベンゼンが集計対象外となっている。 
f) 届出事業者が 2 社以下のため、製造・輸入数量は公表されていない。 

 

モノクロロニトロベンゼンの「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」による製造（出

荷）及び輸入量を表 1.2 に示す18) 。 

 

表 1.2 製造（出荷）及び輸入量 

平成(年度) 13 16 19 

製造（出荷）及び 
輸入量 a) 

― b) 10,000～100,000 t 
/年未満 

100～1,000 t 
/年未満 

注：a) 化学物質を製造した企業及び化学物質を輸入した商社等のうち、1 物質 1 トン以上の製造又は輸入を

した者を対象に調査を行っているが、全ての調査対象者からは回答が得られていない。 
b) 公表されていない。 
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本物質の生産量の推移を表 1.3 に示す19) 。 

 
 

表 1.3 生産量の推移 

平成（年） 15 16 17 18 19 

生産量（t）a) 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 

平成（年） 20 21  22 23 24 

生産量（t）a) 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 
注：a) 推定値 

 

OECD に報告している生産量は 1,000～10,000t/年未満、輸入量は 1,000t/年未満である。ま

た、本物質の化学物質排出把握管理促進法（化管法）における製造・輸入量区分は、100 t 以

上である20) 。 

 

② 用 途 

本物質は、アゾ染料の原料として使われている1)。また本物質は、同じくアゾ染料の原料で

ある 4-ニトロクロロベンゼンの異性体である1) 。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

本物質は、化学物質排出把握管理促進法第一種指定化学物質（政令番号:112）に指定されて

いる。 

クロロニトロベンゼン類は、人健康影響及び生態影響の観点から水環境保全に向けた取組の

ための要調査項目に選定されている。 

なお、本物質は旧化学物質審査規制法（平成 15 年改正法）において第二種監視化学物質（通

し番号：991）及び第三種監視化学物質（通し番号：196）に指定されていた。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

 

（1）環境中への排出量 

本物質は化管法の第一種指定化学物質である。同法に基づき公表された平成 26年度の届出排

出量1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体2) から集計した排出量等を表 2.1 に

示す。なお、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体の推計はなされていなかっ

た。 

 

表 2.1 化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 26 年度） 

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 - - - - - - - - - - - - 0

0

業種等別排出量(割合) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

届出 届出外

- -

総排出量の構成比(%)

届出事業所無し

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計

 

 

本物質の平成 26 年度における環境中への総排出量は、0 t であった。 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

化管法に基づく排出量が得られなかったため、Mackay-Type Level III Fugacity Model3)により

媒体別分配割合の予測を行った。結果を表 2.2 に示す。 

 
表 2.2 Level Ⅲ Fugacity Model による媒体別分配割合（％） 

排出媒体 大気 水域 土壌 大気/水域/土壌

排出速度（kg/時間） 1,000 1,000 1,000 1,000（各々）

大 気 21.2 1.6 0.2 0.6 
水 域 9.97 90.6 2.3 5.6 
土 壌 68.5 5.3 97.5 93.7 
底 質 0.3 2.4 0.1 0.1 
注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの。 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.3 に示

す。 
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表 2.3 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a) 検出 
検出率 調査地域 測定年度 文 献 

平均値 a) 平均値 下限値

  
 

                    

一般環境大気  µg/m3 <0.0012 <0.0012 <0.0012 <0.0012 0.0012 0/9 全国 2008 4) 

  <0.007 <0.007 <0.007 0.032 0.007 1/18 全国 1991 5) 
             

室内空気  µg/m3          

             

食物 µg/g          
             

飲料水 µg/L          
             

地下水 µg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0/10 全国 2002 6) 

  <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0/15 全国 2000 7) 
             

土壌 µg/g          
             

公共用水域・淡水   µg/L <0.0023 <0.0023 <0.0023 <0.0023 0.0023 0/3 石川県、

神奈川

県、新潟

県 

2007 8) 

  <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0/30 全国 2002 6) 

  <0.01 <0.01 <0.01 0.10 0.01 2/65 全国 2000 7) 

  <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3 0/25 全国 1991 9) 
             

公共用水域・海水  µg/L <0.0023 <0.0023 <0.0023 <0.0023 0.0023 0/5 全国 2007 8) 

  <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0/10 全国 2002 6) 

  <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0/11 全国 2000 7) 

  <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 b) 0.3 0/27 全国 1991 9) b) 
           

底質(公共用水域・淡水) µg/g <0.00022 <0.00022 <0.00022 <0.00022 0.00022 0/6 全国 2008 4) 
  <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0/14 全国 2002 6) 

  <0.023 <0.023 <0.023 <0.023 0.023 0/25 全国 1991 9) 
           

底質(公共用水域・海水) µg/g <0.00022 <0.00022 <0.00022 <0.00022 0.00022 0/9 全国 2008 4) 
  <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0/10 全国 2002 6) 

  <0.023 <0.023 <0.023 <0.023 0.023 0/29 全国 1991 
 

9) 

           

魚類(公共用水域・淡水) µg/g <0.0075 <0.0075 <0.0075 <0.0075 0.0075 0/21 全国 1991 9) 

           

魚類(公共用水域・海水) µg/g <0.0075 <0.0075 <0.0075 <0.0075 0.0075 0/25 全国 1991 9) 

             

注：a) 最大値又は幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 
  b) 統一の検出下限値未満の値として 0.22 μg/L がある。 

  

（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

一般環境大気及び公共用水域・淡水の実測値を用いて、人に対する曝露の推定を行った（表

2.4）。化学物質の人による一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸量、飲水量及び食事

量をそれぞれ 15 m3、2 L 及び 2,000 g と仮定し、体重を 50 kg と仮定している。 
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表 2.4 各媒体中の濃度と一日曝露量 

  媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

        

  大 気     

  一般環境大気 0.0012 µg/m3未満程度 (2008) 0.00036 µg/kg/day 未満程度 

  室内空気 データは得られなかった  データは得られなかった 

平      

  水 質    

  飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

  地下水 
過去のデータではあるが 0.01 µg/L 未満

程度 (2002) 
過去のデータではあるが 0.0004 
µg/kg/day 未満程度 

均 公共用水域・淡水 概ね 0.0023 µg/L 未満 (2007) 概ね 0.000092 µg/kg/day 未満 

      

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

       

  大 気   

  一般環境大気 0.0012 µg/m3未満程度 (2008) 0.00036 µg/kg/day 未満程度 

最  室内空気 データは得られなかった  データは得られなかった 

     

大 水 質   

 飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

値  地下水 
過去のデータではあるが 0.01 µg/L 未満

程度 (2002) 
過去のデータではあるが 0.0004 
µg/kg/day 未満程度 

 公共用水域・淡水 概ね 0.0023 µg/L 未満 (2007) 概ね 0.000092 µg/kg/day 未満 

      

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

    

吸入曝露の予測最大曝露濃度は、表 2.4 に示すとおり、一般環境大気のデータから 0.0012 

µg/m3未満程度となった。 

 
表 2.5 人の一日曝露量 

媒 体 平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

大 気 
 一般環境大気 0.00036 0.00036 

 室内空気   

   飲料水   

水 質  地下水 (過去のデータではあるが 0.0004) (過去のデータではあるが 0.0004)

   公共用水域・淡水 0.000092 0.000092 

 食 物     

 土 壌     

 経口曝露量合計 0.000092 0.000092 

  参考値 1 0.0004 0.0004 

 総曝露量 0.000452 0.000452 

  参考値 1 0.00076 0.00076 

注：1) アンダーラインを付した値は、曝露量が「検出下限値未満」とされたものであることを示す。 
2) （  ）内の数字は、経口曝露量合計の算出に用いていない。 
3) 総曝露量は、吸入曝露として一般環境大気を用いて算定したものである。 
4) 参考値 1 は、過去の地下水のデータを用いた場合を示す。 
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経口曝露の予測最大曝露量は、表 2.5 に示すとおり、公共用水域・淡水のデータから算定す

ると概ね 0.000092 µg/kg/day 未満であった。 

生物濃縮性は高くないため、本物質の環境媒体から食物経由の曝露量は少ないと考えられる。 

 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.6 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると、公共用水域の淡水

域、同海水域ともに概ね 0.0023 µg/L 未満となった。 

 

表 2.6 公共用水域濃度 

水 域 平    均 最 大 値 

淡 水 概ね 0.0023 µg/L 未満 (2007) 概ね 0.0023 µg/L 未満 (2007) 

海 水 概ね 0.0023 µg/L 未満 (2007) 概ね 0.0023 µg/L 未満 (2007) 

注：1) 環境中濃度での（ ）内の数値は測定年度を示す。 
    2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む。 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

ラットに 14C でラベルした本物質 2、20、200 mg/kg を単回強制経口投与した結果、72 時間で

それぞれ投与した放射活性の 59.6％、57.7％、73.5％が尿中に、28.2％、26.3％、6.9％が糞中に

排泄され、投与量の増加に伴って吸収率は増加したが、72 時間後の体内残留はそれぞれ 2.6％、

2.8％、3.9％であり、同程度であった。主要組織の放射活性は 2、20 mg/kg 群では 24、72 時間

後に肝臓で最も高く、200 mg/kg 群でも 72 時間後は肝臓で最も高かったが、24 時間後は脂肪組

織で最も高く、次いで骨格筋、肝臓の順であった。尿中の代謝物は 23 種類（未同定）であり、

主要な代謝物は 2、20 mg/kg 群で 2 種類であったが、200 mg/kg 群では 4 種類に増加した 1) 。 

若齢ラット（10～12 週齢、雄）に 65 mg/kg/day を 11 日間強制経口投与（1、5、9 日に 14C ラ

ベル体投与）し、ラベル体投与後の体外排泄を調べた結果、各回の投与から 72 時間で投与した

放射活性の 70.1～73.7％が尿中に、16.8～26.6％が糞中に排泄された。これらの排泄割合に反復

投与の影響は認められなかったが、糞尿中への排泄速度は反復投与によって増加し、短時間で

より多く排泄されるようになった。最終投与から 72 時間後の体内残留は 4.7％であり、上記の

単回投与時の体内残留と大きな差はなかった。尿中代謝物（未同定）は 24 種類あり、3 種類の

主要代謝物のうち 1 種類が反復投与によって減少した。また、同様にして老齢ラット（19～20

月齢、雄）に投与した場合もほぼ同様の結果であり、本物質の体内動態、代謝は年齢の影響を

受けないと考えられた 1) 。 

ウサギに 100 mg/kg を単回強制経口投与した結果、48 時間で投与量の 42％がグルクロン酸抱

合体、24％が硫酸抱合体、9％が遊離の 2-クロロアニリン、7％がメルカプツール酸として尿中

に排泄され、糞中への排泄は 2-クロロアニリンが 0.2％だけであった 2) 。 

ラットの背部（4 cm2）に 14C でラベルした本物質 0.65、6.5、65 mg/kg を塗布した結果、72

時間でそれぞれ塗布した放射活性の 20.5％、24.4％、27.5％が尿中に、11.0％、14.6％、11.7％が

糞中に排泄され、塗布部に 0.4％、0.7％、0.4％の残留があり、塗布量の増加に伴って吸収量は

増加した 1, 3) 。 

本物質は還元されて 2-クロロアニリンになるか、水酸化されて 3-クロロ-4-ニトロフェノール

又は 4-クロロ-3-ニトロフェノールとなり、さらに 3-アミノ-4-クロロフェノール又は 4-アミノ-3-

クロロフェノールへと代謝される経路が主要な代謝経路であると考えられている 2) 。 

 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 4) 

動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 268 mg/kg 
ラット 経口 LD50 560 mg/kg 
マウス 経口 LD50 135 mg/kg 
ウサギ 経口 LD50 280 mg/kg 
ウサギ 経皮 LD50 400 mg/kg 
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本物質は眼を刺激し、血液に影響を与えてメトヘモグロビンを生じることがある。吸入や

経口摂取するとチアノーゼ（唇や爪、皮膚）、眩暈、頭痛、吐き気、息切れ、錯乱、痙攣、意

識喪失を生じ、皮膚に付くと吸収されてこれらの症状を生じることがある。眼に入ると発赤、

痛みを生じる 5) 。 

 

② 中・長期毒性 

ア）Fischer 344 ラット雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、0.0063、0.025、0.1、0.2、0.4％の濃度で餌

に添加して 13 週間投与した結果、0.4％群の雌雄で体重増加の有意な抑制を認め、0.1％以

上の群の雌雄で黄色尿がみられた。0.0063％以上の群の雌及び 0.1％以上の群の雄で赤血球

数、0.0063％以上の群の雌及び 0.025％以上の群の雄でヘモグロビン濃度、0.1％以上の群の

雌雄でヘマトクリット値の有意な減少、0.1％以上の群の雌雄で網赤血球、0.2％以上の群の

雌雄でメトヘモグロビン濃度の有意な増加を認めた。0.025％以上の群の雌雄で肝臓、0.1％

以上の群の雌雄で腎臓及び脾臓の相対重量に有意な増加を認め、血清の総コレステロール

やリン脂質の有意な増加は 0.1％以上の群、GOT(AST)や GPT（ALT）、γ-GTP などの有意

な上昇は主に 0.2％以上の群でみられた。脾臓では 0.025％以上の群の雌雄でヘモジデリン

沈着、うっ血、肝臓では 0.1％以上の群の雌雄で単細胞壊死、ヘモジデリン沈着、0.1％以上

の群の雄及び 0.2％以上の群の雌で水腫様変性、0.2％以上の群の雄及び 0.4％群の雌で小葉

中心性の肝細胞肥大、腎臓では 0.025％以上の群の雌及び 0.1％以上の群の雄で近位尿細管

への褐色色素沈着、0.2％以上の群の雄で硝子円柱の発生率に有意な増加を認めた。また、

0.4％群の雄の精巣で精原細胞壊死の発生率増加、精巣上体で精子の減少と精上皮系細胞残

屑の増加に有意差を認めた。摂餌量から求めた各群の用量は、雄で 0、3.5、13.8、57.5、119.5、

234.1 mg/kg/day、雌で 0、4.0、15.5、63.9、133.3、249.3 mg/kg/day であった 6, 7) 。この結果

から、LOAEL を 0.0063％（雄 3.5 mg/kg/day、雌 4.0 mg/kg/day）とする。 

 

イ）B6D2F1マウス雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、0.0078、0.0313、0.125、0.25、0.5％の濃度で

餌に添加して 13 週間投与した結果、0.125％群の雄 1 匹が死亡し、0.125％以上の群の雌雄

で黄色尿がみられ、0.5％群の雄で散発的に体重増加の抑制がみられた。0.125％以上の群の

雌雄で赤血球数、ヘモグロビン濃度、0.125％以上の群の雄及び 0.25％以上の群の雌でヘマ

トクリット値の有意な減少、0.0313％以上の群の雄の血清で総タンパク、雌でリン脂質の有

意な増加、0.125％以上の群の雌及び 0.25％以上の群の雄でγ-GTP の有意な上昇を認めた。

0.0313％以上の群の雌及び 0.125％以上の群の雄で肝臓、0.25％以上の群の雌雄で脾臓、

0.25％以上の群の雄及び 0.5％群の雌で腎臓の相対重量に有意な増加を認め、副腎の相対重

量は 0.5％群の雄で有意に減少した。肝臓では 0.0313％以上の群の雄及び 0.125％以上の群

の雌で小葉中心性の肝細胞肥大と核異型、0.125％以上の群の雌雄でヘモジデリン沈着、脾

臓では 0.0313％以上の群の雌雄でヘモジデリン沈着、0.125％以上の群の雌雄で髄外造血の

亢進とうっ血、腎臓では 0.5％の雌雄でヘモジデリン沈着、鼻腔では 0.25％以上の群の雌雄

で嗅上皮の萎縮の発生率に有意な増加を認めた。摂餌量から求めた各群の用量は、雄で 0、

10.4、43.6、170.4、345.1、684.1 mg/kg/day、雌で 0、12.2、49.5、196.5、400.3、762.5 mg/kg/day

であった 7, 8 ) 。この結果から、NOAEL を 0.0078％（雄 10.4 mg/kg/day、雌 12.2 mg/kg/day）
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とする。 

 

ウ）Fischer 344 ラット雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、0.008、0.04、0.2％の濃度で餌に添加して

104 週間投与した結果、0.04％以上の群の雄及び 0.2％群の雌で体重増加の有意な抑制、0.2％

群の雌雄で黄色尿がみられ、慢性腎症の増悪により 0.2％群の雄は 53～103 週の間に全数が

死亡した。0.04％以上の群の雌雄でヘモグロビン濃度の減少、血小板数及びメトヘモグロビ

ン濃度の増加、0.008％以上の群の雄及び 0.04％以上の群の雌の血清で総コレステロール、

γ-GTP の上昇などに有意差を認め、0.008％以上の群の雄及び 0.04％以上の群の雌で肝臓、

0.04％以上の群の雌雄で腎臓、0.2％群の雌で脾臓の相対重量の有意な増加を認めた。肝臓

では 0.04％群の雄で好酸性細胞巣、好塩基性細胞巣、海綿状変性、0.04％以上の群の雌で好

酸性細胞巣、0.2％群の雌で単細胞壊死、小葉中心性の水腫様変性、明細胞巣、褐色色素沈

着、腎臓では 0.008％以上の群の雌雄で慢性腎症の増悪、0.04％以上の群の雌雄で近位尿細

管の褐色色素沈着、0.04％以上の群の雄及び 0.2％群の雌で腎盂尿路上皮の過形成、脾臓で

は 0.04％以上の群の雌雄でヘモジデリン沈着、0.04％群の雄及び 0.04％以上の群の雌でうっ

血、0.2％群の雌雄で被膜の増生、雌で血管拡張、髄外造血亢進の発生率に有意な増加を認

めた。摂餌量から求めた各群の用量は、雄で 0、4、19、99 mg/kg/day、雌で 0、4、22、117 

mg/kg/day であった 9, 10) 。この結果から、LOAEL を 0.008％（4 mg/kg/day）とする。 

 

エ）B6D2F1マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、0.01、0.05、0.25％の濃度で餌に添加して 104

週間投与した結果、0.05％以上の群の雌雄で体重増加の有意な抑制を認め、肝腫瘍による生

存率の有意な低下が 0.05％以上の群の雄及び 0.25％群の雌でみられた。0.05％以上の群の雌

雄で網赤血球の増加、血清の GOT（AST）、GPT（ALT）、γ-GTP、総コレステロール、総

ビリルビンの増加、肝臓及び腎臓相対重量などの増加に有意差を認め、0.05％以上の群の雄

及び 0.05％群の雌では脾臓相対重量の有意な増加もみられた。肝臓では 0.01％以上の群の

雄及び 0.05％群の雌で小葉中心性の肝細胞肥大、0.05％以上の群の雄で小葉中心性の核の大

型化、腎臓では 0.05％以上の群の雄及び 0.25％群の雌でヘモジデリン沈着、脾臓では 0.01％

以上の群の雄及び 0.25％群の雌でヘモジデリン沈着、0.05％以上の群の雌雄で髄外造血亢進

の発生率に有意な増加を認めた。また、0.05％以上の群の雌雄の骨髄で造血亢進、肺で細気

管支/肺胞上皮の過形成、0.25％群の雌の鼻腔で嗅上皮の好酸性変化、嗅上皮及び腺の呼吸

上皮化生の発生率に有意な増加がみられた。摂餌量から求めた各群の用量は、雄で 0、11、

54、329 mg/kg/day、雌で 0、14、69、396 mg/kg/day であった 10, 11) 。この結果から、LOAEL

を雄の 0.01％（11 mg/kg/day）とする。 

 

オ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 15 匹を 1 群とし、0、9.9、30、59 mg/m3を 4 週間（6 時間/

日、5 日/週）吸入させた結果、一般状態や体重に影響はなく、死亡の発生もなかった。曝

露濃度に依存したメトヘモグロビン濃度及び網赤血球数の増加がみられ、メトヘモグロビ

ン濃度は 30 mg/m3以上の群、網赤血球数は 59 mg/m3群の雌雄で有意に高かった。30 mg/m3

以上の群の雌で赤血球数、ヘモグロビン濃度、ヘマトクリット値の有意な減少を認め、59 

mg/m3群の雄でも赤血球数、ヘモグロビン濃度の有意な減少がみられた。9.9 mg/m3以上の

群の雄及び 30 mg/m3以上の群の雌で肝臓、30 mg/m3以上の群の雌雄で腎臓、30 mg/m3以上
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の群の雌及び 59 mg/m3 群の雄で脾臓の相対重量の有意な増加を認め、0、59 mg/m3群で実

施した組織検査では、59 mg/m3群の雌雄の脾臓で軽度の髄外造血亢進を認めた。このため、

9.9、30 mg/m3群でも脾臓の組織検査を実施したところ、30 mg/m3群の雌雄で軽度の髄外造

血亢進を認め、ヘモジデリン沈着は 9.9 mg/m3 以上の群の雌雄で曝露濃度に依存してみられ

た 12) 。この結果から、LOAEL を 9.9 mg/m3（曝露状況で補正：1.8 mg/m3）とする。 

 

カ）Fischer 344 ラット雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、1.1、2.3、4.5、8.8、18 ppm を 13 週間（6

時間/日、5 日/週）吸入させた結果、一般状態や体重に影響はなく、死亡の発生もなかった。

1.1 ppm 以上の群の雌雄でメトヘモグロビン濃度の増加、2.3 ppm 以上の群の雄及び 4.5 ppm

以上の群の雌でヘモグロビン濃度、ヘマトクリット値の減少、4.5 ppm 以上の群の雌雄で赤

血球数の減少、4.5 ppm 以上の群の雌及び 8.8 ppm 以上の群の雄で網赤血球の増加に有意差

を認め、2.3 ppm 以上の群の雄及び 4.5 ppm 以上の群の雌で肝臓、4.5 ppm 以上の群の雌及

び 18 ppm 群の雄で脾臓、8.8 ppm 以上の群の雄及び 18 ppm 群の雌で腎臓の相対重量に有意

な増加を認めた。また、1.1 ppm 以上の群の雌雄の鼻腔で呼吸上皮の過形成、雄の腎臓で尿

細管の再生、4.5 ppm 以上の群の雄及び 8.8 ppm 以上の群の雌の近位尿細管で褐色色素沈着、

8.8 ppm 以上の群の雌雄の肝臓で小葉中心性の細胞質好塩基性化の発生率に有意な増加を

認め、対照群を含む全群にみられた脾臓のうっ血は 1.1 ppm 以上の群の雄で重症度、2.3 ppm

以上の群の雌で発生率にわずかな増加傾向がみられた 1, 13) 。この結果から、LOAEL を 1.1 

ppm（曝露状況で補正：0.20 ppm (1.3 mg/m3)）とする。 

 

キ）B6C3F1マウス雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、1.1、2.3、4.5、8.8、18 ppm を 13 週間（6 時

間/日、5 日/週）吸入させた結果、18 ppm 群の雄 2 匹が死亡したが、一般状態や体重への影

響はいずれの群にもなかった。2.3 ppm 以上の群の雄及び 8.8 ppm 以上の群の雌で肝臓、2.3 

ppm 以上の群の雄で腎臓の相対重量の有意な増加を認め、肝臓では 8.8 ppm 以上の群の雄

及び 18 ppm 群の雌の全数で肝細胞の巨大化を認め、18 ppm 群の雌雄で石灰化を伴った肝

細胞壊死や慢性炎症、途中死亡した 18 ppm 群の雄 2 匹で脾臓のうっ血がみられた。また、

8.8 ppm 以上の群の雌のほぼ全数及び 18 ppm 群の雄の約半数で脾臓の造血細胞の増殖を認

めた 1, 13) 。この結果から、NOAEL を 1.1 ppm（曝露状況で補正：0.20 ppm (1.3 mg/m3)）と

する。 

 

③ 生殖・発生毒性 

ア）Fischer 344 ラット雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、4.5、8.8、18 ppm を 13 週間（6 時間/日、5

日/週）吸入させた結果、雄の 18 ppm 群で精巣上体尾の重量及び精巣の精子数の有意な減

少を認めたが、雌の発情周期に影響はなかった 1) 。また、B6C3F1 マウス雌雄各 10 匹を 1

群とし、0、4.5、8.8、18 ppm を 13 週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、雄の 4.5 ppm

以上の群で運動精子率の有意な減少を認めたが、雌の発情周期に影響はなかった 1) 。 

 

イ）Swiss CD-1 マウス雌雄各 20 匹を 1 群とし、0、40、80、160 mg/kg/day を 1 週間（7 日/週）

強制経口投与し、その後は投与を継続しながら 14 週間自由に交尾・出産させ、最後の妊娠
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で得られた仔（F1）を離乳まで哺育させた結果、繁殖成績に悪影響はみられず、むしろ 160 

mg/kg/day 群の出生仔数は有意に多かった。160 mg/kg/day 群の雌 3 匹で妊娠期にチアノー

ゼがみられ、0、160 mg/kg/day 群で実施した剖検では 160 mg/kg/day 群の雌雄で脾臓相対重

量及びメトヘモグロビン濃度は有意に高かった。離乳までの F1では 40 mg/kg/day 以上の群

の雌及び 80 mg/kg/day 以上の群の雄で体重増加の有意な抑制を認めた。離乳後の 0、160 

mg/kg/day 群の F1雌雄各 20 匹を 1 群とし、親世代（F0）と同用量を強制経口投与しながら

成熟後に 1 週間交尾させた結果、繁殖成績に影響はなく、精子や発情周期への影響もなか

ったが、160 mg/kg/day 群の雌雄で肝臓及び脾臓の相対重量の有意な増加、精嚢相対重量の

有意な減少を認めた 14, 15) 。この結果から、親世代で NOAEL を 80 mg/kg/day、仔世代で

LOAEL を 40 mg/kg/day、生殖・発生毒性で NOAEL を 160 mg/kg/day 以上とする。 

 

ウ）Sprague-Dawley ラット雌 25 匹を 1 群とし、0、25、75、150 mg/kg/day を妊娠 6 日から妊

娠 15 日まで強制経口投与した結果、150 mg/kg/day 群で尿汚れや四肢の蒼白化、脱毛、起

毛などがみられ、体重は妊娠 6～10 日に減少し、死亡率が増加したため、生存雌の全数を

屠殺して試験を途中終了した。75 mg/kg/day 群では尿汚れ、脱毛がみられ、1 匹が死亡し、

妊娠 6～10 日に軽度の体重増加の抑制がみられた。黄体数や着床数、生存胎仔の数や体重

などに影響はなかったが、75 mg/kg/day 群で早期吸収胚数の有意な増加を認め、75 mg/kg/day

群の胎仔で骨格変異（第 7 頚肋）の発生率に有意な増加を認めた 16) 。この結果から、母ラ

ット及び胎仔で NOAEL 25 mg/kg/day とする。 

 一方、150 mg/kg/day 群で強い毒性を認めて試験を途中終了したことから、新たに 0、100 

mg/kg/day 群を設定して同様に投与した結果、100 mg/kg/day 群で妊娠 6～10 日に軽度の体

重増加の抑制がみられた以外には、母ラット及び胎仔に影響はなかった 16) 。この結果から、

母ラット及び胎仔で NOAEL 100 mg/kg/day 以上とする。 

 

④ ヒトへの影響 

ア）本物質及び 4-クロロニトロベンゼンの混合物に 2～4 日間曝露されて入院した労働者 4 人

では、全員にメトヘモグロビン血症の症状や徴候がみられ、頭痛や労作性呼吸困難、血清

の暗色化、赤血球の変形（膨満）などがみられた 17) 。 

 

イ）1956 年以降の 10 年間に芳香族ニトロ化合物又は芳香族アミノ化合物に曝露されてチアノ

ーゼを発症した労働者 187 人のデータをもとにそれらの有害性を 13 段階に分類した結果、

本物質や 4-クロロニトロベンゼンは 7 番目の強さのグループに分類され、ニトロベンゼン

より弱いが、アニリンよりは強いという関係にあった 18) 。 

 

（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
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表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC (1996) 3 ヒトに対する発がん性については分類できない 

EU EU －  

 EPA －  

USA ACGIH －  

 NTP － 

日本 日本産業衛生学会 －  

ドイツ DFG (2000) 3B ヒトの発がん性物質としての証拠は不十分であり、現行

の許容濃度との関係も不明な物質 

 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、代謝活性化系（S9）添加の有無にかかわらずネズミチフス菌 19～23) 、

大腸菌 23, 24) で遺伝子突然変異を誘発しなかったが、S9 添加のネズミチフス菌 25～28) 、大腸

菌 28)、S9 無添加のネズミチフス菌 29)で遺伝子突然変異を誘発した報告もあった。S9 添加

の条件が試験機関で異なるが、チャイニーズハムスター卵巣細胞（CHO）で染色体異常、

姉妹染色分体交換の誘発がみられた 1) 。 

in vivo 試験系では、経口投与 30, 31) 又は腹部注入 30) したショウジョウバエで伴性劣性致死

突然変異を誘発しなかった。腹腔内投与したマウスの肝臓、腎臓で DNA 一本鎖切断を誘発

した 32) 。 

 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

Sprague-Dawley ラット雄 25 匹を 1 群とし、0、0.1、0.2％の濃度で餌に添加して 6 ヶ月間

投与し、0、0.05、0.1％に濃度を下げて 12 ヶ月間投与した結果、0.1→0.05％群で全腫瘍（胃

の乳頭腫、副腎腫瘍、甲状腺腺癌、リンパ肉腫、肝内胆管癌、皮下線維腫のいずれかを伴

った下垂体腺腫）の発生率は有意に高かった 33) 。 

CD-1 マウス雌雄各 25 匹を 1 群とし、0、0.3、0.6％の濃度で餌に添加して 8 ヶ月間投与

し、0、0.15、0.3％に濃度を下げて 10 ヶ月間投与した結果、0.3→0.15％群の雄及び 0.3→0.15％

以上の群の雌で肝細胞癌の発生率は有意に高かった 33) 。 

Fischer 344 ラット雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、0.008、0.04、0.2％の濃度で餌に添加して

104 週間投与した結果、0.2％群の雄は 53～103 週の間に全数死亡（死因は慢性腎症）した

が、0.04％群の雄で肝細胞腺腫＋癌の発生率に有意な増加を認めた。雌では 0.2％群で肝細

胞腺腫、肝細胞腺腫＋癌の発生率に有意な増加を認めた 9,10) 。 

B6D2F1マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、0.01、0.05、0.25％の濃度で餌に添加して 104

週間投与した結果、0.01％以上の群の雌雄で肝細胞腺腫、0.05％以上の群の雌雄で肝芽腫、

0.05％以上の群の雌及び 0.25％群の雄で肝細胞癌の発生率に有意な増加を認め、肝細胞腺腫

＋肝芽腫＋癌の発生率は 0.01％以上の群の雌及び 0.05％以上の群の雄で有意に高か

った 10,11)。  

表 3.2 に示したように IARC（1996）は本物質を「3」に分類しているが、IARC の評価年
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以降に公開された上記 Fischer 344 ラット及び B6D2F1マウスの試験結果では肝臓腫瘍の発

生増加が認められており 9～11) 、複数の動物種で発がん性の証拠が得られている。このため、

本物質は IARC の分類基準に当てはめると「2B」に相当するものと考えられる。 

なお、厚生労働省では、ラット、マウスを用いた長期毒性試験の結果（平成 18 年度）か

ら 9～11) 、本物質をがん原性指針の対象物質に追加（平成 24 年度）している 34) 。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

ヒトでの発がん性に関して、知見は得られなかった。 

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性及び生殖・発生毒性等に関する知見が得られている。発

がん性については動物実験で発がん性を示唆する結果が得られているものの、ヒトでの知見

は十分でなく、ヒトに対する発がん性の有無については判断できない。このため、閾値の存

在を前提とする有害性について、非発がん影響に関する知見に基づき無毒性量等を設定する

こととする。 

経口曝露については、中・長期毒性ウ）に示したラットの試験から得られた LOAEL 4 

mg/kg/day（肝臓相対重量の増加、慢性腎症の増悪）を LOAEL であるために 10 で除した 0.40 

mg/kg/day が信頼性のある最も低用量の知見と判断し、これを無毒性量等に設定する。 

吸入曝露については、中・長期毒性カ）に示したラットの試験から得られた LOAEL 1.1 ppm

（メトヘモグロビン濃度の増加、呼吸上皮の過形成）を曝露状況で補正して 0.20 ppm（1.3 

mg/m3）とし、慢性曝露への補正が必要なことから 10 で除し、LOAEL であるために 10 で除

した 0.013 mg/m3 が信頼性のある最も低濃度の知見と判断し、これを無毒性量等に設定する。 

なお、本評価で採用した最新の発がん試験結果に基づくと、本物質は IARC の「2B」に相

当するものと考えられるため、リスク評価に当たっては発がん性の考慮が必要と考えられた。 

 

② 健康リスクの初期評価結果 
 

        表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 

飲料水 － － 

0.40 mg/kg/day ラット 

－ 

公共用水

域・淡水 

概ね 0.000092 
µg/kg/day 未満 

概ね 0.000092 
µg/kg/day 未満 

87,000 超

 

経口曝露については、公共用水域・淡水を摂取すると仮定した場合、平均曝露量、予測最

大曝露量はともに概ね 0.000092 µg/kg/day 未満であった。無毒性量等 0.40 mg/kg/day と予測最

大曝露量から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除し、さらに発がん性を

考慮して 5 で除して求めた MOE（Margin of Exposure）は 87,000 超となる。環境媒体から食物

経由で摂取される曝露量は少ないと推定されることから、その曝露を加えても MOE が大きく
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

変化することはないと考えられる。 

従って、本物質の経口曝露による健康リスクについては、現時点では作業は必要ないと考

えられる。 
 
       表 3.4 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 0.0012 µg/m3未満程度  0.0012 µg/m3未満程度 

0.013 mg/m3 ラット 
220 超 

室内空気 － － － 
 

吸入曝露については、一般環境大気中の濃度についてみると、平均曝露濃度、予測最大曝

露濃度はともに 0.0012 µg/m3未満程度であった。無毒性量等 0.013 mg/m3と予測最大曝露濃度

から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除し、さらに発がん性を考慮して

5 で除して求めた MOE は 220 超となる。 

従って、本物質の一般環境大気の吸入曝露による健康リスクについては、現時点では作業

は必要ないと考えられる。 
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４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、その信頼性及び採用の可能性を確

認したものを生物群（藻類、甲殻類、魚類及びその他の生物）ごとに整理すると表 4.1 のとおり

となった。 

 

表 4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急 

性 
慢 
性 

毒性値 
[µg/L] 

生物名 生物分類／和名
エンドポイント

／影響内容 
曝露期間 

[日] 
試験の

信頼性 
採用の

可能性 
文献 No.

藻 類 ○  6,900 Chlorella pyrenoidosa 
トレボウクシ

ア藻類 
EC50    

GRO (Yield) 4 B B 1)-5375 

 ○  18,100 
Scenedesmus acutus 
var. acutus 

緑藻類 
EC50    

GRO (RATE) 2 B B 2)-2007035

 ○  24,000 
Desmodesmus 
pannonicus 

緑藻類 EC50   GRO 3 B B 1)-6629 

甲殻類  ○ 3,000 Daphnia magna オオミジンコ NOEC   REP 21 B B 1)-847 

 ○  3,200 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 B B 1)-6629 

  ○ 10,000 Daphnia magna オオミジンコ NOEC   REP 21 D C 1)-5375 

 ○  21,300 Daphnia carinata ミジンコ属 EC50   IMM 2 B B 2)-2007035

 ○  23,800 Daphnia magna オオミジンコ IC50   IMM 2 D C 1)-67482

魚 類  ○ 534 Pimephales promelas 
ファットヘッ

ドミノー（胚）
NOEC  GRO 33 A A 1)-150898

 ○  25,500 Cyprinus carpio コイ LC50   MOR 4 B B 2)-2007035

 ○  28,000 Oryzias latipes メダカ LC50   MOR 2 D C 2)-2016012

 ○  30,000 Oryzias latipes メダカ LC50   MOR 2 B B 1)- 6629 

 ○  34,600 Danio rerio 
ゼブラフィッ

シュ 
LC50   MOR 4 B B 1)-56372

その他 ○  88,600 Tetrahymena 
thermophila 

テトラヒメナ

属 
IGC50   POP 2 B B 2)-2010149

急性／慢性：○印は該当する毒性値 

毒性値（太字）：PNEC 導出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）： PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験はある程度信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可、 

E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 
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採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値はある程度採用できる、C：毒性値は採用できない、 
―：採用の可能性は判断しない 

エンドポイント 
EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、IC50 (Median Immobilization Concentration)：半数遊泳阻害濃度 
IGC50 (Median Growth Inhibitory Concentration)：半数増殖阻害濃度、LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、

NOEC (No Observed Effect Concentration)： 無影響濃度 

影響内容 
GRO (Growth)：生長（植物）又は成長（動物）、IMM (Immobilization)：遊泳阻害、MOR (Mortality)：死亡、 
POP (Population Change)：個体群の変化（増殖）、REP (Reproduction)：繁殖、再生産 

毒性値の算出方法 
RATE：生長速度より求める方法（速度法） 
Yield：試験期間の収量より求める方法 

 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 

 

1） 藻 類 

Maas-DiepeveenとVan Leeuwen1)-5375は、OECDテストガイドラインNo.201 (1984) を多少改変し

た著者らの前報の試験方法 (Van Leeuwenら、1985) に従って、トレボウクシア藻類Chlorella 

pyrenoidosaの生長阻害試験を実施した。試験溶液の調製には、硬度90 mg/L (CaCO3換算) の試験

用水及び助剤としてジメチルスルホキシド (DMSO) が用いられた。試験期間の収量より求めた

生長阻害に関する96時間半数影響濃度 (EC50) は、設定濃度に基づき6,900 µg/Lであった。 

 

2） 甲殻類 

Cantonら1)-6629はOECD proposal (1979) に準拠し、オオミジンコDaphnia magnaの急性遊泳阻害

試験を実施した。試験用水にはオランダ標準水 (DSW、硬度105又は209 mg/L、CaCO3換算) が

用いられた。遊泳阻害に関する48時間半数影響濃度 (EC50) は、実測濃度に基づき3,200 µg/Lで

あった。 

また、Kühnら1)-847はドイツ連邦環境庁 (FEA) 提案の暫定方法 (1984) に準拠して、オオミジ

ンコ Daphnia magna の繁殖試験を実施した。試験は半止水式（週3回換水、時計皿で蓋）で行

われ、設定試験濃度の範囲は、0.125～16 mg/L（公比2）であった。試験用水にはドイツ工業規

格 (DIN38412 Part I, II, 1982) に従った人工調製水（硬度250 mg/L、CaCO3換算）が用いられた。

被験物質の実測濃度は、設定濃度より20%以上減少した。繁殖阻害に関する21日間無影響濃度 

(NOEC) は、最低実測濃度に基づき3,000 µg/Lであった。 

 

3）魚 類 

Zhao ら 2)-2007035は、コイ Cyprinus carpio の急性毒性試験を実施した。試験は半止水式 (12 時

間毎換水) で行われた。助剤としてアセトンが用いられ、設定試験濃度区は対照区及び 5 濃度

区であった。96 時間半数致死濃度 (LC50) は、設定濃度に基づき 25,500 µg/L であった。 

また Geiger ら 1)-150898は、ファットヘッドミノー Pimephales promelas の胚を用いて、魚類初

期生活段階 (ELS) 毒性試験を実施した。試験は流水式で行われ、設定試験濃度区は対照区及び

5 濃度区であった。試験用水には、硬度約 54 mg/L (CaCO3換算) のスペリオル湖水又は脱塩素
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水が用いられた。分析時の回収率で補正した被験物質の実測濃度は、<40（対照区）、264、534、

1,030、2,070、3,950 µg/L であった。成長阻害（体長）に関する 33 日間無影響濃度 (NOEC) は、

実測濃度に基づき 534 µg/L であった。 

 

4）その他の生物 

Xu ら 2)-2010149は、テトラヒメナ属 Tetrahymena thermophila の増殖阻害試験を実施した。試験

は止水式で行われ、設定試験濃度区は対照区及び 5 濃度区（公比 1.5～2）であった。試験溶液

は、0.01%以下の濃度のジメチルスルホキシド (DMSO) を助剤として調製された。48 時間半数

増殖阻害濃度 (IGC50) は、設定濃度に基づき 88,600 µg/L であった。 

 

（2）予測無影響濃度（PNEC）の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した最小毒性値に情報量に応じた

アセスメント係数を適用し、予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 
 

急性毒性値 

藻 類 Chlorella pyrenoidosa 96 時間 EC50（生長阻害） 6,900 µg/L 

甲殻類 Daphnia magna 48 時間 EC50（遊泳阻害） 3,200 µg/L 

魚 類 Cyprinus carpio 96 時間 LC50 25,500 µg/L 

その他 Tetrahymena thermophila 48 時間 IGC50（増殖阻害） 88,600 µg/L 

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類、魚類）及びその他の生物について信頼で

きる知見が得られたため］ 

これらの毒性値のうち、その他の生物を除いた最も小さい値（甲殻類の 3,200 µg/L）をアセス

メント係数 100 で除することにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 32 µg/L が得られた。 

 

慢性毒性値 

甲殻類 Daphnia magna 21 日間 NOEC（繁殖阻害） 3,000 µg/L 

魚 類 Pimephales promelas 33 日間 NOEC（成長阻害） 534 µg/L 

アセスメント係数：100［2 生物群（甲殻類及び魚類）の信頼できる知見が得られたため］ 

これらの毒性値のうち、小さい方の値（魚類の 534 µg/L）をアセスメント係数 100 で除する

ことにより、慢性毒性値に基づく PNEC 値 5.3 µg/L が得られた。 

 

本物質の PNEC としては、魚類の慢性毒性値から得られた 5.3 µg/L を採用する。 

 

－151－



4 2-クロロニトロベンゼン 

19 

（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 4.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比 

公共用水域・淡水 概ね0.0023 µg/L未満(2007) 概ね0.0023 µg/L未満(2007)

5.3 

µg/L 

<0.004 

公共用水域・海水 概ね0.0023 µg/L未満(2007) 概ね0.0023 µg/L未満(2007) <0.004 

 注：1) 環境中濃度での（     ）内の数値は測定年度を示す 
      2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 

 

  

 

 

 

 

本物質の公共用水域における濃度は、平均濃度で見ると淡水域、海水域ともに、概ね 0.0023 

µg/L 未満であった。安全側の評価値として設定された予測環境中濃度 (PEC) も同様に、淡水域、

海水域ともに、概ね 0.0023 µg/L 未満であった。 

予測環境中濃度 (PEC)と予測無影響濃度 (PNEC) の比は、淡水域、海水域ともに 0.004 未満

となるため、本物質について現時点では作業の必要はないと考えられる。 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］
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１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名：4,4'-ジアミノジフェニルエーテル 

（別の呼称：4,4'-オキシジアニリン） 

CAS 番号：101-80-4 
化審法官報公示整理番号：3-854 
化管法政令番号：1-143 
RTECS 番号：BY7900000 

分子式：C12H12N2O 

分子量：200.24 
換算係数：1ppm= 8.19 mg/m3(気体、25℃) 
構造式： 
 
 
 
 
 

 

 
 

（2）物理化学的性状 

本物質は、常温常圧で結晶状の白色固体である 1) 。 

融点 192.2℃ 2)、186～187℃ 3)、191.5℃ 1) 

沸点 
>300℃ (760 mmHg) 2)、350℃ (760 mmHg) 3)、396.8℃

(731 mmHg) 1) 

密度 1.3 g/cm3(20℃) 1) 

蒸気圧 
0.98 mmHg (=130 Pa) (25℃) 1)、0.68 mmHg (=90 Pa) 
(20℃) 1) 

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(logKow) 1.36 (pH=7.4) 4)、0.72 5) 

解離定数（pKa）  

水溶性（水溶解度） 
48 mg/L (20℃、pH=6.49～6.71) 1)、57 mg/L (脱塩素水

道水)6)、47 mg/L (Elendt M4 培地) 6)、53 mg/L (藻類試

験培地) 6) 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性 

好気的分解 

分解率： 7.6 % (試験法：OECD TG 301 D、試験期間：28 日、試験濃度：2 mg/L) 1) 

 

化学分解性 

OH ラジカルとの反応性 （大気中） 

反応速度定数：200×10-12 cm3/(分子･sec)（AOPWIN 7) により計算） 

半減期： 0.32～3.2 時間 （OH ラジカル濃度を 3×106～3×105 分子/cm3 8) と仮定し

［5］4,4'-ジアミノジフェニルエーテル 
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計算） 

 

加水分解性 

  pH7、pH9 では安定と考えられる 1) 

  半減期： 844 時間（25℃、pH 4）1) 

 

生物濃縮性 

生物濃縮係数 (BCF)：3.7（BCFBAF 9) により計算） 

 

土壌吸着性 

土壌吸着定数 (Koc)：45 (25℃) 1)、450（KOCWIN 10) により計算） 

 
 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

本物質の化審法に基づき公表された一般化学物質としての製造・輸入数量の推移を表 1.1

に示す 11) 。 

 

表 1.1 製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 22  23 24 25 26 

製造・輸入数量(t) 3,000 3,000 3,000 3,000 X b) 

注：a) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含まない値を示す。 
  b) 届出事業者が 2 社以下のため、製造・輸入数量は公表されていない。 

 

本物質の生産量の推移を表 1.2 に示す 12) 。 

 
表 1.2 生産量の推移 

平成（年） 17 18 19 20 21 

生産量（t）a) 約 2,000 約 3,000 約 3,000 約 3,000 約 3,000 

平成（年） 22 23 24 25 26 

生産量（t）a) 約 3,000 約 3,000 約 3,000 約 3,000 約 3,000 
注：a) 推定値 

 

また、本物質の化学物質排出把握管理促進法（化管法）における製造・輸入量区分は 100 t

以上である 13) 。 

 

② 用 途 

本物質の主な用途は、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリアミド用原料、その他エポキ

シ、ウレタンなど高分子化合物の原料ならびに架橋剤とされている 14) 。 
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（5）環境施策上の位置付け 

本物質は、化学物質排出把握管理促進法第一種指定化学物質（政令番号：143）に指定されて

いる。 

本物質は、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質に選定されている。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

 

（1）環境中への排出量 

本物質は化管法の第一種指定化学物質である。同法に基づき公表された平成 26 年度の届出

排出量 1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体 2) から集計した排出量等を表 2.1

に示す。なお、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体の推計はなされていなかっ

た。 

 
表 2.1 化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 26 年度）  

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 0 0 0 0 0 103,382 - - - - 0 - 0

４，４’－ジアミノジフェニルエーテル

業種等別排出量(割合) 0 0 0 0 0 103,382 0 0 0 0

0 0 0 0 0 92,250 届出 届出外

(89.2%) 0% -

0 0 0 0 0 11,130

(10.8%)

0 0 0 0 0 2

(0.002%)

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計

総排出量の構成比(%)

化学工業

プラスチック製品

製造業

電気機械器具製造業

 
 

本物質の平成 26 年度における環境中への総排出量は 0 t であった。この他に廃棄物への移動

量が約 103 t であった。 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

化管法に基づく排出量が得られなかったため、Mackay-Type Level III Fugacity Model 3) によ

り媒体別分配割合の予測を行った。予測結果を表 2.2 に示す。 

 
表 2.2 Level III Fugacity Model による媒体別分配割合（％） 

排出媒体 大 気 水 域 土 壌 大気/水域/土壌

排出速度（kg/時間） 1,000 1,000 1,000 1,000（各々）

大 気 99.2 1.0 6.1 3.2 

水 域 0.6 98.5 4.7 79.4 

土 壌 0.1 0.0 89.2 17.1 

底 質 0.0 0.4 0.0 0.3 

注：環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの。 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ
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れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.3 に示

す。 

 
表 2.3 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 

平均値 a) 
算術 
平均値 

最小値 最大値 a)
検出 

下限値
検出率 調査地域 測定年度 文 献 

                      

一般環境大気  µg/m3          
             

室内空気 µg/m3          

             

食物 µg/g          
             

飲料水 µg/L          
             

地下水 µg/L          
             

土壌 µg/g          
             

公共用水域・淡水  µg/L <0.0032 <0.0032 <0.0032 <0.0032 0.0032 0/7 全国 2008 4) 
             

公共用水域・海水   µg/L <0.0032 <0.0032 <0.0032 <0.0032 0.0032 0/4 全国 2008 4) 
             

底質(公共用水域・淡水) µg/g <0.0020 0.0024 <0.0020 0.012 0.0020 1/8 全国 2010 5) 
                      

底質(公共用水域・海水) µg/g <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.0031 0.0020 1/5 全国 2010 5) 
           

魚類(公共用水域・淡水) µg/g          

           

魚類(公共用水域・海水) µg/g          

             

注：a) 最大値または幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 

 

（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

公共用水域・淡水の実測値を用いて、人に対する曝露の推定を行った（表 2.4）。化学物質の

人による一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸量、飲水量及び食事量をそれぞれ 15 

m3、2 L 及び 2,000 g と仮定し、体重を 50 kg と仮定している。 

 
表 2.4 各媒体中の濃度と一日曝露量 

 媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

  大 気   

  一般環境大気 データは得られなかった データは得られなかった 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

平     

  水 質   

  飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

  地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

均 公共用水域・淡水 0.0032 µg/L 未満程度 (2008) 0.00013 µg/kg/day 未満程度 

      

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 
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 媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

      

  大 気   

  一般環境大気 データは得られなかった データは得られなかった 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

最     

 水 質   

大 飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

 地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

値 公共用水域・淡水 0.0032 µg/L 未満程度 (2008) 0.00013 µg/kg/day 未満程度 

      

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

        

 

吸入曝露の予測最大曝露濃度を設定できるデータは得られなかった。 

 
表 2.5 人の一日曝露量 

 媒 体   平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

大 気  
 一般環境大気   

 室内空気   

   飲料水   

水 質  地下水   

   公共用水域・淡水 0.00013 0.00013 

 食 物     

 土 壌     

 経口曝露量合計 0.00013 0.00013 

 総曝露量 0.00013 0.00013 

注：1) アンダーラインを付した値は、曝露量が「検出下限値未満」とされたものであることを示す。 

 

経口曝露の予測最大曝露量は、表 2.5 に示すとおり、公共用水域・淡水のデータから算定す

ると 0.00013 µg/kg/day 未満程度となった。 

物理化学的性状から考えて生物濃縮性は高くないと推測されることから、本物質の環境媒体

から食物経由の曝露量は少ないと考えられる。 

 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.6 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると、公共用水域の淡水

域では 0.0032 μg/L 未満程度となり、同海水域では概ね 0.0032 μg/L 未満となった。 
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表 2.6 公共用水域濃度 

水 域 平  均 最 大 値 
 

淡 水 
 

海 水 
 

0.0032 µg/L 未満程度 (2008)
 

概ね 0.0032 µg/L 未満 (2008)

0.0032 µg/L 未満程度 (2008) 
 
概ね 0.0032 µg/L 未満 (2008) 

注：1) 環境中濃度での（ ）内の数値は測定年度を示す。 
   2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む。 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

ラットに本物質 50 mg/kg を単回強制経口投与した結果、72 時間で投与量の 2％が未変化体、

2％が N-アセチル-4,4’-オキシジアニリン（N-ODA）、12％が N,N’-ジアセチル-4,4’-オキシジアニ

リン（N,N’-ODA）として尿中に排泄された 1) 。 

ラットに 14C でラベルした本物質 0.5、200 mg/kg を単回強制経口投与した結果、0.5 mg/kg 群

では 48 時間で投与した放射活性の 35％が尿中、29％が糞中に排泄され、200 mg/kg 群では 28％

が尿中、13％が糞中に排泄されたが、0～12、12～24、24～48 時間の尿中排泄は 0.5 mg/kg 群で

は 10.7%、11.2%、13.4%とほぼ同程度であったのに対し、200 mg/kg 群では 3.6％、7.6％、16.9％

であった。また、24 時間での糞中への排泄は 0.5 mg/kg 群で 19％超であったのに対し、200 mg/kg

ではわずか 6％であった。0.5 mg/kg 群では尿中放射活性の 53％が N,N’-ODA、4％が N-ODA で

あり、12 時間以降の尿中で N-ODA は不検出であった。200 mg/kg 群では 24 時間までの尿中放

射活性の 21％が N,N’-ODA、14％が N-ODA であり、0～12、12～24 時間の N-ODA 排泄は同程

度であった 2) 。 

ラットの背部（2×3 cm）に 14C でラベルした本物質 1 mg を 6 時間塗布した結果、約 7.3％が

吸収された。24 時間で吸収量の約 3％が尿中に排泄され、87％が塗布部位に残留していた。体

内の放射活性は肝臓で最も高く、次いで腎臓で高く、脳、脂肪組織で最も低かった 2) 。 

 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 3) 

動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 813 mg/kg 
ラット 経口 LD50 725 mg/kg 
ラット 経口 LD16 570 mg/kg 
ラット 経口 LDLo 950 mg/kg 
ラット 経口 LDLo 1,500 mg/kg 
マウス 経口 LD50 685 mg/kg 

モルモット 経口 LD50 650 mg/kg 
ウサギ 経口 LD50 700 mg/kg 
ウサギ 経皮 LD > 5,000 mg/kg 

 

ヒトの急性症状に関する情報は得られなかった。 

本物質はモルモットの皮膚を刺激しないが、ウサギの眼を軽度に刺激し、経口投与したラ

ットでメトヘモグロビン血症が報告されている 3) 。 

 

② 中・長期毒性 

ア）Fischer 344 ラット及び B6C3F1マウス雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、0.03、0.06、0.1、0.2％
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の濃度で餌に添加して 13 週間投与した結果、0.06％以上の群のラット及びマウスで体重増

加の抑制、0.1％以上の群のラット及びマウスで嗜眠、ラットで脱毛、呼吸困難、チアノー

ゼを認めた。雌ラットの死亡率は雄の約 2 倍高く、0.1％群の 4/10 匹、0.2％群の 7/10 匹が

死亡した。ラットでは、0.03％以上の群の雌及び 0.06％以上の群の雄で甲状腺濾胞細胞の過

形成、0.06％以上の群の雌雄で甲状腺腫、下垂体の過形成、腎臓の鉱質沈着による結石症、

骨髄の形成不全がほぼ全数にみられ、0.1％群では骨髄の過形成もほぼ全数にみられた。マ

ウスでは各群に死亡はなかったが、0.06％以上の群の雌雄のほぼ全数で甲状腺濾胞細胞の過

形成がみられ、0.1％以上の群の雌雄で甲状腺腫、0.1％以上の群の雌及び 0.2％群の雄で下

垂体の過形成の発生率に増加がみられた 4, 5) 。この結果から、ラットで LOAEL を 0.03％（15 

mg/kg/day）、マウスで NOAEL を 0.03％（39 mg/kg/day）とする。 

 

イ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 60 匹を 1 群とし、0、0.02、0.04％の濃度で餌に添加して 23

ヶ月間投与した結果、0.02％以上の群の雄及び 0.04％群の雌で体重増加の有意な抑制を認め、

0.04％群では雄の生存率が有意に低かったが、雌の生存率は有意に高かった。雄では 0.02％

以上の群でヘモグロビン濃度、0.04％群で赤血球、好酸球比、ヘマトクリット値、平均赤血

球ヘモグロビン濃度の有意な減少を認め、雌でも 0.04％群で好酸球比の有意な減少がみら

れた。0.02％以上の群の雄で心臓、脾臓、肝臓、脳の相対重量、0.04％群の雌で肝臓、腎臓、

脳の相対重量が有意に低かった。0.02％以上の群の雌雄で用量依存性の肝疾患（巣状の血管

拡張や肝細胞変性）、0.04％群の雌雄でび漫性の網膜変性の発生率に有意な増加を認め、重

度の網膜変性は白内障を伴う場合が多かった 6, 7) 。この結果から、LOAEL を 0.02％（10 

mg/kg/day）とする。 

 

ウ）Fischer 344 ラット雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、0.02、0.04、0.05％の濃度で餌に添加して

103 週間投与した結果、0.02％以上の群の雌雄で体重増加の抑制を認め、0.05％群の雌では

全数で努力性呼吸がみられ、生存率は有意に低かった。投与に関連した組織への影響を甲

状腺及び腎臓で認め、甲状腺では 0.04％以上の群の雌雄で濾胞の過形成、0.04％群の雌雄で

濾胞嚢胞、腎臓では 0.02％以上の群の雌及び 0.04％以上の群の雄で鉱質沈着、0.04％以上の

群の雌雄で腎盂上皮の過形成の発生率増加がみられた 5) 。この結果から、LOAEL を 0.02％

（10 mg/kg/day）とする。 

 

エ）B6C3F1マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、0.015、0.03、0.08％の濃度で餌に添加して 103

週間投与した結果、0.015％以上の群の雌雄で用量に依存した体重増加の抑制を認め、眼の

分泌物や混濁、腫れの発生率増加がみられた。投与に関連した組織への影響を甲状腺で認

め、0.08％群の雌雄で濾胞細胞過形成の発生率に有意な増加を認めた 5) 。この結果から、

LOAEL を 0.015％（20 mg/kg/day）とする。 

 

オ）ラット（雌雄等不明）12 匹を 1 群とし、0、5.5 mg/m3 を 4 ヶ月間（4 時間/日）吸入させ

た結果、2 ヶ月後の 5.5 mg/m3群で神経筋刺激閾値の有意な上昇を認め、4 ヶ月後の 5.5 mg/m3

群でヘモグロビン濃度の軽度減少傾向がみられたが、血液生化学、内臓の重量や組織に影

響はなかったことから、5.5 mg/m3 はラットの長期間曝露における閾値と考えられるとした
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報告があったが 8) 、詳細は不明であった。 

 

③ 生殖・発生毒性 

ア）Fischer 344 ラット及び B6C3F1マウス雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、0.03、0.06、0.1、0.2％

の濃度で餌に添加して 13週間投与した結果、ラットでは 0.03％以上の群の雄で精巣の変性、

0.06％以上の群の雄で前立腺の萎縮、0.1％以上の群の雄で精嚢の萎縮をほぼ全数で認め、

マウスでも 0.1％以上の群の雄のほぼ全数で精巣の変性を認めた 4, 5) 。 

 

イ）Fischer 344 ラット雄 10 匹を 1 群とし、0、0.001、0.01、0.04％の濃度で餌に添加して 90

日間投与して生殖器及び膀胱への影響を調べた結果、死亡や行動、体重への影響はなかっ

たが、0.04％群で精巣の絶対重量に有意な減少がみられた。しかし、外観や組織に影響はな

く、減少もわずかであったことから、その生物学的な意義については不明であった 9) 。 

 

ウ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 60 匹を 1 群とし、0、0.02、0.04％の濃度で餌に添加して 23

ヶ月間投与した結果、0.02％群の雄の精巣で動脈炎、巣状の間質細胞過形成の発生率に有意

な増加を認めたが、0.04％群の雄では有意な増加はなかった 6,7) 。 

 

エ）Fischer 344 ラット及び B6C3F1マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、0.02、0.04、0.05％の

濃度で餌に添加してラットに、0、0.015、0.03、0.08％の濃度で餌に添加してマウスに 103

週間投与した結果、雌雄の生殖器に影響はなかった 5) 。 

 

オ）Sprague-Dawley ラット雌 22 匹を 1 群とし、0、3、10、30 mg/kg/day を妊娠 6 日から 20

日まで強制経口投与した結果、30 mg/kg/day 群で体重増加の有意な抑制を認め、脱毛や被

毛の汚れもみられた。胎仔では 30 mg/kg/day 群で低体重、骨格変異（過剰肋）の増加に有

意差を認め、6 匹で肝臓の蒼白化もみられた。なお、3、10 mg/kg/day 群の胎仔の体重も有

意に低かったが、その変化はわずかであり、用量依存性もなく、発生毒性を示唆する所見

もなかったことから、投与に関連した影響ではないと考えられた。また、投与に関連した

奇形の発生もなかった 10) 。この結果から、NOAEL を 10 mg/kg/day とする。 

 

カ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 20 匹を 1 群とし、0、0.001、0.01、0.04％の濃度で餌に添加

して 90 日間投与した後に投与群の雄と未処置の雌、投与群の雌と未処置の雄、投与群の雄

と雌、未処置の雄と雌をそれぞれ交尾させ、得られた仔（F1）の離乳後に再度同様にして

親（F0）を交尾させて実施した 1 世代試験では、死亡や行動への影響はなかったが、0.04％

群の雌（F0及び F1）で体重増加の抑制、同腹仔数の減少を認めた。なお、受胎率や出産率、

出生率、仔の生存率等に影響はなく、雄の生殖器官への影響もなかった 9) 。この結果から、

NOAEL を雄で 0.04％（20 mg/kg/day）、母ラット及び仔で 0.01％（5 mg/kg/day）とする。 

 

④ ヒトへの影響 

ア）ヒトへの影響に関して、知見は得られなかった。 
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（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
 

  表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC (1987) 2B ヒトに対して発がん性があるかもしれない 

EU EU (2008) 2 ヒトに対して発がん性であるとみなされるべき物質 

 EPA －  

USA ACGIH －  

 NTP (1989) 合理的にヒトに対して発がん性のあることが懸念される物質 

日本 日本産業衛生学会 

(1991) 

第 2
群B 

ヒトに対しておそらく発がん性があると判断できる物

質のうち、証拠が比較的十分でない物質 

ドイツ DFG (1987) 2 ヒトに対して発がん性があると考えられる物質 
 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、代謝活性化系（S9）添加のネズミチフス菌で遺伝子突然変異を誘発

し 1, 11～16) 、S9 無添加でも誘発したとする報告もある 15, 16)。また、本物質が代謝された際に

生じるN-モノアセチル化代謝物はS9添加でネズミチフス菌に突然変異を誘発したが、N,N’-

ジアセチル化代謝物では誘発しなかったという報告がある 1)。マウスリンパ腫細胞

（L5178Y）では、S9 添加の有無にかかわらず遺伝子突然変異を誘発した 15, 17)。S9 添加の

有無にかかわらずチャイニーズハムスター卵巣（CHO）細胞で染色体異常、姉妹染色分体

交換を誘発した 15, 18)。S9 無添加のラット肝細胞（初代培養）では、不定期 DNA 合成を誘

発した報告 19) と誘発しなかった報告 15)に分かれた。また、本物質は S9 無添加のシリアン

ハムスター胚細胞（SHE）（初代培養）、SA7/SHE 細胞、Rauscher 白血病ウイルスを感染さ

せたラット胚細胞（RLV）、マウス線維芽細胞（Balb/c 3T3）で形質転換を誘発した 15)。 

in vivo 試験系では、腹腔内投与したマウスの骨髄多染性赤血球で小核を誘発したが 20) 、

経口投与したマウス及びラットの肝細胞で不定期 DNA 合成 15, 21)、ショウジョウバエで伴性

劣性致死突然変異を誘発しなかった 22)。 

 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

Sprague-Dawley ラット雌 20 匹に 150 mg/匹を単回強制経口投与して 6 ヶ月間飼育した結

果、少なくとも 30 日以上生存した 18 匹中の 1 匹で腎臓に管状癌の発生を認めた以外には

腫瘍の発生はなかった 23) 。また、Sprague-Dawley ラット雌 10 匹に 30 mg/匹、20 匹に 40 mg/

匹を 3 日毎に 10 回投与し、9 ヶ月まで飼育した結果、少なくとも 45 日以上生存した 30 mg/

匹群の 10 匹、40 mg/匹群の 11 匹で腫瘍の発生はなかった 24) 。 

Wistar ラット雌雄各 20 匹を 1 群とし、0、100～300 mg/kg を週に 1 回から数週に 1 回の
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頻度で 670 日間皮下投与（総投与量 14.4 g/kg）した結果、平均生存日数は対照群の 907 日

に対し、投与群は 860 日であった。対照群の 13/50 匹、投与群の 22/40 匹で悪性腫瘍の発生

を認め、対照群の肝臓で腫瘍の発生はなかったが、投与群の肝臓では 10/40 匹に悪性腫瘍、

12/40 匹に良性腫瘍の発生があった 25) 。 

Sprague-Dawley ラット雌雄各 60 匹を 1 群とし、0、0.02、0.04％の濃度で餌に添加して 23

ヶ月間投与した結果、0.04％群の雌で子宮癌の発生率に有意な増加を認めた。また、0.02％

以上の群の雄にみられた精巣間細胞腫瘍の発生率は有意ではなかったが、死亡時期及び腫

瘍発生時期で調整すると 0.02％以上の群で有意であった 6, 7) 。 

Fischer 344 ラット雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、0.02、0.04、0.05％の濃度で餌に添加して

103 週間投与した結果、肝臓では 0.02％以上の群の雄及び 0.04％以上の群の雌で腺腫（腫瘍

性結節）、腺腫（腫瘍性結節）＋肝細胞癌、0.04％以上の群の雄及び 0.05％群の雌で肝細胞

癌、甲状腺では 0.02％以上の群の雄及び 0.04％以上の群の雌で濾胞細胞癌、0.04％以上の群

の雌雄で濾胞細胞腺腫、濾胞細胞腺腫＋癌の発生率に有意な増加を認めた。しかし、0.02％

以上の群の雄で白血病、白血病＋リンパ腫、雌で乳腺の線維腺腫、0.05％群の雌で白血病＋

リンパ腫、下垂体腺腫、子宮内膜間質ポリープ、子宮内膜間質ポリープ＋肉腫の発生率は

有意に低かった 5, 26, 27) 。甲状腺濾胞性腫瘍を認めたラットの脳下垂体では TSH 抗体陽性細

胞の増加がみられ、脳下垂体－甲状腺系の変化が示唆されたが、脳下垂体－甲状腺系の恒

常性障害は脳下垂体や甲状腺の腫瘍発生原因となることがあるため、甲状腺腫瘍について

はアンバランスなホルモンによる可能性が考えられた 27) 。 

B6C3F1マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、0.015、0.03、0.08％の濃度で餌に添加して 103

週間投与した結果、0.015％以上の群の雌雄でハーダー腺腺腫、0.03％以上の群の雄で血管

腫、0.08％群の雄で下垂体腺腫、雌で肝細胞腺腫、肝細胞癌、肝細胞腺腫＋癌、甲状腺濾胞

細胞腺腫の発生率に有意な増加を認めた。しかし、0.08％群の雄で肺胞/細気管支腺腫、肺

胞/細気管支腺腫＋癌、雌でリンパ腫、雌雄で悪性リンパ腫の発生率は有意に低かった 5, 26) 。 

これらの結果から、本物質は Fischer 344 ラット及び B6C3F1マウスの雌雄に対して発が

ん性を有すると NCI（1980）は結論した 5) 。 

カリフォルニア州 EPA（1992）は、雄の Fischer 344 ラットの肝腫瘍の発生状況をもとに、

スロープファクターを 0.14 (mg/kg/day)-1と算出した 28) 。 

一方、乳腺腫瘍を自然発生したマウス 4 匹及び肉腫を移植した Dilute Brown マウス 5 匹

を 1 群とし、半数致死量の 1/4 量（本物質の場合 5 mg/匹）を 14 日間に 12 回強制経口投与

して腫瘍の成長を調べた結果、本物質は乳腺腫瘍及び肉腫に対して成長阻害作用を示し、

その作用は投与終了後も 2～3 週間持続した 29) 。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

ヒトでの発がん性に関して、知見は得られなかった。 
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（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性及び生殖・発生毒性等に関する知見が得られている。発

がん性については動物実験で発がん性を示唆する結果が得られているものの、ヒトでの知見

は十分でなく、ヒトに対する発がん性の有無については判断できない。このため、閾値の存

在を前提とする有害性について、非発がん影響に関する知見に基づき無毒性量等を設定する

こととする。 

経口曝露については、中・長期毒性イ）及びウ）のラットの試験から得られた LOAEL 10 

mg/kg/day（体重増加の抑制、ヘモグロビン濃度の減少、肝疾患）を LOAEL であるために 10

で除した 1.0 mg/kg/day が信頼性のある最も低用量の知見と判断し、これを無毒性量等に設定

する。 

吸入曝露については、無毒性量等の設定ができなかった。 

 

② 健康リスクの初期評価結果 
 

          表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 
飲料水 － － 

1.0 mg/kg/day ラット 
－ 

公共用水

域・淡水 
0.00013 µg/kg/day 

未満程度 
0.00013 µg/kg/day 

未満程度 
150,000 超

 
経口曝露については、公共用水域・淡水を摂取すると仮定した場合、平均曝露量、予測最

大曝露量はともに 0.00013 µg/kg/day 未満程度であった。無毒性量等 1.0 mg/kg/day と予測最大

曝露量から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除し、さらに発がん性を考

慮して 5 で除して求めた MOE（Margin of Exposure）は 150,000 超となる。環境媒体から食物

経由で摂取される曝露量は少ないと推定されることから、その曝露を加えても MOE が大きく

変化することはないと考えられる。 

従って、本物質の経口曝露による健康リスクについては、現時点では作業は必要ないと考

えられる。 

 
 
       表 3.4 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 － － 

－  
－ 

室内空気 － － － 
 

吸入曝露については、無毒性量等が設定できず、曝露濃度も把握されていないため、健康

リスクの判定はできなかった。 

なお、本物質の平成 26 年度における環境中への総排出量は 0 t であり、本物質の蒸気圧の

報告値には大きな違いがみられるものの、蒸気圧は高くはなく、大気中の半減期も数時間と

短いことから、水域での検出例を考慮すると、大気中濃度が問題になることはないと考えら

れる。このため、本物質の一般環境大気からの曝露による健康リスクの評価に向けて吸入曝
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

露の情報収集等を行う必要性は低いと考えられる。 
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４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、生物群（藻類、甲殻類、魚類及び

その他の生物）ごとに整理すると、表 4.1 のとおりとなった。 

 
表 4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急

性 

慢 

性 

毒性値 

[µg/L] 
生物名 生物分類／和名

エンドポイント

／影響内容 

曝露期間

[日] 

試験の 

信頼性 

採用の

可能性
文献 No.

藻 類  ○ <3,750 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
NOEC    
GRO (RATE) 

3 B B 2)-1 

  ○ 3,900 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

NOEC    
GRO (RATE) 

3 A A 1) 

 ○  21,700 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

EC50    
GRO (RATE) 

3 B B 2)-1 

 ○  28,100 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

EC50    
GRO (RATE) 

3 A A 1) 

甲殻類 ○  920 Daphnia magna オオミジンコ LC50  MOR 2 B B 2)-2 

 ○  990 Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 2 B B 1) 

魚 類 ○  >52,000 Oryzias latipes メダカ LC50  MOR 4 A A 1) 

その他   ― ― ― ― ― ― ― ― 

急性／慢性：○印は該当する毒性値 

毒性値（太字）：採用可能な知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）：PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない、 
―：採用の可能性は判断しない 

エンドポイント 

EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、 

NOEC (No Observed Effect Concentration)：無影響濃度 

影響内容 

GRO (Growth)：生長（植物）、IMM (Immobilization)：遊泳阻害、MOR (Mortality)：死亡 

毒性値の算出方法 

RATE：生長速度から求める方法（速度法） 

 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 
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1） 藻 類 

EU の試験方法 (C.3, Algal Inhibition test) に準拠して、緑藻類 Pseudokirchneriella subcapitata 

（旧名 Selenastrum capricornutum）の生長阻害試験が実施された 2)-1。設定試験濃度は 0（対照区）、

3.75、7.5、15、30、60 mg/L（公比 2.0）であった。試験培地には、pH7.49 に調整した AAP 培地

が用いられた。被験物質の実測濃度は、試験開始時及び終了時において、それぞれ設定濃度の

91～95%及び 79～91%であった。毒性値の算出には設定濃度が用いられた。速度法による 72 時

間半数影響濃度 (EC50) は 21,700 µg/L、72 時間無影響濃度 (NOEC) は 3,750 µg/L 未満であった。 

 

2） 甲殻類 

米国EPAの試験方法と同等の方法 (EPA OPPTS 850.1010) に準拠して、オオミジンコDaphnia 

magnaの急性毒性試験が実施された2)-2。試験は止水式で行われ、設定試験濃度は0（対照区、助

剤対照区）、0.15、0.31、0.62、1.25、2.5、5 mg/L（公比2）であった。試験溶液の調製にはジメ

チルホルムアミド (DMF) が助剤として用いられた。試験用水には、蒸留脱イオン水により硬

度60 mg/L 程度に希釈された地下水が用いられた。48時間半数致死濃度 (LC50) は、設定濃度に

基づき920 µg/Lであった。 

 

3）魚 類 

環境省 1)は「新規化学物質等に係る試験の方法について（化審法テストガイドライン）」(2006)

に準拠して、メダカ Oryzias latipes の急性毒性試験を実施した。試験は半止水式 (24 時間毎換水) 

で行われ、設定試験濃度は 0（対照区）、5.7、10、18、32、57 mg/L（公比 1.8）であった。試

験用水には、硬度 52 mg/L (CaCO3換算) の脱塩素水道水が用いられた。被験物質の実測濃度（時

間加重平均値）は<0.02（対照区）、5.14、9.34 、16.5、29.0、52.0 mg/L であり、換水前におい

ても設定濃度の 97～103%を維持していた。最高濃度区においても 50%以上の死亡が見られず、

96 時間半数致死濃度 (LC50) は、実測濃度に基づき 52,000 µg/L 超とされた。 

 

 

（2）予測無影響濃度 (PNEC) の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した最小毒性値に情報量に応じた

アセスメント係数を適用し、予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 

 

急性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 EC50（生長阻害） 21,700 µg/L 

甲殻類 Daphnia magna 48 時間 LC50 920 µg/L 

魚 類 Oryzias latipes 96 時間 LC50  52,000 µg/L 超

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類及び魚類）について信頼できる知見が得ら

れたため］ 

 これらの毒性値のうち、最も小さい値（甲殻類の 920 µg/L）をアセスメント係数 100 で除す

ることにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 9.2 µg/L が得られた。 
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慢性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 NOEC（生長阻害） 3,750 µg/L 未満

アセスメント係数： 100［1 生物群（藻類）の信頼できる知見が得られたため］ 

 得られた毒性値（藻類の 3,750 µg/L 未満）をアセスメント係数 100 で除することにより、慢

性毒性値に基づく PNEC 値 37 µg/L 未満が得られた。 

  

本物質の PNEC としては、確定値である甲殻類の急性毒性値から得られた 9.2 µg/L を採用す

る。 

 

（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 4.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 0.0032 µg/L 未満程度 (2008) 0.0032 µg/L 未満程度 (2008) 
9.2 

µg/L 

<0.0003

公共用水域・海水 概ね 0.0032 µg/L 未満 (2008) 概ね 0.0032 µg/L 未満 (2008) <0.0003

注：1) 水質中濃度の (  ) の数値は測定年度を示す  
   2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 
 

 

 

本物質の公共用水域における濃度は、平均濃度で見ると淡水域で 0.0032 µg/L 未満程度、海水

域では概ね0.0032 µg/L未満であった。安全側の評価値として設定された予測環境中濃度 (PEC) 

も、淡水域で 0.0032 µg/L 未満程度、海水域では概ね 0.0032 µg/L 未満であった。 

予測環境中濃度 (PEC) と予測無影響濃度 (PNEC) の比は、淡水域、海水域ともに 0.0003 未

満であり、本物質について現時点では作業の必要はないと考えられる。 

詳細な評価を行う
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要 
ないと考えられる。 

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］ 
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本物質は、第 2 次とりまとめにおいて生態リスク初期評価結果を公表した。今回、健康リス

ク初期評価の実施に併せて、改めて生態リスクについても初期評価を行った。 

 

１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名：四塩化炭素 

（別の呼称：テトラクロロメタン、カーボンテトラクロライド、パークロロメタン） 

CAS 番号：56-23-5 
化審法官公示整理番号：2-38 
化管法政令番号：1-149 
RTECS 番号：FG4900000 

分子式：CCl4 

分子量：153.82 
換算係数：1 ppm = 6.29 mg/m3（気体、25℃） 
構造式： 
 
 
 
 
 
 

 

 

（2）物理化学的性状 

本物質は常温で無色透明の液体で揮発性物質である1)。 

融点 -22.8℃ 2)、-23℃ 3) , 5)、-22.6℃ 6) 

沸点 76.7℃ (760 mmHg) 2) , 4)、76.7℃ 3) , 5)、76.8℃ 6) 

密度 1.5940 g/cm3 (20℃) 2)  

蒸気圧 

114 mmHg (=1.52×104 Pa) (25℃) 2)、115 mmHg 
(=1.53×104 Pa) (25℃) 4)、113 mmHg (=1.51×104 Pa) 
(25℃) 5)、90 mmHg (=1.2×104 Pa) (20℃) 5)、90 
mmHg (=1.2×104 Pa、20℃) 6) 

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(log Kow) 2.83 4) , 7)、2.64 2)  

解離定数（pKa）  

水溶性（水溶解度） 
650 mg/1000g (25℃) 2)、793 mg/L (25℃) 4)、1,160 
mg/L (25℃) 5)、800 mg/L (20℃) 5)、846 mg/L 
(20℃)6)、846.1 mg/L (20℃、pH=5.7) 8) 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性 

好気的分解 

分解率：BOD 0%、TOC 0%、GC (-)*% 

（備考：*分解度が負の値になったため（－）と表記した。） 

［6］四塩化炭素            
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（試験期間：2 週間、被験物質濃度：100 mg/L、活性汚泥濃度：30 mg/L）9) 

 

嫌気的分解 

非順化菌を植種源とした嫌気分解試験での半減期は 7～28 日との報告がある10) 

微生物の特別な要件（酸化還元電位、pH、毒性金属の欠如）を満たせば、共代謝に

より無酸素条件で急速に分解する可能性がある6) 

 

化学分解性  

OH ラジカルとの反応性（大気中） 

反応速度定数：<0.00012×10-12 cm3/(分子･sec)（測定値）11) 

半減期：<120 ～ <1200 年 （OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 12) と仮定

し、一日を 12 時間として計算） 

加水分解性 
加水分解速度は極めて遅いため、環境中では加水分解しない 6) 

 

生物濃縮性（濃縮性がない又は低いと判断される物質 13) ） 

 生物濃縮係数 (BCF)：  

(3.2)～7.4（試験生物：コイ、試験期間：6 週間、試験濃度：10 µg/L）14) 

       (3.8)～(11)（試験生物：コイ、試験期間：6 週間、試験濃度：1 µg/L）14) 

 

土壌吸着性 

 土壌吸着定数 (Koc)：44（KOCWIN 15) により計算） 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

我が国では、「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律（オゾン層保護法）」

によって、1996 年 1 月 1 日以降は原則として製造が禁止されているが、試験研究や分析用な

どの特別な用途、あるいは他の化学物質の原料として使用するための四塩化炭素の製造は認

められている1) 。 

本物質は、工業的には主に二硫化炭素の塩素化により生産されており、ジクロロメタンや

クロロホルム、テトラクロロエチレン生産時の副生成物としても得られている16), 17) 。 

本物質の第二種特定化学物質としての製造・輸入数量の推移を表 1.1 に示す18) 。 

 

表 1.1 製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 17 18 19 20 21 

製造・輸入数量 (t) a) 9,932 8,199 6,248 5,353 3,611 

平成(年度) 22 23 24 25 26 

製造・輸入数量 (t) a) 6,403 5,675 5,656 5,647 6,851 

注：a) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業所内での自家消費分を含んでいない値を示す。 
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本物質の輸出量及び輸入量の推移を表 1.2 に示す19) 。 

 
表 1.2 輸出量及び輸入量の推移 

平成（年） 18 19 20 21 22 

輸出量（t）a) 0.40 0.40 -b) -b) 0 

輸入量（t）a) -b) 98 198 195 394 

平成（年） 23 24 25 26 27 

輸出量（t）a) -b) -b) -b) -b) -b) 

輸入量（t）a) 433 156 396 317 420 
注：a) 普通貿易統計[少額貨物(1 品目が 20 万円以下)、見本品等を除く]品別国別表より集計。 
    b) 申告されていない。 

 

本物質の化学物質排出把握管理促進法（化管法）における製造・輸入量区分は、100 t 以上

である20) 。 

 

本物質は海洋の海産藻類より生成されるほか、バイオマスの燃焼や火山より生成され、岩

石や鉱石に含まれている6) 。 

 

② 用 途 

現在の主な用途は、他のクロロカーボンの原料、農薬の原料、ふっ素系ガスの原料であり、

試薬としても使われている1) 。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

本物質は、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の特定物質に指定されてい

る。 

本物質は、化学物質審査規制法第二種特定化学物質（通し番号：3）及び化学物質排出把握管

理促進法第一種指定化学物質（政令番号:149）に指定されている。 

本物質は、有害大気汚染物質に該当する可能性のある物質に選定されている。 

本物質は、環境基準（水質、土壌、地下水）、水質汚濁防止法に基づく排水基準（健康項目）、

水道水質基準が設定されている。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

（1）環境中への排出量 

本物質は化管法の第一種指定化学物質である。同法に基づき公表された平成 26年度の届出排

出量1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体 2) から集計した排出量等を表 2.1に

示す。なお、届出外排出量対象業種・非対称業種・家庭・移動体の推計はなされていなかった。 

 

表 2.1 化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 26 年度） 

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 5,616 288 0 0 0.1 289,711 - - - - 5,904 - 5,904

四塩化炭素

業種等別排出量(割合) 5,616 288 0 0 0.1 289,711 0 0 0 0

5,615 1 0 0 0 289,702 届出 届出外

(100.0%) (0.5%) (100.0%) 100% -

0 242 0 0 0 0

(84.1%)

0 28 0 0 0 0

(9.7%)

0 7 0 0 0 0.2

(2.4%) (0.00007%)

0 6 0 0 0 0

(2.2%)

0 3 0 0 0 0

(1.1%)

0.9 0 0 0 0.1 9

(0.02%) (100%) (0.003%)

0 0.5 0 0 0 0

(0.2%)

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計

総排出量の構成比(%)

化学工業

下水道業

パルプ・紙・紙加工品

製造業

非鉄金属製造業

一般廃棄物処理業

（ごみ処分業に限る。）

産業廃棄物処分業

計量証明業

金属鉱業

 

 

本物質の平成26年度における環境中への総排出量は5.9 tとなりすべて届出排出量であった。

届出排出量のうち約 5.6 t が大気、0.29 t が公共用水域へ排出されるとしており、大気への排出

量が多い。この他に下水道への移動量が 0.0001 t、廃棄物への移動量が約 290 t であった。届出

排出量の主な排出源は、大気への排出が多い業種は化学工業（100%）であり、公共用水域への

排出が多い業種は下水道業（84%）であった。 

しかし、特別要件施設（金属鉱業、一般廃棄物処分業、産業廃棄物処分業、下水道業、等）

の排出量は定量下限値をもとに排出量を算出している場合があるため、過剰評価している場合

があることに留意する必要がある。 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

本物質の環境中の媒体別分配割合は、環境中への推定排出量を基に USES3.0 をベースに日本

固有のパラメータを組み込んだMackay-Type Level III多媒体モデル4)を用いて予測した。予測の

対象地域は、平成 26 年度に環境中及び大気への排出量が最大であった福岡県（大気への排出量

4.2 t、公共用水域への排出量 0.0067 t）及び公共用水域への排出量が最大であった石川県（公共

用水域への排出量 0.039 t）とした。予測結果を表 2.2 に示す。 
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表 2.2 媒体別分配割合の予測結果 

媒 体 

分配割合(%) 
上段：排出量が最大の媒体、下段：予測の対象地域 

環境中 大気 公共用水域 

福岡県 福岡県 石川県 

大 気 99.7 99.7 99.5 

水 域 0.2 0.2 0.5 

土 壌 0.0 0.0 0.0 

底 質 0.0 0.0 0.0 

注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの。 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.3 に示

す。 

 
表 2.3 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a) 検出 
検出率

調査 
地域 

測定年度 文 献 
平均値 a) 平均値 下限 b)

                      

一般環境大気 d) µg/m3 0.61 0.61 0.45 0.78 －c) 42/42 全国 2014 5) 

  0.60 0.61 0.45 0.82 －c) 54/54 全国 2013 6) 

  0.62 0.63 0.48 0.85 －c) 54/54 全国 2012 7) 
  0.59 0.6 0.51 0.74 －c) 47/47 全国 2011 8) 
  0.56 0.56 0.46 0.87 －c) 43/43 全国 2010 9) 
  0.55 0.56 0.26 0.71 －c) 41/41 全国 2009 10) 
  0.57 0.58 0.45 0.78 －c) 19/19 全国 2008 11) 
  0.59 0.59 0.45 0.71 －c) 40/40 全国 2007 12) 
  0.62 0.63 0.44 0.82 －c) 43/43 全国 2006 13) 
           
室内空気 µg/m3 －c) 0.68 －c) 1.9 －c) 48/50 全国 2004 14) e) 
           
食物 µg/g <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.0002 0/24 全国 1999 15) 
  <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.00030 0.0002 1/27 全国 1998 16) 
  <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.00033 0.0002 2/27 全国 1997 17) 
  <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.0002 0/27 全国 1996 18) 
  <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.00047 0.0002 1/27 全国 1995 19) 
  <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.0002 0/27 全国 1994 20) 
  <0.0002 0.00024 <0.0002 0.0038 0.0002 3/27 全国 1993 21) 
  <0.0002 0.00044 <0.0002 0.0056 0.0002 3/27 全国 1992 22) 
  <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.00067 0.0002 7/27 全国 1991 23) 
  <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.0002 0/24 全国 1990 24) 
           
飲料水 µg/L <2.0 <2.0 <0.1 2.0 0.1～2.0 220/5641 全国 2014 25) 
  <2.0 <2.0 <0.1 2.0 0.1～2.0 197/5692 全国 2013 26) 
  <2.0 <2.0 <0.1 2.0 0.1～2.0 157/5574 全国 2012 27) 
  <2.0 <2.0 <0.1 1.0 f) 0.1～2.0 142/5541 全国 2011 28) 
  <2.0 <2.0 <0.1 0.3 f) 0.1～2.0 148/5629 全国 2010 29) 
  <2.0 <2.0 <0.1 0.3 f) 0.1～2.0 99/5340 全国 2009 30) 
  <2.0 <2.0 <0.1 1.0 f) 0.1～2.0 73/5203 全国 2008 31) 
  <2.0 <2.0 <0.1 0.3 f) 0.1～2.0 184/5577 全国 2007 32) 
  <2.0 <2.0 <0.1 1.0 f) 0.1～2.0 156/5359 全国 2006 33) 
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媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a) 検出 
検出率

調査 
地域 

測定年度 文 献 
平均値 a) 平均値 下限 b)

           
地下水 µg/L <0.5 <0.5 <0.1 0.7 0.1～0.5 11/2740 全国 2014 34) 
  <0.5 <0.5 <0.1 20 0.1～0.5 15/2986 全国 2013 35) 
  <0.5 <0.5 <0.1 1.2 0.1～0.5 16/3005 全国 2012 36) 
  <0.5 <0.5 <0.1 1.1 0.1～0.5 24/3036 全国 2011 37) 
  <2 <2 <0.1 2.2 0.1～2 16/3120 全国 2010 38) 
  <0.5 <0.5 <0.1 67 0.1～2 12/3340 全国 2009 39) 
  <2 <2 <0.1 1.4 f) 0.1～2 20/3379 全国 2008 40) 
  <2 <2 <0.1 1.2 f) 0.1～2 16/3536 全国 2007 41) 
  <2 <2 <0.1 8.6 0.1～2 37/3628 全国 2006 42) 
           
土壌 µg/g          
             
公共用水域・淡水  µg/L <2 <2 <0.1 <2 0.1～2 0/2875 全国 2014 43) 
  <2 <2 <0.1 <2 0.1～2 0/2872 全国 2013 44) 

  <0.7 <0.7 <0.1 0.35 f) 0.1～0.7 5/2854 全国 2012 45) 

  <2 <2 <0.1 0.25 f) 0.1～2 2/2846 全国 2011 46) 
  <2 <2 <0.1 0.2 f) 0.1～2 1/2903 全国 2010 47) 
  <2 <2 <0.1 <2 0.1～2 0/2926 全国 2009 48) 
  <2 <2 <0.1 0.2 f) 0.1～2 1/2944 全国 2008 49) 
  <1 <1 <0.1 <1 0.1～1 0/2963 全国 2007 50) 
  <2 <2 <0.1 0.3 f) 0.1～2 1/2908 全国 2006 51) 
           
公共用水域・海水   µg/L <0.5 <0.5 <0.2 <0.5 0.2～0.5 0/513 全国 2014 43) 
  <0.5 <0.5 <0.2 <0.5 0.2～0.5 0/529 全国 2013 44) 
  <0.5 <0.5 <0.2 <0.5 0.2～0.5 0/513 全国 2012 45) 
  <0.5 <0.5 <0.2 <0.5 0.2～0.5 0/562 全国 2011 46) 
  <2 <2 <0.2 0.2 f) 0.2～2 1/556 全国 2010 47) 
  <2 <2 <0.2 0.2 f) 0.2～2 1/553 全国 2009 48) 
  <1 <1 <0.2 1.4 0.2～1 1/550 全国 2008 49) 
  <1 <1 <0.2 <1 0.2～1 0/622 全国 2007 50) 
  <1 <1 <0.2 <1 0.2～1 0/625 全国 2006 51) 
             
底質(公共用水域・淡水)  µg/g <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 0.008 0/10 高知県 2014 52) 
  <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 0.008 0/10 高知県 2013 53) 
  <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 0.008 0/10 高知県 2012 54) 
  <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 0.008 0/10 高知県 2011 55) 
  <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 0.008 0/10 高知県 2010 56) 
  <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 0.008 0/10 高知県 2009 57) 
  <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 0.008 0/10 高知県 2008 58) 
  <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 0.008 0/10 高知県 2007 59) 

  <0.0031 <0.0031 <0.000038 0.00017
0.000038
～0.0031

1/8 全国 1988 60) 

           

底質(公共用水域・海水) µg/g <0.004 <0.004 <0.00002 0.0002 0.00002～
0.004 

1/9 全国 1988 60) 

           

魚類(公共用水域・淡水) µg/g          

           

魚類(公共用水域・海水) µg/g          

             

注：a) 最大値又は幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 
  b) 検出下限値の欄の斜体で示されている値は、定量下限値として報告されている値を示す。 
  c) 公表されていない。 
    d) 過去のデータではあるが一般環境大気において 1.2 μg/m3(2004)61)がある。 
    e) アクティブ法による測定結果。 
    f) 最大濃度を上回る下限値による不検出データが報告されているため、最大濃度よりも高濃度の地点が存在

する可能性がある。 
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（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

本物質については、吸入曝露による健康リスク初期評価を行うため、一般環境大気の実測値

を用いて、人に対する曝露の推定を行った（表 2.4）。化学物質の人による一日曝露量の算出に

際しては、人の一日の呼吸量を 15 m3、体重を 50 kg と仮定している。 

 

表 2.4 各媒体中の濃度と一日曝露量 
  媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 
    
  大気     

平  一般環境大気 0.62 µg/m3程度 (2012) 0.19 µg/kg/day 程度 

均  室内空気 過去のデータではあるが 0.68 µg/m3程度

(2004) (算術平均値) 
過去のデータではあるが 0.20 µg/kg/day
程度(算術平均値) 

      

    

最  大気   

大  一般環境大気 0.85 µg/m3程度 (2012) 0.26 µg/kg/day 程度 

値  室内空気 過去のデータではあるが 1.9 µg/m3 程度
(2004) 

過去のデータではあるが 0.57 µg/kg/day
程度 

      

 

吸入曝露の予測最大曝露濃度は、表 2.4 に示すとおり、一般環境大気のデータから 0.85 µg/m3

程度となった。なお、室内空気については、過去のデータではあるが最大 1.9 µg/m3程度となっ

た。一方、化管法に基づく平成26年度の大気への届出排出量をもとに、プルーム・パフモデル
62)を用いて推定した大気中濃度の年平均値は、最大で 1.1 µg/m3となった。 

 
表 2.5 人の一日曝露量 

媒 体 平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

大 気 
 一般環境大気 0.19 0.26 

 室内空気 
過去のデータではあるが 0.20 

(算術平均値) 
過去のデータではあるが 0.57 

 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.6 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると、公共用水域の淡水

域では 0.35 µg/L、同海水域では 0.5 µg/L 未満となった。 

化管法に基づく平成 26 年度の公共用水域・淡水への届出排出量を全国河道構造データベース
63)の平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定すると、最大で 0.00014 μg/L（ただ

し、定量下限値をもとに排出量を算出していると考えられる事業所を除く）となった。 

 
表 2.6 公共用水域濃度 

水 域 平   均 最 大 値 

淡 水 2 µg/L 未満 (2014) 0.35 µg/L (2012) 

海 水 0.5 µg/L 未満 (2013) 0.5 µg/L 未満 (2013) 
注：1) 環境中濃度での（ ）内の数値は測定年度を示す。 
    2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む。 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

なお、本物質については、既に公共用水域及び地下水の水質汚濁に係る環境基準が設定さ

れていることから、経口曝露の初期評価については対象外とした。 

（1）体内動態、代謝 

ラットに各種溶媒を用いて 25 mg/kg の本物質を単回強制経口投与した結果、血液中本物質の

ピーク濃度（到達時間）は水の場合に 3,447 ng/mL（3.5 分）、水溶性分散剤の場合に 3,814 ng/mL

（6.0 分）、そのまま（原液）の場合に 1,084 ng/mL（20.5 分）、コーン油の場合に 371 ng/mL（183.5

分）であり、水溶液の投与では速やかに吸収され、コーン油溶液の投与では吸収は著しく遅延

した。しかし、いずれも血液中濃度の半減期は 95～105 分の範囲にあり、25 mg/kg を静脈内投

与した場合の半減期（98 分）と同程度であった 1) 。 

ラットに 14C でラベルした本物質 3,180 mg/kg を単回強制経口投与した結果、放射活性のピー

ク濃度は血液、肝臓、筋肉、脳で 2 時間後にみられ、血液に比べて肝臓は約 5 倍、脳は約 3 倍

高く、筋肉では同程度であったが、脂肪組織では 2 時間後も増加を続けて 5.5 時間後にピーク濃

度となり、血液に比べて約 50 倍高かった。ピークに達した後は急速に減少し、12 時間後には脂

肪組織でピーク時の約 40％、その他の組織で約 16～26％まで減少した。また、10 時間で投与し

た放射活性の 84％が未変化のままで呼気中に排泄された 2) 。 

ラットの鼻部に 100、1,000 ppm の本物質を 2 時間曝露して吸入させた結果、血液中の本物質

は初回採血時（曝露開始 5 分後）には既に比較的高い濃度でみられ、十数分後にほぼ定常状態

に達した。血液中ピーク濃度は 100 ppm 群で 1.0 ng/mL、1,000 ppm 群で 12.8 ng/mL であり、10

倍の曝露濃度差に対してピーク濃度は約 13 倍の差であった。また、AUC（薬物血中濃度時間曲

線下面積）は約 15 倍の差であった。しかし、血液中の半減期は 100 ppm 群で 162 分、1,000 ppm

群で 166 分であり、ほぼ差はなかった 3) 。 

アカゲザルに 14C でラベルした本物質 46 ppm を 139～344 分間吸入させた結果、血液中の放

射活性は増加を続けて定常状態に達することはなく、平均で吸入量の 30.4％が吸収された。300

分間曝露後の放射活性は脂肪組織で最も高く、血液中濃度の 7.9 倍であり、次いで肝臓及び骨髄

で高く、血液中濃度の 3.0 倍であった。その他の組織では血液中濃度よりも低く、血液濃度比で

脳は 0.97 倍、腎臓は 0.74 倍、心臓は 0.45 倍、脾臓は 0.32 倍、筋肉は 0.19 倍、肺及び骨は 0.13

倍であった。344 分間曝露では吸収量の 21％が 8 時間で呼気中に排泄された 4) 。 

ラット、マウス、ハムスターの鼻部に 14C でラベルした本物質 46 ppm を 4 時間曝露して吸入

させた結果、曝露直後の放射活性はラットでは脂肪組織、マウス及びハムスターでは肝臓で最

も高かったが、48 時間後にはいずれも肝臓で最も高く、マウス＞ハムスター＞ラットの順であ

った。48 時間でラットは吸収量の 83％（揮発性有機化合物 61％、14CO2 22％）を呼気中に、1.0％

を尿中に、8.0％を糞中に排泄し、マウスは 74％（揮発性有機化合物 39％、14CO2 35％）を呼気

中に、0.7％を尿中に、22％を糞中に排泄し、ハムスターは 65％（揮発性有機化合物 30％、14CO2 

35％）を呼気中に、8.2％を尿中に、15％を糞中に排泄した 5) 。 

ヒトでは、656 ppm を 30 分間吸入させた結果、吸入量の 60%が吸収された 6) 。 

ラットに 0、1,590 mg/kg を強制経口投与し、12、24、36、48 時間後までの尿中に含まれる 8

種類の過酸化脂質分解物（ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、アセトン、プロパナール、
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ブタナール、ペンタナール、ヘキサナール及びマロンジアルデヒド）を測定した結果、1,590 mg/kg

群ではいずれも対照群を上回る濃度で検出され、特にアセトン、プロパナール、ブタナール、

マロンジアルデヒドの増加が明瞭であった 7) 。 

本物質はチトクローム P-450 を介した脱塩素を受けてトリクロロメチルラジカルとなり、ク

ロロホルム、トリクロロメタノール、ホスゲン、ジグルタチオニルジチオ炭酸へと代謝される

過程で酸化、還元を受け、CO2や CO、過酸化脂質分解物、高分子付加体などを生成する代謝経

路が推定されている 8) 。 

 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

 

表 3.1 急性毒性 9) 

動物種 経路 致死量、中毒量等 
ヒト 経口 LDLo 429 mg/kg 
ヒト 経口 LDLo 0.3 mL/kg 

ラット 経口 LD50 2,350 mg/kg 
マウス 経口 LD50 7,749 mg/kg 

モルモット 経口 LD50 5,760 mg/kg 
ウサギ 経口 LD50 5,760 mg/kg 
ウサギ 経口 LDLo 250 mg/kg 
イヌ 経口 LDLo 1,000 mg/kg 
ヒト 吸入 LCLo 1,000 ppm[6,290 mg/m3] 
ヒト 吸入 LCLo 50,000 ppm[314,500 mg/m3] (5 min) 
ヒト 吸入 LCLo 50,000 mg/m3 (1 hr) 

ラット 吸入 LC50 8,000 ppm[50,320 mg/m3] (4 hr) 
ラット 吸入 LC50 46,000 mg/m3 (6hr) 
マウス 吸入 LC50 34,500 mg/m3 (2hr) 
マウス 吸入 LC50 9,526 ppm[59,920 mg/m3] (8 hr) 

モルモット 吸入 LCLo 20,000 ppm[125,800 mg/m3] (2hr) 
ネコ 吸入 LCLo 38,110 ppm[239,710 mg/m3] (2 hr) 
イヌ 吸入 LCLo 14,620 ppm[91,960 mg/m3] (8 hr) 

ラット 経皮 LD50 5,070 mg/kg 
モルモット 経皮 LD50 >9,400 µL/kg 
ウサギ 経皮 LD50 >20,000 mg/kg 

注：（ ）内の時間は曝露時間を示す。 

 

本物質は、肝臓、腎臓、中枢神経系に影響を与え、意識を喪失することがある。吸入する

と眩暈、嗜眠、頭痛、吐き気、嘔吐を生じ、経口摂取ではさらに腹痛、下痢を生じる。眼を

刺激して発赤、痛みを生じ、皮膚に付くと発赤、痛みを生じ、吸収されて眩暈、嗜眠等を生

じる可能性がある 10)。 

 

② 中・長期毒性 

ア）Fischer 344 ラット及び B6C3F1マウス、Syrian ハムスターの雄各 5～6 匹を 1 群とし、0、

5、20、100 ppm を 12 週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、マウスの 20 ppm 以上の
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群、ラット及びハムスターの 100 ppm 群で血清 GPT、SDH の有意な上昇と肝細胞壊死の有

意な増加を認めた。また、BrdU の取り込みによる細胞増殖活性（BrdU 陽性細胞の割合、

数）はマウスの 20 ppm 以上の群及びハムスターの 100 ppm 群で有意に高かった 11) 。この

結果から、NOAEL をマウスで 5 ppm（曝露状況で補正：0.89 ppm）、ラット及びハムスター

で 20 ppm（曝露状況で補正：3.57 ppm）とする。 

 

イ）Fischer 344 ラット雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、10、30、90、272、811 ppm を 13 週間（6

時間/日、5 日/週）吸入させた結果、811 ppm 群の雄で体重増加の有意な抑制を認め、10 ppm

以上の群の雄及び 30 ppm 以上の群の雌で肝臓、10 ppm 群の雄及び 90 ppm 以上の群の雌雄

で腎臓の相対重量に有意な増加を認めた。90 ppm 以上の群の雌雄でヘモグロビン濃度及び

ヘマトクリット値、811 ppm 群の雌雄で赤血球数の有意な減少を認め、主に 30 ppm 以上の

群の雌及び 90 ppm 以上の群の雄で GOT（AST）、GPT（ALT）、ALP などの血清肝酵素の有

意な上昇、90 ppm 以上の群の雌及び 272 ppm 群の雄で尿タンパクの有意な増加を認めた。

肝臓では、30 ppm 以上の群の雌雄の全数で脂肪変性を認め、90 ppm 以上の群の雌及び 272 

ppm 以上の群の雄で線維形成、272 ppm 以上の群の雌及び 811 ppm 群の雄で肝硬変、変異

細胞巣の発生率に有意な増加を認めた。腎臓では、811 ppm 群の雌雄で硝子滴沈着を伴った

糸球体硬化症の発生率に有意な増加を認めた 12, 13) 。この結果から、LOAEL を 10 ppm（曝

露状況で補正：1.79 ppm）とする。 

 

ウ）BDF1マウス雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、10、30、90、271、810 ppm を 13 週間（6 時間/

日、5 日/週）吸入させた結果、30 ppm 以上の群の雄で体重増加の有意な抑制を認め、30 ppm

以上の群の雄及び 271 ppm 以上の群の雌で肝臓及び腎臓相対重量の有意な増加を認めた。

雌の 271 ppm 以上の群で赤血球数及びヘモグロビン濃度、810 ppm 群でヘマトクリット値

の有意な減少を認め、ヘモグロビン濃度の有意な減少は雄の 810 ppm 群でもみられ、30 ppm

以上の群の雄で血清 ALP、90 ppm 以上の群の雌雄で血清 GPT（ALT）、271 ppm 以上の群の

雄で血清 GOT の有意な上昇を認めた。肝臓では、10 ppm 以上の群の雄及び 30 ppm 以上の

群の雌で細胞変性、30 ppm 以上の群の雌雄で胆管増生や卵円形細胞増殖、セロイド沈着を

伴った肝虚脱、271 ppm 以上の群の雌雄で異型化を伴った核の巨大化、雄で変異細胞巣の

発生率に有意な増加を認め、脂肪変性の発生率は 10～90 ppm 群の雄及び 30 ppm 群の雌で

のみ有意に高かった 12, 13) 。この結果から、LOAEL を 10 ppm（曝露状況で補正：1.79 ppm）

とする。 

 

エ）Fischer 344 ラット雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、5、25、125 ppm を 104 週間（6 時間/日、5

日/週）吸入させた結果、125 ppm 群の雌雄で慢性進行性腎症の増悪と腫瘍の発生増加に伴

う生存率の有意な低下がみられ、25 ppm 群の雌雄で体重増加の有意な抑制を認めた。血清

GOT（AST）、GPT（ALT）の上昇は 25 ppm 以上の群にみられた。肝臓では、25 ppm 以上

の群の雌雄で脂肪変性、25 ppm 群の雌雄で線維形成、雌で変異細胞巣、125 ppm 群の雌雄

で肝硬変、雄で好塩基性細胞巣の発生率に有意な増加を認めた。また、5 ppm 以上の群の

雌及び 25 ppm 以上の群の雄の鼻腔で好酸性変化、25 ppm 以上の群の雌雄で慢性進行性腎

症の増悪、125 ppm 群の雌雄の肺で尿毒症性肺炎の発生率に有意な増加を認めたが 12, 14) 、
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鼻腔の好酸性変化については毒性学的意義が不明な加齢性変化であり、かつその重症度は 5 

ppm 群と対照群で大きな差はなかった。この結果から、NOAEL を 5 ppm（曝露状況で補正：

0.89 ppm）とする。 

 

オ）BDF1マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、5、25、125 ppm を 104 週間（6 時間/日、5 日/

週）吸入させた結果、25 ppm 以上の群の雌及び 125 ppm 群の雄で肝腫瘍の発生増加に伴う

生存率の有意な低下がみられ、25 ppm 群の雌雄で体重増加の有意な抑制を認めた。血清

GOT（AST）、GPT（ALT）の上昇は 25 ppm 以上の群にみられた。肝臓では、25 ppm 以上

の群の雌雄でセロイド沈着、胆管増生、小葉中心性の水腫様変性の発生率に有意な増加を

認めたが、鼻腔を含む気道組織に影響はなかった 12,14) 。この結果から、NOAEL を 5 ppm（曝

露状況で補正：0.89 ppm）とする。なお、実験動物に関する発がん性の知見に示したよう

に、5、25 ppm 群の雌で肝細胞腺腫の有意な発生率増加があった。 

 

③ 生殖・発生毒性 

ア）Fischer 344 ラット雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、10、30、90、272、811 ppm を 13 週間（6

時間/日、5 日/週）吸入させた結果、811 ppm 群の雌で卵巣相対重量の有意な減少を認めた

が、雌雄生殖器の組織に影響はなかった。また、BDF1マウス雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、

10、30、90、271、810 ppm を 13 週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、雌雄生殖器

の重量や組織に影響はなかった 12) 。 

 

イ）Wistar ラット雌雄 24 匹を 1 群とし、0、50、100、200、400 ppm を 10.5 ヶ月間（8 時間/

日、5 日/週）吸入させて繁殖への影響を調べた結果、400 ppm 群の 2 匹が死亡し、400 ppm

群で体重増加の有意な抑制、200 ppm 以上の群で繁殖成績の明らかな低下がみられた 15) 。 

 

ウ）Sprague-Dawley ラット雌 22～23 匹を 1 群とし、0、334、1,004 ppm を妊娠 6 日から妊娠

15 日まで吸入（7 時間/日）させた結果、334 ppm 以上の群で体重増加の有意な抑制を認め、

黄体や着床、吸収胚の数、生存胎仔数などに影響はなかったが、334 ppm 以上の群で胎仔

の体重及び頭臀長は有意に低かった。胎仔の外表系に異常はなかったが、334 ppm 群で皮

下浮腫、1,004 ppm 群で胸骨分節異常（二分、骨化遅延）の発生率が有意に高かった 16) 。

この結果から、母ラット及び胎仔で LOAEL を 334 ppm（曝露状況で補正：97 ppm）とする。 

 

④ ヒトへの影響 

ア）ボランティアの男性 6 人に 49 ppm を 70 分間吸入曝露させた結果、全員が甘く不快でな

い臭いを感じ、眼や鼻、喉の刺激、吐き気、頭部フラフラ感の訴えもなく、運動失調の検

査結果も正常であった。血液検査を実施した 4 人中 2 人で血清鉄濃度の有意な低下が 48 時

間後までみられたが、その他の成分には変化はなく、血圧や肺活量への影響もなかった。

また、4 週間以上の間隔をあけて 6 人に 11 ppm を 180 分間、10 ppm を 180 分間吸入曝露し

た試験では全く影響はなかった 17) 。 
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イ）消火液に高濃度で含まれた本物質を火災時に約 2 時間吸入曝露した労働者 6 人、別の火

災で約 6 時間吸入曝露した労働者 2 人の事例では、そのうち各 1 人に数時間後から食欲不

振や頭痛、吐き気、嘔吐、下痢、発熱がみられるようになり、重度の肝障害や腎不全を発

症して 1 人は 4 日後、他の 1 人は 8 日後に入院した。2 人は血液透析治療などによって 3～

4 週間後に回復したが、火災時に同じ条件下で同じ時間の曝露を受けた 5 人では曝露時に気

道や眼の刺激が軽度にみられただけであった。このように本物質に対する感受性には著明

な差がみられたことからその原因を検討したところ、毎日の飲酒量に大きな差がみられ、5

人のエタノール摂取量は 50 g/day 未満であったのに対し、2 人は倍以上（120、250 g/day）

であり、本物質の毒性がエタノールによって増強された結果と考えられた 18) 。 

 

ウ）労働者 17 人のイギリスの工場の調査では、作業場の本物質濃度は 45～97 ppm の範囲に

あり、15 人が吐き気、食欲不振、嘔吐、鼓腸、上腹部不快感又は膨満感、抑うつ症状や頭

痛・眩暈の症状の幾つかを訴えており、症状の期間は 1 週間から 24 ヶ月と幅があった。こ

のため、設備の改善を指導して気中濃度を 9 ppm 以下に下げたところ、1 週間以内に全員

から症状が消失し、その後は再発することがなかった 19) 。 

 

エ）アメリカの金属加工製造工場に 1946 年から 1981 年までの間に 1 ヶ月以上雇用された男

性労働者 8,146 人の調査では、1981 年末までに 1,160 人が死亡しており、1946 年以前に雇

用された時給労働者で肝硬変の標準化死亡比（SMR 2.7）が有意に高かった。これらの労働

者で肝硬変の主要な原因は飲酒と考えられたが、数人の労働者では本物質の曝露による可

能性を否定できなかった 20) 。 

 

オ）イギリスの 3 工場で本物質に曝露された労働者 135 人と年齢、身長、体重、飲酒量等で

マッチした非曝露の労働者 276 人を対象とした断面調査では、曝露群を低（1 ppm 以下）、

中（1～4 ppm 未満）、高（4 ppm 以上）の 3 群に分け、肝機能への影響を調べた。その結果、

肝機能と飲酒量には関連がみられたが、本物質曝露との間に関連はなかった 21) 。 

 

（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
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表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC (1999) 2B ヒトに対して発がん性があるかもしれない 

EU EU (2008) 2 ヒトに対する発がん性が懸念されるが、それについて

評価を行うための有効な情報が十分ではない物質 

 EPA (2010) ヒトに対して恐らく発がん性を示す 

USA ACGIH (1995) A2 ヒト発がん物質の疑いあり 

 NTP (1981) 合理的にヒトに対して発がん性があることが懸念される物

質 

日本 日本産業衛生学会 

(1986) 

第 2 
群 B 

人間に対して恐らく発がん性があると考えられる物質

のうち、証拠が比較的十分でない物質 

ドイツ DFG (2000) 4 発がん性物質の可能性はあるが、遺伝子傷害性がない

か、あってもわずかな寄与しかない物質 

 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、代謝活性化系（S9）添加の有無にかかわらずネズミチフス菌で遺伝

子突然変異を誘発しなかったが 22～29) 、S9 無添加でのみ遺伝子突然変異の誘発を認めた報

告もあった 30) 。大腸菌では S9 添加の有無にかかわらず遺伝子突然変異や DNA 傷害の誘発

を認めた報告 26, 30) 、認めなかった報告 27, 31) があった。S9 添加のマウスリンパ腫細胞

（L5178Y）で遺伝子突然変異を誘発しなかった 32) 。S9 添加の有無にかかわらずチャイニ

ーズハムスター卵巣細胞（CHO）33) 、ラット肝細胞（RL1）
34) 、ヒト末梢血リンパ球 35) で

染色体異常、チャイニーズハムスター卵巣細胞（CHO）33) 、ヒト末梢血リンパ球 35) で姉妹

染色分体交換を誘発しなかったが、S9 無添加のチャイニーズハムスター卵巣細胞（CHO）

で姉妹染色分体交換を誘発した報告もあった 36) 。S9無添加のラット肝細胞（初代培養）37) 、

S9 添加・無添加のヒト末梢血リンパ球 38) で不定期 DNA 合成を誘発しなかった。S9 添加の

有無にかかわらずヒト末梢血リンパ球で小核の誘発がみられたが、DNA 傷害は誘発しなか

った 39) 。ヒトリンパ芽球由来の遺伝子非改変細胞（AHH-1）及び遺伝子改変細胞（MCL-5、

h2E1）では、S9 無添加で MCL-5、h2E1 が小核を誘発したが、AHH-1 は誘発しなかった 40) 。 

in vivo 試験系では、経口投与又は腹部注入したショウジョウバエで伴性劣性致死突然変

異を誘発しなかった 41) 。経口投与したラットの肝細胞で染色体異常、小核、姉妹染色分体

交換を誘発しなかった 42) 。経口投与したマウスの骨髄細胞 43) 、腹腔内投与したマウスの

骨髄細胞 44) 及び末梢血赤血球 43, 45) で小核を誘発せず、経口投与したラットの肝細胞で不

定期 DNA 合成 46, 47, 48) 、DNA 傷害 49～52) 、腹腔内投与したラットの肝細胞で DNA 傷害 53) を

誘発しなかった。また、腹腔内投与したマウスで精子の頭部形態異常を誘発しなかった 54)。 

 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

Fischer 344 ラット雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、5、25、125 ppm を 104 週間（6 時間/日、5

日/週）吸入させた結果、125 ppm 群の雌雄で生存率の有意な低下がみられたが、125 ppm

群の雌雄で肝細胞腺腫、肝細胞癌、肝細胞腺腫+癌の発生率に有意な増加を認めた。25 ppm

－191－



6 四塩化炭素 

14 

以上の群の雌雄で血清 GOT、GPT の上昇や脂肪変性、肝硬変などの強い肝細胞毒性がみら

れており、発がんへの本物質の関与が示唆された 12,14) 。 

BDF1マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、5、25、125 ppm を 104 週間（6 時間/日、5 日/

週）吸入させた結果、25 ppm 以上の群の雌及び 125 ppm 群の雄で生存率の有意な低下がみ

られたが、25 ppm 以上の群の雌雄で肝細胞癌、肝細胞腺腫+癌の発生率に有意な増加を認

めた。肝細胞腺腫の発生率は 5 ppm 群の雌及び 25 ppm 群の雌雄で有意に高かった。また、

血清 GOT、GPT の上昇や水腫様変性、セロイド沈着、胆管増生などの強い肝細胞毒性は 25 

ppm 以上の群に限られた。この他にも、副腎では 25 ppm 以上の群の雄及び 125 ppm 群の雌

で褐色細胞腫の発生率に有意な増加を認めた 12, 14) 。 

発がん性に関する閾値の評価に関しては種々の論議がある 55) 。U.S.EPA（2010）は閾値

なしを前提とする EPA のガイドラインに基づき、雄マウスの副腎で認めた褐色細胞腫の発

生状況をもとに、ユニットリスクを 6×10-6 (µg/m3)-1と算出しているものの 56) 、本物質によ

る前がん病変や遺伝子傷害性に関する多くの知見から、本物質の発がん性には閾値がある

と考えられている 8, 57～62) 。このため、本評価では閾値ありの判断を採用する。マウスの肝

臓では腫瘍（肝細胞腺腫＋癌）発生率の有意な増加は雌雄ともに 25 ppm 以上の群でみられ、

肝細胞腺腫については 5、25 ppm 群の雌で有意に高かったことから、安全側の評価として

LOAEL を 5 ppm（曝露状況で補正：0.89 ppm）とする。 

なお、厚生労働省では、ラット、マウスを用いた長期毒性試験の結果（昭和 62 年度）12,14) 

から、本物質をがん原性指針の対象物質に追加（平成 3 年度）している 63) 。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

アメリカのドライクリーニング産業では、1930 年以前はストッダード溶剤（ミネラルス

ピリット）が主に使用されていたが、1960 年代になってテトラクロロエチレンに置き換わ

るまでは本物質とストッダード溶剤が主に使用されていた。そこで、1978 年以前に 1 年以

上ドライクリーニングに従事した労働者 5,365 人を対象として調査したところ、1979 年 1

月 1 日時点で 1,222 人が死亡しており、全米の人口から求めた標準化死亡比（SMR）は食

道がん（SMR = 2.1; 95% CI: 1.0～1.3）、子宮頸がん（SMR = 1.7; 95% CI: 1.0～2.0）で有意に

高かった。しかし、これらの腫瘍発生は社会経済的状態や飲酒、喫煙と関係しており、特

定のクリーニング溶剤との関連を示すことはできなかった 64) 。 

アメリカの飛行機整備工場で 1952年から1956年の間に1年以上雇用された労働者 14,457

人の調査では、1990 年末までに 5,727 人が死亡していたが、本物質曝露群の労働者で SMR

の有意な増加を示した腫瘍はなかった 65) 。 

アメリカの大規模ゴム・タイヤ工場で実施したコホート内症例対照研究では、コホート

調査で過剰死亡が認められた胃がん、前立腺がん、リンパ肉腫、リンパ性白血病に加え、

ベンゼンとの関連が指摘されている呼吸器系の腫瘍によって 1964 年から 1973 年の間に死

亡した男性労働者を症例とし、年齢層化法で無作為抽出したコホートの 20％を対照として、

各製造部門における各年の化学物質使用記録から労働者の潜在的曝露物質（20 種類）を推

定して年齢調整オッズ比を算出した。その結果、リンパ肉腫、リンパ性白血病では複数の

化学物質と有意な関連がみられ、特にリンパ性白血病は本物質（OR = 15.3、p <0.0001）及
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び二硫化炭素（OR = 8.9、p = 0.0003）との間に強い関連がみられた。また、本物質及び二

硫化炭素はリンパ肉腫との間にも有意な関連がみられたが、その程度は弱かった 66) 。同様

にして24種類の化学物質曝露とリンパ性白血病との関連を検討した結果もほぼ同様であっ

た 67) 。 

アメリカの 24 州で 1984 年から 1989 年の間に乳がんで死亡した 33,509 人の女性労働者を

症例とし、年齢、性、人種でマッチさせた女性労働者 117,794 人を対照とした調査では、31

物質群について曝露との関連を検討した。その結果、本物質を含む 15 物質群でオッズ比の

有意な増加がみられ、白人女性労働者では本物質の曝露レベルに依存したオッズ比の上昇

がみられた。しかし、労働者は複数物質に同時曝露されており、本物質の寄与は不明であ

った 68) 。 

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性及び生殖・発生毒性等に関する知見が得られている。発

がん性については動物実験で発がん性を示唆する結果が得られており、本物質の発がん性に

は閾値があると考えられているものの、ヒトでの知見は十分でなく、ヒトに対する発がん性

の有無については判断できない。しかし、非発がん影響から求めた信頼性のある最も低濃度

の知見は中・長期毒性エ）及びオ）に示したラット及びマウスの試験から得られた NOAEL 5 

ppm であったが、発がん性については 5 ppm 群の雌マウスで肝細胞腺腫の発生率が有意に高

かったことから、安全側の評価として LOAEL 5 ppm を採用することが適当と考えられた。 

このため、LOAEL 5 ppm を曝露状況で補正して 0.89 ppm（5.6 mg/m3）とし、LOAEL であ

るために 10 で除した 0.56 mg/m3を無毒性量等に設定する。 

 

② 健康リスクの初期評価結果 
 

          表 3.3 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 0.62 µg/m3程度 0.85 µg/m3程度 

0.56 mg/m3 マウス 
13 

室内空気 － － － 
 

吸入曝露については、一般環境大気中の濃度についてみると、平均曝露濃度は 0.62 µg/m3

程度、予測最大曝露濃度は 0.85 µg/m3程度であった。無毒性量等 0.56 mg/m3と予測最大曝露

濃度から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除し、さらに発がん性を考慮

して 5 で除して求めた MOE は 13 となる。また、化管法に基づく平成 26 年度の大気への届出

排出量をもとに推定した高排出事業所近傍の大気中濃度（年平均値）の最大値は 1.1 µg/m3で

あったが、参考としてこれから算出した MOE は 10 となる。 

一方、室内空気中の濃度についてみると、過去のデータとして報告（2004）のあった値の

最大値は 1.9 µg/m3程度であったが、参考としてこれから算出した MOE は 6 となる。 

従って、本物質の一般環境大気の吸入曝露による健康リスクについては、情報収集に努め

る必要があると考えられる。室内空気の吸入曝露については、健康リスクの評価に向けて吸
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

入曝露の情報収集等を行う必要性があると考えられる。 
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４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、その信頼性及び採用の可能性を確

認したものを生物群（藻類、甲殻類、魚類及びその他の生物）ごとに整理すると表 4.1 のとおり

となった。 

 

表 4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急 

性 
慢 
性 

毒性値 
[µg/L] 

生物名 生物分類／和名
エンドポイント

／影響内容 
曝露期間 

[日] 
試験の

信頼性 
採用の

可能性 
文献 No.

藻 類   72 
Chlamydomonas 
reinhardtii 緑藻類 EC10   GRO 3 B ― 1)-92100

  ○ 121*1 Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
NOEC   
GRO (RATE) 3 A A 3) 

 ○  246 Chlamydomonas 
reinhardtii 緑藻類 EC50   GRO 3 B B 1)-92100

 ○  460*1 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
EC50 
GRO (RATE) 3 A A 3) 

  ○ 2,200 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
NOEC   
GRO (RATE) 3 A A 4)-1 

 ○  20,000 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
EC50 
GRO (RATE) 

4 A A 4)-1 

甲殻類  ○ 494 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 21 A A 2) 

  ○ 3,100 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 21 B B 4)-3 

 ○  8,090 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 A A 2) 

 ○  11,100 
Gammarus 
pseudolimnaeus 

ヨコエビ属 LC50   MOR 4 C C 1)-14339

 ○  35,000 Daphnia magna オオミジンコ LC50   MOR 2 D C 4)-2 

魚 類 ○  7,610 Oryzias latipes メダカ LC50   MOR 4 A A 2) 

 ○  10,400 
Pimephales 
promelas 

ファットヘッド

ミノー 
LC50   MOR

4 
（止水式） 

B B 1)-14339

 ○  13,000 Leuciscus idus コイ科 LC50   MOR 4 D C 1)-10936

 ○  24,300 Danio rerio 
ゼブラフィッシ

ュ 
LC50   MOR 2 B B 1)-56372

その他   900 
Lithobates 
catesbeiana 

ウシガエル（胚）LC50   MOR
～ふ化後

4 
B ― 1)-6187 
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生物群 
急 

性 
慢 
性 

毒性値 
[µg/L] 

生物名 生物分類／和名
エンドポイント

／影響内容 
曝露期間 

[日] 
試験の

信頼性 
採用の

可能性 
文献 No.

その他   1,160 Rana temporaria 
アカガエル属

（胚） 
LC50   MOR

～ふ化後
4 

B ― 1)-15418

 ○  1,580 Dugesia japonica ナミウズムシ LC50   MOR 7 D C 1)-12513

   1,640 Lithobates pipiens 
アメリカアカガ

エル属（胚） 
LC50   MOR

～ふ化後
4 

B ― 1)-15418

   1,980 Ambystoma gracile 
トラフサンショ

ウウオ科（胚）
LC50   MOR

～ふ化後
4 

B ― 1)-15418

   2,370 Lithobates palustris 
アメリカアカガ

エル属（胚） 
LC50   MOR

～ふ化後
4 

B ― 1)-6187 

   2,830 Anaxyrus fowleri 
ヒキガエル科

（胚） 
LC50   MOR

～ふ化後
4 

B ― 1)-6187 

   22,420 Xenopus laevis 
アフリカツメ 
ガエル（胚） 

LC50   MOR
～ふ化後

4 
B ― 1)-15418

 ○  830,000 
Tetrahymena 
pyriformis 

テトラヒメナ属 EC50   POP 1 D C 1)-11258

急性／慢性：○印は該当する毒性値 

毒性値（太字）：PNEC 導出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）： PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験はある程度信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可、 

E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値はある程度採用できる、C：毒性値は採用できない、 
―：採用の可能性は判断しない 

エンドポイント 
EC10 (10% Effective Concentration)：10%影響濃度、EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、 
LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、NOEC (No Observed Effect Concentration)： 無影響濃度 

影響内容 
GRO (Growth)：生長（植物）、IMM (Immobilization)：遊泳阻害、MOR (Mortality)：死亡、 

POP (Population change)：個体群の変化、REP (Reproduction)：繁殖、再生産 

毒性値の算出方法 
RATE：生長速度より求める方法（速度法） 
 

*1 文献 2) の最高濃度を除いた 0～48 時間の結果に基づき、試験時の実測濃度を用いて、速度法により再計算した値 

 

 

 評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 

 

1） 藻 類 

BrackとRottler1)-92100 は、緑藻類Chlamydomonas reinhardtiiの生長阻害試験を実施した。試験は、

二酸化炭素を供給しながら密閉系で行われた。生長阻害に関する72時間半数影響濃度 (EC50) は、

実測濃度に基づき246 µg/Lであった。 

また、環境省2) はOECDテストガイドラインNo.201 (1984) に準拠して、緑藻類

Pseudokirchneriella subcapitata（旧名Selenastrum capricornutum）の生長阻害試験をGLP試験とし
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て実施した。試験には密閉容器が用いられ、設定試験濃度は0（対照区）、0.650、1.18、2.21、

3.90、7.15、13.0 mg/L（公比1.8）であった。被験物質の実測濃度（試験開始時及び終了時の幾

何平均値）は、0（対照区）、0.121、0.199、0.418、0.751、1.20、2.51 mg/Lであった。試験開始

時及び終了時において、それぞれ設定濃度の45～61%及び6～7%であり、毒性値の算出には実測

濃度が用いられた。最高濃度区を除いた0～48時間の結果に基づき、速度法による72時間無影響

濃度 (NOEC) は121 µg/Lであった3)。 

 

2） 甲殻類 

環境省2)は「新規化学物質等に係る試験の方法について（化審法テストガイドライン）」 (2011)

に準拠して、オオミジンコDaphnia magnaの急性遊泳阻害試験をGLP試験として実施した。試験

は半止水式（24時間後換水、水面をテフロンシートで被覆）で行われ、設定試験濃度は0（対照

区）、9.90、14.9、22.8、33.7、49.5 mg/L（公比1.5）であった。試験用水には、Elendt M4培地（硬

度250 mg/L、CaCO3換算）が用いられた。被験物質の実測濃度 (0、24時間後の幾何平均値) は

<0.003（対照区）、4.92、6.84、11.1、17.3、26.4 mg/Lであり、試験開始時及び終了時において、

それぞれ設定濃度の50～59%及び42～48%であった。遊泳阻害に関する48時間半数影響濃度 

(EC50) は、実測濃度に基づき8,090 µg/Lであった。 

また、環境省2)はOECDテストガイドライン No.211 (1998) に準拠して、オオミジンコDaphnia 

magnaの繁殖試験をGLP試験として実施した。試験は半止水式（毎日換水、水面をテフロンシー

トで被覆）で行われ、設定試験濃度は0（対照区）、0.400、1.00、2.40、6.40、16.0 mg/L（公比

2.5）であった。試験用水には、硬度250 mg/L (CaCO3換算) のElendt M4培地が用いられた。被験

物質の実測濃度（時間加重平均値）は<0.0004（対照区）、0.187、0.494、1.01、2.94、7.73 mg/L

であり、0、7、14日後の換水後及び1、8、15日後の換水前において、それぞれ設定濃度の43～

61%及び35～49%であった。繁殖阻害（累積産仔数）に関する21日間無影響濃度 (NOEC) は、

実測濃度に基づき494 µg/Lであった。 

 

3）魚 類 

環境省 2)は OECD テストガイドライン No.203 (1992) に準拠して、メダカ Oryzias latipes の急

性毒性試験を実施した。試験は半止水式 (24 時間毎換水、水面をテフロンシートで被覆) で行

われ、設定試験濃度は 0（対照区）、5.00、7.80、12.0、19.0、30.0 mg/L（公比 1.6）であった。

試験用水には、硬度 73 mg/L (CaCO3換算) の脱塩素水道水が用いられた。被験物質の実測濃度

（0、24 時間後の幾何平均値）は<0.002（対照区）、2.12、3.39、5.47、8.85、14.1 mg/L であり、

試験開始時及び 24 時間後の換水前において、それぞれ設定濃度の 42～49%及び 42～46%であっ

た。96 時間半数致死濃度 (LC50) は、実測濃度に基づき 7,610 µg/L であった。 

 

（2）予測無影響濃度（PNEC）の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した最小毒性値に情報量に応じた

アセスメント係数を適用し、予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 
 

急性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 EC50（生長阻害） 246 µg/L
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甲殻類 Daphnia magna 48 時間 EC50（遊泳阻害） 8,090 µg/L

魚 類 Oryzias latipes 96 時間 LC50 7,610 µg/L

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類及び魚類）について信頼できる知見が得ら

れたため］ 

これらの毒性値のうち、最も小さい値（藻類の 246 µg/L）をアセスメント係数 100 で除する

ことにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 2.4 µg/L が得られた。 

 

慢性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 NOEC（生長阻害） 121 µg/L

甲殻類 Daphnia magna 21 日間 NOEC（繁殖阻害） 494 µg/L

アセスメント係数：100［2 生物群（藻類及び甲殻類）の信頼できる知見が得られたため］ 

これらの毒性値のうち、小さい方の値（藻類の 121 µg/L）をアセスメント係数 100 で除する

ことにより、慢性毒性値に基づく PNEC 値 1.2 µg/L が得られた。 

 

本物質の PNEC としては、藻類の慢性毒性値から得られた 1.2 µg/L を採用する。 

 

（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 4.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比 

公共用水域・淡水 2 µg/L 未満 (2014) 0.35 µg/L (2012) 
1.2 

µg/L 

0.3 

公共用水域・海水 0.5 µg/L 未満 (2013) 0.5 µg/L 未満 (2013) <0.4 

 注：1) 環境中濃度での（     ）内の数値は測定年度を示す 
      2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 
 
 

  

 

 

 

 

本物質の公共用水域における濃度は、平均濃度で見ると淡水域で 2 µg/L 未満、海水域では 0.5 

µg/L 未満であった。安全側の評価値として設定された予測環境中濃度 (PEC) は、淡水域では

0.35 µg/L、海水域では 0.5 µg/L 未満であった。 

予測環境中濃度 (PEC)と予測無影響濃度 (PNEC) の比は、淡水域で 0.3、海水域では 0.4 未満

となるため、情報収集に努める必要があると考えられる。本物質については、淡水域での検出

濃度の下限値が 2 µg/L のデータもあることから、今後は環境中濃度の精度の向上や PRTR デー

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］
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タの推移を把握する必要があると考えられる。 

なお、化管法に基づく平成 26 年度の公共用水域・淡水への届出排出量を全国河道構造データ

ベースの平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定すると、最大で 0.00014 μg/L

であった。 
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本物質は、パイロット事業（化学物質の環境リスク評価 第 1 巻）において、環境リスク初

期評価結果を公表した。今回、関係部局からの要望を踏まえ、改めて初期評価を行った。 

 

１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名：o-ジクロロベンゼン  

（別の呼称：1,2-ジクロロベンゼン） 

CAS 番号：95-50-1 
化審法官公示整理番号：3-41（ジクロロベンゼン） 
化管法政令番号：1-181（ジクロロベンゼン） 
RTECS 番号：CZ4500000 

分子式：C6H4Cl2 

分子量：147.00 
換算係数：1 ppm = 6.01 mg/m3（気体、25℃） 
構造式： 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

（2）物理化学的性状 

本物質は常温で無色透明の重い液体で、揮発性物質である1)。 

融点 -17.0℃ 2)、-17.03℃ 3)、-17.01℃ 4)、-16.7℃ 5) , 9) 

沸点 
180.2℃ (760 mmHg) 2)、180.5℃ 3)、180.48℃ (760 
mmHg) 4)、179℃ 5)、180.3℃ 9) 

密度 1.3059 g/cm3 (20℃) 2)、1.3007 g/cm3 (25℃) 9) 

蒸気圧 

1.35 mmHg (=180Pa) (25℃) 2)、1.56 mmHg (=208 Pa) 
(25℃) 3) 、1.36 mmHg (=181 Pa) (25℃) 4)、1 mmHg 
(=130 Pa) (20℃) 5)、1.5 mmHg (=200 Pa) (25℃) 5)、

1.47 mmHg (=196 Pa) (25℃) 9) 

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(log Kow) 3.43 4) , 6)、3.38 2) , 5)、3.65 3)、3.4 9) 

解離定数（pKa）  

水溶性（水溶解度） 
150 mg/1000g (25℃) 2)、145 mg/L 3)、156 mg/L (25℃) 
4)、100 mg/L (20℃) 5)、145 mg/L (25℃) 5)、170 mg/L 
(25℃) 7) 、130 mg/L (20℃) 9) 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性 

好気的分解 

分解率：BOD 0%、GC 3% 

［7］o-ジクロロベンゼン          
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（試験期間：4 週間、被験物質濃度：100 mg/L、活性汚泥濃度：30 mg/L）8) 

嫌気的分解 

分解しない 9) 

 

化学分解性  

OH ラジカルとの反応性（大気中） 

反応速度定数： 0.42×10-12 cm3/(分子･sec)（測定値）10) 

半減期：13～130 日 （OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 11) と仮定し、一

日を 12 時間として計算） 

 

加水分解性 
環境中では加水分解しないと考えられる 9) 

 

生物濃縮性（濃縮性がない又は低いと判断される物質 12) ） 

 生物濃縮係数 (BCF)：  

150～230（試験生物：コイ、試験期間：8 週間、試験濃度：100 mg/L）13) 

90～260（試験生物：コイ、試験期間：8 週間、試験濃度：10 mg/L）13) 

 

土壌吸着性 

 土壌吸着定数 (Koc)：380（KOCWIN 14) により計算）  

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

本物質の化審法に基づき公表された製造・輸入数量の推移を表 1.1 に示す15),16) 。 

 

表 1.1 製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 19 20 21 22 

製造・輸入数量(t) a) 12,672 b) 10,521 b) 10,384 b) 10,597 c) 

平成(年度) 23 24 25 26 

製造・輸入数量(t) a) 10,859 c) 11,100 c) 12,607 c) 10,896 c) 

注：a) 平成 22 年度以降の製造・輸入数量の届出要領は、平成 21 年度までとは異なっている。 
b) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業所内での自家消費分を含んでいない値を示す。 
c) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含んでいない値を示す。 

 

OECD に報告している生産量は 1,000～10,000t/年未満である。また、ジクロロベンゼンの

化学物質排出把握管理促進法（化管法）における製造・輸入量区分は、100 t 以上である17) 。 

 

② 用 途 

本物質の主な用途は農薬の原料、トリレンジイソシアネートの製造工程での溶剤である1) 。
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この他、畜・鶏舎の殺菌消毒剤、殺虫剤（うじ殺し）、染料・顔料や医薬品の原料、グリー

ス（機械に利用される潤滑剤）の洗浄剤、反応溶媒、熱を伝える媒体などに使われている1)。

家庭で用いられる殺虫剤にも、o-ジクロロベンゼンを含むものがある1) 。 

我が国におけるオルソジクロルベンゼンの農薬登録（用途区分：殺虫剤）は、1979 年 1 月

24 日に失効している。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

本物質は人健康影響の観点から化学物質審査規制法優先評価化学物質（通し番号：52）に指

定されているほか、ジクロロベンゼンは化学物質排出把握管理促進法第一種指定化学物質（政

令番号:181）に指定されている。 

本物質は、有害大気汚染物質に該当する可能性のある物質に選定されている。 

ジクロロベンゼン類は、生態影響の観点から水環境保全に向けた取組のための要調査項目に

選定されている。 

なお、本物質は旧化学物質審査規制法（平成 15 年改正法）において第二種監視化学物質（通

し番号：398）及び第三種監視化学物質（通し番号：23）に指定されていた。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

（1）環境中への排出量 

ジクロロベンゼンは化管法の第一種指定化学物質である。同法に基づき公表された平成 26年

度の届出排出量1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体 2),3) から集計した排出

量等を表 2.1 に示す。なお、届出外排出量移動体の推計はなされていなかった。 

 

表 2.1 化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 26 年度） 

(ジクロロベンゼン) 

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 89,221 611 0 0 6,839 675,027 2,089 28,508 8,666,843 - 89,832 8,697,440 8,787,272

ジクロロベンゼン

業種等別排出量(割合) 89,221 611 0 0 6,839 675,027 2,089 28,508 18,443 0

81,360 610 0 0 1,039 467,367 1 届出 届出外

(91.2%) (99.8%) (15.2%) (69.2%) (0.05%) 1% 99%

6,760 0 0 0 0 109,300 0.1

(7.6%) (16.2%) (0.005%)

2,005

(96.0%)

600 0 0 0 0 1,100 0.0

(0.7%) (0.2%) (0.002%)

370 0 0 0 0 980 2

(0.4%) (0.1%) (0.08%)

72 1 0 0 0 89,360

(0.08%) (0.2%) (13.2%)

0 0 0 0 0 1,800 44

(0.3%) (2.1%)

28 0 0 0 0 3,500 3

(0.03%) (0.5%) (0.1%)

31 0 0 0 0 0 0

(0.03%)

18

(0.9%)

5

(0.3%)

4

(0.2%)

2

(0.10%)

0 0 0 0 0 15 2

(0.002%) (0.08%)

1

(0.06%)

0.6

(0.03%)

0 0 0 0 5,800 0 0.4

(84.8%) (0.02%)

0.4

(0.02%)

0.3

(0.01%)

0.2

(0.010%)

0.2

(0.010%)

0.1 0 0 0 0 5

(0.0001%) (0.0007%)

0.1

(0.005%)

0 0 0 0 0 1,600 0.1

(0.2%) (0.004%)

商品検査業

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計

総排出量の構成比(%)

化学工業

電気機械器具製造業

下水道業

金属製品製造業

プラスチック製品

製造業

医薬品製造業

窯業・土石製品

製造業

自然科学研究所

倉庫業

医療業

繊維工業

計量証明業

食料品製造業

石油製品・石炭製品

製造業

高等教育機関

出版・印刷・同関連

産業

その他の製造業

飲料・たばこ・飼料

製造業

精密機械器具製造業

一般機械器具製造業

農薬製造業

機械修理業

輸送用機械器具

製造業  
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大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 89,221 611 0 0 6,839 675,027 2,089 28,508 8,666,843 - 89,832 8,697,440 8,787,272

業種等別排出量(割合)

0.1 届出 届出外

(0.003%) 1% 99%

0.1

(0.002%)

0.0

(0.001%)

0.0

(0.0005%)

0.0

(0.0004%)

0.0

(0.0002%)

0.0

(0.00010%)

0.0

(0.00005%)

28,508 18,443

(100%) (0.2%)

8,647,400

（99.8%）

洗濯業

非鉄金属製造業

ゴム製品製造業

石油卸売業

産業廃棄物処分業

パルプ・紙・紙加工品

製造業

電気業

熱供給業

殺虫剤

防虫剤・消臭剤

総排出量の構成比(%)

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計

 

 

ジクロロベンゼンの平成26年度における環境中への総排出量は約8,800 tとなり、そのうち届

出排出量は約 90 t で全体の 1%であった。届出排出量のうち約 89 t が大気、0.61 t が公共用水域

へ排出されるとしており、大気への排出量が多い。この他に下水道への移動量が約 6.8 t、廃棄

物への移動量が 680 t であった。届出排出量の主な排出源は、大気への排出が多い業種は化学

工業（91%）であり、公共用水域への排出が多い業種も化学工業（100%）であった。 

表2.1に示したようにPRTRデータでは、届出排出量は媒体別に報告されているが、届出外排

出量の推定は媒体別には行われていないため、届出外排出量対象業種の媒体別配分は届出排出

量の割合をもとに、届出外排出量非対象業種・家庭の媒体別配分は「平成 26 年度 PRTR 届出外

排出量の推計方法の詳細」3) をもとに行った。届出排出量と届出外排出量を媒体別に合計した

ものを表 2.2 に示す。 

 

表 2.2 環境中への推定排出量 

媒  体 推定排出量(kg) 

大  気 

水  域 

土  壌 

8,756,288 

   30,984 

        0 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

ジクロロベンゼンの環境中の媒体別分配割合は、環境中への推定排出量を基に USES3.0 をベ

ースに日本固有のパラメータを組み込んだ Mackay-Type Level III 多媒体モデル 4) を用いて予測

した。予測の対象地域は、平成 26 年度に環境中及び大気への排出量が最大であった東京都（大

気への排出量 916 t、公共用水域への排出量 1.4 t）及び公共用水域への排出量が最大であった愛

知県（大気への排出量 592 t、公共用水域への排出量 1.8 t）とした。予測結果を表 2.3 に示す。 
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表 2.3 媒体別分配割合の予測結果 

媒 体 

分配割合(%) 
上段：排出量が最大の媒体、下段：予測の対象地域 

環境中 大気 公共用水域 

東京都 東京都 愛知県 

大 気 96.9 96.9 93.6 

水 域 0.9 0.9 3.9 

土 壌 2.1 2.1 2.5 

底 質 0.1 0.1 0.1 

注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの。 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.4 に示

す。 

 
表 2.4 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a) 検出 
検出率 調査地域 測定年度 文 献 

平均値 a) 平均値 下限値 b)

                     

一般環境大気 e)  µg/m3 ― ― (0.011)c) 0.066 ― d) 9/13 全国 2013 5) 

  ― ― (0.0055) c) 0.12 ― d) 5/13 全国 2012 6) 
  ― ― (0.003) c) 0.12 ― d) 5/13 全国 2011 7) 
  0.030 0.039 0.012 0.088 ― d) 9/9 東京都、

大阪府、

高知県 

2010 8) 

  0.034 0.034 0.027 0.044 ― d) 3/3 東京都 2009 9) 
  ― ― (0.0055) c) 0.58 ― d) 4/7 東京都、

大阪府 

2008 10) 

  ― ― (0.0026) c) 0.45 ― d) 9/12 全国 2007 11) 
  ― ― (0.015) c) 0.66 ― d) 13/15 全国 2006 12) 
             

室内空気 µg/m3 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0.2 0/8 仙台市 1998 13) 

             

食物 µg/g <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0/45 全国 1999 14) 
             

飲料水 µg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 0/19 大阪府 2007 15) 
             

地下水 µg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.02 0.01 1/15 全国 2000 16) 
             

土壌 µg/g          
             

公共用水域・淡水 f)   µg/L <0.0074 <0.0074 <0.0074 0.032 0.0074 2/16 全国 2011 17) 
             

公共用水域・海水 g)   µg/L <0.0074 0.019 <0.0074 0.10 0.0074 3/15 全国 2011 17) 
             

底質(公共用水域・淡水) h) µg/g 0.00030 0.0018 <0.00002 0.014 0.00002 29/33 全国 2002 18) 
  <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0/14 全国 2002 19) 
           

底質(公共用水域・海水) i) µg/g 0.0012 0.0038 0.000037 0.027 0.00002 29/29 全国 2002 18) 
  <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0/10 全国 2002 19) 

           

魚類(公共用水域・淡水) µg/g <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0/3 滋賀県、

鳥取県、

1999 20) 
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媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a) 検出 
検出率 調査地域 測定年度 文 献 

平均値 a) 平均値 下限値 b)

高知県 

           

魚類(公共用水域・海水)j) µg/g <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0/11 全国 1999 20) 

           

貝類(公共用水域・淡水) µg/g          

           

貝類(公共用水域・海水) µg/g <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0/6 全国 1999 20) 

             

注：a) 最大値又は幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 
    b) 検出下限値の欄の斜体で示されている値は、定量下限値として報告されている値を示す。 
   c) 検出下限値未満のデータには検出下限値に 1/2 を乗じて得られた値を用いて調査地点の算術平均値を算出

したため、算出した算術平均値が検出下限値より小さな値となることがある。その様な場合には括弧書き

で公表されている。 
d) 報告されていない。 
e) 過去のデータではあるが一般環境大気において最大 1.6 μg/m3(2004)21)の報告がある 
f) 過去のデータではあるが水質（公共用水域・淡水）において最大 1.1 μg/L (2000)16)の報告がある。 
g) 過去のデータではあるが水質（公共用水域・海水）において最大 0.29 μg/L (1992)22)の報告がある。 
h) 過去のデータではあるが底質（公共用水域・淡水）において最大 0.027 μg/g (1996)23)の報告がある。 
i) 過去のデータではあるが底質（公共用水域・海水）において最大 0.081 μg/g (1993)24)の報告がある。 
j) 過去のデータではあるが魚類（公共用水域・海水）において最大 0.038 μg/g (1984)25)の報告がある。 

  

（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

一般環境大気及び公共用水域・淡水の実測値を用いて、人に対する曝露の推定を行った（表

2.5）。化学物質の人による一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸量、飲水量及び食事

量をそれぞれ 15 m3、2 L 及び 2,000 g と仮定し、体重を 50 kg と仮定している。 

 

表 2.5 各媒体中の濃度と一日曝露量 
  媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

        

  大 気     

  一般環境大気 データは得られなかった データは得られなかった 

  室内空気 （過去の限られた地域で 0.2 µg/m3 未満

程度の報告がある (1998) ） 
（過去の限られた地域で 0.06 µg/kg/day
未満程度の報告がある） 

平      

  水 質    

  飲料水 （限られた地域で 0.05 µg/L 未満程度の

報告がある (2007) ） 
（限られた地域で0.002 µg/kg/day未満程

度の報告がある） 
  地下水 過去のデータではあるが 0.01 µg/L 未満

程度 (2000) 
過去のデータではあるが 0.0004 
µg/kg/day 未満程度 

均 公共用水域・淡水 0.0074 µg/L 未満程度 (2011) 0.00030 µg/kg/day 未満程度 

      

  食 物 過去のデータではあるが 0.001 µg/g 未満

程度 (1999) 
過去のデータではあるが 0.04 µg/kg/day
未満程度 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

       

  大 気   

最  一般環境大気 0.12µg/m3程度 (2012) 0.036µg/kg/day 程度 

  
大 

室内空気 （過去の限られた地域で 0.2 µg/m3 未満

程度の報告がある (1998) ） 
（過去の限られた地域で 0.06 µg/kg/day
未満程度の報告がある） 

     

値 水 質   
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  媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

 飲料水 （限られた地域で 0.05 µg/L 未満程度の

報告がある (2007) ） 
（限られた地域で0.002 µg/kg/day未満程

度の報告がある） 
最 地下水 過去のデータではあるが 0.02µg/L 程度

(2000) 
過 去 の デ ー タ で は あ る が 0.0008
µg/kg/day 程度 

 公共用水域・淡水 0.032 µg/L 程度 (2011) 0.0013 µg/kg/day 程度 

大     

  食 物 過去のデータではあるが 0.001 µg/g 未満

程度 (1999) 
過去のデータではあるが 0.04 µg/kg/day
未満程度 

値 土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

    

 

吸入曝露の予測最大曝露濃度は、表 2.5 に示すとおり、一般環境大気のデータから 0.12 µg/m3

程度となった。なお、過去のデータではあるが室内空気の予測最大曝露濃度は、限られた地域

を調査対象とした調査結果において 0.2 µg/m3未満程度の報告があった。一方、化管法に基づく

平成 26 年度の大気への届出排出量（ジクロロベンゼンとして）をもとに、プルーム・パフモデ

ル 26) を用いて推定した大気中濃度の年平均値は、最大で 3.8 µg/m3となった。 

 
表 2.6 人の一日曝露量 

媒 体 平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

大 気 
 一般環境大気  0.036 

 室内空気 （過去の限られた地域で 0.06） （過去の限られた地域で 0.06）

   飲料水 （限られた地域で 0.002） （限られた地域で 0.002） 

水 質  地下水 （過去のデータではあるが 0.0004）（過去のデータではあるが 0.0008）

   公共用水域・淡水 0.00030 0.0013 

 食 物   （過去のデータではあるが 0.04） （過去のデータではあるが 0.04）

 土 壌     

 経口曝露量合計 0.00030 0.0013 

  参考値 1 0.04030 0.0013+0.04 

  参考値 2 0.002 0.002 

 総曝露量 0.00030 0.0373 

 参考値 1 0.04030 0.0373+0.04 

 参考値 2 0.002 0.036+0.002 

注：1) アンダーラインを付した値は、曝露量が「検出下限値未満」とされたものであることを示す。 
2) （  ）内の数字は、経口曝露量合計の算出に用いていない。 
3) 総曝露量は、吸入曝露として一般環境大気を用いて算定したものである。 
4) 参考値 1 は食物に過去のデータを用いた場合を示す。 
5) 参考値 2 は飲料水に限られた地域のデータを用いた場合を示す。 

 

経口曝露の予測最大曝露量は、表 2.6 に示すとおり、公共用水域・淡水のデータから算定す

ると 0.0013 µg/kg/day 程度であった。なお、公共用水域・淡水と過去のデータではあるが食物の

データから算定した経口曝露の予測最大曝露量は 0.0013 µg/kg/day 程度以上 0.04 µg/kg/day 未満

程度となった。一方、化管法に基づく平成 26 年度の公共用水域・淡水への届出排出量（ジクロ

ロベンゼンとして）を全国河道構造データベース27)の平水流量で除し、希釈のみを考慮した河

川中濃度を推定すると、最大で 6.0 μg/L となった。推定した河川中濃度を用いて経口曝露量を

算出すると 0.24 μg/kg/day となった。 
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（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.7 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると、公共用水域の淡水

域では 0.032 µg/L 程度、同海水域では 0.10 µg/L 程度となった。 

化管法に基づく平成 26 年度の公共用水域・淡水への届出排出量（ジクロロベンゼンとして）

を全国河道構造データベース27)の平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定する

と、最大で 6.0 μg/L となった。 

 
表 2.7 公共用水域濃度 

水 域 平    均 最 大 値 

 
淡 水 

 
海 水 

 

 
0.0074 µg/L 未満程度 (2011)

 
0.0074 µg/L 未満程度 (2011)

 
0.032 µg/L 程度 (2011) 

 
0.10 µg/L 程度 (2011) 

注：1) 環境中濃度での（ ）内の数値は測定年度を示す。 
    2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む。 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

ラットに 14C でラベルした本物質 5、50、250 mg/kg を単回強制経口投与した結果、5 mg/kg

群では血液中放射活性のピークは 6 時間後にみられたが、血液中の本物質は代謝され、3 時間後

には不検出となった。50 mg/kg 群では血液中の本物質濃度のピークは 3 時間後、放射活性のピ

ークは 8 時間後にみられた。250 mg/kg 群では血液中の本物質は最初の 6 時間をほぼ一定濃度で

推移した後に減少したが、放射活性のピークは 24 時間後にみられた。5、50、250 mg/kg 群では

168 時間で投与した放射活性の 75、84、76％が尿中に、16、12、7％が糞中に排泄され、そのほ

とんどが 5、50 mg/kg 群では 24 時間以内、250 mg/kg 群では 48 時間以内の排泄であった 1) 。 

ラットに 14C でラベルした本物質 10 mg/kg を単回強制経口投与した結果、6 時間後の放射活

性は腎臓で最も高く、次いで腎臓周囲の脂肪組織、肝臓、小腸、血漿、皮下脂肪を含む腹部皮

膚、膀胱で高く、半減期は 9.4 時間（腎臓周囲の脂肪組織）～19.3 時間（脳）の範囲内にあっ

た 1)。 

胆管をカニューレ処置したラットに 14C でラベルした本物質 10 mg/kg を単回強制経口投与し

た結果、胆汁中の放射活性のピークは 6 時間後にみられ、48 時間で投与した放射活性の 60％が

胆汁中に、25％が尿中に排泄され、そのほとんどが 24 時間以内の排泄であった。糞中への排泄

は 4％未満とわずかであった 1) 。 

ラットに 5、50、250 mg/kg を単回強制経口投与した結果、主要な尿中代謝物はフェニルメル

カプツール酸であり、メルカプツール酸、2,3-ジクロロフェノール及び 3,4-ジクロロフェノール

及びそれらの硫酸抱合体が検出され、投与量の違いによる有意差はなかった。10 mg/kg の単回

強制経口投与では胆汁中から 2 種類の代謝物が検出され、1 つはフェニルメルカプツール酸前駆

体である本物質エポキシ体のグルタチオン抱合体であり、他の 1 つはメルカプツール酸であっ

た 1) 。 

ラットの肝ミクロソームを用いた試験では、本物質の主要な代謝物は 2,3-ジクロロフェノー

ル、3,4-ジクロロフェノール、2,3-ジクロロヒドロキノンであり、それらよりは少ないが、3,4-

ジクロロカテコール、4,5-ジクロロカテコールも検出されたことから、極性の高いジヒドロジオ

ールの生成が主要な代謝経路と考えられた 2) 。 

ヒトでは、本物質を曝露した労働者の加水分解尿で 2,3-ジクロロフェノール、3,4-ジクロロフ

ェノール、3,4-ジクロロカテコール、4,5-ジクロロカテコールが検出され、前処理無しと比べて

これらの代謝物の量が増加したことから、一部は抱合体であったと考えられた 3) 。 

ヒトのチトクローム P450（CYP）を発現する細胞株のミクロソームを用いた試験では、本物

質から2,3-ジクロロフェノールと3,4-ジクロロフェノールへの代謝にはCYP2E1が最も高い酵素

活性を示した。生成量は 3,4-ジクロロフェノールの方が 2,3-ジクロロフェノールよりも 2.2 倍多

かった。次に CYP1A2 の活性が高かったが、CYP2E1 の活性の 8％と低く、CYP1A1、CYP3A4、

CYP2D6 ではさらに低く、代謝への寄与はほとんどなかった 4) 。また、ラット、マウス、ヒト

の肝ミクロソームを用いた試験では、CYP2E1 の活性阻害剤の添加により、いずれの動物種で

も水溶性代謝物の生成が 90％阻害され、CYP2E1 は主要な代謝酵素であると考えられた 5) 。一

方、ラット肝ミクロソームではフェノバルビタールの前処理でも代謝物の増加がみられたこと
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から、フェノバルビタールにより誘導される CYP2B1/2 も主要な代謝酵素と考えられた 6) 。 

 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 7) 

動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 500 mg/kg 
マウス 経口 LD50 4,386 mg/kg 

モルモット 経口 LDLo 2,000 mg/kg 
ウサギ 経口 LD50 500 mg/kg 
ラット 吸入 LC50 8,150 mg/m3 (4hr) 
ラット 吸入 LC50 1,532 ppm[9,207 mg/m3] (6 hr) 
ラット 吸入 LCLo 821 ppm[4,934 mg/m3] (7 hr) 
マウス 吸入 LC50 1,236 ppm[7,428 mg/m3] (6 hr) 

モルモット 吸入 LCLo 800 ppm[4,808 mg/m3] (24 hr) 
ウサギ 経皮 LD50 >10,000 mg/kg 

注：（ ）内の時間は曝露時間を示す。 

 

本物質は気道を刺激し、吸入すると咳、嗜眠、咽頭痛、意識喪失を生じ、経口摂取すると

灼熱感、下痢、吐き気、嘔吐を生じる。眼、皮膚を刺激し、眼に入ると発赤、痛み、皮膚に

付くと発赤、痛み、皮膚の乾燥を生じる 8) 。 

 

② 中・長期毒性 

ア）Sprague-Dawley ラット雌雄各 5 匹を 1 群とし、0、20、100、500 mg/kg/day を 28 日間強制

経口投与した結果、100 mg/kg/day 以上の群の雄及び 500 mg/kg/day 群の雌で投与直後に一

過性の流涎がみられ、500 mg/kg/day 群の雄で体重増加の有意な抑制を認めた。500 mg/kg/day

群の雄で血清 GOT、雌で血清γ-GTP の有意な上昇、100 mg/kg/day 以上の群の雄及び 500 

mg/kg/day 群の雌で肝臓及び腎臓相対重量の有意な増加を認めた。肝臓では、100 mg/kg/day

以上の雄及び 500 mg/kg/day 群の雌で小葉中心性の肝細胞肥大、500 mg/kg/day 群の雄で小

葉中心性の単細胞壊死の発生率に有意な増加を認め、対照群で通常観察される肝臓の門脈

周囲の脂肪化は 500 mg/kg/day 群の雄にはみられなかった。腎臓では、雄の 500 mg/kg/day

群で近位尿細管の好酸性細胞質内封入体の発生率に有意な増加を認め、100 mg/kg/day でも

4 匹にみられた 9) 。この結果から、NOAEL を 20 mg/kg/day とする。 

 

イ）Fischer 344 ラット雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、30、60、125、250、500 mg/kg/day を 13

週間（5 日/週）強制経口投与した結果、500 mg/kg/day 群の雌 2 匹が死亡し、500 mg/kg/day

群の雄で著明な体重増加の抑制を認めた。125 mg/kg/day 以上の群の雄及び 500 mg/kg/day

群の雌で肝臓及び腎臓相対重量の有意な増加、500 mg/kg/day 群の雄で胸腺相対重量の有意

な減少を認め、250 mg/kg/day 群の雌雄の半数で肝細胞壊死、500 mg/kg/day 群の雌雄の全数

で肝細胞壊死又は小葉中心性の変性、500 mg/kg/day 群の雌雄の半数で尿細管の変性、胸腺

のリンパ球減少を認めた 10) 。この結果から、NOAEL を 60 mg/kg/day（曝露状況で補正：
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43 mg/kg/day）とする。 

 

ウ）B6C3F1マウス 10 匹を 1 群とし、0、30、60、125、250、500 mg/kg/day を 13 週間（5 日/

週）強制経口投与した結果、250 mg/kg/day 群の雄 1 匹、500 mg/kg/day 群の雄 4 匹、雌 3 匹

が死亡し、500 mg/kg/day 群の雌雄で著明な体重増加の抑制を認めた。500 mg/kg/day 群の雌

雄で肝臓、雌で腎臓の相対重量の有意な増加を認め、30 mg/kg/day 以上の群の雌で脾臓相

対重量の有意な減少を認めた。30 mg/kg/day 以上の群の雄で白血球数の有意な増加がみら

れたが、その原因は対照群の雄の白血球数が通常より低かったことによるものであり、主

に 30 mg/kg/day以上の群の雄及び 125 mg/kg/day以上の群の雌で分葉核好中球や単球に有意

な変化がみられたが、その増減は雌雄で相反するものであった。500 mg/kg/day 群の雌雄各

9 匹の肝臓で小葉中心性の壊死、肝細胞の壊死や変性、雄 3 匹及び雌 8 匹の心臓で多巣性の

心筋線維石灰化がみられ、骨格筋の壊死や炎症、石灰化も同様にみられた。この他に 500 

mg/kg/day 群では胸腺（雌雄各 2 匹）、脾臓（雄 4 匹、雌 2 匹）でリンパ球の減少、脾臓（雌

1 匹）でリンパ球の壊死がみられたが、250 mg/kg/day 群では雄 4 匹に肝細胞の壊死又は変

性、色素沈着のいずれかがみられただけであった 10) 。この結果から、LOAEL を 30 mg/kg/day

（曝露状況で補正：21 mg/kg/day）とする。 

 

エ）Fischer 344 ラット雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、60、120 mg/kg/day を 103 週間（5 日/週）

強制経口投与した結果、120 mg/kg/day 群の雄で生存率の有意な減少を認めたが、3 匹が事

故死、5 匹が強制経口投与関連死であり、さらに死亡した 12 匹の肺で投与した溶媒と本物

質の混合物が少量みられたことから、本物質に起因した死亡率の増加ではないと考えられ

た。一般状態や体重に影響はなく、主要組織にも投与に関連した影響はなかった 10) 。この

結果から、NOAEL を 120 mg/kg/day（曝露状況で補正：86 mg/kg/day）以上とする。 

 

オ）B6C3F1マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、60、120 mg/kg/day を 103 週間（5 日/週）強制

経口投与した結果、一般状態や体重、生存率に影響はなく、120 mg/kg/day 群の雄の腎臓で

尿細管再生の発生率に増加を認めた以外には、組織への影響もなかった 10) 。この結果から、

NOAEL を 60 mg/kg/day（曝露状況で補正：43 mg/kg/day）とする。 

 

カ）Swiss OF1マウス雄 10 匹を 1 群とし、0、64、163 ppm を 4、9、14 日間（6 時間/日、5 日

/週）吸入させて気道への影響を調べた結果、死亡や一般状態、気管、肺に影響はなかった

が、64 ppm 以上の群の鼻腔で嗅上皮に傷害（支持細胞への傷害を伴った嗅細胞の広範な喪

失）がみられ、その重篤度は曝露日数が長いほど軽減する傾向にあり、再生のような修復

機能の作用が示唆された。鼻腔の呼吸上皮に影響はなかった 11) 。この結果から、LOAEL

を 64 ppm（曝露状況で補正：11.4 ppm）とする。 

 

キ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 30 匹を 1 群とし、0、50、150、400 ppm を交尾前 10 週から

交尾、妊娠、授乳の期間を通して吸入（6 時間/日、7 日/週）させ、離乳後の仔（F1）を親

（F0）と同様に吸入させた 2 世代試験の結果、400 ppm 群の F0及び F1の雌雄で体重増加の

有意な抑制を認めた。50 ppm 以上の群の F0雄及び F1雌雄で肝臓相対重量、150 ppm 以上の
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群の F0雌雄及び F1雄で腎臓相対重量、400 ppm 群の F0及び F1の雄で精巣相対重量の有意

な増加を認めた。また、肝臓では 50 ppm 以上の群の F0及び F1の雄、150 ppm 以上の群の

F0及び F1の雌で小葉中心性の肝細胞肥大を認め、400 ppm 群では雌雄のほぼ全数、150 ppm

群では雄の大部分にみられた。腎臓では 150 ppm 以上の群の F0及び F1の雄で腔内に顆粒円

柱を伴った尿細管の拡張を認めたが、雌での発生はなかった 12) 。この結果から、LOAEL

を 50 ppm（曝露状況で補正：12.5 ppm）とする。 

 

ク）Wistar ラット雄 40 匹を 1 群とし、0、20、100 mg/m3を 4 ヶ月間（4 時間/日、5 日/週）吸

入させた結果、20 mg/m3以上の群でコリンエステラーゼ活性の有意な低下、血小板及び肺

相対重量の有意な減少、100 mg/m3群で体重増加の軽度抑制、好酸球数の有意な増加、腎臓

相対重量の有意な減少を認めた。また、対照群を含む全群で慢性気管支炎及び亜急性肺炎

の徴候がみられたが、炎症性病変の重症度や範囲は 20 mg/m3以上の群で大きく、特に 100 

mg/m3群で著明であり、曝露終了から 1 ヶ月後も 100 mg/m3群では炎症がみられた 13) 。な

お、本試験は工業品を曝露して実施されていたが、その組成や純度は不明であったことか

ら、LOAEL の判断はしなかった。 

 

ケ）ラット雌雄各 20 匹、モルモット雌雄各 8 匹、ウサギ雌雄各 2 匹、サル雌 2 匹を 1 群とし、

0、93 ppm を 6～7 ヶ月間（7 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、93 ppm 群の雄ラットで体

重増加の有意な抑制、雄モルモットで脾臓相対重量の有意な減少を認めた以外には影響は

なかった。また、ラット雌雄各 20 匹、モルモット雌雄各 8 匹、マウス雌 10 匹を 1 群とし、

0、49 ppm を 6.5 ヶ月間（7 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、いずれの動物種にも影響は

なかった 14) 。この結果から、NOAEL をラット及びモルモットで 49 ppm（曝露状況で補正：

10.2 ppm）、マウスで 49 ppm（曝露状況で補正：10.2 ppm）以上、ウサギ及びサルで 93 ppm

（曝露状況で補正：19.4 ppm）以上とする。 

 

③ 生殖・発生毒性 

ア）Sprague-Dawley ラット雌を 1 群（匹数不明）とし、0、50、100、200 mg/kg/day を妊娠 6

日から妊娠 15 日まで強制経口投与した結果、母ラット及び胎仔に影響はなく、催奇形性も

みられなかった 15) 。この結果から、NOAEL を 200 mg/kg/day 以上とする。 

 

イ）Fischer 344 ラット雌 30～32 匹を 1 群とし、0、100、200、400 ppm を妊娠 6 日から妊娠

15 日まで吸入（6 時間/日）させた結果、100 ppm 以上の群で体重増加の有意な抑制、400 ppm

群で肝臓の絶対及び相対重量の有意な増加を認め、400 ppm 群の胎仔で椎骨の骨化遅延の

発生率に有意な増加を認めた以外には、影響はなく、奇形の発生増加もなかった 16) 。この

結果から、母ラットで LOAEL を 100 ppm（曝露状況で補正：25 ppm）、胎仔で NOAEL を

200 ppm（曝露状況で補正：50 ppm）とする。 

 

ウ）New Zealand White ウサギ 30 匹を 1 群とし、0、100、200、400 ppm を妊娠 6 日から妊娠

18 日まで吸入（6 時間/日）させた結果、100 ppm 以上の群で曝露開始から 3 日間の体重が
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減少したが、その後は体重への影響は消失し、肝臓及び腎臓の重量にも影響はなかった。

黄体数や着床数、吸収胚数、胎仔の数や体重、頭臀長、奇形や変異の発生率にも影響はな

かった 16) 。この結果から、母ラットで LOAEL を 100 ppm（曝露状況で補正：25 ppm）、胎

仔で NOAEL を 400 ppm（曝露状況で補正：100 ppm）以上とする。 

 

エ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 30 匹を 1 群とし、0、50、150、400 ppm を交尾前 10 週から

交尾、妊娠、授乳の期間を通して吸入（6 時間/日、7 日/週、雌の妊娠 0～4 日は非曝露）さ

せ、離乳後の仔（F1）を親（F0）と同様に吸入させた 2 世代試験の結果、F0及び F1の繁殖

成績に影響はなかったが、400 ppm 群の F0及び F1の仔の授乳期体重は有意に低かった 12) 。

この結果から、NOAEL を 150 ppm（曝露状況で補正：37.5 ppm）とする。 

 

④ ヒトへの影響 

ア）本物質の臭気閾値として、気中濃度で 0.3 ppm、水溶液濃度で 0.024 ppm とした報告 17) 、

臭気閾値を 2～50 ppm、刺激閾値を 25 ppm とした報告 18) がある。 

 

イ）本物質に対する職業曝露の経験では、300 ppm に 60 分間曝露されると重度の中毒症状を

引き起こし、100 ppm でも曝露が長引けば疾病症状の原因となる。25 ppm 以上の濃度は労

働環境として十分な条件ではない 19) 。 

 

ウ）害虫駆除のために平屋建て研究所の地下室に散布された本物質に誤って 4 日間（8 時間/

日）曝露された労働者 26 人（男性 8 人、女性 18 人）の調査では、濃度は不明であるが 22

人に幾つかの急性症状（重度の頭痛や眼刺激、吐き気、眩暈、全身倦怠感）がみられた 20) 。 

 

エ）本物質製造工場の調査では、本物質の気中濃度は 1～44 ppm の範囲（平均 15 ppm）にあ

り、労働者の定期健康診査データには本物質曝露による臓器障害や血液学的変化はなかっ

た 14) 。 

 

オ）本物質 95％、本物質の p-体 5％から成るドライクリーニング溶剤に 6 ヶ月間曝露された

洗濯店の女性労働者（18 歳）では、入院の 5 日前に家族が蒼白に気付くようになり、疲労

や頭痛、嘔吐を訴えていた。2 日前には多量の嘔吐と重度の腹痛、軽度の黄疸により急性虫

垂炎が疑われた。しかし、入院後の検査の結果、急性溶血性貧血と診断され、骨髄過形成

や白血球増加症もみられた 21) 。 

 

（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
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表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC (1999) 3 ヒトに対する発がん性については分類できない 

EU EU －  

 EPA (1990) D ヒト発がん物質として分類できない 

USA ACGIH (1995) A4 ヒトに対する発がん性物質として分類できない 

 NTP － 

日本 日本産業衛生学会 －  
ドイツ DFG －  
 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、代謝活性化系（S9）添加の有無にかかわらずネズミチフス菌 10, 22～33) 、

大腸菌 25, 33) 、酵母 22) で遺伝子突然変異、大腸菌 25, 34) 、枯草菌 25) 、酵母 25) で DNA 傷害を

誘発しなかった。S9 無添加の真菌 35)で遺伝子突然変異を誘発しなかったが、S9 無添加の枯

草菌で DNA 傷害 36) を誘発した。S9 添加の有無にかかわらずチャイニーズハムスター卵巣

細胞（CHO）で遺伝子突然変異 37) 、染色体異常 38～41) を誘発しなかったが、S9 添加で染色

体異常を誘発した報告 42)、S9 添加で姉妹染色分体交換 38, 39) を誘発した報告もあった。S9

無添加のラットの肝細胞（初代培養）で不定期 DNA 合成 43) 、DNA 傷害 44) を誘発しなか

った。S9 添加のマウスリンパ腫細胞（L5178Y）で遺伝子突然変異 38, 45) 、S9 無添加のヒト

末梢血リンパ球で DNA 合成阻害 46) を誘発した。 

in vivo 試験系では、吸入曝露 47) 又は経口投与 48) 、腹部注入 48) したショウジョウバエで

伴性劣性致死突然変異、吸入曝露したショウジョウバエで体細胞突然変異 49) を誘発しなか

ったが、経口投与したショウジョウバエで体細胞突然変異 49) を軽度に誘発した。腹腔内投

与又は皮下投与したラットの骨髄細胞で染色体異常 50,51) 、経口投与したラットの肝細胞で

DNA 傷害 52) 、経口投与したマウスの骨髄細胞で小核を誘発しなかったが 53) 、腹腔内投与

したマウスの骨髄細胞では小核を誘発した報告 54) と誘発しなかった報告 55) があっ

た。誤って本物質に 4 日間曝露された労働者の調査では、末梢血で染色体異常の誘

発がみられた 20) 。  

 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

Fischer 344 ラット雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、60、120 mg/kg/day を 103 週間（5 日/週）

強制経口投与した結果、腫瘍の発生率に有意な増加はなかった 10) 。また、B6C3F1 マウス

雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、60、120 mg/kg/day を 103 週間（5 日/週）強制経口投与した結

果、腫瘍の発生率に有意な増加はなかった 10) 。NTP（1985）はこれらの結果から、雌雄の

ラット及びマウスで発がん性の証拠はなかったと結論した 10) 。 

Sprague-Dawley ラット雌雄各 8 匹を 1 群として 2/3 部分肝切除した 18～24 時間後にジエ

チルニトロソアミン（DENA）51 mg/kg を強制経口投与し、その 1、5 週間後に本物質 147 

mg/kg を腹腔内投与し、2 週間後に肝臓のγ-GTP 陽性細胞巣を指標とした前腫瘍病変誘発
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の可能性を評価した。その結果、雌雄の肝臓でγ-GTP 陽性細胞巣の数に増加はみられず、

本物質にはプロモーション作用がないことが示唆された 56) 。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

次のような 5 例のがん症例が報告されていたが 57) 、本物質との関連は不明であった。第

1 例：本物質を 37%含む製品で衣服のシミ取りをしていた 15 歳の少女（末梢性白芽球症）、

第 2 例：本物質を 80%、本物質の p-体 15%、ｍ-体 2%を含む溶剤を 10 年間取り扱っていた

40 歳の男性労働者（慢性リンパ性白血病）、第 3 例：本物質を 2%含む接着剤を 16 年間取

り扱っていた 53 歳の労働者（慢性リンパ性白血病）、第 4 例：本物質を 80%、本物質の p-

体 15%、ｍ-体 2%を含む溶剤を衣服のシミ取りに使用していた（使用期間不明）55 歳の女

性（骨髄芽球性白血病）、第 5 例：染料工場で本物質含むクロロベンゼン類の曝露を 3 年間

（それ以前に DDT の曝露歴あり）受けた 40 歳の男性労働者（骨髄増殖性疾患）57) 。 

アメリカの飛行機整備工場に 1952 年から 1956 年の間に 1 年以上勤務した労働者 14,457

人を対象にした調査では、労働者はトリクロロエチレンを含む多様な化学物質に曝露され

ており、1982 年末までに 3,832 人が死亡していたが、本物質曝露群の労働者（人数不明）

で多発性骨髄腫による死亡者はなく、非ホジキンリンパ腫による死亡者が男性で 1 人、女

性で 1 人あったが、いずれも標準化死亡比（SMR）に有意な増加はなかった 58) 。 

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性及び生殖・発生毒性等に関する知見が得られているが、

発がん性については十分な知見が得られず、ヒトに対する発がん性の有無については判断で

きない。このため、閾値の存在を前提とする有害性について、非発がん影響に関する知見に

基づき無毒性量等を設定することとする。 

経口曝露については、中・長期毒性オ）に示したマウスの試験から得られた NOAEL 60 

mg/kg/day（尿細管再生）を曝露状況で補正した 43 mg/kg/day が信頼性のある最も低用量の知

見と判断し、これを無毒性量等に設定する。 

吸入曝露については、中・長期毒性キ）に示したラットの試験から得られた LOAEL 50 ppm

（肝臓相対重量の増加、肝細胞肥大）を曝露状況で補正して 12.5 ppm（75 mg/m3）とし、慢

性曝露への補正が必要なことから 10 で除し、LOAEL であるために 10 で除した 0.75 mg/m3

が信頼性のある最も低濃度の知見と判断し、これを無毒性量等に設定する。 

 

② 健康リスクの初期評価結果 
 

        表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 

飲料水 － － 
43 mg/kg/day マウス 

－ 

公共用水

域・淡水 

0.00030 µg/kg/day 
未満程度 

0.0013 µg/kg/day 程度 3,300,000
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

 

経口曝露については、公共用水域・淡水を摂取すると仮定した場合、平均曝露量は 0.00030 

µg/kg/day未満程度、予測最大曝露量は 0.0013 µg/kg/day程度であった。無毒性量等 43 mg/kg/day

と予測最大曝露量から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除して求めた

MOE（Margin of Exposure）は 3,300,000 となる。公共用水域・淡水と過去のデータではあるが

食物のデータ（1999）から算出した予測最大値は 0.0013 µg/kg/day 程度以上 0.04 µg/kg/day 未

満程度であったが、参考としてこれから算出した MOE は 110,000 超 3,3000,000 となる。一方、

化管法に基づく平成 26 年度の公共用水域・淡水への届出排出量（ジクロロベンゼンとして）

をもとに推定した高排出事業所の排出先河川中濃度から算出した最大曝露量は 0.24 µg/kg/day

であったが、参考としてこれから算出した MOE は 18,000 となる。 

従って、本物質の経口曝露による健康リスクについては、現時点では作業は必要ないと考

えられる。 
 

          表 3.4 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 － 0.12 µg/m3程度 

0.75 mg/m3 ラット 
630 

室内空気 － － － 
 

吸入曝露については、一般環境大気中の濃度についてみると、予測最大曝露濃度は 0.12 

µg/m3程度であった。無毒性量等 0.75 mg/m3と予測最大曝露濃度から、動物実験結果より設定

された知見であるために 10 で除して求めた MOE は 630 となる。また、化管法に基づく平成

26 年度の大気への届出排出量（ジクロロベンゼンとして）をもとに推定した高排出事業所近

傍の大気中濃度（年平均値）の最大値は 3.8 µg/m3であったが、参考としてこれから算出した

MOE は 20 となるため、本物質の排出量から推定した MOE が 100 を下回る地点が存在する可

能性も考えられる。 

一方、室内空気中の濃度についてみると、過去のデータではあるが、限られた地域のデー

タとして報告（1998）のあった値の最大値は 0.2 µg/m3未満程度であったが、参考としてこれ

から MOE を算出すると 380 超となる。 

従って、本物質の一般環境大気の吸入曝露については、健康リスクの評価に向けて吸入曝

露の情報収集等を行う必要性があると考えられる。室内空気の吸入曝露については、健康リ

スクの評価に向けて吸入曝露の情報収集等を行う必要性は低いと考えられる。 
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４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、その信頼性及び採用の可能性を確

認したものを生物群（藻類、甲殻類、魚類及びその他の生物）ごとに整理すると表 4.1 のとおり

となった。 

 

表 4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急 

性 
慢 
性 

毒性値 
[µg/L] 

生物名 生物分類／和名
エンドポイント

／影響内容 
曝露期間 

[日] 
試験の

信頼性 
採用の

可能性 
文献 No.

藻 類 ○  2,200 Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

EC50    

GRO (RATE) 4 B B 1)-10745

  ○ 2,580*1 Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
NOEC   
GRO (RATE) 3 B B 3) 

 ○  3,770 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

EC50 
GRO (RATE) 2 D C 1)-106416

 ○  >4,200*1 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
EC50 
GRO (RATE) 3 B B 3) 

  ○ 5,000 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 NOEC   GRO 2 D C 1)-56363

  ○ 10,000 Chlorella vulgaris トレボウクシア

藻類 
NOEC   GRO 2 D C 1)-56363

  ○ 10,000 
Desmodesmus 
subspicatus 緑藻類 NOEC   GRO 2 D C 1)-56363

甲殻類  ○ <100 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 21 B B 2) 

  ○ 630 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 21 B B 1)-847 

 ○  662 Ceriodaphnia  
cf. dubia 

ネコゼミジンコ

属 
EC50   IMM 2 B B 1)-18991

 ○  740 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 B B 1)-6629 

 ○  780 Melita longidactyla 
ツメナガメリタ

ヨコエビ 
LC50   MOR 2 B B 1)-164872

 ○  1,400 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 B B 2) 

魚 類 ○  1,400 Gibelion catla コイ科 LC50   MOR 4 D C 4)-2015147

 ○  1,580 
Oncorhynchus 
mykiss 

ニジマス LC50   MOR 4 B B 1)-10579

 ○  1,610 
Oncorhynchus 
mykiss 

ニジマス LC50   MOR 4 B B 1)-4433 
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生物群 
急 

性 
慢 
性 

毒性値 
[µg/L] 

生物名 生物分類／和名
エンドポイント

／影響内容 
曝露期間 

[日] 
試験の

信頼性 
採用の

可能性 
文献 No.

魚 類   1,700 Oryzias latipes メダカ NOEC  GRO 21 B ― 2) 

 ○  3,800 Oryzias latipes メダカ LC50   MOR 4 B B 2) 

その他 ○  12,000 Paratanytarsus 
dissimilis 

ニセヒゲユスリ

カ属 
LC50   MOR 2 B B 1)-10579

 ○  26,000 Cloeon dipterum フタバカゲロウ TLm   MOR 2 D C 1)-6954 

 ○  >40,000 
Cipangopaludina 
chinensis malleata 

マルタニシ TLm   MOR 2 D C 4)-2014016

 ○  >40,000 
Indoplanorbis 
exustus 

インドヒラマキ

ガイ 
TLm   MOR 2 D C 4)-2014016

 ○  51,000 
Tetrahymena 
pyriformis 

テトラヒメナ属 EC50   POP 1 D C 1)-11258

急性／慢性：○印は該当する毒性値 

毒性値（太字）：PNEC 導出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）： PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験はある程度信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可、 

E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値はある程度採用できる、C：毒性値は採用できない、 
―：採用の可能性は判断しない 

エンドポイント 
EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、 
NOEC (No Observed Effect Concentration)： 無影響濃度、TLm（Median Tolerance Limit）：半数生存限界濃度 

影響内容 
GRO (Growth)：生長（植物）又は成長（動物）、IMM (Immobilization)：遊泳阻害、MOR (Mortality)：死亡、 
POP (Population change)：個体群の変化（増殖）、REP (Reproduction)：繁殖、再生産 

毒性値の算出方法 
RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

 
*1 文献 2) の最高濃度区を除いた 0～48 時間の結果に基づき、試験時の実測濃度を用いて速度法により再計算した値 

 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 

 

1） 藻 類 

Galassi と Vighi 1)-10745は米国 EPA の試験方法（藻類ボトル試験、1971）の一部を改変した手順

に基づき、緑藻類 Pseudokirchneriella subcapitata（旧名 Selenastrum capricornutum）の生長阻害試

験を実施した。試験はシリコンゴム（厚さ 4mm）とテフロン製パッキング付ネジ蓋で密閉され

た丸底フラスコを用いて行われ、設定試験濃度区は対照区及び 7 濃度区であった。被験物質の

平均実測濃度は 0（対照区）、0.88、2.75、4.99、6.38、10.66、17.55、21.19 mg/L であった。96

時間半数影響濃度 (EC50) は、実測濃度に基づき 2,200 µg/L であった。 

また、環境庁 2)は OECD テストガイドライン No.201 (1984) に準拠して、緑藻類
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Pseudokirchneriella subcapitata （旧名 Selenastrum capricornutum）の生長阻害試験を実施した。

設定試験濃度は 0（対照区、助剤対照区）、1.0、1.8、3.2、5.6、10 mg/L（公比 1.8）であった。

試験溶液の調製には、界面活性作用のある硬化ひまし油 (HCO-40) 及びエタノールの混合溶液

が助剤として 100 mg/L の濃度で用いられた。被験物質の実測濃度（試験開始時及び終了時の幾

何平均値）は、0（対照区、助剤対照区）、0.775、1.34、2.58、4.20、7.55 mg/L であった。試験

開始時及び終了時において、それぞれ設定濃度の 98～100%及び 56～60%であり、毒性値の算出

には実測濃度が用いられた。最高濃度区を除いた 0～48 時間の結果に基づき、速度法による 72

時間無影響濃度 (NOEC) は 2,580 µg/L であった 3)。 

 

2） 甲殻類 

Roseら1)-18991は、米国EPAの試験方法（EPA 600/4-90/027F, 1993）に基づくWarneの方法 (1995)

に従い、ネコゼミジンコ属Ceriodaphnia cf. dubiaの急性遊泳阻害試験を実施した。試験は止水式

（密閉系）で行われ、設定試験濃度区は対照区及び5濃度区（等比級数的配置）であった。試験

溶液は、硬度65.2 mg/L (CaCO3換算) の試験用水を用いて、アセトンを助剤に調製された。被験

物質の初期実測濃度は、設定濃度の80%以上であった。遊泳阻害に関する48時間半数影響濃度 

(EC50) は、初期実測濃度に基づき662 µg/Lであった。 

また、環境庁2)はOECDテストガイドラインNo.202 (1984) に準拠して、オオミジンコDaphnia 

magnaの繁殖試験を実施した。試験は半止水式（2日毎換水、密閉容器使用）で行われ、設定試

験濃度は0（対照区、助剤対照区）、0.10、0.32、0.56、1.0、1.8 mg/L （公比1.8）であった。試

験溶液の調製には、硬度71.8 mg/L (CaCO3換算) の脱塩素水が試験用水として、界面活性作用の

ある硬化ひまし油 (HCO-40) 及びエタノールの混合溶液が助剤として9 mg/Lの濃度で用いられ

た。被験物質の実測濃度は、0、14日目の換水時及び2、16日目の換水前において、それぞれ設

定濃度の80～100%及び88～95%であった。繁殖阻害（累積産仔数）に関する21日間無影響濃度 

(NOEC) は、最低濃度区 (100 µg/L) においても助剤対照区と有意差が見られたため、設定濃度

に基づき100 µg/L未満とされた。 

 

3）魚 類 

Callら 1)-10579は、ニジマスOnchorynchus mykiss (=Salmo gairdneri) の急性毒性試験を実施した。

試験は流水式 (6.8～10.6 倍容量換水／日) で行われ、設定試験濃度区は対照区及び 5 濃度区で

あった。試験用水にはスペリオル湖水が用いられ、試験中の硬度は 47.3 mg/L (CaCO3換算) で

あった。被験物質の実測濃度は 0（対照区）、0.75、1.29、2.05、3.07、3.81 mg/L であり、96 時

間半数致死濃度 (LC50) は、実測濃度に基づき 1,580 µg/L であった。 

 

4）その他の生物 

Call ら 1)-10579は、ニセヒゲユスリカ属 Paratanytarsus dissimilis (＝Tanytarsus dissimilis) の第 3

～4 齢虫を用いて急性毒性試験を実施した。試験は止水式で行われ、設定試験濃度区は対照区及

び 5 濃度区であった。試験用水にはスペリオル湖水が用いられ、試験中の硬度は 47.0 mg/L 

(CaCO3換算) であった。被験物質の実測濃度は 0（対照区）、2.02、5.53、13.2、21.9、45.8 mg/L

であり、48 時間半数致死濃度 (LC50) は、実測濃度に基づき 12,000 µg/L であった。 
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（2）予測無影響濃度（PNEC）の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した最小毒性値に情報量に応じた

アセスメント係数を適用し、予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 

 

急性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 96 時間 EC50（生長阻害） 2,200 µg/L 

甲殻類 Ceriodaphnia cf. dubia 48 時間 EC50（遊泳阻害） 662 µg/L 

魚 類 Oncorhynchus mykiss 96 時間 LC50 1,580 µg/L 

その他 Paratanytarsus dissimilis 48 時間 LC50 12,000 µg/L 

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類、魚類）及びその他の生物について信頼で

きる知見が得られたため］ 

これらの毒性値のうち、その他の生物を除いた最も小さい値（甲殻類の 662 µg/L）をアセス

メント係数 100 で除することにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 6.6 µg/L が得られた。 

 

慢性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 NOEC（生長阻害） 2,580 µg/L 

甲殻類 Daphnia magna 21 日間 NOEC（繁殖阻害）   100 µg/L 未満

アセスメント係数：100［2 生物群（藻類及び甲殻類）の信頼できる知見が得られたため］ 

これらの毒性値のうち、小さい方の値（甲殻類の 100 µg/L 未満）をアセスメント係数 100 で

除することにより、慢性毒性値に基づく PNEC 値 1 µg/L 未満が得られた。 

 

本物質の PNEC としては、甲殻類の慢性毒性値から得られた 1 µg/L 未満を採用する。 

 

 

（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 4.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比 

公共用水域・淡水 0.0074 µg/L 未満程度 (2011) 0.032 µg/L 程度 (2011)
<1 

µg/L 

>0.03 

公共用水域・海水 0.0074 µg/L 未満程度 (2011) 0.10 µg/L 程度 (2011) >0.1 

 注：1) 環境中濃度での（  ）内の数値は測定年度を示す 
      2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 
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本物質の公共用水域における濃度は、平均濃度で見ると淡水域、海水域ともに 0.0074 µg/L 未

満程度であった。安全側の評価値として設定された予測環境中濃度 (PEC) は、淡水域で 0.032 

µg/L 程度、海水域では 0.10 µg/L 程度であった。 

予測環境中濃度 (PEC)と予測無影響濃度 (PNEC) の比は、淡水域で 0.03 超、海水域では 0.1

超であった。 

化管法に基づく平成 26 年度の公共用水域・淡水への届出排出量（ジクロロベンゼンとして）

を全国河道構造データベースの平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定すると、

最大で 6.0 μg/L であり、PNEC よりも高濃度の地点が存在する可能性も考えられる。 

したがって、本物質については情報収集に努める必要があり、排出源を踏まえた環境中濃度

を充実するとともに、有害性情報の充実について検討することが望ましいと考えられる。 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］
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１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名：2-(ジ-n-ブチルアミノ)エタノール 

（別の呼称：N,N-ジブチルエタノールアミン） 
CAS 番号：102-81-8 
化審法官報公示整理番号：2-353（N,N-ジアルキル（又はヒドロキシエチル）-N-（2-ヒドロ

キシアルキル）アミン）  
化管法政令番号：  
RTECS 番号：KK3850000  

分子式：C10H23NO 

分子量：173.30  
換算係数：1 ppm = 7.09 mg/m3 (気体、25℃) 
構造式： 

 
 

（2）物理化学的性状 

本物質は常温常圧で黄色がかった液体である1) 。 

融点 -70℃ 2) 

沸点 222～232℃ 2)  

密度 0.86 g/cm3 (20℃) 1) 

蒸気圧 
0.038 mmHg (=5 Pa) (20℃、外挿値) 1)、0.06 mmHg 
(=8 Pa) (25℃、外挿値) 1) 

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(log Kow) 1.86 (25℃、pH=9.2) 1) 

解離定数（pKa） 10.3 (20℃) 1) 

水溶性（水溶解度） 4×103 mg/L (20℃、pH=11.1) 1) 

 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性  

好気的分解（難分解性と判断される物質3) , 4) ） 

分解率： BOD 1%、TOC 0%、GC 3% 

（試験期間：4 週間、被験物質濃度：100 mg/L、活性汚泥濃度：30 mg/L）5) 

 

化学分解性 

OH ラジカルとの反応性 （大気中） 

［8］2-(ジ-n-ブチルアミノ)エタノール 
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反応速度定数：110×10-12 cm3/(分子･sec)（AOPWIN 6) により計算）  

半減期：0.6～6 時間 （OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 7) と仮定し計算）

 

生物濃縮性（高濃縮性ではないと判断される物質 4) ） 

  生物濃縮係数(BCF)：  

<5 （試験生物：コイ、試験期間：4 週間、試験濃度：0.2 mg/L）8) 

         <39（試験生物：コイ、試験期間：4 週間、試験濃度：0.02 mg/L）8) 

 

土壌吸着性 

土壌吸着定数(Koc)：25（23℃、pH7）1)、100（23℃、pH7）1)、49（KOCWIN 9) によ

り計算）  

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

化審法に基づき公表された一般化学物質としての製造・輸入数量の推移を表 1.1 に示す
10)。 

 

表 1.1 製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 22 23 24 25 26 

製造・輸入数量(t) a) , b) 1,000 未満  1,000 未満 1,000  1,000 未満 1,000 未満 

注：a) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含んでいない値を示す。 
b) N,N-ジアルキル（又はヒドロキシエチル）-N-（2-ヒドロキシアルキル）アミンとして届け出られた製造数量及

び輸入数量を合計した数量。 

 

② 用 途 

本物質の主な用途は、繊維の均染剤の合成原料、潤滑油剤であり、ウレタン製造時の発泡

用の触媒、乳化剤の原料及び乳化剤自体にも用いられている11) 。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

本物質は、旧化学物質審査規制法（平成 15 年改正法）において第二種監視化学物質（通し

番号:796）に指定されていた。また、本物質は、平成 21 年 10 月 1 日に施行された化学物質排

出把握管理促進法対象物質見直しにより、第一種指定化学物質から除外された。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

 

（1）環境中への排出量 

本物質は、化管法の対象物質見直し前においては第一種指定化学物質であった。同法に基

づき公表された平成 21 年度の届出排出量 1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動

体 2),3)から集計した排出量等を表 2.1 に示す。なお、届出外排出量非対象業種・家庭・移動体の

推計はなされていなかった。 

 

表 2.1  化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 21 年度） 

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 33 110 0 0 17 2,697 18 - - - 143 18 161

業種等別排出量(割合)

25 110 0 0 0 1,900 届出 届出外

(75.5%) (100%) (70.4%) 89% 11%

18

(100%)

8 0 0 0 17 137

(24.5%) (100%) (5.1%)

0 0 0 0 0 660

(24.5%)

総排出量の構成比(%)

電気機械器具製造業

下水道業

化学工業

医療用機械器具

・医療用品製造業

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計

 

 

本物質の平成 21 年度における環境中への総排出量は約 0.16 t となり、そのうち届出排出量は

約 0.14t で全体の 89%であった。届出排出量のうち 0.033 t が大気、0.11 t が公共用水域へ排出さ

れるとしており、公共用水域への排出量が多い。この他に下水道への移動量が 0.017 t、廃棄物

への移動量が約 2.7 t であった。届出排出量の主な排出源は、大気への排出が多い業種は電気機

械器具製造業（76%）、化学工業（25%）であり、公共用水域へ排出している業種は電気機械器

具製造業のみであった。 

表2.1に示したようにPRTRデータでは、届出排出量は媒体別に報告されているが、届出外排

出量の推定は媒体別には行われていないため、届出外排出量対象業種の媒体別配分は届出排出

量の割合をもとに、届出外排出量非対象業種・家庭の媒体別配分は「平成 21 年度 PRTR 届出外

排出量の推計方法等の詳細」3) をもとに行った。届出排出量と届出外排出量を媒体別に合計し

たものを表 2.2 に示す。 

 
表 2.2 環境中への推定排出量 

媒  体 推定排出量(kg) 

大  気 

水  域 

土  壌 

   33 

 128 

    0 
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（2）媒体別分配割合の予測 

本物質の環境中の媒体別分配割合を、表 2.1 に示した環境中への排出量を基に USES3.0 をベ

ースに日本固有のパラメータを組み込んだ Mackay-Type Level III 多媒体モデル4)を用いて予測し

た。予測の対象地域は、平成 21 年度に環境中、大気及び公共用水域への排出量が最大であった

岩手県（大気への排出量 0.025 t、公共用水域への排出量 0.11 t）とした。予測結果を表 2.3 に示

す。 

 
表 2.3 媒体別分配割合の予測結果 

媒 体 

分配割合(%) 
上段：排出量が最大の媒体、下段：予測の対象地域 

環境中 大 気 公共用水域 

岩手県 岩手県 岩手県 

大 気 0.1 0.1 0.1 

水 域 97.3 97.3 97.3 

土 壌 0.5 0.5 0.5 

底 質 2.0 2.0 2.0 

注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの。 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.4 に示

す。 

 
表 2.4 各媒体中の存在状況 

媒体 
幾何 

平均値 a) 
算術 

平均値
最小値 最大値 a) 検出 

下限値
検出率

調査 
地域 

測定 
年度 

文献 

             

一般環境大気  µg/m3 <0.018 <0.018 <0.018 <0.018 0.018 0/5 全国 2006 5) 

           

室内空気 µg/m3          

           

食物 µg/g          

             

飲料水 µg/L          

             

地下水 µg/L          

           

土壌 µg/g          

             

公共用水域・淡水   µg/L <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 b) 0.025 0/3 北海道、 
埼玉県、 
兵庫県 

2006 5) 

           

公共用水域・海水   µg/L <0.025 0.028 <0.025 c) 0.043 0.025 1/2 神奈川県、

愛知県 

2006 5) 
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媒体 
幾何 

平均値 a) 
算術 

平均値
最小値 最大値 a) 検出 

下限値
検出率

調査 
地域 

測定 
年度 

文献 

底質(公共用水域・淡水) µg/g         

                      

底質(公共用水域・海水) µg/g         

           

魚類(公共用水域・淡水) µg/g          

           

魚類(公共用水域・海水) µg/g          

           

注：a) 最大値又は幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 
  b) 統一の検出下限値未満の検出値として0.017 μg/Lがある。 
  c) 統一の検出下限値未満の検出値として0.007 μg/Lがある。 

 

（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

一般環境大気及び公共用水域・淡水の実測値を用いて、人に対する曝露の推定を行った（表

2.5）。化学物質の人による一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸量、飲水量及び食事

量をそれぞれ 15 m3、2 L 及び 2,000 g と仮定し、体重を 50 kg と仮定している。 

 
表 2.5 各媒体中の濃度と一日曝露量 

  媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 
  大気     
  一般環境大気 概ね 0.018 µg/m3未満 (2006) 概ね 0.0054 µg/kg/day 未満 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

平     
  水質   
  飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 
  地下水 データは得られなかった データは得られなかった 
均 公共用水域・淡水 概ね 0.025 µg/L 未満 (2006) 概ね 0.001 µg/kg/day 未満 
      
  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 
  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 
      

  大気   

  一般環境大気 概ね 0.018 µg/m3未満 (2006) 概ね 0.0054 µg/kg/day 未満 

最  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

     
 水質   

大 飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 
 地下水 データは得られなかった データは得られなかった 
 公共用水域・淡水 概ね 0.025 µg/L 未満 (2006) 概ね 0.001 µg/kg/day 未満 
値      
  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 
  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 
      

 

吸入曝露の予測最大曝露濃度は、表 2.5 に示すとおり、一般環境大気のデータから概ね 0.018 

µg/m3 未満となった。一方、本物質は化管法対象物質見直しにより第一種指定化学物質から除

外されたため、直近の平成 21 年度の大気への届出排出量をもとに、プルーム・パフモデル 6)を

用いて推定した大気中濃度の年平均値は、最大で 0.0058 µg/m3となった。 
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表 2.6 人の一日曝露量 

媒 体 平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 
 大 気  一般環境大気 0.0054 0.0054 
    室内空気   
    飲料水   
 水 質  地下水   
    公共用水域・淡水 0.001 0.001 
  食 物     
  土 壌     

経口曝露量合計  0.001 0.001 

総曝露量  0.0064 0.0064 

注：1) アンダーラインを付した値は、曝露量が「検出下限値未満」とされたものであることを示す。 
2) 総曝露量は、吸入曝露として一般環境大気を用いて算定したものである。 

 

経口曝露の予測最大曝露量は、表 2.6 に示すとおり、公共用水域・淡水のデータから算定す

ると概ね 0.001 µg/kg/day未満となった。一方、化管法に基づく平成 21年度の公共用水域・淡水

への届出排出量を全国河道構造データベース 7) の平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中

濃度を推定すると、最大で 4.4 μg/L となった。推定した河川中濃度を用いて経口曝露量を算出

すると 0.18 µg/kg/day となった。 

物理化学的性状から考えて生物濃縮性は高くないと推測されることから、本物質の環境媒体

から食物経由の曝露量は少ないと考えられる。 

 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.7 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると、公共用水域の淡水

域では概ね 0.025 μg/L 未満、同海水域では 0.043 μg/L の報告があった。 

化管法に基づく平成 21 年度の公共用水域・淡水への届出排出量を全国河道構造データベー

ス7)の平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定すると、最大で 4.4 μg/L となっ

た。 

 
表 2.7 公共用水域濃度 

水 域 平   均 最 大 値 

淡 水 概ね 0.025 µg/L 未満 (2006) 概ね 0.025 µg/L 未満 (2006) 

海 水 0.025 µg/L 未満の報告がある (2006) 0.043 µg/L の報告がある (2006) 

注：1) 環境中濃度での（ ）内の数値は測定年度を示す。 
    2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む。 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

本物質の体内動態、代謝に関する知見は得られなかった。 

なお、400 mg/kg/day の本物質を強制経口投与したラットでは、約 20～40 分後に痙攣や攣縮、

振戦等の症状が発現したが、約 1 時間後までに回復したことから 1) 、本物質は消化管から速や

かに吸収されると考えられた。 

また、70 ppm を吸入させたラットでは、曝露開始から約 4 時間後に振戦が出現し、痙攣発作

へと進行したことから 2) 、呼吸器からの吸収も比較的速やかと考えられた。 

 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 3) 

動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 1,070 mg/kg 
ウサギ 経皮 LD50 1,680 µL/kg 

 

本物質は中枢神経系に影響を与え、痙攣、呼吸不全を生じることがある。コリンエステラ

ーゼ阻害作用があり、死に至ることがある。眼、皮膚に対して腐食性を示し、痛み、発赤、

熱傷を生じる。蒸気は気道を刺激し、吸入すると咳、咽頭痛、吐き気、痙攣、眩暈、息苦し

さ、縮瞳、筋痙攣、流涎、発汗、意識喪失を生じる。経口摂取すると腐食性を示し、腹痛、

灼熱感、ショック又は虚脱、胃痙攣、下痢、嘔吐を生じ、吸入曝露時の症状が加わることも

ある 4) 。 

 

② 中・長期毒性 

ア）Sprague-Dawley ラット雌雄各 5 匹を 1 群とし、0、0.1、0.2、0.4％の濃度で飲水に添加し

て 5 週間投与（雄 0、130、200、430 mg/kg/day、雌 0、140、240、330 mg/kg/day）した結果、

0.1％以上の群の雌及び 0.2％以上の群の雄で 1 週目に体重が大きく減少し、0.4％群の雄で

は 2 週目も体重減少が継続してみられた。その後、体重は増加に転じたものの、0.1％以上

の群の雌雄の体重は一貫して対照群よりも低かった。また、0.2％以上の群の雄及び 0.4％群

の雌で腎臓相対重量の有意な増加を認めたが、肝臓相対重量や血液、血糖値に影響はなく、

肝臓や腎臓、肺、副腎、脾臓等の組織にも影響はなかった 2) 。この結果から、LOAEL を

0.1％（130 mg/kg/day）とする。 

 

イ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 10 匹を 1 群として 0、400 mg/kg/day、雌雄各 5 匹を 1 群と

して 25、100 mg/kg/day を 28 日間強制経口投与した結果、4 日目から投与後約 20～40 分の

間に 400 mg/kg/day 群の雌雄で痙攣、攣縮、振戦、異常発声及び蒼白が発現し、その後、喘

ぎ呼吸、呼吸数減少、腹臥位姿勢、雌で活動低下がみられた。400 mg/kg/day 群でのこれら
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の症状は 1 時間程度で速やかに回復したが、15 日以降に雄 3 匹、11 日以降に雌 5 匹が死亡

し、死亡例の剖検では肝臓の腫大が雄 1 匹、雌 4 匹、腎臓の腫大が雄 1 匹、雌 2 匹にみら

れた。また、400 mg/kg/day 群の雄で肝臓及び腎臓、雌で肝臓及び副腎の相対重量の有意な

増加、雌雄の腎臓で集合管上皮細胞空胞化の発生率に有意な増加を認めた。400 mg/kg/day

群の雌は 5 匹が死亡したため、回復試験を行わなかったが、雄については 0、400 mg/kg/day

で回復群（5、3 匹）を設定して 2 週間飼育した結果、一貫して低かった 400 mg/kg/day 群

の体重は 1 週間で対照群と同程度までに回復した。なお、回復期間後の 400 mg/kg/day 群の

雄で脾臓相対重量の有意な増加と髄外造血の有意な程度の増強を認めたが、対照群を含む

全数にみられた脾臓のヘモジデリン沈着に差がなかったことから、脾臓の変化は投与に関

連したものではないと考えられた。尿や血液、血液生化学、オープンフィールド試験の結

果に影響はなかった 1) 。この結果から、NOAEL を 100 mg/kg/day とする。 

 

ウ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 12 匹を 1 群とし、0、10、50、250 mg/kg/day を交尾前 14

日から雄は交尾期間を含めて 29 日間、雌は分娩 3 日まで強制経口投与した結果、250 

mg/kg/day 群の雌雄で投与後に一過性（数分～数時間）の流涎、不穏、軽度の自発運動低下

などがみられ、250 mg/kg/day 群の雄で 3～21 日に体重増加の有意な抑制を認めた。しかし、

上記 28 日間投与試験のような肝臓、腎臓、副腎に対する影響はみられなかった 5) 。この結

果から、NOAEL を 50 mg/kg/day とする。 

 

エ）Sprague-Dawley ラット雄 5 匹を 1 群とし、0、33、70 ppm を 5 日間（6 時間/日）吸入さ

せた結果、70 ppm 群では約 4 時間後から振戦がみられるようになり、痙攣発作へと進行す

ることが多かった。眼や鼻の刺激は明らかであり、著明な色素涙を伴っていた。1 匹が 4

日目に死亡し、最終体重は実験開始時の 43％まで減少し、肝臓及び腎臓の相対重量は著明

に増加した。血清総ビリルビンは軽度に増加したが、血液凝固時間や白血球数、ヘマトク

リット値に影響はなかった。33 ppm 群では死亡はなかったが、体重増加はみられず、最終

体重は実験開始時の 97％まで減少した。軽度の刺激又は不快臭が原因と思われる鼻を掻く

動作がみられた以外には、一般状態に影響はなかった。肝臓相対重量に変化はなかったが、

腎臓相対重量はわずかに増加した。そこで、雄 20 匹を 1 群として、0、22 ppm を 6 ヶ月間

（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、1 週間後の屠殺群（5 匹/群）で腎臓相対重量が軽

度に増加し、3 匹で血清総ビリルビンがやや高かった以外には、一般状態や体重、臓器・組

織に影響はなかった 2) 。この結果から、NOAEL を 22 ppm（曝露状況で補正：3.9 ppm (28 

mg/m3)）とする。 

 

オ）Wistar ラット雌雄（匹数不明）に 0、20.6、72.1、236.3 mg/m3を交尾前から雄に 28 日間、

雌は授乳 4 日までの 50 日間、鼻部のみに曝露して吸入（6 時間/日、7 日/週）させた結果、

死亡や一般状態への影響はなかったが、236.3 mg/m3群の雄で交尾前、雌で妊娠初期に一過

性の体重増加の有意な抑制がみられた。血液、血液生化学、神経行動学的検査、臓器重量

や外観に影響はなかった。組織検査では、喉頭の上皮細胞で軽度の変化がみられたものの、

毒性変化に分類されるものではなかったが、鼻腔の移行上皮、呼吸上皮で認めた変性は毒

性変化と判断されたことから、NOAEL を 20.6 mg/m3（曝露状況で補正：5.2 mg/m3）とした
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報告があった 6) 。しかし、具体的な鼻腔上皮変性の発生状況が記載されていなかったこと

から、NOAEL の判断はできなかった。 

 

③ 生殖・発生毒性 

ア）Sprague-Dawley ラット雌雄各 10 匹を 1 群として 0、400 mg/kg/day、雌雄各 5 匹を 1 群と

して 25、100 mg/kg/day を 28 日間強制経口投与した結果、雌雄の生殖器の重量や組織に影

響はなかった 1) 。 

 

イ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 12 匹を 1 群とし、0、10、50、250 mg/kg/day を交尾前 14

日から雄は交尾期間を含めて 29 日間、雌は分娩 3 日までの 41～54 日間強制経口投与した

結果、雌雄の生殖器の重量や組織、交尾率や受胎率、着床率、出産率、分娩率などのパラ

メータに影響はなかった。また、仔の外表、体重、生存率などのパラメータにも影響はな

かった 5) 。この結果から、NOAEL を 250 mg/kg/day 以上とする。 

 

ウ）Wistar ラット雌雄（匹数不明）に 0、20.6、72.1、236.3 mg/m3を交尾前から雄に 28 日間、

雌は授乳 4 日までの 50 日間、鼻部のみに曝露して吸入（6 時間/日、7 日/週）させた結果、

生殖・発生に関するパラメータに影響はなかった。なお、曝露群の精巣で精細管の変性、

精巣上体で精子形成細胞の残渣がみられたが、これらは鼻部曝露時の固定操作に伴うスト

レスによるものと考えられたことから、NOAEL は 236.3 mg/m3（曝露状況で補正：59 mg/m3）

以上であった 7) 。 

 

④ ヒトへの影響 

ア）ヒトへの影響に関して、知見は得られなかった。 

 

（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
 

表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC －  

EU EU －  

 EPA －  

USA ACGIH －  

 NTP － 

日本 日本産業衛生学会 －  
ドイツ DFG －  
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② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、代謝活性化系（S9）添加の有無にかかわらずネズミチフス菌 8, 9) 、

チャイニーズハムスター肺細胞（V79）10) で遺伝子突然変異、V79 で染色体異常を誘発し

なかった 11) が、チャイニーズハムスター肺細胞（CHL）で染色体異常を誘発した 12) 。 

in vivo 試験系では、経口投与したマウスの骨髄細胞で小核を誘発しなかった 13) 。 

 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

実験動物での発がん性に関して、知見は得られなかった。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

ヒトでの発がん性に関して、知見は得られなかった。 

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性及び生殖・発生毒性等に関する知見が得られているが、

発がん性については十分な知見が得られず、ヒトに対する発がん性の有無については判断で

きない。このため、閾値の存在を前提とする有害性について、非発がん影響に関する知見に

基づき無毒性量等を設定することとする。 

経口曝露については、中・長期毒性イ）に示したラットの試験から得られた NOAEL 100 

mg/kg/day（体重増加の抑制、集合管上皮細胞空胞化など）を慢性曝露への補正が必要なこと

から 10 で除した 10 mg/kg/day が信頼性のある最も低用量の知見と判断し、これを無毒性量等

に設定する。 

吸入曝露については、中・長期毒性エ）に示したラットの試験から得られた NOAEL 22 ppm

（体重増加の抑制）を曝露状況で補正して 3.9 ppm（28 mg/m3）とし、慢性曝露への補正が必

要なことから 10 で除した 2.8 mg/m3が信頼性のある最も低濃度の知見と判断し、これを無毒

性量等に設定する。 

 

② 健康リスクの初期評価結果 
 

       表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 
飲料水 － － 

10 mg/kg/day ラット 
－ 

公共用水

域・淡水 
概ね  

0.001µg/kg/day 未満 
概ね 

0.001µg/kg/day 未満 
1,000,000 超

 

経口曝露については、公共用水域・淡水を摂取すると仮定した場合、平均曝露量、予測最

大曝露量はともに概ね 0.001 µg/kg/day 未満であった。無毒性量等 10 mg/kg/day と予測最大曝
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

露量から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除して求めた MOE（Margin of 

Exposure）は 1,000,000 超となる。一方、直近（平成 21 年度）の化管法に基づく公共用水域・

淡水への届出排出量をもとに推定した高排出事業所の排出先河川中濃度から算出した最大曝

露量は 0.18 µg/kg/day であったが、参考としてこれから算出した MOE は 5,600 となる。環境

媒体から食物経由で摂取される曝露量は少ないと推定されることから、その曝露を加えても

MOE が大きく変化することはないと考えられる。 

従って、本物質の経口曝露による健康リスクについては、現時点では作業は必要ないと考

えられる。 
 
 
        表 3.4 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 概ね 0.018 µg/m3未満 概ね 0.018 µg/m3未満 

2.8 mg/m3 ラット 
16,000 超

室内空気 － － － 
 

吸入曝露については、一般環境大気中の濃度についてみると、平均曝露濃度、予測最大曝

露濃度はともに概ね 0.018 µg/m3未満であった。無毒性量等 2.8 mg/m3と予測最大曝露濃度か

ら、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除して求めた MOE は 16,000 超とな

る。一方、直近（平成 21 年度）の化管法に基づく大気への届出排出量をもとに推定した高排

出事業所近傍の大気中濃度（年平均値）の最大値は 0.0058 µg/m3 であったが、参考としてこ

れから算出した MOE は 48,000 となる。 

従って、本物質の一般環境大気の吸入曝露による健康リスクについては、現時点では作業

は必要ないと考えられる。 
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４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、その信頼性及び採用の可能性を確

認したものを生物群（藻類、甲殻類、魚類及びその他の生物）ごとに整理すると表 4.1 のとおり

となった。 

 

表 4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急

性 

慢 

性 
毒性値 
[µg/L] 

生物名 生物分類／和名
エンドポイント

／影響内容 

曝露期間

[日] 

試験の 

信頼性 

採用の

可能性
文献No.

藻 類  ○ 3,200*1 Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

NOEC 
GRO (RATE) 

3 A A 2) 

 ○  21,400*1 Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

EC50 
GRO (RATE) 

3 A A 2) 

甲殻類  ○ 4,380 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 21 A A 1) 

 ○  73,700 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 B B 4)-1 

 ○  >108,000 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 A A 1) 

魚 類 ○  29,200 Oryzias latipes メダカ LC50   MOR 4 B*2 B*2 1) 

 ○  31,580 Leuciscus idus コイ科 LC50   MOR 4 C C 4)-2 

その他 ○  90,000 
Pelophylax porosus 
porosus 

トウキョウ 

ダルマガエル 
LC50   MOR 2 D C 

3)- 
2011185

急性／慢性：○印は該当する毒性値 

毒性値（太字）：PNEC 導出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）： PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない、 
―：採用の可能性は判断しない 

エンドポイント 

EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、 

NOEC (No Observed Effect Concentration)：無影響濃度 

影響内容 

GRO (Growth)：生長（植物）、IMM (Immobilization)：遊泳阻害、MOR (Mortality) : 死亡、 

REP (Reproduction)：繁殖、再生産 

毒性値の算出方法 

RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

 

*1 文献 1) をもとに、試験時の設定濃度を用いて速度法により再計算した値 

*2 被験物質曝露による pH の上昇が毒性に影響を及ぼしている懸念があるため、試験の信頼性及び採用の可能性は B とした。 
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評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 

 

1） 藻 類 

環境省 1)は OECD テストガイドライン No.201 (1984) に準拠して、緑藻類 Pseudokirchneriella 

subcapitata の生長阻害試験を GLP 試験として実施した。設定試験濃度は 0（対照区）、1.8、3.2、

5.6、10、18、32 mg/L（公比 1.8）であった。被験物質の実測濃度（試験開始時及び終了時の幾

何平均値）は、 <0.2（対照区）、1.65、3.09、5.10、9.09、16.4、32.7 mg/L であった。試験開始

時及び終了時において、それぞれ設定濃度の 83～104%及び 91～100%であり、毒性値の算出に

は設定濃度が用いられた。速度法による 72 時間半数影響濃度 (EC50) は 21,400 µg/L、72 時間無

影響濃度 (NOEC) は 3,200 µg/L であった 2)。 

 

2） 甲殻類 

OECDテストガイドラインNo.202と同等である米国EPAの試験方法 (40 CFR Ch.1. 797.1300, 

1992) に準拠して、オオミジンコDaphnia magnaの急性遊泳阻害試験が実施された4)-1。試験は半

止水式 (24時間後換水) で行われ、設定試験濃度は0（対照区）、5、10、20、40、80、160、320 mg/L

（公比2）であった。試験には硬度250 mg/L (CaCO3換算) のISO培地が用いられた。遊泳阻害に

関する48時間半数影響濃度 (EC50) は、添加濃度に基づき73,700 µg/Lであった。 

また、環境省1)はOECDテストガイドライン No.211 (1998) に準拠して、オオミジンコDaphnia 

magnaの繁殖試験をGLP試験として実施した。試験は半止水式（週3日換水、密閉容器使用）で

行われ、設定試験濃度は0（対照区）、4.6、10、22、46、100 mg/L（公比2.2）であった。試験用

水には、硬度250 mg/L (CaCO3換算) のElendt M4培地が用いられた。試験濃度区において被験物

質に由来するpHの上昇が見られたが、各試験区内の変動は1.5以下であった。被験物質の実測濃

度（時間加重平均値）は、<0.2（対照区）、4.38、9.50、21.3、44.3、92.6 mg/Lであり、試験中を

通して設定濃度の83～112%であった。繁殖阻害（累積産仔数）に関する21日間無影響濃度 

(NOEC) は、実測濃度に基づき4,380 µg/Lであった。 

 

3）魚 類 

環境省 1)は OECD テストガイドライン No.203 (1992) に準拠して、メダカ Oryzias latipes の急

性毒性試験を GLP 試験として実施した。試験は半止水式 (48 時間後換水) で行われ、設定試験

濃度は 0（対照区）、10、18、32、56、100 mg/L（公比 1.8）であった。試験用水には、硬度 33 mg/L 

(CaCO3 換算) の脱塩素水が用いられた。試験濃度区において、被験物質に由来する pH の上昇

が見られた。被験物質の実測濃度 (0、48 時間後の幾何平均値) は、<0.2（対照区）、9.24、17.0、

27.6、49.2、96.8 mg/L であり、試験開始時及び 48 時間後の換水前において、それぞれ設定濃度

の 82～94%及び 91～101%であった。96 時間半数致死濃度 (LC50) は、実測濃度に基づき 29,200 

µg/L であった。被験物質曝露による pH の上昇が毒性に影響を及ぼしている懸念があるため、

試験の信頼性及び採用の可能性は B とした。 
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（2）予測無影響濃度 (PNEC) の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した最小毒性値に情報量に応じた

アセスメント係数を適用し、予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 
 

急性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 EC50（生長阻害） 21,400 µg/L

甲殻類 Daphnia magna 48 時間 EC50（遊泳阻害） 73,700 µg/L

魚 類 Oryzias latipes 96 時間 LC50 29,200 µg/L

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類及び魚類）について信頼できる知見が得ら

れたため］ 

これらの毒性値のうち、最も小さい値（藻類の 21,400 µg/L）をアセスメント係数 100 で除す

ることにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 210 µg/L が得られた。 

 

慢性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 NOEC（生長阻害） 3,200 µg/L

甲殻類 Daphnia magna 21 日間 NOEC（繁殖阻害） 4,380 µg/L

アセスメント係数：100［2 生物群（藻類及び甲殻類）の信頼できる知見が得られたため］ 

これらの毒性値のうち、小さい方の値（藻類の 3,200 µg/L）をアセスメント係数 100 で除する

ことにより、慢性毒性値に基づく PNEC 値 32 µg/L が得られた。 

 

本物質の PNEC としては、藻類の慢性毒性値から得られた 32 µg/L を採用する。 

 

（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 4.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 概ね 0.025 µg/L 未満 (2006) 概ね 0.025 µg/L 未満 (2006)
32 

µg/L 

<0.0008

公共用水域・海水 
0.025 µg/L未満の報告があ

る (2006) 
0.043 µg/Lの報告がある 
(2006) 0.001 

注：1) 水質中濃度の( )内の数値は測定年度を示す  
   2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 

 

 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要 
ないと考えられる。 

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］ 
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本物質の公共用水域における濃度は、平均濃度で見ると淡水域で概ね0.025 µg/L未満であり、

海水域でも 0.025 µg/L 未満の報告があった。安全側の評価値として設定された予測環境中濃度 

(PEC) は、淡水域で概ね 0.025 µg/L 未満であり、海水域では 0.043 µg/L の報告があった。 

予測環境中濃度 (PEC)と予測無影響濃度 (PNEC) の比は、淡水域で0.0008未満、海水域では

0.001 である。また、化管法に基づく平成 21 年度の公共用水域・淡水への届出排出量を全国河

道構造データベースの平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定すると、最大で

4.4 μg/L であり、この値と PNEC との比は 0.14 となり、0.1 をわずかに超える。本物質の製造輸

入量は 1,000 t 未満と少なく、経年的な増加傾向にはない。また、PNEC 値の根拠となった藻類

の慢性毒性値は 3,200 µg/L であり、毒性が強いとは言えない。 

したがって、本物質について現時点では作業の必要はないと考えられる。 
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１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名： N,N-ジメチルアセトアミド 
CAS 番号： 127-19-5 
化審法官報公示整理番号：2-723 
化管法政令番号： 1-213 
RTECS 番号： AB7700000 

分子式 ：C4H9NO 

分子量： 87.12 
換算係数：1 ppm = 3.56 mg/m3 (気体、25℃) 
構造式：  

 
 

（2）物理化学的性状 

本物質は液体である1)。 

融点 -19℃ 2)、-20℃5) , 6) , 13) 

沸点 

165.9℃ (760 mmHg) 2)、163～165℃3)、166.1℃ 
(760 mmHg) 5)、166℃ 6)、165℃ (1.013×105 Pa) 13)、

約 165℃ (760 mmHg) 8)、166℃ (760 mmHg) 8)、

約 161℃ (760 mmHg) 8) 

密度 
0.9372 g/cm3 (25℃) 2)、0.94 g/cm3 6)、 
0.9366 g/cm3 13) 

蒸気圧 

0.56 mmHg (=75 Pa) (25℃) 2)、2.00 mmHg (=270 
Pa) (25℃) 5)、1.3 mmHg (=170 Pa) (25℃) 6)、1.32 
mmHg (=176 Pa) (20℃) 13)、 1.5 mmHg (=200 Pa) 
(21.7℃) 8)、1.5 mmHg (=200 Pa) (20℃) 8)、1.31 
mmHg (=175 Pa) (21℃) 8)、1.5 mmHg (=200 Pa) 
(21.4℃) 8) 

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(log Kow) -0.77 2) , 4) , 5) , 6)、-0.796 (25℃) 13) 

解離定数（pKa） 10.78 (25℃) 5) 

水溶性（水溶解度） 
5.289×105 mg/L (4.50℃) 7)、 
>1×106 mg/L (20℃) 8) 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性  

好気的分解（分解性が良好と判断される化学物質 9) ） 

分解率： BOD(NO2) 80%、BOD(NH3) 107%、TOC 92% 、GC 100%  

（試験期間：2 週間、被験物質濃度：100 mg/L、活性汚泥濃度：30 mg/L）10) 

 

［9］ N,N-ジメチルアセトアミド         
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化学分解性 

OH ラジカルとの反応性 （大気中） 

反応速度定数： 14×10-12 cm3/(分子･sec) （25℃、測定値）11) 

半減期：4.6～46 時間 （OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 12) と仮定し

計算） 

加水分解性 

 加水分解しない 13) 

 

生物濃縮性 

 生物濃縮係数(BCF)：3.2（BCFBAF 14) により計算） 

 

土壌吸着性 

土壌吸着定数(Koc)：3.3（KOCWIN 15) により計算） 

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

本物質の化審法に基づき公表された製造・輸入数量の推移を表 1.1 に示す16) ,17) 。 

 

表 1.1 製造・輸入数量の推移 
平成(年度) 21  22 23 24 25 26 

製造・輸入数量(t) a) 9,392 b) 10,000 c) 10,000 c) 10,000 c) 10,000 c) 10,000 c) 
注：a) 平成 22 年度以降の製造・輸入数量の届出要領は、平成 21 年度までとは異なっている。 

b) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業所内での自家消費分を含んでいない値を示す。 
c) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含んでいない値を示す。 

 

「化学物質の製造・輸入数量に関する実態調査」によると、本物質の製造（出荷）及び輸

入量は平成 16 年度及び平成 19 年度共に 10,000～100,000 t/年未満である18) 。本物質の化学物

質排出把握管理促進法（化管法）における製造・輸入量区分は 100 t 以上である19) 。 

OECD に報告している本物質の生産量は、1,000～10,000 t/年未満、輸入量は 1,000 t/年未満

である。 

 

② 用 途 

本物質の主な用途は、反応溶剤（脱離反応）、精製溶剤、樹脂溶剤、塗料はく離剤、医薬品関係

（難溶化合物の溶剤）とされている 20) 。本物質は農薬（殺虫剤）の補助剤に用いられている 21) 。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

本物質は、化学物質排出把握管理促進法第一種指定化学物質（政令番号: 213）に指定されて

いる。 
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本物質は、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質に選定されている。 

本物質は、人健康影響の観点から水環境保全に向けた取組のための要調査項目に選定されて

いる。 

なお、本物質は、旧化学物質審査規制法（平成 15 年改正法）において第二種監視化学物質

（通し番号:1039）に指定されていた。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

（1）環境中への排出量 

本物質は化管法の第一種指定化学物質である。同法に基づき公表された、平成 26 年度の届出

排出量 1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体 2),3) から集計した排出量等を表

2.1 に示す。なお、届出外排出量家庭・移動体の推計はなされていなかった。 

 
表 2.1  化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 26 年度） 

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 413,245 40,797 0 0 33,832 3,398,550 65,674 1,162 - - 454,042 66,836 520,878

Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド

業種等別排出量(割合) 413,245 40,797 0 0 33,832 3,398,550 65,675 0 0 0

384,262 22,577 0 0 32,856 1,916,486 11,706 届出 届出外

(93.0%) (55.3%) (97.1%) (56.4%) (17.8%) 87% 13%

53,729

(81.8%)

2,900 17,000 0 0 0 796,000

(0.7%) (41.7%) (23.4%)

12,315 380 0 0 0 223,130 9

(3.0%) (0.9%) (6.6%) (0.01%)

5,300 0 0 0 0 1,180 0.3

(1.3%) (0.03%) (0.0005%)

2,981 0 0 0 36 276,695 0.7

(0.7%) (0.1%) (8.1%) (0.001%)

2,900 0 0 0 0 15,100 21

(0.7%) (0.4%) (0.03%)

310 840 0 0 230 0.1 0.0

(0.08%) (2.1%) (0.7%) (0.000003%) (0.00001%)

1,100 0 0 0 0 0 8

(0.3%) (0.01%)

865 0 0 0 0 5,119 2

(0.2%) (0.2%) (0.003%)

170 0 0 0 0 110

(0.04%) (0.003%)

73

(0.1%)

61 0 0 0 0 270 1

(0.01%) (0.008%) (0.002%)

59

(0.09%)

47 0 0 0 0 99,460

(0.01%) (2.9%)

34 0 0 0 0 39,000 9

(0.008%) (1.1%) (0.01%)

19

(0.03%)

15

(0.02%)

7

(0.01%)

4

(0.007%)

0 0 0 0 180 26,000 3

(0.5%) (0.8%) (0.005%)

3

(0.005%)

0.2 0 0 0 0 0 3

(0.00005%) (0.004%)

0.7

(0.001%)

0.5

(0.0008%)

金属製品製造業

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計

総排出量の構成比(%)

化学工業

下水道業

医療用機械器具

・医療用品製造業

電気機械器具製造業

計量証明業

プラスチック製品

製造業

自然科学研究所

パルプ・紙・紙加工品

製造業

輸送用機械器具

製造業

非鉄金属製造業

鉄鋼業

窯業・土石製品

製造業

出版・印刷・同関連

産業

医療業

医薬品製造業

繊維工業

高等教育機関

商品検査業

精密機械器具製造業

食料品製造業

一般機械器具製造業

石油製品・石炭製品

製造業

その他の製造業

飲料・たばこ・飼料

製造業  
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大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 413,245 40,797 0 0 33,832 3,398,550 65,674 1,162 - - 454,042 66,836 520,878

業種等別排出量(割合)

0.4 届出 届出外

(0.0006%) 87% 13%

0.1 0 0 0 0 0 0.0

(0.00002%) (0.00006%)

0.1

(0.0002%)

0.1

(0.0001%)

0.0

(0.00005%)

0.0

(0.00003%)

0.0

(0.000005%)

0.0

(0.000003%)

0.0

(0.000002%)

0 0 0 0 530 0

(1.6%)

1,162

(100%)

総排出量の構成比(%)

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計

洗濯業

電気業

熱供給業

倉庫業

木材・木製品製造業

農薬製造業

農薬

ゴム製品製造業

機械修理業

産業廃棄物処分業

石油卸売業

 
 

本物質の平成 26 年度における環境中への総排出量は、約 520 t となり、そのうち届出排出量

は約 450 t で全体の 87%であった。届出排出量のうち約 410 t が大気、約 41 t が公共用水域へ排

出されるとしており、大気への排出量が多い。この他に下水道への移動量が約 34 t、廃棄物へ

の移動量が約 3,400 t であった。届出排出量の主な排出源は、大気への排出が多い業種は化学工

業（93%）であり、公共用水域への排出が多い業種は化学工業（55%）、医療用機械器具・医療

用品製造業（42%）であった。 

表 2.1 に示したように PRTR データでは、届出排出量は媒体別に報告されているが、届出外排

出量の推定は媒体別には行われていないため、届出外排出量対象業種の媒体別配分は届出排出

量の割合をもとに、届出外排出量非対象業種の媒体別配分は「平成 26 年度 PRTR 届出外排出量

の推計方法等の詳細」3) をもとに行った。届出排出量と届出外排出量を媒体別に合計したもの

を表 2.2 に示す。 

 
表 2.2 環境中への推定排出量 

媒  体 推定排出量(kg) 

大  気 

水  域 

土  壌 

424,116 

95,599 

  1,162 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

本物質の環境中の媒体別分配割合は、環境中への推定排出量を基に USES3.0 をベースに日本

固有のパラメータを組み込んだ Mackay-Type Level III 多媒体モデル 4) を用いて予測した。予測

の対象地域は、平成 26 年度に環境中及び大気への排出量が最大であった広島県（大気への排出

量 343 t、公共用水域への排出量 22 t、土壌への排出量 0.021 t）及び公共用水域への排出量が最

大であった愛知県（大気への排出量 11 t、公共用水域への排出量 38 t、土壌への排出量 0.028 t）、
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土壌への排出量が最大であった熊本県（大気への排出量 0.5 t、公共用水域への排出量 0.063 t、

土壌への排出量 0.18 t）とした。予測結果を表 2.3 に示す。 

 
表 2.3 媒体別分配割合の予測結果 

媒 体 

分配割合(%) 
上段：排出量が最大の媒体、下段：予測の対象地域 

環境中 大 気 公共用水域 土壌 

広島県 広島県 愛知県 熊本県 

大 気 99.9 99.9 99.7 99.7 
水 域 0.1 0.1 0.2 0.2 
土 壌 0.0 0.0 0.0 0.0 
底 質 0.0 0.0 0.0 0.0 

注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの。 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.4 に示す。 

 
表 2.4 各媒体中の存在状況 

媒体 
幾何 

平均値 a) 
算術 
平均値

最小値 最大値 a) 検出 
下限値

検出率
調査 
地域 

測定年度 文 献

                      

一般環境大気  µg/m3 0.011 0.053 <0.0022 0.22 0.0022 6/9 全国 2014 5) 

           

室内空気 µg/m3          

             

食物 µg/g          

             

飲料水 µg/L          

             

地下水 µg/L          

           

土壌 µg/g          

             

公共用水域・淡水   µg/L 0.049 5.3 <0.014 73 0.014 9/14 全国 2015 6) 

           

公共用水域・海水   µg/L <0.014 0.015 <0.014 0.037 0.014 2/6 全国 2015 6) 

           

底質(公共用水域・淡水) µg/g         

                      

底質(公共用水域・海水) µg/g         

           

注：a) 最大値又は幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 
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（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

一般環境大気及び公共用水域・淡水の実測値を用いて、人に対する曝露の推定を行った（表

2.5）。化学物質の人による一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸量、飲水量及び食事

量をそれぞれ 15 m3、2 L 及び 2,000 g と仮定し、体重を 50 kg と仮定している。 

 
表 2.5 各媒体中の濃度と一日曝露量 

  媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 
  大気     
  一般環境大気 0.011 µg/m3程度 (2014) 0.0033 µg/kg/day 程度 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

平     
  水質   
  飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 
  地下水 データは得られなかった データは得られなかった 
均 公共用水域・淡水 0.049 µg/L 程度 (2015) 0.0020 µg/kg/day 程度 
      
  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 
  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 
      

  大気   

  一般環境大気 0.22 µg/m3程度 (2014) 0.066 µg/kg/day 程度 

最  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

     
 水質   

大 飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 
 地下水 データは得られなかった データは得られなかった 
 公共用水域・淡水 73 µg/L 程度 (2015) 2.9 µg/kg/day 程度 
値      
  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 
  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 
      

 

吸入曝露の予測最大曝露濃度は、表 2.5 に示すとおり、一般環境大気のデータから 0.22 µg/m3

程度となった。一方、化管法に基づく平成 26 年度の大気への届出排出量をもとに、プルーム・

パフモデル 7) を用いて推定した大気中濃度の年平均値は、最大で 77 µg/m3となった。 

 
表 2.6 人の一日曝露量 

  媒 体 平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

大 気 一般環境大気 0.0033 0.066 

 室内空気   

 飲料水   

水 質 地下水   

 公共用水域・淡水 0.0020 2.9 

食 物    

土 壌    

経口曝露量合計 0.0020 2.9 

総曝露量 0.0053 2.966 

注：1) 総曝露量は、吸入曝露として一般環境大気を用いて算定したものである。 
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経口曝露の予測最大曝露量は、表 2.6 に示すとおり、公共用水域・淡水のデータから算定す

ると 2.9 µg/kg/day 程度であった。一方、化管法に基づく平成 26 年度の公共用水域・淡水への届

出排出量を全国河道構造データベース 8) の平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を

推定すると、最大で 729 μg/L となった。推定した河川中濃度を用いて経口曝露量を算出すると

29 µg/kg/day となった。なお、推定した河川中濃度の最大値（729 μg/L）と公共用水域・淡水の

最大値（73 μg/L）は、同一地点での値である。 

物理化学的性状から考えて生物濃縮性は高くないと推測されることから、本物質の環境媒体

から食物経由の曝露量は少ないと考えられる。 

 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.7 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると、公共用水域の淡水

域では 73 µg/L 程度、同海水域では 0.037 µg/L 程度となった。 

化管法に基づく平成 26 年度の公共用水域・淡水への届出排出量を全国河道構造データベース
8)の平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定すると、最大で 729 μg/L となった。

なお、推定した河川中濃度の最大値（729 μg/L）と公共用水域・淡水の最大値（73 μg/L）は、

同一地点での値である。 

 
表 2.7 公共用水域濃度 

水 域 平  均 最 大 値 
 

淡 水 
 

海 水 
 

0.049 µg/L 程度 (2015) 
 

0.014 µg/L 未満程度 (2015) 

73 µg/L 程度 (2015) 
 

0.037 µg/L 程度 (2015) 

注：1) 環境中濃度での（ ）内の数値は測定年度を示す。 
    2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む。 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

ラットに 14C でラベルした本物質 300 mg/kg を単回強制経口投与した結果、72 時間で投与し

た放射活性の 93％が尿中に、5％が糞中に、1％未満が 14CO2 として呼気中に排泄されたが、そ

のほとんどが 24 時間以内の排泄であった。尿中の放射活性は少なくとも 9 種類以上の化合物か

らなり、N-メチルアセトアミド（NMAC）が 60～70％、N-ヒドロキシメチルアセトアミドとア

セトアミドがそれぞれ 7～10％を占め、未変化の本物質も少量あった。この結果から、ラットの

主要な代謝経路は本物質の N-脱メチル化であると考えられた 1) 。 

ラット及びマウスに 50、150、300、500 ppm の 6 時間吸入曝露を単回又は 2 週間（5 日/週）

反復した後に血漿中の本物質及び NMAC の経時変化を調べた結果、ラット及びマウスでそれら

の挙動には反復曝露の影響はなく、ラットの 50 ppm 群、マウスの 50、150 ppm 群では 4 時間後

までに不検出（0.03 µg/mL 未満）となった。本物質及び NMAC の半減期はそれぞれラットで 0.6

～1.5 時間、2.2～3.0 時間、マウスで 0.3～0.5 時間、0.6～1.3 時間であり、マウスでは本物質は 8

時間、NMAC は 12 時間を超えると不検出になったが、ラットでは NMAC は 24 時間後も比較的

高い濃度で検出され、本物質も 24 時間後の 500 ppm 群で検出された。24 時間後までの尿中濃

度は NMAC＞本物質の関係にあったが、曝露濃度の増加に伴ってその差は小さくなった 2) 。 

本物質に曝露された労働者 5 人を 4 週間追跡した調査では、各労働者の個人曝露濃度は 0.23

～3.45 ppm、毎終業時における尿中 NMAC 濃度は 1～42 ppm（mg/L）の範囲にあったが、各曜

日における全員の平均濃度は、本物質の個人曝露濃度で 0.79～1.08 ppm、NMAC の尿中濃度で

10～14 ppm（mg/L）の範囲にあり、1 ppm の本物質曝露は 10 ppm（mg/L）の尿中 NMAC 濃度

に対応していた 3) 。 

男性ボランティアを対象にして、10 ppm の 6 時間曝露を半ズボンに上半身裸の 2 人（A）、同

条件で外気吸入用のマスクを装着した 2 人（B）に実施し、または 10 ppm を 8 時間勤務時に吸

入した量に相当する 0.4 mL をマスク装着の 4 人の前腕部に塗布（C）して尿中の NMAC を調べ

た結果、いずれの場合にも最初の尿試料から NMAC が検出されたが、排泄速度のピークは C で

最も早く（曝露開始後 2～4 時間）、B で最も遅く（曝露開始後 13～15 時間）、尿中濃度は A で

最も高く（45 ppm（mg/L）と 100 ppm（mg/L））、B と C では同程度（6～23 ppm（mg/L））であ

った。マスク装着の有無による尿中濃度の相違から、A では 70％が肺から、30％が皮膚から吸

収されたものと見積もられた。また、0.4 mL/day の塗布を 4 人に 5 日間反復（推定吸収量 38～

197 mg）した結果、朝に採取した尿中の NMAC 濃度は塗布を繰り返すにつれて増加する傾向に

あり、尿中濃度と塗布回数には有意な関連がみられた 4) 。 

また、男性ボランティア 12 人を対象に、半ズボンに上半身裸で外気吸入用のマスクを装着し

て 6.1 ppm を 4 時間曝露した場合（経皮吸収）、装着したマスクを介して 6.1 ppm を 4 時間吸入

した場合（肺吸収）について尿中 NMAC 濃度を調べた結果、経皮吸収の寄与は 40.4％と見積も

られ、尿中 NMAC の半減期は経皮吸収で 9.0 時間、肺吸収で 5.6 時間であった 5) 。 
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（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 6) 

動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 4,300 mg/kg 
マウス 経口 LD50 4,620 mg/kg 
ラット 吸入 LC50 2,475 ppm[ 8,811 mg/m3] (1hr) 
マウス 吸入 LC50 7,200 mg/m3 
ラット 経皮 LD50 >2,000 mg/kg 
マウス 経皮 LD50 9,600 mg/kg 
ウサギ 経皮 LD50 2,240 mg/kg 

注：（ ）内の時間は曝露時間を示す。 

 

本物質を吸入すると頭痛、吐き気を生じ、経口摂取すると頭痛、吐き気、胃痙攣、下痢を

生じる。皮膚に付くと発赤を生じ、吸収されて吸入時の症状を生じる可能性がある 7) 。 

 

② 中・長期毒性 

ア）Sprague-Dawley ラット雄 6 匹を 1 群とし、0、450 mg/kg/day を 2 週間（5 日/週）強制経

口投与した結果、450 mg/kg/day 群で落ち着きのない過敏な状態がみられ、体重増加は約

40％も低かった。また、投与期間終了後に屠殺した 3 匹中 2 匹では精細管の約半数で精子

の低形成がみられ、1/3 匹では肝細胞が一様に小型化していた。しかし、11 日間の回復期間

中に体重増加の抑制は回復し、組織への影響も消失した 8) 。 

 

イ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 6 匹を 1 群とし、0、0.1％の濃度で餌に添加して 94 日間投

与（0、雄で平均 77 、雌で平均 82 mg/kg/day）した結果、0.1％群の雄で体重増加の抑制が

みられたが、有意差はなく、一般状態への影響もなかった。0.1％群の雌雄で白血球増多を

認め、赤血球数は軽度に減少したが、ヘモグロビン濃度やヘマトクリット値、血球の形態

に有意な変化はなく、主要臓器の重量や組織にも影響はなかった 9) 。 

 

ウ）Long-Evans ラット雌雄各 70 匹を 1 群とし、0、100、300、1,000 mg/kg/day の用量となる

ように飲水に添加して 24 ヶ月間投与した結果、1,000 mg/kg/day 群の雌雄の体重は約 1 ヶ月

後から一貫して有意に低かった。体重増加の抑制は雄の 100、300 mg/kg/day 群でもみられ、

300 mg/kg/day 群では 14 ヶ月から、100 mg/kg/day 群では 22 ヶ月から体重が有意に低くなっ

た。また、6、12、24 ヶ月の検査時に雌雄の肝臓で絶対及び相対重量の増加がみられ、雄は

各回、雌は 6、12 ヶ月の検査時に 100 mg/kg/day 以上の群で有意であった。各検査時の剖検

所見に異常はなく、雄では組織への影響もなかったが、雌では 24 ヶ月時の検査で脾臓に中

等度のヘモジデリン沈着がみられた。この他にも、100 mg/kg/day 以上の群の雌で赤血球数、

ヘモグロビン濃度の有意な減少、雄で副腎相対重量の有意な増加などがみられたが、これ

らはいずれも一過性の変化であった 10) 。この結果から、LOAEL を 100 mg/kg/day とする。 
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エ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 87 匹を 1 群とし、0、25、100、350 ppm を 2 年間（6 時間/

日、5 日/週）吸入させた結果、350 ppm 群の雌雄で体重増加の有意な抑制を認め、100 ppm

群の雄の体重増加も 8％低かった。100 ppm 以上の群の雌で血清コレステロール及び血糖値

の有意な上昇、350 ppm 群の雌雄で血清ソルビトール脱水素酵素活性の有意な上昇が 3～12

ヶ月時の検査でみられた。肝臓では、350 ppm 群の雄で絶対及び相対重量の有意な増加を

認め、100 ppm 以上の群の雄で巣状嚢胞状変性、350 ppm 群の雌雄でリポフスチン及びヘモ

ジデリンの沈着、雄で胆管の過形成、局限性血管拡張の発生率に有意な増加を認めた。ま

た、350 ppm 群の雄で腎臓の絶対及び相対重量の有意な増加を認め、慢性進行性腎症の重

篤度の増加がみられた 11) 。この結果から、NOAEL を 25 ppm（曝露状況で補正：4.5 ppm）

とする。 

 

オ）CD-1 マウス雌雄各 78 匹を 1 群とし、0、25、100、350 ppm を 18 ヶ月間（6 時間/日、5

日/週）吸入させた結果、350 ppm 群の雌で肝臓の絶対及び相対重量の有意な増加を認め、

100 ppm 以上の群の雄の肝臓でクッパー細胞のリポフスチン及びヘモジデリン沈着、350 

ppm 群の雄の肝臓で小葉中心性肝細胞肥大、雌の肝臓で小葉中心性単細胞壊死の発生率に

有意な増加を認めた。また、350 ppm 群の雌の両眼でび漫性網膜萎縮の発生率に有意な増

加を認めた 11) 。この結果から、NOAEL を 25 ppm（曝露状況で補正：4.5 ppm）とする。 

 

カ）Fischer344 ラット雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、18、90、450 ppm を 2 年間（6 時間/日、5

日/週）吸入させた結果、450 ppm 群の雌雄で体重増加の有意な抑制を認めた。90 ppm 以上

の群の雌及び 450 ppm 群の雄で平均赤血球ヘモグロビン量の減少、450 ppm 群の雌雄で平

均赤血球容積の減少、雌で血小板、網赤血球比、白血球の増加に有意差を認め、血清では

18 ppm 以上の群の雌及び 90 ppm 以上の群の雄でトリグリセライド、90 ppm 以上の群の雌

雄で総コレステロール、リン脂質、γ-GTP の有意な上昇、雄で尿素窒素、クレアチニン、

カルシウムの有意な増加、雌でアルブミン、A/G 比の有意な低下、総ビリルビンの有意な

増加がみられた。450 ppm 群の雌雄で無機リンの有意な増加、雄で総タンパク、アルブミ

ン、ナトリウム、クロールの有意な低下、雌でカルシウムの有意な上昇がみられた。90 ppm

以上の群の雌雄で肝臓の絶対及び相対重量の有意な増加を認め、肝臓では 90 ppm 以上の群

の雄で巣状脂肪変性、90 ppm 以上の群の雌及び 450 ppm 群の雄でクッパー細胞の褐色色素

沈着、450 ppm 群の雄で好酸性小増殖巣、雌で肉芽形成、明細胞性小増殖巣の発生率に有

意な増加がみられた。また、90 ppm 以上の群の雌雄で腎臓相対重量の有意な増加を認め、

90 ppm 以上の群の雄で慢性腎症の重篤度の増加、90 ppm 以上の群の雌及び 450 ppm 群の雄

で近位尿細管の褐色色素沈着、450 ppm 群の雄で嚢胞、腎盂の尿路上皮過形成の発生率に

有意な増加を認めた 12) 。この結果から、NOAEL を 18 ppm（曝露状況で補正：3.2 ppm）と

する。 

 

キ）B6D2F1マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、12、60、300 ppm を 2 年間（6 時間/日、5 日/

週）吸入させた結果、300 ppm 群の雄で体重増加の有意な抑制を認めた。雄の血液では 12 

ppm 以上の群でヘモグロビン濃度の有意な減少、60 ppm 以上の群で赤血球数、ヘマトクリ

ット値、リンパ球比、好酸球比の有意な減少および好中球比の有意な増加、300 ppm 群で
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血小板、網赤血球比の有意な増加などを認めたが、雌では 300 ppm 群で血小板の有意な増

加を認めただけであった。血清では 12 ppm 以上の群の雄でアルブミンの有意な低下、60 

ppm 以上の群の雄で尿素窒素、ナトリウム、300 ppm 群の雌雄で GOT（AST）、GPT（ALT）、

ALP、雄で LDH、CK、クロールの有意な上昇、総タンパク、A/G 比、総ビリルビンの有

意な低下、雌で総コレステロール、リン脂質、γ-GTP 活性の有意な上昇がみられた。300 ppm

群の雌雄で肝臓の絶対及び相対重量、雄で脾臓、肺の絶対及び相対重量の有意な増加を認

めた。300 ppm 群の雌雄の肝臓で好酸性小増殖巣、雄の腎臓で乳頭壊死、瘢痕の発生率に

有意な増加を認めた。雌の腎臓でも乳頭壊死や瘢痕の発生率に増加がみられたが、有意差

はなかった 13) 。この結果から、NOAEL を 60 ppm（曝露状況で補正：10.7 ppm）とする。 

 

③ 生殖・発生毒性 

ア）Sprague-Dawley ラット雌 25 匹を 1 群とし、0、65、160、400 mg/kg/day を妊娠 6 日から妊

娠 19 日まで強制経口投与した結果、400 mg/kg/day 群で体重増加の有意な抑制、着床後胚

損失数の有意な増加を認め、胎仔の体重は有意に低かった。また、400 mg/kg/day 群では何

らかの奇形を伴った胎仔が有意に多く、そのうち心血管系の奇形が 67％を占めていた 14) 。

この結果から、母ラット及び胎仔で NOAEL を 160 mg/kg/day とする。 

 

イ）Sprague-Dawley ラット雌 25 匹を 1 群とし、0、32、100、282 ppm を妊娠 6 日から妊娠 15

日まで吸入（6 時間/日）させた結果、282 ppm 群で体重増加の有意な抑制を認め、胎仔の

体重は有意に低かった。しかし、吸収胚の発生率や奇形、変異の発生率に有意な増加はな

かった 15) 。この結果から、母ラット及び胎仔でNOAELを 100 ppm（曝露状況で補正：25 ppm）

とする。 

 

ウ）Sprague-Dawley ラット雌 10 匹を 1 群とし、0、100、300、450、600 ppm を妊娠 6 日から

妊娠 19 日まで吸入（6 時間/日）させた結果、450 ppm 以上の群で体重増加の有意な抑制を

認め、300 ppm 以上の群で肝臓相対重量の有意な増加、450 ppm 以上の群で小葉中心性の肝

細胞腫大の発生率に有意な増加がみられ、肝細胞腫大は 300 ppm 群でも 4/10 匹でみられた。

胎仔では 600 ppm 群で雄の生存数が有意に減少し、300 ppm 以上の群で雌雄の体重は有意

に低かった。また、450 ppm 以上の群で内臓系及び骨格系、600 ppm 群で外表系の奇形の発

生率に有意な増加を認め、そのうち心室中隔欠損の発生数が最も多く、次いで総動脈幹遺

残の発生数が多かった 16) 。この結果から、母ラット及び胎仔で NOAEL を 100 ppm（曝露

状況で補正：25 ppm）とする。 

 

エ）Sprague-Dawley ラット雄 10 匹、雌 20 匹を 1 群とし、0、30、100、300 ppm を交尾前に

10 週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた後に雄は交尾期間、雌は哺育 21 日まで（6 時間/

日、7 日/週）吸入させた結果、300 ppm 群の雌雄で肝臓相対重量の有意な増加を認めたが、

繁殖成績に影響はなかった。また、300 ppm 群では離乳時の仔の体重は有意に低く、肝臓

相対重量は有意に増加した。なお、300 ppm を雄のみ又は雌のみに吸入させた結果、親ラ

ットの肝臓相対重量に影響はなかったが、雌のみに吸入させた 300 ppm 群で仔の体重増加
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に有意な抑制、肝臓相対重量に有意な増加がみられた 17) 。この結果から、母ラット及び胎

仔で NOAEL を 100 ppm（曝露状況で補正：18 ppm）、生殖毒性の NOAEL を 300 ppm（曝

露状況で補正：54 ppm）以上とする。 

 

④ ヒトへの影響 

ア）アメリカの化学工場で本物質及びエチレンジアミンを誤って閉鎖空間内で 90 分間曝露し

た男性労働者の症例報告では、せん妄、幻覚、皮膚火傷、蜂巣炎、両眼の結膜炎、肝臓の

炎症、二次的凝固障害、横紋筋融解症、グレード 2 の食道炎がみられ、尿中の NMAC 濃度

は 6 日後に 61 ppm（mg/L）であった。なお、男性は入院 13 日で全快して退院し、30 日後

に職場復帰した 18) 。 

 

イ）台湾の合成繊維工場でタンクの清掃作業中に本物質、エチレンジアミン、ジフェニルメ

タンジイソシアネートを 3 日間（4～6 時間/日）曝露して入院した男性労働者の症例報告で

は、入院時に幻覚と妄想がみられ、その後、肺水腫を発症した。入院 2 日目の脳波は広汎

性で中程度の皮質機能障害と 4～7 Hz、20～80 µV の徐波を示し、3 日目に再発性全身性強

直間代発作を起こしたが、これは低酸素血症を伴った肺水腫に起因するものであった。4

日目には肝障害と横紋筋融解症を起こした。尿中 NMAC 濃度は入院時の 4,609 mg/g クレア

チニンから 5 日目には 3,265 mg/g クレアチニンまで減少していたが、血液灌流治療を 4 日

間行ったところ、4 mg/g クレアチニンまで減少した。尿中の NMAC 濃度と脳波は臨床症状

と相関していた 19) 。 

 

ウ）韓国のポリウレタン繊維製造プラントで 2002 年 1 月 1 日から 2004 年 7 月 31 日の間に新

規雇用され、本物質に曝露された労働者 440 人を対象とした調査では、28 人が本物質によ

る肝細胞障害型の肝障害を発症し、その発生率は 0.089/人年であった。労働者を尿中 NMAC

濃度から高低の 2 群に分けて比較すると、高曝露群では肝障害の発生率は低曝露群よりも 7

～10 倍高かった。肝障害の発生は、より長期間雇用された労働者ほど少ない傾向にあり、

曝露期間が 7 ヶ月超であった労働者ではいずれの曝露群にも肝障害はみられなかった 20) 。 

 

エ）韓国でポリウレタン繊維を製造する 2 工場の調査では、2001 年 1 月から 2004 年 7 月まで

の間に 1,045 人をモニターしたところ、本物質による肝細胞障害型肝障害は 38 人（男性 22

人、女性 16 人）にみられ、このうち 29 人（76％）は初回の曝露から 2 ヶ月以内に発症し

ており、潜伏期間が 6 ヶ月を超えることはなかった。また、3 人の再発例では、肝傷害の潜

伏期は初回の発症時にはそれぞれ 28、48、102 日であったが、再発時には 16、4、7 日とよ

り短くなっていた。38 人の血清 GPT（ALT）は曝露前に 6～54 IU/L であり、発症時には 2

倍以上に上昇していたが、曝露を中止すると 8.5 日（中央値）で 50％、12.5 日で 90％低下

した。なお、38 人中 21 人の尿中 NMAC 濃度は 25.1 mg/g クレアチニン（中央値）であり、

未発症の労働者の尿中濃度（11.8 mg/g クレアチニン）よりも高かった 21) 。 

 

オ）アメリカのアクリル繊維製造工場で本物質に曝露された労働者 127 人を対象とし、非曝
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露の 217 人を対照群とした 1 年間の調査では、定期的に個人曝露濃度を測定するとともに、

尿中の NMAC 濃度や血液生化学検査項目などを測定し、尿中の NMAC 濃度が 60 mg/g ク

レアチニン又は本物質濃度が 136 mg/g クレアチニンを超えた労働者を高曝露群に分類し

て比較した。その結果、本物質の曝露濃度（12 時間加重平均値の幾何平均値）は高曝露群

で 1.9 ppm、低曝露群で 1.3 ppm であったが、GPT（ALT）などの検査項目の中には曝露濃

度と有意な関連を示すものはなく、対照群と比較しても検査値の一過性の上昇も、調査期

間を通しての平均値の上昇もなかった。この結果から、本物質の 12 時間加重平均濃度が 3.0 

ppm（10.7 mg/m3）であれば、肝障害は生じないと考えられた 22) 。 

 

（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
 

   表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC －  

EU EU －  

 EPA －  

USA ACGIH －  

 NTP － 

日本 日本産業衛生学会 －  
ドイツ DFG －  

 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、代謝活性化系（S9）添加の有無にかかわらずネズミチフス菌 23～27) 、

枯草菌 26) で遺伝子突然変異を誘発しなかった。また、S9 無添加のヒト二倍体線維芽細胞

（Flow 11,000、Flow 2,002）で不定期 DNA 合成を誘発しなかった 28) 。 

in vivo 試験系では、吸入曝露したショウジョウバエで伴性致死突然変異、ラットで優性

致死突然変異、ラットの骨髄細胞で染色体異常を誘発しなかった 28) 。また、吸入曝露した

労働者の末梢血リンパ球で染色体異常を誘発しなかった 29) 。 

 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

Long-Evans ラット雌雄各 70 匹を 1 群とし、0、100、300、1,000 mg/kg/day の用量となる

ように飲水に添加して 24 ヶ月間投与した結果、腫瘍の発生率に有意な増加はなかった 10) 。 

Sprague-Dawley ラット雌雄各 87 匹を 1 群とし、0、25、100、350 ppm を 2 年間（6 時間/

日、5 日/週）吸入させた結果、腫瘍の発生率に有意な増加はなかった 8) 。 

CD-1 マウス雌雄各 78 匹を 1 群とし、0、25、100、350 ppm を 18 ヶ月間（6 時間/日、5
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日/週）吸入させた結果、腫瘍の発生率に有意な増加はなかった 8) 。 

Fischer 344 ラット雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、18、90、450 ppm を 2 年間（6 時間/日、5

日/週）吸入させた結果、450 ppm 群の雄で肝細胞腺腫、肝細胞腺腫＋肝細胞癌の発生率に

有意な増加を認めたが、雌では腫瘍の発生率に有意な増加はなかった 12) 。 

B6D2F1マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、12、60、300 ppm を 2 年間（6 時間/日、5 日/

週）吸入させた結果、300 ppm 群の雄で肝細胞腺腫、雌で肝細胞腺腫、肝細胞癌、肝細胞

腺腫＋癌の発生率に有意な増加を認めた 13) 。 

上記のように、Fischer 344 ラット及び B6D2F1マウスの試験結果で肝臓腫瘍の発生増加が

認められており、複数の動物種で発がん性の証拠が得られている。このため、本物質は IARC

の分類基準に当てはめると「2B」に相当するものと考えられる。 

なお、厚生労働省では、ラット、マウスを用いた長期毒性試験の結果（平成 24 年度）か

ら 12, 13) 、本物質をがん原性指針の対象物質に追加（平成 25 年度）している 30) 。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

1959 年に操業を開始したイタリアのアクリル繊維製造工場で 1 年以上アクリロニトリル

の曝露を受けた男性労働者 671 人の調査（1959～1990 年）では、571 人が本物質の曝露も

受けていた。労働者の全死亡数には、地域の一般集団と比べて増加はなかったが、小腸及

び結腸の悪性腫瘍による死亡数は期待値よりも有意に多かった。しかし、小腸及び結腸の

悪性腫瘍が有意に多かったのは曝露期間では 1～4 年の群、初回曝露からの期間では 1～9

年の群であり、曝露期間や潜伏期間がより長かった群での発生数増加はなかった。このた

め、曝露との関連はないと考えられた 31) 。 

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性及び生殖・発生毒性等に関する知見が得られている。発

がん性については動物実験で発がん性を示唆する結果が得られているが、否定する結果もあ

り、ヒトでの知見はないため、ヒトに対する発がん性の有無については判断できない。この

ため、閾値の存在を前提とする有害性について、非発がん影響に関する知見に基づき無毒性

量等を設定することとする。 

経口曝露については、中・長期毒性ウ）に示したラットの試験から得られた LOAEL 100 

mg/kg/day（体重増加の抑制、肝臓重量の増加）をLOAELであるために10で除した10 mg/kg/day

が信頼性のある最も低用量の知見と判断し、これを無毒性量等に設定する。 

吸入曝露については、中・長期毒性カ）に示したラットの試験から得られた NOAEL 18 ppm

（肝臓の重量増加・脂肪変性、腎臓の重量増加・腎症の増悪）を曝露状況で補正した 3.2 ppm

（11 mg/m3）が信頼性のある最も低濃度の知見と判断し、これを無毒性量等に設定する。 

なお、本評価で採用した最新の発がん試験結果 12, 13) に基づくと、本物質は IARC の「2B」

に相当するものと考えられるため、リスク評価に当たっては発がん性の考慮が必要と考えら

れた。 
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

 

 

② 健康リスクの初期評価結果 

        表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 
飲料水 － － 

10 mg/kg/day ラット 
－ 

公共用水 
域・淡水 

0.0020 µg/kg/day 程度 2.9 µg/kg/day程度 69 

 

経口曝露については、公共用水域・淡水を摂取すると仮定した場合、平均曝露量は 0.0020 

µg/kg/day 程度、予測最大曝露量は 2.9 µg/kg/day 程度であった。無毒性量等 10 mg/kg/day と予

測最大曝露量から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除し、さらに発がん

性を考慮して 5 で除して求めた MOE（Margin of Exposure）は 69 となる。一方、化管法に基

づく平成 26 年度の公共用水域・淡水への届出排出量をもとに推定した高排出事業所の排出先

河川中濃度から算出した最大曝露量は 29 µg/kg/day であったが、参考としてこれから算出し

た MOE は 7 となる。環境媒体から食物経由で摂取される曝露量は少ないと推定されることか

ら、その曝露を加えても MOE が大きく変化することはないと考えられる。 

従って、本物質の経口曝露による健康リスクについては、情報収集に努める必要があると

考えられる。 

 
 
      表 3.4 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 0.011 µg/m3程度 0.22 µg/m3程度 

11 mg/m3 ラット 
1,000 

室内空気 － － － 
 
吸入曝露については、一般環境大気中の濃度についてみると、平均曝露濃度は 0.011 µg/m3

程度、予測最大曝露濃度は 0.22 µg/m3程度であった。無毒性量等 11 mg/m3と予測最大曝露濃

度から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除し、さらに発がん性を考慮し

て 5 で除して求めた MOE は 1,000 となる。一方、化管法に基づく平成 26 年度の大気への届

出排出量をもとに推定した高排出事業所近傍の大気中濃度（年平均値）の最大値は 77 µg/m3

であったが、参考としてこれから算出した MOE は 3 となる。 

従って、本物質の一般環境大気の吸入曝露については、健康リスクの評価に向けて吸入曝

露の情報収集等を行う必要性があると考えられる。 
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４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、その信頼性及び採用の可能性を確

認したものを生物群（藻類、甲殻類、魚類及びその他の生物）ごとに整理すると表 4.1 のとおり

となった。 

 
表 4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急

性 
慢 
性 

毒性値 
[µg/L] 

生物名 生物分類／和名
エンドポイント

／影響内容 
曝露 

期間[日] 
試験の 
信頼性 

採用の

可能性
文献 No. 

藻 類  ○ 500,000 
Desmodesmus 
subspicatus 緑藻類 

NOEC 

GRO (RATE) 
3 B B 2)-1  

 ○  >500,000 
Desmodesmus 
subspicatus 緑藻類 

EC50     

GRO (RATE) 
3 B B 2)-1  

 ○  >500,000 
Desmodesmus 
subspicatus 

緑藻類 
EC50     

GRO (AUG) 
3 E C 3)-1 

甲殻類 
 

 500,000 Daphnia magna オオミジンコ EC0    IMM 2 E ― 3)-1 

 ○  >500,000 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 B B 2)-3 

 ○  966,000 
Americamysis 
bahia アミ科 LC50   MOR 4 E C 3)-2 

 ○  966,000 
Americamysis 
bahia アミ科 LC50   MOR 4 B B 2)-4 

 
 

 ≧1,000,000 Daphnia magna オオミジンコ NOEC   IMM 2 E ― 3)-2 

 ○  >1,000,000 Daphnia magna オオミジンコ EC50    IMM 2 B B 2)-2 

魚 類 
 

 500,000 Leuciscus idus コイ科 NOEC  MOR 4 E ― 3)-3 

 ○  >500,000 Leuciscus idus コイ科 LC50   MOR 4 B B 2)-5 

 ○  1,000,000 Oryzias latipes メダカ TLm   MOR 2 B B 1)-10132

 
  16,800,000 Danio rerio 

ゼブラフィッシ

ュ（胚） 
LC50   MOR 2 B ― 1)-118063

その他   ― ― ― ― ― ― ― ― 

急性／慢性：○印は該当する毒性値 

毒性値（太字）：PNEC 導出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）： PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 
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採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない、 
―：採用の可能性は判断しない 

エンドポイント 

EC0 (0% Effective Concentration): 0%影響濃度、EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、 

LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、NOEC (No Observed Effect Concentration)：無影響濃度、 

TLm (Median Tolerance Limit)：半数生存限界濃度 

影響内容 

GRO (Growth)：生長（植物）、IMM (Immobilization)：遊泳阻害、MOR (Mortality)：死亡 

毒性値の算出方法 

AUG (Area Under Growth curve)：生長曲線下の面積により求める方法（面積法）、 

RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 

 

1） 藻 類 

ドイツ工業規格の試験方法 (DIN 38412, Part9) に準拠して、緑藻類 Desmodesmus subspicatus

（旧名 Scenedesmus subspicatus）の生長阻害試験が実施された 2)-1。設定試験濃度は 0（対照区）、

7.812、15.625、31.25、62.5、125、250、500 mg/L（公比 2.0）であった。試験には OECD 培地が

用いられた。速度法による 72 時間半数影響濃度 (EC50) は、設定濃度に基づき 500,000 µg/L 超、

72 時間無影響濃度 (NOEC) は 500,000 µg/L とされた。被験物質曝露による生長阻害はわずかで

あった。 

 

2） 甲殻類 

EUの試験方法 (Directive 79/831/EEC,AnnexV, PartC2) に準拠してオオミジンコDaphnia magna

の急性遊泳阻害試験が実施された2)-3。試験は止水式で行われ、設定試験濃度は0（対照区）、31.25、

62.5、125、250、500 mg/L（公比2）であった。試験には濾過脱塩素水道水が用いられた。48時

間半数影響濃度 (EC50) は、設定濃度に基づき500,000 µg/L超とされた。被験物質曝露による遊

泳阻害は見られなかった。 

 

3）魚 類 

ドイツ工業規格の試験方法 (DIN 38412, Part15) に準拠して、コイ科 Leuciscus idus の急性毒性

試験が実施された 2)-5。試験は止水式（わずかに曝気あり）で行われ、設定試験濃度は 0（対照

区）、10、100、500 mg/L であった。試験には再調整水が用いられた。96 時間半数致死濃度 (LC50) 

は、設定濃度に基づき 500,000 µg/L 超とされた。被験物質曝露による死亡は見られなかった。 

 

（2）予測無影響濃度 (PNEC) の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した最小毒性値に情報量に応じた

アセスメント係数を適用し、予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 
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急性毒性値 

藻 類 Desmodesmus subspicatus 72 時間 EC50（生長阻害） 500,000 µg/L 超

甲殻類 Daphnia magna 48 時間 EC50（遊泳阻害） 500,000 µg/L 超

魚 類 Leuciscus idus 96 時間 LC50  500,000 µg/L 超

 これらの毒性値は、定められた濃度における影響の有無を調べる限度試験と同等の試験から

得られた値であるため、急性毒性値にもとづく PNEC は設定しなかった。  

 

慢性毒性値 

藻 類 Desmodesmus subspicatus 72 時間 NOEC（生長阻害） 500,000 µg/L

得られた毒性値は、定められた濃度における影響の有無を調べる限度試験と同等の試験によ

るものであるため、慢性毒性値にもとづく PNEC も設定しなかった。  

 

（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 4.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比 

公共用水域・淡水 0.049 µg/L 程度 (2015) 73 µg/L 程度 (2015) 
採用可能な毒

性値は限度試

験と同等の試

験によるため、

PNEC は設定 
しなかった。 

― 

公共用水域・海水 
0.014 µg/L 未満程度 

(2015) 
0.037 µg/L 程度 (2015) ― 

 注：1) 環境中濃度での（     ）内の数値は測定年度を示す 
      2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 

 
 

本物質の公共用水域における濃度は、平均濃度で見ると淡水域で 0.049 µg/L 程度、海水域で

は 0.014 µg/L未満程度であった。安全側の評価値として設定された予測環境中濃度 (PEC) は、

淡水域で 73 µg/L 程度、海水域では 0.037 µg/L 程度であった。 

採用可能な毒性値が得られた試験は、最高濃度区でも死亡及び阻害がほとんど認められてお

らず、定められた濃度における影響の有無を調べる限度試験と同等の試験として扱うことが適

当と考えられた。そのため、本物質の PNEC は設定しなかったが、仮に最小である藻類の慢性

毒性値 500,000 µg/L をアセスメント係数 100 で除した PNEC (5,000 µg/L) を用いたとしても、

PEC との比は、淡水域、海水域ともに 0.1 よりも小さくなる。また、化管法に基づく平成 26 年

度の公共用水域・淡水への届出排出量を全国河道構造データベースの平水流量で除し、希釈の

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要 
ないと考えられる。 

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］ 
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みを考慮した河川中濃度を推定すると最大で 729 μg/Lであり、この値と仮のPNECとの比は 0.15

となり、0.1 をわずかに超える程度である。 

したがって、本物質について現時点では作業の必要はないと考えられる。なお、届出排出量

から推定した河川中濃度の最大値と公共用水域・淡水の最大値 (PEC) は同一地点での値である。 
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１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

1) タリウム 

物質名：タリウム 
CAS 番号：7440-28-0 
化審法官報公示整理番号： 
化管法政令番号： 
RTECS 番号：XG3425000 

元素記号：Tl 

原子量：204.38 
換算係数：1 ppm = 8.36 mg/m3 (気体、25℃) 

 

No. 物質名 CAS No. 
化審法官報 
公示整理番号 

RTECS 番号 
分子

量 
化学式 

2) 塩化タリウム (I) 7791-12-0 ― XG4200000 239.84 TlCl 

3) 三塩化タリウム (III) 13453-32-2 ― ― 310.74 TlCl3 

4) 酢酸タリウム (I) 563-68-8 2-2125 AJ5425000 263.42 TlC2H3O2 

5) 酸化タリウム (I) 1314-12-1 
1-820 

(酸化タリウム)
XG5970000 424.77 Tl2O 

6) 酸化タリウム (III) 1314-32-5 
1-820 

(酸化タリウム)
XG2975000 456.76 Tl2O3 

7) 硝酸タリウム (I) 10102-45-1
1-1170 

(硝酸タリウム)
XG5950000 266.39 TlNO3 

8) 硝酸タリウム (III) 13746-98-0
1-1170 

(硝酸タリウム)
QV2000000 390.40 Tl(NO3)3 

9) 炭酸タリウム (I) 6533-73-9 ― XG4000000 468.78 Tl2CO3 

10) マロン酸タリウム (I) 2757-18-8 2-917 OO1770000 510.81 Tl2C3H2O4

11) 硫酸タリウム (I) 7446-18-6 
1-1171 

(硫酸タリウム)
XG6800000 504.83 Tl2SO4 

（注）物質名に併記したローマ数字は、酸化数を示す。 

 

（2）物理化学的性状 

本物質の性状は以下の通りである。 
No. 化学式 性状 
1) Tl 白色の金属結晶で、α、β型の同素体がある 1) 。 
2) TlCl 水に難溶の立方晶系に属する無色の結晶 1) 
3) TlCl3 斜方晶系の黄色結晶 2) 
4) TlC2H3O2 無色の葉状晶 2) 
5) Tl2O 黒色固体 2) 
6) Tl2O3 黒色結晶 2) 
7) TlNO3 通常は斜方晶系に属する無色の結晶（γ型）1) 
8) Tl(NO3)3 無色結晶、空気中で風解する 2) 。 

［10］タリウム及びその化合物 
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No. 化学式 性状 
9) Tl2CO3 単斜晶系に属する無色の結晶 1) 
10) Tl2C3H2O4  
11) Tl2SO4 無色の片状晶 2) 

 

No. 化学式 融点 沸点 密度 

1) Tl 
304℃ 3)、303.5℃ 4) , 5) 1,473℃ (760 mmHg) 3)、

1,457℃4)、1,553 ℃5) 
11.8g/cm3 3)、11.85 g/cm34)

α：11.85 g/cm3 5)、 
β：11.86～11.87 g/cm3 5)

2) TlCl 
431℃ 3)、430℃ 4) , 5) 720℃ (760 mmHg) 3)、

807℃ 5) 
7.0 g/cm3 3) , 4)、 
7.004 g/cm3 5) 

3) TlCl3 155℃ 3) , 5)   4.7 g/cm3 3), 5)  

4) TlC2H3O2 131℃ 3) , 4) , 5)  3.68 g/cm3 3) , 4) , 5) 

5) Tl2O 
579℃ 3)、≒300℃ 4)、

300℃ 5) 
≒1,080℃ (760 mmHg) 

3) 、1,080 ℃4) , 5) 
9.52 g/cm3 3) 、 
9.52 g/cm3 (16℃) 5) 

6) Tl2O3 
834℃ 3)、717℃ 4) 、 
～717℃ 5) 

 10.2 g/cm3 3)、 
9.65 g/cm3 4) 、 
10.11 g/cm3 5) 

7) TlNO3 
206℃ 3) , 4) , 5)  450℃ (760 mmHg) (分解

する) 4) 、 
450℃ (分解する) 5) 

5.55 g/cm3 3) , 4) , 5) 

8) Tl(NO3)3 102～105℃(3 水和物) 5)   

9) Tl2CO3 
273℃ 3)、272 ℃ 4) , 5)  7.11 g/cm3 3) , 5)、 

7.1 g/cm3 4) 
10) Tl2C3H2O4    
11) Tl2SO4 632℃ 3) , 4) , 5) 分解する 5) 6.77 g/cm3 3) , 4) , 5) 

 
No. 化学式 蒸気圧 log Kow 解離定数 
1) Tl    
2) TlCl    
3) TlCl3    
4) TlC2H3O2    
5) Tl2O    
6) Tl2O3    
7) TlNO3    
8) Tl(NO3)3    
9) Tl2CO3    

10) Tl2C3H2O4    
11) Tl2SO4    

 
No. 化学式 水溶性(水溶解度) 
1) Tl 不溶 3) , 4) , 5) 
2) TlCl 3.3×103 mg/1,000g (20℃) 3) , 5) 
3) TlCl3  
4) TlC2H3O2  
5) Tl2O 可溶 4) 
6) Tl2O3 不溶3) , 4) , 5) 
7) TlNO3 9.55×104 mg/1,000g (20℃) 3) , 5) 
8) Tl(NO3)3 分解する5) 
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No. 化学式 水溶性(水溶解度) 
9) Tl2CO3 4.69×104 mg/1,000g (20℃) 3)、5.3×104 mg/1,000g (20℃) 5) 

10) Tl2C3H2O4  
11) Tl2SO4 5.47×104 mg/1,000g (25℃) 3) 、4.87×104 mg/1,000g (20℃) 4) , 5) 

 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

タリウムは、Tl (I)、TI (III) の酸化状態が重要とされている。1 価の化合物は、アルカリ金属

のような挙動を示し、3 価の化合物は、アルミニウムに似た挙動を示す。1 価のタリウムは、水

中で 3 価よりも安定であるのに対し、3 価のタリウムは、有機化合物中で安定である7) 。石炭火

力発電所、セメント工場、精錬所などの排出源周辺における大気中タリウムの主な排出源は、

フライアッシュである7) 。 

水中の溶存体タリウムの多くは、主に 1 価で存在すると考えられるが、強く酸化された淡水

や多くの海水では 3 価が多い可能性がある7) 。また、海水の溶存種は、Tl+との情報もある8) 。 

塩化タリウム (I) を用いた濃縮度試験の結果、タリウムの濃縮倍率は、78（最小値）～158

（最大値）の範囲であった9) 。 

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

タリウムは、銅、鉛、亜鉛などを硫化物鉱から精錬する際に生成する尾鉱、残渣、抽出液、

煙灰などから副産物として回収されるのが一般的である10)。 

タリウムのマテリアルフローを図 1 に示す10)。 

 

ヨ ード タ リ ウム
ブロムタ リ ウム

硫酸タ リ ウム

酸化タ リ ウム
フ ッ 化タ リ ウム

その他タ リ ウム化合物

タ リ ウム化合物

金属タ リ ウム・ 化合物輸入 合金類

銀合金

鉛合金

水銀合金（ 少量）国内生産量（ 不明）
輸入量 （ 9,605)

生産量（ 少量）

生産量（ 300）

生産量（ 300）

生産量（ 少量）

＜単結晶＞

＜溶 液＞

＜ガラ ス＞

（ 耐食性合金）

（ 特殊フ ュ ーズ）

（ 低凝固点温度計）

（ 光フ ァ イ バー光学機器）

（ 殺鼠剤）

（ 低融点ガラ ス、 高屈折分
散光学ガラ ス、 （ 研究開発
用） ）

（ 脱酸剤、 焔光線緑色着
色剤、 ノ ッ キング防止剤）

リ サイ ク ルなし

リ サイ ク ルなし

リ サイ ク ルなし

リ サイ ク ルなし

リ サイ ク ルなし

リ サイ ク ルなし

リ サイ ク ルなし

需要量（ 800）

＜原 料＞ ＜中間製品＞ ＜最終製品＞ ＜主要応用製品＞ ＜リ サイ ク ル＞

量の単位： マテリ アル量kg
最終製品は2006年

 

図 1 タリウムのマテリアルフロー(2010) 
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タリウム化合物の化審法に基づき公表された一般化学物質としての製造・輸入数量の推移

を表 1.1 に示す11) 。 

 

表 1.1 タリウム化合物の製造・輸入数量（t）a)の推移 

平成（年度） 22 23 24 25 26 

酸化タリウム X b) X b) X b) X b) X b) 

マロン酸タリウム ―c) ―c) ―c) ―c) X b) 
注：a) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含んでいない値を示す。 

      b) 届出事業者が 2 社以下のため、製造・輸入数量は公表されていない。 
         c) 公表されていない。 

 

タリウムの輸出量、輸入量の推移を表 1.2 に示す12) 。 

 
表 1.2 タリウムの輸出量･輸入量の推移 

平成（年） 18 19 20 21 22 

輸出量（t） 90.5 90.7 45.8 0.448 0.391 

輸入量（t） 0.234 0.618 0.747 1.04 9.61 

平成（年） 23 24 25 26 27 

輸出量（t） 0.753 0.796 12.9 0.721 0.693 

輸入量（t） ―b) 3.45 18.7 0.101 ―b) 

注：a) 普通貿易統計[少額貨物(1 品目が 20 万円以下)、見本品等を除く]品別国別表より。 
    b) 公表されていない。  

 

硫酸タリウム（農薬）の国内生産量の推移を表 1.3 に示す15) 。 

 
表 1.3 硫酸タリウム（農薬）の国内生産量の推移 

平成（年）a) 17 18 19 20 21 

生産量（t）b) 0.1403 0.1394 0.1589 0.1505 0.1636 

平成（年）a) 22 23 24 25 26 

生産量（t）b) 0.1888 0.1963 0.0379 0 0 

注：a) 農薬年度 
  b) 農薬の製剤生産量に製剤の原体含有率を用いて原体当たりに換算した粒剤と液剤（比重は 1 と仮定）

の合計値。 
    c) 公表されていない。 

 

タリウムの国内需要量を表 1.4 に示す 16) 。2004 年の需要は、研究開発用途などにより増加したと

推測されている 10) 。 
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表 1.4 タリウムの国内需要（マテリアル kg） 

 1986 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

タリウム合金類 少量 少量 少量 少量 少量 少量 少量 少量 少量 

ヨードタリウム、

ブロムタリウム 

少量 3,600 3,600 少量 少量 少量 少量 少量 少量 

硫酸タリウム 200 1,200 1,200 300 300 － － － － 

酸化タリウム、

フッ化タリウム、

硝酸タリウム 

3,000 31,200 31,200 1,500 300 － － － － 

その他タリウム

化合物 

少量 少量 少量 少量 少量 － － － － 

タリウム化合物

計 

3,500 36,000 36,000 2,000 800 800 800 800 800 

 

② 用 途 

金属タリウムの主な用途は、銀、鉛及び水銀との各種合金の原料である10)。 

タリウム化合物の主な用途は、硝酸タリウムあるいはフッ化タリウムが高屈折光学ガラスに用いられ

ている10)。酸化タリウム(III)は光学ガラス原料13)、硝酸タリウム(I)は特殊分析17)、マロン酸タリ

ウム(I)は試薬14)とされている。 

なお、硫酸タリウムの農薬登録（用途：殺鼠剤）は、平成 27 年 12 月 14 日に失効している18) 。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

タリウム及びその化合物は、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質に選定されてい

る。 

タリウム及びその化合物は、人健康影響の観点から水環境保全に向けた取組のための要調査

項目に選定されている。
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

 

（1）環境中への排出量 

本物質は化学物質排出把握管理促進法（化管法）第一種指定化学物質ではないため、排出量

及び移動量は得られなかった。 

また、Nriagu1) は、タリウム発生源として石炭燃焼（電力、産業用・家庭用）、セメント製造

を挙げており、大気への排出量（1983 年における全世界の排出量）を推計している。貴田ら2)

は、日本全体の石炭火力による電力供給量（平成 12 年度）と Nriagu1) による石炭焼却の排出係

数を用いたタリウムの年間排出量を 41～164 t と推計している。 

貴田ら3)は、日本のごみ排出量 5,000 万トン／年の 3/4 が焼却されたと仮定し、タリウムの一

般廃棄物焼却炉から年間排出量を 0.3 t 未満、野焼き等の非制御燃焼を仮定した場合には 6 t 未

満と推計している。 

なお、日本で年間排出される主要な小型家電 9 品目の基板に存在するタリウム量は、26 kg/

年と推計されている4)。1998 年製の使用済みパソコンに含まれるタリウム量は、デスクトップ

型の本体に 0.1 mg/kg 未満、デスクトップ型の基板に 1 mg/kg 未満、ノート型の基板に 1 mg/kg

未満との報告がある5) 。 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

タリウム及びその化合物の化学形態は環境中で様々に変化するため、媒体別分配割合の予測

を行うことは適切ではない。したがって、タリウム及びその化合物の媒体別分配割合の予測は

行わなかった。 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.1 に示す。

なお、得られた環境中濃度は化学形態別の濃度ではなく、全タリウムの濃度である。 

 
表 2.1 各媒体中の存在状況 

媒体 
幾何 

平均値 a) 
算術 
平均値

最小値 最大値 a) 検出 
下限値

検出率 
調査 
地域 

測定 
年度 

文 献

             

一般環境大気  µg Tl/m3 0.000086 0.000093 0.000046 0.00015 0.000002 5/5 全国 2006 6) 

  <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 0.00004 0/2 新潟県、 
島根県 

1999 7) 

  0.000047 0.000064 <0.0000077 0.00014 0.0000077
～0.00004

3/5 全国 1998 8) 
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媒体 
幾何 

平均値 a) 
算術 
平均値

最小値 最大値 a) 検出 
下限値

検出率 
調査 
地域 

測定 
年度 

文 献

             

室内空気 µg Tl/m3          

           

食物 µg Tl/g          

             

飲料水 µg Tl/L          

             

地下水 µg Tl/L          

           

土壌 µg Tl/g － 0.49 c) 0.010 c) 1.4 c) － －/78 全国 － 9) 

             

公共用水域・淡水   µg Tl/L 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0017 1/1 宮城県 2006 6) 

  0.0038 0.016 0.00079 0.046 0.00071 3/3 東海 2008 10) d) 

  0.0025 0.0053 <0.0012 0.020 0.0012 12/14 信越 2007 10) d) 

  0.00091 0.0029 <0.00071 0.021 0.00071 36/54 東海 2007 10) d) 

  0.0063 0.019 <0.0012 0.11 0.0012 17/19 北海道、

関東 

2006 10) d) 

  0.0075 0.012 <0.00071 0.030 0.00071 21/22 関東、東

海 

2006 10) d) 

  0.0055 0.0070 0.0026 0.012 0.0012 4/4 関東 2005 10) d) 

  0.037 0.082 0.0018 0.58 0.0012 42/42 関東、九

州 

2003 10) d) 

  0.031 0.12 <0.0085 1.4 0.0085 7/17 岡山県、

鳥取県、

島根県 

2002 11) d) 

           

公共用水域・海水   µg Tl/L 0.013 0.013 0.010 0.015 0.0017 3/3 山口県、 
福岡県 

2006 6) 

  0.090 0.090 0.090 0.090 0.0085 1/1 岡山県 2002 11) d)

     
底質(公共用水域・淡水) µg Tl/g 0.31 0.33 0.15 0.51 － 7/7 市川市 － 12) 

                      

底質(公共用水域・海水) µg Tl/g 0.32 0.33 0.25 0.42 － 4/4 市川市 － 12) 

           

魚類(公共用水域・淡水) µg Tl/g          

           

魚類(公共用水域・海水) µg Tl/g          

           

注：a) 最大値又は幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 
  b) 1984～1987年に限られた地域を調査対象とした成人男性の陰膳調査の結果、一日摂取量0.53±0.28 µg/day（平

均値）の報告がある13)。 
  c) 原著の値を転記。濃度データは各調査地点(78 地点)の平均値による集計値ではなく、各サンプル(514 検体)

の濃度データを集計したもの。調査地点は、森林が最も多いが、農地も含まれている。 
  d) メンブレンフィルター（0.45μm）ろ過水及びろ過残渣の測定結果の合計した参考値。 

 

（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

一般環境大気及び公共用水域・淡水の実測値を用いて、人に対する曝露の推定を行った（表

2.2）。化学物質の人による一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸量、飲水量、食事量

及び土壌摂取量をそれぞれ 15 m3、2 L、2,000 g 及び 0.11 g と仮定し、体重を 50 kg と仮定して
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いる。 

 
表 2.2 各媒体中の濃度と一日曝露量 

  媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 
  大気     
  一般環境大気 概ね 0.000086 µg Tl/m3 (2006) 概ね 0.000026 µg Tl/kg/day 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 
     
  水質   

 平 飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 
  地下水 データは得られなかった データは得られなかった 
 公共用水域・淡水 評価に耐えるデータは得られなかった

（過去の限られた地域で 0.031 µg Tl/L
未満程度 (2002)） 

評価に耐えるデータは得られなかった

（過去の限られた地域で 0.0012 µg
Tl/kg/day 未満程度） 

      

 均 食 物 データは得られなかった データは得られなかった 
（過去の限られた地域で 0.011 µg
Tl/kg/day の報告がある） 

  土 壌 データは得られなかった（過去のデータ

ではあるが 0.49 µg Tl/g（算術平均値）程

度） 

データは得られなかった（過去のデータ

ではあるが 0.0011 µg Tl/kg/day（算術平

均値）程度） 
      

  大気   

  一般環境大気 概ね 0.00015 µg Tl/m3 (2006) 概ね 0.000045 µg Tl/kg/day 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

最     
 水質   
 飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 
大  地下水 データは得られなかった データは得られなかった 
 公共用水域・淡水 評価に耐えるデータは得られなかった

（過去の限られた地域で 1.4 µg Tl/L 程

度 (2002)） 

評価に耐えるデータは得られなかった

（過去の限られた地域で 0.056 µg
Tl/kg/day 程度） 

値      
  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 
  土 壌 データは得られなかった（過去データで

はあるが 1.4 µg Tl/g 程度） 
データは得られなかった（過去のデータ

ではあるが 0.0031 µg Tl/kg/day 程度） 
      

 

吸入曝露の予測最大曝露濃度は、表 2.2 に示すとおり、一般環境大気のデータから概ね

0.00015 µg Tl/m3となった。 

 
表 2.3 人の一日曝露量 

媒 体 平均曝露量（μg Tl/kg/day） 予測最大曝露量（μg Tl/kg/day）

 大 気  一般環境大気 0.000026 0.000045 

    室内空気   

    飲料水   

 水 質  地下水   

    公共用水域・淡水 （過去の限られた地域で 0.0012） （過去の限られた地域で 0.056）

  食 物   (過去の限られた地域で 0.011) (過去の限られた地域で 0.011) 

  土 壌   
（過去のデータではあるが 0.0011

（算術平均値）） 
（過去のデータではあるが

0.0031） 

経口曝露量合計 

   

 参考値 1 0.00012 0.00012 

 参考値 2 0.00025 0.0044 
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媒 体 平均曝露量（μg Tl/kg/day） 予測最大曝露量（μg Tl/kg/day）

 参考値 3 0.0121+0.0012 0.0701 

総曝露量 

 0.000026 0.000045 

 参考値 1 0.000146 0.000165 

 参考値 2 0.000276 0.004445 

 参考値 3 0.012126+0.0012 0.070145 

注：1) アンダーラインを付した値は、曝露量が「検出下限値未満」とされたものであることを示す。 
2) 総曝露量は、吸入曝露として一般環境大気を用いて算定したものである。 
3)（ ）内の数字は、経口曝露量合計の算出に用いていない。 
4) 食物の予測最大曝露量は、原著に摂取量の最大値が報告されていないため平均値を記載している。 
5) 参考値 1 は、公共用水域・淡水に国による 10 年以内の調査結果を用いた場合を示す。 
6) 参考値 2 は、公共用水域・淡水に文献で得られた 10 年以内の調査結果を用いた場合を示す。 
7) 参考値 3 は、過去のデータ（公共用水域・淡水、食物、土壌）を用いた場合を示す。 

 

経口曝露の予測最大曝露量は、評価に耐えるデータが得られず設定できなかった。なお、国

による 1 地点の公共用水域・淡水のデータ（0.0030 μg Tl/L）による経口曝露量は 0.00012 µg 

Tl/kg/day となり、文献で得られた公共用水域・淡水のデータ（0.11 μg Tl/L）による経口曝露量

は 0.0044 µg Tl/kg/day となった。また、過去の限られた地域を調査対象とした陰膳調査による一

日摂取量 0.53 µg Tl/day（平均値）を体重 50kg で除して算定した経口曝露量は 0.011 µg Tl/kg/day

（平均値）となり、過去の限られた地域を調査対象とした公共用水域・淡水（最大濃度地点は

工業地帯河川の河口域）及び過去の土壌のデータの最大値を加えた経口曝露量の参考値は 0.070 

µg Tl/kg/day となった。 

 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.4 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）は、公共用水域の淡水域では評価

に耐えるデータが得られず設定できなかった。同海域の PEC は概ね 0.015 µg Tl/L であった。な

お、過去の限られた地域を調査対象とした公共用水域の水質では、工業地帯周辺の調査結果よ

り淡水域では 1.4 µg Tl/L 程度、海水域では 0.090 µg Tl/L の報告があった。 

 
表 2.4 公共用水域濃度 

水 域 平   均 最 大 値 

淡 水 

評価に耐えるデータは得られなか

った［過去の限られた地域で 0.031
µg Tl/L 未満程度 (2002)］ 

評価に耐えるデータは得られなか

った［過去の限られた地域で 1.4 µg 
Tl/L 程度 (2002)］ 

海 水 
概ね 0.013 µg Tl/L (2006)［過去の限

られた地域で 0.090 µg Tl/L の報告

がある (2002)］ 

概ね 0.015 µg Tl/L (2006)［過去の限

られた地域で 0.090 µg Tl/L の報告

がある (2002)］ 

注：1) 環境中濃度での（ ）内の数値は測定年度を示す。 
    2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む。 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

ラットに 204Tl でラベルした硝酸タリウム 767 µg Tl/kg を強制経口投与、121 µg Tl/kg を気管内

投与した結果、いずれの投与経路でも投与量のほぼ全量が体内に吸収された。また、これらと

38µg Tl/kg を静脈内投与、96 µg Tl/kg を筋肉内投与又は皮下投与、144 µg Tl/kg を腹腔内投与し

た後の体内放射活性の変化を比較すると、経時的な残存割合には投与経路による大きな差はな

く、3.3 日の半減期で減少し、日々の排泄は糞中の方が尿中よりも 2～5 倍多かった 1) 。また、

ラットに致死量に近い硫酸タリウム 10 mg Tl/kg を強制経口投与した結果、8 日間で投与量の

20.8％が尿中に、32.4％が糞中に排泄され、体内半減期は 7.3 日と見積もられた 2) 。 

イヌに硫酸タリウム 25 mg Tl/kg を強制経口投与した結果、投与量の 32.0％が 3 日後までに尿

中に排泄され、36 日間で 61.6％が尿中に排泄された 3) 。また、ラットの結紮した空腸、回腸に

硫酸タリウム 4.1 µg Tl を投与して 1 時間の吸収率を調べた結果、空腸で 81.4％、回腸で 64.4％

であった 4) 。 

硫酸タリウムを投与したラット 5) 、マウス 6) 、ハムスター7) 、硝酸タリウムを投与したラッ

ト 1, 8) 、マロン酸タリウムを投与したハムスター7) 、塩化タリウムを投与したウサギ 9) の試験で

は、強制経口投与や腹腔内投与などによって吸収されたタリウムは速やかに体内に分布し、腎

臓に多く分布した。また、1 価又は 3 価に調整した無機タリウムイオンをラットに強制経口投与

又は腹腔内投与した結果、タリウムの体内分布や肝臓、腎臓の細胞内分布には投与経路や価数

の違いによる差はほとんどなかった。3 価に調整したジメチルタリウムの強制経口投与では、吸

収量は劣ったものの、体内分布や肝臓、腎臓の細胞内分布のパターンは無機タリウム投与時と

同様であった 10) 。 

ヒトでは、204Tl でラベルした硫酸タリウム 45 mg を経口投与し、その後も 45 mg を 3 日毎に

4 回経口投与した末期がん患者で血液中のタリウム量は 3 時間後にピーク（投与量の 3％）とな

り、その後減少して 24～48 時間は 1.6％で推移した。尿中には 5.5 日間で投与量の 15.3％を排出

したが、糞中には 3 日間で 0.4％とわずかであった。24 時間毎の体内タリウム量に対する排出割

合を平均すると 1日当たり 3.2％となり、初回投与から 24日後に死亡した時点で投与量の約 45％

が体内にあったと見積もられ、単位重量当たりのタリウム量は毛髪で最も多く、次いで腎乳頭、

腎皮質、心筋、骨腫瘍部、脾臓、副腎髄質、肋骨皮質、骨腫瘍の肺転位部、膵臓、横断肋骨、

頭皮、肝臓、骨髄の順で多かった 11) 。 

塩化タリウムの 201Tl 標識体（2～5 mCi）を患者 4 人に静脈内投与した結果、血液中の放射活

性は 2 相性で急速に減少し、半減期は第 1 相が約 5 分、第 2 相が約 40 時間であった。また、ホ

ールボディーカウンター検査では腎臓や大腸、心臓、甲状腺で高い放射活性がみられ、全身の

放射活性半減期は約 10 日と見積もられた 12) 。 

 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 
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表 3.1 急性毒性 13) 

【タリウム】 
動物種 経路 致死量、中毒量等 

ラット 経口 LDLo 30 mg/kg 

 

【塩化タリウム】 
動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LDLo 55 mg/kg 
マウス 経口 LD50 24 mg/kg 
マウス 経口 LD50 23.7 mg/kg 

 

【酢酸タリウム】 
動物種 経路 致死量、中毒量等 
ヒト 経口 LDLo 12 mg/kg 
ヒト 経口 LDLo 13.3 mg/kg 
ラット 経口 LD50 41.3 mg/kg 
マウス 経口 LD50 35 mg/kg 

モルモット 経口 LDLo 15 mg/kg 
ウサギ 経口 LDLo 25 mg/kg 
イヌ 経口 LDLo 13 mg/kg 

 

【酸化タリウム（Ⅰ）】 
動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 40.6 mg/kg 
ウサギ 経口 LDLo 31.2 mg/kg 
イヌ 経口 LDLo 31.2 mg/kg 

 

【酸化タリウム（Ⅲ）】 
動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 44 mg/kg 

モルモット 経口 LDLo 5.2 mg/kg 
ウサギ 経口 LDLo 34 mg/kg 
イヌ 経口 LDLo 34 mg/kg 

 

【炭酸タリウム】 
動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 21.8 mg/kg 
ラット 経口 LD50 15 mg/kg 
マウス 経口 LD50 21 mg/kg 
ラット 経皮 LD50 117 mg/kg 

 

 

【硫酸タリウム】 
動物種 経路 致死量、中毒量等 
ヒト 経口 LDLo 2.166 mg/kg 
ヒト 経口 LDLo 3 mg/kg 
ヒト 経口 LDLo 14 mg/kg 
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動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 16 mg/kg 
ラット 経口 LDLo 24.7 mg/kg 
マウス 経口 LD50 23.5 mg/kg 
ネコ 経口 LDLo 40 mg/kg 
イヌ 経口 LDLo 16 mg/kg 
ブタ 経口 LDLo 2 mg/kg 

ラット 経皮 LD50 550 mg/kg 
 

タリウムを経口摂取すると胃腸管、神経系に影響を与え、脱毛を生じることがあり、腹痛

や吐き気、嘔吐、頭痛、脱力感、筋肉痛、かすみ眼、焦燥感、痙攣、心拍数増加を生じる 14) 。 

炭酸タリウム、硫酸タリウムは胃腸管、中枢神経系及び末梢神経系に影響を与え、脱毛を

生じることがあり、大量に摂取すると心血管系、腎臓及び肝臓に影響を与え、死に至ること

もある。経口摂取すると腹痛や吐き気、嘔吐、下痢、頭痛、脱力感、痙攣、筋肉痛、麻痺、

せん妄、意識喪失を生じる 15, 16) 。硫酸タリウムは眼、皮膚、おそらく気道を刺激し、吸入す

ると咳や咽頭痛、眼に入ると発赤、痛み、皮膚に付くと発赤を生じる 16) 。 

 

② 中・長期毒性 

ア）Wistar ラット雌雄各 5 匹を 1 群とし、0、0.0005、0.0015、0.005％の濃度で酢酸タリウム

を餌に添加して 15 週間投与した結果、0.005％群の雄は 5 週まで、雌は 13 週までに全数が

死亡し、15 週までに対照群の雌雄各 2 匹、0.0005％群の雄 2 匹、0.0015％群の雄 3 匹、雌 1

匹が死亡した。このため、6 週後に 0、0.003％群（雌雄各 5 匹）を追加して 9 週間投与した

結果、対照群の雄 2 匹、雌 1 匹、0.003％群の雄 4 匹、雌 3 匹が死亡した。0.0015％以上の

群では 2 週間後から脱毛がみられるようになり、投与期間終了後の 0.0015、0.003％群では

ほぼ被毛がなかった。投与群で組織への影響はなかったが、腎臓で軽度の重量増加がみら

れた 17) 。対照群のほぼ半数に死亡がみられたことから、この結果から信頼性のある NOAEL

は設定できないが、脱毛を影響指標にとると NOAEL は 0.0005％（0.4 mg Tl/kg/day 程度）

となる。 

 

イ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 20 匹を 1 群とし、0、0.01、0.05、0.25 mg/kg/day の硫酸タ

リウムを 90 日間強制経口投与（7 日/週）した結果、体重や臓器の重量、組織に影響はなく、

血清の GOT（AST）、LDH、ナトリウム量の増加、血糖値の低下に用量に依存した有意な変

化がみられたが、正常範囲に収まるものであった。また、溶媒対照群の 1/4～1/3、投与群

のほぼ全数で流涙、眼球突出の所見が投与期間内に 1 回以上（ただし、頻度等の報告なし）

みられたが、眼科学的検査で異常はなかった。さらに投与群で脱毛の増加傾向がみられた

が、0.25 mg/kg/day 群の雌 2 匹以外は毛繕いや自然の生え替わりによるものであり、重要な

所見ではないと考えられた 18) 。しかし、生データを取り寄せて検討したところ、0.25 

mg/kg/day 群の雌 2 匹では毛包の萎縮を伴っており、脱毛をタリウムの毒性所見とした報告

例とも一致することから、NOAEL は 0.05 mg/kg/day（0.04 mg Tl/kg/day）であると考えられ

た 19) 。 
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ウ）雄ラット 10 匹を 1 群とし、0、0.8 mg/kg/day の硫酸タリウムを 3 ヶ月間（7 日/週）経口

投与し、1、2、3 ヶ月後に血清の尿素、クレアチニン、ビリルビン、GPT（ALT）を測定し

た結果、いずれも 1 ヶ月後から有意に上昇してビリルビンは投与前の約 6 倍、その他は約 2

倍になり、その後もわずかに増加して有意に高いままであった 20) 。この結果から、LOAEL

を 0.8 mg/kg/day（0.65 mg Tl/kg/day）とする。 

 

エ）Wistar ラット雌雄各 5 匹を 1 群とし、0、0.002、0.0035、0.005、0.01、0.05％の濃度で酸

化タリウム（Ⅲ）を餌に添加して 15 週間投与した結果、8 週までに 0.005％以上の群で雌雄

の全数が死亡し、15 週までに対照群の雄 1 匹、0.002％群の雌 2 匹、0.0035％群の雄 4 匹、

雌 2 匹が死亡した。0.002、0.0035％群の雄及び 0.0035％群の雌で著明な体重増加の抑制を

認め、0.002、0.0035％群の雄では 4 週間後頃から脱毛が始まり、6 週間後にほぼ完全に脱毛

状態となった。雄よりは軽度であるが、雌でも脱毛がみられた。0.002％群の雌雄及び

0.0035％群の雌で腎臓重量の有意な増加を認めたが、腎臓の組織に影響はなかった。皮膚の

組織検査では毛包や毛幹の減少、毛包の萎縮、脂腺の萎縮、表皮の角化亢進を認めた 17) 。

この結果から、LOAEL を 0.002％（1.8 mg Tl/kg/day 程度）とする。 

 

オ）Sprague-Dawley ラット雌 80 匹を 1 群とし、0.001％のタリウム濃度となるように硫酸タリ

ウムを飲水に添加して 36 週間投与した結果、投与期間終了までに 21％が死亡した。脱毛は

4 週間後に始まって 20％にみられるようになり、数匹は試験終了時までにほぼ被毛がなく

なった。また、電気生理学的検査では、運動活動電位及び感覚神経活動電位の低下を認め、

約半数で坐骨神経に形態学的変化（ウォーラー変性、ミエリン鞘の空胞化及び層状化など）

がみられた 21) 。なお、36 週間のタリウム摂取量は 250～300 mg Tl/kg とされており、これ

を投与日数で除すと 0.99～1.2 mg Tl/kg/day となる。 

 

③ 生殖・発生毒性 

ア）Wistar ラット雄 10 匹を 1 群とし、0、0.001％の濃度で硫酸タリウムを飲水に添加して 60

日間投与した結果、一般状態や体重に影響はなく、目立った脱毛や神経障害の徴候もなか

ったが、0.001％群の精巣上体尾で運動精子の割合に有意な減少を認め、ほとんどの精巣上

体で未成熟な精子が高率にみられ、精巣のタリウム濃度は有意に高かった。組織検査では

精原細胞や精母細胞、精子細胞の形態、精細管の径に影響はなかったが、0.001％群で精細

管上皮の乱れ、セルトリ細胞の空胞化や滑面小胞体の腫大を認め、精巣のβ-グルクロニダ

ーゼ活性は有意に低かった。なお、飲水量から求めたタリウム摂取量は約 0.7 mg Tl/kg/day

であった 22) 。この結果から、LOAEL を 0.7 mg Tl/kg/day とする。 

 

イ）雄ラット（系統等不明）に 0、0.005、0.05、0.5 µg/kg/day の炭酸タリウムを 8 ヶ月間経口

投与した後に未処置の雌（16～18 匹/群）と交尾させて実施した優性致死突然変異試験の結

果、0.005 µg/kg/day 群での吸収胚数と着床後胚損失率の変化から優性致死突然変異の誘発

を認めたとした報告があったが 23) 、それらの数値に大きな差はなく、有意差の記載もなか

ったことから、詳細は不明であった。 
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ウ）Kunming マウス雄 20 匹を 1 群とし、0、0.0000001、0.000001、0.00001、0.0001、0.001％

の濃度で炭酸タリウムを飲水に添加して 6 ヶ月間投与し、各群の半数を未処置の雌と交尾

させた結果、精子の運動能への影響は 0.0000001％以上の群でみられ、0.000001％以上の群

で死亡精子数の有意な増加、0.00001％以上の群で精子数の有意な減少と形態異常精子の増

加を認めた。しかし、受胎率や吸収胚数に有意差はなく、むしろ生存胎仔数は 0.000001％

以上の群で有意に増加し、胎仔死亡率は 0.0000001～0.00001％群で有意に低かった 24) 。マ

ウスの平均体重を 20 g、1 日平均飲水量を 6 mL と仮定すると、各群の用量は 0.0003、0.003、

0.03、0.3、3 mg Tl/kg/day となり、極めて低用量で精子への影響があったことが示唆される

が、繁殖成績には悪影響がなかったことから、各群の精子数変化には生物学的意義はない

と考えられた。この結果から、NOAEL を 0.001％（3 mg Tl/kg/day）以上とする。 

 

エ）NOS albino ラット雌 30 匹を 1 群とし、0、0.0001％の濃度で硫酸タリウムを飲水に添加し

て妊娠期間及び授乳期間を通して投与し、離乳した仔には生後 60 日齢まで母ラットと同様

に飲水投与した結果、母ラットの体重や妊娠期間、出生仔数、仔の体重に影響はなかった。

また、同様にして授乳期間のみ投与した後に生後 60 日齢まで投与した場合も、仔の体重に

影響はなかった。しかし、妊娠期間に曝露された仔では毛器官の発達が不完全であり、授

乳期間のみに曝露された仔では脱毛がみられたが、いずれも 60 日齢までに回復し、対照群

と同等となった 25) 。 

 

④ ヒトへの影響 

ア）タリウムは当初は淋病、梅毒、結核の治療薬として用いられていたが、少量服用すると

毛髪のケラチン生成が阻害されて2～3週間で脱毛を起こす性質によって脱毛剤としても使

用されるようになり、頭部白癬菌症の治療薬として繁用された歴史も長いとされている。

しかし、薬用量と中毒量の隔たりが小さく、数々の中毒を生じたことから次第に治療薬と

して使用されなくなり、1976 年頃には工業及び農業の分野でのみの使用となった 26) 。 

 

イ）子供の頭皮の黄癬、白癬などの感染症にタリウム化合物（主に酢酸タリウム）を経口治

療薬として使用した 1934 年以前の症例報告の調査では、4～10 mg/kg の経口投与を受けた

8,006 人の患者のうち、447 人（5.6％）が中毒を発症し、8 人が死亡（6 人が 8.0 mg/kg、1

人が 8.75 mg/kg、1 人が不明）していた。また、その他の臨床利用や産業曝露、殺鼠剤・害

虫駆除剤などからの曝露をあわせるとタリウム中毒患者は 778 人となり、46 人（5.9％）が

死亡していた 27) 。 

 

ウ）タリウムを含む殺鼠剤を自殺目的で経口摂取した 31 歳男性の症例では、急激な嘔吐で発

症し、半月後に左右下肢の自発痛、1 ヶ月後に頭髪の脱毛がみられるようになり、その後こ

れらの症状が増悪し、さらに着衣のまま入浴する等の異常行動が出現したため、1.5 ヶ月後

に入院した。入院時の検査では、左右の手指と膝以下の知覚異常と表在知覚の低下、左右

下肢の筋力低下と筋萎縮を認め、尿中タリウム濃度は 3.5 mg/L と高かった。また、正中神
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経の知覚神経伝導速度（SCV）とその伝導速度分布（DCV）の検査では SCV は正常下限値

より低く、DCV の測定項目のうち伝導速度が早い神経線維の伝導速度（V70～V90）も正

常下限値より低かった。しかし、入院から 10 週後には尿中タリウム濃度は 0.1 mg/L へと低

下し、自他覚的所見は筋力低下と筋萎縮を除きほぼ改善した。男性は入院から 9 ヶ月後に

退院し、下肢の筋力低下と足裏の軽度感覚異常は残存していたものの、DCV、SCV の値は

ともに正常範囲にまで回復した 28, 29) 。 

 

エ）ドイツのセメント工場でタリウムに平均 22.9 年間曝露された労働者 36 人の調査では、10

人に感覚障害、5 人に感覚消失、14 人に運動障害、3 人に四肢の筋力低下の訴えがあったが、

電気生理学的検査結果や血液、尿、毛髪中のタリウム濃度との関連はみられなかった。労

働者の半数には併発症（消化性潰瘍、糖尿病、肥満、呼吸不全症候群、アルコール性肝疾

患、関節・結合組織の障害、高血圧性血管疾患など）があったことから、それらの併発症

による可能性も考えられた 30) 。また、アメリカの電池製造工場でタリウムに曝露された労

働者 86 人、年齢や雇用期間、勤務形態、作業内容でマッチした対照群 79 人について医療

記録をもとに検討した調査では、いずれの疾患の発生率にも有意差はなかったが、曝露濃

度が低く、対象人数や観察期間も十分ではなかったことが制限要因と考えられた 31) 。 

 

オ）旧西ドイツのセメント工場周辺の住民を対象にした調査では、1,265 人で 24 時間尿の平

均タリウム濃度は 2.6 µg Tl/L（< 0.1～76.5 µg Tl/L）、1,163 人で毛髪中の平均タリウム濃度

は 9.5 ng Tl/g（0.6～565 ng Tl/g）であり、尿中濃度は都市部対照群 31 人の 0.4 µg Tl/L（< 0.1

～1.2 µg Tl/L）、地方対照群 10 人の 0.2 µg Tl/L（< 0.1～0.9 µg Tl/L）に比べて明らかに高か

った。曝露評価の結果、タリウムの主要な曝露経路は各家庭の庭で育った野菜や果物の摂

取であることが判明し、セメント工場から排出されたタリウムを含む粉塵の沈着が原因と

考えられ、他の曝露源や吸入経路の寄与は小さいと考えられた。そこで、< 2、2～20、> 20 

µg Tl/L の尿中濃度、< 10、10～50、> 50 ng Tl/g の毛髪中濃度で住民を 3 群に分けて比較し

た結果、典型的な中毒症状である脱毛はタリウム濃度と負の関連にあり、皮膚の変化や胃

腸障害にはタリウム濃度との関連がなかったが、睡眠障害、その他の神経症状（多発神経

障害、精神衰弱など）には正の関連があった 32) 。 

 

カ）上記セメント工場では 1979 年 8 月に製造工程を見直し、タリウムの排出を 1/100 以下に

削減したが、工場の周辺地域で 1978 年 1 月から 1979 年 8 月に産まれた子供 297 人につい

て調査を行ったところ、5 人に先天性奇形、6 人に軽度の先天性異常があり、州の統計デー

タから求めた先天性奇形のオッズ比は 6.25 と高かった。妊娠期を反映していないが、1979

年 9 月に実施した母親の尿中、毛髪中のタリウム濃度測定では、いずれの測定結果も一般

集団と比較すると低い範囲にあった。また、先天性奇形の 5 人のうち、2 人は遺伝的素因が

疑われ、他の 1 人も母親が妊娠中に庭で収穫した野菜や果物を摂取していなかった。この

ため、タリウムの曝露と先天性奇形には関連がないように考えられた 33) 。 

 

キ）アメリカの国民健康栄養調査（1999～2000 年）では、776 人の平均尿中タリウム濃度は

0.16 µg Tl/L（< 0.01～0.86µg Tl/L）であり、54 人が末梢動脈疾患に罹患していたが、年齢、
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性、人種、学歴、喫煙、尿中クレアチニンで調整したオッズ比に有意な増加はなかった 34) 。 

 

ク）中国湖北省内の 3 病院で 2012～2014 年に産まれた低出生体重児 204 人、出産病院、出生

児の性、妊娠年齢でマッチした対照群 612 人の症例対照研究では、出産した日の母親の尿

中タリウム濃度から 3 群（< 0.39、0.39～0.77、≧ 0.78 µg Tl/g クレアチニン）に分け、低

濃度群に対するオッズ比を求めると高濃度群のオッズ比は 1.52（95％ CI = 1.00～2.30）と

有意に高く、妊娠年齢、世帯収入、母親の BMI、出産歴、受動喫煙、妊娠中の高血圧で調

整したオッズ比 1.90（95％ CI = 1.01～3.58）も有意に高かった。また、出産年齢の中央値

（28 歳）、出生児の性、学歴、世帯収入、雇用の有無で層化して比較したところ、調整後の

オッズ比は 28 歳未満の高濃度群で 2.46（95％ CI = 1.05～5.88）、年収 50,000 元未満の高濃

度群で 2.53（95％ CI = 1.13～5.99）と有意に高かった。これらの結果から、出生前の高濃

度タリウム曝露は低出生体重児のリスク増加に関連することが示唆された 35) 。 

 

（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
 

表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC －  

EU EU －  

 EPA (2009) ヒトでの発がん性の可能性を評価するにはデータが不十分 
である＊。 

USA ACGIH －  

 NTP － 

日本 日本産業衛生学会 －  
ドイツ DFG －  
注：U.S.EPA（2009）は 2005 年のガイドラインに基づくため、分類に対応する記号はない。 

 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、硝酸タリウムは代謝活性化系（S9）無添加のネズミチフス菌 36) 、大

腸菌 36) 、酵母 37) で遺伝子突然変異を誘発しなかったが、枯草菌 36, 38) で DNA 傷害を誘発

した。炭酸タリウムはラット、マウスのワクシニアウイルスを感染させた胚由来線維芽細

胞で DNA 鎖切断を誘発した 23) 。硫酸タリウムはヒト末梢血リンパ球で小核を誘発しなか

った 39) 。 

in vivo 試験系では、炭酸タリウムを経口投与したラットで優性致死突然変異を誘発したと

した報告 23) があったが、詳細は不明であった。硫酸タリウムは経口摂取した中毒患者の末

梢血リンパ球で染色体異常、姉妹染色分体交換を誘発しなかったが、染色体消失型の小核
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の明らかな増加がみられた 40) 。タリウム中毒患者 13 人の末梢血リンパ球では染色体異常

の平均頻度に有意な増加を認め、うち 8 人の小核試験の結果は対照群のデータがないもの

の、1 人の小核頻度は顕著に高かった 41) 。核医学検査のためにタリウム 201（201Tl）を静脈

内投与した患者（24～25 人）の末梢血リンパ球で遺伝子突然変異 42, 43) 、染色体異常 43) の

誘発を認めなかったが、別の 21 人で実施した 3、30、90 日後の検査で 3 日後に染色体異常、

姉妹染色分体交換の誘発を認めた報告もあった 44) 。 

 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

実験動物での発がん性に関して、知見は得られなかった。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

アメリカの電池製造工場でタリウムに曝露された労働者 86 人、年齢や雇用期間、勤務形

態、作業内容でマッチした対照群 79 人について医療記録をもとに検討した調査では、がん

の発生率に有意な増加はなかったが、調査の規模等は十分なものではなかった 31) 。 

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性及び生殖・発生毒性等に関する知見が得られているが、

発がん性については十分な知見が得られず、ヒトに対する発がん性の有無については判断で

きない。このため、閾値の存在を前提とする有害性について、非発がん影響に関する知見に

基づき無毒性量等を設定することとする。 

経口曝露については、中・長期毒性イ）に示したラットの試験から得られた硫酸タリウム

の NOAEL 0.04 mg Tl/kg/day（毛包の萎縮を伴った脱毛）を慢性曝露への補正が必要なことか

ら 10 で除した 0.004 mg Tl/kg/day が信頼性のある最も低用量の知見と判断し、これを無毒性

量等に設定する。 

吸入曝露については、無毒性量等の設定ができなかった。 

 

② 健康リスクの初期評価結果 
 

        表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 
飲料水 － － 

0.004  
mg Tl/kg/day 

ラット 
－ 

公共用水

域・淡水 
－ － － 

 

経口曝露については、曝露量が把握されていないため、健康リスクの判定はできなかった。 

なお、公共用水域・淡水の最大値（1 地点）として報告のあった値から算出した経口曝露量

は 0.00012 µg Tl/kg/day であったが、参考としてこれと無毒性量等 0.004 mg Tl/kg/day から、動

物実験結果より設定された知見であるために 10 で除して求めた MOE（Margin of Exposure）
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

は 3,300 となる。また、限られた地域の公共用水域・淡水の最大値として報告のあった値から

算出した経口曝露量は 0.0044µg Tl/kg/day であったが、参考としてこれから算出した MOE は

91 となる。さらに、過去の限られた地域の公共用水域・淡水と過去の土壌及び食物の最大値

から算出した経口曝露量は 0.070 µg Tl/kg/day であったが、参考としてこれから算出した MOE

は 6 となる。このため、本物質の経口曝露については、健康リスクの評価に向けて経口曝露

の情報収集等を行う必要性があると考えられる。 
 
 
       表 3.4 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 概ね 0.000086 µg Tl/m3 概ね 0.00015 µg Tl/m3 

－ － 
－ 

室内空気 － － － 
 

吸入曝露については、無毒性量等が設定できず、健康リスクの判定はできなかった。 

なお、吸収率を 100％と仮定し、経口曝露の無毒性量等を吸入曝露の無毒性量等に換算する

と 0.013 mg Tl/m3となるが、参考としてこれと予測最大曝露濃度 0.00015 µg Tl/m3から、動物

実験結果より設定された知見であるために 10 で除して求めた MOE は 8,700 となる。このた

め、本物質の一般環境大気からの吸入曝露による健康リスクの評価に向けて吸入曝露の情報

収集等を行う必要性は低いと考えられる。 
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４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を、1 価及び 3 価のタリウムについて行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、その信頼性及び採用の可能性を確

認したものを生物群（藻類、甲殻類、魚類及びその他の生物）ごとに整理すると 1 価タリウム

は表 4.1.1、3 価タリウムは表 4.1.2 のとおりとなった。 

 

表 4.1.1 水生生物に対する毒性値の概要 
【1価タリウム】 

生物群 
急

性 
慢

性 
毒性値

[µg Tl/L] 

硬度 
[mg/L] 
／塩分

生物名 
生物分類 
／和名 

エンドポイント

／影響内容 

曝露 
期間 
［日］

試

験

の

信

頼

性 

採

用

の

可

能

性 

文献No. 被験物質 

藻 類 ○  2.57 ― Chlorella sp. 
トレボウクシ

ア藻類 
EC50   
GRO (RATE)

3 D C 1)-98027 Tl (I) 

  ○ <10 24 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
NOEC  
GRO (RATE)

3 D C 
2)- 

2016034 
TlNO3 

 ○  87 24 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
EC50   
GRO (RATE)

3 D C 
2)- 

2016034 
TlNO3 

 ○  130 ― 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 EC50  GRO 3 D C 1)-9607 Tl2SO4 

 ○  330 塩分41 Ditylum brightwellii 珪藻類 EC50  GRO 5 D C 1)-6405 TlCl 

甲 殻 類 ○  81 48 Gammarus minus ヨコエビ属 LC50  MOR 4 B B 1)-14563 Tl2SO4 

 ○  330 85 
Streptocephalus 
proboscideus 

ホウネンエ

ビ目 
LC50  MOR 1 C C 1)-13669 Tl2SO4 

 

○  510 71 Daphnia magna 
オオミジン

コ 
EC50  IMM 2 B B 

2)- 
2016034 

TlNO3 

 

○  725 71 Daphnia pulex ミジンコ EC50  IMM 2 B B 
2)- 

2016034 
TlNO3 

魚 類  ○ <40 28～40
Pimephales 
promelas 

ファットヘッ

ドミノー（胚）
NOEC  MOR 30 A A 1)-10427 Tl2SO4 

 ○  1,900 48 
Oncorhynchus 
mykiss 

ニジマス LC50  MOR 4 B B 1)-14563 Tl2SO4 

 

○  3,200 40～48
Oncorhynchus 
mykiss 

ニジマス LC50  MOR 4 B B 1)-61942 Tl (I) 

 

○  24,000 塩分34 Menidia beryllina 
トウゴロウ

イワシ科 
LC50  MOR 4 B B 1)-863 CH3COOTl

そ の 他   202 230 Lemna minor コウキクサ 
EC20   
GRO (RATE)

7 D ― 1)-113958 TlNO3 

 

○  397 230 Lemna minor コウキクサ 
EC50   
GRO (RATE)

7 D C 1)-113958 TlNO3 
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生物群 
急

性 
慢

性 
毒性値

[µg Tl/L] 

硬度 
[mg/L] 
／塩分

生物名 
生物分類 
／和名 

エンドポイント

／影響内容 

曝露 
期間 
［日］

試

験

の

信

頼

性 

採

用

の

可

能

性 

文献No. 被験物質 

そ の 他 ○  2,200 48 Physa heterostropha
サカマキガ

イ属 
LC50  MOR 4 B B 1)-14563 Tl2SO4 

 

○  7,700 85 
Brachionus 
calyciflorus ツボワムシ LC50  MOR 1 C C 1)-13669 Tl2SO4 

急性／慢性：○印は該当する毒性値 

毒性値（太字）：PNEC 導出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）： PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない、 
―：採用の可能性は判断しない 

エンドポイント 

EC20 (20% Effective Concentration)：20%影響濃度、EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、 

LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、NOEC (No Observed Effect Concentration)：無影響濃度 

影響内容 

GRO (Growth)：生長（植物）又は成長（動物）、IMM (Immobilization)：遊泳阻害、MOR (Mortality) : 死亡 

毒性値の算出方法 
RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

 

 

1 価タリウムについて評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及

び慢性毒性値のそれぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採

用した。その知見の概要は以下のとおりである。 

 

1） 甲殻類 

Horneら1)-14563は、米国ASTMの試験方法 (E729, 1980) に準拠し、ヨコエビ属Gammarus minus

の急性毒性試験を実施した。被験物質には硫酸タリウム (I) が用いられた。試験は止水式で行

われ、設定試験濃度は0（対照区）、0.028、0.047、0.078、0.130、0.216、0.360、0.60、1.0 mg/L で

あった。試験用水には、米国ASTM推奨の再調整脱塩軟水（硬度48 mg/L 、CaCO3換算）が用い

られた。96時間半数致死濃度 (LC50) は、設定濃度に基づき81 µg Tl/Lであった。 

 

2）魚 類 

Horne ら 1)-14563 は、米国 ASTM の試験方法 (E729, 1980) に準拠し、ニジマス Oncorhynchus 

mykiss (＝Salmo gairdneri) の急性毒性試験を実施した。被験物質には硫酸タリウム (I) が用いら

れた。試験は止水式で行われ、設定試験濃度は 0（対照区）、0.3、0.5、0.8、1.3、2.4、4.1 mg/L  で

あった。試験用水には、米国 ASTM 推奨の再調整脱塩軟水（硬度 48 mg/L、CaCO3換算）が用

いられた。96 時間半数致死濃度 (LC50) は、設定濃度に基づき 1,900 µg Tl/L であった。 

また、LeBlanc と Dean1)-10427は、米国 EPA の試験方法 (EPA78-01-4646, 1972) に準拠して、フ

ァットヘッドミノーPimephales promelas の胚－仔魚期の慢性毒性試験を実施した。被験物質に

は硫酸タリウム (I) が用いられ、試験は流水式 (6 倍容量換水／日) で行われた。試験用水には
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気した地下水（硬度 28～40 mg/L、CaCO3換算）が用いられた。試験濃度の実測濃度は 0（対照

区）、40、120、200、350、720 µgTl/L であった。仔魚の死亡に関するふ化後 30 日間無影響濃度 

(NOEC) は、40 µgTl/L 未満とされた。 

 

3)その他の生物 

Horneら1)-14563は、米国ASTMの試験方法 (E729, 1980) に準拠し、サカマキガイ属Physa 

heterostrophaの急性毒性試験を実施した。被験物質には硫酸タリウム (I) が用いられた。試験は

止水式で行われ、設定試験濃度は0（対照区）、0.028、0.047、0.078、0.130、0.216、0.360、0.60、

1.0 mg/L であった。試験用水には、米国ASTM推奨の再調整脱塩軟水（硬度48 mg/L、CaCO3換

算）が用いられた。96時間半数致死濃度 (LC50) は、設定濃度に基づき2,200 µgTl/Lであった。 

 

 
表 4.1.2 水生生物に対する毒性値の概要 

【3価タリウム】 

生物群 
急

性 
慢

性 
毒性値

[µgTl/L] 

硬度 
[mg/L]
／塩分 

生物名 生物分類／和名
エンドポイント

／影響内容 

曝露

期間

［日］

試

験

の

信

頼

性 

採

用

の

可

能

性 

文献No. 被験物質

藻 類   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

甲殻類 ○  11 ― Daphnia magna オオミジンコ LC50  MOR 2 C C 1)-80821 
Tl(NO3)3 

・3H2O 

 ○  33 ― Daphnia magna オオミジンコ LC50  MOR 2 C C 1)-80821 
TlCl3 

・4H2O 

魚 類   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

その他   110 195 
Gastrophryne 
carolinensis 

ジムグリガエル

科（胚） 
LC50  MOR 

7 
（～ふ化

4 日後）

B ― 1)-5305 TlCl3 

急性／慢性：○印は該当する毒性値 

毒性値（太字）：PNEC 導出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）： PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験はある程度信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可、 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値はある程度採用できる、C：毒性値は採用できない、 
―：採用の可能性は判断しない 

エンドポイント 

LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度 

影響内容 

MOR（Mortality）：死亡 

 

（2）予測無影響濃度（PNEC）の設定 

1 価タリウムと 3 価タリウムを対象として、急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上

記本文で示した毒性値に情報量に応じたアセスメント係数を適用し予測無影響濃度 (PNEC) を

求めた。 
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【1価タリウム】 

急性毒性値 

甲殻類 Gammarus minus 96 時間 LC50 81 µgTl/L  

魚 類 Oncorhynchus mykiss 96 時間 LC50 1,900 µgTl/L  

その他 Physa heterostropha 96 時間 LC50 2,200 µgTl/L  

アセスメント係数：1,000［2 生物群（甲殻類、魚類）及びその他の生物について、信頼でき

る知見が得られたため］ 

これらの毒性値のうち、その他の生物を除いた小さい方の毒性値（甲殻類の 81 µgTl/L）をア

セスメント係数 1,000 で除することにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 0.081 µg Tl/L が得ら

れた。 

 

慢性毒性値 

魚 類 Pimephales promelas 30 日間 NOEC（死亡） 40 µgTl/L 未満

アセスメント係数：100［1 生物群（魚類）の信頼できる知見が得られたため］ 

 得られた毒性値（魚類の 40 µgTl/L 未満）をアセスメント係数 100 で除することにより、慢性

毒性値に基づく PNEC 値 0.4 µgTl/L 未満が得られた。 

 

【3価タリウム】 

3 価タリウムでは初期評価に採用可能な有害性情報が得られず、PNEC を設定できなかった。 

 

したがって、本評価における PNEC としては、PNEC を設定できた 1 価タリウムの 0.081 µgTl/L

を採用する。 

 

（3）生態リスクの初期評価結果 

 
表 4.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 

評価に耐えるデータは得ら

れなかった 
［過去の限られた地域で

0.031 µgTl/L 未満程度(2002)］

評価に耐えるデータは得ら

れなかった 
［過去の限られた地域で

1.4 µgTl/L 程度 (2002)］ 
0.081 

µgTl/L 

― 

公共用水域・海水 

概ね 0.013 µgTl/L (2006) 
［過去の限られた地域で

0.090 µgTl/L の報告がある 
(2002)］ 

概ね 0.015 µgTl/L (2006) 
［過去の限られた地域で

0.090 µg Tl/L の報告があ

る (2002)］ 

0.2 

 注：1) 環境中濃度での（  ）内の数値は測定年度を示す  

      2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 
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本物質の公共用水域における濃度は、淡水域では評価に耐えるデータが得られなかった。海

水域では平均濃度でみると概ね 0.013 µgTl/L であった。安全側の評価値として設定された予測

環境中濃度 (PEC) は、概ね 0.015 µgTl/L であった。なお、得られた環境中濃度は化学形態別で

はなく、全タリウムとしての濃度である。 

環境中のタリウム濃度が全て 1 価のものであると仮定し、予測環境中濃度 (PEC) と予測無

影響濃度 (PNEC) の比を求めると、PEC / PNEC 比は海水域で 0.2 となる。 

また、過去のデータではあるが参考値として淡水域で 1.4 μg Tl/L 程度、海水域では 0.090 μg 

Tl/L という値が報告されており、環境中のタリウム濃度が全て 1 価のものであると仮定した場

合の PNEC との比は淡水域で 17、海水域では 1.1 となる。 

したがって、本物質については情報収集に努める必要があり、排出源を踏まえた環境中濃度

や環境中での存在形態に関する情報を充実させ、有害性情報の充実についても検討することが

望ましいと考えられる。 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要 
ないと考えられる。 

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］ 
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１．物質に関する基本的事項

（1）分子式・分子量・構造式 

1) テルル 

物質名：テルル 
CAS 番号：13494-80-9 
化審法官報公示整理番号： 
化管法政令番号： 
RTECS 番号：WY2625000 

元素記号：Te 

原子量：127.60 
換算係数：1 ppm = 5.22 mg/m3 (気体、25℃) 

 

No. 物質名 CAS No. 
化審法官報公示 

整理番号 
RTECS 番号 分子量 化学式 

2) 塩化テルル(IV) 10026-07-0 ― WY2635000 269.41 TeCl4 

3) テルル酸(VI) 7803-68-1 1-729 WY2350000 229.64 Te(OH)6 

4) 
テルル酸アンモニ

ウム(VI) 
13453-06-0 ― WY2415000 227.67 (NH4)2TeO4 

5) 
テルル酸 
ナトリウム(VI) 

10101-83-4 
1-511 

(テルル酸ナトリ

ウム) 
WE3850000 237.58 Na2TeO4 

6) 
亜テルル酸 
ナトリウム(IV) 

10102-20-2 
1-511 

(テルル酸ナトリ

ウム) 
WY2450000 221.58 Na2TeO3 

7) 
亜テルル酸カリウ

ム(IV) 
7790-58-1 ― WY2420000 253.79 K2TeO3 

8) ジメチルテルル(II) 593-80-6 ― PB3502500 157.67 Te(CH3)2 

9) 二酸化テルル(IV) 7446-07-3 1-557 WY2675000 159.60 TeO2 

（注）物質名に併記したローマ数字は、酸化数を示す。 

 

（2）物理化学的性状 

本物質の性状は以下の通りである。 
No. 化学式 性状 

1) Te 
無定形テルル：灰色粉末1)、金属テルル：銀灰色、金属光沢のある六方晶系に

属するもろい結晶1)、気体テルル：黄金色1) 

常温常圧で灰色の粉末2) 
2) TeCl4 無色吸湿性結晶4) 

3) Te(OH)6 白色の重結晶 3) 

［11］テルル及びその化合物 
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No. 化学式 性状 
4) (NH4)2TeO4 白色の粉末 1) 
5) Na2TeO4 無色結晶 4) 
6) Na2TeO3 白色斜方晶系の結晶 1) 
7) K2TeO3 白色潮解性の結晶1) 
8) Te(CH3)2 非常な悪臭をもつ淡黄色液体 1) 
9) TeO2 α型：無色結晶 4)、β型：淡黄色結晶 4)、常温常圧で白色の粉末 8) 

 

No. 化学式 融点 沸点 密度 

1) Te 
449.51℃ 5)、449.8℃ 6) , 7) 988℃ (760 mmHg) 5)、

989.9℃ 6) 、989.8℃ 7) 
6.232g/cm3 5)、6.11～6.27 
g/cm3 6)、6.24 g/cm3 7)  

2) TeCl4 
224℃ 5) 、225℃ 6) , 7) 387℃ (760 mmHg) 5) 、

380℃ 6)、～390℃ 7) 
3.0 g/cm3 5) 、 
3.01 g/cm3 6) , 7) 

3) Te(OH)6 
136℃ 5) , 7) 160℃ (分解する) 7) 3.07 g/cm3 5) 、 

立方晶系：3.163 g/cm3 6),7)、 
単斜晶系：3.068 g/cm3 6) ,7) 

4) (NH4)2TeO4 分解する 5) , 7)  3.024 5) , 7) 

5) Na2TeO4    
6) Na2TeO3    

7) K2TeO3 
≒460℃（分解する）5)、 
460～470℃（分解する）
7) 

 3.492 g/cm3 6) 

8) Te(CH3)2  94℃ 5)  

9) TeO2 
733℃5) , 6) , 7)  1,245℃ (760 mmHg) 5)、 

1,245℃ 7) 
5.9 g/cm3 5) 、 
正方晶：5.75 g/cm3 6) , 7)、 
斜方晶：6.04 g/cm3 6) , 7)  

 

No. 化学式 蒸気圧 log Kow 解離定数 
1) Te    
2) TeCl4    

3) Te(OH)6 
  pKa1=7.68 (18℃) 5)、

pKa2=11.0 (18℃) 5) 
4) (NH4)2TeO4    
5) Na2TeO4    
6) Na2TeO3    
7) K2TeO3    
8) Te(CH3)2    
9) TeO2    

 

No. 化学式 水溶性(水溶解度) 

1) Te 

59.64 µg/L (pH=8、試験期間 28 日、試験濃度 1 mg/L) 2)、51.77 µg/L (21.2℃、

pH=8、試験期間 28 日、試験濃度 1 mg/L、ブランク法) 2)、183.3 µg/L (21℃、

pH=8、試験期間 7 日、試験濃度 10 mg/L) 2)、1.762 µg/L (21℃、pH=8、試験期

間 7 日、試験濃度 1 mg/L) 2)、1.7 mg/L (20℃、pH=5.5～6.3) 2) 
2) TeCl4  

3) Te(OH)6 
5.01×105 mg/1,000g (30℃) 5)、3.3×105 mg/1,000g (30℃) 6) 、 
4.16×105 mg/1,000g (20℃) 7) 

4) (NH4)2TeO4  
5) Na2TeO4 8×103 mg/1,000g 5) 
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No. 化学式 水溶性(水溶解度) 
6) Na2TeO3 可溶 6) , 7) 
7) K2TeO3 2.75×105 mg/1000g (20℃) 7) 
8) Te(CH3)2  

9) TeO2 
613.5 µg/L (21.5℃、pH=8、試験期間 28 日、試験濃度 1 mg/L) 8)、6.254 µg/L 
(21.5℃、pH=8、試験期間 7 日、試験濃度 10 mg/L) 8)、30.72 µg/L (21.5℃、pH=8、
試験期間 7 日、試験濃度 100 mg/L) 8)、2.5 mg/L (23℃、pH=6.4) 8) 

 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

テルルには、-2、+2、+4、+6 の価数がある9) 。通常の価数は、-2、+4、+6 である10) 。 

大気中のテルルは、ガス状のものと大気粉じん中のものの形態が考えられ11)、海水、河川水

及び湖水水中のテルルは、+4 価及び+6 価の状態でわずかに存在すると考えられる11) 。海域の

底質中のテルルは、70%以上が二酸化テルル、残りは元素状及び可溶性のものを含むテルル化

物として存在すると推定されている11) 。 

水中では主に Te(IV)、Te(VI)で存在する12) 。二酸化テルルは、水中で亜テルル酸を生成する10) 。 

海水中の溶存種は、TeO3
2-、TeO(OH)3

-とされている13) 。 

塩化テルル (IV)を用いた濃縮度試験の結果、テルルは「濃縮が見られない金属」に分類され

ている14) 。 

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等

テルルは、銅精錬時の副産物として電解スライムから金属テルルを抽出している15) 。近年

導入が増加している湿式製錬法では、テルルは生産されない15) 。 

テルルのマテリアルフローを図 1 に示す15) 。 
 

快削鋼

化学⼯業添加剤

光ディスク⽤
ターゲット材

⾦属間化合物

⾦属テルル銅電解スライム

輸⼊量16.3
（ほう素を含む） （⾃動⾞部品・精密機械部品）

（電⼦冷蔵庫、電⼦魔法瓶、カー
クーラー・ヒーター、⾼温装置、
光電⼦倍増管冷却装置）

（乾式複写機）

リサイクルなし

リサイクルなし

リサイクル量不明

リサイクルなし

剥離回収

⽣産量 46.5
内需 52.2

＜原 料＞ ＜中間製品＞ ＜最終製品＞ ＜主要応⽤製品＞ ＜リサイクル＞
量の単位：t

※⽤途別需要量は不明

特殊合⾦

ドラム

（触媒、ゴム、ガラス窯業着⾊剤）

（光ディスク メモリ）

輸出量39.0
（ほう素を含む）

 
図 1 テルルのマテリアルフロー(2010) 
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テルル化合物の化審法に基づき公表された一般化学物質としての製造・輸入数量の推移を

表 1.1 に示す16) 。 

 

表 1.1 テルル化合物の製造・輸入数量（t）a)の推移 

平成(年度) 22 23 24 25 26 

テルル酸ナトリウム X b) X b) X b) X b) X b) 

二酸化テルル 1,000 未満 1,000 未満 1,000 未満 1,000 未満 1,000 未満 

注：a) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含んでいない値を示す。 
b) 届出事業者が 2 社以下のため、製造・輸入数量は公表されていない。 

 

テルルの国内需給を表 1.2 に示す15) 。 

 

表 1.2 テルルの国内需給推移（t） 

 
2005 年 

（平成 17 年） 
2006 年 

（平成 18 年）

2007 年 
（平成 19 年）

2008 年 
（平成 20 年）

2009 年 
（平成 21 年） 

2010 年 
（平成 22 年）

期初在庫 11.3 4.9 5.9 6.2 6.3 9.7 

生産 33.7 35.1 40.7 46.5 49.2 46.5 

輸入 52.2 50.2 47 19.5 14.9 16.3 

供給計 97.1 90.3 93.5 72.2 70.4 72.4 

内需（見掛値） 43.5 63.2 66.1 38.6 21.6 29.4 

内需（報告値） 40 34.2 40.4 46.3 45.8 52.2 

輸出 48.6 21.3 21.3 27.2 39.1 39.0 

期末在庫 4.9 5.9 6.2 6.3 9.7 4.0 

 

② 用 途 

テルルの主な用途は、特殊鋼（鉄鋼の切削性向上）用添加剤、テルル化銅、触媒、合成ゴ

ムの加硫促進剤、ガラス・陶磁器接着剤、感光体セレン合金、テルル化カドミウム（太陽電

池用）、テルル化ビスマス、テルル化鉛（半導体用）とされている17) 。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

テルル及びその化合物（水素化テルルを除く）は、平成 21 年 10 月 1 日に施行された化学物

質排出把握管理促進法対象物質見直しにより、第二種指定化学物質から除外された。また、テ

ルル及びその化合物（または総テルル）は、水環境保全に向けた取組のための要調査項目に選

定されていたが、平成 26 年 3 月改訂の要調査項目リストから除外された。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

（1）環境中への排出量 

本物質は化学物質排出把握管理促進法（化管法）第一種指定化学物質ではないため、排出量

及び移動量は得られなかった。 

経済団体連合会（当時）が実施した PRTR 調査1) によるテルル及びその化合物の排出量等を

表 2.1 に示す。 

 
表 2.1 第 3 回（1999 年度調査）経団連 PRTR（環境汚染物質排出・移動登録）調査結果 
対象化学物質 環境排出量（トン／年）及び構成比 排出・移動量（トン／年） 環境排出量合

計 
＋移動量 

物質 
番号 

物 質 名 大気 
公共用水

域 
土壌 合計

下水

道 
移動

量 
リサイク

ル 
管理型埋

立 

67 
テルル及びその化合

物 
0 100% … … … … 0 … 0 9 33 0

注：調査に参加した業界 44 団体（会員企業 3,724 社）のうち回答が得られた 2,596 社の結果を集計したもの。 

 

また、貴田ら2) は、日本のごみ排出量 5,000 万トン／年の 3/4 が焼却されたと仮定し、テルル

の一般廃棄物焼却炉から年間排出量は 0.3 t 未満、野焼き等の非制御燃焼を仮定した場合には 6 t

未満と推計している。 

なお、日本で年間排出される主要な小型家電 9 品目の基板に存在するテルル量は、152 kg/年

と推計されている3) 。1998 年製の使用済みパソコン中に含まれるテルル量は、デスクトップ型

の基板に 14 mg/kg、ノート型の基板に 1 mg/kg 未満との報告がある4) 。 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

テルル及びその化合物の化学形態は環境中で様々に変化するため、媒体別分配割合の予測を

行うことは適切ではない。したがって、テルル及びその化合物の媒体別分配割合の予測は行わ

なかった。 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.2 に示す。

なお、得られた環境中濃度は化学形態別の濃度ではなく、全テルルの濃度である。 
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表 2.2 各媒体中の存在状況 

媒体 
幾何 

平均値 a) 
算術 
平均値

最小値 最大値 a) 検出 
下限値

検出率
調査 
地域 

測定年度 文 献

             

一般環境大気  µg Te/m3 0.000063 0.000085 0.000029 0.00024 0.000016 5/5 全国 2006 5) 

             

室内空気 µg Te/m3          

           

食物 µg Te/g          

             

飲料水           

             

地下水 µg Te/L 1.1 1.2 1 2 1 10/10 全国 2003 6) 

           

土壌 µg Te/g 0.076 0.098 0.015 0.85 － 142/142 全国 2002～
2004 

7) 

             

公共用水域・淡水   µg Te/L <0.019 <0.019 <0.019 <0.019 0.019 0/2 宮城県、

京都府 

2006 5) 

  1.1 1.2 <1 3 1 27/30 全国 2003 6) 

           

公共用水域・海水   µg Te/L <0.019 <0.019 <0.019 <0.019 0.019 0/2 山口県 2006 5) 

  <1 <1 <1 <1 1 0/10 全国 2003 6) 

     
底質(公共用水域・淡水) µg Te/g <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 0/14 全国 2003 6) 

           

底質(公共用水域・海水) µg Te/g <0.1 0.14 <0.1 0.7 0.1 2/10 全国 2003 6) 

           

魚類(公共用水域・淡水) µg Te/g          

           

魚類(公共用水域・海水) µg Te/g          

           

注：a) 最大値又は幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 

 

（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

一般環境大気及び公共用水域・淡水の実測値を用いて、人に対する曝露の推定を行った（表

2.3）。化学物質の人による一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸量、飲水量、食事量

及び土壌摂取量をそれぞれ 15 m3、2 L、2,000 g 及び 0.11 g と仮定し、体重を 50 kg と仮定して

いる。 

 
表 2.3 各媒体中の濃度と一日曝露量 

  媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 
  大気     
  一般環境大気 概ね 0.000063 µg Te/m3 (2006) 概ね 0.000019 µg Te/kg/day 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

平     
  水質   

均 飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 
  地下水 過去のデータではあるが 1.1 µg Te/L 程過去のデータではあるが 0.044 µg
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  媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 
度 (2003) Te/kg/day 程度 

平 公共用水域・淡水 0.019 µg Te/L 未満の報告がある (2006)
［過去のデータではあるが 1.1 µg Te/L
程度 (2003)］ 

0.00076 µg Te/kg/day 未満の報告がある

［過去のデータではあるが 0.044 µg
Te/kg/day 程度］ 

      

均 食 物 データは得られなかった データは得られなかった 
  土 壌 データは得られなかった（過去のデータ

ではあるが 0.076 µg Te/g） 
データは得られなかった（過去のデータ

ではあるが 0.00017 µg Te /kg/day） 
      

  大気   

  一般環境大気 概ね 0.00024 µg Te/m3 (2006) 概ね 0.000072 µg Te/kg/day 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

最     
 水質   
 飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 
大  地下水 過去のデータではあるが 2 µg Te/L 程度

(2003) 
過去のデータではあるが 0.08 µg Te
/kg/day 程度 

 公共用水域・淡水 0.019 µg Te/L 未満の報告がある (2006)
［過去のデータではあるが 3 µg Te/L 程

度 (2003)］ 

0.00076 µg Te/kg/day 未満の報告がある

［過去のデータではあるが 0.12 µg
Te/kg/day 程度］ 

値      
  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 
  土 壌 データは得られなかった（過去のデータ

ではあるが 0.85 µg Te /g） 
データは得られなかった（過去のデータ

ではあるが 0.0019 µg Te/kg/day） 
      

 

吸入曝露の予測最大曝露濃度は、表 2.3 に示すとおり、一般環境大気のデータから概ね

0.00024 µg Te/m3となった。 

 
表 2.4 人の一日曝露量 

媒 体 平均曝露量（μg Te/kg/day） 予測最大曝露量（μg Te/kg/day）

 大 気  一般環境大気 0.000019 0.000072 

    室内空気   

    飲料水   

 水 質  地下水 （過去のデータではあるが 0.044） （過去のデータではあるが 0.08）

    公共用水域・淡水 
0.00076 

（過去のデータではあるが 0.044）
0.00076 

（過去のデータではあるが 0.12）

  食 物     

  土 壌   （過去のデータではあるが 0.00017）
（過去のデータではあるが

0.0019） 

経口曝露量合計 
 0.00076 0.00076 

 参考値 1 0.04417 0.1219 

総曝露量 
 0.000019+0.00076 0.000072+0.00076 

 参考値 1 0.044189 0.121972 

注：1) アンダーラインを付した値は、曝露量が「検出下限値未満」とされたものであることを示す。 
2) 総曝露量は、吸入曝露として一般環境大気を用いて算定したものである。 
3)（ ）内の数字は、経口曝露量合計の算出に用いていない。 
4) 参考値 1 は、過去の公共用水域・淡水及び土壌のデータを用いた場合を示す。 

 

経口曝露の予測最大曝露量は、表 2.4 に示すとおり、公共用水域・淡水のデータから算定す

ると 0.00076 µg Te/kg/day 未満の報告があった。なお、過去のデータではあるが公共用水域・淡

水及び土壌のデータから算定すると 0.12 µg Te/kg/day 程度となった。 
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（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.5 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると、公共用水域の淡水

域、海域ともに 0.019 µg Te/L 未満の報告があった。なお、過去のデータではあるが、公共用水

域の淡水域では 3 µg Te/L 程度、海域では 1 µg Te/L 未満程度であった。 

 
表 2.5 公共用水域濃度 

水 域 平   均 最 大 値 

淡 水 

0.019 µg Te/L 未満の報告がある

(2006)［過去のデータではあるが

1.1 µg Te/L 程度 (2003) ］ 

0.019 µg Te/L 未満の報告がある

(2006)［過去のデータではあるが

3 µg Te/L 程度 (2003) ］ 

海 水 
0.019 µg Te/L 未満の報告がある

(2006)［過去のデータではあるが

1 µg Te/L 未満程度 (2003) ］ 

0.019 µg Te/L 未満の報告がある

(2006)［過去のデータではあるが

1 µg Te/L 未満程度 (2003) ］ 

注：1) 環境中濃度での（ ）内の数値は測定年度を示す。 
    2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む。 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

ラットに 0.0375、0.075、0.15％濃度でテルルを餌に添加して 7、21 日間投与した結果、投与

したテルルの 63～84％が投与期間内に糞中に排泄され、約 25％は消化管から吸収されると考え

られた。ニンニク臭を帯びた呼気は投与の 24～72 時間後からみられるようになり、投与終了か

ら 1～12 日間で消失したが、ニンニク臭と投与量に関連はみられなかった。呼気に比べて尿の

ニンニク臭は弱く、0.0375、0.075％群では容易に感知できなかった。剖検では強いニンニク臭

があり、特に肝臓で著明であったが、投与終了から31日後の剖検ではニンニク臭はなかった 1) 。

また、0.0375、0.075、0.15％のテルル濃度となるように二酸化テルルを添加した餌を 24～86 日

間投与した結果、投与量の 42.8～58.5％が投与期間内に糞中に排泄され、呼気のニンニク臭は投

与開始の 24 時間後から試験期間を通して持続した 2) 。 

ラットに 127mTe でラベルした亜テルル酸 0.05 µg Te を強制経口投与又は腹腔内投与した結果、

経口投与後の体内放射活性は 83.6％が 0.12 日、11.2％が 0.79 日、5.2％が 12.3 日の半減期で消失

し、腹腔内投与では 48.8％が 0.81 日、51.2％が 12.9 日の半減期で消失した。経口投与の第 2 相

と腹腔内投与の第 1 相、経口投与の第 3 相と腹腔内投与の第 2 相の半減期がほぼ一致したこと

から、これらについては同じ代謝経路によって代謝されたものと考えられ、投与量の 10.2～

15.5％が消化管から吸収されたと見積もられた。腹腔内投与では、体内組織の放射活性は 1～2

時間後に平衡状態に達し、体内放射活性の約 10％が腎臓、約 5％が血液（90％以上が赤血球）、

約 2％が肝臓、大腿骨にあり、200 日後にも体内放射活性の約 19％が大腿骨、約 5％が腎臓、約

1％が血液、肝臓にあった 3) 。 

ウサギに 1.16～1.39 mg の 126Te を経口投与した結果、480 分間で投与量の 4.0～4.7％が消化管

から吸収された。血漿中の放射活性は 2 相性で減少し、半減期は第 1 相が 17～21 分、第 2 相が

700～1,034 分であった 4) 。 

ヒトでは、ボランティア 1～4 人に 15～57 µg Te を経口投与した結果、3 日間でテルル酸は 8.8

～25.2％、亜テルル酸は 7.9％、テルルは 3.8～9.0％、野菜のクレソンに含まれるテルルは 5.8～

15.8％が尿中に排泄され、消化管からの吸収はテルル酸が 17.5～35.5％、亜テルル酸が 21.5％、

テルルが 6.0～14.0％、クレソン中のテルルが 7.5～21.0％と見積もられた 5) 。ICRP（1975）で

は、ヒトは尿中に 82.8％、糞中に 15.6％、呼気中に 1.6％排泄するとしている 6) 。 

テルル及びその酸化物に曝露された労働者 49 人の調査では、尿中テルル濃度のモードは高曝

露群（0.1～0.29 mg Te/m3）で 0.02～0.03 mg Te/mL（9/22 試料）、中曝露群（0.05～0.09 mg Te/m3）

で 0.01～0.02 mg Te/mL（18/30 試料）、低曝露群（0.01～0.05 mg Te/m3）で 0.01 mg Te/mL 未満（33/46

試料）であり、呼気や汗にはニンニク臭があったが、尿にはニンニク臭がなかった 7) 。 

テルルは還元を受けて順次、テルル酸（Te-6）、亜テルル酸（Te-4）、テルル化物（Te-2）となり、

その後メチル化を受けてモノメチルテルル、ジメチルテルル、トリメチルテルルとなる代謝経

路が考えられており 8, 9, 10) 、ジメチルテルルはニンニク臭の原因物質であり、揮発性のため主に

肺から排出され、トリメチルテルルはイオン化して主に尿中に排泄される 10) 。 

 

－318－



11 テルル及びその化合物 

 
 

10

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 11) 

【テルル】 
動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 83 mg/kg 
マウス 経口 LD50 20 mg/kg 

モルモット 経口 LD50 45 mg/kg 
ウサギ 経口 LD50 67 mg/kg 
ラット 吸入 LC50 > 2,420 mg/m3 (4 hr) 

注：（ ）内の時間は曝露時間を示す。 

 

【二酸化テルル】 
動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 > 5,000 mg/kg 

 

【テルル酸】 
動物種 経路 致死量、中毒量等 
ウサギ 経口 LDLo 56 mg/kg 

 

【ジメチルテルル】 
動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 7.5 mg/kg 
マウス 経口 LD50 20 mg/kg 
ラット 吸入 LC50 92 mg/m3 
マウス 吸入 LC50 112 mg/m3 
マウス 吸入 LC50 116.6 mg/m3 

 

テルルのエアロゾルは眼、気道を刺激し、肝臓、中枢神経系に影響を与えることがある。

吸入すると嗜眠、口内乾燥、金属味、頭痛、ニンニク臭、吐き気を生じ、経口摂取ではさら

に腹痛、便秘、嘔吐を生じる。眼に入ると発赤、痛みを生じる 12) 。 

 

② 中・長期毒性 

ア）Hisaw ラット雄 2 匹を 1 群とし、0、0.0375、0.075、0.15％のテルル濃度となるように二

酸化テルルを添加した餌を投与した結果、0.15％群では 2 匹の体重が日々減少し、26 日後

に死亡した。0.075％群では 20 日間ほど体重減少が続いた後に緩やかな体重増加に転じたも

のの、86 日後の屠殺時体重は試験開始時と同程度であった。0.0375％群では一貫して体重

増加の抑制がみられ、128 日後の屠殺時体重は対照群の 80％程度であった。呼気のニンニ

ク臭は投与開始の 24 時間後から 0.0375％以上の群で試験期間を通してみられ、0.0375％以

上の群で一過性の後肢麻痺、0.075％以上の群で指の浮腫や腫大、発赤、0.15％群で脱毛が

みられ、0.0375％以上の群の肝臓で顆粒変性や脂肪変性、腎臓で近位尿細管の変性を認めた。

なお、0.0375、0.075、0.15％群の摂餌量から求めた用量は 20.7～23.4 mg Te/kg/day、17.7～

27.4 mg Te/kg/day、17.7～20.3 mg Te/kg/day であり、投与濃度との関連がなかったが、これ
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は段階的な摂餌量の減少によるものであり、6 日後に現れた後肢麻痺の明瞭な改善が 9 日後

以降にみられるようになったこととも一致していた 2) 。 

 

イ）Wistar ラット雌雄 122 匹（対照群 72 匹）を 1 群とし、0、1.25％の濃度で餌にテルルを添

加して 15 日齢から 35 日間投与した結果、1.25％群では 3 日後から後肢の麻痺が現れたが、

6 日後には消失傾向がみられるようになり、その 3～4 日後にほぼ完全に回復した。また、

坐骨神経では 1 日後から節性脱髄、2 日後からシュワン細胞の細胞質でテルルの蓄積がみら

れるようになり、腕神経叢でも軽微な脱髄が散発的にみられたが、11 日後には再生ミエリ

ンがみられるようになり、15 日後にはほぼ脱髄は消失した。しかし、有意差はなかったも

のの、1.25％群で坐骨神経の運動神経伝導速度は 120 日後まで一貫して低かった 13) 。また、

3～4 週齢の Wistar ラットに 1％の濃度でテルルを餌に添加して 6 ヶ月間投与した結果、5

～10 日後に過敏反応と痩せがみられるようになり、15 日後には 2/3 のラットで後肢の著明

な麻痺がみられたが、歩行障害は 2～3 週後に限られ、その後の 1～2 週間で回復して運動

障害はみられなくなった。3 日後の坐骨神経では電子顕微鏡学的にシュワン細胞の空胞変性、

節性脱髄がみられたが、2 週間後には再生ミエリンがみられ、2 ヶ月後には軸索変性がみら

れたものの、ミエリン鞘は正常であり、6 ヶ月後には軸索の腫脹とフィラメント構造が散見

された以外には坐骨神経に異常はなかった 14) 。 

 

ウ）Long-Evans ラット雌雄各 52 匹を 1 群とし、0、0.0002％のテルル濃度となるように亜テ

ルル酸ナトリウムを飲水に添加して生涯にわたって投与した結果、体重、生存率や寿命に

影響はなかった。なお、死亡時の心臓相対重量は 0.0002％群の雌で有意に低かったが 15, 16) 、

非腫瘍性病変に関する報告はなかった。 

 

エ）CD マウス雌雄各 54 匹を 1 群とし、0、0.0002％のテルル濃度となるように亜テルル酸ナ

トリウムを飲水に添加して生涯にわたって投与した結果、体重及び生存率に影響はなかっ

たが、0.0002％群の雌の寿命は有意に短かった。同様にしてテルル酸カリウムを投与した結

果、体重及び生存率に影響はなく、寿命は 0.0002％群の雄で有意に長かった。しかし、全

般的な傾向として、テルル投与群は対照群に比べて不活発で、健常な状態になく、被毛も

貧弱であった 15, 17) 。 

 

オ）Wistar ラット雌雄各 5 匹を 1 群とし、0、25、120、600 mg/kg/day の二酸化テルルを 28

日間（7 日/週）強制経口投与した結果、25 mg/kg/day 以上の群で体重増加の抑制、120 

mg/kg/day 以上の群で後肢の脱力、胸腺リンパ組織の萎縮を認めたことから、LOAEL を 25 

mg/kg/day（20 mg Te/kg/day）とした記載が欧州化学物質庁（ECHA）のデータベースにあっ

たが 18) 、出典は書誌情報のない非公開報告書であったことから、信頼性の判断ができなか

った。 

 

カ）ラット（系統等不明）に 10～100 mg/m3のテルル又は二酸化テルルを 13～15 週間（2 時

間/日）吸入させた結果、体重減少、傾眠、気道刺激、脱毛がみられ、全臓器及び呼気には

ニンニク臭があった。血液では赤血球数及びヘモグロビン濃度の減少と尿中ビリルビン濃
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度の増加を伴った溶血がみられ、血清ではアルブミン、アルブミン/グロブリン比の著明な

減少とβグロブリン及びα2-グロブリンの著明な増加がみられた。組織の変化は肝臓、腎臓、

肺、胃でみられ（詳細不明）、100 mg/m3はほぼ LD50に相当する濃度であった 19) 。 

 

③ 生殖・発生毒性 

ア）100 匹を超える Long-Evans ラットに 0.05、0.125、0.25％の濃度でテルルを餌に添加して

妊娠期に投与した結果、0.05％群ではごく一部の母ラットが水頭症の仔を出産しただけであ

ったが、0.25％群では仔の 100％、0.125％群では仔の 60～90％が水頭症であった 20) 。 

 

イ）Wistar ラット雌 30 匹を 1 群とし、0.3％の濃度でテルルを餌に添加して妊娠期を通して投

与した結果、出産した 24 匹中 20 匹（83.3％）で仔のすべてが水頭症であった。また、仔の

13％が死産であり、3 日齢、10 日齢、1 年齢の生存率は 76、26、19％であった 21) 。 

 

ウ）Sprague-Dawley ラット雌 13～14 匹を 1 群とし、メトセル水溶液に添加したテルル 0、0.4、

1、4、10、40、100、400、1,000、4,000 mg Te/kg/day を妊娠 6 日から妊娠 15 日まで強制経

口投与した予備試験では、母ラット及び胎仔に影響はなかった。このため、0、10,000、20,000 

mg Te/kg/day 群を追加して投与した結果、10,000 mg Te/kg/day 以上の群で母ラットの体重増

加の抑制、胎仔の低体重に有意差を認め、水頭症や尾、足の奇形が胎仔にみられた。同様

にしてコーンスターチに添加して強制経口投与した結果、10,000 mg Te/kg/day 以上の群の母

ラット及び胎仔で同様の影響がみられ、溶媒の違いはみられなかった。一方、餌に添加し

て 0、1、13、119、559、1,106、1,866 mg Te/kg/day を投与した場合には、559 mg Te/kg/day

以上の群で母ラットの体重減少、胎仔の低体重、奇形等がみられ、混餌投与で影響は強く

現れた 22) 。 

 

エ）Sprague-Dawley ラット雌 22 匹を 1 群とし、0、0.003、0.03、0.3、1.5％の濃度でテルルを

餌に添加して妊娠 6 日から妊娠 15 日まで強制経口投与した結果、0.03％以上の群で体重増

加の有意な抑制と摂餌量の有意な減少を認め、0.3％以上の群で痩せ、分娩前の膣出血、活

動低下がみられ、痩せ及び膣出血の発生率は 1.5％群で有意に高かったが、妊娠率、黄体数

や着床数、生存胎仔数、吸収胚数、同腹仔数などに影響はなかった。胎仔では 0.3％以上の

群で奇形（主に水頭症）及び変異（椎骨や肋骨等の骨化遅延）の発生率、1.5％群で低体重

に有意差を認めた。また、自然分娩させた仔では、1.5％群で 7 日生存率の有意な低下、側

脳室拡張の発生率に有意な増加を認めた。摂餌量から求めた 0、0.003、0.03、0.3、1.5％の

用量は 0、2.1、19、169、606 mg Te/kg/day であった 22) 。この結果から、NOAEL を母ラッ

トで 0.003％（2.1 mg Te/kg/day）、胎仔で 0.03％（19 mg Te/kg/day）とする。 

 

オ）New Zealand White ウサギ雌 17 匹を 1 群とし、0、0.00175、0.0175、0.175、0.525％の濃

度でテルルを餌に添加して妊娠 6 日から妊娠 18 日まで強制経口投与した結果、0.175％以上

の群で体重増加の有意な抑制と摂餌量の有意な減少、軟便、脱毛、痩せ、活動低下の発生

率に有意な増加を認めたが、妊娠率、黄体数や着床数、生存胎仔数、吸収胚数、同腹仔数
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などに影響はなかった。また、胎仔では 0.525％群で低体重、奇形や変異の発生率に増加が

みられたが、有意差のある変化ではなかった 22) 。なお、摂餌量から求めた各群の摂取量は

0、0.8、8、53、101 mg Te/kg/day 程度であった。この結果から、NOAEL を母ウサギで 0.0175％

（8 mg Te/kg/day）、胎仔で 0.525％（101 mg Te/kg/day）以上とする。 

 

④ ヒトへの影響 

ア）ヨウ化ナトリウムと書かれた瓶に入っていた亜テルル酸ナトリウム約 2 g を逆行性腎盂造

影検査で尿管カテーテルにより注入された 2 人の患者では、約 1～1.5 時間後のニンニク臭

に続いてカテーテル挿入側の腎臓痛、チアノーゼ、嘔吐、混迷、意識喪失、不規則呼吸が

みられ、約 4.5～6 時間後に死亡した。2 人の剖検では頭頸部の著明なチアノーゼ、皮下脂

肪及び蓄積脂肪の著明な黄変化、筋肉の深赤褐色化、注入側の膀胱及び尿管の黒変化、肺、

肝臓、脾臓、腎臓のうっ血がみられた。組織検査では、肝臓で脂肪変性がみられたが、肺、

脾臓、心臓、脳、腎臓に変化はなかった 23) 。 

 

イ）0.5 mg の二酸化テルルの経口摂取でさえ、ニンニク臭は 1 時間 15 分後の呼気中に現れて

30 時間持続し、15 mg の摂取では 237 日間も持続したとされていた。このため、朝食抜き

のボランティア 20 人にテルル酸ナトリウムを経口投与した結果、数人は 1 µg Te の投与で

20～30 分後にニンニク臭が現れるようになり、同様の変化が生じるためには 10、25、50 µg 

Te の投与が必要な人もあったが、この差と性や体重との間に関連はなかった 24) 。 

 

ウ）体重減少や疲れ、呼気のニンニク臭を訴えて来院した 37 歳女性の症例では、4 週間前に

緑がかって一部が金属様の表面をした肉片を少量摂取したところ、数時間後にニンニク臭

が現れ、吐き気や嘔吐、口中の金気、呼気や汗、排泄物の著明なニンニク臭がみられるよ

うになった。翌日には発熱が生じたが、吐き気や嘔吐とともに約 5 日後に自然治癒したも

のの、2 週間後に脱毛がみられるようになった。来院時の検査では胃に点状出血があり、胃

粘膜に軽微な限局性炎症がみられた以外に異常はなかった。治療として、1 日 200 mg のア

スコルビン酸の投与を受け、退院したところ、8 週間後には脱毛が止まり、発毛がみられる

ようになったが、呼気のニンニク臭は 8 ヶ月間完全に消えなかった。なお、肉片には 0.8～

1 mg Te/kg のテルルが含まれており、血清や尿からもテルルが検出されたが、ニンニク臭

や脱毛、嘔吐の原因となるセレンやタリウム、ヒ素は検出されなかった 25) 。 

 

エ）60％の塩酸溶液に 1.7％の二酸化テルルを含んだ金属酸化処理溶液を誤飲した 20 ヶ月の

幼児、32％の塩酸溶液に 5.9％テルルを含んだ金属酸化処理溶液を誤飲した 21 ヶ月の幼児

の症例では、ともに嘔吐、口腔粘膜の黒変、呼気のニンニク臭がみられ、20 ヶ月の幼児で

は高濃度の塩酸による食道の腐食性傷害もあったが、いずれも数日後に退院し、重篤な後

遺症の発生もなかった。なお、20 ヶ月の幼児の両親によると、7 ヶ月後も呼気のニンニク

臭は感知可能であった 26) 。 

 

オ）アメリカの製鉄所でテルルに曝露した労働者 49 人の調査では、職場のテルル濃度は 0.01
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～0.74 mg Te/m3の範囲（0.01～0.1 mg Te/m3が約 90％）にあり、自覚症状の訴えは呼気のニ

ンニク臭が最も多く、次いで口腔乾燥、金属味、嗜眠、汗のニンニク臭の順であった。こ

の他に 5 人で食欲不振の訴えがあったが、5 人全員が低濃度曝露の労働者であったため、テ

ルル曝露とは無関係と考えられた。また、テルル放出源の近傍で作業していた労働者 2 人

で吐き気の訴えがあったが、腹痛や嘔吐、下痢を伴うものではなかった 7) 。 

 

カ）カナダの銅製錬所で許容濃度を超えるテルル（0.1 mg Te/m3）とセレン（0.2 mg Se/m3）

に曝露された労働者 40 人の調査では、鼻や眼の刺激、消化不良、胃痛、疲労感の訴えが有

意に多かったが、肺機能や血液生化学の検査で異常はなかった。また労働者の半数以上が

ニンニク臭の口臭に悩んでいたが、2 週間程度曝露から遠ざかると口臭は消失した 27) 。ま

た、カナダの銀製錬所の労働者 77 人の調査では、29 人の呼気にニンニク臭があり、ニンニ

ク臭と尿中のテルル又はセレンとの関連を検討した結果、いずれも有意な関連があったが、

尿中テルル濃度との関連の方が高かった 28) 。 

 

キ）イギリスで 1989 年に行われた職業性の呼吸器疾患の調査では、急性の肺浮腫及び吸入事

故が 72 例あり、そのうち、テルルが原因と考えられるものは 5 例（7％）であった 29) 。 

 

（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
 

表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC －  

EU EU －  

 EPA －  

USA ACGIH －  

 NTP － 

日本 日本産業衛生学会 －  
ドイツ DFG －  

 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、亜テルル酸ナトリウム、メタテルル酸ナトリウムは代謝活性化系（S9）

無添加の大腸菌で遺伝子突然変異を誘発しなかったが、ネズミチフス菌では誘発した 30) 。

S9 無添加の二酸化テルル、メタテルル酸ナトリウムは大腸菌 31) 、塩化テルル、亜テルル酸

ナトリウム、メタテルル酸ナトリウムは枯草菌 30) で DNA 傷害を誘発した。テルル酸アン

モニウムは S9 無添加のヒト白血球で染色分体切断を誘発したが、亜テルル酸ナトリウムは

誘発しなかった 32) 。テルル酸は S9 無添加のヒトリンパ球で小核を誘発した 33) 。 
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in vivo 試験系については、知見が得られなかった。 

 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

Long-Evans ラット雌雄各 52 匹を 1 群とし、0、0.0002％のテルル濃度となるように亜テ

ルル酸ナトリウムを飲水に添加して生涯にわたって投与した結果、腫瘍の発生率に有意な

増加はなかった 16) 。 

CD マウス雌雄各 54 匹を 1 群とし、0、0.0002％のテルル濃度となるように亜テルル酸ナ

トリウムを飲水に添加して生涯にわたって投与した結果、腫瘍の発生率に有意な増加はな

かった 17) 。また、同様にしてテルル酸カリウムを投与した結果、腫瘍の発生率に有意な増

加はなかった 17) 。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

ヒトでの発がん性に関して、知見は得られなかった。 

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性及び生殖・発生毒性等に関する知見が得られているが、

発がん性については十分な知見が得られず、ヒトに対する発がん性の有無については判断で

きない。このため、閾値の存在を前提とする有害性について、非発がん影響に関する知見に

基づき無毒性量等を設定することとする。 

経口曝露については、生殖・発生毒性エ）に示したラットの試験から得られた NOAEL 2.1 mg 

Te/kg/day（体重増加の抑制）を慢性曝露への補正が必要なことから 10 で除した 0.21 mg 

Te/kg/day が信頼性のある最も低用量の知見と判断し、これを無毒性量等に設定する。 

吸入曝露については、無毒性量等の設定ができなかった。 

 

② 健康リスクの初期評価結果 
 

        表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 
飲料水 － － 

0.21 mg Te/kg/day ラット 
－ 

公共用水

域・淡水 
0.00076µg Te/kg/day 

未満の報告 
0.00076µg Te/kg/day 

未満の報告 
28,000 超

 

経口曝露については、公共用水域・淡水を摂取すると仮定した場合、平均曝露量、予測最

大曝露量はともに 0.00076 µg Te/kg/day 未満の報告であった。無毒性量等 0.21 mg Te/kg/day と

予測最大曝露量から、動物実験結果より設定された知見であるために 10で除して求めたMOE

（Margin of Exposure）は 28,000 超となる。また、過去の公共用水域・淡水のデータ（2003）

を用いた予測最大曝露量は 0.12 µg Te/kg/day であったが、参考としてこれから算出した MOE

は 180 となる。なお、環境媒体から食物経由で摂取される曝露量については不明であり、経
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

口曝露に対するその寄与割合も不明であるため、食物からの曝露量の情報収集等を行う必要

性があると考えられる。 
 
 
       表 3.4 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 概ね 0.000063 µg Te/m3 概ね 0.00024 µg Te/m3 

－ － 
－ 

室内空気 － － － 
 

吸入曝露については、無毒性量等が設定できず、健康リスクの判定はできなかった。 

なお、吸収率を 100％と仮定し、経口曝露の無毒性量等を吸入曝露の無毒性量等に換算する

と 0.70 mg Te/m3となるが、参考としてこれと予測最大曝露濃度 0.00024 µg Te/m3から、動物

実験結果より設定された知見であるために 10 で除して求めた MOE は 290,000 となる。この

ため、本物質の一般環境大気からの吸入曝露による健康リスクの評価に向けて吸入曝露の情

報収集等を行う必要性は低いと考えられる。 
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４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を、4 価及び 6 価のテルルについて行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、その信頼性及び採用の可能性を確

認したものを生物群（藻類、甲殻類、魚類及びその他の生物）ごとに整理すると、4 価テルルで

は表 4.1 のとおりとなった。6 価テルルについては水生生物に対する毒性値は得られなかった。 

 

表 4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

【4価テルル】 

生物群 
急

性 
慢

性 
毒性値

[µgTe/L] 

硬度 
[mg/L]
／塩分 

生物名 
生物分類 
／和名 

エンドポイント

／影響内容 

曝露

期間

［日］

試

験

の

信

頼

性 

採

用

の

可

能

性 

文献No. 被験物質

藻 類  ○ 3,340 24 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

NOEC 
GRO (RATE)

3 B B (3)-1 TeO2 

 ○  >11,700 24 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

EC50 
GRO (RATE)

3 B B 3)-1 TeO2 

甲殻類 ○  1,200 ― Daphnia magna 
オオミジン

コ 
EC50   IMM 2 B B 

2)- 
2015144

TeO2 

 ○  5,790  100 Daphnia magna 
オオミジン

コ 
EC50   IMM 2 B B 3)-2 TeO2 

 ○  106,400  230～250 Cypris subglobosa 
ユビヌキカ

イミジンコ 
EC50   IMM 2 D C 1)-151495 K2TeO3 

魚 類 ○  >37,100 100 
Oncorhynchus 
mykiss ニジマス LC50   MOR 4 A A 3)-3 TeO2 

 ○  >1,000,000 
塩分 

5 / 25.3 
Fundulus 
heteroclitus マミチョグ TL50   MOR 4 C C 1)-3731 TeO2 

その他 ○  125,600 245 Tubifex tubifex 
イトミミズ

亜科 
EC50   IMM 4 D C 1)-2918 K2TeO3 

急性／慢性：○印は該当する毒性値 

毒性値（太字）：PNEC 導出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）： PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない、 
―：採用の可能性は判断しない 

エンドポイント 

EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、 

NOEC (No Observed Effect Concentration)：無影響濃度、TL50  (Median Tolerance Level)：半数生存濃度 

影響内容 

GRO (Growth)：生長（植物）、IMM (Immobilization)：遊泳阻害、MOR (Mortality) ：死亡 

毒性値の算出方法 

RATE：生長速度より求める方法（速度法） 
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4 価テルルについて評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び

慢性毒性値のそれぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用

した。その知見の概要は以下のとおりである。 

 

1）藻 類 

OECDテストガイドラインNo.201に準拠して、緑藻類Pseudokirchneriella subcapitataの生長阻

害試験が、GLP試験として実施された3)-1。被験物質には、二酸化テルル (IV) が用いられた。設

定試験濃度は0（対照区）、1.0、3.16、10.0、31.6、100 mg/L（公比3.16）であった。被験物質の

初期実測濃度は0（対照区）、0.174、0.422、1.418、4.174、14.65 mg/Lであった。毒性値の算出に

は実測濃度が用いられた。最高濃度区においても50%以上の阻害は見られず、速度法による72

時間半数影響濃度 (EC50) は11,700 µg Te/L超とされた。速度法による72時間無影響濃度 (NOEC) 

は3,340 µgTe/Lであった。 

 

2）甲殻類 

Okamoto ら 2)-2015144 は OECD テストガイドライン No.202 (2004) に準拠して、オオミジンコ

Daphnia magna の急性遊泳阻害試験を実施した。被験物質には二酸化テルル (IV) が用いられた。

試験は止水式で行われ、設定試験濃度区は対照区及び 5 濃度区（公比 2）であった。試験用水に

は脱塩素水道水が用いられた。遊泳阻害に関する 48 時間半数影響濃度 (EC50) は、実測濃度に

基づき 1,200 µgTe/L であった。 

 

3）魚 類 

OECD テストガイドライン No.203 及び EU の試験方法 (C.1, Acute Toxicity for Fish) に準拠し

て、ニジマス Oncorhynchus mykiss の急性毒性試験が、GLP 試験として実施された 3)-3。被験物質

には、二酸化テルル (IV) が用いられた。試験は半止水式 (48 時間後換水) で行われ、設定試験

濃度は 0（対照区）、6.25、12.5、25.0、50.0、100.0 mg/L（公比 2）であった。試験には精製飲用

水が用いられた。被験物質の実測濃度（算術平均値）は 0（対照区）、3.00、6.05、11.5、24.2、

46.4 mg/L であった。被験物質曝露による死亡は見られず、96 時間半数致死濃度 (LC50) は、実

測濃度に基づき 37,100 µg Te/L 超とされた。 

 

（2）予測無影響濃度 (PNEC) の設定 

4 価テルルと 6 価テルルを対象として、急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本

文で示した最小毒性値に情報量に応じたアセスメント係数を適用し、予測無影響濃度 (PNEC) 

を求めた。 

 

【4価テルル】 

急性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 EC50（生長阻害） 11,700 µgTe/L 超

甲殻類 Daphnia magna 48 時間 EC50（遊泳阻害） 1,200 µgTe/L   

魚 類 Oncorhynchus mykiss 96 時間 LC50 37,100 µgTe/L 超
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アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類及び魚類）について信頼できる知見が得ら

れたため］ 

 これらの毒性値のうち、最も小さい値（甲殻類の 1,200 µgTe/L）をアセスメント係数 100 で除

することにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 12 µgTe/L が得られた。 

 

慢性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 NOEC（生長阻害） 3,340 µgTe/L  

アセスメント係数：100［1 生物群（藻類）の信頼できる知見が得られたため］ 

 得られた値（藻類の 3,340 µgTe/L）をアセスメント係数 100 で除することにより、慢性毒性値

に基づく PNEC 値 33 µgTe/L が得られた。 

 

【6価テルル】 

6 価テルルでは、初期評価に採用可能な有害性情報が得られず、PNEC を設定できなかった。 

 

したがって、本評価における PNEC としては、PNEC を設定できた 4 価テルルの 12 µgTe/L を

採用する。 

 

（3）生態リスクの初期評価結果 

 
表 4.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 

0.019 µg Te/L 未満の報告が

ある（2006） 
［過去のデータではあるが

1.1 µgTe/L 程度（2003）］ 

0.019 µg Te/L 未満の報告が

ある（2006） 
［過去のデータではある

が 3 µgTe/L 程度（2003）］ 12 

µgTe/L 

<0.002 

公共用水域・海水 

0.019 µg Te/L 未満の報告が

ある（2006） 
［過去のデータではあるが

1 µgTe/L 未満程度（2003）］

0.019 µg Te/L 未満の報告が

ある（2006） 
［過去のデータではあるが

1 µgTe/L 未満程度（2003）］ 

<0.002 

注：1) 水質中濃度の( )内の数値は測定年度を示す  
   2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 

 

 

 

本物質の公共用水域における濃度は、平均濃度で見ると淡水域、海水域ともに、0.019 µgTe/L

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要 
ないと考えられる。 

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］ 
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未満の報告があった。安全側の評価値として設定された予測環境中濃度 (PEC) も同様に、淡水

域、海水域ともに、0.019 µgTe/L 未満の報告があった。なお、得られた環境中濃度は化学形態

別ではなく全テルルとしての濃度であり、公共用水域の調査地点数は淡水域、海水域ともに 2

地点の調査結果である。 

環境中のテルル濃度が全て 4 価のものであると仮定し、予測環境中濃度 (PEC) と予測無影

響濃度 (PNEC) の比を求めると、PEC / PNEC 比は淡水域、海水域ともに 0.002 未満となる。ま

た、過去のデータではあるが淡水域で 3 μgTe/L 程度、海水域では 1 μgTe/L 程度という値が得ら

れており、環境中のテルル濃度が全て 4 価のものであると仮定した場合の PNEC との比は淡水

域で 0.3、海水域では 0.08 となる。 

したがって、本物質については情報収集に努める必要があり、生産量・輸入量等の推移や用

途、マテリアルフローについて正確に把握し、排出源を踏まえた環境中濃度を充実させること

について検討する必要があると考えられる。 
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１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名： 1,2,3-トリメチルベンゼン 
CAS 番号：526-73-8 
化審法官報公示整理番号：3-7（トリ又はテトラメチルベンゼン）、3-3427（トリアルキ

ル（C=1～4）ベンゼン） 
化管法政令番号：  
RTECS 番号：DC3300000 
分子式：C9H12 
分子量：120.19 
換算係数：1 ppm = 4.92 mg/m3 (気体、25℃) 
構造式： 
  

CH3

CH3

CH3

 
 

（2）物理化学的性状 

本物質は、無色の液体である 1)。 

融点 -25.32℃ 2)、-25.4℃ 3)、<-15℃ 4) 

沸点 
176.0℃ (760 mmHg) 2)、176.1℃ (760 mmHg) 3)、

176℃ 4) 

密度 0.8944 g/cm3 (20℃) 2) 、0.89 g/cm3 (20℃) 4) 

蒸気圧 1.69 mmHg (=225 Pa) (25℃) 3) 

分配係数(1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水) (log Kow) 3.55 5)、3.60 2)、3.66 3) 

解離定数(pKa) 0.20 2) 

水溶性(水溶解度) 70 mg/1000g (25℃) 2)、75.2 mg/L (25℃) 3) 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性 

好気的分解 

分解率：BOD 0%、GC 6%  

   （試験期間：2 週間、被験物質濃度：100 mg/L、活性汚泥濃度：30 mg/L）6) 

 

化学分解性 

OH ラジカルとの反応性 （大気中） 

反応速度定数：33×10-12 cm3/(分子･sec) （測定値）7) 

［12］1,2,3-トリメチルベンゼン            
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半減期：1.9～19 時間（OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 8) と仮定して計

算） 

オゾンとの反応性（大気中） 

反応速度定数：1.6×10-21 cm3/(分子･sec) （測定値）7) 

半減期：4.6～28 年（オゾン濃度を 3×1012～5×1011 分子/cm3 8) と仮定して計算）

硝酸ラジカルとの反応性（大気中） 

反応速度定数：1.9×10-15 cm3/(分子･sec) （測定値）7) 

半減期：18 日（硝酸ラジカル濃度を 2.4×108分子/cm3 9) と仮定して計算） 

 

加水分解性 

 半減期：環境中で加水分解性の基をもたない 10) 

 

生物濃縮性（濃縮性がない又は低いと判断される物質 11) ） 

 生物濃縮係数(BCF)： 

133～217（試験生物：コイ、試験期間：8 週間、試験濃度：150 μg/L）12) 

   136～259（試験生物：コイ、試験期間：8 週間、試験濃度：15 μg/L）12) 

 

土壌吸着性 

 土壌吸着定数(Koc)：630（KOCWIN 13) により計算） 

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

化審法に基づき公表された一般化学物質としての製造・輸入数量の推移を表 1.1 に示す
14) 。 

表 1.1 製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 22 23 24 25 26 

製造・輸入数量(t) a) , b) 1,000  1,000 未満 1,000 未満 3,000 1,000 未満

注：a) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含んでいない値を示す。 
b) トリ又はテトラメチルベンゼンとして届け出られた製造数量及び輸入数量を合計した数量。 
 

「化学物質の製造・輸入数量に関する実態調査」によると、トリ又はテトラメチルベンゼ

ンの平成 16 年度及び平成 19 年度における製造（出荷）及び輸入量はともに 1,000～10,000 t/

年未満である 15) 。 

 

本物質は燃焼施設（廃棄物焼却炉、ボイラー）の排ガスに含まれているとの報告がある 16) 。 

 

② 用 途 

本物質の主な用途は、溶剤とされている 17) 。 
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石油元売り 3 社の市販ガソリン中における本物質の平均含有率は、表 1.2 のとおり 18) 。 

 

表 1.2 平成 22 年度に採取したガソリン中の 

1,2,3-トリメチルベンゼン含有率[質量%] 

プレミアムガソリン レギュラーガソリン 

夏季 冬季 夏季 冬季 

1.53 1.01 0.70 0.28 

 

（5）環境施策上の位置付け 

特になし。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

 

（1）環境中への排出量 

本物質は化学物質排出把握管理促進法（化管法）第一種指定化学物質ではないため、排出量

及び移動量は得られなかった。 

本物質は、揮発性有機化合物（VOC）の排出インベントリにより大気中への排出量が推計さ

れている 1) 。本物質の大気への推計排出量を表 2.1 に示す。 

 
表 2.1 燃料（蒸発ガス）の貯蔵・出荷に係る固定排出源からの 

大気への推計排出量 

平成（年度） 17 18 19 20 

排出量（t） 1 1 1 1 

平成（年度） 21 22 23  

排出量（t） 1 1 1  
注：1) 原油基地・製油所・油槽所、ガス製造所、給油時における燃料（ガソリン、原油、

ナフサ等）の貯蔵・出荷・給油に伴う蒸発による排出を対象に推計した結果。 
2) 推計に用いるデータの変更に伴い、平成24年度以降は推計されていない。 

 

また、ガソリン給油時における本物質の大気への年間排出量は、平成 21 年度における東京都

のガソリン販売数量を用いた場合には 0.5 t との推定結果が報告されている 1) 。 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

化管法に基づく排出量が得られなかったため、Mackay-Type Level III Fugacity Model3) により

媒体別分配割合の予測を行った。予測結果を表 2.2 に示す。 

 
表 2.2 Level III Fugacity Model による媒体別分配割合（％） 

排出媒体 大気 水域 土壌 大気/水域/土壌 

排出速度（kg/時間） 1,000 1,000 1,000 1,000（各々） 

大 気 97.3 4.6 2.1 4.3 

水 域 0.9 90.8 0.5 22.5 

土 壌 1.8 0.1 97.3 72.1 

底 質 0.0 4.6 0.0 1.1 
注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの。 
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（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.3 に示

す。 

 
表 2.3 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 

平均値 a) 
算術 

平均値 a) 最小値 最大値 a) 検出 
下限値

検出率 調査地域 測定年度 文 献

                      

一般環境大気 c) µg/m3 0.12 0.17 0.010 0.32 －b) 10/10 関東、九州 2015 4) d) 

  0.19 0.24 0.049 0.58 －b) 11/11 関東、九州 2014 5) e) 

  0.19 0.21 0.11 0.44 －b) 9/9 関東 2013 6) f) 

  0.38 0.44 0.24 0.79 －b) 3/3 東京都 2007 6) 

  0.5 0.54 0.39 0.82 －b) 3/3 東京都 2006 8) 
             

室内空気 µg/m3 －b) 0.9 －b) 31 －b) －b)/602 全国 2012～
2013 

9) g) 

  －b) 1.7 －b) 46 －b) －b)/602 全国 2011～
2013 

9) h) 

  0.78 1.1 <0.2 8.4 0.2 23/24 -c) 2006 10) 

           

食物 µg/g          
             

飲料水 µg/L          
             

地下水 µg/L          
             

土壌 µg/g          
             

公共用水域・淡水   µg/L <0.0048 <0.0048 <0.0048 0.011 0.0048 2/9 全国 2015 11) 
             

公共用水域・海水   µg/L <0.0048 <0.0048 <0.0048 <0.0048 0.0048 0/7 全国 2015 11) 
            

底質(公共用水域・淡水) µg/g          
            

底質(公共用水域・海水) µg/g          
           

注：a) 最大値または平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 
    b) 報告されていない。 
    c) 過去のデータではあるが一般環境大気において最大1.4 µg/m3 (2003)12)の報告がある。 

d) 春季、夏季、秋季、冬季の各調査結果より求めた年平均値（算術平均値）の集計値。 
e) 春季、夏季の各調査結果より求めた年平均値（算術平均値）の集計値。 
f) 夏季調査結果。 

    g) 夏季調査結果（原著のデータを転記）。 
    h) 冬季調査結果（原著のデータを転記）。 

 

（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

一般環境大気、室内空気及び公共用水域・淡水の実測値を用いて、人に対する曝露の推定を

行った（表 2.4）。化学物質の人による一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸量、飲水

量及び食事量をそれぞれ 15 m3、2 L 及び 2,000 g と仮定し、体重を 50 kg と仮定している。 
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表 2.4 各媒体中の濃度と一日曝露量 
  媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

  大気     

  一般環境大気 0.19 µg/m3程度 (2014) 0.057µg/kg/day 程度 

  室内空気 1.7 µg/m3 (2011～2013)（算術平均値） 0.51 µg/kg/day（算術平均値） 

平       

  水質   

  飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

  地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

均 公共用水域・淡水 0.0048 µg/L 未満程度 (2015) 0.00019 µg/kg/day 未満程度 

        

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

        

  大気     

  一般環境大気 0.58 µg/m3程度 (2014) 0.17 µg/kg/day 程度 

  室内空気 46 µg/m3 (2011～2013) 14 µg/kg/day 

最       

 水質     

大 飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

 地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

値 公共用水域・淡水 0.011 µg/L 程度 (2015) 0.00044 µg/kg/day 程度 

        

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

        

 

吸入曝露の予測最大曝露濃度は、表 2.4 に示すとおり、一般環境大気のデータから 0.58 µg/m3

程度、室内空気のデータから 46 µg/m3となった。なお、過去のデータではあるが一般環境大気

において最大 1.4 µg/m3の報告がある。 

 
表 2.5 人の一日曝露量 

  媒 体 平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

大 気 一般環境大気 0.057 0.17 

 室内空気 0.51（算術平均値） 14 

 飲料水   

水 質 地下水   

 公共用水域・淡水 0.00019 0.00044 

食 物    

土 壌    

経口曝露量合計 0.00019 0.00044 

総曝露量 0.057+0.00019 0.17044 

注：1) アンダーラインを付した値は、曝露量が「検出下限値未満」とされたものであることを示す。 
2) 総曝露量は、吸入曝露として一般環境大気を用いて算定したものである。 

 

経口曝露の予測最大曝露量は、表 2.5 に示すとおり、公共用水域・淡水のデータから算定す
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ると 0.00044 µg/kg/day 程度であった。 

生物濃縮性は高くないため、本物質の環境媒体から食物経由の曝露量は少ないと考えられ

る。 

 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.6 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると、公共用水域の淡水

域では 0.011 µg/L 程度、同海水域では 0.0048 µg/L 未満程度となった。 

 

表 2.6 公共用水域濃度 

水 域 平   均 最 大 値 

淡 水 0.0048 µg/L 未満程度 (2015) 0.011 µg/L 程度 (2015) 

海 水 0.0048 µg/L 未満程度 (2015) 0.0048 µg/L 未満程度 (2015) 

注：1) 環境中濃度での（ ）内の数値は測定年度を示す。 
    2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む。 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

ラットに本物質 1,200 mg/kg を強制経口投与して 48 時間後までに排泄された尿を分析した結

果、投与量の 10.1％がグリシン抱合体、7.9％がグルクロン酸抱合体、15.0％が硫酸抱合体とし

て排泄されていた。一方、試験の 10 日前から 1 mg/L の濃度で飲水に添加したフェノバルビター

ルを投与していたラットに 1,200 mg/kg を強制経口投与した結果、投与量の 5.7％がグリシン抱

合体、11.3％がグルクロン酸抱合体、22.3％が硫酸抱合体として尿中に排泄されており、グリシ

ン抱合体が減少し、グルクロン酸抱合体及び硫酸抱合体が増加した 1) 。 

ラットに 36、120、360 mg/kg を腹腔内投与して 2 日間の尿を採取し、β-グルクロニダーゼ/

アリルスルファターゼ混合液で加水分解した結果、投与量の 6.4～8.3％が 2,3,4-体として尿中か

ら検出され、そのほとんどが 24 時間以内に排泄されていた。また、投与量の 0.3％未満であっ

たが、3,4,5-体も尿中から検出された 2) 。 

ヒトでは、軽運動（50W）中のボランティアに 25 ppm を 2 時間吸入させた結果、本物質は開

始後すぐに血液中に現れて増加し、次第に増加は鈍ったものの吸入終了時まで増加し、その後

急激に減少した。血液からの消失を 4 相性で近似すると半減期は第 1 相が 1.5 分、第 2 相が 24

分、第 3 相が 4.7 時間、第 4 相が 78 時間であった。吸入した本物質の 56％が体内に吸収され、

曝露終了後 3.5 時間までに吸収量の 37％が呼気中に、4 時間後までに 0.0023％が尿中にそれぞれ

未変化の本物質のままで排泄された 3) 。また、曝露開始から 24 時間の尿に含まれるジメチル馬

尿酸（DMHA）、ジメチル安息香酸（DMBA）を測定した結果、吸収量の 9％が 2,3-DMHA、2％

が 2,6-DMHA として尿中に排泄されており、半減期は 2,3-DMHA で 4.8 時間、2,6-DMHA で 8 時

間であった。DMBA の排泄は投与量の約 3％であった 4) 。 

 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 5) 

動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経皮 LDLo 10 mL/kg 

 

本物質は眼、皮膚、気道を刺激する。中枢神経系に影響を与えることがある。液体を飲み

込むと、肺に吸い込んで化学性肺炎を起こす危険性がある。吸入すると、錯乱、眩暈、頭痛、

嘔吐、嗜眠、咳、咽頭痛を生じ、皮膚に付くと発赤、眼に入ると発赤、痛みを生じることが

ある 6) 。 

 

② 中・長期毒性 

ア）Sprague-Dawley ラットに 0、100、300、1,000 mg/kg/day を 2 週間強制経口投与した用量設

定のための予備試験では、1,000 mg/kg/day 群の雌雄で体重増加の抑制傾向、肝臓の絶対及
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び相対重量の有意な増加、雌で流涎を認めた。また、1,000 mg/kg/day 群の雄及び 300 

mg/kg/day 以上の群の雌で血液の生化学成分に投与の影響によると考えられる軽微な変化

がみられた 7) 。 

 

イ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 5 匹を 1 群とし、0、100、300、1,000 mg/kg/day を 28 日間

強制経口投与した結果、1,000 mg/kg/day 群の雌雄の全数で流涎を認め、雌で体重増加の有

意な抑制を認めた。300 mg/kg/day 以上の群の雌雄で活性化部分トロンボプラスチン時間、

300 mg/kg/day 以上の群の雄及び 300 mg/kg/day 群の雌でプロトロンビン時間が有意に延長

し、それらは 100 mg/kg/day 群の雌雄でも延長傾向にあった。血清のクロールは 100 

mg/kg/day 以上の群の雌及び 1,000 mg/kg/day 群の雄で有意に低下し、1,000 mg/kg/day 群の

雌雄で総コレステロール、雌で総蛋白の有意な上昇がみられた。300 mg/kg/day 以上の群の

雄で腎臓、1,000 mg/kg/day 群の雌雄で肝臓の絶対及び相対重量の有意な増加、1,000 

mg/kg/day 群の雌で胸腺絶対重量の有意な減少を認めた。剖検では、1,000 mg/kg/day 群の雄

で腎臓の肥大と淡色化が有意な発生率でみられ、雄の 300 mg/kg/day 以上の群の腎臓で硝子

滴変性、1,000 mg/kg/day 群の雌雄の肝臓で肝細胞肥大、雄の腎臓で石灰沈着、雌の脾臓で

うっ血の発生率に有意な増加を認めた。著者らは、活性化部分トロンボプラスチン時間及

びプロトロンビン時間の延長傾向から NOEL を 100 mg/kg/day 未満としたが 7) 、どちらも

有意差のない変化であったことから NOAEL を 100 mg/kg/day とする。 

 

ウ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 5 匹を 1 群とし、0、3、10、30 mg/kg/day を 28 日間強制経

口投与した結果、活性化部分トロンボプラスチン時間やプロトロンビン時間への影響はな

く、一般状態や体重、血液の生化学成分、主要臓器の重量や組織にも影響はなかった 7) 。

この結果から、NOAEL を 30 mg/kg/day 以上とする。 

 

エ）Wistar ラット雄 10～15 匹を 1 群とし、0、25、100、250 ppm を 28 日間（6 時間/日、5

日/週）吸入させた結果、一般状態や体重への影響はなかったが、曝露終了から 14～61 日

後に実施した受動的回避行動試験、ホットプレート式鎮痛効果測定試験では 25 ppm 群及び

100 ppm 群での成績が低く、長期記憶能及び痛覚の低下が示唆された 8) 。 

 

オ）Wistar ラット雄 10 匹又は 20 匹を 1 群とし、0、25、100、250 ppm を 3 ヶ月間（6 時間/

日、5 日/週）吸入させながら 0、4、8、13 週に実施した回転棒試験では、濃度に依存した

成績低下がみられ、250 ppm 群では 4、8、13 週の成績、100 ppm 群で 13 週の成績が有意に

低く、2 週間の回復期間後に 250 ppm 群で実施した試験でも成績の改善はみられなかった。

曝露期間終了直後に実施したホットプレート試験では 25 ppm 以上の群で潜時の有意な遅

延がみられたが、25 ppm 群の遅延はごく軽微であり、回復期間（2 週間）後の 250 ppm 群

で認めた改善後の潜時（有意差なし）と大差なかった。なお、一般状態や体重への影響は

いずれの群にもなかった 9) 。この結果から、NOAEL を 25 ppm（曝露状況で補正：4.5 ppm）

とする。 

 

カ）Wistar ラット雌雄各 20 匹を 1 群とし、0、25、100、250 ppm を 3 ヶ月間（6 時間/日、5
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日/週）吸入させた結果、一般状態や体重に影響はなかったが、250 ppm 群の雄で肝臓相対

重量の増加、赤血球数の減少と網赤血球数の増加、雌雄で分葉好中球数の減少とリンパ球

の増加、雄で血清 SDH（ソルビトール脱水素酵素）、雌で血清 ALP の上昇に有意差を認め

た。また、100 ppm 以上の群の雌の気管支で杯細胞の増加、250 ppm 群の雄の肺で血管周囲

性及び間質性のリンパ球浸潤の発生率に有意な増加を認めた 10) 。この結果から、NOAEL

を 25 ppm（曝露状況で補正：4.5 ppm）とする。 

 

③ 生殖・発生毒性 

ア）Sprague-Dawley ラット雌雄各 5 匹を 1 群とし、0、100、300、1,000 mg/kg/day を 28 日間

強制経口投与した結果、雌雄の生殖器に影響はなかった 7) 。 

 

イ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 12 匹を 1 群とし、0、40、200、1,000 mg/kg/day を交尾前 14

日から雄に 42日間、雌に哺育 3日までの 40～53日間強制経口投与した結果、1,000 mg/kg/day

群の雌雄で外尿道口周囲被毛汚染、雌で流涎がみられ、1,000 mg/kg/day 群の雌で一過性（妊

娠 14 日）の体重増加の有意な抑制を認めた。40 mg/kg/day 以上の群の雄及び 200 mg/kg/day

以上の群の雌で肝臓相対重量、200 mg/kg/day 以上の群の雌雄で腎臓相対重量の有意な増加

を認め、200 mg/kg/day 以上の群の雄及び 1,000 mg/kg/day 群の雌の肝臓で小葉中心性の肝細

胞肥大、200 mg/kg/day 以上の群の雄の腎臓で近位尿細管上皮の好酸性小体の発生率に有意

な増加を認めた。性周期や交尾率、受胎率、着床数、出産率、出産仔数、出生率、出生仔

の外表所見などへの影響はなかった。1,000 mg/kg/day 群の仔で生後 4 日の体重は有意に低

かったが、生後 4 日の剖検ではいずれの群にも影響はなかった。なお、200 mg/kg/day 以上

の群の雄の腎臓で実施したα2u-グロブリン抗体を用いた免疫染色の結果は陽性であった

ことから、近位尿細管上皮の好酸性小体はα2u-グロブリン腎症と考えられた 11) 。この結果

から、父ラットで LOAEL を 40 mg/kg/day、母ラットで NOAEL を 40 mg/kg/day、仔で NOAEL

を 200 mg/kg/day、生殖能については NOAEL を 1,000 mg/kg/day 以上とする。 

 

ウ）CD-1 マウス雌 30 匹を 1 群とし、本物質を 6.18%、1,2,4-体を 40.5％、1,3,5-体を 8.37％含

み、o-キシレンやクメン等を含む C9 混合物 0、102、500、1,514 ppm を妊娠 6 日から妊娠

15 日まで吸入（6 時間/日）させた結果、500 ppm 群の 2 匹、1,514 ppm 群の 14 匹が死亡又

は瀕死となり、1,514 ppm 群で歩行異常、円背姿勢、被毛の乱れ、努力性呼吸、へばり、旋

回、運動失調が高い頻度でみられた。1,514 ppm 群で体重増加の有意な抑制、ヘマトクリッ

ト値及び平均赤血球容積の有意な減少と平均赤血球血色素濃度の有意な増加を認め、1,514 

ppm 群で着床後胚損失率は有意に高く、500 ppm 以上の群で胎仔の体重は有意に低かった。

この他には、1,514 ppm 群の胎仔で口蓋裂、胸骨分節及び頭蓋骨の骨化遅延の発生率に明ら

かな増加もみられた 12, 13) 。 

 

④ ヒトへの影響 

ア）ヒトへの影響について、知見は得られなかった。 
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（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
 

表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC －  

EU EU －  

 EPA(2016) ヒトでの発がん性の可能性を評価するにはデータが不十

分である＊。 

USA ACGIH －  

 NTP － 

日本 日本産業衛生学会 －  
ドイツ DFG －  

注：U.S.EPA（2016）は 2005 年のガイドラインに基づくため、分類に対応する記号はない。 

 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、代謝活性化系（S9）添加の有無にかかわらずネズミチフス菌、大腸

菌で遺伝子突然変異を誘発しなかったが 14) 、S9 無添加で遺伝子突然変異の誘発を認めた

とした報告 15) もあった。S9 無添加のチャイニーズハムスター肺細胞（CHL）で染色体異常

を誘発しなかったが、S9 添加の結果は疑陽性であった 16) 。 

in vivo 試験系では、腹腔内投与したマウスの骨髄細胞で小核を誘発しなかったが、姉妹

染色分体交換を誘発した 15) 。 

 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

実験動物での発がん性について、知見は得られなかった。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

ヒトでの発がん性について、知見は得られなかった。 

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性に関する知見が得られているが、生殖・発生毒性につい

ては十分な知見が得られていない。また、発がん性についても十分な知見が得られず、ヒト

に対する発がん性の有無については判断できない。このため、閾値の存在を前提とする有害
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性について、非発がん影響に関する知見に基づき無毒性量等を設定することとする。 

経口曝露については、生殖・発生毒性イ）に示したラットの試験から得られた LOAEL 40 

mg/kg/day（肝臓相対重量の増加）を慢性曝露への補正が必要なことから 10 で除し、LOAEL

であるために 10 で除した 0.40 mg/kg/day が信頼性のある最も低用量の知見と判断し、これを

無毒性量等に設定する。 

吸入曝露については、中・長期毒性オ）に示したラットの試験から得られた NOAEL 25 ppm

（回転棒試験の成績低下）及びカ）に示したラットの試験から得られた NOAEL 25 ppm（気

管支杯細胞の増加）を曝露状況で補正して 4.5 ppm（22 mg/m3）とし、慢性曝露への補正が必

要なことから 10 で除した 2.2 mg/m3が信頼性のある最も低濃度の知見と判断し、これを無毒

性量等に設定する。 

 

② 健康リスクの初期評価結果 
 

         表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 
飲料水 － － 

0.40 mg/kg/day ラット 
－ 

公共用水

域・淡水 
0.00019 µg/kg/day 

未満程度 
0.00044 µg/kg/day 程度 91,000 

 
経口曝露については、公共用水域・淡水を摂取すると仮定した場合、平均曝露量は 0.00019 

µg/kg/day 未満程度、予測最大曝露量は 0.00044 µg/kg/day 程度であった。無毒性量等 0.40 

mg/kg/day と予測最大曝露量から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除し

て求めた MOE（Margin of Exposure）は 91,000 となる。環境媒体から食物経由で摂取される曝

露量は少ないと推定されることから、その曝露を加えても MOE が大きく変化することはない

と考えられる。 

従って、本物質の経口曝露による健康リスクについては、現時点では作業は必要ないと考

えられる。 
 
 
       表 3.4 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 0.19 µg/m3程度 0.58 µg/m3程度 

2.2 mg/m3 ラット 
380 

室内空気 1.7 µg/m3 46 µg/m3 5 
 

吸入曝露については、一般環境大気中の濃度についてみると、平均曝露濃度は 0.19 µg/m3

程度、予測最大曝露濃度は 0.58 µg/m3程度であった。無毒性量等 2.2 mg/m3と予測最大曝露濃

度から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除して求めた MOE は 380 とな

る。 

一方、室内空気中の濃度についてみると平均曝露濃度は 1.7 µg/m3、予測最大曝露濃度は 46 

µg/m3であり、予測最大曝露濃度から求めた MOE は 5 となる。 

従って、本物質の一般環境大気の吸入曝露による健康リスクについては、現時点では作業

は必要ないと考えられる。室内空気の吸入曝露による健康リスクについては、詳細な評価を

行う候補と考えられる。 
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］
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４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、生物群（藻類、甲殻類、魚類及び

その他の生物）ごとに整理すると、表 4.1 のとおりとなった。 

 
表 4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急

性 
慢 
性 

毒性値 
[µg/L] 

生物名 生物分類／和名
エンドポイント

／影響内容 
曝露期間

[日] 
試験の 
信頼性 

採用の

可能性
文献 No.

藻 類  ○ 380 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
NOEC  
GRO (RATE) 

2 A A 1) 

 ○  5,700 Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

EC50  
GRO (RATE) 

2 A A 1) 

甲殻類 ○  2,700 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 A A 1) 

魚 類 ○  7,000 Oryzias latipes メダカ TLm   MOR 2 D C 
2)- 

2012115

 
○  7,800 Oryzias latipes メダカ LC50   MOR 4 A A 1) 

その他   ― ― ― ― ― ― ― ― 

急性／慢性：○印は該当する毒性値 

毒性値（太字）：採用可能な知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）：PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない、 
―：採用の可能性は判断しない 

エンドポイント 

EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、 

NOEC (No Observed Effect Concentration)：無影響濃度、TLm (Median Tolerance Limit) : 半数生存限界濃度 

影響内容 

GRO (Growth)：生長（植物）、IMM (Immobilization)：遊泳阻害、MOR (Mortality)：死亡 

毒性値の算出方法 

RATE：生長速度から求める方法（速度法） 

 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 

 

1） 藻 類 

環境省 1)は「新規化学物質等に係る試験の方法について（化審法テストガイドライン）」(2011)
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及びOECDテストガイドラインNo.201 (2011) に準拠して、緑藻類Pseudokirchneriella subcapitata

の生長阻害試験を GLP 試験として実施した。設定試験濃度は 0（対照区）、0.50、1.1、2.3、5.0、

11、23 mg/L（公比 約 2.2）であった。被験物質の実測濃度（0、24、48 時間後の幾何平均値）

は、<0.05（対照区）、0.377、0.851、1.89、4.07、8.66、18.5 mg/L であり、試験開始時及び 48 時

間後において、それぞれ設定濃度の 82～88%及び 86～89%であった。毒性値の算出には実測濃

度が用いられた。速度法による 48 時間半数影響濃度 (EC50) は 5,700 µg/L、48 時間無影響濃度 

(NOEC) は 380 µg/L であった。 

 

2） 甲殻類 

環境省1)は「新規化学物質等に係る試験の方法について（化審法テストガイドライン）」 (2011) 

に準拠して、オオミジンコDaphnia magnaの急性遊泳阻害試験をGLP試験として実施した。試験

は止水式（密閉容器使用）で行われ、設定試験濃度は、0（対照区）、0.23、0.50、1.1、2.3、5.0、

11、23 mg/L（公比 約2.2）であった。試験用水には硬度約250 mg/L (CaCO3換算) のElendt M4培

地が用いられた。被験物質の実測濃度 (0、24、48時間後の幾何平均値) は、<0.09（対照区）、

0.195、0.435、0.791、1.76、4.11、8.97、18.5 mg/Lであり、試験開始時及び終了時において、そ

れぞれ設定濃度の80～99%及び81～87%であった。遊泳阻害に関する48時間半数影響濃度 (EC50) 

は、実測濃度に基づき2,700 µg/Lであった。 

 

3）魚 類 

環境省 1)は「新規化学物質等に係る試験の方法について（化審法テストガイドライン）」(2011)

に準拠して、メダカ Oryzias latipes の急性毒性試験を GLP 試験として実施した。試験は半止水

式 (48 時間後換水、密閉容器使用) で行われ、設定試験濃度は 0（対照区）、1.0、2.2、4.6、6.8、

10、22 mg/L（公比 約 2.2）であった。試験用水には、硬度 30 mg/L (CaCO3換算) の脱塩素水道

水が用いられた。被験物質の実測濃度（試験溶液調製時及び換水前の算術平均値）は、<0.04（対

照区）、1.05、2.16、4.29、6.45、9.49、20.8 mg/L であり、試験溶液調製時及び換水前において、

それぞれ設定濃度の 92～111%及び 88～108%であった。96 時間半数致死濃度(LC50)は、実測濃

度に基づき 7,800 µg/L であった。 

 

（2）予測無影響濃度 (PNEC) の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した最小毒性値に情報量に応じた

アセスメント係数を適用し、予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 
 

急性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 48 時間 EC50（生長阻害） 5,700 µg/L 

甲殻類 Daphnia magna 48 時間 EC50（遊泳阻害） 2,700 µg/L 

魚 類 Oryzias latipes 96 時間 LC50  7,800 µg/L 

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類及び魚類）について信頼できる知見が得ら

れたため］ 

 これらの毒性値のうち、最も小さい値（甲殻類の 2,700 µg/L）をアセスメント係数 100 で除す
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ることにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 27 µg/L が得られた。 

 

慢性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 48 時間 NOEC（生長阻害） 380 µg/L

アセスメント係数： 100［1 生物群（藻類）の信頼できる知見が得られたため］ 

 得られた毒性値（藻類の 380 µg/L）をアセスメント係数 100 で除することにより、慢性毒性

値に基づく PNEC 値 3.8 µg/L が得られた。 

  

本物質の PNEC としては、藻類の慢性毒性値から得られた 3.8 µg/L を採用する。 

 

（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 4.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 0.0048 µg/L 未満程度 (2015) 0.011 µg/L 程度 (2015) 
3.8 

µg/L 

0.003 

公共用水域・海水 0.0048 µg/L 未満程度 (2015) 0.0048 µg/L 未満程度 (2015) <0.001 

注：1) 水質中濃度の (  ) の数値は測定年度を示す  
   2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 
 

 

 

本物質の公共用水域における濃度は、平均濃度で見ると淡水域で、海水域ともに 0.0048 µg/L

未満程度であった。安全側の評価値として設定された予測環境中濃度 (PEC) は、淡水域で

0.011 µg/L 程度、海水域では 0.0048 µg/L 未満程度であった。 

予測環境中濃度 (PEC) と予測無影響濃度 (PNEC) の比は、淡水域で 0.003、海水域では 0.001

未満であり、本物質について現時点では作業の必要はないと考えられる。 

詳細な評価を行う
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要 
ないと考えられる。 

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］ 
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１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名：メチル＝ドデカノアート  

（別の呼称：ドデカン酸メチル） 

CAS 番号：111-82-0 
化審法官公示整理番号：2-798（脂肪酸（C = 9～24）アルキル（C = 1～12）エステル） 
化管法政令番号： 
RTECS 番号：OF0670000 

分子式：C13H26O2 

分子量：214.34 
換算係数：1 ppm = 8.77 mg/m3（気体、25℃） 
構造式： 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

（2）物理化学的性状 

本物質は無色透明な液体である1)。 

融点 5.0℃ 2) , 4)、5.2℃ 3) 

沸点 267℃ (760 mmHg) 2) , 3)、250℃ 4) 

密度 
0.8702 g/cm3 (20℃) 2)、0.87 g/cm3 (20℃) 4)、 
比重：0.867～0.873 (20℃) 5) 

蒸気圧 
4.11×10-3 mmHg (=0.548 Pa) (25℃) 3)、 
1.20×10-3 mmHg (=0.160 Pa) (25℃) 6) 

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(log Kow) 6.0 4)、6.5 (25℃) 6) 

解離定数（pKa）  

水溶性（水溶解度） 
<4.4 mg/L (20℃) 7)、0.694 mg/L (藻類試験培地) 8)、

0.376 mg/L (脱塩素水道水) 8)、0.483 mg/L (脱塩素

水道水) 8)  

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性 

好気的分解（分解性が良好と判断される物質 9) ） 

分解率：BOD 78%、GC 100%  

（試験期間：4 週間、被験物質濃度：100 mg/L、活性汚泥濃度：30 mg/L）10) 

 

化学分解性  

OH ラジカルとの反応性（大気中） 

［13］メチル＝ドデカノアート          
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反応速度定数：13×10-12 cm3/(分子･sec)（AOPWIN 11) により計算）  

半減期：0.4～4 日 （OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 12) と仮定し、一日

を 12 時間として計算） 

加水分解性 
半減期：5.14 日（25℃）6) 

 

生物濃縮性 

 生物濃縮係数 (BCF)：73（BCFBAF 13) により計算）  

 

土壌吸着性 

 土壌吸着定数 (Koc)：1,300（KOCWIN 14) により計算）   

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

本物質の化審法に基づき公表された製造・輸入数量の推移を表 1.1 に示す15),16) 。 

 

表 1.1 製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 21 22 23 24 25 26 

製造・輸入数量(t) a) 2,949 b) 2,731c) 5,300 c) 4,906 c) 4,559 c) 4,490 c) 

注：a) 平成 22 年度以降の製造・輸入数量の届出要領は、平成 21 年度までとは異なっている。 
    b) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業所内での自家消費分を含んでいない値を示す。 
    c) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含んでいない値を示す。 

 

脂肪酸（C=9～24）アルキル（C=1～12）エステルの「化学物質の製造・輸入量に関する実

態調査」による製造（出荷）及び輸入量を表 1.2 に示す17) 。 

 

表 1.2 製造（出荷）及び輸入量 

平成(年度) 13 16 19 

製造（出荷）及び 
輸入量 a) 

100～1,000  
t/年未満 

10,000～100,000 
 t/年未満 

10,000～100,000  
t/年未満 

注：a) 化学物質を製造した企業及び化学物質を輸入した商社等のうち、1 物質 1 トン以上の製造又 
は輸入をした者を対象に調査を行っているが、全ての調査対象者からは回答が得られていない。 

 

本物質は、天然にはオリスのアブソリュート、リンゴ、バナナ、ベリー類に存在するとさ

れている18) 。 

 

② 用 途 

本物質の主な用途は工業原料（乳化剤や界面活性剤の中間体など）、塗料添加剤である6) 。

また、本物質は食品衛生法第 10 条に基づき食品添加物（指定添加物）19) に指定されているほ

か、国際香粧品香料協会（IFRA）が作成した世界で使用されている消費財の香料成分リスト
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20) に掲載されている。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

本物質は、生態影響の観点から化学物質審査規制法優先評価化学物質（通し番号：29）に指

定されている。 

本物質は、生態影響の観点から水環境保全に向けた取組のための要調査項目に選定されてい

る。 

なお、本物質は旧化学物質審査規制法（平成 15 年改正法）において第三種監視化学物質（通

し番号：272）に指定されていた。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

（1）環境中への排出量 

本物質は化学物質排出把握管理促進法（化管法）第一種指定化学物質ではないため、排出量

及び移動量は得られなかった。 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

化管法に基づく排出量及び下水道への移動量が得られなかったため、Mackay-Type Level III 

Fugacity Model1) により媒体別分配割合の予測を行った。結果を表 2.1 に示す。 

 
表 2.1 Level Ⅲ Fugacity Model による媒体別分配割合（％） 

排出媒体 大気 水域 土壌 大気/水域/土壌 

排出速度（kg/時間） 1,000 1,000 1,000 1,000（各々） 

大 気 97.3 7.7 1.4 6.7 
水 域 0.8 86.5 0.2 19 
土 壌 1.8 0.1 98.4 73.1 
底 質 0.1 5.7 0.0 1.3 

注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの。 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.2 に示

す。 

 
表 2.2 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a) 検出 
検出率 調査地域 測定年度 文 献 

平均値 a) 平均値 下限値

                      

一般環境大気  µg/m3          

             

室内空気 µg/m3          

             

食物 µg/g          
             

飲料水 µg/L          
             

地下水 µg/L          
             

土壌 µg/g          
             

公共用水域・淡水   µg/L 0.0052 0.0067 <0.0052 0.017 0.0052 8/15 全国 2013 2) 
             

公共用水域・海水   µg/L  <0.0052 0.0077 <0.0052 0.038 0.0052 1/7 全国 2013 2) 
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媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a) 検出 
検出率 調査地域 測定年度 文 献 

平均値 a) 平均値 下限値

             

底質(公共用水域・淡水)  µg/g          
           

底質(公共用水域・海水)  µg/g          
           

魚類(公共用水域・淡水) µg/g          

           

魚類(公共用水域・海水) µg/g          

             

注：a) 最大値又は幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 
   
  

（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

公共用水域・淡水の実測値を用いて、人に対する曝露の推定を行った（表 2.3）。化学物質の

人による一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸量、飲水量及び食事量をそれぞれ 15 

m3、2 L 及び 2,000 g と仮定し、体重を 50 kg と仮定している。 

 

表 2.3 各媒体中の濃度と一日曝露量 
  媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

        

  大 気     

  一般環境大気 データは得られなかった データは得られなかった 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

平      

  水 質    

  飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

  地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

均 公共用水域・淡水 0.0052 µg/L 程度 (2013) 0.00021 µg/kg/day 程度 

      

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

       

  大 気   

  一般環境大気 データは得られなかった データは得られなかった 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

最     

 水 質   

大 飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

  地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

値 公共用水域・淡水 0.017 µg/L 程度 (2013) 0.00068 µg/kg/day 程度 

     

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

    

 

吸入曝露の予測最大曝露濃度を設定できるデータは得られなかった。 
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表 2.4 人の一日曝露量 

媒 体 平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

大 気 
 一般環境大気   

 室内空気   

   飲料水   

水 質  地下水   

   公共用水域・淡水 0.00021 0.00068 

 食 物     

 土 壌     

 経口曝露量合計 0.00021 0.00068 

 総曝露量 0.00021 0.00068 

 

経口曝露の予測最大曝露量は、表 2.4 に示すとおり、公共用水域・淡水のデータから算定す

ると 0.00068 µg/kg/day 程度となった。 

物理化学的性状から考えて生物濃縮性は高くないと推測されることから、本物質の環境媒体

から食物経由の曝露量は少ないと考えられる。 

 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.5 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると、公共用水域の淡水

域では 0.017 μg/L 程度、同海水域では 0.038 μg/L 程度となった。 

 

表 2.5 公共用水域濃度 

水 域 平    均 最 大 値 

淡 水 0.0052 µg/L 程度 (2013) 0.017 µg/L 程度 (2013) 

海 水 0.0052 µg/L 未満程度 (2013) 0.038 µg/L 程度 (2013) 

注：1) 環境中濃度での（ ）内の数値は測定年度を示す。 
    2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む。 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

本物質の体内動態、代謝に関して知見は得られなかった。 

なお、本物質のような中程度の長さの直鎖エステルは消化管から速やかに吸収され、加水分

解によりアルコールとカルボン酸になり、脂肪酸経路を介して CO2 へと酸化されて呼気中に排

泄されるか、抱合体となって尿中に排泄される 1) 。 

 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 

動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 > 2,000 mg/kg 2) 
ラット 吸入 LC50 > 5,000 mg/m3 (4hr) 3) 

注：（ ）内の時間は曝露時間を示す。 

 

ヒトの急性症状に関する情報は得られなかったが、経口投与したラットでは投与に伴う異

常はみられなかった 2) 。吸入曝露したラットでは曝露終了から 1 時間後の観察時に嗜眠、円

背姿勢、努力性呼吸が全数でみられ、円背姿勢は 2 日後まで持続した 3) 。 

 

② 中・長期毒性 

ア）Sprague-Dawley ラット雌雄に 0、250、500、750、1,000 mg/kg/day を 2 週間強制経口投与

した予備試験では各群で死亡はなく、一般状態、体重、臓器重量、血液、血液生化学にも

影響はなかった 4) 。この結果から、NOAEL を 1,000 mg/kg/day 以上とする。 

 

イ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 12 匹を 1 群とし、0、250、500、1,000 mg/kg/day を交尾前

14 日から雄に 45 日間、雌に哺育 3 日までの 41～55 日間強制経口投与した結果、各群で死

亡はなく、一般状態、体重、臓器の重量や組織、血液、血液生化学にも影響はなかった 4) 。

この結果から、NOAEL を 1,000 mg/kg/day 以上とする。 

 

ウ）USCラット雌雄各 10匹を 1群とし、無脂肪飼料に 0、100 mg/rat/dayの本物質（250 mg/kg/day

程度）を添加して 12 週間投与した結果、生存率や体重に有意な影響はなかった 5) 。 

 

③ 生殖・発生毒性 

ア）Sprague-Dawley ラット雌雄各 12 匹を 1 群とし、0、250、500、1,000 mg/kg/day を交尾前

14 日から雄に 45 日間、雌に哺育 3 日までの 41～55 日間強制経口投与した結果、各群で交

尾能、受胎能、性周期への影響はなく、出産率や出生率、4 日生存率等にも影響はなかった。
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また、奇形や変異の発生率増加もなかった 4) 。この結果から、NOAEL を 1,000 mg/kg/day

以上とする。 

 

イ）USC ラット雌 10 匹を 1 群とし、無脂肪飼料に 0、100 mg/rat/day の本物質（250 mg/kg/day

程度）を添加して 12 週間投与した後に未処置の雄と交尾させた結果、いずれの群も出産は

みられなかった。このため、無脂肪飼料に本物質を添加しても生殖能低下を改善する効果

はないと考えられた 5) 。 

 

④ ヒトへの影響 

ア）ボランティア 10 人の前前腕部皮膚（直径 3 cm）にそれぞれ 10、20％の本物質、20 人の

前前腕部皮膚にそれぞれ 50、100％の本物質を 30 分間塗布した結果、いずれの被験者にも

刺激反応はみられなかった 6) 。 

 

イ）ボランティア 20 人の背部（直径 3 cm）に 70 µL の本物質を 24 時間塗布した結果、6 人

に軽度の紅斑、あるいは落屑がみられた 7) 。 

 

（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
 

表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC －  

EU EU －  

 EPA －  

USA ACGIH －  

 NTP － 

日本 日本産業衛生学会 －  
ドイツ DFG －  
 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、代謝活性化系（S9）添加の有無にかかわらずネズミチフス菌 8, 9)、大

腸菌 9)で遺伝子突然変異、チャイニーズ・ハムスター肺細胞（CHL）10) 、ヒト末梢血リン

パ球 11) で染色体異常を誘発しなかった。 

in vivo 試験系については、知見が得られなかった。 
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○ 実験動物に関する発がん性の知見 

実験動物での発がん性に関して、知見は得られなかった。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

ヒトでの発がん性に関して、知見は得られなかった。 

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性及び生殖・発生毒性等に関する知見が得られているが、

発がん性については十分な知見が得られず、ヒトに対する発がん性の有無については判断で

きない。このため、閾値の存在を前提とする有害性について、非発がん影響に関する知見に

基づき無毒性量等を設定することとする。 

経口曝露については、中・長期毒性イ）に示したラットの試験から得られた NOAEL 1,000 

mg/kg/day 以上（最高用量で影響なし）を慢性曝露への補正が必要なことから 10 で除した 100 

mg/kg/day が信頼性のある最も低用量の知見と判断し、これを無毒性量等に設定する。 

吸入曝露については、無毒性量等の設定ができなかった。 

 

② 健康リスクの初期評価結果 
 

          表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 
飲料水 － － 

100 mg/kg/day ラット 
－ 

公共用水

域・淡水 
0.00021 µg/kg/day 程度 0.00068 µg/kg/day 程度 15,000,000

 

経口曝露については、公共用水域・淡水を摂取すると仮定した場合、平均曝露量は 0.00021 

µg/kg/day 程度、予測最大曝露量は 0.00068 µg/kg/day 程度であった。無毒性量等 100 mg/kg/day

と予測最大曝露量から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除して求めた

MOE（Margin of Exposure）は 15,000,000 となる。環境媒体から食物経由で摂取される曝露量

は少ないと推定されることから、その曝露を加えても MOE が大きく変化することはないと考

えられる。 

従って、本物質の経口曝露による健康リスクについては、現時点では作業は必要ないと考

えられる。 
 
        表 3.4 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 － － 

－ － 
－ 

室内空気 － － － 
 

吸入曝露については、無毒性量等が設定できず、曝露濃度も把握されていないため、健康
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

リスクの判定はできなかった。 

なお、吸収率を 100％と仮定し、経口曝露の無毒性量等を吸入曝露の無毒性量等に換算する

と 333 mg/m3 となるが、無毒性量等設定のエンドポイントが「最高用量で影響なし」であっ

たことから、実際はさらに高い濃度と考えられる。一方、本物質は食品や飲料等に天然の香

り成分として含まれ 12) 、香水や化粧品、食品添加物に香料として使用されている 13) 。この

ため、一般環境大気中の濃度が問題になる可能性は低いと考えられることから、本物質の一

般環境大気からの吸入曝露による健康リスクの評価に向けて吸入曝露の情報収集等を行う必

要性は低いと考えられる。 
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４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、その信頼性及び採用の可能性を確

認したものを生物群（藻類、甲殻類、魚類及びその他の生物）ごとに整理すると表 4.1 のとおり

となった。 

 

表 4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急 

性 
慢 
性 

毒性値 
[µg/L] 

生物名 生物分類／和名
エンドポイント

／影響内容 
曝露期間 

[日] 
試験の

信頼性 
採用の

可能性 
文献 No.

藻 類  ○ 5.9*1 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

NOEC   
GRO (RATE) 3 B B 2) 

  ○ 39.6 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
NOEC   
GRO (RATE) 3 B B 1) 

 ○  78.4*1 Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

EC50 
GRO (RATE) 3 B B 2) 

 ○  324 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
EC50 
GRO (RATE) 3 B B 1) 

   810 
Desmodesmus 
subspicatus 

緑藻類 EC10     GRO 4 C ― 4)-1 

 ○  1,460 
Desmodesmus 
subspicatus 緑藻類 EC50     GRO 4 C C 4)-1 

甲殻類  ○ 81.4 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 21 A A 1) 

 ○  225 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 A A 1) 

魚 類 ○  >524*2 Oryzias latipes メダカ LC50   MOR 4 A A 1) 

 ○  >100,000 Oryzias latipes メダカ LC50   MOR 4 B B 
3)- 

2010208

 ○  >1,000,000 
Lepomis 
macrochirus 

ブルーギル LC50   MOR 4 C C 4)-2 

その他   ― ― ― ― ― ― ― ― 

急性／慢性：○印は該当する毒性値 

毒性値（太字）：PNEC 導出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）： PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験はある程度信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可、 

E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値はある程度採用できる、C：毒性値は採用できない、 
―：採用の可能性は判断しない 

エンドポイント 
EC10 (10% Effective Concentration)：10%影響濃度、EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、 
LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、NOEC (No Observed Effect Concentration)： 無影響濃度 
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影響内容 
GRO (Growth)：生長（植物）、IMM (Immobilization)：遊泳阻害、MOR (Mortality)：死亡、 
REP (Reproduction)：繁殖、再生産 

毒性値の算出方法 
RATE：生長速度より求める方法（速度法） 
 

*1 文献 2) をもとに、試験時の実測濃度（試験開始時及び終了時の幾何平均値）を用いて、速度法により再計算した値 
*2 限度試験（毒性値を求めるのではなく、定められた濃度において影響の有無を調べる試験）により得られた値 

 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 

 

1） 藻 類 

環境省 1)は「新規化学物質等に係る試験の方法について（化審法テストガイドライン）」(2003)

及び OECD テストガイドライン  No.201 (2004) に準拠して、緑藻類 Pseudokirchneriella 

subcapitata （旧名 Selenastrum capricornutum）の生長阻害試験を GLP 試験として実施した。設

定試験濃度は 0（対照区、助剤対照区）、0.0375、0.0750、0.150、0.300、0.600 mg/L（公比 2.0）

であった。試験溶液の調製には、助剤として N,N-ジメチルホルムアミド (DMF) が 0.100 mL/L

用いられた。被験物質の実測濃度（試験開始時及び終了時の幾何平均値）は、<0.00286（対照

区、助剤対照区）、0.0059、0.00805、0.0119、0.304 mg/L であり、試験開始時及び終了時におい

て、それぞれ設定濃度の 98.3～108%及び 8.98～25.8%であった。毒性値の算出には実測濃度が

用いられた。速度法による 72 時間半数影響濃度 (EC50)は 78.4 µg/L、72 時間無影響濃度 (NOEC) 

は 5.9 µg/L であった 2)。 

 

2） 甲殻類 

環境省1)は、「新規化学物質等に係る試験の方法について（化審法テストガイドライン）」

(2003) 及びOECDテストガイドライン No.202 (2004) に準拠して、オオミジンコDaphnia magna

の急性遊泳阻害試験をGLP試験として実施した。試験は流水式 (96倍容量換水／日) で行われ、

設定試験濃度は0（対照区、助剤対照区）、0.153、0.244、0.391、0.625、1.00 mg/L（公比1.6）

であった。試験溶液の調製には、試験用水として硬度29.2 mg/L (CaCO3換算) の脱塩素水道水

が、助剤としてN,N-ジメチルホルムアミド (DMF) が0.100 mL/L用いられた。被験物質の実測

濃度（0、48時間後の算術平均値）は、<0.0495（対照区、助剤対照区）、0.0577、0.102、0.119、

0.203、0.351 mg/Lであり、0及び48時間後において、それぞれ設定濃度の39～47.5%及び21.4～

38.8%であった。遊泳阻害に関する48時間半数影響濃度 (EC50) は、実測濃度に基づき225 µg/L

であった。 

また、環境省1)は「新規化学物質等に係る試験の方法について（化審法テストガイドライン）」

(2003) 及びOECDテストガイドライン No.211 (1998) に準拠して、オオミジンコDaphnia magna

の繁殖試験をGLP試験として実施した。試験は流水式 (48倍容量換水／日) で行われ、設定試

験濃度は0（対照区、助剤対照区）、0.0625、0.125、0.250、0.500、1.00 mg/L（公比2.0）であ

った。試験溶液の調製には、試験用水として硬度41.7 mg/L (CaCO3換算) の脱塩素水道水が、

助剤としてN,N-ジメチルホルムアミド (DMF) が0.100 mL/L用いられた。被験物質の実測濃度
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（0、3、9、15日後の算術平均値）は、<0.00248（対照区、助剤対照区）、0.00955、0.0333、

0.0814、0.213、0.409 mg/Lであり、試験中を通じて設定濃度の9.83-50.4%であった。繁殖阻害

（累積産仔数）に関する21日間無影響濃度 (NOEC) は、実測濃度に基づき81.4 µg/Lであった。 

 

3）魚 類 

環境省 1)は、「新規化学物質等に係る試験の方法について（化審法テストガイドライン）」

(2003) 及び OECD テストガイドライン No.203 (1992) に準拠して、メダカ Oryzias latipes の急

性毒性試験を GLP 試験として実施した。試験は流水式 (96 倍容量換水/日) で行われ、設定試験

濃度は 0（対照区、助剤対照区）、1 mg/L（限度試験）であった。試験溶液の調製には、試験用

水として硬度 29.2 mg/L (CaCO3換算) の脱塩素水道水が、助剤として N,N-ジメチルホルムアミ

ド (DMF) が 0.100 mL/L 用いられた。被験物質の実測濃度 (0、96 時間後の算術平均値) は、

<0.0495（対照区、助剤対照区）、0.524 mg/L であり、0 及び 96 時間後において、それぞれ設定

濃度の 49.5%及び 52.4%であった。濃度区においても対照区及び助剤対照区と同様に死亡は見ら

れず、96 時間半数致死濃度 (LC50) は、実測濃度に基づき 524 µg/L 超とされた。 

 

（2）予測無影響濃度（PNEC）の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した最小毒性値に情報量に応じた

アセスメント係数を適用し、予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 
 

急性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 EC50（生長阻害） 78.4 µg/L 

甲殻類 Daphnia magna 48 時間 EC50（遊泳阻害） 225 µg/L 

魚 類 Oryzias latipes 96 時間 LC50 524 µg/L 超 

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類及び魚類）について信頼できる知見が得ら

れたため］ 

これらの毒性値のうち、最も小さい値（藻類の 78.4 µg/L）をアセスメント係数 100 で除する

ことにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 0.78 µg/L が得られた。 

 

慢性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 NOEC（生長阻害） 5.9 µg/L 

甲殻類 Daphnia magna 21 日間 NOEC（繁殖阻害） 81.4 µg/L 

アセスメント係数：100［2 生物群（藻類及び甲殻類）の信頼できる知見が得られたため］ 

これらの毒性値のうち、小さい方の値（藻類の 5.9 µg/L）をアセスメント係数 100 で除するこ

とにより、慢性毒性値に基づく PNEC 値 0.059 µg/L が得られた。 

 

本物質の PNEC としては、藻類の慢性毒性値から得られた 0.059 µg/L を採用する。 
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（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 4.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比 

公共用水域・淡水 0.0052 µg/L 程度 (2013) 0.017 µg/L 程度 (2013)
0.059 

µg/L 

0.3 

公共用水域・海水 0.0052 µg/L 未満程度 (2013) 0.038 µg/L 程度 (2013) 0.6 

 注：1) 環境中濃度での（     ）内の数値は測定年度を示す 
      2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 

  

 

 

 

 

本物質の公共用水域における濃度は、平均濃度で見ると淡水域で 0.0052 µg/L 程度、海水域で

は 0.0052 µg/L未満程度であった。安全側の評価値として設定された予測環境中濃度 (PEC) は、

淡水域で 0.017 µg/L 程度、海水域では 0.038 µg/L 程度であった。 

予測環境中濃度 (PEC)と予測無影響濃度 (PNEC) の比は、淡水域で 0.3、海水域では 0.6 とな

るため、情報収集に努める必要があると考えられる。 

本物質については有害性情報の充実について検討することが望ましいと考えられる。 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］
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１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名：2-メチルプロパン-2-オール 

（別の呼称：tert-ブタノール、2-メチル-2-プロパノール） 

CAS 番号：75-65-0 
化審法官公示整理番号：2-3049（ブチルアルコール） 
化管法政令番号： 
RTECS 番号：EO1925000 

分子式：C4H10O 

分子量：74.12 
換算係数：1 ppm = 3.03 mg/m3（気体、25℃） 
構造式： 
 
 
 
 
 
 

 
OH

C CH3

CH3

H3C

 
 

（2）物理化学的性状 

本物質はカンフル様の臭気を有する結晶である1) 。 

融点 
25.81℃ 2)、25.6℃ 3)、25.7℃ 3)、25.62℃ 4)、25℃
5) 

沸点 
82.3℃ (760 mmHg) 2)、82.41℃ 3)、82.35℃ (760 
mmHg) 4)、83℃ 5) 

密度 0.7887 g/cm3 (20℃) 2) 

蒸気圧 
41.4 mmHg (=5.52×103 Pa) (25℃) 2)、31 mmHg 
(=4.1×103 Pa) (20℃) 5)、42 mmHg (=5.6×103 Pa) 
(25℃) 5) 

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(log Kow) 0.35 2) , 4)、0.37 5)、0.317 (22.5℃、pH=6.8～7.3) 6) 

解離定数（pKa） 19.20 4) 

水溶性（水溶解度） 
自由混和 2) , 4)、自由混和(20℃、pH=7) 5)、6.458×103 

mg/L (79℃) 7) 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性 

好気的分解（分解性が良好でないと判断される物質 8) ） 

分解率：BOD 2.5%、TOC 13.0%、GC 10.5% 

（試験期間：4 週間、被験物質濃度：100 mg/L、活性汚泥濃度：100 mg/L）9) 

 

化学分解性  

OH ラジカルとの反応性（大気中） 

［14］2-メチルプロパン-2-オール          
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反応速度定数：1.12×10-12 cm3/(分子･sec)（測定値）10)  

半減期：4.8～48 日（OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3  11) と仮定し、一日

を 12 時間として計算） 

加水分解性 
半減期：>1 年6) 

 

生物濃縮性（濃縮性がない又は低いと判断される物質 8) ） 

 生物濃縮係数 (BCF)：  

      <0.5（試験生物：コイ、試験期間：7 週間、試験濃度：6 mg/L）12) 

<5（試験生物：コイ、試験期間：7 週間、試験濃度：0.6 mg/L）12) 

 

土壌吸着性 

 土壌吸着定数 (Koc)：2.1（KOCWIN 13) により計算）  

 

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

化審法に基づき公表された製造・輸入数量を表 1.1 に示す14), 15) 。 

 

表 1.1 製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 17 18 19 20 21 

製造・輸入数量(t) a) 167,033 b) 158,470 b) 188,893 b) 200,011 b) 271,232 b) 

平成(年度) 22 23 24 25 26 

製造・輸入数量(t) a) 198,229 c) 300,000 c),d) 200,000 c),d) 100,000 c),d) 200,000 c),d) 

注：a) 平成 22 年度以降の製造・輸入数量の届出要領は、平成 21 年度までとは異なっている。 
    b) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業所内での自家消費分を含んでいない値を示す。 
    c) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含んでいない値を示す。 
    d) ブチルアルコールとして届け出られた製造数量及び輸入数量を合計した数量。平成 25 年度以降は

優先評価化学物質となった 1-ブタノールが集計対象外となっている。 

 

OECD に報告している生産量は、100,000～1,000,000 t/年未満である。 

 

② 用 途 

本物質の主な用途は、有機合成原料、溶媒、医薬部外品添加物（薬用石けん、化粧品等）、

食品添加物（香料、製造用剤）とされている17) 。酸化防止剤のブチルヒドロキシアニソール

（BHA）は、本物質と p-メトキシフェノールから合成する18) 。 

本物質は、メタクリル酸 tert-ブチル（CAS No. 585-07-9）の生分解により生成する19) 。 
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（5）環境施策上の位置付け 

本物質は、本物質は旧化学物質審査規制法（平成 15 年改正法）において第二種監視化学物質

（通し番号：703）に指定されていた。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

（1）環境中への排出量 

本物質は化学物質排出把握管理促進法（化管法）第一種指定化学物質ではないため、排出量

及び移動量は得られなかった。 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

化管法に基づく排出量が得られなかったため、Mackay-Type Level III Fugacity Model1) により

媒体別分配割合の予測を行った。結果を表 2.1 に示す。 

 
表 2.1 Level Ⅲ Fugacity Model による媒体別分配割合（％） 

排出媒体 大気 水域 土壌 大気/水域/土壌 

排出速度（kg/時間） 1,000 1,000 1,000 1,000（各々） 

大 気 37.2 0.3 1.0 3.4 
水 域 37.2 99.2 40.5 58.6 
土 壌 25.5 0.2 58.4 37.9 
底 質 0.1 0.2 0.1 0.1 

注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの。 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.2 に示

す。 

 
表 2.2 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 

平均値 a) 
算術 

平均値
最小値 最大値 a) 検出 

下限値
検出率 調査地域 測定年度 文 献 

                      

一般環境大気  µg/m3 0.085 0.12 <0.020 0.20 0.020 4/5 全国 1995 2) 

             

室内空気 µg/m3 ― 0.13 ― 1.7 ―b) 9/50 全国 2004 3) 

  ― ― ― 0.35 ―b) 1/9 福岡県 2004 4) 
  0.103 0.148 0.000 7.276 ―b) 25/90 全国 2002 5) c)

  0.072 0.25 0.027 6.604 ―b) 122/122 全国 2002 6) c, d) 
  ― 0.11 ― 6.60 ―b) －/116 全国 2001～

2002 
7) c, e) 

  0.035 0.043 ― 2.504 ―b) －/90 全国 2002 8) 
             

食物 µg/g          
             

飲料水 µg/L          
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媒 体 
幾何 

平均値 a) 
算術 

平均値
最小値 最大値 a) 検出 

下限値
検出率 調査地域 測定年度 文 献 

地下水 µg/L          
             

土壌 µg/g          
             

公共用水域・淡水   µg/L 0.33 0.60 0.059 2.3 0.020 14/14 全国 2013 9) 
  <2 <2 <2 <2 2 0/6 全国 1995 10) 
             

公共用水域・海水   µg/L 0.19 0.38 0.065 1.7 0.02 9/9 全国 2013 9) 
  <2 <2 <2 <2 2 0/5 全国 1995 10) 
             

底質(公共用水域・淡水) µg/g <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 f) 0.21 0/6 全国 1995 10)c) 
           

底質(公共用水域・海水)  µg/g <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 0.21 0/5 全国 1995 10) 
           

魚類(公共用水域・淡水) µg/g          

           

魚類(公共用水域・海水) µg/g          

             

注：a) 最大値又は幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 
b) 報告されていない。 
c) 原著のデータを転記。 
d) 加熱脱離法による測定結果。 
e) 竣工もしくは引き渡し後 3 ヶ月以降の住宅。 
f) 統一の検出下限値未満の値として 0.020 μg/g がある。 
 

（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

公共用水域・淡水の実測値を用いて、人に対する曝露の推定を行った（表 2.3）。化学物質の

人による一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸量、飲水量及び食事量をそれぞれ 15 

m3、2 L 及び 2,000 g と仮定し、体重を 50 kg と仮定している。 

 

表 2.3 各媒体中の濃度と一日曝露量 

  媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

        

  大 気     

  一般環境大気 
過去のデータではあるが概ね 0.085
µg/m3(1995) 

過去のデータではあるが概ね 0.026 
µg/kg/day 

  室内空気 
過去のデータではあるが 0.103 µg/m3 程

度 (2002) 
過 去 の デ ー タ で は あ る が 0.0309
µg/kg/day 程度 

平      

  水 質    

  飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

  地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

均 公共用水域・淡水 0.33 µg/L 程度 (2013) 0.013 µg/kg/day 程度 

      

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

       

 大 気   

最 
大 

一般環境大気 
過去のデータではあるが概ね 0.20 µg/m3

(1995) 
過去のデータではあるが概ね 0.060
µg/kg/day 

値 
室内空気 

過去のデータではあるが 7.276 µg/m3 程

度 (2004) 
過去のデータではあるが 2.183 µg/kg/day
程度 
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  媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

     

 水 質   

最 飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

  地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

大 公共用水域・淡水 2.3 µg/L 程度(2013) 0.092 µg/kg/day 程度 

      

値  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

    

 

吸入曝露の予測最大曝露濃度を設定できるデータは、得られなかった。なお、過去のデータ

ではあるが一般環境大気では概ね 0.20 µg/m3となり、室内空気では 7.3 µg/m3程度となった。 

 
表 2.4 人の一日曝露量 

媒 体 平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

大 気 
 一般環境大気 (過去のデータではあるが 0.026) (過去のデータではあるが 0.060)

 室内空気 (過去のデータではあるが 0.0309) (過去のデータではあるが 2.183)

   飲料水   

水 質  地下水   

   公共用水域・淡水 0.013 0.092 

 食 物     

 土 壌     

 経口曝露量合計 0.013 0.092 

  参考値 1   

 総曝露量 0.013 0.092 

  参考値 1 0.039 0.152 

注：1) （ ）内の数字は、経口曝露量合計の算出に用いていない。 
  2) 総曝露量は、吸入曝露として一般環境大気を用いて算定したものである。 
    3) 参考値 1 は、過去の一般環境大気のデータを用いた場合を示す。 

 

経口曝露の予測最大曝露量は、表 2.4 に示すとおり、公共用水域・淡水のデータから算定す

ると 0.092 µg/kg/day 程度となった。 

生物濃縮性は高くないため、本物質の環境媒体から食物経由の曝露量は少ないと考えられる。 

 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.5 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると、公共用水域の淡水

域では 2.3 μg/L 程度、同海水域では 1.7 μg/L 程度となった。 
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表 2.5 公共用水域濃度 

水 域 平    均 最 大 値 

淡 水 0.33 µg/L 程度 (2013) 2.3 µg/L 程度 (2013) 

海 水 0.19 µg/L 程度 (2013) 1.7 µg/L 程度 (2013) 

注：1) 環境中濃度での（ ）内の数値は測定年度を示す。 
    2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む。 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

本物質はアルコール脱水素酵素やカタラーゼの基質でないことが知られており、それらによ

る代謝を受けないアルコールの 1 つとして頻繁に使用されている 1) 。 

ラットに本物質 37.5、75、150、300 mg/kg を静脈内投与した結果、血液中の本物質は 2 相性

で消失し、血液から組織への移行による消失を示す第 1 相の半減期は約 3 分であった。組織か

らの排泄を示す第 2 相の半減期は 150 mg/kg 以下の群では 3.8 時間であったが、300 mg/kg 群で

は 5.0 時間とやや遅く、投与後 24 時間の AUC（血中濃度時間曲線下面積）は 300 mg/kg で比例

関係になかったことから、300 mg/kg 群での代謝の飽和が示唆された 2) 。ラットに 14C でラベル

した本物質 350 mg/kg を静脈内投与した結果、血液中放射活性の半減期（第 2 相）は約 8 時間

であった 3) 。 

ラットに 14C でラベルした本物質 350 mg/kg を単回強制経口投与し、24 時間の糞中排泄を調

べた結果、腸内容物を含めた糞中の放射活性は投与量の約 1％とわずかであった。また、1、30、

500、1,500 mg/kg を単回強制経口投与した結果、血液中の放射活性は 1 mg/kg 群では初回採血時

（10 分後）には既にピークにあり、1 相性の消失を示して半減期は約 8 時間であった。30 mg/kg

群では 40 分後、500 mg/kg 群では 80 分後に放射活性のピークがみられたが、その後の消失半減

期はともに約 9 時間であった。しかし、1,500 mg/kg 群では血液中の放射活性は 6～8 時間後ま

で増加した後、わずかしか減少せず、24 時間後もピーク時の約 84％の放射活性が血液中にあっ

た。1、30、500 mg/kg 群では 24 時間で投与した放射活性の 23～33％が尿中に排泄されたのに

対し、1,500 mg/kg 群では 9％とわずかであったが、いずれの群も尿中放射活性のほぼすべてが

複数の代謝物（未同定）であったことから、1,500 mg/kg 群での尿中排泄割合の低下は代謝の飽

和によるものと考えられた 3) 。 

ラットの鼻部に 14C でラベルした本物質 1,938 ppm を 6 時間曝露して吸入させた結果、血液中

の放射活性は初回採血時（10 分後）から曝露時間に比例して増加し、曝露終了後から 2～10 分

後にピークに達した後も 2 時間程度、高い状態を維持し、ピーク濃度は 500 mg/kg の単回強制

投与時と同程度であった。また、同様にして 2,108 ppm を 6 時間吸入させて血液中放射活性の

消失を調べた結果、半減期は約 11 時間であり、強制経口投与の 1 mg/kg 群又は 500 mg/kg 群の

半減期（約 8～9 時間）と同程度であった 3) 。 

ラットに 750～2,000 mg/kg の本物質を腹腔内投与した結果、24 時間で投与量の 0.5～9.5％が

尿中又は呼気中にアセトンとして排泄された。また、14C でラベルした本物質 1,750 mg/kg の腹

腔内投与では、24 時間でアセトンとそれよりやや少ない量の 14CO2 が排泄された。そこで、半

分量が 13C ラベル体からなる本物質 1,500 mg/kg をラットに腹腔内投与し、24 時間で尿中又は呼

気中に排泄されたアセトンを測定した結果、放射活性を示すアセトンは全体の 21％しかなかっ

たことから、半分以上のアセトンが本物質以外に起因したもの（内因性）であった 4) 。 

血液中の本物質濃度が 600～1,000 mg/L となるようにラットに本物質の 5.7％水溶液を 8 時間

毎に 1 日又は 2.5 日間強制経口投与した後に、1,250～1,500 mg/L の血液中濃度となるように増

量して単回強制経口投与した結果、本物質は最終投与後 18～26 時間で血液中から消失し、消失

速度は事前の投与回数によらずほぼ同一であった 5) 。一方、600 mg/kg を腹腔内投与したマウス
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では、本物質は 8～9 時間で血液中から消失したが、腹腔内投与時の血液中濃度を直線外挿して

求めた投与直後の血液中濃度となるように曝露濃度を調整し、同じマウスに 3 日間吸入させた

結果、曝露終了から 3 時間後には本物質は血液中から消失した。このため、曝露終了から 4 時

間後に再度、600 mg/kg を腹腔内投与したところ、3 時間後までに本物質は血液中から消失し、

反復投与による消失速度の増加がみられた 6) 。 

 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 7) 

動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 2,733 mg/kg 
ラット 経口 LD50 2,743 mg/kg 
ラット 経口 LD50 3,500 mg/kg 
ウサギ 経口 LDLo 3,500 mg/kg 
ウサギ 経口 LD50 3,558 mg/kg 
ウサギ 経口 LD50 3,600 mg/kg 
ラット 吸入 LC50 10,000 ppm[30,300 mg/m3] (4 hr) 
ラット 吸入 LC50 14,100 ppm[42,700 mg/m3] (4 hr) 

モルモット 経皮 LD50 >10 mL/kg 
ウサギ 経皮 LD50 >2,000 mg/kg 

注：（ ）内の時間は曝露時間を示す。 

 

本物質は眼を刺激し、発赤、痛みを生じる。中枢神経系に影響を与え、高濃度の場合には

意識低下を引き起こすことがある。吸入や経口摂取すると眩暈、嗜眠、吐き気、嘔吐、頭痛

を生じ、皮膚に付くと発赤を生じる 8)。 

 

② 中・長期毒性 

ア）Fischer 344 ラット雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、0.25、0.5、1、2、4％の濃度で飲水に添加

して 13 週間投与した結果、4％群の雄 10 匹、雌 6 匹が死亡し、0.5％以上の群の雄及び 4％

群の雌で体重増加の有意な抑制を認めた。4％群の雌雄で運動失調、痩せ、血尿、活動性低

下が高い頻度でみられ、運動失調又は活動性低下は 1、2％群の雄、2％群の雌でもみられた。

1％以上の群の雄でヘモグロビン濃度、赤血球数の有意な減少と血小板数の有意な増加、2％

以上の群の雄で血清 ALP の有意な低下、雌で血清 GPT（ALT）の有意な上昇などを認めた。

0.25％以上の群の雌雄で腎臓の絶対及び相対重量、雌で肝臓の絶対及び相対重量、0.5％以

上の群の雄で肝臓相対重量の有意な増加を認めた。腎臓では 0.25％以上の群の雄で硝子滴

沈着の増加がみられ、0.25％以上の群の雄及び 1％以上の群の雌で腎症の増悪、1％以上の

群の雄で腎臓の石灰化の発生率に有意な増加を認めた。4％群の雄の膀胱では移行上皮過形

成の発生率に有意な増加を認め、1％群の雄及び 4％群の雌でも数匹にみられた。各群の用

量は雄で 0、230、490、840、1,520、3,610 mg/kg/day、雌で 0、290、590、850、1,560、3,620 

mg/kg/day であった 9, 10) 。なお、雄の腎臓への影響は雄ラットに特有な α2u-グロブリンによ

るものであることが確認されており 11, 12) 、NOAEL の判断に当たっては考慮する必要のな
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い所見であった。この結果から、LOAEL を雌の 0.25％（290 mg/kg/day）とする。 

 

イ）B6C3F1マウス雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、0.25、0.5、1、2、4％の濃度で飲水に添加し

て 13 週間投与した結果、投与に関連した死亡が 4％群（雄 2 匹、雌 1 匹）でみられ、2％以

上の群の雄及び 4％群の雌で体重増加の有意な抑制、4％群の雄で痩せ、運動失調、活動性

低下、雌で痩せを認めた。2％以上の群の雄でヘモグロビン濃度、2％以上の群の雌及び 4％

群の雄で赤血球数、4％群の雄でヘマトクリット値、分葉核好中球数の有意な増加を認め、

腎臓相対重量は 2％以上の群の雌雄、肝臓相対重量は 2％以上の群の雄及び 4％群の雌で有

意に増加した。膀胱では 2％以上の群の雄で炎症、移行上皮過形成、4％群の雌で炎症の発

生率に有意な増加を認め、4％群の雌でも 3 匹に膀胱移行上皮の過形成がみられた。各群の

用量は雄で 0、350、640、1,590、3,940、8,210 mg/kg/day、雌で 0、500、820、1,660、6,430、

11,620 mg/kg/day であった 9, 10) 。この結果から、NOAEL を 1％（雄 1,590 mg/kg/day、雌 1,660 

mg/kg/day）とする。 

 

ウ）Fischer 344 ラット雌雄各 50 匹を 1 群とし、雄に 0、0.125、0.25、0.5％、雌に 0、0.25、

0.5、1％の濃度で飲水に添加して 2 年間投与した結果、0.5％群の雄は 20 週後、0.125％及び

0.25％群の雄は 66 週後、1％群の雌は 30 週後から体重が一貫して低く、1％群の雌で活動性

低下がやや高い頻度でみられ、0.5％群の雄及び 1％群の雌で生存率の有意な低下を認めた。

雄の腎臓では 0.25％以上の群で移行上皮過形成、尿細管過形成、0.5％群で石灰化の発生率

に有意な増加を認め、腎乳頭に限ってみると石灰化の発生率は 0.125％以上の群で有意に高

かった。雌の腎臓では 0.25％以上の群で腎症の増悪、0.5％以上の群で化膿性炎症、1％群で

移行上皮過形成の発生率に有意な増加を認めた。各群の用量は雄で 0、90、200、420 mg/kg/day、

雌で 0、180、330、650 mg/kg/day であった 9) 。0.125％以上の群の雄にみられた腎臓への影

響は α2u-グロブリンによるが、体重増加の抑制については腎障害との関連を示す証拠がな

いことから 9) 、LOAEL を雄の 0.125％（90 mg/kg/day）とする。 

 

エ）B6C3F1マウス雌雄各 60 匹を 1 群とし、0、0.5、1、2％の濃度で飲水に添加して 2 年間投

与した結果、一般状態に影響はなかったが、2％群で雌雄の体重は一貫して低く、2％群の

雄で生存率の有意な低下を認めた。0.5％以上の群の雄及び 1％以上の群の雌の甲状腺で濾

胞細胞の過形成、2％群の雌雄の膀胱で慢性炎症の発生率に有意な増加を認めた。また、2％

群の雄の膀胱では移行上皮過形成の発生率にも有意な増加を認め、雌の膀胱でも 3/57 匹に

移行上皮過形成がみられた。各群の用量は雄で 0、540、1,040、2,070 mg/kg/day、雌で 0、

510、1,020、2,110 mg/kg/day であった 9) 。この結果から、LOAEL を雄の 0.5％（540 mg/kg/day）

とする。 

 

オ）Fischer 344 ラット雌雄各 5 匹を 1 群とし、0、457、910、1,750、3,523、6,989 ppm を 18

日間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、6,989 ppm 群の雌雄が 1 日目の曝露で瀕死とな

り全数屠殺した。910 ppm 以上の群の雌雄で運動失調、活動性の亢進と低下がみられ、3,523 

ppm 群の雌雄で体重増加の有意な抑制、雄で胸腺の絶対重量、雌で胸腺の絶対重量及び相

対重量の有意な低下を認めたが、いずれの群にも組織学的変化は観察されなかった 13) 。こ
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の結果から、NOAEL を 457 ppm（曝露状況で補正：81.6 ppm）とする。 

 

カ）B6C3F1マウス雌雄各 5 匹を 1 群とし、0、457、910、1,751、3,524、7,024 ppm を 18 日間

（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、7,024 ppm 群の雌雄が 1 日目の曝露で瀕死となり全

数屠殺し、3,524 ppm 群の雄 1 匹が 3 日目に死亡した。3,524 ppm 群の雌雄で腹臥位、活動

性低下、浅呼吸がみられ、頻度は低いものの 1,751 ppm 群の雌雄でも活動性の低下と亢進、

運動失調、泌尿・生殖器の湿潤がみられた。3,524 ppm 群の雄で肝臓相対重量、雌で肝臓の

絶対及び相対重量の有意な増加、雌で胸腺の絶対及び相対重量の有意な減少を認めたが、

いずれの群にも組織学的変化は観察されなかった 13) 。この結果から、NOAEL を 910 ppm

（曝露状況で補正：163 ppm）とする。 

 

キ）Fischer 344 ラット雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、134、272、542、1,080、2,101 ppm を 13

週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、2,101 ppm 群の雌で痩せと活動性低下が一時的

にみられた以外には一般状態に影響はなく、体重への影響もなかった。1,080 ppm 以上の群

の雄でヘマトクリット値、ヘモグロビン濃度、赤血球数の有意な減少を認め、軽度貧血と

判断された。ヘマトクリット値の有意な減少は 272 ppm 群の雄、ヘモグロビン濃度の有意

な減少は 134、272、542 ppm 群の雄でもみられたが、用量依存性のないわずかな変化であ

った。542 ppm 以上の群の雄で血清 ALP、1,080 ppm 以上の群の雌及び 2,101 ppm 群の雄で

尿 pH の有意な低下を認めた。1,080 ppm 以上の群の雄で腎臓の絶対及び相対重量、雌で肝

臓相対重量、2,101 ppm 群の雌で腎臓相対重量の有意な増加を認め、134 ppm 以上の群の雄

で慢性腎症の増悪を認めたが、対照群と 1,080 ppm 群及び 2,101 ppm 群の雄で尿細管の硝子

滴の数や大きさ、形態に違いはなかった 13) 。この結果から、NOAEL を 542 ppm（曝露状

況で補正：96.8 ppm）とする。 

 

ク）B6C3F1マウス雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、134、272、542、1,080、2,101 ppm を 13 週間

（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、2,101 ppm 群の雄 1 匹が死亡し、一般状態に影響は

なかったが、1,080 ppm 以上の群の雌で体重増加の有意な抑制を認めた。1,080 ppm 以上の

群の雌で肝臓相対重量、2,101 ppm 群の雌で分葉核好中球数の有意な増加を認めたが、いず

れの群にも組織学的変化はみられなかった 13) 。この結果から、NOAEL を 542 ppm（曝露

状況で補正：96.8 ppm）とする。 

 

③ 生殖・発生毒性 

ア）Fischer 344 ラット及び B6C3F1マウス雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、0.25、0.5、1、2、4％

の濃度で飲水に添加して 13 週間投与した結果、4％群の雌マウスで性周期の有意な遅延を

認めた以外には、ラット及びマウスの生殖器、精子の数や形態、運動性に影響はなく、雌

ラットの発情周期にも影響はなかった 9) 。 

 

イ）Fischer 344 ラット及び B6C3F1マウス雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、134、272、542、1,080、

2,101 ppm を 13 週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、ラット及びマウスの生殖器、
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精子の数や形態、運動性に影響はなく、雌の発情周期にも影響はなかった 13) 。 

 

ウ）CBA/J マウス雌 7～12 匹及び C57BL/6J マウス雌 5～9 匹を 1 群とし、0、1,556 mg/kg/day

を妊娠 6 日から妊娠 18 日まで強制経口投与した結果、いずれの系統も 1,556 mg/kg/day 群

で吸収胚数の有意な増加を認めたが、胎仔の体重や奇形、変異の発生率に影響はなかった。

また、系統間での有意差はなかった 14) 。 

 

エ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 12 匹を 1 群とし、0、64、160、400、1,000 mg/kg/day を交

尾前 4 週から雄には約 9 週間、雌には授乳期間終了まで強制経口投与した結果、1,000 

mg/kg/day 群の雌雄で投与の約 2 時間後から無反応又は嗜眠、運動失調がみられ、翌日まで

に回復したものの、投与初日から試験期間を通してみられた。400 mg/kg/day 群でも雌の約

半数で同様の症状が 2 週頃から約 2 週間みられた。雌雄の交尾行動や受胎能に影響はなか

ったが、1,000 mg/kg/day 群で死産や仔の 4 日生存率低下による周産期死亡率の有意な増加

を認めた。1,000 mg/kg/day 群の仔の体重は出生時に低く、生後 7、14 日に有意に低くなっ

た後は改善傾向がみられたものの、離乳時の体重は対照群よりも雄で 11％、雌で 6％低か

った。また、離乳後の仔の雌雄各 12 匹を 1 群とし、各群の親と同様にして 1 週間強制経口

投与した結果、一般状態や体重、剖検において異常はみられなかった 15) 。この結果から、

NOAEL を母ラットで 160 mg/kg/day、仔で 400 mg/kg/day とする。 

 

オ）Sprague-Dawley ラット雌 15～20 匹を 1 群とし、0、2,200、3,510、5,030 ppm を妊娠 1 日

から妊娠 19 日まで吸入（7 時間/日）させた結果、2,200 ppm 以上の群で 7 時間曝露の終了

後に不安定歩行がみられ、5,030 ppm 群で体重増加の有意な抑制を認めた。黄体数や吸収胚

数、生存胎仔数に影響はなかったが、2,200 ppm 以上の群で胎仔の体重は有意に低く、3,510 

ppm 以上の群で胎仔の骨格変異（主に骨化遅延）の発生率は有意に高かった。奇形の発生

率に増加はなかった 16) 。この結果から、母ラット及び胎仔で LOAEL を 2,200 ppm（曝露状

況で補正：642 ppm）とする。 

 

④ ヒトへの影響 

ア）メタノールやエタノールなどの第一級アルコールに陽性反応を示したアレルギー性湿疹

の女性患者 4 人に実施したパッチテストでは、4 人全員が本物質などの第三級アルコールに

は陽性反応を示さなかった 17, 18) 。 

 

イ）日焼け止め剤による接触皮膚炎を発症した男性患者に実施したパッチテストでは、日焼

け止め剤に含まれる変性アルコールに対して陽性反応を示した。このため、変性アルコー

ルに含まれる成分ごとにパッチテストを実施した結果、本物質（70％濃度）で 72 時間後に

紅斑、96 時間後に水疱の発生がみられたことから、変性アルコール中の本物質が原因と考

えられた 19) 。 
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（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
 

   表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC －  

EU EU －  

 EPA －  

USA ACGIH (1994) A4 ヒトに対する発がん性物質として分類できない 

 NTP － 

日本 日本産業衛生学会 －  
ドイツ DFG －  
 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、代謝活性化系（S9）無添加の真菌で遺伝子突然変異を誘発しなかっ

た 20, 21) 。また、S9 添加の有無にかかわらずネズミチフス菌 22, 23, 24) 、マウスリンパ腫細胞

（L5178Y）25, 26) で遺伝子突然変異、チャイニーズハムスター卵巣細胞（CHO）で姉妹染色

分体交換 9) 、染色体異常 9) を誘発しなかったが、S9 無添加のラット線維芽細胞（Rat-1）で

DNA 傷害を誘発した 27) 。一方、S9 添加のネズミチフス菌で遺伝子突然変異の誘発を認め

た報告 28) 、統計手法の見直しによって S9 添加の有無にかかわらず高濃度条件下のチャイ

ニーズハムスター卵巣細胞（CHO）で姉妹染色分体交換の誘発を認めるようになった報告
29)もあった。また、酵母でミトコンドリア膜の傷害によるプチ突然変異を誘発した 30) 。 

in vivo 試験系では、腹腔内投与したラットの骨髄細胞 13) 、経口投与したマウスの末梢血

赤血球 9)で小核を誘発しなかったが、経口投与したマウスの肝臓、肺、腎臓で DNA 付加体

を生成した 31) 。 

なお、本物質は電離放射線によるDNA傷害から保護することが報告されており 32, 33, 34) 、

ヒドロキシルラジカルに対する本物質のスカベンジャー作用によるものとされている。 

 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

Fischer 344 ラット雌雄各 50 匹を 1 群とし、雄に 0、0.125、0.25、0.5％、雌に 0、0.25、

0.5、1％の濃度で飲水に添加して2年間投与した結果、0.25％群の雄の腎臓で尿細管の腺腫、

腺腫＋癌の発生率に有意な増加を認めた。また、15 ヶ月時に屠殺した各群 10 匹の結果を加

えると、0.5％群の雄でも尿細管腺腫の発生率は有意に高かった。雌では腫瘍の発生率に有

意な増加はなかった 9) 。 

B6C3F1マウス雌雄各 60 匹を 1 群とし、0、0.5、1、2％の濃度で飲水に添加して 2 年間投

与した結果、2％群の雌の甲状腺で濾胞腺腫の発生率に有意な増加を認めた。雄では腫瘍の
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発生率に有意な増加はなかったが、甲状腺では濾胞腺腫＋癌の発生率にわずかな増加がみ

られた 9) 。 

これらの結果から、NTP（1995）は発がん性について雄ラット及び雌マウスでは幾つか

の証拠があったが、雌ラットでは証拠がなく、雄マウスでは発がん性を疑わせる不確実な

証拠があったと結論した 9)。しかし、雄ラットにみられた腎臓腫瘍の発生については雄ラ

ットに特有な α2u-グロブリンの関与によるものであるため、ヒトには外挿性がないとされ

ている 11,12,35) 。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

ヒトでの発がん性に関して、知見は得られなかった。 

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性及び生殖・発生毒性等に関する知見が得られているが、

発がん性については十分な知見が得られず、ヒトに対する発がん性の有無については判断で

きない。このため、閾値の存在を前提とする有害性について、非発がん影響に関する知見に

基づき無毒性量等を設定することとする。 

経口曝露については、中・長期毒性ウ）に示したラットの試験から得られた LOAEL 90 

mg/kg/day（体重増加の抑制）を LOAEL であるために 10 で除した 9.0 mg/kg/day が信頼性の

ある最も低用量の知見と判断し、これを無毒性量等に設定する。 

吸入曝露については、中・長期毒性キ）に示したラットの試験から得られた NOAEL 542 ppm

（貧血、肝臓相対重量の増加）及び中・長期毒性ク）に示したマウスの試験から得られた

NOAEL 542 ppm（体重増加の抑制、肝臓相対重量の増加）を曝露状況で補正して 96.8 ppm（293 

mg/m3）とし、慢性曝露への補正が必要なことから 10 で除した 29 mg/m3が信頼性のある最も

低濃度の知見と判断し、これを無毒性量等に設定する。 

 

② 健康リスクの初期評価結果 
 
           表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 
飲料水 － － 

9.0 mg/kg/day ラット 
－ 

公共用水

域・淡水 
0.013 µg/kg/day 程度 0.092 µg/kg/day 程度 9,800 

 

経口曝露については、公共用水域・淡水を摂取すると仮定した場合、平均曝露量は 0.013 

µg/kg/day 程度、予測最大曝露量は 0.092 µg/kg/day 程度であった。無毒性量等 9.0 mg/kg/day

と予測最大曝露量から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除して求めた

MOE（Margin of Exposure）は 9,800 となる。環境媒体から食物経由で摂取される曝露量は少

ないと推定されることから、その曝露を加えても MOE が大きく変化することはないと考えら
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

れる。 

従って、本物質の経口曝露による健康リスクについては、現時点では作業は必要ないと考

えられる。 

 
 
       表 3.4 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 － － 

29 mg/m3 
ラット 
マウス 

－ 

室内空気 － － － 
 

吸入曝露については、曝露濃度が把握されていないため、健康リスクの判定はできなかっ

た。 

なお、参考として一般環境大気の過去のデータとして報告（1995）のあった最大濃度 0.20 

µg/m3と無毒性量等 29 mg/m3から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除し

て算出した MOE は 15,000 となる。一方、室内空気中の過去のデータとして報告（2004）の

あった最大濃度 7.3 µg/m3程度から算出した MOE は 400 となる。このため、本物質の一般環

境大気及び室内空気からの吸入曝露による健康リスクの評価に向けて吸入曝露の情報収集等

を行う必要性は低いと考えられる。 
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４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、その信頼性及び採用の可能性を確

認したものを生物群（藻類、甲殻類、魚類及びその他の生物）ごとに整理すると表 4.1 のとおり

となった。 

 

表 4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急 

性 
慢 
性 

毒性値 
[µg/L] 

生物名 生物分類／和名
エンドポイント

／影響内容 
曝露期間 

[日] 
試験の

信頼性 
採用の

可能性 
文献 No.

藻 類  ○ 110,000*1 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

NOEC   
GRO (RATE) 2 B B 2) 

 ○  >110,000*1 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
EC50 
GRO (RATE) 2 B B 2) 

  ○ 976,000*1 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

NOEC   
GRO (RATE) 4 B B 3)-1 

 ○  >976,000*1 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
EC50 
GRO (RATE) 4 B B 3)-1 

  ○ 1,000,000*1 
Desmodesmus 
subspicatus 

緑藻類 
NOEC   
GRO (RATE) 4 D C 3)-2 

 ○  >1,000,000*1 
Desmodesmus 
subspicatus 

緑藻類 
EC50 
GRO (RATE) 4 D C 3)-2 

甲殻類 ○  >110,000*1 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 A A 2) 

 ○  933,000 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 B B 3)-3 

 ○  5,504,000 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 B B 1)-846 

魚 類 ○  >120,000*1 Oryzias latipes メダカ LC50   MOR 4 A A 2) 

 ○  >856,000*1 Danio rerio 
ゼブラフィッ 
シュ 

LC50   MOR 4 A A 3)-4 

 ○  >961,000*1 
Pimephales 
promelas 

ファットヘッド

ミノー 
LC50   MOR 4 A A 3)-5 

その他 ○  2,450,000 Xenopus laevis 
アフリカツメ 
ガエル 

LC50   MOR 2 B B 1)-12152

 ○  5,750,000 
Tetrahymena 
pyriformis 

テトラヒメナ属 IGC50   POP 2 B B 1)-8080

 ○  5,800,000 Chironomus riparius ドブユスリカ LC50   MOR 4 B B 1)-4072

急性／慢性：○印は該当する毒性値 

毒性値（太字）：PNEC 導出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）： PNEC 導出の根拠として採用されたもの 
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試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験はある程度信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可、 

E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値はある程度採用できる、C：毒性値は採用できない、 
―：採用の可能性は判断しない 

エンドポイント 
EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、 
NOEC (No Observed Effect Concentration)： 無影響濃度、 

IGC50 (Median Growth Inhibitory concentration)：半数成長阻害濃度 

影響内容 
GRO (Growth)：生長（植物）、IMM (Immobilization)：遊泳阻害、MOR (Mortality)：死亡、 
POP (Population change)：個体群の変化 

毒性値の算出方法 
RATE：生長速度より求める方法（速度法） 
 

*1 限度試験（毒性値を求めるのではなく、定められた濃度において影響の有無を調べる試験）により得られた値 

 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 

 

1） 藻 類 

環境省 2)は「新規化学物質等に係る試験の方法について（化審法テストガイドライン）」(2006)

に準拠して、緑藻類 Pseudokirchneriella subcapitata の生長阻害試験を実施した。設定試験濃度は

0（対照区）、120 mg/L（限度試験）であった。被験物質の実測濃度（試験開始時及び 48 時間

後の幾何平均値）は、<2（対照区）、110 mg/L であり、試験開始時及び終了時において、それ

ぞれ設定濃度の 93 及び 92%であった。毒性値の算出には実測濃度が用いられた。被験物質曝露

による生長阻害は見られず、速度法による 72 時間半数影響濃度 (EC50) は 110,000 µg/L 超、72

時間無影響濃度 (NOEC) は 110,000 µg/L とされた。 

 

2） 甲殻類 

環境省2)は「新規化学物質等に係る試験の方法について（化審法テストガイドライン）」(2006)

に準拠して、オオミジンコ Daphnia magna の急性遊泳阻害試験を実施した。試験は止水式（密

閉容器使用）で行われ、設定試験濃度は0（対照区）、100、120 mg/L（限度試験）であった。

試験用水には、硬度250 mg/L (CaCO3換算) のElendt M4培地が用いられた。被験物質の実測濃度

（試験開始時及び終了時の幾何平均値）は、<2（対照区）、89.9、107 mg/Lであり、試験開始時

及び終了時において、それぞれ設定濃度の91～93%及び87～89%であった。被験物質曝露による

遊泳阻害は見られず、48時間半数影響濃度 (EC50) は、実測濃度に基づき110,000 µg/L超とされ

た。 

 

3）魚 類 

環境省 2)は「新規化学物質等に係る試験の方法について（化審法テストガイドライン）」(2006)

に準拠して、メダカOryzias latipesの急性毒性試験を実施した。試験は半止水式 (48時間後換水、

密閉容器使用) で行われ、0（対照区）、120 mg/L（限度試験）であった。試験用水には、硬度
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32 mg/L (CaCO3換算) の脱塩素水道水が用いられた。被験物質の実測濃度（時間加重平均値）

は、<2（対照区）、115 mg/L であり、試験期間を通して設定濃度の 95～97%を維持していた。

被験物質曝露による死亡は見られず、96 時間半数致死濃度 (LC50) は、実測濃度に基づき 120,000 

µg/L 超とされた。 

 

4)その他の生物 

De Zwart と Slooff1)-12152は、アフリカツメガエル Xenopus laevis の 3～4 週齢幼体を用いて急性

毒性試験を実施した。試験は止水式（密閉容器使用）で行われ、設定試験濃度区は対照区及び 5

濃度区以上（公比 1.5）であった。試験用水には、硬度約 170 mg/L (CaCO3換算) のオランダ標

準水 (DSW) が用いられた。48 時間半数致死濃度 (LC50) は、設定濃度に基づき 2,450,000 µg/L

であった。 

 

（2）予測無影響濃度（PNEC）の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した最小毒性値に情報量に応じた

アセスメント係数を適用し、予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 
 

急性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 EC50（生長阻害） 110,000 µg/L 超

甲殻類 Daphnia magna 48 時間 EC50（遊泳阻害） 110,000 µg/L 超

魚 類 Oryzias latipes 96 時間 LC50 120,000 µg/L 超

その他 Xenopus laevis 48 時間 LC50 2,450,000 µg/L 

 その他の生物を除いた 3 生物群は、どれも定められた濃度における影響の有無を調べる限度

試験から得られた値であるため、急性毒性値にもとづく PNEC は設定しなかった。  

 

慢性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 NOEC（生長阻害） 110,000 µg/L

得られた毒性値は、定められた濃度における影響の有無を調べる限度試験によるものである

ため、慢性毒性値にもとづく PNEC も設定しなかった。  

 

（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 4.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比 

公共用水域・淡水 0.33 µg/L 程度 (2013) 2.3 µg/L 程度 (2013) 
採用可能な毒

性値は限度試

験によるため、

PNEC は設定 

しなかった。 

― 

公共用水域・海水 0.19 µg/L 程度 (2013) 1.7 µg/L 程度 (2013) ― 
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 注：1) 環境中濃度での（     ）内の数値は測定年度を示す 
      2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 

  

 

 

 

 

本物質の公共用水域における濃度は、平均濃度で見ると淡水域で 0.33 µg/L 程度、海水域では

0.19 µg/L 程度であった。安全側の評価値として設定された予測環境中濃度 (PEC) は、淡水域で

2.3 µg/L 程度、海水域では 1.7 µg/L 程度であった。 

採用可能な毒性値は、定められた濃度における影響の有無を調べる限度試験より得られたも

のであったため、本物質の PNEC は設定しなかった。しかし、仮に最小である藻類の慢性毒性

値 110,000 µg/L をアセスメント係数 100 で除すと、仮の PNEC は 1,100 µg/L となる。PEC と仮

の PNEC との比は、淡水域、海水域ともに 0.1 よりも小さくなる。 

したがって、本物質については現時点では作業の必要はないと考えられる。 

 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］
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１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名： ビス(4-アミノシクロヘキシル)メタン 
（別の呼称：4,4’-ジアミノジシクロヘキシルメタン） 
CAS 番号：1761-71-3 
化審法官報公示整理番号：3-2272、4-101（ジアミノジシクロヘキシルメタン） 
化管法政令番号：  
RTECS 番号：GX1530000 
分子式：C13H26N2 
分子量：210.36 
換算係数：1 ppm = 8.60 mg/m3 (気体、25℃) 
構造式： 
  

 
 

（2）物理化学的性状 

本物質は、常温常圧で固体である 3)。 

融点 38℃ (凝固点) 3)、47～53℃3)  

沸点 
320℃  (760 mmHg) 2)、320℃  (760 mmHg) 3)、

329.76℃ (760 mmHg) 3)、327.9℃ (760 mmHg) 3) 

密度 0.98 (20℃) 3)、0.964 (20℃) 3) 

蒸気圧 4.1×10-4 mmHg (=0.055 Pa) (20℃) 3) 

分配係数(1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水) (log Kow) 2.03 (25℃) 1)、2.2 (23℃、pH=11) 3) 

解離定数(pKa) pKa1 = 10.2 (20℃) 3)、pKa2 = 11.1 (20℃) 3) 

水溶性(水溶解度) 
1.23×10-4 mg/L (20℃、pH=11.6) 3)、3.98×10-3 mg/L 
(20℃、pH=11.8) 3) 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性 

好気的分解 

分解率： <10%（28 日）1) 

 

化学分解性 

OH ラジカルとの反応性 （大気中） 

反応速度定数：120×10-12 cm3/(分子･sec) （AOPWIN7) により計算） 

半減期：0.54～5.4 時間（OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 8) と仮定して

計算） 

［1］ビス(4-アミノシクロヘキシル)メタン            
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加水分解性 

 大部分の脂肪族アミンは、安定と考えられる 1) 

  

生物濃縮性 

 生物濃縮係数(BCF)：66（BCFBAF9) により計算） 

 

土壌吸着性 

 土壌吸着定数(Koc)：450（KOCWIN10) により計算） 

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

本物質の化審法に基づき公表された一般化学物質としての製造・輸入数量の推移を表 1.1

に示す 11) 。 

 

表 1.1 製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 22 23 24 25 26 

製造・輸入数量(t) a) X b) X b) X b) X b) 1,000 未満

注：a) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含んでいない値を示す。 
b) 届出事業者が 2 社以下のため、製造・輸入数量は公表されていない。 

 

本物質は、メチレンビス（4,1-シクロヘキシレン）＝ジイソシアネート（CAS 番号 5124-30-1）

の加水分解により生成する 12) 。 

 

② 用 途 

本物質の主な用途は、メチレンビス(4,1-シクロヘキシレン)=ジイソシアネートの原料であ

るほか、染料、ポリアミド、繊維、ポリウレタン、エポキシ樹脂である 1) 。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

特になし。 
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２．曝露評価 

生態リスクの初期評価のため、水生生物の生存・生育を確保する観点から、実測データをも

とに基本的には水生生物の生息が可能な環境を保持すべき公共用水域における化学物質の曝露

を評価することとし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則とし

て最大濃度により評価を行っている。 

 

（1）環境中への排出量 

本物質は化学物質排出把握管理促進法（化管法）第一種指定化学物質ではないため、排出量

及び移動量は得られなかった。 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

化管法に基づく排出量及び下水道への移動量が得られなかったため、Mackay-Type Level III 

Fugacity Model1) により媒体別分配割合の予測を行った。予測結果を表 2.1 に示す。 

 
表 2.1 Level III Fugacity Model による媒体別分配割合（％） 

排出媒体 大気 水域 土壌 大気/水域/土壌 

排出速度（kg/時間） 1,000 1,000 1,000 1,000（各々） 

大 気 0.0 0.0 0.0 0.0 

水 域 2.5 96.4 2.2 3.8 

土 壌 97.4 0.3 97.7 96.1 

底 質 0.1 3.2 0.1 0.1 
注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの。 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.2 に示

す。 

 
表 2.2 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a)
検出 

検出率 調査地域 測定年度 文 献 
平均値 a) 平均値 下限値

                      

公共用水域・淡水   µg/L <0.014 <0.014 <0.014 <0.014 0.014 0/11 全国 2015 2) 

             

公共用水域・海水   µg/L <0.014 <0.014 <0.014 <0.014 0.014 0/5 全国 2015 2) 

             

底質(公共用水域・淡水) µg/g          

           

底質(公共用水域・海水) µg/g          

           

魚類(公共用水域・淡水) µg/g          
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媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a)
検出 

検出率 調査地域 測定年度 文 献 
平均値 a) 平均値 下限値

           

魚類(公共用水域・海水) µg/g          

             

注：a) 最大値または幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 

    

（4）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.3 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると、公共用水域の淡水

域、同海水域ともに 0.014 µg/L 未満程度となった。 

 

 

表 2.3 公共用水域濃度 

水 域 平   均 最 大 値 

淡 水 0.014 µg/L 未満程度 (2015) 0.014 µg/L 未満程度 (2015) 

海 水 0.014 µg/L 未満程度 (2015) 0.014 µg/L 未満程度 (2015) 

注：1) 環境中濃度での（ ）内の数値は測定年度を示す。 
    2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む。 
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３．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、生物群（藻類、甲殻類、魚類及び

その他の生物）ごとに整理すると、表 3.1 のとおりとなった。 

 
表 3.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急

性 

慢 

性 
毒性値 
[µg/L] 

生物名 生物分類／和名
エンドポイント

／影響内容 

曝露 

期間[日] 

試験の 

信頼性 

採用の

可能性
文献 No. 

藻 類   952,000*1 
Desmodesmus 
subspicatus 

緑藻類 
EC10  
GRO (RATE) 

3 B ― 
2)-1  
3)-1 

 ○  2,164,000*1 Desmodesmus 
subspicatus 緑藻類 

EC50  
GRO (RATE) 

3 B B 
2)-1  
3)-1 

甲殻類 ○  6,840 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 B B 
2)-2  
3)-3 

 ○  7,070 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 B B 
2)-3  
3)-2 

 ○  9,240 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 B B 
2)-4  
3)-4 

魚 類 ○  >100,000*1*2 Leuciscus idus コイ科 LC50   MOR 4 B B 
2)-5  
3)-5 

 ○  240,000 Leuciscus idus コイ科 LC50   MOR 4 D C 1)-547 

その他   ― ― ― ― ― ― ― ― 

急性／慢性：○印は該当する毒性値 

毒性値（太字）：採用可能な知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）：PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない、 
―：採用の可能性は判断しない 

エンドポイント 

EC10 (10% Effective Concentration)：10%影響濃度、EC50 (Median Effective Concentration) : 半数影響濃度、 

LC50 (Median Lethal Concentration) : 半数致死濃度 

影響内容 

GRO (Growth) : 生長（植物）、IMM (Immobilization) : 遊泳阻害、MOR (Mortality) : 死亡 

毒性値の算出方法 
RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

 

*1 pH 調整した試験溶液を用いた試験結果 

*2 限度試験（毒性値を求めるのではなく、定められた濃度において影響の有無を調べる試験）から得られた値 
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評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 

 

1） 藻 類 

ドイツ工業規格の試験方法 (DIN 38412, Part9) に準拠して、緑藻類 Desmodesmus subspicatus 

（旧名 Scenedesmus subspicatus） の生長阻害試験が実施された 2)-1, 3)-1。設定試験濃度は 0（対照

区、助剤対照区）、250、500、1,000、2,000、4,000、8,000 mg/L（公比 2）であった。速度法によ

る 72 時間半数影響濃度 (EC50) は、設定濃度に基づき 2,164,000 µg/L であった。 

 

2） 甲殻類 

OECDテストガイドラインNo.202に準拠して、オオミジンコDaphnia magnaの急性遊泳阻害試

験が実施された2)-2, 3)-3。試験は止水式で行われ、設定試験濃度は0（対照区）、0.625、1.25、2.5、

5、10、20 mg/L（公比2）であった。試験溶液調製の際、1.0 N HClを用いてストック溶液をpH7.19

に調整した。試験用水には、硬度80～100 mg/Lの水道水が用いられた。遊泳阻害に関する48時

間半数影響濃度 (EC50) は、設定濃度に基づき6,840 µg/Lであった。 

 

3）魚 類 

ドイツ工業規格の試験方法 (DIN 38412, Part 15) に準拠して、コイ科 Leuciscus idus の急性毒

性試験が実施された 2)-5, 3)-5。試験は止水式（曝気あり）で行われ、設定試験濃度は 0（対照区）、

100 mg/L（限度試験）であった。被験物質の曝露による死亡率は 10%であり、96 時間半数致死

濃度 (LC50) は、設定濃度に基づき 100,000 µg/L 超とされた。 

 

（2）予測無影響濃度(PNEC)の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した毒性値に情報量に応じたアセ

スメント係数を適用し予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 

 

急性毒性値 

藻 類 Desmodesmus subspicatus 72 時間 EC50（生長阻害） 2,164,000 µg/L 

甲殻類 Daphnia magna 48 時間 EC50（遊泳阻害） 6,840 µg/L 

魚 類 Leuciscus idus 96 時間 LC50 100,000 µg/L 超

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類及び魚類）について信頼できる知見が得ら

れたため］ 

 これらの毒性値のうち、最も小さい値（甲殻類の 6,840 µg/L）をアセスメント係数 100 で除す

ることにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 68 µg/L が得られた。 

 

慢性毒性値については、信頼できる知見が得られなかったため、本物質の PNEC としては甲

殻類の急性毒性値から得られた 68 µg/L を採用する。 
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（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 3.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度(PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 0.014 µg/L 未満程度 (2015) 0.014 µg/L 未満程度 (2015) 
68 

µg/L 

<0.0002 

公共用水域・海水 0.014 µg/L 未満程度 (2015) 0.014 µg/L 未満程度 (2015) <0.0002 

注：1) 水質中濃度の (  ) 内の数値は測定年度を示す  
   2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 

 

 

本物質の公共用水域における濃度は、平均濃度で見ると淡水域、海水域ともに 0.014 µg/L 未

満程度であった。安全側の評価値として設定された予測環境中濃度 (PEC) も、淡水域、海水域

ともに 0.014 µg/L 未満程度であった。 

予測環境中濃度 (PEC) と予測無影響濃度 (PNEC) の比は、淡水域、海水域ともに 0.0002 未

満であり、本物質について現時点では作業の必要はないと考えられる。 

詳細な評価を行う 
 候補と考えられる。 
 

現時点では作業は必要 
 ないと考えられる。 
 

情報収集に努める必要

 があると考えられる。

 

PEC/PNEC＝0.1
 

PEC/PNEC＝1
 

［ 判定基準 ］ 
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参考2   用 語 集 等 

 

１．用語説明 

 

(1) 略語 

ACGIH：American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Inc.（米国産業衛生専門家会議） 

米国の産業衛生の専門家の組織で、職業上及び環境上の健康についての管理及び技術的な分

野を扱っている。毎年、化学物質や物理的作用及びバイオモニタリングについて職業上の許容

濃度の勧告値（TLV：Threshold Limit Value）や化学物質の発がん性のランクを公表し、世界的

にも重要視されている。 

ADI：Acceptable Daily Intake（許容 1 日摂取量） 

健康影響の観点から、ヒトが一生涯摂取しても影響が出ないと判断される、1 日当たり、体重

1 kg 当たりの摂取量。コストと便益にもとづいた概念で、農薬や食品添加物の残留基準の設定

に用いられ、ここまでなら許容できる量を示すもの。 

ATSDR：Agency for Toxic Substances and Disease Registry （米国有害物質・疾病登録局） 

米国保健福祉省に属する機関であり、有害物質への曝露や関連する疾病を防ぐために信頼で

きる情報提供を行っている。 

BMD, BMC：Benchmark Dose (BMD) , Concentration (BMC)（ベンチマーク用量、濃度） 

用量－反応関係の曲線から計算されるある割合の有害影響を発現する用量（あるいはその上

側信頼限界値）をベンチマーク量として、無毒性量や最小無毒性量の代わりに用いる方法である。 

CERHR：Center for The Evaluation of Risks to Human Reproduction (ヒト生殖リスク評価センター) 

米国国立環境衛生研究所（NIEHS：National Institute of Environmental Health Science）によって

1998 年に NTP(National Toxicology Program)のもとに設立した機関。ヒトが曝露される可能性の

ある化学物質によって引き起こされる生殖に関する有害な影響を、タイムリーに公平に科学的

に評価することを目的としている。 

CICAD：Concise International Chemical Assessment Document（国際簡潔評価文書） 

国際化学物質安全性計画（IPCS）の出版物のうち、最も新しいシリーズである。既存の化学

物質の健康と生態系への影響について国際機関における評価作業との重複を省きつつ、これら

を基にして国際的に利用可能な簡潔な新たな安全性評価文書を作成するもので、主要な目的は

化学物質の曝露による有害性の解析と、量－影響の定量的な記述にある。 

DFG：Deutsche Forschungsgemeinschaft （ドイツ学術協会） 

ドイツの非政府機関であり、政府からの資金を受けて、人文・自然科学の学問領域における

研究プロジェクトに寄与し、政府への助言を行う。化学物質の職場環境における許容濃度等、発

がん性の分類について情報提供を行っている。 

EC50：Median Effective Concentration（半数影響濃度） 

曝露期間中試験生物の 50％に（有害）影響を及ぼすと予想される濃度。影響内容が、生

長（成長）や遊泳阻害、繁殖など死亡以外の時に用いられる。 
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ECHA : European Chemicals Agency（欧州化学物質庁） 

欧州化学物質庁では、欧州（EU）の化学品の登録・評価・認可および制限に関する規則（REACH : 

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals）に基づき提出された化学物質の

物理化学的性状や有害性情報をホームページで公開している。 

ECOTOX : ECOTOXicology database 

独立していた 3 つのデータベース AQUIRE (水生生物)、PHYTOTOX (陸生植物)、TERRETOX 

(野生動物)を統合したデータベースで、水生生物、陸生植物、野生動物に対する毒性データが収

録されている。データベースの作成、管理は、米国環境保護庁(U.S. EPA) が行っている。 

EHC：Environmental Health Criteria（WHO 環境保健クライテリア） 

国連環境計画（UNEP）、国際労働機関（ILO）および世界保健機関（WHO）により設立され

た国際化学物質安全性計画（IPCS）の中核事業として作成されているモノグラフで、ヒトの健

康と環境に対して有害な影響を与えないように、化学物質の管理を適切に行うための判断の基

礎となる科学的知見を物質毎にまとめた評価文書のシリーズ。化学物質の評価について、多く

の国際協力事業がある中で、WHO を中心とする IPCS は評価が高く、また、権威のある評価文

書の作成事業として知られている。 

EPI：Exposure/Potency Index（曝露量／発がん強度比率） 

カナダの環境省（Environment Canada）及び厚生省（Health Canada）の優先物質リスト（Priority 

Substance List Assessment Report）で使用されている化学物質の発がん性のリスクを表す指数。動

物の慢性曝露実験において過剰な腫瘍発生率が 5 %となる用量（TD05）あるいは濃度（TC05）を

用いて曝露量との比を計算する。なお、TD05は TD0.05、TC05は TC0.05として表記される場合もあ

る。 

GDWQ：Guideline of Drinking Water Quality（WHO 飲料水水質ガイドライン） 

ヒトの健康を保護することを目的として、飲料水中に含まれる潜在的に有害な成分の濃度あ

るいは飲料水の性状について定めた WHO のガイドライン。健康に影響を及ぼすことが知られて

いる飲料水中の汚染物質について、各国で飲料水の安全性を保証する水質基準を策定するため

の基礎として使用されることを意図している。 

HEAST：EPA's Health Effects Assessment Summary Tables（EPA 健康影響評価要約表） 

米国環境保護庁（U.S. EPA）により、大気清浄法修正条項（1990 年）で指定された大気汚染

物質（一部の物質を除く）のハザード、曝露情報、毒性情報（一般毒性、生殖・発生毒性、発が

ん性）等の要約および出典を提供している。 

IARC：International Agency for Research on Cancer（国際がん研究機関） 

WHO により 1965 年に設立された国際的な機関。ヒトのがんの原因に関する研究及び方向性

の提示並びにがんを科学的に制御するための方策を研究することを目的とし、ヒトに対する化

学物質の発がん性について以下に示す 5 段階で分類評価を行っている。  

1：ヒトに対して発がん性が有る。  

2A：ヒトに対して恐らく発がん性が有る。  

2B：ヒトに対して発がん性が有るかもしれない。  

3：ヒトに対する発がん性については分類できない。  

4：ヒトに対して恐らく発がん性がない。 
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IPCS：International Programme on Chemical Safety（国際化学物質安全性計画） 

WHO、ILO、UNEP の共同事業で、化学物質による健康障害を未然に防ぐために化学物質の

安全性に関する正当な評価を取りまとめ、環境保健クライテリア（EHC）、国際化学物質安全

性カード（ICSC）等を発行している。また、アジェンダ 21 の決定に基づき、化学物質の危険有

害性の分類等について国際的調和をはかっている。 

IRIS：Integrated Risk Information System 

米国環境保護庁（U.S. EPA）により、化学物質のリスク評価やリスク管理に利用することを

目的として作成されている化学物質のデータベースシステム。化学物質によるヒトへの健康影

響に関する情報（慢性毒性評価、発がん性評価）が個々の化学物質ごとに収集されている。 

JECFA：FAO/WHO Joint Expert Committee on Food Additives（FAO/WHO 合同食品添加物専門家

会議） 

FAO と WHO により設置された食品添加物等の安全性評価等を行う国際機関。各国の添加物

規格に関する専門家及び毒性学者からなり、各国によって実施された添加物の安全性試験の結果

を評価し、一日摂取許容量（ADI）を決定しており、会議報告は、WHO テクニカルレポートシ

リーズとして毎年公表されている。 

JMPR：JOINT FAO/WHO Meeting on Pesticides Residues（FAO/WHO 合同残留農薬会議） 

WHO と FAO が共同して 1963 年に設置した機関。農薬の使用による食品への残留について検

討する FAO Panel と農薬の毒性面について検討する WHO Expert Group から構成される。FAO 

Panel では、適切な農薬規範に従って有効な散布量を最小限用いた場合に作物に残留するレベル

として最大残留基準を設定し、WHO Expert Group では、毒性関連データに基づいて農薬の ADI

について審議を行っている。最大残留基準は、残留農薬規格委員会の検討を経て国際食品基準

となり、ADI は各国で安全評価を進める際の参考とされる。 

LC50：Lethal Concentration 50, Median Lethal Concentration（半数致死濃度） 

1 回の曝露（通常 1 時間から 4 時間）で 1 群の実験動物の 50％を死亡させると予想され

る濃度。生態毒性試験においては、曝露期間中試験生物の 50％を死亡させると予想される

濃度のことをいう。 

LCLo：Lethal Concentration Lowest（最小致死濃度） 

特定の曝露時間での吸入によりヒトまたは動物を致死させた曝露濃度の最小値。関連した報

告値の中での最小の致死濃度（Lowest Published Lethal Concentration）の意味に用いられることも

ある。 

LD50：Lethal Dose 50（半数致死量） 

1 回の投与で 1 群の実験動物の 50％を死亡させると予想される投与量。 

LDLo：Lethal Dose Lowest（最小致死量） 

ヒトまたは動物を致死させた吸入曝露以外の経路による投与量の最小値。関連した報告値の

中での最小の致死量（Lowest Published Lethal Dose）の意味に用いられることもある。 

LOEC : Lowest Observed Effect Concentration (最小影響濃度) 

最小作用濃度ともいう。対照区と比較して統計的に有意な（有害）影響を及ぼす最も低 

い濃度のこと。 

LOAEL：Lowest Observed Adverse Effect Level（最小毒性量） 

毒性試験において有害な影響が認められた最低の曝露量。 
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LOEL：Lowest Observed Effect Level（最小影響量） 

最小作用量ともいう。毒性試験において何らかの影響が認められる最低の曝露量。影響の中

には有害、無害両方を含むので、一般には LOAEL に等しいかそれより低い値である。 

MATC：Maximum Acceptable Toxicant Concentration（最大許容濃度） 

最大許容毒性物質濃度ともいう。NOEC と LOEC の間にあると仮定される毒性の閾値を 

指し、両者の幾何平均濃度として算出される。 

MOE：Margin of Exposure 

今の曝露量がヒトの NOAELに対してどれだけ離れているかを示す係数で NOAEL／曝露量に

より算出する。この値が大きいほど安全への余地があるということを示している。なお、動物

実験の結果から求められた NOAEL の場合には、NOAEL／曝露量／10 により算出する。 

NCI：National Cancer Institute（米国国立がん研究所） 

米国保健福祉省（DHHS：Department of Health and Human Services）に所属する機関で、がんの

原因と予防、診断・処置およびがん患者のリハビリテーション等を研究している。 

NIOSH：National Institute for Occupational Safety and Health（国立労働安全衛生研究所） 

職業上の疾病や傷害を防ぐための研究や勧告を行う米国保健福祉省疾病予防管理センターに

所属する機関。約 15 万の化学物質の毒性情報を収載した RTECS データベース（Registry of Toxic 

Effects of Chemical Substances）を編纂していた。 

NOAEL：No Observed Adverse Effect Level（無毒性量） 

無副作用量、最大有害無作用レベル、最大無毒性量と訳すこともある。何段階かの投与用量

群を用いた毒性試験において有害影響が観察されなかった最高の曝露量のことである。この値

に安全係数や不確定係数を乗じて、ADI や TDI を求めることがある。 

NOEC : No Observed Effect Concentration (無影響濃度) 

最大無影響濃度、最大無作用濃度ともいう。対照区と比較して統計的に有意な（有害） 

影響が認められなかった最高濃度であり、LOEC のすぐ下の濃度区である。 

NOEL：No Observed Effect Level（無影響量） 

毒性試験において影響が認められない最高の曝露量。影響の中には有害、無害両方を含むの

で、一般には NOAEL に等しいかそれより低い値である。 

NTP：National Toxicology Program（米国国家毒性プログラム） 

米国保健福祉省（DHHS）により 1978 年に設置された事業。米国の各省庁が実施している化

学物質の毒性研究をまとめ、発がん性物質の分類、試験を行っている。NTP が発行している発

がん性年報のデータは、情報提供のみを目的としたものである。 

PEC：Predicted Environmental Concentration (予測環境中濃度) 

予測される環境中の化学物質濃度を指す。実測データを基に決めているが、データが少ない

場合には生産量や排出量などから推定する。生態リスク評価は、この PEC と PNEC を比較して

行う。 

PMR：Proportional Mortality Ratio（特定死因死亡比） 

一定の集団において、特定原因による観察死亡数の割合を、標準人口における同じ原因によ

る期待死亡数の割合で除して求められる値。 
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PNEC：Predicted No Effect Concentration (予測無影響濃度) 

水生生物への影響が表れないと予測される濃度を指す。環境中の全生物種への影響を捉える

ことは困難なため、試験生物種の毒性濃度から全生物種への影響を推定した値である。 

QSAR : Quantitative Structure-Activity Relationship（定量的構造活性相関） 

化学物質の構造上の特徴又は物理化学定数と生物学的活性（毒性等）の相関関係を構造活性

相関（SAR: Structure-Activity Relationship）といい、定量的なものを定量的構造活性相関（QSAR: 

Quantitative Structure-Activity Relationship）という。両者を併せて（Q）SAR と記載することもあ

る。構造活性相関は、例えば、特定の官能基の有無から物質の有害性の多寡を推測することを

指し、構造を手掛かりに毒性等を定量的に算出する仕組みをいわゆる QSAR モデルと呼ぶ。 

SIDS：Screening Information DataSet（初期評価データセット） 

OECD 加盟国のいずれか 1 ヵ国又は EU 加盟国全体での年間生産量及び輸入量が 1,000 トンを

超える既存化学物質について、安全性評価を行うために必須な最小限のデータセットについて

情報を収集し、この情報が欠如している場合には試験を行った上で、環境生物への影響、ヒト

への健康影響についての初期評価を加盟国が分担してまとめている。 

SIR：Standardized Incident Ratio（標準化罹患比） 

ある特定の状況下にある対象集団の罹患数と、その集団が罹患率の分かっている標準人口と

同じ罹患率を有すると仮定したときに期待される罹患数との比。 

）の総和対象集団の年齢別人口患率（標準人口の年齢別罹

観察された罹患数ある期間に対象集団で


SIR  

SMR：Standardized Mortality Ratio（標準化死亡比） 

対象集団における観察死亡数と、対象集団の年齢別死亡率が標準人口のそれと等しいと仮定

したときに期待される死亡数との比。 

）の総和対象集団の年齢別人口亡率（標準人口の年齢別死

対象集団の観察死亡数


SMR  

TCLo：Toxic Concentration Lowest（最小中毒濃度） 

ヒトまたは動物に中毒症状を引き起こさせた吸入による曝露濃度のうちの最小値。 

TDI：Tolerable Daily Intake（耐容 1 日摂取量） 

健康影響の観点から、ヒトが一生涯摂取しても影響が出ないと判断される、1 日当たり、体重

1 kg 当たりの摂取量。 

TDLo：Toxic Dose Lowest（最小中毒量） 

ヒトまたは実験動物に中毒症状をおこさせた吸入曝露以外の経路による投与量の最小値。 

TLV：Threshold Limit Value（作業環境許容濃度） 

ほとんどすべての作業者が毎日繰り返し曝露しても、有害な健康影響が現れないと考えられ

る化学物質の気中濃度についての ACGIH による勧告値。産業界の経験、ヒトや動物による試

験・研究等の利用可能な情報に基づいている。これら情報の量と質は物質によって異なるため、

TLV の精度には幅があり、また、TLV は安全濃度と危険濃度の間のはっきりした線ではないし、

毒性の相対的な指標でもない。TLV は時間加重平均（TWA）等で示される。 

TWA：Time Weighted Average（時間加重平均） 

通常の 1 日 8 時間、週 40 時間労働の時間加重平均濃度。 
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WHO：World Health Organization（世界保健機関） 

世界の公衆衛生の向上や、伝染病対策、環境問題等を取り扱っている国際機関。「すべての

人々が可能な最高の健康水準に到達すること」を目的に掲げている。 

 

 (2) 用語 

アセスメント係数 

生態リスク評価において、限られた試験データから化学物質の予測無影響濃度（PNEC）を求

めるために用いる係数で、感受性の種間差、急性毒性値と慢性毒性値の違い、実験生物から野外

生物への毒性値の外挿等を考慮して設定されている。 

in vitro、in vivo 

in vitro は、人工的な器具内で行われる生物学的な反応に関して使われる言葉で、「試験管内」

を意味する。多くの場合、生物体機能の一部を試験管内において行わせることを指す。一方、in 

vivo は、生きている細胞あるいは生体内に置かれている状態を指す語で、「生体内」を意味し、

対象とする生体の機能や反応が生体内で発現される状態を示す。たとえば、心臓細胞の収縮が

動物体内で起これば in vivo、試験管内で行われていれば in vitro における機能発現である。 

一日曝露量：daily exposure 

ヒトの 1 日の呼吸量、飲水量、食事量及び土壌をそれぞれ 15 m3、2 L、2000 g 及び 0.11 g と仮

定し、体重を 50 kg と仮定した場合の一日あたり体重 1 kg あたりの曝露量（µg/kg/day）を示す。 

一般毒性：general toxicity 

急性毒性、亜急性毒性（亜慢性毒性）、慢性毒性をまとめて、一般毒性と言う。これらは、

毒性学の領域において、もっとも基本的なもので、化学物質の危険性を知るための基礎を提供

する。 

一本鎖切断： single-strand breaks 

二本鎖 DNA において、両鎖のうち一つの鎖のみ切れ目が入っているが、両鎖は互いに切り離

されていない状態。 

遺伝子突然変異：gene mutation 

DNA 塩基の置換、欠失、挿入などにより、単一遺伝子または調節遺伝子の塩基配列に生じた

恒久的な変化のこと。 

遺伝子変換：gene conversion 

相同染色体間及び対立遺伝子間の交換を指す。相同な DNA 配列（対立遺伝子あるいは非対立

遺伝子）間の遺伝的情報の非相互的な組換えを行うこと。 

遺伝的組換え：genetic recombination 

２つ以上の形質に関して、遺伝子型が異なる両親の遺伝物質が交配などにより１つの個体に持

ち込まれたとき、いずれの親にも見られなかった新しい遺伝子の組合せを持った子孫が突然変異

によらずに生じること。すなわち、同一染色体上にある遺伝子の組合せが交叉によって組換えら

れる現象をいう。 

遺伝毒性、遺伝子毒性（遺伝子傷害性）：genetic toxicity, genotoxicity 

化学物質や物理的要因の遺伝的過程に対する傷害で、染色体の異数性、付加・欠失・再結合

等の染色体異常及び遺伝子突然変異に起因する。遺伝物質に対する毒性の総称であり、DNA 傷

害性、突然変異誘発性、染色体異常誘発性を包含する。 
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内環境 

ある環境がより小さい領域の環境を取り囲む構造(入れ子構造)を持つ多媒体モデルにおいて

は、内側を内環境、その外側を外環境と呼ぶ。入れ子構造を持つ多媒体モデルとしては、例

えば Brandes LJ et al. (1996)の SimpleBox2.0 がある。 

環境リスク初期評価では、内環境は都道府県を、外環境には日本全国から内環境を差し引い

た環境を設定している。 

hprt 遺伝子座位：hprt locus 

ヒポキサンチン ホスフォリボシル転移酵素をコードする遺伝子座位。X 染色体上にある。hprt

遺伝子の欠損変異は、６－チオグアニン抵抗性を標識として容易に選別できることから、突然変

異頻度の測定手段として用いられている。 

疫学：epidemiology 

ヒトの集団を対象として、ヒトの健康およびその異常の原因を、病因、環境等の各面から包

括的に考察する学問分野で、健常者を含めたヒトの集団全員を対象にして、主に疾病の予防方

法を研究する。 

エームス試験：Ames test 

遺伝毒性試験の一つであり、B. N. Ames が開発したネズミチフス菌を用いて復帰突然変異を

検出する試験系。化学物質の遺伝毒性の検出、がん原性のスクリーニングとして広く用いられる。 

塩基対置換：base (pair) substitution 

DNA 中の特定の塩基対が他の塩基対に置換されること。これにより、DNA 分子としての機能

に変化が生じる。 

感作性：sensitization 

免疫機能を障害し、アレルギーを起こさせる性質のこと。アレルギー誘発性ともいう。 

急性毒性：acute toxicity 

動物あるいはヒトに化学物質等を単回投与あるいは短時間中（1 日以内）に持続注入あるいは

反復投与した場合に投与開始直後から 1～2 週間以内に現れる毒性。急性毒性試験では、症状の

種類、程度、持続時間、死亡の状態等を指標として、中毒量や致死量を算出する。急性毒性の

最も明確な毒性指標としては LD50（半数致死量）がある。 

Klimisch Code 

Klimisch et al. (1997) が開発した試験の信頼性分類に用いるためのスコアで、4 段階（1. 信頼性

有り、2. 信頼性有り(制限付き)、3. 信頼性なし、4. 評価不能）の区分がある。Klimisch Code は、

OECD の高生産量化学物質（HPV）点検プログラムで採用されている。本生態リスク初期評価に

おける「試験の信頼性」は、この Klimisch Code を参考に区分している。 

ケースコントロール研究：case control study 

患者対照研究のことで、研究対象とする疾病をもつ人の群と、その疾病をもたない適切な対

照群とを用いた観察的疫学研究方法。患者と非患者それぞれについて、ある属性がどの程度であ

るかを比較することによって、その属性と当該疾病との関連性を検討する。文字どおりケース（研

究対象としている患者）とコントロール（対照）の群を設定して、過去の関心ある危険因子に関

する記録を調査し、その関連を検討するものである。限られた時間内に研究が行えるので実際的

な研究方法である。代表的な研究例としては肺がんの研究が有名である。しかしながら、ケース

－412－



8 

とコントロールの比較の背後には潜在的に多くのバイアスが存在し、得られた結果の解釈が容易

でない場合が少なくない。 

限度試験：limit test 

環境中ある濃度以上に被験物質が存在することがないか、その濃度以上での影響は無視

しうると考えられる場合、その濃度区のみの試験をすることを限度試験という。毒性値を

求めるのではなく、その濃度における影響の有無を調べる。通常生態毒性試験では、100mg/L

または水溶解限度のより低い方の濃度となる。 

コホート調査：cohort study 

疫学研究方法の一つ。疾病発生に関連していると考えられる仮説因子の有無もしくは曝露の

程度が確認できる集団を一定期間観察し、その間の疾病発生頻度を仮説因子の有無もしくは曝

露の程度別に比較する方法。 

催奇形性：teratogenicity 

化学物質等が次世代に対して、先天異常を引き起こす性質。 

細胞形質転換：cell transformation 

培養細胞が放射線、ウイルス、化学物質などによってその形態や機能をかえ、腫瘍細胞類似

の性質を備えること。 

細胞遺伝学：cytogenetics 

染色体の構造や形態、染色体に存在する遺伝子の行動と形質発現など、細胞学的な特徴から

遺伝現象を明らかにしようとする遺伝学の一分野。遺伝毒性試験の中で in vitro、 in vivo 染色体

異常試験、小核試験、及び優性致死試験などは細胞遺伝学試験とよばれている。 

姉妹染色分体交換：sister chromatid exchange, SCE  

姉妹染色分体の部分的な交換（２本の姉妹染色分体の間で同じ部位が入れ替わること）。こ

れを利用して遺伝毒性を検出する方法がある。SCE は、染色体の構造異常とは異なる現象である。 

宿主経由試験：host-mediated assay 

宿主動物の腹腔内に微生物を注入した後に、被験物質を投与し、回収した微生物の突然変異

頻度を調べることにより、哺乳類の代謝物の変異誘発性を評価する試験。 

小核：micronucleus  

染色体の構造異常または分裂装置の損傷により、細胞分裂後に細胞質中に取り残された染色

体断片、あるいは 1～数本の染色体に由来する小さな核。小核の誘発を検出する試験を小核試験

といい、げっ歯類の骨髄あるいは末梢血の塗抹標本を観察して、小核を有する幼若赤血球の出現

頻度より、被験物質の染色体異常誘発性を調べる。 

数的異常：numerical aberration 

染色体異常の分類の一つで染色体の数の変化を指す。数的異常には異数性（aneuploidy）と倍

数性（polyploidy）があり、前者は染色体の数が 1～数本増加または減少するもので、後者は染

色体基本数（n）が整数倍化する現象をいう。 

スロープファクター：slope factor 

体重 1 kg あたり 1 mg の化学物質を、毎日、生涯にわたって経口摂取した場合の過剰発がんリ

スク推定値。 

がんの過剰発生率＝スロープファクター(mg/kg/day) -1× 経口曝露量(mg/kg/day) 
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生殖・発生毒性：reproductive and developmental toxicity 

化学物質等の環境要因が生殖・発生の過程に有害な反応を引き起こす性質。親世代からみれ

ば生殖毒性（reproductive toxicity）、次世代を中心にみると発生毒性（developmental toxicity）で

ある。両者については研究者によってそれぞれ概念がことなるが、一般には生殖毒性は受胎能

の障害、発生毒性は生殖細胞の形成から受精、出生を経て、個体の死に至る発生の何れかの時

期に作用して、発生障害（早期死亡、発育遅滞、形態異常、機能異常）を引き起こす性質と定

義される。 

線形多段階モデル：linearized multistage model 

発がんに至るには多段階のステップが関与することを考慮に入れた数学モデルであり、実際

にヒトが曝露されるような低濃度においては、高次の項目は無視し得ることになるため、用量の

１次式（線形）で表せることになる。このモデルにおいて直線の傾き「 *q 」（一般に 95%信頼

区間上限値）を発がん性の強さの指標とし、スロープファクターと呼ぶ。 
2

210 DqDqqexp{1)D(p   …… 0q,}Dq i
k

k   

)(Dp ：用量 D における生涯の発がん率  D ：用量 

用量が低い場合の線形多段階モデル近似式 

DqDp  *)(  

染色体異常：chromosomal aberration 

染色体の数もしくは形態に変化をきたす損傷をいう。染色体異常は細胞周期の DNA合成期（S

期）で頻度が高い。 

相互転座：reciprocal translocation 

染色体型異常の中の染色体間交換の一つ。2 本の染色体に生じた切断端の相互交換が対称型

に、すなわち動原体を持った部分と持たない部分との間に交換が行われたものであり、２つの転

座染色体が形成される。 

外環境 

“内環境”参照 

体細胞突然変異：somatic mutation 

生殖細胞以外の体細胞に生じる突然変異。細胞のがん化に深く関与している。 

代謝活性化：metabolic activation 

前駆型変異原(promutagen)が薬物代謝酵素により変異原に変換されること。通常、in vitro 遺伝

毒性試験においては、代謝活性系として、ラット肝臓のホモジネートの S9 画分（9000×g、10

分の遠沈上清）と補酵素から成る S9mix を用いる。 

多媒体モデル：multimedia model 

多媒体環境モデル(multimedia environmental model)と呼ばれることがある。大気、水質、土壌、

底質等の複数の媒体間での化学物質の移流､分配、媒体間輸送(湿性沈着等)等を、媒体内では分

解等も考慮する環境運命予測モデルで各媒体中の化学物質濃度予測に用いる。 

仮定する媒体間の物質移動機構、分解の有無等により、Mackay は LevelⅠ～Ⅳのクラス分け

を行っている。媒体間においては、LevelⅠは分配のみ、LevelⅡでは移流も考慮する。LevelⅢ及

びⅣでは分配は仮定せず、移流及び媒体間輸送を考慮する。化学物質の分解(生分解や OH ラジ

カル反応等)は LevelⅠのみ考慮しない。LevelⅠ～Ⅲは定常状態を仮定し、化学物質の排出速度
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が一定で無限時間経過後に達成される濃度が、LevelⅣでは非定常を仮定し、排出速度や濃度の

時間変化を考慮した濃度が予測される。 

断面調査：cross-sectional study 

疫学研究方法の一つ。ある一時点での仮説因子の存在状況と特定の疾病の有病状況の類似性

を調査し、仮説因子と疾病との間の関連性を確かめる方法。 

遅発性毒性：delayed toxicity 

化学物質を生体に単回投与後、ある時間の経過後に現れる作用。例えば、化学物質の発がん

作用や遅発性の神経毒性があげられる。 

伴性劣性致死突然変異：sex-linked recessive lethal mutation 

X 染色体に起こる劣性の致死突然変異。 

p53 遺伝子：p53 gene 

がん抑制遺伝子の一つ。遺伝子が傷害されたときに p53 遺伝子が誘導され、DNA の修復酵素、

細胞周期を停止させる p21 遺伝子およびアポトーシス促進因子 Bax を発現させる。 

復帰突然変異：reverse mutation 

変異を起こしている細胞が、もとの表現型に戻るような突然変異。これに対して最初の突然

変異を前進突然変異(forward mutation)とよぶ。 

不定期 DNA 合成：unscheduled DNA synthesis (UDS) 

真核生物の細胞では、細胞周期の S 期（DNA 合成期）にのみ DNA の合成が起きるため、培

養細胞に化学物質を加えたとき、細胞周期の間期に DNA 合成が起こっていると、加えた化学物

質が DNA に損傷を与えたため、損傷の除去修復が進行しているものと考えることができる。 

フレームシフト：frame shift (mutation) 

DNA 分子中に 1 または 3ｎ±1 の塩基対が新たに挿入、もしくは失欠すること。その結果、そ

の部位以降のコドンは新しい組み合わせになり、本来とはアミノ酸組成の異なったペプチドが作

られる。 

分位数：quantile 

データを小さい方から大きい方へ順に並べ、データの個数を等分してサブグループに分割し

たもの。3 分割したものを三分位数（tertile）、4 分割したものを四分位数（quartile）、5 分割し

たものを五分位数（quintile）、100 分割したものを百分位数（percentile）という。例えば、ある

集団を分位法によって三群に分けた場合、データの値が最も小さいサブグループから順に第 1

三分位群、第 2 三分位群、第 3 三分位群とする。なお、例えば三分位の場合、第 1、第 2、第 3

を低、中、高、あるいは最低、中、最高の用語で置き換えて呼ばれることもある。 

慢性毒性：chronic toxicity 

長期間の継続曝露（反復曝露）により引き起こされる毒性。慢性毒性試験は、3 ヶ月以上の長

期間にわたって反復投与して、中毒症状を引き起こす用量とその経過を明らかにし、その化学

物質を使用する場合の安全量を推定することを目的に行われ、血液生化学的検査や肝機能・腎

機能の検査等、確立されている検査のほとんどを行う。なお、3 ヶ月ないし 6 ヶ月以内のものを

亜急性毒性、あるいは亜慢性毒性試験といわれる。 

優性致死試験：Dominant lethal test 

化学物質の遺伝毒性を検出する in vivo 試験の一つ。一般に雄マウスに被験物質を投与し、無

処理雌と交配する。減数分裂後に雄の生殖細胞（精子細胞～精子）に染色体異常が生じると、胚
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の初期死亡及び不着床を引き起こすので、これを指標とする。また、減数分裂前の精原細胞及び

精母細胞に染色体異常が生じると、減数分裂の過程で死滅して精子数の減少をきたし、不妊ある

いは不受精卵が増加する。 

ユニットリスク：unit risk 

大気中 1 µg/m3 の化学物質に、生涯にわたって吸入曝露したときの過剰発がんリスク推定値。

なお、飲料水中 1 µg/L の化学物質を生涯、経口摂取したときの過剰発がんリスク推定値の場合

も指す。 

がんの過剰発生率＝ユニットリスク(µg/m3) -1× 吸入曝露量(µg/m3) 

lacⅠ遺伝子座位：lacⅠlocus 

大腸菌の遺伝子の一つであり、プロモーター、オペレーター領域の上流側に位置する。lac リ

プレッサー単量体（タンパク質）をコードする。変異した lacⅠ遺伝子を遺伝子工学的にマウス

に導入し（トランスジェニックマウス）、変異原性のある化学物質を曝露させると、突然変異の

箇所（lacⅠ遺伝子座位）がもとに戻り突然変異の頻度も把握することができる。 

ras 遺伝子：ras gene 

ras 遺伝子は、受容体チロシンキナーゼから核へのシグナルを中継し、細胞の増殖や分化の促

進に係わるシグナル蛋白（ras 蛋白）をコードする遺伝子である。この遺伝子が変異して過剰活

性型 ras 遺伝子となると、変異型遺伝子の産物が細胞の増殖や分化に対する正常な調節を阻害し

てがん発生を促進する。 
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２．無毒性量（NOAEL）等の性格および利用上の注意 

 

(1) 無毒性量（NOAEL）等とは、NOAEL（NOEL）から、またはLOAEL（LOEL）を10で除して

変換したNOAEL（NOEL）から、時間補正のみを行って求めた数値をいう。 

(2) 無毒性量（NOAEL）等は、ヒトの健康影響等についての十分な知識を基に、活用すること

が望ましい。 

(3) 無毒性量（NOAEL）等を決定するに当たって、ヒトにおける調査及び動物実験等から得ら

れた多様な知見を考慮しているが、これらの情報の質、量は物質によって大きく異なってい

る。従って、無毒性量（NOAEL）等の数値を、有害物質間の相対的な毒性強度の比較に用

いることについては注意を要する。また、有害物質等への感受性は個人毎に異なるので、無

毒性量（NOAEL）等以下の曝露であっても、不快や既存の健康異常の悪化、あるいは新た

な健康異常の発生を防止できない場合もある。  

(4) 無毒性量（NOAEL）等は安全と危険を判断する上でのおおよその目安であり、ヒトに何ら

かの健康異常がみられた場合、無毒性量（NOAEL）等を越えたことのみを理由として、そ

の物質による健康影響と判断してはならない。またその逆に、無毒性量（NOAEL）等を越

えていないことのみを理由として、その物質による健康影響ではないと判断してはならない。 

(5) 無毒性量（NOAEL）等は、有害物質および健康影響に関する知識の増加、情報の蓄積、新

たな物質の使用等に応じて改訂・追加するものとする。 
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3．生物名一覧 

学  名 和名・属名 科・目名等 生物群

Acartia tonsa アカルチア属 アカルチア科 甲殻類

Ambystoma gracile  トラフサンショウウオ科 その他

Americamysis bahia 
（＝Mysidopsis bahia） 

 アミ科 甲殻類

Anaxyrus fowleri  
（＝Bufo fowleri） 

 ヒキガエル科 その他

Brachionus calyciflorus ツボワムシ ツボワムシ科 その他

Caenorhabditis elegans  カンセンチュウ科 その他

Carassius auratus キンギョ コイ科 魚 類 

Carcinus maenas ミドリガニ ワタリガニ科 甲殻類

Ceriodaphnia cf. dubia ネコゼミジンコ属 ミジンコ科 甲殻類

Ceriodaphnia dubia ニセネコゼミジンコ ミジンコ科 甲殻類

Chironomus riparius ドブユスリカ ユスリカ科 その他

Chironomus dilutus 
（旧名 Chironomus tentans*1） 

ユスリカ属 ユスリカ科 その他

Chlamydomonas reinhardtii クラミドモナス属 
クラミドモナス科 

（緑藻類） 
藻 類 

Chlorella sp. クロレラ属 
クロレラ科 

（トレボウクシア藻類） 
藻 類 

Chlorella pyrenoidosa クロレラ属 
クロレラ科 

（トレボウクシア藻類） 
藻 類 

Chlorella vulgaris クロレラ属 
クロレラ科 

（トレボウクシア藻類） 
藻 類 

Chlorohydra viridissima クロロヒドラ属 ヒドラ科 その他

Cipangopaludina chinensis malleata マルタニシ タニシ科 その他

Cloeon dipterum フタバカゲロウ コカゲロウ科 その他

Crangon septemspinosa エビジャコ属 エビジャコ科 甲殻類

Crassostrea virginica バージニアガキ カキ科 その他

Cyprinus carpio コイ コイ科 魚 類 

Cypris subglobosa ユビヌキカイミジンコ キプリス科 甲殻類

Danio rerio 
（＝Brachydanio rerio） 

ゼブラフィッシュ コイ科 魚 類 

Daphnia carinata ミジンコ属 ミジンコ科 甲殻類

Daphnia magna オオミジンコ ミジンコ科 甲殻類

Daphnia pulex ミジンコ ミジンコ科 甲殻類
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学  名 和名・属名 科・目名等 生物群

Desmodesmus subspicatus 
（旧名 Scenedesmus subspicatus*2） 

デスモデスムス属 セネデスムス科（緑藻類） 藻 類 

Desmodesmus pannonicus 
（旧名 Scenedesmus pannonicus*3） 

デスモデスムス属 セネデスムス科（緑藻類） 藻 類 

Ditylum brightwellii ディティルム属 リスデスミウム科（珪藻類） 藻 類 

Dugesia japonica ナミウズムシ ウズムシ目 その他

Fundulus heteroclitus マミチョグ カダヤシ目 魚 類 

Gammarus minus ヨコエビ属 ヨコエビ科 甲殻類

Gammarus pseudolimnaeus ヨコエビ属 ヨコエビ科 甲殻類

Gastrophryne carolinensis  ジムグリガエル科 その他

Gibelion catla 
（＝Catla catla） 

 コイ科 魚 類 

Hydra oligactis ヒドラ属 ヒドラ科 その他

Indoplanorbis exustus インドヒラマキガイ ヒラマキガイ科 その他

Isochrysis galbana イソクリシス属 
イソクリシス科 

（コッコリサス藻類） 
藻 類 

Lemna minor コウキクサ ウキクサ亜科 その他

Lepomis macrochirus ブルーギル サンフィッシュ科 魚 類 

Leuciscus idus  コイ科 魚 類 

Lithobates catesbeiana 
（＝Rana catesbeiana） 

ウシガエル アカガエル科 その他

Lithobates palustris 
（＝Rana palustris） 

アメリカアカガエル属 アカガエル科 その他

Lithobates pipiens 
（＝Rana pipiens） 

アメリカアカガエル属 アカガエル科 その他

Lumbriculus variegatus  オヨギミミズ科 その他

Lymnaea stagnalis  モノアラガイ科 その他

Macrobrachium nipponense テナガエビ テナガエビ科 甲殻類

Melita longidactyla ツメナガメリタヨコエビ メリタヨコエビ科 甲殻類

Menidia beryllina  トウゴロウイワシ科 魚 類 

Oncorhynchus mykiss ニジマス サケ科 魚 類 

Oncorhynchus mykiss gairdneri 
（＝Salmo gairdneri） 

ニジマス サケ科 魚 類 

Oreochromis mossambicus カワスズメ カワスズメ科 魚 類 

Oryzias latipes メダカ メダカ科 魚 類 

Pagrus major マダイ タイ科 魚 類 
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学  名 和名・属名 科・目名等 生物群

Palaemonetes vulgaris  テナガエビ科 甲殻類

Paratanytarsus dissimilis 
（＝Tanytarsus dissimilis） 

ニセヒゲユスリカ属 ユスリカ科 その他

Pelophylax porosus porosus  
（＝Rana porosa porosa） 

トウキョウダルマガエル アカガエル科 その他

Physa heterostropha サカマキガイ属 サカマキガイ科 その他

Pimephales promelas ファットヘッドミノー コイ科 魚 類 

Prasinococcus sp. プラシノコックス属 プラシノコックス科 藻 類 

Pseudokirchneriella subcapitata 
（＝Raphidocelis subcapitata） 

プセウドキルクネリエラ

属 

セレナスツルム科 

（緑藻類） 
藻 類 

Pseudokirchneriella subcapitata 
（旧名 Selenastrum capricornutum*4） 

プセウドキルクネリエラ

属 

セレナスツルム科 

（緑藻類） 
藻 類 

Rana temporaria アカガエル属 アカガエル科 その他

Scenedesmus acutus var. acutus 
（＝Scenedesmus obliquus） 

セネデスムス属 セネデスムス科（緑藻類） 藻 類 

Skeletonema costatum スケレトネマ属 タラシオシラ科（珪藻類） 藻 類 

Streptocephalus proboscideus  ホウネンエビ目（無甲目） 甲殻類

Synechococcus sp. シネココックス属 シネココックス科（藍藻類） 藻 類 

Tetrahymena pyriformis テトラヒメナ属 テトラヒメナ科 その他

Tetrahymena thermophila テトラヒメナ属 テトラヒメナ科 その他

Tetraselmis tetrathele テトラセルミス属 
クロロデンドロン科 

（クロロデンドロン藻類） 
藻 類 

Tubifex tubifex  イトミミズ亜科 その他

Xenopus laevis アフリカツメガエル ピパ科 その他

*1 OECD テストガイドライン No. 233 における記述に準じて、ここでは旧名と表記した 

*2 OECD テストガイドライン No. 201 における記述に準じて、ここでは旧名と表記した 

*3 Desmodesmus subspicatus における記載に準じて、ここでは旧名と表記した 

*4 試験生物として用いられてきた Selenastrum capricornutum は、Pseudokirchneriella subcapitata であったことが確

認されており、ここでは便宜上旧名と表記した 
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化学物質の環境リスク評価関連の調査研究等 

 

 
 



Ⅰ．化学物質の生態影響試験 

 

（Ⅰ）化学物質の生態影響試験の概要 

 

１．概要 

 環境省においては、化学物質の生態影響に関する知見を収集し、生態系に対するリスクの

評価に役立てるとともに、OECDにおける高生産量（High Production Volume: HPV）化学物

質の有害性評価プログラム（HPVプログラム、現在の「化学物質協同評価プログラム」）に

貢献すること、定量的構造活性相関（QSAR）の開発等を目的として、化学物質の生態影響

試験を実施してきた。なお、当該試験については、その成果を国際的に利用可能なものとす

るため、OECDの定めたテストガイドラインに準拠した方法により、環境省の優良試験所基

準（Good Laboratory Practice: GLP）に適合している試験機関において実施された。 
 

２．試験の概要 

 OECDの定めたテストガイドライン又は化審法テストガイドラインに基づき、水生生物

（藻類、甲殻類、魚類及び底生生物）を対象とした生態毒性に関する試験を実施してきた。 

 (1) 藻類 

① 試験対象生物 

 水系食物連鎖における生産者として、単細胞緑藻類の一種であるPseudokirchneriella 

subcapitata（旧名 Selenastrum capricornutum）を使用している。 

  ② 試験項目 

・藻類生長阻害試験（OECDテストガイドライン201又は化審法テストガイドライン 

に準拠） 

 化学物質に72時間曝露した際の藻類の生長、増殖に及ぼす影響を、50%生長阻害濃

度（EC50）及びその無影響濃度（NOEC）として把握している。 

 (2) 甲殻類 

  ① 試験対象生物 

 水系食物連鎖における一次消費者として、オオミジンコ（Daphnia magna）を使用し

ている。  

  ② 試験項目 

・ミジンコ急性遊泳阻害試験（OECDテストガイドライン202又は化審法テストガイ 

ドラインに準拠） 

 化学物質に48時間曝露した際のミジンコの遊泳に及ぼす影響を、半数遊泳阻害濃度

（EC50）として把握している。ミジンコ繁殖阻害試験の予備試験の役割も担っている。 

   ・ミジンコ繁殖試験（OECDテストガイドライン211に準拠） 

 化学物質に21日間曝露した際のミジンコの繁殖に及ぼす影響を、繁殖の50%阻害濃

度（EC50）及びその無影響濃度（NOEC）として把握している。慢性毒性に関する試
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験として位置付けられている。 

 (3) 魚類 

  ① 試験対象生物 

 水系食物連鎖における高次消費者として、ヒメダカ（Oryzias latipes）を使用してい

る。 

  ② 試験項目 

・魚類急性毒性試験（OECDテストガイドライン203又は化審法テストガイドライン 

に準拠） 

 化学物質に96時間曝露した際の魚類に及ぼす影響を、半数致死濃度（LC50）として

把握している。 

   ・魚類初期生活段階毒性試験（OECDテストガイドライン210に準拠） 

 化学物質に卵の段階からふ化後約30日まで曝露した際に試験魚の成長や行動に及

ぼす影響を、その最小影響濃度（LOEC）及び無影響濃度（NOEC）として把握して

いる。慢性毒性に関する試験として位置づけ、平成12年度より実施している。 

 (4) 底生生物 

  ① 試験対象生物 

 底質添加によるユスリカ毒性試験として、セスジユスリカ（Chironomus yoshimatsui）

を使用している。 

  ② 試験項目 

   ・底質添加によるユスリカ毒性試験（OECDテストガイドライン218に準拠） 

 底質に被験物質を添加することにより、ユスリカをふ化後一齢幼虫から羽化まで（2

0～28日間）被験物質に曝露した際に成長に及ぼす影響を、羽化率等を測定すること

により把握している。慢性毒性に関する試験として位置づけ、平成16年度より実施し

ている。 

 (5) 試験の実施体制 

 本試験は、３に述べる優良試験所基準に適合した試験機関において実施された。 
 

３．優良試験所基準（GLP） 

 平成15年度までは、化審法GLP（分解性・蓄積性・人毒性に関するもの）を参考として、

生態影響試験に適用するためのGLPとして「生態影響試験実施に関する基準」（生態影響試

験GLP）を定め、これを満たす試験機関において生態影響試験を実施してきた。GLPの適合

状況については環境省の生態影響GLP評価検討会により確認が行われた。 

 平成16年度からは、化審法に基づき、化審法GLPの適用範囲を動植物毒性試験を含むよう

拡大し、化審法GLP（動植物毒性試験）の適合確認を受けた試験機関において、生態影響試

験を行っている。 
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４．試験の実績 

 (1) 試験実施状況 

 生産量、環境残留性等の情報に基づき、水生生物に対する曝露の可能性が高く、生態リ

スクが懸念される化学物質を選定して試験を実施してきた。 

 (2) 成果の活用状況 

① 化学物質の生態毒性に関するわが国唯一の体系的な試験として知見を蓄積するとと

もに、その結果を公開している。 

② 信頼できる試験データとして、化審法の下でのリスク評価、定量的構造活性相関

（QSAR）の開発、環境リスク初期評価、水生生物保全に係る水質目標の検討等に活用し

ているほか、外国政府や国際機関、産業界に対しても成果を広く提供している。 

 

５．難水溶性物質の生態影響試験データの扱いについて 

(1)背景 

 OECDでは、試験困難物質の水生生物に対する生態影響試験法に関するガイダンス文書23

（2000）において、難水溶性物質の扱い等についてまとめており、分散剤の使用を控えるべ

きと主張している。 

 環境省が平成12年度までに292物質について生態影響試験を実施しているが、そのうち約

半数の物質で、従来のOECDテストガイドラインに従い、分散剤を使用した試験も行われて

きた。 

 

(2)環境省における対応について 

 環境省の生態影響試験実施事業では平成13年度よりこの考え方を取り入れており、改正化

審法の下での生態影響試験では、特に界面活性作用のある分散剤を使用しないことが明記さ

れた。 

 化学物質の環境リスク初期評価の第３次とりまとめより、分散剤の使用等により明らかに

水溶解度以上の毒性値が算定されている試験結果については、信頼性が低いものと判断し、

生態リスク初期評価における予測無影響濃度（PNEC）の導出には用いないこととしている。 

 これを受け、環境省（庁）がこれまでに実施した生態影響試験のうち、試験困難物質等で

あって分散剤を多用していることにより現時点では信頼性ある試験データとして評価する

ことが困難である物質を抽出し、今後試験を実施する必要性について検討するため試験デー

タの信頼性確認作業を行っている。 
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(CAS No.順) (単位mg/kg)

EC50 LOEC NOEC

50-32-8 ベンゾ[a]ピレン － >710 ≧710 17

78-42-2 リン酸トリス(2-エチルヘキシル) 550 1100 530 22

79-94-7 テトラブロモビスフェノールA 870 610 360 19

101-14-4 3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン
280 *1
150 *2

320 *1
180 *2

180 *1
84 *2

20

101-77-9 4,4'-メチレンジアニリン
>1000 *1
>440 *2

>1000 *1
>440 *2

1000 *1
440 *2

22

103-23-1 アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル >900 >900 900 17

106-47-8 p-クロロアニリン 10 8.5 4.4 18

119-47-1 6,6'-ジ-t-ブチル-2,2'-メチレンジ-p-クレゾール >1000 *1 1000 *1 650 *1 16

120-12-7 アントラセン >990 >990 ≧990 20

122-39-4 ジフェニルアミン 58 － 41 18

128-37-0 2,6-ジ-t-ブチル-4-メチルフェノール 600 370 130 19

140-66-9 4-t-オクチルフェノール 74 80 28 17

206-44-0 フルオランテン 160 500 *3 100 *3 21

1163-19-5 デカブロモジフェニルエーテル >940 － 940 19

1330-78-5 リン酸トリクレジル >950 950 *4 290 *4 26

3380-34-5 5-クロロ-2-(2',4'-ジクロロフェノキシ）フェノール 180 190 120 20

6165-51-1 1,4-ジメチル-2-(1-フェニルエチル)ベンゼン 680 1000 500 19

10605-21-7 メチル=ベンゾイミダゾール-2-イルカルバマート 10 12 6.0 27

25154-52-3 ノニルフェノール 63 41 21 17

注1)結果数値は試験機関からの報告値を有効数字２桁で丸めた数値

*1 設定濃度に基づく毒性値

*2 実測濃度に基づく毒性値

*3 羽化率及び変態速度より求めた毒性値

*4 変態速度より求めた毒性値

【用語解説】  ユスリカ：羽化率：EC50  底質添加によるユスリカ毒性試験　羽化率　半数影響濃度

 ユスリカ：羽化率：LOEC  底質添加によるユスリカ毒性試験　羽化率　最小影響濃度

 ユスリカ：羽化率：NOEC  底質添加によるユスリカ毒性試験　羽化率　無影響濃度

 試験実施年度  生態影響試験実施年度 

羽化率

（Ⅱ-2）生態影響試験（底生生物）結果一覧(平成29年3月版）

 CAS　No. 物質名

ユスリカChironomus yoshimatsui
（底質添加による試験）

試験実施
年度

－457－
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ト
及

び
そ

の
化

合
物

○
○

1
0
4

1
4
1
-
7
8
-
6

酢
酸

エ
チ

ル
○

○

1
0
5

1
1
1
-
1
5
-
9

酢
酸

2
-
エ

ト
キ

シ
エ

チ
ル

○
○

○
○

○

1
0
6

1
1
0
-
4
9
-
6

酢
酸

2
-
メ

ト
キ

シ
エ

チ
ル

○
○

1
0
7

1
0
8
-
0
5
-
4

酢
酸

ビ
ニ

ル
モ

ノ
マ

ー
○

○

1
0
8

1
2
3
-
8
6
-
4

酢
酸

ブ
チ

ル
○

○

1
0
9

9
0
-
0
2
-
8

サ
リ

チ
ル

ア
ル

デ
ヒ

ド
○

○

1
1
0

7
5
-
5
6
-
9

酸
化

プ
ロ

ピ
レ

ン
○

○
○

1
1
1

1
0
1
-
8
0
-
4

 4
,4

'-
ジ

ア
ミ

ノ
ジ

フ
ェ

ニ
ル

エ
ー

テ
ル

○
○

1
1
2

5
6
-
2
3
-
5

四
塩

化
炭

素
○

○
○

1
1
3

1
2
3
-
9
1
-
1

1
,4

-
ジ

オ
キ

サ
ン

○
○

1
1
4

8
0
-
4
3
-
3

ジ
ク

ミ
ル

パ
ー

オ
キ

サ
イ

ド
○

1
1
5

1
0
8
-
9
1
-
8

シ
ク

ロ
ヘ

キ
シ

ル
ア

ミ
ン

○
○

○

1
1
6

1
1
0
-
8
3
-
8

シ
ク

ロ
ヘ

キ
セ

ン
○

○
○

1
1
7

6
2
-
7
3
-
7

ジ
ク

ロ
ル

ボ
ス

○

1
1
8

5
5
4
-
0
0
-
7

2
,4

-
ジ

ク
ロ

ロ
ア

ニ
リ

ン
○

1
1
9

9
5
-
8
2
-
9

2
,5

-
ジ

ク
ロ

ロ
ア

ニ
リ

ン
○

1
2
0

9
5
-
7
6
-
1

3
,4

-
ジ

ク
ロ

ロ
ア

ニ
リ

ン
○

○
○

1
2
1

7
5
-
3
4
-
3

1
,1

-
ジ

ク
ロ

ロ
エ

タ
ン

○
○

1
2
2

1
0
7
-
0
6
-
2

1
,2

-
ジ

ク
ロ

ロ
エ

タ
ン

○
○

○

1
2
3

7
5
-
3
5
-
4

1
,1

-
ジ

ク
ロ

ロ
エ

チ
レ

ン
○

○
○

○

1
2
4

1
5
6
-
5
9
-
2

シ
ス

-
1
,2

-
ジ

ク
ロ

ロ
エ

チ
レ

ン
○

○

1
2
5

1
5
6
-
6
0
-
5

ト
ラ

ン
ス

-
1
,2

-
ジ

ク
ロ

ロ
エ

チ
レ

ン
○

○
○

1
2
6

1
0
1
-
1
4
-
4

3
,3

'ジ
ク

ロ
ロ

-
4
,4

'-
ジ

ア
ミ

ノ
ジ

フ
ェ

ニ
ル

メ
タ

ン
○

○

1
2
7

3
2
0
9
-
2
2
-
1

1
,2

-
ジ

ク
ロ

ロ
-
3
-
ニ

ト
ロ

ベ
ン

ゼ
ン

○
○

1
2
8

8
9
-
6
1
-
2

1
,4

-
ジ

ク
ロ

ロ
-
2
-
ニ

ト
ロ

ベ
ン

ゼ
ン

○
○

1
2
9

1
2
0
-
8
3
-
2

2
,4

-
ジ

ク
ロ

ロ
フ

ェ
ノ

ー
ル

○

1
3
0

7
6
0
-
2
3
-
6

3
,4

-
ジ

ク
ロ

ロ
-
1
-
ブ

テ
ン

○
○

1
3
1

9
6
-
2
3
-
1

1
,3

-
ジ

ク
ロ

ロ
-
2
-
プ

ロ
パ

ノ
ー

ル
○

○

1
3
2

7
8
-
8
7
-
5

1
,2

-
ジ

ク
ロ

ロ
プ

ロ
パ

ン
○

○
○

1
3
3

5
4
2
-
7
5
-
6

1
,3

-
ジ

ク
ロ

ロ
プ

ロ
ペ

ン
○

○
○

1
3
4

9
1
-
9
4
-
1

3
,3

'-
ジ

ク
ロ

ロ
ベ

ン
ジ

ジ
ン

○
○

1
3
5

9
5
-
5
0
-
1

o
-
ジ

ク
ロ

ロ
ベ

ン
ゼ

ン
○

○
○

○

1
3
6

5
4
1
-
7
3
-
1

m
-
ジ

ク
ロ

ロ
ベ

ン
ゼ

ン
○

○

1
3
7

1
0
6
-
4
6
-
7

p
-
ジ

ク
ロ

ロ
ベ

ン
ゼ

ン
○

○

1
3
8

7
5
-
0
9
-
2

ジ
ク

ロ
ロ

メ
タ

ン
○

○
○

1
3
9

1
0
1
-
8
3
-
7

N
,N

-
ジ

シ
ク

ロ
ヘ

キ
シ

ル
ア

ミ
ン

○
○

○
○

1
4
0

7
7
-
7
3
-
6

ジ
シ

ク
ロ

ペ
ン

タ
ジ

エ
ン

○
○

○
○

－460－



環
境

リ
ス

ク
初

期
評

価
実

施
物

質
一

覧
（
第

１
巻

～
第

１
５

巻
）

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

発
が
ん

性
※

1
健
康

リ
ス
ク

生
態

リ
ス
ク

発
が
ん

性
※

2
健
康

リ
ス
ク

生
態

リ
ス
ク

健
康

リ
ス
ク

生
態

リ
ス
ク

健
康

リ
ス
ク

生
態

リ
ス
ク

健
康

リ
ス
ク

生
態

リ
ス
ク

健
康

リ
ス
ク

生
態

リ
ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

第
１

５
巻

第
４
巻

第
５
巻

第
６
巻

第
７
巻

第
８
巻

第
９

巻
第

１
０

巻
第

１
１

巻
第

１
２

巻
第

１
３

巻
第

１
４

巻
第
３
巻

番
号

C
A

S
番

号
物

質
名

第
１

巻
第

２
巻

1
4
1

5
3
4
-
5
2
-
1

4
,6

-
ジ

ニ
ト

ロ
-
o

-ク
レ

ゾ
ー

ル
○

○

1
4
2

6
0
2
-
0
1
-
7

2
,3

-
ジ

ニ
ト

ロ
ト

ル
エ

ン
○

○

1
4
3

1
2
1
-
1
4
-
2

2
,4

-
ジ

ニ
ト

ロ
ト

ル
エ

ン
○

○

1
4
4

6
1
9
-
1
5
-
8

2
,5

-
ジ

ニ
ト

ロ
ト

ル
エ

ン
○

○

1
4
5

6
0
6
-
2
0
-
2

2
,6

-
ジ

ニ
ト

ロ
ト

ル
エ

ン
○

○
○

○

1
4
6

6
1
0
-
3
9
-
9

3
,4

-
ジ

ニ
ト

ロ
ト

ル
エ

ン
○

○

1
4
7

6
1
8
-
8
5
-
9

3
,5

-
ジ

ニ
ト

ロ
ト

ル
エ

ン
○

○

1
4
8

5
1
-
2
8
-
5

2
,4

-
ジ

ニ
ト

ロ
フ

ェ
ノ

ー
ル

○

1
4
9

1
3
2
1
-
7
4
-
0

ジ
ビ

ニ
ル

ベ
ン

ゼ
ン

○
○

○

1
5
0

1
2
2
-
3
9
-
4

ジ
フ

ェ
ニ

ル
ア

ミ
ン

○
○

○

1
5
1

1
0
2
-
8
1
-
8

2
-
(ジ

-
n

-
ブ

チ
ル

ア
ミ

ノ
)エ

タ
ノ

ー
ル

○
○

1
5
2

－
ジ

ブ
チ

ル
ス

ズ
化

合
物

○
○

1
5
3

1
2
8
-
3
7
-
0

2
,6

-
ジ

-
t-

ブ
チ

ル
-
4
-
メ

チ
ル

フ
ェ

ノ
ー

ル
○

○

1
5
4

1
0
6
-
9
3
-
4

1
,2

-
ジ

ブ
ロ

モ
エ

タ
ン

○
○

1
5
5

1
2
4
-
4
8
-
1

ジ
ブ

ロ
モ

ク
ロ

ロ
メ

タ
ン

○
○

○
○

1
5
6

1
0
3
-
5
0
-
4

ジ
ベ

ン
ジ

ル
エ

ー
テ

ル
○

1
5
7

1
2
7
-
1
9
-
5

N
,N

-
ジ

メ
チ

ル
ア

セ
ト

ア
ミ

ド
○

○

1
5
8

8
7
-
5
9
-
2

2
,3

-
ジ

メ
チ

ル
ア

ニ
リ

ン
○

○
○

1
5
9

9
5
-
6
8
-
1

2
,4

-
ジ

メ
チ

ル
ア

ニ
リ

ン
○

○

1
6
0

9
5
-
7
8
-
3

2
,5

-
ジ

メ
チ

ル
ア

ニ
リ

ン
○

○
○

1
6
1

8
7
-
6
2
-
7

2
,6

-
ジ

メ
チ

ル
ア

ニ
リ

ン
○

○
○

1
6
2

9
5
-
6
4
-
7

3
,4

-
ジ

メ
チ

ル
ア

ニ
リ

ン
○

○
○

1
6
3

1
0
8
-
6
9
-
0

3
,5

-
ジ

メ
チ

ル
ア

ニ
リ

ン
○

○

1
6
4

1
2
4
-
4
0
-
3

ジ
メ

チ
ル

ア
ミ

ン
○

○

1
6
5

1
2
4
-
2
8
-
7

N
,N

-
ジ

メ
チ

ル
オ

ク
タ

デ
シ

ル
ア

ミ
ン

○

1
6
6

6
7
-
6
8
-
5

ジ
メ

チ
ル

ス
ル

ホ
キ

シ
ド

○
○

○
○

1
6
7

1
1
2
-
1
8
-
5

N
,N

-
ジ

メ
チ

ル
ド

デ
シ

ル
ア

ミ
ン

.
○

1
6
8

1
6
4
3
-
2
0
-
5

N
,N

-
ジ

メ
チ

ル
ド

デ
シ

ル
ア

ミ
ン

=
N

=
オ

キ
シ

ド
○

1
6
9

6
1
6
5
-
5
1
-
1

1
,4

-
ジ

メ
チ

ル
-
2
-
（
1
-
フ

ェ
ニ

ル
エ

チ
ル

）
ベ

ン
ゼ

ン
○

○
○

1
7
0

7
9
3
-
2
4
-
8

N
-
(1

,3
-
ジ

メ
チ

ル
ブ

チ
ル

)-
N

'-
フ

ェ
ニ

ル
-
p

-
フ

ェ
ニ

レ
ン

ジ
ア

ミ
ン

○
○

1
7
1

6
8
-
1
2
-
2

N
,N

'-
ジ

メ
チ

ル
ホ

ル
ム

ア
ミ

ド
○

○

1
7
2

7
4
-
8
3
-
9

臭
化

メ
チ

ル
○

○

1
7
3

1
0
0
-
4
2
-
5

ス
チ

レ
ン

○
○

○
○

1
7
4

9
6
-
0
9
-
3

ス
チ

レ
ン

オ
キ

シ
ド

○

1
7
5

7
7
8
2
-
4
9
-
2

(セ
レ

ン
)
セ

レ
ン

及
び

そ
の

化
合

物
○

○

1
7
6

7
4
4
0
-
4
5
-
1

(セ
リ

ウ
ム

)
セ

リ
ウ

ム
及

び
そ

の
化

合
物

○
○

○

1
7
7

3
3
3
-
4
1
-
5

ダ
イ

ア
ジ

ノ
ン

○

1
7
8

7
4
4
0
-
2
8
-
0

(タ
リ

ウ
ム

)
タ

リ
ウ

ム
及

び
そ

の
化

合
物

○
○

1
7
9

1
3
7
-
2
6
-
8

チ
ウ

ラ
ム

○

1
8
0

6
2
-
5
6
-
6

チ
オ

尿
素

○
○

○

－461－



環
境

リ
ス

ク
初

期
評

価
実

施
物

質
一

覧
（
第

１
巻

～
第

１
５

巻
）

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

発
が
ん

性
※

1
健
康

リ
ス
ク

生
態

リ
ス
ク

発
が
ん

性
※

2
健
康

リ
ス
ク

生
態

リ
ス
ク

健
康

リ
ス
ク

生
態

リ
ス
ク

健
康

リ
ス
ク

生
態

リ
ス
ク

健
康

リ
ス
ク

生
態

リ
ス
ク

健
康

リ
ス
ク

生
態

リ
ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

第
１

５
巻

第
４
巻

第
５
巻

第
６
巻

第
７
巻

第
８
巻

第
９

巻
第

１
０

巻
第

１
１

巻
第

１
２

巻
第

１
３

巻
第

１
４

巻
第
３
巻

番
号

C
A

S
番

号
物

質
名

第
１

巻
第

２
巻

1
8
1

2
8
2
4
9
-
7
7
-
6

チ
オ

ベ
ン

カ
ル

ブ
○

1
8
2

7
4
4
0
-
3
2
-
6

(チ
タ

ン
)
チ

タ
ン

及
び

そ
の

化
合

物
○

○

1
8
3

－
直

鎖
ア

ル
キ

ル
ベ

ン
ゼ

ン
ス

ル
ホ

ン
酸

及
び

そ
の

塩
○

1
8
4

5
0
-
2
9
-
3

p,
p'

-
D

D
T

○
○

1
8
5

6
0
-
5
7
-
1

デ
ィ

ル
ド

リ
ン

○
○

1
8
6

1
1
6
3
-
1
9
-
5

デ
カ

ブ
ロ

モ
ジ

フ
ェ

ニ
ル

エ
ー

テ
ル

○
○

○

1
8
7

1
1
2
-
3
0
-
1

1
-
デ

シ
ル

ア
ル

コ
ー

ル
○

1
8
8

7
9
-
3
4
-
5

1
,1

,2
,2

-
テ

ト
ラ

ク
ロ

ロ
エ

タ
ン

○
○

1
8
9

1
2
7
-
1
8
-
4

テ
ト

ラ
ク

ロ
ロ

エ
チ

レ
ン

○

1
9
0

9
5
-
9
4
-
3

1
,2

,4
,5

-
テ

ト
ラ

ク
ロ

ロ
ベ

ン
ゼ

ン
○

○

1
9
1

1
1
0
-
9
1
-
8

テ
ト

ラ
ヒ

ド
ロ

-
1
,4

-
オ

キ
サ

ジ
ン

○
○

1
9
2

1
0
9
-
9
9
-
9

テ
ト

ラ
ヒ

ド
ロ

フ
ラ

ン
○

○

1
9
3

8
1
1
-
9
7
-
2

1
,1

,1
,2

-
テ

ト
ラ

フ
ル

オ
ロ

エ
タ

ン
○

○

1
9
4

1
1
6
-
1
4
-
3

テ
ト

ラ
フ

ル
オ

ロ
エ

チ
レ

ン
○

○

1
9
5

7
9
-
9
4
-
7

テ
ト

ラ
ブ

ロ
モ

ビ
ス

フ
ェ

ノ
ー

ル
A

○
○

1
9
6

1
3
4
9
4
-
8
0
-
9

(テ
ル

ル
)
テ

ル
ル

及
び

そ
の

化
合

物
○

○

1
9
7

1
0
0
-
2
1
-
0

テ
レ

フ
タ

ル
酸

○
○

○

1
9
8

1
2
0
-
6
1
-
6

テ
レ

フ
タ

ル
酸

ジ
メ

チ
ル

○
○

○

1
9
9

7
4
4
0
-
5
0
-
8

（
銅

）
銅

及
び

そ
の

化
合

物
○

2
0
0

1
2
1
-
4
4
-
8

ト
リ

エ
チ

ル
ア

ミ
ン

○
○

2
0
1

1
1
2
-
2
4
-
3

ト
リ

エ
チ

レ
ン

テ
ト

ラ
ミ

ン
○

2
0
2

7
1
-
5
5
-
6

1
,1

,1
-
ト

リ
ク

ロ
ロ

エ
タ

ン
○

2
0
3

7
9
-
0
0
-
5

1
,1

,2
-
ト

リ
ク

ロ
ロ

エ
タ

ン
○

○
○

2
0
4

3
0
2
-
1
7
-
0

2
,2

,2
-
ト

リ
ク

ロ
ロ

エ
タ

ン
-
1
,1

-
ジ

オ
ー

ル
○

2
0
5

7
9
-
0
1
-
6

ト
リ

ク
ロ

ロ
エ

チ
レ

ン
○

2
0
6

7
6
-
1
3
-
1

1
,1

,2
-
ト

リ
ク

ロ
ロ

-
1
,2

,2
-
ト

リ
フ

ル
オ

ロ
エ

タ
ン

○

2
0
7

7
6
-
0
6
-
2

ト
リ

ク
ロ

ロ
ニ

ト
ロ

メ
タ

ン
○

○

2
0
8

9
5
-
9
5
-
4

2
,4

,5
-
ト

リ
ク

ロ
ロ

フ
ェ

ノ
ー

ル
○

○

2
0
9

8
8
-
0
6
-
2

2
,4

,6
-
ト

リ
ク

ロ
ロ

フ
ェ

ノ
ー

ル
○

○
○

○
○

2
1
0

9
6
-
1
8
-
4

1
,2

,3
-
ト

リ
ク

ロ
ロ

プ
ロ

パ
ン

○
○

○
○

2
1
1

8
7
-
6
1
-
6

1
,2

,3
-
ト

リ
ク

ロ
ロ

ベ
ン

ゼ
ン

○
○

○

2
1
2

1
2
0
-
8
2
-
1

1
,2

,4
-
ト

リ
ク

ロ
ロ

ベ
ン

ゼ
ン

○
○

2
1
3

1
0
8
-
7
0
-
3

1
,3

,5
-
ト

リ
ク

ロ
ロ

ベ
ン

ゼ
ン

○
○

2
1
4

1
5
8
2
-
0
9
-
8

ト
リ

フ
ル

ラ
リ

ン
○

2
1
5

1
1
8
-
7
9
-
6

2
,4

,6
-
ト

リ
ブ

ロ
モ

フ
ェ

ノ
ー

ル
○

○
○

2
1
6

7
5
-
5
0
-
3

ト
リ

メ
チ

ル
ア

ミ
ン

○
○

2
1
7

3
4
5
2
-
9
7
-
9

3
,5

,5
-
ト

リ
メ

チ
ル

-
1
-
ヘ

キ
サ

ノ
ー

ル
○

2
1
8

5
2
6
-
7
3
-
8

1
,2

,3
-
ト

リ
メ

チ
ル

ベ
ン

ゼ
ン

○
○

2
1
9

9
5
-
6
3
-
6

1
,2

,4
-
ト

リ
メ

チ
ル

ベ
ン

ゼ
ン

○
○

2
2
0

1
0
8
-
6
7
-
8

1
,3

,5
-
ト

リ
メ

チ
ル

ベ
ン

ゼ
ン

○
○

○
○

○

2
2
1

9
5
-
5
3
-
4

o
-
ト

ル
イ

ジ
ン

○
○

○

2
2
2

1
0
8
-
4
4
-
1

m
-
ト

ル
イ

ジ
ン

○
○

2
2
3

1
0
6
-
4
9
-
0

p
-
ト

ル
イ

ジ
ン

○
○

○

2
2
4

1
0
8
-
8
8
-
3

ト
ル

エ
ン

○
○

2
2
5

9
5
-
8
0
-
7

2
,4

-
ト

ル
エ

ン
ジ

ア
ミ

ン
○

○

－462－



環
境

リ
ス

ク
初

期
評

価
実

施
物

質
一

覧
（
第

１
巻

～
第

１
５

巻
）

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

発
が
ん

性
※

1
健
康

リ
ス
ク

生
態

リ
ス
ク

発
が
ん

性
※

2
健
康

リ
ス
ク

生
態

リ
ス
ク

健
康

リ
ス
ク

生
態

リ
ス
ク

健
康

リ
ス
ク

生
態

リ
ス
ク

健
康

リ
ス
ク

生
態

リ
ス
ク

健
康

リ
ス
ク

生
態

リ
ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

第
１

５
巻

第
４
巻

第
５
巻

第
６
巻

第
７
巻

第
８
巻

第
９

巻
第

１
０

巻
第

１
１

巻
第

１
２

巻
第

１
３

巻
第

１
４

巻
第
３
巻

番
号

C
A

S
番

号
物

質
名

第
１

巻
第

２
巻

2
2
6

9
1
-
2
0
-
3

ナ
フ

タ
レ

ン
○

2
2
7

9
0
-
1
5
-
3

1
-
ナ

フ
ト

ー
ル

○
○

2
2
8

7
4
3
9
-
9
2
-
1

（
鉛

）
鉛

及
び

そ
の

化
合

物
○

2
2
9

1
3
9
-
1
3
-
9

ニ
ト

リ
ロ

三
酢

酸
○

○
○

2
3
0

5
5
-
6
3
-
0

ニ
ト

ロ
グ

リ
セ

リ
ン

○

2
3
1

8
6
-
3
0
-
6

N
-
ニ

ト
ロ

ソ
ジ

フ
ェ

ニ
ル

ア
ミ

ン
○

○
○

2
3
2

6
2
-
7
5
-
9

N
-
ニ

ト
ロ

ソ
ジ

メ
チ

ル
ア

ミ
ン

○
○

2
3
3

8
8
-
7
2
-
2

o
-
ニ

ト
ロ

ト
ル

エ
ン

○
○

2
3
4

9
9
-
9
9
-
0

p
-
ニ

ト
ロ

ト
ル

エ
ン

（
4
-
ニ

ト
ロ

ト
ル

エ
ン

、
1
-
メ

チ
ル

-
4
-
ニ

ト
ロ

ベ
ン

ゼ
ン

）
○

○

2
3
5

1
0
0
-
0
2
-
7

p
-
ニ

ト
ロ

フ
ェ

ノ
ー

ル
○

○
○

2
3
6

9
8
-
9
5
-
3

ニ
ト

ロ
ベ

ン
ゼ

ン
○

○

2
3
7

7
5
-
5
2
-
5

ニ
ト

ロ
メ

タ
ン

○
○

2
3
8

7
5
-
1
5
-
0

二
硫

化
炭

素
○

○
○

2
3
9

1
4
3
-
0
8
-
8

1
-
ノ

ナ
ノ

ー
ル

（
1
-
ノ

ニ
ル

ア
ル

コ
ー

ル
）

○

2
4
0

2
5
1
5
4
-
5
2
-
3

ノ
ニ

ル
フ

ェ
ノ

ー
ル

○
○

2
4
1

7
4
4
0
-
6
2
-
2

(バ
ナ

ジ
ウ

ム
)
バ

ナ
ジ

ウ
ム

及
び

そ
の

化
合

物
○

○

2
4
2

8
8
-
8
9
-
1

ピ
ク

リ
ン

酸
○

2
4
3

1
7
6
1
-
7
1
-
3

ビ
ス

(4
-
ア

ミ
ノ

シ
ク

ロ
ヘ

キ
シ

ル
)メ

タ
ン

○

2
4
4

2
7
3
4
4
-
4
1
-
8

4
,4

’
-
ビ

ス
（
2
-
ス

ル
ホ

ス
チ

リ
ル

）
ビ

フ
ェ

ニ
ル

-
2
ナ

ト
リ

ウ
ム

○

2
4
5

8
0
-
0
5
-
7

ビ
ス

フ
ェ

ノ
ー

ル
A

○
○

2
4
6

3
0
2
-
0
1
-
2

ヒ
ド

ラ
ジ

ン
○

○

2
4
7

1
2
3
-
3
1
-
9

ヒ
ド

ロ
キ

ノ
ン

○
○

○
○

○

2
4
8

1
0
0
-
4
0
-
3

4
-
ビ

ニ
ル

-
1
-
シ

ク
ロ

ヘ
キ

セ
ン

○
○

2
4
9

1
0
0
-
6
9
-
6

2
-
ビ

ニ
ル

ピ
リ

ジ
ン

○
○

2
5
0

9
2
-
5
2
-
4

ビ
フ

ェ
ニ

ル
○

○

2
5
1

1
1
0
-
8
5
-
0

ピ
ペ

ラ
ジ

ン
○

2
5
2

7
7
4
5
8
-
0
1
-
6

ピ
ラ

ク
ロ

ホ
ス

○

2
5
3

1
1
0
-
8
6
-
1

ピ
リ

ジ
ン

○
○

○

2
5
4

1
1
9
-
1
2
-
0

ピ
リ

ダ
フ

ェ
ン

チ
オ

ン
○

2
5
5

1
2
9
-
0
0
-
0

ピ
レ

ン
○

○

2
5
6

8
5
-
0
1
-
8

フ
ェ

ナ
ン

ト
レ

ン
○

○

2
5
7

1
2
2
-
1
4
-
5

フ
ェ

ニ
ト

ロ
チ

オ
ン

○

2
5
8

9
1
-
7
6
-
9

6
-
フ

ェ
ニ

ル
-
1
,3

,5
-
ト

リ
ア

ジ
ン

-
2
,4

-
ジ

ア
ミ

ン
○

○

2
5
9

9
5
-
5
4
-
5

o
-
フ

ェ
ニ

レ
ン

ジ
ア

ミ
ン

○
○

2
6
0

1
0
8
-
4
5
-
2

m
-
フ

ェ
ニ

レ
ン

ジ
ア

ミ
ン

○
○

2
6
1

1
0
8
-
9
5
-
2

フ
ェ

ノ
ー

ル
○

○

2
6
2

3
7
6
6
-
8
1
-
2

フ
ェ

ノ
ブ

カ
ル

ブ
○

2
6
3

2
3
1
8
4
-
6
6
-
9

ブ
タ

ク
ロ

ー
ル

○

2
6
4

1
0
6
-
9
9
-
0

ブ
タ

ジ
エ

ン
○

2
6
5

7
1
-
3
6
-
3

1
-
ブ

タ
ノ

ー
ル

○
○

2
6
6

1
3
1
-
1
7
-
9

フ
タ

ル
酸

ジ
ア

リ
ル

エ
ス

テ
ル

○
○

2
6
7

8
4
-
6
9
-
5

フ
タ

ル
酸

ジ
イ

ソ
ブ

チ
ル

○

2
6
8

8
4
-
6
6
-
2

フ
タ

ル
酸

ジ
エ

チ
ル

○
○

2
6
9

1
1
7
-
8
1
-
7

フ
タ

ル
酸

ジ
(2

-
エ

チ
ル

ヘ
キ

シ
ル

)
○

○

2
7
0

1
1
7
-
8
4
-
0

フ
タ

ル
酸

ジ
-
n

-
オ

ク
チ

ル
○

○
○
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リ
ス

ク
初

期
評

価
実

施
物

質
一

覧
（
第

１
巻

～
第

１
５

巻
）

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

発
が
ん

性
※

1
健
康

リ
ス
ク

生
態

リ
ス
ク

発
が
ん

性
※

2
健
康

リ
ス
ク

生
態

リ
ス
ク

健
康

リ
ス
ク

生
態

リ
ス
ク

健
康

リ
ス
ク

生
態

リ
ス
ク

健
康

リ
ス
ク

生
態

リ
ス
ク

健
康

リ
ス
ク

生
態

リ
ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

第
１

５
巻

第
４
巻

第
５
巻

第
６
巻

第
７
巻

第
８
巻

第
９

巻
第

１
０

巻
第

１
１

巻
第

１
２

巻
第

１
３

巻
第

１
４

巻
第
３
巻

番
号

C
A

S
番

号
物

質
名

第
１

巻
第

２
巻

2
7
1

8
4
-
6
1
-
7

フ
タ

ル
酸

ジ
シ

ク
ロ

ヘ
キ

シ
ル

○
○

2
7
2

8
4
-
7
4
-
2

フ
タ

ル
酸

ジ
-
n

-
ブ

チ
ル

○
○

2
7
3

3
6
4
8
-
2
1
-
3

フ
タ

ル
酸

ジ
-
n

-
ヘ

プ
チ

ル
○

2
7
4

1
3
1
-
1
1
-
3

フ
タ

ル
酸

ジ
メ

チ
ル

○
○

2
7
5

8
5
-
6
8
-
7

フ
タ

ル
酸

ブ
チ

ル
ベ

ン
ジ

ル
○

○

2
7
6

9
6
-
2
9
-
7

ブ
タ

ン
-
2
-
オ

ン
=
オ

キ
シ

ム
○

○

2
7
7

9
8
-
5
4
-
4

4
-
te

rt
-
ブ

チ
ル

フ
ェ

ノ
ー

ル
○

○

2
7
8

1
0
4
-
5
1
-
8

n
-
ブ

チ
ル

ベ
ン

ゼ
ン

○

2
7
9

7
6
6
4
-
3
9
-
3

（
ふ

っ
化

水
素

）
ふ

っ
化

水
素

及
び

そ
の

水
溶

性
塩

○

2
8
0

1
1
1
-
7
6
-
2

2
-
ブ

ト
キ

シ
エ

タ
ノ

ー
ル

○
○

2
8
1

2
0
6
-
4
4
-
0

フ
ル

オ
ラ

ン
テ

ン
○

○

2
8
2

7
1
-
2
3
-
8

1
-
プ

ロ
パ

ノ
ー

ル
○

○

2
8
3

6
7
-
6
3
-
0

2
-
プ

ロ
パ

ノ
ー

ル
○

○

2
8
4

2
3
9
5
0
-
5
8
-
5

プ
ロ

ピ
ザ

ミ
ド

○
○

2
8
5

7
5
-
2
7
-
4

ブ
ロ

モ
ジ

ク
ロ

ロ
メ

タ
ン

○
○

○
○

2
8
6

1
0
6
-
4
1
-
2

p
-
ブ

ロ
モ

フ
ェ

ノ
ー

ル
○

2
8
7

1
0
6
-
9
4
-
5

1
-
ブ

ロ
モ

プ
ロ

パ
ン

○
○

2
8
8

7
5
-
2
6
-
3

2
-
ブ

ロ
モ

プ
ロ

パ
ン

○
○

2
8
9

7
5
-
2
5
-
2

ブ
ロ

モ
ホ

ル
ム

○

2
9
0

1
1
8
-
7
4
-
1

ヘ
キ

サ
ク

ロ
ロ

ベ
ン

ゼ
ン

○
○

2
9
1

5
7
-
0
9
-
0

ヘ
キ

サ
デ

シ
ル

ト
リ

メ
チ

ル
ア

ン
モ

ニ
ウ

ム
=
ブ

ロ
ミ

ド
○

2
9
2

8
2
2
-
0
6
-
0

ヘ
キ

サ
メ

チ
レ

ン
=
ジ

イ
ソ

シ
ア

ネ
ー

ト
○

2
9
3

1
0
0
-
9
7
-
0

ヘ
キ

サ
メ

チ
レ

ン
テ

ト
ラ

ミ
ン

○

2
9
4

1
1
0
-
5
4
-
3

n
-
ヘ

キ
サ

ン
○

○

2
9
5

1
2
4
-
0
9
-
4

1
,6

-
ヘ

キ
サ

ン
ジ

ア
ミ

ン
○

2
9
6

7
6
-
4
4
-
8

ヘ
プ

タ
ク

ロ
ル

○
○

2
9
7

3
3
5
-
6
7
-
1

(ペ
ル

フ
ル

オ
ロ

オ
ク

タ
ン

酸
)

ペ
ル

フ
ル

オ
ロ

オ
ク

タ
ン

酸
及

び
そ

の
塩

○
○

○

2
9
8

1
7
6
3
-
2
3
-
1

(ペ
ル

フ
ル

オ
ロ

オ
ク

タ
ン

ス
ル

ホ
ン 酸
)

ペ
ル

フ
ル

オ
ロ

オ
ク

タ
ン

ス
ル

ホ
ン

酸
及

び
そ

の
塩

○
○

2
9
9

5
2
6
4
5
-
5
3
-
1

ペ
ル

メ
ト

リ
ン

○

3
0
0

9
8
-
0
7
-
7

ベ
ン

ジ
リ

ジ
ン

＝
ト

リ
ク

ロ
リ

ド
○

○

3
0
1

1
0
0
-
5
1
-
6

ベ
ン

ジ
ル

ア
ル

コ
ー

ル
○

○

3
0
2

1
0
0
-
5
2
-
7

ベ
ン

ズ
ア

ル
デ

ヒ
ド

○
○

○

3
0
3

7
1
-
4
3
-
2

ベ
ン

ゼ
ン

○

3
0
4

9
5
-
1
6
-
9

ベ
ン

ゾ
チ

ア
ゾ

ー
ル

○

3
0
5

5
0
-
3
2
-
8

ベ
ン

ゾ
[a

]ピ
レ

ン
○

○
○

3
0
6

1
1
9
-
6
1
-
9

ベ
ン

ゾ
フ

ェ
ノ

ン
○

3
0
7

8
2
-
6
8
-
8

ペ
ン

タ
ク

ロ
ロ

ニ
ト

ロ
ベ

ン
ゼ

ン
○

○

3
0
8

8
7
-
8
6
-
5

ペ
ン

タ
ク

ロ
ロ

フ
ェ

ノ
ー

ル
○

○
○

3
0
9

1
4
9
3
8
-
3
5
-
3

4
-
n

-
ペ

ン
チ

ル
フ

ェ
ノ

ー
ル

○

3
1
0

7
4
4
0
-
4
2
-
8

(ほ
う

素
)
ほ

う
素

及
び

そ
の

化
合

物
○

○
○
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環
境

リ
ス

ク
初

期
評

価
実

施
物

質
一

覧
（
第

１
巻

～
第

１
５

巻
）

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

発
が
ん

性
※

1
健
康

リ
ス
ク

生
態

リ
ス
ク

発
が
ん

性
※

2
健
康

リ
ス
ク

生
態

リ
ス
ク

健
康

リ
ス
ク

生
態

リ
ス
ク

健
康

リ
ス
ク

生
態

リ
ス
ク

健
康

リ
ス
ク

生
態

リ
ス
ク

健
康

リ
ス
ク

生
態

リ
ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

第
１

５
巻

第
４
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